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序

南
方
上
座
部
仏
教
に
対
す
る
仏
教
学
者
の
関
心
は
こ
れ
ま
で
ひ
と
え
に
文
献
学
的

・
歴
史
学
的
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
の
二

0
年

代
に
開
始
さ
れ
た
。ハ
ー
リ
仏
教
研
究
は
、
厳
密
な
史
料
批
判
に
基
づ
く
テ
キ
ス
ト
の
確
立
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
プ
ッ
ダ
の
本
源

的
教
説
の
解
明、

宗
教
と
し
て
成
立
し
た
仏
教
の
教
理
史
研
究
な
ど
を
主
軸
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
文
献
学
的

・
歴
史

学
的
研
究
の
素
材
と
な
っ
た
。ハ
ー
リ
聖
典
と
そ
の
注
釈
書
類
は
、

い
ず
れ
も
、

ス
リ

・
ラ
ン
カ
、
ビ
ル
マ
、

タ
イ
な
ど
の
南
方
上
座

部
仏
教
国
に
伝
承
さ
れ
、
今
日
ま
で
保
存
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
人
々
の
価
値
観
と
根
本
的
な
か
か
わ

り
を
も
ち
続
け
て
ぎ
た
南
方
上
座
部
仏
教
の
現
実
相
の
研
究
は
、
ご
く
最
近
に
至
る
ま
で
、
学
的
関
心
の
対
象
と
な
る
に
は
い
た
ら

な
か
っ
た
。
社
会
的
事
実
と
し
て
の
南
方
上
座
部
仏
教
の
研
究
は
、
過
去
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
こ
れ
ら
諸
国
の
文
化

・
社
会

・
政

治
に
関
心
を
寄
せ
る
人
類
学
者
、
社
会
学
者
、
政
治
学
者
ら
の
、
人
類
学
的
、
社
会
学
的
、
政
治
学
的
研
究
の
一
環
と
し
て
開
始
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
若
い
イ
ン
ド
学

・
仏
教
学
者
も
こ
の
戦
列
に
加
わ
っ
て
、
新
し
い
南
方
上
座
部
仏
教
研
究
は
急
速
な
進

展
を
示
し
つ
つ
あ
る
。

本
書
は
、
著
者
が
タ
イ
仏
教
に
関
し
過
去
数
年
間
に
発
表
し
た
旧
稿
に
筆
を
加
え
、
こ
れ
に
未
発
表
の
論
考
お
よ
び
資
料
を
加
え

て
一
書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
の
時
期
は
数
年
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
著
者
の
問
題
関
心
は
一
貫
し
て
、
仏
教
と
り
わ
け
仏
教

サ
ソ
ガ
が
国
家
お
よ
び
社
会
と
結
ぶ
関
係
の
解
明
に
あ
っ
た
。
材
料
は
、
も
っ
ば
ら
タ
イ
仏
教
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
追

求
さ
れ
た
テ

ー
マ
は
、
著
者
が
現
在
行
な
っ

て
い
る
ス
リ
・
ラ
ン
カ
、
ビ

ル
マ
等
他
の
諸
国
の
上
座
部
仏
教
研
究
と
の
比
較
に
よ
っ

序



で
あ
る
。

最
後
に
、
著
者
海
外
出
張
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
の
出
版
を
お
引
き
受
け
下
さ

っ
た
創
文
社
に
も
感
謝
の
言
葉
を
捧
げ
る
も
の

を
申
し
上
げ
た
い
。

て
、
さ
ら
に
深
め
た
い
と
考
え
て

い
る
。
あ
え
て
「
上
座
部
仏
教
の
政
治
社
会
学
」
と
題
し
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

本
書
に
お
い
て
著
者
の
な
し
得
た
こ
と
は
、
問
題
の
解
明
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
将
来
解
明
す
べ
ぎ
問
題
の
所
在
を
、
荒
け
ず

り
な
形
で
提
示
す
る
に
止
ま

っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
書
は

―
つ
の
研
究
の
出
発
点
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

本
書
が
出
来
上
が
る
ま
で
に
は
、
じ
つ
に
多
く
の
方
々
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
と
く
に
猪
木
正
道
京
都
大
学
名
誉
教
授
（
現
防
衛

大
学
校
校
長
）
に
は
、

筆
者
が

こ
の
研
究
を
開
始
し
た
当
初
か
ら
た
え
ざ
る
激
励
を
与
え
て
下
さ
っ
た
恩
人
と
し
て
特
別
の
感
謝
を

捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ソ
タ
ー
市
村
真
一
所
長
に
は
、
出
版
に
つ
い
て
数
々
の
御
配
慮
を
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、

京
都
大
学
法
学
部
福
島
徳
寿
郎
教
授
が
、
発
展
途
上
国
の
政
治
学
的
研
究
に
お
け
る
著
者
の
問
題
関
心
の
重
要
性

を
指
摘
さ
れ
、
多
く
の
助
言
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
著
者
に
と
っ
て
大
き
な
は
げ
ま
し
で
あ
っ
た
。

す
ぐ
れ
た
同
僚
に
恵
ま
れ
た
こ
と
の
幸
せ
を
、
執
筆
の
段
階
で
こ
れ
ほ
ど
痛
切
に
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け

る
討
論
に
よ
っ
て
、
新
し
い
方
向
を
示
唆
さ
れ
た
こ
と
は
一
再
で
は
な
い
。
と
く
に
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ソ
タ
ー
坪
内
良

博
助
教
授
（
社
会
学
）
、
矢
野
暢
助
教
授
（
政
治
学
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
立
場
か
ら
与
え
て
下
さ
っ
た
コ
メ
ソ
ト
、
ま
た
よ
き

対
話
の
相
手
と
し
て
示
さ
れ
た
友
情
と
忍
耐
心
と
に
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
た
い
と
思
う
。

大
阪
外
国
語
大
学
赤
木
攻
講
師
に
は
資
料
作
成
の
段
階
で
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
筆
者
不
在
の
間
、
面
倒
な
校
正
を
一
手

に
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
谷
本
由
生
枝
さ
ん
、
原
稿
浄
書
に
献
身
的
努
力
を
傾
け
て
下
さ
っ
た
森
田
恵
美
子
さ
ん
に
も
心
よ
り
お
礼
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序

附

論

第

二

部

附

論

第

一

部

第
二
部
第
八
章

第
二
部
第
七
章

第
一
一
部
第
六
章

本
書
に
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
加
筆
修
正
を
加
え
た
旧
稿
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
部
第
一
章

第

一
部
第
二
章

第
二
部
第
一
章

第
二
部
第
二
章

第
二
部
第
一
二
章

第
二
部
第
四
章

第
二
部
第
五
章

四
号
）

（
未
発
表
）

石

井

米

雄

「
国
家
と
宗
教
に
か
ん
す
る
一
考
察

(ll)
ー
ー
ス
コ

ー
ク
イ
に
お
け
る
大
寺
派
上
座
部
仏
教
の
受
容
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
（
第
九
巻
一
号
）

「
国
家
と
宗
教
に
か
ん
す
る
一
考
察
(I
)
ー
~

ラ
ー
マ
一
世
に
お
け
る
仏
教
の
『
擁
護
』
」
『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
（
第

七
巻

「
国
家
と
宗
教
に
か
ん
す
る
一
考
察

(m)
ー

タ
イ
仏
教
に
お
け
る

Ecclesia

の
成
立
と
そ
の
意
義
」
『
東
南
ア
ジ
ア
研

究
』
（
第
十
巻
二
号
）

「
ク
イ
国
に
お
け
る
『
教
法
試
験
』
に
つ
い
て
」
『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
（
第
十
巻
四
号
）

（
未
発
表
）

「
ク
イ
国
に
お
け
る
国
民
統
合
と
仏
教
サ
ソ
ガ
の
役
割
」

『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
（
第
十
一
巻
三
号
）

「
ク
イ

・
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教
」
高
橋
保
編
『
東
南
ア
ジ
ア
の
ナ
ッ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教
』
（
東
京

・
ア

ジ
ア
経
済
研
究

所

・
一
九
七
三
年
）

「
ク
イ
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
に
つ
い
て
」
『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
（
第
十
巻
三
号
）

（
未
発
表
）

（
未
発
表
）

昭
和
五
十
年
元
旦

こ
て
ヽ

ロ
ソ
ド
ソ

「
タ
イ
仏
教
に
お
け
る
サ
ソ
ガ
と
社
会
」
『
ア
ジ

ア
文
化
』
（
第
十
巻
一
号
）
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序

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
一
節

第
二
節

第一
一一節

第
四
節

第
五
節

第
六
節

第
七
節

第
八
節

第
二
章

序
論
的
考
察
|
|
国
教
の
構
造
ー
ー

サ
ソ
ガ
と
社
会
…
…
・
:
・:・…

上
座
部
仏
教
の
規
範
的
救
済
観
・・

出
家
と
サ
ソ
ガ
：
…
…
…
…
…
…

正
法
の
嗣
続
者
と
し
て
の
サ
ソ
ガ

福

田

と

し

て

の

サ

ソ

ガ

：

…

…

…

・

：

・…
……・:―
―九

タソ

・プ
ソ
思
想
とサ

ソガ
…

…

…

…

…

…

…

…

―――――

呪

術

的

仏

教

と

サ

ソ

ガ

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

g
-

サ
ソ
ガ
の
世
俗
的
機
能
：
…
…
…
…
·
：
·
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
•
•
•
…
…
…

•
•
•…
…
…
…
…
…
…
…

…

哭

上
座
部
仏
教
の
社
会
的
構
造
…
·
·
·
:
'
•
•
…
…
…
…

•
…
…
…
…

…
…
…
…
品

サ
ソ
ガ
と
国
家
・
…
…
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

憲
法
と
仏
教
…
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
•
•
•
•…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

サ
ソ
ガ

・
国
王
・
正
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「
プ
ラ
・

ク
マ
サ
ー
ト
」
と
「
正
法
王
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
•
•

•

…
…
…
…
…
…
七
（）

ヨ ー

第

一
章

第
一
部

は
じ
め
に 目

次

ー



第
一
節

第
二
節

第
一
節

第
二
節

第一ー一節

第
四
節

「
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
の
制
定
…
…

．．．
．．
．
 

国
王
と
サ
ソ
ガ

•
…
…
…
…
…
…
{

王
権
に
よ
る
サ
ソ
ガ
支
配
の
構
造

在
家
者
と
サ
ソ
ガ

「
教
法
試
験
」
制
度
の
成
立
と
そ
の
意
義

「
教
法
試
験
」
制
度
の
沿
革
…
…•…
·
·
:
·…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

•
…
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一究

「
教
法
試
験
」
の
現
状…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
·
…
…
…

•…

…

…
·
…
…
…
…
…
一
八
七

第
四
章

六
八

一哭
一
幸―
l

一癸一一(
B

第
三
章

タ
イ
に
お
け
る
仏
教
ェ
ク
レ
シ
ア
の
成
立

翌

第
一
節

第
二
節

第一＿一節

第
四
節

史
料
に
つ
い
て

サ
ン
ガ
の
組
織

仏
教
「
擁
護
」
の
支
援
的
側
面

仏
教
「
擁
護
」
の
統
制
的
側
面

―――
― ―――

―
――
 

――-^
 一嚢

第
二
章

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
一
章

第
四
節

「
仏
教
的
ニ
ク
レ
ツ
ア
」
と
そ
の
構
造

ス
コ

ー
タ
イ
期
に
お
け
る
王
権
と
サ
ソ
ガ

ア
ユ
ク
ヤ

・
ラ
ク
ナ
コ
ー
シ
ソ
期
に
お
け
る
王
権
と
サ
ン
ガ

第
二
部
サ
ン
ガ
・
国
家

・

社
会
ー
ー
歴
史
の
な
か
の
仏
教
_
~

乏5

.•....

....

...

.......•...

......

.•
•...
...
...
...
......

....

..

........

...•...

...

..

.......

... 
n
== 

スコ

ー
ク
イ
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
背
景
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…・・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九七

ス
コ
ー
タ
イ
に
お
け
る
ラ
ソ
カ

ー
オ
ソ
の
成
立

一0
1

ス
コ
ー
タ
イ
に
お
け
る
ラ
ソ

カ
ー
オ
ソ
の
弘
通

一全
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第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

「
仏
階
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八

「
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー

イ
派
」
と
「
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
」
の
確
執
と
サ
ソ
ガ
統
治
…
…
…
•
•
•

•
•
•…
•
…
…
•

•
…
…
…
―

1
0
1
―

サ
リ
ッ
ト
・
ク
ナ
ラ
ッ
ト
の
登
場
と
新
「
サ
ソ
ガ
法
」
…
…
…
…
…
…
…
…
・

・

・

:

・

:

-

g

国
民
統
合
と
サ
ソ
ガ
の
役
割

タ
イ
国
内
の
少
数
民
族

少
数
民
族
対
策
の
基
本
方
針

サ
ソ
ガ
と
社
会
：
・
…
…
・
,
... 

サ
ソ
ガ
と
社
会
を
め
ぐ
る
新
動
向

タ
イ

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教
…
…
・
:
・
:

前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
ク
イ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

国
王
と
仏
教
…
…
…
…
…
…
…
…

•
…
…
…
…
…

.....

.
 
.
 

文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
ク
マ
ュ
ッ
ト
運
動

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教

サ
リ
ッ
ト
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教

ク
イ
国
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
…
…

…・―
―――五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
-l
g
-

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
 ．．．
 
―-究

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
―
―
六
0

..... ;
•
•
…
…
…
…
…
―
―
六0

•...•
.. 

'・：・・・・・・・
・：
・
…
…
…
…
…
-委

............ ,
…
•
•
•
•
•
•…

•
•
…
•
…
…
――苺

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
―
―八
五

…
…
…
;
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
――九

i
-

―

千
年
王
国
運
動
の
諸
特
徴

「
オ
ソ
グ

・
マ

ソ
の
反
乱
」
ー
「
ピ

ー
・

プ
ソ
」
の
一
事
例
ー
~
…
•
…
…
·
:．．．． 

タ
イ
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
の
特
徴
：
・
：
・

お
わ
り
に

...

...

...

.. 
；:・
…
…
…
…
…
―
―
1
0
0
 

…
…
…
…
…
…
…
…
―
―

-a 

..•..

..

...

..

...

.........

..... 
;…

••
••
••
…………

-ll
-B 

..•...

.....•.

....

...... 

;••…·: 

......... ………――――
-g 

第
八
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第
五
節

第
七
章

第

一
節

第
二
節

第
一一一節

第
四
節

第
六
章

第

一
節

第
二
節

第
三
節

第

五

章

民

主

主

義

体
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ソ
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タ
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コ
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シ
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ニ
―
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ソ
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上
座
部
仏
教
の
政
治
社
会
学

ー
国
教
の
構
造
|
|
＇



はじめに

今
日
、
ス
リ

・
ラ
ソ
カ
、
ビ
ル
マ
、

タ
イ
、
ラ

オ
ス
お
よ
び
カ
ソ
ボ
ジ
ア
な
ど
、
南
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
信
奉
さ
れ
て
い

る
仏
教
は
、
一
般
に
「
南
方
上
座
部
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
「
南
方
」
と
は
「
南
方
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
信
奉
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
「
上
座
部
」
と
は

。ハ

ー
リ
語
「
テ
ー
ラ
ヴ
ァ

ー
ダ」

(T
h
e
r
a
v
a
d
a
)
の
伝
統
的
漢
訳
で
あ
る
。

「
テ
ー

ラ」

(T
he
ra
)

と
は
、
出
家
後
の
年
数
が
長
く
、
上
座
す
な
わ
ち
上
席
に
着
座
す
べ
ぎ
教
団
の
長
老
を
指
し
、
「
ヴ
ァ
ー
ダ
」

(
v
a
d
a
)

~
、
「
語
る、

話
す
」
を
意
味
す
る
動
詞
語
幹

v
a
d
-

の
派
生
名
詞
形
で
、
「
説
、
論
、
言
説
」
な
ど
と
訳
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
テ
ー
ラ

ヴ
ァ
ー
ダ
」

と
は
、
「
長
老
の
説
」
別
言
す
れ
ば
、
「
教
団
の
長
老
た
ち
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
仏
教
の
正
統
的
教
説
」
を
意
味
す
る
。
わ
が

国
で
は
、
「
小
乗
仏
教
」
、
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
き
た
が
、
「
小
乗
」
と
は
、
バ
ー
リ
語
「
ヒ

ー
ナ
・
ヤ
ー
ナ
」

(
H
ina
y
a
n
a
)

の
訳
語
で
、

自
己
の
救
済
の
み
を
考
え
て
他
を
顧
み
る
こ
と
が
な
い
「
賤
し
い
」

(
h
i
n
a
)

「
乗
物
」

(
y
a
n
a
)

と
い
う
侮
蔑
的
ニ
ュ
ア
ソ
ス
が
含
ま

(
1
)
 

れ
て
い
る
の
で
、
世
界
仏
教
徒
会
議
の
決
議
を
尊
重
し
て
、
こ
の
語
の
使
用
を
止
め
、
「
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
」
あ
る
い
は
「
上
座
部
」

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
そ
の
信
徒
数
は
、

タ
イ
国
総
人
口
の
九
四
％
、
ビ

ル
マ
お
よ
び
カ
ソ
ポ
ジ
ア
で
は
八
五
％
、

ス
リ
・
ラ
ソ
カ
で
は
六
四
％
、
ラ
オ
ス
で
ほ
五

0
％
を
占
め
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
総
数
は
七

0
0
0万
人
を
越
え
る
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
上
座
部
仏
教
は
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ

オ
ス
の
両
国
で
は
国
教
、
タ
イ
で
は
事
実
上
国
教
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
が
、
ビ

(
2
)
 

ル
マ
で
は
少
数
民
族
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
反
対
も
あ
っ
て
仏
教
の
国
教
化
が
政
治
問
題
化
し
た
。

「
上
座
部
仏
教
」
は
、
出
家
教
団
を
中
心
と
す
る
宗
教
で
、
保
守
的
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
保
守
性
は
、
仏
滅
後
第
二
世
紀

は
じ
め
に

3
 



に
瀕
る
上
座
部
成
立
当
時
の
状
況
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
伝
説
に
よ
る
と
、
プ
ッ

ダ
入
滅
後

一
0
0年
の

こ
と
、

リ
の
ヴ
ァ
ッ
ジ
族
出
身
の
ビ
ク
た
ち
が
、
戒
律
に

よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
行
為
の
う
ち
、
「
金
銀
を
受
け
る
こ
と
」
な
ど
の
十
項
目
（
い

わ
ゆ
る
「
十
事
」
）
を
取
り
上
げ
、
そ
の
合
法
性
を
主
張
し
た
。
そ
の
時
七

0
0人
の
上
座
長
老
た
ち
は
、

あ
る
ヴ
ァ
ー
リ
カ
ー
の
園
に
会
し
て
、
討
議
を
行
な
い
、
こ
れ
ら
の
「
十
事
」
を
こ
と
ご
と
く
非
合
法
と
し
て
退
け
た
の
ち
、
「
元

(
3
)
 

一
切
の
聖
教
の
垢
を
洗
い
お
と
し
た
」
と
い
う
。

の
ご
と
く
、

『
大
史
』
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
主
張
を
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ヴ
ァ
ッ
ジ
族
の
ビ
ク
た
ち
は
、
上
座
長
老
た
ち
の
決
定
を
不
服
と
し
、

(

4

)

 

別
個
に
一
万
人
を
集
め
て
独
自
の

「
結
集
」
を
行
な
っ
た
。
こ
う
し
て
仏
教
教
団
の

一
味
和
合
は
破
ら
れ
、
教
団
は
、
伝
承
の
堅
持

衆
部
」

(
M
a
h
a
s
a
n
g
h
i
k
a
)

と
に
分
裂
す
る
。
こ
の
事
件
が
、

を
標
榜
す
る
保
守
的
な
「
上
座
部
」

(T
h
c
r
,1
v
a
d
a
)

と
、
周
囲
の
情
勢
の
変
化
に
応
じ
た
変
革
の
必
要
性
を
主
張
す
る
進
歩
的
な
「
大

(
5
)
 

い
わ
ゆ
る
「
根
本
分
裂
」
で
あ
る
。

「
根
本
分
裂
」
の
原
因
は
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
戒
律
の
修
正
は
許
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
命
題
を
め
ぐ
る
保
守
派
と
進

歩
派
と
の
対
立
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
多
数
の
同
調
者
を
集
め

て
「
大
衆
部
」
と
呼
ば
れ
た
進
歩
派
の
ビ
ク
た
ち
は
戒
律
の
修

正
を
提
唱
し
、
戒
律
の
不
可
侵
を
主
張
し
た
保
守
派
の
長
老
た
ち
と
対
立
し
た
。

の
と
っ
た
態
度
の
背
景
に
は
、

0
人
の
ビ
ク
た
ち
は
、

マ
ハ
ー
カ

ヴ
ェ
ー
サ
ー

ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
郊
外
に

「
十
事
」
の
提
唱
に
対
し
て
保
守
派
の
長
老
た
ち

ひ
と
つ
の
前
史
が
存
在
す
る
。

そ
れ
は
仏
滅
後
問
も
な
く
、
ラ
ー
ジ
ャ
ガ
ハ
で
行
な
わ
れ
た
「
第
一

結
集
」
の
際
に
お
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
伝
説
に

よ
れ
ば
、

ラ
ー
ジ

ャ
ガ
ハ
の
結
集
に
お
い
て
仏
弟
子
ア

ー
ナ
ソ
ダ
は
、

ッ
サ
パ
の
問
に
答
え
て
、
五
つ
の

ニ
カ

ー
ヤ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
に
つ
い

て
述
べ
た
の
ち、

つ
ぎ
の
よ
う
な
重
大
発
言
を
行
な
っ
た

と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
世
尊
は
正
に
入
滅
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
、
私
に
向
か
っ
て

『
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
も
し
私
の
滅
後
、
教
団
が
希

望
す
る
な
ら
ば
、
小
小
戒
（
ご
く
小
さ
な
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
ら
）
は
捨
て
て
も
よ
い
』
と
言
わ
れ
た
」
と
。
結
集
に
参
加
し
た
五

0

ア
ー
ナ
ン
ダ
の
発
言
に
あ
っ
た
「
小
小
戒
」
の
意
味
す
る
行
為
の
内
容
を
巡
っ
て
論
争
し
た
が
、
あ
る
者
は

一
切
の
教
法
と
戒
律
と
を
合
誦
し
て
、

9
4
 



は~じめに

は
異
端
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
派
の
権

そ
れ
は
教
団
か
ら
の
追
放
を
定
め
た
四
大
罪
以
外
の
す
べ
て
の
規
定
で
あ
る
と
主
張
し
、
あ
る
者
は
四
大
罪
と
、
教
団
の
決
議
に
よ

っ
て
罪
を
与
え
る
十
三
条
の
戒
律
以
外
の
条
項
を
指
す
の
で
あ
る
と
言
う
な
ど
、
発
言
者
に
よ
っ
て
各
種
各
様
の
解
釈
が
提
出
さ
れ

て
結
論
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
激
し
い
論
争
の
さ
ま
を
見
た
座
長
の
マ
ハ
ー

カ
ッ
サ
パ
は
、
「
教
団
は
、
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
を
制
定
せ
ず
制
定
さ
れ
た
も
の
を

捨
て
る
こ
と
な
く
、
制
定
さ
れ
た
戒
に
従
っ
て
進
む
べ
き
で
あ
る
」

(
C
u
=
a
v
a
g
~
a

XI) 

動
議
の
提
出
に
よ
っ
て
事
態
を
収
拾
し
た
と
い
う
。
こ
の
工
。
ヒ
ソ

ー
ド
は
、
上
座
部
仏
教
の
戒
律
観
を
根
本
的
に
方
向
づ
け
た
事
件

と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
プ
ッ
ダ

は
、
そ
の
在
世
中
折
に
ふ
れ
、
「
こ
の
こ
と
は
し
て
も
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
し
て
は

な
ら
な
い
」

(
M
a
h
a
p
a
n
n
i
b
b
a
n
a

Sutt::rnta
,
 v1
,
 2

0
)
 

戒
律
の
「
法
源
」
は
、
プ
ッ
ダ
の
カ
リ

ス
マ
的
権
威
の
中
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
死
に
直
面
し
た

弟
子
た
ち
の
教
団
は
、
プ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
、
す
で
に
制
定
さ
れ
た
戒
律
に
対
し
て
は
、
一
切
の
修
正
を
加
え
ず
、
制
定
さ
れ
た
ま
ま

に
お
い
て
こ
れ
を
護
持
す
る
と
い
う
、
戒
律
不
可
侵
の
原
則
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

と
に
な
っ
た
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
プ
ッ
ダ
の
戒
律
の
伝
統
を
正
し
く
継
承
す
る
者
の
み
が
正
統
と
さ
れ
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
者

マハ

ー
サ

ン
ギ
カ
の
ビ
ク
た
ち
が
、
「
悪
し
き
ビ
ク
ら

p
a
p
a
b
h
i
k
k
h
u
J
 

(
D
i
p
a
v
a
n
;
z
s
a
.
 

v
,
 

2
7
.)

と
呼
ば
れ
た
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
上
座
部
仏
教
の
本
源
的
保
守
性
の
根
源
を
、
こ
こ
に
見
出
す
。

上
座
部
系
の
仏
教
は
、
前
三
世
紀
の
中
ご
ろ
、

伝
え
ら
れ
た
。

と
し
て
戒
律
を
定
め
た
。
プ
ッ
ダ
の
教
説
を
信
奉
す
る
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
、

ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
子
（
あ
る
い
は
弟
）

カ
リ
ス
マ
日
常
化
へ
の
道
を
ひ
ら
く
こ

マ
ヒ
ソ

ダ
長
老
に
よ
っ
て
セ
イ
ロ
ソ
島
に

マ
ヒ
ソ
ダ
長
老
は
、
時
の
セ
イ
ロ
ン
王
テ
ー
ヴ
ァ

ー
ナ
ン
ピ
ャ

・
テ
ィ
ッ
サ
王
の
教
化
に
成
功
し
、

・
ハ
ー
フ
一
世
（
―
-
五
三

1
八
六
）
が
出
る
に
お
よ
び
、
す
べ
て
の
ビ
ク
は
大
寺
派
の
下
に
統
合
さ
れ
、

王
の
後
援
に
よ

っ
て
ア
ヌ
ラ

ー
ダ
。フ
ラ
に
「
大
寺
」
を
意
味
す
る
「
マ
ハ

ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
」

(
M
a
h
a
v
i
h
a
r
a
)

を
創
建
し
た
。
そ
の
後
、

系
統
を
異
に

す
る
ア
バ
ヤ
ギ
リ
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
が
国
王
の
支
持
を
得
て
台
頭
し
、
大
寺
派
は
一
時
衰
微
し
た
が
十
二
世
紀
の
中
ご
ろ
、

パ
ラ
ッ
カ

マ

と
い
う

5
 



(
6
)
 

威
が
最
終
的
に
確
立
し
た
。
セ

イ
ロ

ソ
大
寺
派
系
の
上
座
部
仏
教
は
十
三
世
紀
以
降
、
東
南
ア
ジ

ア
大
陸
部
の
各
地
に
伝
播
し
、
こ

南
方
上
座
部
諸
国
の
仏
教
教
団
は
、
今
日
も
な
お
さ
き
に
の
べ
た
「
第
一
結
集」

以
来
の
戒
律
不
可
侵
の
原
則
を
墨
守
し
て
い
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
ウ
ボ
ー
サ
タ
の
儀
式
の
際
読
誦
さ
れ
る
戒
律
の
条
文
が
、
片
言
隻
語
の
誤
読
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
ク
イ
・
サ
ン

ガ
の
慣
行
は
、
こ
う
し
た
上
座
部
の
戒
律
観
を
端
的
に
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

出
家
教
団
は
、
ビ
ク
お
よ
び
ビ

ク
ヘ
の
予
備
階
梯
で
あ
る
サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
組
織
体
で
あ
る
。
ビ
ク

合
写

k
k
h
u
)

は
。ハ
ー
リ
語
の
動
詞
b
h
i
k
k
h
a
t
,

(
食
を
乞
う
）
の
名
詞
形
で
、
「
食
物
を
乞
う
者
」
を
意
味
す
る
。

成
す
る
出
家
教
団
は、

し
た
が
っ
て
、

第
三
者
に
よ
る
物
質
的
支
援
の
存
在
を
予
想
し
て
い
る
。
国
王
な
ど
在
家
の
有
力
者
が
寄
進

し
た
寺
領
地
か
ら
の
収
益
が
、
そ
の
経
済
的
基
盤
を
な
す
よ
う
な
特
別
の
場
合
を
除
く
な
ら
ば
、

の
恒
常
的
支
援
な
し
に
は
存
続
し
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
南
方
上
座
部
が
、
今
日
も
な
お
七

0
0
0万
人
の
信
徒
を
擁
し
て
繁
栄
し

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
れ
ら
の
諸
国
に
お
い
て
非
生
産
的
な
出
家
教
団
の
存
続
を
許
す
よ
う
な
機
構
が
社

会
的
に
配
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

セ
イ
ロ
ン
の
カ
ソ
デ
ィ
地
方
に
は
、

「
食
物
を
乞
う
者
」
の
構

か
つ
て
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
「
僧
院
領
主
制
」

(
d
,
e

K
l
o
s
t
e
r
g
r
u
n
d
he
r
r
s
c
h
a
f
t
e
n
)

と

(
7
)
 

呼
ん
だ
寺
院
土
地
領
有
制
度
が
発
達
し
出
家
教
団
の
強
固
な
経
済
的
基
盤
を
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
僧
院
領
主
制
」
は
、
南
方

上
座
部
の
弘
通
し
た
す
べ
て
の
地
域
に
お
け
る
普
遍
的
現
象
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
タ
イ
国
で
も
、

t
h
0
1
r
a
m
s
o
n
g

と
い
う
寺
領
地
の

存
在
が
刻
文
史
料
そ
の
他
で
確
認
さ
れ
、
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
寺
院
所
有
地
は
現
在
も
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
範
囲
は
限
ら
れ

て
お
り
、
出
家
教
団
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
の
意
義
は
は
る
か
に
小
さ
い
°
タ
イ
国
に
お
い
て
は
、
国
王
に
よ
っ
て
伝
統
的
に
与
え

ら
れ
て
来
た
有
形
無
形
の
支
援
の
持
続
と
、
こ
れ
を
背
景
と
し
た
民
衆
の
自
発
的
か
つ
日
常
的
な
寄
進
行
為
と
が
、
出
家
教
団
の
存

こ
に
今
日
見
ら
れ
る
上
座
部
仏
教
圏
の
原
型
が
成
立
し
た
。

一
般
に
出
家
教
団
は
、
外
部
か
ら

6
 



は~じめに

こ
の
よ
う
に
、
非
生
産
的
な
出
家
教
団
を
支
え
る
基
盤
は
、
国
に
よ
り
あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た

見
か
け
上
の
差
異
の
根
底
に
は
、
在
家
者
を
教
団
の
支
持
へ
と
み
ち
び
き
、
教
団
は
そ
の
支
持
に
依
存
し
て
そ
の
本
源
的
保
守
性
を

失
う
こ
と
な
く
存
続
し
な
が
ら
、
し
か
も
両
者
の
間
に
均
衡
が
成
立
す
る
よ
う
な
構
造
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
も
し
、
こ
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
様
な
現
象
形
態
を
示
す
南
方
上
座
部
仏
教
の
諸
相
を
、

整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
教
団
滅
亡
の
原
因
解
明
に
も
貢
献
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、

ク
イ
仏
教
の
中
に
具
体
的
事
例
を
求
め
な
が
ら
、
南
方
上
座
部
仏
教
の
存
在
構
造
に
つ
い
て
の

一
般
的
射
程
を
も
つ
モ

デ
ル
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
る
。
第
一
部
に
お
い
て
は
、

ま
ず
第
一
章
で
上
座
部
仏
教
の
社
会
的
構
造
の
分
析

が
行
な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
仏
教
の
社
会
的
諸
機
能
の
考
察
を
通
し
て
、
社
会
の
底
辺
に
お
け
る
仏
教
の
存
在
形
態
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
第
二
章
に
お
い
て
、
上
座
部
仏
教
の
政
治
的
構
造
の
解
明
が
行
な
わ
れ
る
。
こ

こ
で
は
、

介
と
し
て
民
衆
生
活
と
緊
密
に
統
合
し
た
仏
教
が
、

王
権
と
の
間
に
結
ぶ
相
即
不
離
の
関
係
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。

第
二
部
は
、
第
一
部
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
理
論
的
枠
組
の
中
に
お
い

て
、
十
三
世
紀
以
降
の
タ
イ
仏
教
史
の
点
検
が
行
な
わ
れ

る
。
第
一

章
お
よ
び
第
二
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

ス
コ

ー
タ
イ
期
お
よ
び
ア

ュ
タ
ヤ

・
ラ
ク
ナ
コ

ー
シ
ソ
期
に
お
け
る
王
権
の
仏
教

「擁
護
」
の
性
格
の
解
明
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
「
擁
護
」
が
「
支
持
」
と
「
統
制
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
も
っ

と

い
う
事
実
が
、
刻
文
史
料
お
よ
び
古
代
法
典
に
よ
っ
て
実
証
的
に
示
さ
れ
る
。
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
で
は
、
第
一
部
第
二
章
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
た
仏
教
ニ
ク
レ
シ
ア
が
、
「
一
九

0
二
年
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
制
定
に
よ

っ
て
、

続
に
、
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

サ
ソ
ガ
を
媒

ク
イ
国
に
成
立
し
た
状
況
が
説
明
さ

れ
る
。
第
四
章
は
、
そ
の
う
ち
と
く
に
「
教
法
試
験
」
の
成
立
過
程
を
実
証
的
に
追
っ

て
い
る
。
第
五
章
で
は
、

一
九
一
二
二
年
の
立

7
 



憲
革
命
以
降
の
サ
ソ
ガ
法
の
変
遷
の
中
に
、
国
家
に
よ
る
サ

ソ
ガ
統
制
の
強
化
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
第
六
章
お
よ
び
第
七
章

は
、
国
民
統
合
に
お
け
る
仏
教
の
機
能
を
解
明
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
る
。
第
六
章
で
は
、

で
あ
る

サ
ソ

ガ
の
社
会
開
発
計
画
へ
の
参
与
が
、
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
。
第
七
章
は
、
国
民
統
合
の
シ
ソ
ボ
ル
で
あ
る
仏
教
が
、

タ
イ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
と
い
う
問
題
を
、

ッ
ト
王
、

お
よ
び
サ
リ
ッ
ト
・

タ
ナ
ラ
ッ

ト
の

三
人
の
政
治
家
の
各
々
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
八
章
は
、
第
六
章
お
よ
び
第
七
章

と
は
逆
に
、
仏
教
が
、

国
民
統
合
の
分
解
要
因
と
し
て
も
機
能
し
う
る
こ
と
を
、

附
論
の
第
一
部
で
は
、
本
書
の
執
筆
に
際
し
利
用
し
た
文
献
を
中
心
と
し
て
、

料
の
解
題
が
行
な
わ
れ
る
。
さ
ら
に
第
二
部
で
は
、

係
の
法
令
を
も
収
録
し
て
、

モ
ソ
ク
ッ
ト
王
、
ワ
チ
ラ
ウ

ク
イ
仏
教
研
究
の
た
め
の
基
本
的
タ
イ
語
文
献
資

サ
ソ
ガ
法
関
係
の
重
要
法
令
の
全
訳
を
行
な
い
、

あ
わ
せ
て
、

サ
ソ
ガ
法
の
性
格
を
、
側
面
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

イ
ス
ラ

ー
ム
関

注

、
、
、

(
1

)

「
乗
物
」
と
は
「
衆
生
を
迷
い
の
世
界
か
ら
さ
と
り
の
世
界
（
彼
岸
）
に
到
達
さ
せ
る
乗
物
」
の
意
。
（
岩
本
裕
『
日
常
仏
教
語
』
東
京

・

中
央
公
論
社

・
昭
和
四
十
七
年
）
一
四

0
頁。

(
2
)

各
国
に
お
け
る
南
方
上
座
部
仏
教
の
現
状
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
包
括
的
な
著
書
に
は
つ
ぎ
の
も
の
が
あ
る
。

H
e
i
n
z
 
B
e
c
h
e
rt,
 Bu

d
d
h
is
m
u
s
 
Staat 
u
n
d
 
G
esellschaft 
in 
d
e
n
 
L
d
n
de
r
n
 
des 
T
h
e
r
av
i
i
d
a
-
B
u
ddh.ismus
,
 E

rste、・
B
a
n
d
:
 A
l
l
ge, 

m
e
i
n
es
 u
n
d
 C
eylon
.
 Alfred 

M
et
zner 
V
e
rl
a
g
:
 F
ra
nkfurt 
a
m
 M
a
i
n
 u
.
 Berlin
,
 19

6
6
-

I
d
0
1
,
 Zw
e
it
er 
B
a
n
d
 :
 B
i
r
m
a
,
 K

a
mb
込
s
c
h
a
,
L
aos
,
 Th

a
i
l
a
n
d.
 Ot

t
o
 
H
a
rra
s
s
o
w
it
z: 
W
iesbade
n
.
 19
6
7

ま
た
、
内
容
が
や
や
古

い
が
、
標
準
的
な
も
の
と

し
て
、
C
h
a
r
l
e
s
E
li
ot
,
 Sir
,
 H

induis
m
 a
n
d
 B
u
d
d
h
ism
.
 Vo

l
u
me
 T
h
ree
.
 Ro
u
t
l
e
d
g
e
 &
 K
ega
n
 Pa
u
l
:
 
L
o
n
d
o
n
,
 

1
9
5
7
.

が
あ
る
。

論
的
宗
教
運
動
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

一
九
〇
二
年
に
東
北
タ
イ
で
発
生
し
た
千
年
王
国

一
九
六

0
年
の
後
半
以
降
の
新
傾
向
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心じ め に

(
3
)

増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳
仏
教
聖
典
』
（
東
京

・
在
家
仏
教
会

・
昭
和
二
十
八
年
）
二
八
五
頁
。

(
4
)
M
ahii.van:zsa
,
 V. 

(
5
)

「
根
本
分
裂
」
に
つ
い
て
は
、

そ
の
原
因
を
大
天
の
五
事
に
関
す
る
教
団
の
討
論
に
求
め
る
北
方
の
伝
承
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
南
方
伝

承
に
し
た
が
う
。
な
お
詳
し
く
は
、

塚
本
啓
祥
『
初
期
仏
教
教
団
史
の
研
究
』
（
東
京

・
山
喜
房
仏
密
林

・
昭
和
四
十
一
年
）
一
五
二

1
一
七

一
頁
。

(
6
)
 

(
7
)
 

セ
イ
ロ
ソ
仏
教
史
に
つ
い
て
は
、

早
島
鋭
正
『
初
期
仏
教
と
社
会
生
活
』
（
東
京

・
岩
波
害
店

・
昭
和
三

十
九
年
）
一
〇
七

1
一
八
一
二
頁
。

M
ax 
W
e
b
e
r
,
 Ge

s
a
m
m
e
l
te 
Aufsiitze 
z
u
r
 
R
el
igionssoziologie
,
 I
 
I. 

Ti.ibin
g
e
n
 J. 

C
.
 B.
 M

o
h
r
 
(Paul 
Siebeck
)
 :
 T
u
bingen
,
 

1
9
6
3
.
 

(
邦
訳
、
池
田
昭
ほ
か
『
ア
ジ
ア
宗
教
の
基
本
的
性
格
』
五
五
頁
）

七
イ
ロ
ソ
の
「
僧
院
領
主
制
」
の
現
状
に
か
ん
す
る
社
会
学
者
の
分
析
と
し
て
は
、

H
a
ns,Dieter 
Evers
,
 "

Monastic 
L
a
n
d
lo
r
d
is
m
"
 in 
C
e
y
l
o
n
:
 
A
 Traditional 
S
ys
t
e
m
 
in 
a
 M
o
d
ern 
Setting
,
 T

h
e
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 

A
s
i
a
n
 
Studies
,
 Vo

l
.
 XX

V
I
I
I
,
 N

o
.
 
4
 

(
A
u
g
u
s
t
,
 19

6
9
)
.
 p
p
.
 6

8
5
-
6
9
2
.
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第 1部 第 1章 サソガと社会

序
論
的
考
察

ー

国
教
の
構
造
|
ー
｀

サ
ソ
ガ
と
社
会

上
座
部
仏
教
の
規
範
的
救
済
観

上
座
部
仏
教
教
団
の
保
守
的
存
在
構
造
の
解
明
を
行
な
う
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
こ
の
宗
教
の
救
済
に
関
す
る
基
本
理
念
を
取
り
上

上
座
部
仏
教
は
、
人
間
が
自
ら
の
修
行
努
力
に
よ
っ
て
自
己
の
救
済
を
完
成
す
る
道
を
提
示
す
る
宗
教
で
あ
る
。
道
綽
以
来
の

「
聖
浄
」
二
分
法
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
聖
道
門
で
あ
り
、
自
力
門

で
あ
る
。
自
力
教
は
、
ク
イ
語
で
、

「
カ
ソ
マ

・
リ
キ

(
l

)
 

ッ
ト
」

(
k
a
m
m
a
l
i
k
h
it
)

と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
語
は
、
「
カ
ソ
マ
」
11
「
行
為
」
と

「
リ
キ
ッ
ト
」
11
「
書
く
」
の
合
成
語
で
、
語
源
に
即

し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
「
自
ら
の
筆
を
も
っ

て
自
ら
の
救
済
を
描
き
上
げ
る
教
説
」
を
意
味
す
る
。
「
カ
ソ
マ
・
リ
キ
ッ
ト
」
は
、

た
と
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
の
ぞ
み
、

創
造
主
へ

の
絶
対
帰
依
に
よ
る
救
い
を
説
く
他
力
的
な
「
プ
ロ
ム
・
リ
キ
ッ
ト
」

(
p
h
r
o
m
,

l
i
k
h
i
t
)
 

と
鋭
く
対
立
す
る
。
「
プ
ロ
ム
」
と
は
「
梵
」
で
あ
り
、
広
く
「
神
」
を
指
す
語
で
あ
る
。

「
カ
ン
マ
・
リ
キ
ッ
ト
」
は
、
救

げ
、
考
察
の
出
発
点
と
し
た
い
。

第
一
節

第
一
章

第
一
部

11 



こ
の
説
法
の
内
容
は
、
古
く
か
ら
「
四
諦
八
正
道
」
の
教
説
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
四
諦
の
第
一
は
「
苦
諦
」
11

「
〈
苦
し
み〉

と
い
う
聖
な
る
真
理
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず

〈
苦
し
み
〉
の
遍
在
が
指
摘
さ
れ
る
。
生
老
病
死
、
憎
む
者
と
の
遡
返
、
愛
す
る

し
い
瞑
想
で
あ
る
」

(
M
a
h
a
v
ag
g
a
I
,
 

6
)
0
 

実
に
〈
苦
し
み
の
止
滅
〉
と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
そ
の
妄
執
の
完
全
に
離
れ
去
っ
た
止

滅
で
あ
り
、
捨
て
去
る

こ
と
で
あ
り
、
放
棄
で
あ
り
、

解
脱
で
あ
り
、
こ
だ
わ
り
の
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

実
に

〈
苦
し
み
の
止
滅
に
至
る
道
〉

と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
聖
な
る
八
支
よ
り
成
る
道
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
正
し
い
見
解
、

正
し
い

思
惟
、
正
し
い
こ
と
ば
、
正
し
い
行
い
、

る
妄
執
と、

生
存
の
滅
無
に
対
す
る
妄
執
と
で
あ
る
。

あ
る
。

「
初
転
法
輪
」
と
し
て
知
ら
れ
る
経
典
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
自
力
救
済
の
教
説
が
、
簡
明
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
関
連
す
る

(2
)
 

部
分
を
引
用
し
よ
う
。

「
実
に
〈
苦
し
み
〉
と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
生
ま
れ
も
苦
し
み
で
あ
り
、
老
い
も
苦
し
み
で
あ
り
、
病
い

も
苦
し
み
で
あ
り
、
死
も
苦
し
み
で
あ
り
憎
い
人
に
会
う
の
も
苦
し
み
で
あ
り
、
愛
す
る
人
に
別
れ
る
の
も
苦
し
み
で
あ
り
、
欲
す

る
も
の
を
得
ら
れ
な

い
の
も
苦
し
み
で
あ
る
。
要
約
し
て
い
う
な
ら
ば
、
五
つ
の
執
着
の
素
因
と
し
て
の
わ
だ
か
ま
り
は
苦
し
み
で

実
に
〈
苦
し
み
の
生
起
の
原
因
〉
と
い
う
聖
な
る
真
理
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
再
生
を
も
た
ら
し、

喜
び
と

貪
り
を
と
も
な
い
、
こ
こ
か
し
こ
に
歓
喜
を
求
め
る
こ
の
妄
執
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
欲
望
に
対
す
る
妄
執
と
、
生
存
に
対
す

る。 済
の
過
程
に
お
い
て
「
神
」
（
。
フ
ロ
ム
）
を
求
め
ず
、
も
っ

ば
ら
人
間
の
行
為
（
カ
ン
マ
）
を
依
処

と
す
る
。
上
座
部
仏
教
の
救
済

観
は
、
「
自
己
の
み
が
自
己
の
依
処
で
あ
る
。
自
己
以
外
に
依
処
は
な
い
。
」

(D
h
a
m
m
ap
a
d
a
1
6
0
)

と
い
う
自
力
思
想
に
貫
か
れ
て
い

正
し
い
生
活
、
正
し
い
努
力
、
正
し
い
念
い、

正

12 
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諦
」
す
な
わ
ち
、
「
八
正
道
」
は
、
「
医
薬
」
(
b
h
a
i
~
a
J
Y
a
)

に
相
当
す
る
と
い
う
。
医
学
と
の
対
比
に
お
い
て
仏
教
の
根
本
教
理
の
特

者
と
の
別
離
、
欲
す
る
も
の
の
不
得
、
総
じ
て
執
着
の
原
因
を
つ
く
る
一
切
の
身
心
環
境
が

〈
苦
し
み
〉
と
規
定
さ
れ
る
。
第
二
の

「
集
諦
」
で
は
、
そ
の

〈
苦
し
・み
〉
の
生
起
の
原
因
が
た
ず
ね
ら
れ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
、

〈苦
し
み
〉
が
生
起
す
る
原
因
を
、

と
こ
ろ
に
悦
楽
を
求
め
て
止
む
こ
と
を
知
ら
な
い
人
間
の
妄
執

(tai:iha)

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
〈
苦
し
み
〉
を
脱
却
し
て
、
己
の
救
済
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
第
一
＿
一
の
「
滅
諦
」

で
は
、

れ
て
い
る
。
「
正
し
い
見
解
」
と
は
、
仏
教
の
正
し
い
世
界
観

・
人
生
観
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
正
し
い
思
惟
」
と
は
、
出
家

者
に
ふ
さ
わ
し
く
、
柔
和
で
、
慈
悲
深
く
、
清
浄
な
心
を
も
っ
て
思
惟
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
正
し
い
こ
と
ば
」
、
「
正
し
い
行

い
」
、
「
正
し
い
生
活
」
と
は
、
身
体
的

・
言
語
的
行
為
の
い
ず
れ
を
も
正
し
く
行
な
い
、

「
正
し
い
努
力
」
と
は
、
理
想
を
目
指
し
、
勇
気
を
も
っ
て
正
し
く
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
正
し
い
念
い
」
、
「
正
し
い
瞑
想
」
と

〈
苦
し
み
〉
の
止
滅
を
実
現
す
る
方
法
論
と
し
て
提
示
さ
れ
た
以
上
の
八
項
目
は
、
す
ぐ
れ
て
顕
教
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
非

合
理
的
要
素
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
説
は
、
す
ぐ
れ
て
人
間
の
理
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
修
行
者
は
、
ま
ず
教
説
の
内
容
を
理
解
し
、
そ
の
理
解
に
基
づ
く
実
践
に
よ
っ
て
自
ら
の
救
済
を
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
る
。

「
四
諦
八
正
道
」
の
原
理
は
、

い
た
る

に
求
め
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
も
し
こ
の
妄
執
を
断
ち
き

〈
苦
し
み
〉
の
止
滅
を
実
現
す
る
た
め
の
方
法
論
を
説
い
た
の
が
、
第
四
の
真
理
、
す
な
わ
ち
「
道

日
常
生
活
を
正
し
く
送
る
こ
と
で
あ
る
。

(
3
)
 

ヒ
ソ
ド
ゥ
医
学
の
論
理
か
ら
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
で
あ
る
と
も

言

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
苦
諦
」
は

「
病
気
」

(
r
品
a
)
、
「
集
諦
」
は
「
病
因
」
（
r
品
a
h
e
t
u
)
、
「
滅
諦
」
は
「
健
康
体
」

(
a
r
o
g
a
)

に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
道

は
、
正
し
い
意
識
を
も
ち
、
正
し
く
精
神
統
一
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。

諦
」
で
あ
る
。
「
道
諦
」
の
内
容
は
、
八
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
、

一
般
に
、
「
八
正
道
」
な
い
し
「
八
支
聖
道
」
な
ど
と
呼
ば

J

の
原
理
が
説
か
れ
て
い
る
。

13 



を
、
整
合
的
に
説
明
し
う
る
原
理
を
見
出
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ニ
リ
ー
ト
志
向
的
教
理
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
民
衆
宗
教
の
構
造

質
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
実
践
的
、
合
理
的
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
切
の

努
力
が
、
〈
苦
し
み
〉
の
止
滅
の
実
現
と
い
う
実
践
的
課
題
の
解
決
を
志
向
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
課
題
解
決
の
手
段
は
非
合
理
的

上
座
部
仏
教
に
お
け
る
合
理
主
義
は
、
認
識
論
の
分
野
に
お
い

て
は
主
知
主
義
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

仏
教
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世

に
存
在
す
る
一
切
の
事
物
は
、
も
ろ
も
ろ
の
原
因
が
相
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
絶
え
間
な
く
変
化
し
、

「
無
常
」
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
特
質
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
な
に
も
の
に
対
し
て
も
、
こ
れ
は
わ
が
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
執
着
す
べ
き
で
は
な
い
。
現
象
と
し
て
の
一
切
の
法
は
「
無
我
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
「
無
明
」
の
中
に
い
る
人
間
は
無

知
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
存
在
の
構
造
に
つ
い
て
の
真
理
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
〈
苦
し
み
〉
が
生
ず
る
。
し
か

し
、
人
間
が
、
そ
の
身
体
的
・
精
神
的
行
為
を
正
し
く
し
、
精
神
統
一
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
明
」
を
脱
却
し
、
明
知
（
宮
i

国）

を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

〈苦
し
み
〉
は
滅
尽
し
て
、

解
脱

(nibbana)

の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
て
合
理
主
義
的
、
主
知
主
義
的
な
仏
教
の
根
本
的
教
説
は
、
大
衆
の
教
化
よ
り
も
む
し
ろ
理
性
的
な
少

数
の
知
的
ェ
リ
ー
ト
を
対
象
と
し
た
教
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
根
本
教
理
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
仏
教
は
ヴ
ェ

ー
バ
ー
の
い
う
「
達

人
」

(die
Virtuosen) 
の
宗
教
で
あ
っ
て
、

「
大
衆
」
は
所
詮
、
根
本
教
理
の
提
示
す
る
救
済
の
過
程
に

は
参
与
し
え
ぬ
存
在
と
し
て

し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
上
座
部
仏
教
は
現
実
に
南
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア

の
七

0
0
0万
民
衆
に
よ
り
信
奉
さ

れ
、
繁
栄
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
上
座
部
仏
教
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
は
、
ま
ず
た
て
ま
え
と
現
実

と
の
間
に
横
た
わ
る
こ
の
よ
う
な
矛
盾
的
構
造
、
す
な
わ
ち
、

信
仰
で
は
な
く
、
実
践
の
指
針
を
理
性
に
求
め
る
合
理
主
義
で
あ
る
。
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注

(
1
)
S
u
c
h
i
p
 P
u
n
n
a
n
u
p
h
a
p
,
 Kh

u
n
n
a
l
a
k
s
a
n
a
 phiset 
h
a
e
n
g
 Phraphuttasiitsanii
.
 Sa

m
u
n
a
k
p
h
m
:
 B
a
n
n
a
k
h
a
n
,
 Ba

n
g
k
o
k
,
 

1
9
5
7
.
 p
.
 

1
9
.
 

(
2
)

中
村
元
編
『
仏
典
［
』

〔
世
界
古
典
文
学
全
集
六
〕
（
東
京

・
筑
摩
書
房

・
昭
和
四
十
三
年
）
二
九
頁
。

(
3
)

Eliot
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.
 20

1
.

中
村
元
「
プ
ッ
ダ
の
教
え
」
宇
野
ほ
か
編
『
講
座
東
洋
思
想
五

三
頁
。

出
家
と
サ
ン
ガ

(
1

)
 

四
諦

・
八
正
道
の
教
説
の
示
す
救
済
の
論
理
は
、
「
難
行
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
超
世
俗
的
環
境
に
お
け
る
厳
し
い
心
身
の
修

練
を
要
請
す
る
教
理
で
あ
り
、
大
衆
が
世
俗
の
な
り
わ
い
を
営
み
な
が
ら
の
実
践
で
は
、
救
済
と
い
う
最
終
目
標
を
達
成
し
難
い
教

説
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
修
行
へ
の
専
心
を
決
意
し
た
人
々
は
、
各
自
の
家
業
を
放
棄
し
て
出
家
し
た
の
で
あ
っ
た
。
出
家
と
は
、

「
家
を
出
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

バ
ー
リ
語
の
定
型
句
は
そ
れ
を
、
「
家
よ
り
出
で
て
、
家
な
き
（
状
態
）
に
入
る
」

(
a
g
a
r
a
s
m
a

(
2
)
 

a
n
a
g
a
r
i
y
a
m
 
pabbajati)

と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
家
」

(agara)

と
は
、
生
業
の
本
拠
と
し
て
の
「
家
屋
」
を
指
す
。
生
活

の
本
拠
で
あ
る
家
を
去
っ
て
（
宮
b
ぽ
jat-
）
、
家
の
な
い
状
態

(a
nagiiriyii)

第
二
節

仏
教
思
想
ー

イ
ソ
ド
的
展
開
』
所
収
°
三

へ
と
赴
く
こ
と
、
こ
れ
が
出
家
の
原
義
で
あ
っ
た
。

修
業
僧
が
、
家
住
の
生
活
を
放
棄
し
た
の
は
、
「
家
に
住
み
つ
い
て
い
て
は
、
真
珠
母
の
よ
う
に
燦
然
た
る
絶
対
に
完
全
、
絶
対

(3
)
 

に
清
ら
か
で
あ
る
清
浄
行
を
実
践
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
」

(
S
a
m
y
u
t
t
a
-
n
i
k
i
i
y
a
X

V
I
,
 If)

か
ら
で
あ
り
、

「
在
家
の
生
活
は
狭
苦

(
4
)
 

し
く
煩
わ
し
く
て
、
塵
の
つ
も
る
場
所
」

（S
u
t
t
a
,
N
i
pata
4
0
6
)

で
あ
る
が
、
「
出
家
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野
外
」
（
吾
d
.)

で
あ
っ
て
、

煩
わ
し
さ
が
な
く
自
由
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
最
初
期
の
仏
教
修
行
者
た
ち
は
、
遊
行
し
つ
つ
山
窟
や
、
森
林
や
、
樹

下
や
、
墓
地
な
ど
、
人
里
を
遠
く
離
れ
た
幽
静
な
場
所
を
求
め
て
、
瞑
想
の
修
行
に
専
心
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
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一
般
に
、

フ
ォ

ー
マ

ル
な
組
織
体
は
、

(5
)
 

仏
教
学
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
出
家
の
形
態
は
、
仏
教
成
立
の
比
較
的
初
期
の
段
階
で
終
わ
っ
た
ら
し
い
。
出
家
者

た
ち
は
、
や
が
て
村
里
近
く
に
移
り
住
み
、
さ
ら
に
は
、
在
俗
信
徒
が
寄
進
建
立
し
た
僧
院
に
起
居
し
て
、
同
行
の
出
家
者
と
と
も

に
、
共
同
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
仏
教
出
家
者
の
修
行
共
同
体
は
、
「
サ
ン
ガ
」

(
S
a
i
"
1
g
h
a
)

と
呼
ば
れ
る
。

も
と
「
集
い
」
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
語
は
、
も
と

(6
)
 

の
ち
に
固
有
名
詞
化
し
て
、
仏
教
出
家
者
教
団
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
僧
院
を
中
心
と
し
た
サ
ソ
ガ
が
発
達
す
る
と
、
出
家
と
は
、
も
は
や
「
家
の
な
い
状
態
へ
と
赴
く
」
こ
と
で
は
な
く

な
り
、

サ
ソ
ガ
と
い
う
生
活
共
同
体
の
成
員
と
な
っ
て
、
集
団
的
修
行
生
活
を
送
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

「
出
家
」
の
意
義
変
化
は
、
単
な
る
修
行
者
の
修
行
形
態
の
変
化
を
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
教
と
い
う
宗
教
そ
の
も
の
の
性
格
に

も
、
決
定
的
な
影
響
を
お
よ
ぽ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
の
南
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
ヘ
の
弘
通
は
、
僧
院
を
中

心
と
す
る

サ
ン
ガ
が
、
か
な
り
発
達
を
と
げ
た
後
の
こ
と
に
属
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
南
方
上
座
部
の
研
究
に
お
い
て
は
、
社
会
的
に
受

容
さ
れ
た
サ
ン
ガ
と
い
う
組
織
体
の
諸
機
能
の
解
明
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

さ
て
、
出
家
の
最
終
目
標
は
、
自
己
の
救
済
の
達
成
に
あ
っ
た
。
救
済
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
出
家
が
選
択
さ
れ
た
の
は
、

「
家
の
な
い
状
態
」
の
中
に
、
清
浄
行
の
実
践
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
修
行
者
た

ち
が
、
孤
独
な
自
然
の
中
に
お
け
る
生
活
を
止
め
、

サ
ソ
ガ
と
い
う
生
活
共
同
体
を
結
成
し
た
時
、
そ
の
新
た
な
環
境
の
中
に
求
め

た
条
件
は
、
か
つ
て
か
れ
ら
が
山
窟
や
、
森
林
の
静
寂
の
中
に
求
め
た
と
同
様
、
清
浄
行
実
践
に
ふ
さ
わ
し
い
場
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
サ
ソ
ガ
結
成
の
契
機
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

サ
ン
ガ
と
は
、
出
家
修
行
者
に
対
し
、

か
れ
の
修
行
目
的
を
効
率
的
に
達

成
さ
せ
る
環
境
を
提
供
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
組
織
体
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
社
会
学
者
は
、
こ
の
よ
う
に
、

特
定
の
目
的
を
追
求
し
、
そ
の
た
め
に
役
立
つ
よ
う
な
構
造
を
も
つ
組
織
体
を
、
「
フ
ォ

ー
マ
ル
な
組
織
体
」

(
[
o
r
m
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
)
 

(
7
)
 

と
呼
ん
で
い
る
。
サ
ソ
ガ
も
ま
た
、
「
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
体
」
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
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第 1部 第 1章 サンガと社会

成
員
で
あ
る
出
家
者
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

H
、
達
成
さ
れ
る
ぺ
き
目
標
、
口
、
成
員
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
規
則
群
、
国
、
成
員
間
の
関
係
を
規
定
す
る

役
割
構
造
、
を
も
つ
。
プ
ラ
ウ

(P
e
ter

M
 

rank,and'fi
le
 participants)

を
受
益
者
と
す
る
組
織
体
で
、
「
相
互
受
益
組
織
体
」

(
m
u
t
u
a
l'一召
ne
f,t
a啓
8iat,ons)

と
呼
ば
れ
る
（
具
体

例
と
し
て

は
、
労
働
組
合
、
ク
ラ
プ
な
ど
が

挙
げ
ら
れ

る）
。

第
二
は
、

concerns)

で
、
受
益
者
は
、
そ
の
組
織
体
の
所
有
者
な
い
し
管
理
幹
部
で
あ
る
。
第
三
は
「
サ
ー
ビ
ス
組
織
体
」
（
伶
3
8
o
r
g
a
n
i
z
a
ti
ons)

と
呼
ば
れ
、
受
益
者
は
、
ク
ラ
イ
ニ
ソ
ト
、
あ
る
い

は
、
制
度
上
は
組
織
体
の
外
に
い

る
が
、
そ
の
組
織
体
と
規
則
的
、
直
接
的
接

触
を
も
つ
公
衆

(
p
u
blic-
in-contact)

で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
学
校
、
病
院
な
ど
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
る
）
。
第
四
は
、
「公

(
8
)
 

で
、
警
察
、
軍
隊
な
ど
が
そ
の
代
表
と
さ
れ
る
。

プ
ラ
ウ
の
四
分
法
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、

こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

当
時
に
あ
っ
て
は
、

B
l
a
u
)

と
ス
コ
ッ
ト

(
W.R
i
ch
ard 
S
cott)

は
、
だ
れ
が
受
益
者
か

(c
ui
b
o
n
a
)

と
い
う

そ
の
成
員
一
般

(the

m
e
m
bers 
o
r
 

会
社
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
企
業
体
」
合
g
m篠

サ
ソ
ガ
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
ぎ
た
性
格
か
ら
「
相
互
受
益
組
織
体
」
の
ひ
と

つ
と
言
う

サ
ソ
ガ
は
、
修
行
の
効
率
を
高
め
る
た
め
の
組
織
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
受
益
者
は
、

フ
ォ

ー
マ
ル
な
組
織
体
の
も
つ
規
則
群
を
、

サ
ソ
ガ
に
求
め
る
な
ら
ば
、
戒
律
が
こ
れ
に
相
当
し
よ
う
。
戒
律
は
、
プ
ツ
ダ
在
世

お
そ
ら
く
簡
単
な
修
行
上
の
生
活
規
範
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

な
体
系
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。
南
方
上
座
部
で
は
、
戒
律
は
。
ハ

ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
ニ
ニ
七
戒
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
パ

ー
テ
ィ
モ
ッ

力
と
の
関
係
に
お
い
て
サ
ソ
ガ
の
成
員
を
再
規
定
す
る
な
ら
ば
、

サ
ソ
ガ
の
成
員
は
、
出
家
に
際
し
て
、
バ

ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
を
受
戒

し
た
ビ
ク
（
タ
イ
語
で
は
プ
ラ

p
h
ra)

の
み
に
限
ら
れ
る
。
サ
ン
ガ
に
は
こ
の
ほ
か
、
二
十
歳
未
海
の
出
家
者
で
十
戒
を
授
け
ら
れ

て
い
る

サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
（
タ
イ
語
サ

ー
マ

ネ
ー
ソ
協
m
a
n
e
n

ま
た
は
略
し
て
ネ
ー
ソ

品
n
)

が
い
る
が
、
こ
れ
は
ビ
ク
ヘ
の
予
備
陪

益
組
織
体
」

(co
m
m
o
n
w
e
a
l
o
r
g
a
m
z
a
t
,ons) 

点
に
着
目
し
て
、

フ
ォ

ー
マ
ル
な
組
織
体
に
、

つ
ぎ
の
四
つ
の
類
型
を
設
定
し
た
。
第
一
は
、

の
ち
に
整
備
さ
れ
、
複
雑
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梯
に
す
ぎ
ず
厳
密
に
は
サ
ソ
ガ
の
準
成
員
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
ビ
ク
と
は
サ
ソ
ガ
内
に
お
け
る
権
利
義
務
が
異
な
る
。

戒
律
は
、
き
わ
め
て
厳
重
な
手
続
に
よ
っ
て
原
型
を
損
わ
ぬ
よ
う
配
慮
さ
れ
つ
つ
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
タ

イ
の

サ
ソ
ガ
で

は
、
太

陰
暦
に
し
た
が
い
毎
月
、

滴
月
と
新
月
の
日
に
「
ウ
ボ
ー
サ
タ
U

苫
器
t
ha
」（
タ
イ
語
で
は
ウ
ポ

ー
ソ
ッ
ト

u
b
0
1
s
o
t
)

の
俊
式
を
行
な

う
。
こ
れ
は
、
戒
律
に
照
ら
し
て
自
己
の
行
為
を
反
省
す
る
儀
式
で
あ
る
。
こ
の
日
に
は
、
僧
院
に
止
住
す
る
す
べ
て
の
ビ
ク
（
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
は
除
外
さ
れ
る
）
は
、
ま
ず
各
自
の
僧
房
等
に
お
い
て
、
隣
室
の
ビ
ク
と
互
い
に
罪
の
告
白
を
行
な
っ

た
の
ち
、
「
ボ
ー

g」
（
ウ
ボ

ー
ソ
ッ

ト
の
略
称
）
と
呼
ば
れ
る
本
堂
に
参
集
す
る
。
「
ボ

ー
」
の
内
部
に
お
い

て
厳
重
な
点
呼
が
行
わ
れ
、
全
員
の
出

席
が
確
認
さ
れ
て
か
ら
、
参
集
の
ビ
ク
は
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
全
ニ
ニ
七
条
の
読
誦
を
聴
聞
す
る
。
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
は
、
特
別
に
訓

読
誦
僧
の
注
意
を
喚
起
し、

誤
読
箇
所
の
暗
誦
の
繰
返
し
を
求
め
る
。
こ
う
し
て
ウ
ボ
ー

サ
ク
の
儀
式
が
、
規
則
的
に
反
覆
さ
れ
る

か
ぎ
り
、
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
の
伝
統
は
、
連
綿
と
伝
承
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ウ
ボ
ー
サ
タ
は
、
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
の
保
存
維
持
機
能

を
果
た
す
機
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う。

一
句
で
も
暗
誦
し
違
え
た
場
合
に
は
、

脇
に
ひ
か
え
た
照
合
役
の
ビ
ク
が
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
体
と
し
て
の
サ
ソ
ガ
の
役
割
構
造
に
つ
い
て
は
、
新
成
員
の
加
入
手
続
に
関
与
す
る
役
職
者
、
と
り
わ
け

「
親
教
師
」
（
パ
ー
リ
語
u
苫
J
j
h
a
y
a

ク
イ
語

u
宮
t
c
h
a
)

の
役
割
が
注
目
さ
れ
る
。
親
教
師
と
は
、
出
家
者
が
、

サ
ソ
ガ
の
一
員
と
し

て
集
団
的
修
行
生
活
を
送
る
上
で
の
指
導
者
と
な
る
べ
き
ビ
ク
で
あ
る
。
通
常
、
僧
院
の
長
あ
る
い
は
こ
れ
に
代
わ
る
者
が
そ
の
任

に
当
た
る
。
出
家
を
志
望
す
る
者
は
、
出
家
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
親
教
師
と
な
る
べ
き
ビ
ク
を
選
び
、
そ
の
諒
承
を
得
て
は
じ
め
て

サ
ソ
ガ
ヘ
の
加
入
手
続
1
1
出
家
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
親
教
師
を
定
め
る
こ
と
な
し
に
は
、

出
家
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

親
教
師
は
、
出
家
者
の
得
度
式
を
主
宰
し
、

ク
イ
の
場
合
、

か
れ
の
出
家
後
の
生
活
を
監
督
す
る
。

サ
ン
ガ

ヘ
の
入
門
式
は
、
「
バ
ン
パ
チ
ャ

ー
」
合
a
n
p
h
a
c
h
a
)

と
「
ウ

パ
ソ
ソ
ボ
ッ
ト
」

(
U
宮
s
o
m
b
o
t
)

と
い
う
二
つ

練
さ
れ
た
ビ
ク
に

よ
っ
て
早
い
速
度
で
暗
誦
さ
れ
る
が
、
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1

特
徴
が
あ
る
。

部第 第 1章 サンガと社会

四 囮 因 ⑮ 四 日 ⇔
 

日

セ
ー
キ
ャ
貧
k
h
i
y
a
,
s
e
k
h
i
y
a
)
 

パ
ー
チ
ッ
テ
ィ
ヤ
（
唸
icittiya
｀
茂
ichitti)

ア
ニ
ヤ
タ

(
a
n
i
y
a
t
a
,
a
r
n
y
o
t
)
 

(
9
)
 

の
部
分
か
ら
成
る
。
前
者
は
、
パ
ー
リ
語
宮
b

ぽ
jjii

の
タ
イ
訛
音
で
、

ピ
ク
と
な
る
た
め
の
「
ウ
。
ハ
ソ
ソ
ボ
ッ
ト
」
は
、
「
バ
ン
バ
チ
ャ
ー
」
の
あ
と
、
儀
式
を
中
断
せ
ず
引
き
続
い
て
執
行
さ
れ
る
。
「
ウ

パ
ソ
ソ
ボ
ッ
ト
」
の
本
質
的
部
分
は
、
ニ
ニ
七
戒
の
授
戒
に
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
出
家
者
は
、
ニ
ニ
七
戒
を
受
戒
し
て
、

ニ
ニ
七
戒
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ

て、

サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
と
し
て
サ
ソ
ガ
に
加
入
す
る
俊
式
を
指
す
。

め
て
サ
ソ
ガ
の
正
式
成
員
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(10) 

つ
ぎ
の
八
群
に
分
類
さ
れ
る
。

パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
（
烹
iriijika
,

タ
イ
語
で
は
困
a
c
h
i
k

以
上
同
様
）

サ
ソ
ガ
ー
デ
ィ
セ
ー
サ
（
器
n
g
h
a
d
i
務
｀
l

．g
n
g
k
h
a
t
h
i
s
e
t
)

ニ
ッ
サ
ッ
ギ
ャ
・
パ
ー
チ
ッ
テ
ィ
ヤ

(
n
i
ssa
器
iya
,piicittiya
,
ni
s
s
a
kk
h
i
y
a
，烹
ichitti)

パ
ー
テ
ィ
デ
J

サ
ニ
ー
ヤ
（
国
id
怠
n
i
y
a
,
piit
ith
窟
n
i
y
a
)

ア
デ
ィ
カ
ラ
ナ
サ
マ
タ

(
a
d
h
i
k
a
r
a
i
:
i
a
s
a
m
a
t
h
a
,
a
t
h
i
k
a
r
a
n
a
s
a
m
a
t
h
a
)
 

は
じ

パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
は
、
性
交
、
盗
み
、
殺
人
、
す
ぐ
れ
た
修
行
者
で
あ
る
と
虚
言
す
る
こ
と
の
四
カ
条
よ
り
成
り
、
違
反
者
は
、
「
共

住
す
べ
か
ら
ざ
る
者
」

(
a
苔
IJlvasa)

と
し
て

サ
ソ
ガ

よ
り
放
逐
さ
れ
る
。

サ
ン
ガ
ー
デ
ィ
セ
ー
サ
は
、
自
慰
行
為
な
ど
の
十
三
条
な
ど
で
、
違
反
者
に
は
、

ア
ニ
ャ
タ
ニ
条
は
、
罰
則
が
状
況
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
戒
で
あ
る
。

サ
ソ
ガ
の
決
議
に
よ
っ
て
罰
が
下
さ
れ
る
点
に
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所
に
存
在
し
て
い
る
。

二
ヅ
サ
ッ

ギ
ャ

・
パ
ー
チ

ッ
テ
ィ
ヤ
は
、
三
十
条
よ
り
成
り
、
主
と
し
て
、
所
持
を
禁
止
さ
れ
た
品
物
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

パ
ー
チ
ッ
テ
ィ
ヤ
九
十
二
条
は
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
も
つ
。
虚
言
、
飲
酒
、
殺
生
、
非
時
食
、
観
軍
、
草
木
を
切

る
こ
と
な
ど
を
含
む
。

パ
ー
テ
ィ
デ
ー
サ
ニ
ー
ヤ
は
、
四
条
よ
り
な
り
、
受
け
る
べ
き
で
な
い
食
物
を
受
け
て
食
べ
て
し
ま
っ
て
か
ら
気
付
い
た
際
の
懺

悔
に
関
す
る
戒
で
あ
る
。
サ
ソ
ガ

ー
デ
ィ
セ

ー
サ
以
下
の
罪
は
い
ず
れ
も
軽
微
な
罪
で
、

セ
ー
キ
ャ
は
、
七
十
五
条
あ
る
が
、
罰
則
は
な
く
、
単
に
「
ー
と
の
紀
律
は
守
ら
る
べ
し
」

(
s
i
k
k
h
a
k
a
r
a
n
i
y
a
)

と
い
う
指
示
が
あ

る
に
と
ど
ま
る
。
俗
家
の
問
を
行
く
時
の
行
俵
、
食
事
の
作
法
、
説
法
の
行
儀
が
中
心
的
な
内
容
で
あ
る
。

ア
デ
ィ
カ
ラ
ナ
サ
マ
タ
は
、

サ
ソ
ガ
は
、
現
実
に
は
、
個
々
の
僧
院
1
1

ワ
ッ
ト

(
w
a
t
)

と
、
そ
こ
に
止
住
す
る
出
家
者
た
ち
と
の
結
合
体
と
し
て
実
現
さ
れ
て

い
る
。
タ
イ
国
の
ワ
ッ
ト
の
所
在
地
を
観
察
す
る
と
、
特
殊
例
を
の
ぞ
け
ば
、
す
べ
て
集
落
の
中
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
近
接
し
た
場

か
つ
て
「
森
林
部
」

(
A
r
a
n
y
a
w
a
s
i
)

と
呼
ば
れ
た
ワ
ッ
ト
の
場
合
で
も
、
托
鉢
の
た
め
日
常
的
に
人
家
と
接

触
が
可
能
な
場
所
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
空
間
的
に
は
、
サ
ソ
ガ
は
世
俗
的
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ

て
お
ら
ず
、

サ
ソ
ガ
の
中
で
評
い
が
発
生
し
た
際
の
処
理
を
定
め
て
お
り
、
多
数
決
な
ど
七
条
よ
り
成
っ
て
い
る
。

か
え
っ
て
そ
の
内
側
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
ワ
ッ
ト
と
い
う
建
物
の
中
に
住
む
こ
と
が
出
家
の
中
心
的
意

義
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ワ
ッ
ト
の
生
活
と
在
家
の
生
活
と
の
差
は
少
な
く
、
そ
こ
に
「
家
な
き
状
態
」
に
比
較
さ
れ
る
修
行
環

境
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
じ
つ
は
サ
ン
ガ
の
超
俗
性
は
、
客
観
的
条
件
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

ワ
ッ
ト
の
止
住
者
た
ち
の
自
覚
的
行
為
に
よ
っ
て
主
体
的
に
創
出
さ
れ
る
べ
き
条
件
な
の
で
あ
る
。
世
俗
的
空
間
を
、
超
俗
的
空
問

へ
と
変
換
さ
せ
る
契
機
と
な
る
も
の
は
ビ
ク
の
持
戒
で
あ
る
。
出
家
者
の
戒
律
の
遵
守
に
よ
っ
て
、

行
な
え
ば
許
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

タ
イ
の
サ
ソ
ガ
で
は
、

ワ
ッ
ト
の
中
に
超
俗
的
秩
序
が

一
人
の
ビ
ク
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

一
人
な
い
し
三
人
の
ビ
ク
に
対
し
懺
悔
を
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第 1部 第 1章 サ・ノガと社会

サ ン ガ

（パーティモッカ）

世 俗 的 社 会

図1 静態的視点からとらえたサンガ

創
出
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
清
浄
行
の
実
践
に
ふ
さ
わ
し
い
場
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
三
印
法
典
』
に
見
え
る
「
仏
教

(12
)
 

と
は
す
な
わ
ち
戒
律
で
あ
る
」
、
「
ビ
ク
が
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
を
正
し
く
守
る
と
こ
ろ
に
真
の
仏
教
が
実
現
さ
れ
る
」
な
ど
と
い
う
言

葉
の
意
味
は
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
初
め

て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

図
1
は
、
こ
の
原
理
を
示
す
概
念
図
で
あ
る
。
空
間
的
に
見
る
な
ら
ば
、
サ
ソ
ガ
は
、
世
俗
的
社
会
の
中
に
位
置
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
食
物
を
乞
う
者
」
の
集
い
で
あ
る
サ
ソ
ガ
の
論
理
的
要
請
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
サ
ソ
カ
は
、
成

員
に
修
行
目
的
の
効
率
的
達
成
に
必
要
な
、
超
世
俗
的
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
組
織
体
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の

条
件
は
、
互
い
に
矛
盾
す
る
関
係
に
立
つ
。
こ
の
二
律
背
反
的
関
係
は
、
持
戒
と
い
う
、

サ
ソ
ガ
成
員
の
自
覚
的
行
為
を
通
し
て

サ

ソ
ガ
の
中
に
、
新
し
い
秩
序
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

サ
ソ
ガ
と
そ
れ
を
囲
綾
す
る
世
俗
的
世
界
と
の
間
に
は
、
た
え
ざ
る
緊
張
が
存
在
す
る
。

こ
の
緊
張
が
消
失
す
る
の
は
、
持
戒
が
失
わ
れ
た
時
で
あ
る
。
サ
ソ
カ
の
成
員
が
、
頭
髪
と

眉
を
剃
り
、

黄
衣
を
ま
と
う
の
は
、
こ
の
緊
張
関
係
を
つ
ね
に
持
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
決
意

の
徴
表
で
あ
る
°
図

1
に
示
さ
れ
た
サ
ソ
ガ
を
囲
む
太
線
は
、
そ
の
内
側
と
外
側
と
が
、
ニ

つ
の
異
な
っ
た
秩
序
の
支
配
す
る
世
界
で
あ
り
、
そ
の
間
に
混
渚
の
許
さ
れ
な
い
状
況
を
示

し
て

い
る
°
タ
イ
の
僧
院
内
で
は
、
右
肩
を
露
出
し
て
黄
衣
を
着
用
す
る
。
し
か
し、

僧
院

を
出
て
、
俗
家
の
問
を
行
く
時
に
は
両
肩
を
覆
う
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
戒
律
の
規
定
に
基
づ

く
作
法
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

せ
る
た
め
の
象
徴
的
行
為
で
も
あ
る
。

図

1
は
、

サ
ソ
ガ
の
内
外
に
お
け
る
秩
序
の
相
違
を
、
成
員
に
自
覚
さ

サ
ソ
ガ
を
静
態
的
視
点
か
ら
と
ら
え
た
図
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
動
態
的
視
点
か
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「
還
俗
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
体
と
し
て
の
サ
ソ
ガ
の
機
能
を
高
め
て
い
る
。
そ
れ

が
発
生
し
た
と
き
、
プ
ッ
ダ
は
、
淫
戒
に
対
し
て
特
別
に
「
捨
戒
」
を
許
さ
れ
た
と
い
う
。

「
捨
戒
」
に
は
、
親
教
師
な
ど
の
許
可

(13) 

は
不
要
で
あ
っ
て
、
当
事
者
が
こ
れ
を
一
方
的
に
宣
言
し
、
第
三
者
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
°
図

2
に
即
し
て
言

う
な
ら
ば
、

サ
ソ
ガ
に
は
「
還
俗
」
と
い
う
弁
が
配
備
さ
れ
て
お
り
、
出
家
者
は
正
当
的
手
段
に
よ
っ
て
こ
の
弁
を
あ
け
、

び
世
俗
的
世
界
に
復
帰
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
弁
の
堅
さ
は
、
還
俗
に
対
す
る
心
理
的
抵
抗
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
還

俗
が
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
弁
は
堅
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

と
に
は
、
何
ら
の
心
理
的
抵
抗
を
も
伴
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
弁
は
軟
ら
か
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

は
持
戒
の
意
志
と
能
力
を
喪
失
し
た
サ
ソ
ガ
の
成
員
を
、
組
織
体
の
外
に
排
出
し
、
他
の
成
員
の
持
戒
努
力
に
対
す
る
障
害
を
除
去

ン ガ

---,-.--➔ 

還俗

（パーティモッカ）

世俗 的 社 会

意
志
薄
弱
の
た
め
に
性
欲
の
誘
惑
に
負
け
、
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
の
第
一
を
犯
し
た
事
件

図2 動態的視点からとらえたサンガ

ら
の
修
正
を
加
え
た
の
が
図

2
で
あ
る
。
世
俗
的
社
会
の
成
員
は
得
度
式
（
具
体
的

に
は
「
バ
ソ
バ
チ
ャ
ー
」
と
「
ウ
。
ハ
ソ
ソ
ポ
ッ
ト
」
の
結
合
）
を
経
て
、

サ
ソ
ガ
に

加
入
し
、
そ
の
成
員
と
な
る
。
ひ
と
た
び
サ
ン
ガ
の
中
に
入
れ
ば
、
そ
こ
は
バ
ー
テ

ィ
モ
ッ
カ
の
支
配
す
る
社
会
で
あ
る
。
出
家
修
行
者
は
、
超
世
俗
的
秩
序
の
実
現
を

目
指
し
て
持
戒
す
る
。
戒
律
の
違
反
者
に
は
反
省
が
求
め
ら
れ
る
が
、
パ
ー
ラ
ー
ジ

力
に
規
定
さ
れ
た
四
大
罪
を
犯
し
た
ビ
ク
は
、
共
住
す
べ
か
ら
ざ
る
者
と
し
て
、
教

サ
ソ
ガ
を
持
戒
者
の
組
織
体
と
し
て
見
た
と
ぎ
興
味
深
い
の
は
、
「
捨
戒
」
の
規

定
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
パ
ー
テ

ィ
モ
ッ
カ
を
守
っ
て
い
た
ビ
ク
が
、

団
か
ら
放
逐
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ふ
た
た

タ
イ
に
お
い
て
は
、
こ
の
弁
を
あ
け
る
こ

サ
ソ
ガ
に
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。
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前
節
で
は
、

第
三
節

正
法
の
嗣
続
者
と
し
て
の
サ
ソ
ガ

サ
ソ
ガ
を
も
っ
ば
ら
構
成
員
の
側
か
ら
論
じ
、
こ
れ
を
成
員
の
修
行
目
標
達
成
の
効
率
化
を
志
向
す
る
「
相
互
受
益

(
l
)
 

組
織
体
」

(
m
u
t
u
a
l

benefit 
a啓
8
i
a
t
i
o
n
)

と
規
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
サ
ソ
ガ
は
、
「
目
標
志
向
を
共
同
と
す
る
と
同
時

(
2
)
 

に
、
そ
の
実
現
に
必
要
な
活
動
を
、
現
実
に

い
と
な
む
人
々
の
集
り
」
で
あ
る
。
目
標
志
向
を
共
同
と
す
る
人
々
が
、
そ
の
目
標
実

現
の
た
め
に
い
と
な
む
活
動
は
、
無
秩
序
に
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
活
動
は
集
団
成
員
に
と
っ
て
共
同
の
意
識
内
容
で
あ

り
、
集
団
成
員
に
よ
っ
て
共
同
的
に
支
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
規
範
に
し
た
が
っ
て
営
ま
れ
る
。
サ
ソ
ガ
に
お
け
る
集
団
規
範
は
、
教

祖
フ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
た
「
法
と
律
」

(
d
h
a
m
m
a
,
v
m
a
y
a

タ
イ
語

p
h
r
a
t
h
a
m
m
a
w
i
n
a
i
)

で
あ
る
。
「
法
と
律
」
は
、

れ
を
体
系
化
し
よ
う
と
し
た
営
み
の
結
果
成
立
し
た
「
論
」
を
加
え
、
「
経
・
律

・
論
」
の
三
蔵
と
し
て
保
持
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

ロ
誦
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
が
、
前
一
世
紀
の
セ
イ
ロ
ソ
に
お
い
て
、

ッ
タ
ガ
ー
マ
ニ
ー
王
の
治
世
下
で
、
「
正
法
久
住
の
た
め
に
」

(c,raghitattharp

d
h
a
m
m
a
s
.
s
a
)

文
字
に
う
つ
さ
れ
た
。

各
こ
れ
が
今
日
南
方
上
座
部
の
諸
国
に
伝
持
さ
れ
て
い
る
「
パ
ー
リ
三
蔵
」
で
あ
る
。

「
パ
ー
リ
三
蔵
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
固
有
の
文
字
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
い
る
た
め
に
一
見
異
質
的
な
印
象
を
与

(
3
)
 

え
る
が
、
そ
の
内
容
は
お
ど
ろ
く
ば
か
り
に
均
質
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
バ
ー
リ
三
蔵
」
と
い
う
形
で
保
持
さ
れ
て
来
た
「
法

と
律
」
と
が
、
二

0
0
0年
の
年
月
を
経
た
現
在
、

一
蔵
は
、
も
と
、

イ
ン
ド
の
伝
統
に
し
た
が
い
、

の
ち
に
こ

ヴ
ァ

ほ
と
ん
ど
そ
の
原
型
に
近
い
形
を
保
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
は
、
す
く
な
く
と
も
つ
ぎ
の
三
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

「
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
制
定

せ
ず
、
制
定
さ
れ
た
も
の
を
捨
て
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
サ
ン
ガ
の
保
守
性
が
、
行
為
規
範
で
あ
る
戒
律
の
み
な
ら
ず
、
思
惟
規
範

(
D
i
p
a
v
a
r
p
s
a
,
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ら
れ
る
。
五
世
紀
の
セ
イ
ロ
ソ
に
出
現
し
た
プ
ッ
ダ
ゴ

ー
サ
B
u
d
d
h
a
g
h
o
s
a

は
、
そ
う
し
た
学
者
の
な
か
で
最
勝
の
人
物
で
あ
る
が
、

か
れ
の
本
領
は
、
プ
ッ
ダ
の
教
説
の
注
釈
家
と
し
て
の
偉
大
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ブ
ッ
ダ
コ

ー
サ
は
、
そ
の
照
嘆
す
べ
ぎ
勤
勉
さ

を
も
っ
て
、

一
三
万
七

0
0
0行
に
も
の
ぽ
る
厖
大
な
注
釈
を
残
し
た
が
、
そ
こ
に
は
「
い
か
な
る
議
論
も
討
論
も
見
ら
れ
」
ず
、

「
教
義
上
の
発
展
は
な
か
っ
た
」
。
か
れ
は
、
自
ら
の
新
説
を
立
て
、
主
張
を
行
な
う
こ
と
を
一
切
控
え
、

(
5
)
 

説
の
伝
承
者
に
徹
し
た
の
で
あ
っ
た
。

第
二
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
「
聴
く
者
」
の
構
成
す
る
保
守
的
サ
ソ
カ
が
、
「
法
と
律
」
の
伝
承
者
と
し
て
、
比
較
的
安
定
的
に

存
在
し
続
け
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
マ
ヒ
ソ
ダ
に
よ
っ
て
、

は
、
大
寺
派
と
の
抗
争
を
繰
り
返
し
つ
つ
十
三
世
紀
に
至
り
、
や
が
て
パ
ラ
ッ
カ
マ
バ

ー
フ
一
世
王
の
支
援
の
下
に
、
統

一
サ
ソ
ガ

と
し
て
そ
の
権
威
が
確
立
し
た
。
十
三
世
紀
以
降
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
に
伝
え
ら
れ
た
セ
イ
ロ
ソ
大
寺
派
系
の
上
座
部
サ
ソ
ガ
は
、

ビ
ル
マ

、
タ
イ
、
ラ
オ
ス
、

カ
ソ
ボ
ジ
ア
の
各
地
に
お
い

て、

そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
環
境
こ
そ
違
え
、
パ
ー
リ
三
蔵
と
い
う
共
通

の
規
範
に
支
え
ら
れ
て
比
較
的
均
質
的
な
伝
統
を
発
展
さ
せ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
サ
ソ
カ
の
安
定
的
発
展
と
い
う
文
脈
に

お
い

て
い
る
。
こ
う
し
た
性
向
は
、

で
あ
る
教
法
に
つ
い
て
も
顕
著
に
現
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
「
弟
子
」
は
バ

ー
リ
語
で
は
臨
v
a
k
a

詞
の
「
聴
く
」
を
意
味
す
る
竺
u

と
関
係
す
る
仏
教
梵
語
究
i
v
a
k
a

で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
、
梵
語
動

の
パ
ー
リ
語
形
で
、
「
教
え
を
聴
く
者
」
の
意
味
で
あ
る
。
伝

統
的
な
漢
訳
で
は
「
声
聞
」
と
訳
さ
れ
る
。
元
来
は
「
ブ
ッ
ダ
在
世
中
の
弟
子
」
を
指
す
が
、
後
世
の
大
乗
仏
典
で
は
、
「
小
乗
仏

教
に
属
す
る
僧
」
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
低

v
a
k
a

の
語
源
は
、
プ
ッ
ダ
の
説
示
し
た
「
法
と
律
」
と
を
、
ひ
た
す
ら

奉
持
す
る
こ
と
に
の
み
腐
心
す
る
上
座
部
仏
教
の
ビ
ク
の
本
質
的
性
格
を
見
事
に
言
い
あ
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
れ
ら
の

態
度
は
、
ひ
と
え
に
受
動
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
聴
聞
し
た
教
法
を
、
主
体
的
に
発
展
さ
せ
る
契
機
が
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
て
し
ま
っ

一
般
の
ビ
ク
だ
け
で
な
く
、
南
方
上
座
部
の
教
学
を
支
え
て
来
た
学
者
僧
に
つ
い
て
も
同
様
に
認
め

ひ
た
す
ら
忠
実
な
る
古

セ
イ
ロ
ン
に
も
た
ら
さ
れ
た
サ

ン
ガ
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て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
戦
乱
、
外
国
支
配
等
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
サ
ン
ガ
の
伝
統
が
失
わ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
近
隣
の
諸

国
か
ら
、
よ
り
「
清
浄
な
る
」
サ
ソ
ガ
の
伝
統
が
移
入
さ
れ
、

方
、
セ
イ
ロ

ソ
で
は
、
十
六
世
紀
以
来
、
ボ
ル
ト
ガ
ル

、

ほ
か
ヽ

ヴ
ァ
ー
ナ
ン
。
ヒ
ヤ
テ
ィ
ッ
サ
王
の
第
四
結
集
、

サ
ン
ガ
の
伝
統
が
回
復
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
二
、
三
の
事

例
を
挙
げ
れ
ば
、
十
五
世
紀
の
末
、
下
ビ
ル
マ
の
ペ
グ
ー
を
支
配
し
た
ダ
ン
マ
ゼ
デ
ィ
王
は
、

「三
蔵
に
通
暁
し
た
僧
な
き
」
を
憂

い
、
ま
た
失
わ
れ
た
正
し
い
結
界
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
、
二
十
二
名
の
僧
を
セ
イ
ロ
ン
に
派
遣
し
、
大
寺
に
お
い
て
再
得
度
せ
し
め
、

(
6
)
 

帰
国
後
、
「
カ
ル

ヤ
ー
ニ

結
界
」

(
K
aly
翌
isima)

を
創
建
し
た
。
タ
イ
で
は
、
十
九
世
紀
の
中
葉
、
堕
落
し
た
在
来
派
の
サ
ン
ガ
の
批

(
7
)
 

判
者
と
し
て
、
ビ
ル
マ
の
モ
ー
ソ
・
サ
ソ
ガ
の
伝
統
を
継
承
す
る
タ
マ
ユ
ッ
ト
派

(
T
h
a
m
m
a
y
u
t
i
k
a
n
i
k
a
i
)

が
誕
生
し
た
。
ま
た
一

オ
ラ
ン
ダ
の
支
配
に
よ
っ
て
衰
微
し
た
サ
ソ
ガ
を
回
復
す
る
た
め
、
逆
に

(

8

)

 

ビ
ル
マ
お
よ
び
ク
イ
か
ら
、
清
浄
な
サ
ン
ガ
の
伝
統
が
移
入
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
諸
国
問
サ
ン
ガ
の
交
流
は
、
各
地
の
サ
ン
ガ
の
興

隆
に
貢
献
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ン
ガ
が
保
持
す
る
伝
承
の
平
準
化
に
も
寄
与
す
る
こ
と
が
大
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

第
三
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
上
座
部
の
サ
ソ
ガ
に
は
、
集
団
規
範
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
伝
統
復
原
機
構
が
、

「
結
集
」
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ク
イ
所
伝
に
よ
れ
ば
、
前
述
し
た
第
一
、
第
二
結
集
の

つ
ぎ
の
よ
う
な
前
後
九
回
の
「
結
集
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
パ

ー
タ
リ
プ
ト
ラ
の
第
三
結
集
（
イ
ン
ド
）
、
デ
ー

ヴ
ァ
ッ
ク
ガ
ー
マ
ニ

ー
王
の
第
五
結
集
、

カ
マ
バ
ー
フ
王
の
第
七
結
集
（
以
上
セ
イ
ロ
ソ
）
、
さ
ら
に
タ
イ
に
お
い
て
は
、

(
9
)
 

一
七
八
八
年
の
バ
ン
コ
ク
結
集
（
第
九
結
集
）
が
こ
れ
で
あ
る
。
ビ
ル
マ
所
伝
で
は
、

一
七
八

一
年
の
マ
ソ
ダ
レ

ー
結
集
が
第
五
結
集
、
先
年
、

(10) 

六
結
集
に
数
え
て
い
る
。

る。

セ
イ
ロ
ソ
で
の
結
集
は
た
だ

一
回
の
み
で
、

一
九
五
四
年
か
ら
五
六
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
ラ
ソ
グ
ー
ソ
結
集
を
第

一
四
八
三
年
の
チ
ェ
ソ
マ
イ
結
集
（
第
八
結
集
）
、

マハ

ー
ナ
ー
マ

王
の
第
六
結
集
、
バ
ラ
ッ
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う
る
と
い
う
教
説
に
は
、

ふ
た
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。
第
一
は

こ
の
教
説
に
よ
る
か
ぎ
り
、
救
済
に
あ
ず
か
る
人
は
、

ガ
は
、
そ
の
形
成
の
契
機
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

「
結
集
」
は
、
タ
イ
語
で
は
動
詞
的
に
表
現
し
て

c
h
a
m
r
a

p
h
r
a
t
h
a
m
m
a
w
m
a
i

と
も
言
う
0

c
h
a
m
r
a

と
は

c
h
a
m
r
a

tua 
(
身
体
を

洗
う
）
な
ど
と
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
洗
い
清
め
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
結
集
」

と
は
、

着
し
た
後
世
の
付
加
物
を
、
「
洗
い
清
め
る
」
作
業
で
あ
る
。
結
集
の
原
語
区
ngiti

(
合
誦
）
と
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
し
て

「
洗
い
清
め
」
ら
れ
、
原
型
を
回
復
し
た
「
法
と
律
」
と
を
合
誦
し
、

「
結
集
」
に

よ
っ
て
、

サ
ソ
カ
の
全
成
員
が
こ
れ
を
確
認
す
る
と
い
う
手
続
面
か
ら

サ
ン
ガ
の
保
持
す
る
集
団
規
範
は
、

つ
ね
に

し
た
が
っ
て
「
法
と
律
」
と
に
付

た
え
ず
本
源
的
な
「
法
と
律
」
へ
と

瀕
っ
て
照
合
さ
れ
、
修
正
さ
れ
る
。
サ
ソ
ガ
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
法
と
律
」
の
伝
統
を
保
持
し
、
こ
れ
を
伝
承
す
る
機
能

(11) 

が
配
備
さ
れ
て
い
る
。
サ
ン
ガ
が
正
し
く
維
持
存
続
さ
れ
る
と
き
、
正
法
と
正
律
と
は
断
絶
す
る
こ
と
な
く
嗣
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
上
座
部
仏
教
の
正
統
的
救
済
観
を
出
発
点
と
す
る
考
察
を
続
け
て
き
た
。
要
約
す
れ
ば
、
上
座
部
仏
教

の
根
本
思
想
は
、
徹
底
し
た
自
力
救
済
で
あ
り
、
出
家
と
い
う
非
日
常
的
手
段
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
目
標
逹
成
が
至
難
な

「
難
行
」
で
あ
る
。
出
家
者
は
、
は
じ
め
孤
独
な
遊
行
者
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
サ
ソ
ガ
と
い
う
生
活
共
同
体
を
結
成
し
た
。
サ
ソ

一
義
的
に
、
成
員
の
修
行
効
率
を
上
昇
さ
せ
る
機
能
を
期
待
さ
れ
た
「
相
互
受

益
組
織
体
」
で
あ
る
が
、
他
方
、
プ
ッ
ダ
の
説
示
し
た
「
法
と
律
」
と
を
伝
承
す
る
機
能
を
も
果
た
す
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

サ
ソ
ガ
の
成
員
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
難
行
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
の
問
題
は
、

正
統
的
教
理
に
基
づ
く
救
済
の
過
程
に
入
り

限
ら
れ
た
少
数
の
知
的
エ
リ
ー
ト
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
の
少
数
の
特
権
的
ェ
リ
ー
ト
の
救
済
が
、

、
、
、
、
、

正
に
こ
の
救
済
の
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ
た
「
大
衆
」
の
側
か
ら
与
え
ら
れ
る
物
質
的
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
初
め
て
可
能
と
さ
れ

サ
ソ
ガ
と
い
う
存
在
を
、
全
く
別
個
の
視
点
か
ら

規
定
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
一

挙
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
上
座
部
仏
教
に
新
し
い
地
平
を

の
命
名
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

27 



拓
く
役
割
を
果
た
し
た
「
福
田
思
想
」
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

1
0
八

1
1
0
九
頁
。

注

(
1
)

サ
ン
ガ
を
m
u
t
u
a
l
'
灯
nefit
assoc
iatio
n
s
の
一
っ
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
に
つ
い
て
は
、

H
ans
,
D
ieter
Evers
,
 "

 T
h
e
 B
u
d
d
h
i
s
t
 
S
a
n
g
h
a
 

in 
C
e
y
l
o
n
 
a
n
d
 Thail
a
n
d
:
 
A
 C
o
m
p
a
r
a
t
i
ve S
t
u
d
y
 
of 
F
o
r
m
a
l
 O
rganizat
io
n
s
 
in 
T
wo
 N
o
n
,I
ndustrial 
Societies
," 
S
O
C
I
O
L
O
G
U
S,
 

Vol. 
1
8
,
 N

o
.
 1 
(
1
9
6
8
)
.
 p
p
.
 25
,
3
5
.
 

(
2
)

清
水
盛
光
『
集
団
の
一
般
理
論
』
（
東
京

・
岩
波
書
店

・
昭
和
四
十
七
年
）
二
七
一
頁
。

(
3
)

す
で
に
死
語
で

あ
る
．
ハ

ー
リ

語
の
発
音
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
語
の
話
し
手
の
問
で
、

若
干
の
変
異
が
存
在
す
る
。

こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
お
け
る
ラ
テ
ソ
語
の
発
音
の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
。

(
4
)

岩
本
『
前
掲
書
』
一
四
六
！
一
四
七
頁
。

(
5
)

前
田
学
『
原
始
仏
教
教
典
の
成
立
史
的
研
究
』
（
東
京

・
山
喜
房
仏
書
林
・
昭
和
四
十
一
年
）
七
九
一

1
八

0
五
頁
。

(
6
)
M
i
h
a
r
r
a
n
j
a
n
 R
a
y
,
 A

n
 int
r
o
d
u
ction 
to 
the
 S
t
u
d
y
 o
f
 T
h
era
v
a
d
a
 B
u
d
d
h
i
s
m
 in 
B
u
r
m
a
.
 Calcutta :
 Un
i
v
e
rsity 
of 
Calcutta
,
 

1
9
4
6
.
 p
p
.
 
1
8
2
,
1
9
2
.
 

(
7
)
R
o
b
e
r
t
 L
i
n
gat
,
 "

L
a
 vie 
religieuse 
d
u
 roi 
M
o
ng
k
ut
," 
T
h
e
 S
i
a
m
 Soci
ety 
F
if
tieth 
A
n
n
i
v
e
r
s
a
r
y
 C
o
m
m
e
m
o
r
a
t
i
v
e
 
P
u
bl
,, 

cation
.
 Vol. 
1. 
p
p
.
 25
,
2
6
.
 

(
8
)

早
島
『
前
掲
書
』

―
二

0
i
-
―
―
二
頁
。

(
9
)
S
o
m
d
e
t
 P
h
r
a
w
a
n
n
a
r
a
t
 
W
a
t
 P
h
rachet
u
p
h
o
n
,
 Sa

n
g
k
h
i
t
i
y
a
w
o
n
g
 
(S
a
n
g
i
t
i
y
a
v
a
m
s
a
)
.
 Ba
n
g
k
o
k
,
 19

2
3
.
 

(c
remati
o
n
 v
o
l
u
m
e
)
 

(10)

芳
村
修
基
編
『
仏
教
教
団
の
研
究
』
（
京
都

・
百
華
苑
・
昭
和
四
十
―
―
一
年
）
五
―
二

i
五
一
七
頁
。
な
お
ピ
ル
マ
の
結
集
に
つ
い
て
は
、

大
阪
外
国
語
大
学
の
大
野
徹
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

(
1
1
)

水
野
弘
元
『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』
（
東
京

・
春
秋
社

・
一
九
七
二
）
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し
く
好
ま
し
い
境
涯
と
見
る
考
え
が
存
在
し
て
い
る
。

福

田

と

し
て
の
サ
ン
ガ

（
ク
イ
語

n
a
b
u
n
)

と
は
、
「
福
」
合
u
n
)

を
生
む
田

(
n
a
)

の
意
で
、
あ
た
か
も
籾
を
田
に
播
い
て
稲
の
実
る
よ
う
に
、

供
養
者
に
「
福
」
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
る
供
養
の
対
象
を
、
田
に
た
と
え
て
比
喩
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

の
上
な
く
す
ぐ
れ
た
福
田
と
は
、
す
べ
て
世
間
に
お
け
る
比
類
の
な
い
福
が
増
す
処
で
あ
る
」
と
、
プ
ッ
タ
ゴ
ー
サ
は
『
清
浄
道

(
1

)
 

論
』
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。
タ
イ
語
で
は
、
「
福
」
（
プ
ン
）

と
い
う
語
は
「
そ
れ
を
行
な
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
天
の
願
望
が
成

(
2
)
 

就
さ
れ
る
よ
う
な
良
き
行
為
（
カ
ン
マ
）
」
を
意
味
す
る
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
タ
イ
国
に
つ
い
て
論
じ
る
か
ぎ
り
、
「
福
田
」
は
、

生
天
の
福
楽
を
願
わ
し
い
と
信
じ
る
ひ
と
び
と
が
、

い
で
あ
ろ
う
。
古
代
イ
ソ
ド
で
は
、

「
世
間
で
こ

か
れ
ら
の
願
望
達
成
の
た
め
に
行
な
う
供
養
の
対
象
で
あ
る
と
規
定
し
て
も
よ

ジ
ャ
イ
ナ
教
に
、
「
生
れ
と
明
知
を
具
え
た
バ
ラ
モ
ソ
」
を
福
田
と
す
る
用
例
が
あ
り
、
仏
教

で
は
そ
れ
を
受
け
て
、
初
め
プ
ッ
ダ
を
福
田
に
比
定
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
そ
の
意
義
を
変
じ
て
サ
ソ
ガ
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と

(
3
)

（

4
)
 

い
わ
れ
る
。
こ
の
語
は
ク
イ
語
で
は
、
も
っ
ば
ら
サ
ソ
ガ
の
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

「
生
天
論
」

(
s
a
g
g
a
k
a
t
h
a
)
 
~
、
「施
論
」
(
d
a
n
a
k
a
t
h
a
)

「
戒
論
」
(
s
i
l
a
k
a
t
h
i
i
)

と
と
も
に
用
い
ら
れ
、
プ
ッ
ダ
在
世
当
時
の
イ
ソ
ド

に
お
け
る
一
般
的
宗
教
思
潮
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
布
施
と
持
戒
に
よ
っ
て
、
生
天
の
果
報
が
得
ら
れ
る
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の

思
想
の
背
景
に
は
、
天
界
に
住
む
「
天
」
（
神
々
）
の
生
活
を
、
人
問
よ
り
も
は
る
か

に
優
れ
た
、
幸
福
の
多
い
、
し
た
が
っ

て
楽

活
は
人
間
の
世
界
と
く
ら
べ
劣
っ
た
、
苦
し
く
て
厭
わ
し
い
境
涯
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
地
獄
を
長
怖
し
、
天
界
に

生
ま
れ
て
楽
果
を
受
け
る
こ
と
を
念
願
す
る
。

「
福
田
」

第
四
節

「
天
界
」
に
対
し
て
「
地
獄
」
は
苦
悩
の
多
い
場
所
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
生
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へ
の
到

「
天
」
も
「
地
獄
」
も
、

「
畜
生
」
、
「
餓
鬼
」
、
「
阿
修
羅
」
、
「
人
間
」
と
な
ら
ん
で
、
生
命
あ
る
も
の
の
六
種
類
の
生
存
の
状
態

（
六
趣
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
生
命
あ
る
も
の
は
、
生
死
を
繰
り
返
す
ご
と
に
、
こ
れ
ら
六
趣
の
い
ず
れ
か
を
輪
廻
し
て
止
む
こ
と

が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
輪
廻
的
生
存
の
な
か
に
あ
る
人
間
は
、
死
後
、

念
願
す
る
。
し
か
し
、
輪
廻
的
生
存
の
な
か
に
お
い
て
は
、

福
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

う
に
束
縛
の
多
い
、
此
岸
的
な

(
-o
l̂
ly
a
)

輪
廻
的
生
存
を
脱
出
し
て
、

〈
苦
し
み
〉
の
滅
尽
し
た
彼
岸
的
世
界

(
lo
k
u
tta
ra
)

達
を
目
指
す
難
行
の
教
説
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

プ
ッ
ダ
が
、
そ
の
説
法
の
な
か
で
、
究
極
的
に
は
克
服
さ
れ
る
べ
ぎ
生
天
思
想
を
も
拒
否
せ
ず
む
し
ろ
そ
れ
を
起
点
と

し
て
、
対
機
に
応
じ
順
を
追
っ
て
法
を
説
き
、
聴
く
者
の

心
に
「
従
順
な
心
、
柔
軟
な
心、

世
を
厭
う
心
、
法
を
よ
ろ

こ
ぶ
心
が
生

じ
た
時
、
さ
ら
に
本
質
の
法
を
説
い
た
」

(
M
a
h
a
v
a
g
g
a
I
,
 

8
)

の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
プ
ッ
ダ
は
も
と
よ
り
、

積
極
的
に
生
天
思
想

(5
)
 

を
認
め
た
の
で
は
な
く
、
「
説
法
誘
引
の
漸
説
」
と
し
て
「
施

・

戒
•

生
天
の
論
」
を
説
い
た
の
で
は
あ
っ
た
が

、

経
典
の
中
に
お
い

て
、
生
天
思
想
が
否
定
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
は
、

系
を
補
完
す
る
形
で
、
仏
教
の
内
側
に
成
立
す
る
た
め
の
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
後
述
参
照
）
。

さ
て

サ
ソ
ガ
は
、

僧
団
、

よ
り
幸
福
の
多
い
境
涯
で
あ
る
天
界
へ
の
再
生
を

た
と
え
「
天
」
の
境
涯
と
い
え
ど
も
有
限
で
あ
り
、
そ
こ
に
永
遠
の
至

し
た
が
っ

て
そ
れ
も
ま
た

〈
苦
し
み
〉
で
あ
る
。
プ
ッ
ダ
の
説
示
し
た

「法
と
律
」
と
は
、
こ
の
よ

の
ち
に
生
天
思
想
を
基
核
と
し
た
別
個
の
信
仰
体
系
が
、

こ
れ
ら
四
雙
八
輩
の
仏
弟
子
の
僧
団
は
供
養
に
相
応
し
、

に
値
し
、
布
施
を
う
く
る
に
た
え
、
合
掌
礼
に
適
す
る
世
の
無
上
の
福
田
な
り
」
（
傍
点
筆
者
）
。

正
統
的
信
仰
体

厚
き
も
て
な
し

ど
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
「
福
田
」
た
り
う
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
対
す
る
標
準
的
な
解
答
は
、
手

(6
)
 

近
な
も
の
と
し
て
在
家
信
徒
に
よ
っ
て

日
常
的
に
読
誦
さ
れ
る
「
僧
憶
念
文
」

(S
a
n
g
h
a
n
u
s
s
a
t
i
b
h
a
v
a
n
i
i
)

の
中
に
求
め
ら
れ
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、、

、
、

「
よ
く
履
み
お
こ
な
え
る
仏
弟
子
の
僧
団
、
な
お
く
履
み
お
こ
な
え
る
仏
弟
子
の
僧
団
、
た
だ
し
く
履
み
お
こ
な
え
る
仏
弟
子
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ふ
さ
わ
し
く
履
み
お
こ
な
え
る
仏
弟
子
の
僧
団
、
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注

サ
ソ
ガ
が
、
「
供
捉
に
相
応
し
、
厚
き
も
て
な
し
に
値
し
、
布
施
を
う
く
る
に
た
え
、
合
掌
礼
に
適
す
る
」
と
こ

ろ
の
福
田
た
り

う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
、
「
よ
く
、
な
お
く
、
た
だ
し
く
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
よ
く
」

(s
も
a
ti
p
a
n
n
o
)
、
「
な
お
く
」

(
U
]
U
p
a
苫
a
n
n
o
)
、

(s◎
m
ic
唸
そ
宮
n
n
o
)

履
み
行
な
う
た
め
の
規
範
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
法
と
律
」
で
あ
る
。
ビ
ク

の
集
い
が
、
ブ
ッ
ダ
の
説
示
し

た
法
に
従
い
、
戒
律
を
正
し
く
持
す
る
と
き
、
そ
の
サ

ン
ガ
は
清
浄
で
あ
り
、
「
世
の
無
上
の
福
田
」
と
呼
ば
れ
、
在
家
者
の
供
養

重
要
な
点
は
、
サ

ン
ガ
に
対
す
る
供
養
者
の
期
待
が
、

-01kutt
a
r
a
t
h
a
m
)

の
担
い
手
で
あ
り
、
そ
の
具
現
者
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
あ
る
。
前
掲
の
図

1
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
在
家
者
は
、

サ
ソ
ガ
を
囲
む
太
線
の
内
側
を
支
配
す
る
秩
序
が
、

ふ
さ
わ
し
く
履
み
お
こ
な
え
る
仏
弟
子
の
僧
団
（
協
v
a
k
a
s
a
n
g
h
a
)
」
で

「
た
だ
し
く
」
（
忍
溶
百
号
a
n
n
o
)
、
「
ふ
さ
わ
し
く
」

正
法
正
律
の
伝
持
者
、
別
言
す
れ
ば
、
超
世
俗
的
秩
序
(-o
百
t
t
a
r
a
c
l
h
a
m
m
a
,

か
れ
ら
自
身
の
生
活
す
る
外
側
の
秩
序
か
ら
絶
縁
さ
れ
、
そ
こ
に
サ
ソ
ガ
固
有

の
超
俗
性
が
、
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
念
願
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
に
こ
そ
サ
ン
ガ
は
よ
き
福
田
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
供
養

は
供
養
者
に
生
天
の
果
報
を
約
束
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
太
線
の
内
と
外
の
秩
序
の
間
に
、

不
一

致
が
存
在
す
る
の
は
、
当
然

で
あ
る
ば
か
り
か
、

福
田
思
想
の
論
理
的
要
請
で
ざ
え
あ
る
。
か
く
し
て
、

テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ

・
サ
ン
カ
の
保
守
性
は
、
在
家
の
側

か
ら
も
ま
た
持
続
す
る
契
機
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
非
生
産
的
で
あ
り
、

出
家
者
教
団
が
、
今
日
も
な
お
存
続
し
つ
づ
け
て
い
る
第

一
の
理
由
を
、

福
田
思
想
の
中
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

を
う
け
、
布
施
を
う
け
て
存
続
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
つ
保
守
的
な

(
1

)

早
島
『
前
掲
書
』
七

0
二
頁
。

(
2
)
P
h
rae 
P
h
i
t
t
h
a
ya
,
 Ph

o
t
c
h
a
n
a
n
u
k
r
o
m
 
T
h
a
i
 c
h
a
b
a
p
 k
h
o
n
g
 B
o
r
i
s
a
t
^
P^
h
r
a
e
 P
h
itthaya"
'
W
a
ng
 B
u
r
a
p
h
a,
 Ba

n
g
k
o
k
 :
 Ph
r
ae
 

Phittha
y
a
,
 19

6
1
.
 p
.
 7
5
3
-
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格
付
け
す
る
。
た
と
え
ば
、

第
五
節
タ
ン
・
プ
ソ
思
想
と
サ
ン
ガ

M
 

(
3
)

早
島
『
前
掲
古
』
七

0
ニ
ー
七

0
1―一頁
。

(
4
)
n
i
i
 b
u
n
,
 n

u
a
 
nii 
b
u
n

の
ほ

か
、
パ
ー
リ
語
に
由
来
す
る

b
u
n
'y
a
k
h
e
t
(
pufifia
k
k
h
e
t
t
a
)

も
用
い
ら
れ
る
。

(
5
)

早
島
『
前
掲
書
』
六
九

0
、
六
九
七
頁
。

(
6
)

タ
イ
で
は
「
僧
讃
詠
」

(
S
a
n
g
h
a
b
h
i
t
h
u
t
i)

と
呼
ば
れ
る
。
東
元
疫
喜
訳
に
し
た
が
う
。

(
R
e
v
.
P
a
n
n
a
n
d
a
 
Keiki 
H
i
g
a
s
h
,
m
o
t
o
`
p
d
l
i
 

B
u
d
d
h
i
s
t
 
C
a
n
o
n
 in 
O
r
d
i
n
a
r
y
 
U
s
e
 
t
o
g
e
t
h
e
r
 
w
ith 
its 
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
.
 T

o
k
y
o
:
 
Institute 
o
f
 
Pali 
Literature 
at 
K
o
m
a
w
w
a
 

University
,
 19

7
0
.
 p
p
.
 
1
3ー

1
4
.)

タ
イ
に
お
い
て
は
末
尾
に
「
わ
れ
か
の
サ
ン
ガ
に
供
蓑
し
た
て
ま
つ
る
。
わ
れ
は
か
の
サ
ン
ガ
に
叩
頭
し
て

礼
拝
し
た
て
ま
つ
る
」
(tamahal"!l
a
b
h
i
p
u
j
a
y
i
i
m
i
 
t
a
ma
h
a
l"!l 
sanghal"!l 
sirasii 
n
a
m
a
m
i
.)

の
二
句
が
加
わ
る
。

ご
く
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
彼
岸
的
世
界
を
志
向
す
る
テ

ー
ラ
ヴ
ァ

ー
ダ
の
正
統
的
教
理
は
、
此
岸
的
世
界
に
お
け
る
相
対
的

H
a
n
k
s
,
 Jr

.
)

に
よ

幸
福
を
追
求
す
る
大
方
の
タ
イ
人
に
と
っ
て
関
心
の
菊
い
存
在
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
関
心
は
、
綸
廻
切
生
存
を
超
克
す
る
こ
と
よ
り

、
、
、
、
、
、

も
、
む
し
ろ
そ
の
秩
序
の
中
に
お
け
る
相
対
的
地
位
の
上
昇
へ

と
向
け
ら
れ
る
。
人
類
学
者

ハ
ソ
ク
ス

(
L

れ
ば
、

タ
イ
人
仏
教
徒
は
、
す
べ
て
の
生
命
あ
る
者
を
、

「
行
為
目
標
達
成
能
力
の
大
小
」

(
v
a
r
y
i
n
g
abil
ity 
to 
m
a
k
e
 act
ions e
f
f
g
1
v
e
)
 

と
、
「
〈
苦
し
み
〉
か
ら

の
自
由
度
」

(va
r
y
i
n
g

degrees 
of 
f
r
e
e
d
o
m
 
f
r
o
m
 
suffering)

と
い
う
二
つ
の
指
標
に
し
た
が
っ
て
、
上
下
に

目
標
達
成
能
力
が
大
き
く
、

一
声
で
大
河
の
流
れ
を
止
め
る
神
通
力
を
も
つ
「
天
」

の
神
々
は
、
小
川
の
堰
を
構
築
す
る
に
も
労
力

を
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
人
間
よ
り
上
位
に
格
付
け
ら
れ
る
一
方
、
「
人
間
」
は
、
食
物
を
求
め
て
大
地
を
往
裡
す
る
野
獣
よ
り
、
行
為

し
た
が
っ
て
、
〈
苦
し
み
〉
か
ら
も
よ
り
自
由
で
あ
り
、

「
畜
生
」
の
上
位
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
「
六
趣
」
を
栴
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
生
存
の
状
態
の
間
に
見
出
さ
れ
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
関
係
は
、
人
間
と
し
て
の
生

32 



第 1部 第 1章 サンガと社会

存
自
体
の
中
に
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
、

た
と
え
ば
、
部
下
の
運
転
す
る
官
用
車
で
出
勤
す
る
高
官
は
、
泥
滲
の
道
を
徒
歩
で
田

(
1
)
 

仕
事
へ
赴
く
農
夫
よ
り
、
輪
廻
的
生
存
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
上
位
に
格
付
け
さ
れ
る
。

輪
廻
的
生
存
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
お
け
る
地
位
の
高
低
を
決
定
す
る
要
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
が
、
輪
廻
的
過
去
に
お
い
て
、

生
死
を
反
復
す
る
問
に
集
積
し
た
「
プ
ソ
」

(
b
u
n
)

の
量
で
あ
る
。
「
プ
ソ
」
の
多
い
者

(
m
i
b
u
n
 
m
a
k
)

は
、
「
ブ
ン
」
の
少
な
い
者

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
「
プ
ソ
」
の
多
寡
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
為
者
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
位
置
は
、
け

の
中
に
お
い
て
現
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
単
一
の
生
存
の
状
態
が
継
続
す
る
間
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
観
察
さ
れ
る
。
た
と

え
ば
、

―
つ
の
生
存
の
状
態
か
ら
つ
ぎ
の
生
存
の
状
態
へ
の
移
行
と
い
う
、
長
久
な
輪
廻
的
時
間

ト
ソ
プ
リ
朝
を
創
始
し
た
タ
ー
ク
シ
ソ
王
（
一
七
六
七
1
八
二
）
の
よ
う
に
、
国
家
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
国
王
で
さ
え
、
そ

の
地
位
を
失
い
、
し
か
も
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。

タ
イ
人
は
、
こ
う
し
た
輪
廻
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

ー
に
お
け
る
位
置
の
変
動
を
、
「
プ
ソ
」
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
前
述
の
ク
ー
ク
シ
ン
王
の
悲
劇
は
、
王
の
「
プ
ン
が
尽
き
た
」

(sin
b
u
n
)

と
い
う
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
。
『
王
朝
年
代

記
』
は
処
刑
を
前
に
し
た
タ
ー
ク
シ
ソ
王
が
、
刑
吏
に
向
か
い
「
わ
が
プ
ソ
尽
き
た
れ
ば
、
今
わ
れ
死
の
場
所
に
赴
か
ん
」

(
T
u
a

(
2
)
 

ra
u
 
k
o
 
sin 
b
u
n
,
 ch

a
 
t
h
u
n
g
 thi 
y
u
 l
a
e
w
)

と
述
べ
ん
、
と
い
う
形
で
こ
れ
を
記
録
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
般
に
、
富
裕
な
者
、
高
位
に
あ
る
者
、
権
勢
あ
る
者
は
、
「
プ
ン
が
多
い
」

(
m
i

b
u
n
 
m
a
k
)

と
言
わ
れ
、
薄
幸
な
者
、
貧
困
な

者
は
、
「
ブ
ン
が
少
な
い
」

(
m
i
b
u
n
 n
o
i
)

と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ヒ
ー
内
に
お
け
る
自
己
の
地
位
の
上
昇
に
直
結
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
「
プ
ソ
」
の
集
積
と
い
う
一
点
に
向
か
っ
て
集
中
す
る
。

「プ

ン
」
を
集
積
す
る
と
い
う
行
為
は
、

っ
し
て
不
動
で
は
な
い
。
そ
の
変
化
は
、

ク
イ
語
で
「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
(
th
a
m

b
u
n
)
 

(
m
i
 b
u
n
 
n
o
i
)

よ
り
も
、
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

と
呼
ば
れ
る
0

t
h
a
m
 
は
「
造
る
」
の
意
で

ひ
と
び
と
の
宗
教
的
関
心
は
、
も
っ
ば
ら
、
輪
廻
的
ヒ
エ
ラ
ル
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(
3
)
 

ぬ
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い

る。

決定論

←-「前世」→卜「現世」→i←「来世」→
行為結果の発現

会 1,1• ;,．．．．．．．．1.．．一．．．．．．

行為結果の発現

益 ・プンてご了・三戸＝□

a 点

図3 決定論とクソ ・プ` ノ思想との相進，点

あ
る
。
「
プ
ン
」
の
反
対
概
念
は
「
バ

ー
プ
」
（
応
P

バ
ー
リ
語
芯
宮
）
で
あ
る
。

「
バ
ー
プ
」

は
、
集
積
し
た
「
プ
ソ
」
の
効
果
を
相
殺
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
び
と
は
あ
る
行
為
が

う
と
努
力
す
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
に
は
「
タ
ン

・
プ
ソ
」
を
行
な
っ

て、

「
プ
ン
」
の
集

積
に

つ
と
め
、

未
来
に
お
け
る
輪
廻
的
ヒ

ニ
ラ
ル
ヒ

ー
内
に
お
け
る
自
己
の
地
位
の
上
昇
を

期
待
す
る
の
で
あ
る
。
東
地
タ
イ

の
一
村
落
で
定
着
調
査
を
行
な
っ
た
水
野
浩

一
は
、
「
村
民

が、

高
い
社
会

・
経
済
的
地
位
に
生
ま
れ
か
わ

る
こ
と
を
天
国
と
考
え
、

動
物
に
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
を
、
地
獄
と
考
え
て
お
り
、

よ
り
低
い
地
位
や

か
れ
ら
が

『
功
徳
』

(
11「
プ
ソ
」

筆
者
注
）

を
積
む
の
は
、
苦
難
か
ら
自
由
な
、
高
い
地
位
を
獲
得
す
る
べ
き
、
す
ぐ
れ
た
能

力
と
資
材
と
を
も
っ
て
生
ま
れ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
苦
難
を
、
再
び
く
り
か
え
さ

見
か
け
上
の
若
干
の
類
似
点
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ク
ン

・
プ
ン
」
思
想
は
、
決
定
論
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
行

為
に
よ

っ
て
、
自
ら
の
生
存
の
状
態
を
変
更
し
う
る
と
考
え
る
「
カ
ソ
マ

・
リ
キ
ッ
ト
」
の
延
長
線
上
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
自

力
救
済
思
想
の一

変
種
で
あ
る
。
図

3
は、

決
定
論
と
タ
ソ

・
プ
ン
思
想
と
の
相
違
点
を
示
す
図
で
あ
る
。
決
定
論
に
お
い

て
は
、

現
在
の
生
存
の
状
態
は
、
現
在
の
生
存
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
輪
廻
的
時
間
の
中
で
、
行
為
者
の
営
ん
だ
す
べ

て
の
善
悪
の
行
為
の

結
果
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
現
世
に
お
け
る
行
為
者
の
行
為
は
現
在
の
生
存
の
状
態
に
は
影
孵
を
与
え
ず
、
そ
の
行
為
結
果

、
、
、
、
、

の
発
現
は
死
後
に
始
ま
る
つ
ぎ
の
生
存
の
状
態
の
開
始
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
世
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た

生
存
の
状
態
は
、
前
世
ま
で
に
行
な
っ
た
行
為
者
の
行
為
の
果
実
と
し
て
、

あ
る
が
ま
ま
に
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
バ
ー
プ
で
あ
る
」
（
百
n
ぽ
p
)

か
ど
う
か
に
大
き
な
注
意
を
払

い
、
「バ

ー
。フ
」
を
避
け
よ
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第 1部 第 1章 サソガと社会

「
福
田
思
想
」
に
よ
れ
ば
、

サ
ソ
ガ
と
は
、
「
世
の
無
上
の
福
田
」
で
あ
っ

て、

「
す
べ
て
世
間
に
お
け
る
比
類
の
な
い
福
が
増
す

処
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
福
田
思
想
」
の
信
奉
者
は
、
サ
ン
ガ
ヘ
の
供
養
、
布
施
が
、
幸
福
の
獲
得
、

的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
に
お
け
る
相
対
的
地
位
の
向
上
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
信
じ
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
に

民
衆
仏
教
に
お
け
る

「
教
理
」
の
主
柱
を
な
す
に
い
た
っ
て
い
る
）
。

タ
ソ

・
プ
ソ
思
想
も
、
現
在
の
生
存
の
状
態
を
、
前
世
ま
で
に
行
為
者
が
生
死
を
反
復
す
る
間
に
営
ん
だ
善
悪
の
行
為
の
結
果
と

見
な
す
点
に
お
い
て
は
、
決
定
論
と
同
様
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
現
在
の
生
存
の
状
態
に
お
け
る
行
為
結
果
の
発
現
す
る
時
期

に
つ
い
て
の
認
識
の
相
達
に
存
す
る
。
決
定
論
者
は
、
そ
れ
を
来
世
と
す
る
が
、
タ
ソ
・
プ
ソ
思
想
の
信
奉
者
は
、
こ
れ
を
現
世
を

含
む
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
未
来
と
す
る
。
純
理
論
的
に
考
え
れ
ば
、
行
為
の
時
点
以
後
の
す
べ
て
の
時
を
含
む
未
来
で
あ
る
。
こ
の

点
を
立
証
す
る
資
料
と
し
て
は
、
タ
ン

・
プ
ソ
の
効
果
発
生
の
時
期
に
関
し
て
、
「
こ
の
世
と
さ
き
の
世
」

(c
h
ua
n
i
"
h
u
a
nii)

と
い

う
対
句
の
存
在
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

『
三
印
法
典
』
の
一
節
に
見
え
る
。
「
こ
の
世
と
さ
き
の
世
の
利
益
の
た
め

(
4
)
 

に」

(
h
ai
p
e
n
 
pray01t 
nai 
c
h
u
a
 
n
i
 c
h
u
a
 
n
a
)

と
い
う
文
言
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
タ
ン
・
プ
ソ
」
は
、
究
極
的
に
は
、
輪
廻
的
ヒ
ニ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
に
お
け
る
相
対
的
地
位
の
向
上
と
い
う
、
行
為
者
の
欲
求
充

足
を
志
向
し
た
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
行
為
者
の
目
標
実
現
は
、
あ
く
ま
で
も
象
徴
的
行
為
を
媒
介
と
し
て

達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
象
徴
的
行
為
の
有
効
性
に
つ

い
て
の
確
信
が
行
為
者
に
内
在
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
タ
ン

・
プ
ン
」
の
有
効
性
に
つ
い
て
の

ひ
と
び
と
の
確
信
は
、
「
福
田
思
想
」
の
中
に
そ
の
根
拠
を
有
し
て
い
る

（す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
福
田
思
想
」
は
、
生
天
論
を
前
提
と
し
た
思
想
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
説
法
誘
引
の
漸

説
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
非
生
産
的
サ
ン
ガ
に
対
す
る
物
質
的
援
助
の
理
論
的
基
盤
と
い
う
サ

ソ
ガ
の
側
か
ら

の
要
請
と
、
個
人
的
幸
福
の
獲
得
と
い
う
目
標
達
成
の
た
め
の
手
段
と
い
う
在
家
信
徒
の
側
か
ら
の
要
請
と
が
合
致
し
た
た
め
に
、

よ
り
正
し
く
は
、

輪
廻
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テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

表 2 タソビアの意識調査

6 5 4 3 2 1 順
位

五 仏日 毎朝僧 金品 寺復院修 家て出 自らプ 寺院建設 -, フヽ

戒厳格を守をに寄進をす さ ラ ソ

にるこ食事を のせるとし の
し

守と る用費こて用股 轟
る

供義する こと 寄進をし と 家出する 寄進すを

る
た

と め
の

た かる 最
と り ‘‘ 上

摯 と
の

カ 方
テ を 法
ィ プ
ソ ラ
の と
際 し

表 1 カウフマソの意識調査

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 順
位

る 力 つ仏ネ 毎朝寺院修築各全地国息子、院寺建設 ブこテね日 1 ラ -フ-ヽ| 

とィ tこにンま をプ と
ソ五寺＾た し ン‘
の戒にサはののラのて L-

祭守を 詣 9 仏我用寄を年堂跡を巡炸と 四用 家す出 轟＾でマ日 し
カる ‘ネに て る

チこ八 1 僧 家出寄すを進 る た
ナと戒ラ に こ め
ツ 守をツ物食 さ と の
の とるるせる 予
際金品‘ ること 家出てし 投低すを こと こと ること こと の

盈

嘉唱
する
る こ
こと
と

表
2
は、

よ
っ
て
、

サ
ソ
ガ
に
対
し
て
「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
を
行
な
う
。
王
立
寺
院
の

た
め
に
、
寺
領
地
(
t
h
o
r
a
n
i
s
o
n
g
)

を
寄
進
し
、
寺
奴
婢
(
k
h
a
p
h
r
a
y
o
m
s
o
n
g
)
 

民
衆
レ
ペ
ル
に
お
い
て
も
、
多
様
な
形
態
に
よ
る
「
ク
ソ

・
プ
ン
」
が
現

表
1
は、

タ
ン
ピ
ア

(
S
.
 J
.
 

T
a
m
b
ia
h
)

が
、
東
北
ク
イ
の
一
農
村
に

カ
ウ
フ
マ
ソ

(
H
o
w
a
r
d
K
•
K
a
u
f
ma
n
)
が
、
バ
ソ
コ
ク
近
郊

農
村
に
お
い
て
、
二
十
五
名
の
村
民
（
二
十
歳
以
上
の
男
子
十
三
名
、
女

子
十
二
名
）
を
対
象
と
し
て
、

一
九
五
三
年
に
行
な
っ
た
意
識
調
査
の

一

つ
で
、
「
プ
ン
を
得
る
た
め
の
最
上
の
方
法
は
何
か
？
」
と
い
う
設
問
に

(
5
)
 

対
す
る
回
答
を
級
先
度
の
順
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

お
い
て
、
七
十
二
名
の
世
帯
主
を
対
象
と
し
て
行
な
っ
た
同
種
の
調
査
結

(
6
)
 

果
で
あ
る
。

北
タ
イ
で
農
村
調
脊
を
行
な
っ
た
キ
ソ
グ
ス
ヒ
ル

(
K
o
n
r
a
d
K
i
n
g
s
h
i
l
l
)
 

は
、
僧
に
対
す
る
食
事
の
供
善
、
金
品
の
寄
進
、

(
7
)
 

戒
、
寺
院
に
お
け
る
儀
式
へ
の
参
加
な
ど
を
、
「
プ
ソ
」
を
得
る
た
め
の
行
為
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
総
合
し
て
み
る
と
、

「
タ
ン

・
プ
ン
」
の
内
容
と
し
て
、

在
も
な
お
、
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し

一
般
的
布
施
行
為
、
持

つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
カ

を
施
入
し
、
伽
藍
の
建
立
、
修
築
を
行
な
っ
た
国
王
の
記
録
は
多
い
が
、
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第 1部 第 1草 サ｀ノガと社会

か
ら
直
接
的
財
政
援
助
を
受
け
て
い
る
王
立
寺
院
は
、

前
者
は
、
寺
院
建
設
潰
用
の
寄
進
、
同
修
復
費
用
の
寄
進
、

カ
チ
ナ
の
祭
に
際
し
て
の
金
品
の
寄
進
な
ど
が
中
心
で
あ
る
。
と
く

に
、
新
し
く
寺
院
、
と
り
わ
け
、
そ
の
「
本
堂
」
（
ボ

ー
）
を
新
築
す
る
際
の
タ
ン

・
プ
ソ
は
格
別
大
き
い
「
プ
ソ
」
を
生
む
行
為

と
し
て
称
賛
さ
れ
る
。
カ
チ
ナ
の
祭
に
際
し
て
寄
進
さ
れ
る
金
品
は
、
寺
院
の
経
常
的
な
維
持
費
で
は
賄
う
こ
と
の
で
き
な
い
新
規

施
設
、
物
品
等
の
購
入
機
会
と
し
て
、

一
九
六
七
年
現
在
、

と
く
に
地
方
の
弱
小
寺
院
な
ど
で
は
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

タ
イ
の
宗
教
局
に
は
、
二
万
四
六
三
四
の
寺
院
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
何
ら
か
の
形
で
、
政
府

一
六
一
寺
に
す
ぎ
ず
、
残
り
の
二
万
四
四
七
三
寺
は
、
純
然
と
し
た
民
間
人

(9
)
 

の
寄
捨
に
よ
っ
て
建
立

・
維
持
さ
れ
て
い
る
民
立
寺
院
で
あ
る
。
ま
た
、
王
立
寺
院
に
属
す
る
僧
で
あ
っ

て
も
、
サ
ソ
ガ
内
で
何
ら

か
の
役
職
に
つ
い
て
い
る
な
ど
、

特
定
の
条
件
に
合
致
す
る
以
外
の

僧
に
は
、
政
府
か
ら
の
補
助
（
い
わ
ゆ
る
「
常
施
食
」

m
t
a
y
a
,

の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑯
サ
ン
ガ
と
い
う
組
織
体
の
成
員
に
対
す
る
貢
献

(a) 

サ
ン
ガ
と
い
う
組
織
体
の
物
質
的
甚
盤
で
あ
る
寺
院
に
対
す
る
貢
献

サ
ソ
ガ
の
維
持
に
対
す
る
直
接
的
貢
献
は
、

者
に
対
す
る
前
者
の
卓
越
は
顕
著
で
あ
る
。

後
者
は
、

家
者
の
た
め
の
こ
う
し
た
宗
教
的
倫
理
徳
目
の
実
践
が
、
す
く
な
く
と
も
、
民
衆
の
直
接
的
関
心
事
で
あ
る
「
プ
ソ
」
の
獲
得
と
い

(
8
)
 

う
目
標
達
成
の
手
段
と
し
て
は
、
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ、

後

(2) (1) 

自
己
自
身
の
宗
教
的
修
練

さ
ら
に
、

サ
ソ
ガ
の
維
持
に
対
す
る
直
接
的
貢
献

い
わ
ゆ
る
在
家
戒
と
し
て
知
ら
れ
る
「
五
戒
」
お
よ
び
「
八
斎
戒
」
の
遵
守
で
あ
る
が
、
正
統
的
教
理
の
提
示
す
る
在
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化
の
な
か
に
、

し
た
が
っ

て、

サ
ン
ガ

の
僧
が
、
日
常
生
活
を
維
持
し
て
行
く
た
め
に
は
、
前
述
し
た
調
査
結
果
に
示

さ
れ
た
よ
う
な
、
民
家
の
レ
ペ
ル
に
お
け
る
自
発
的
寄
進
行
為
が
き
わ
め

て
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば

サ
ソ
ガ
と
い
う
組
織
体
の
成
員
に
対
す
る
貢
献
と
し
て
は
、
僧
に
対
す
る
日
常
的
な
食
事
の
供
養
が
あ
げ
ら
れ
る
。
都
市
化
の
進

ん
だ
バ
ソ
コ

ク
の

よ
う
な
大
都
市
で
は
、
寺
院
と
地
域
住
民
と
の
間
の
連
帯
感
が
稀
薄
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
寺
院
に
止
住
す
る
僧

(10
)
 

が
、
托
鉢
そ
の
他
、
地
域
住
民
か
ら
の
供
養
に
依
存
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
は
す
で

に
不
可
能
と
な
っ

て
い
る
が
、

農
村
部
で

(
1
1
)
 

は
、
僧
の
生
活
は
、
今
日
で
も
、
寺
院
所
在
地
の
地
域
住
民
の
自
発
的
寄
進
行
為
に
全
面
的
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
タ
ソ

・
プ
ソ
」

と
サ
ソ
ガ
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
、
「
出
家
」

と
い
う
行
為
が
、
「
タ
ン

・

プ
ン
」
の
中
に
含
め
ら
れ
、

な
ら
な
い
。

し
か
も
、
か
な
り
上
位
に
ラ
ソ
ク
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
、
「
出

家
」
の
意
義
に
つ
い

て
考
察
し
（
第
二
節
参
照
）
、
そ
れ
が
此
岸
的

・
輪
廻
的
世
界

(
lo
k
iy
a
)

を
越
え
て
、
彼
岸
的
世
界

(
l
o
ku
t
t
a
r
a
)

の
中
に
、
永
遠
の
至
福
を
求
め
る
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、
そ
の
目
標
実
現
の
た
め
に
難
行
を
実
践
す
る
手
段
と
し
て
選
び
と
ら

れ
た
生
活
法
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
「
タ
ン

・
プ
ソ
」
は
、
輪
廻
的
世
界
の
肯
定
の
上
に
成
立
す
る
と
こ

ろ
の
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
輪
廻
的
世
界
の
内
側
に
お
け
る
相
対
的
幸
福
を
、
行
為
者
に
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
輪
廻
的
世
界
の
超
克
を
目
指
す
「
出
家
」

と
い
う
行
為
を
、
「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
の

―
つ
の
形
態
と
と
ら
え
る
こ
と
は
自

己
矛
盾
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
は
人
類
学
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
民
衆
は
、
「
出
家
」
と
い
う
行
為
を
、
「
タ
ソ

・
プ

ソ
」
の

文
脈
で
と
ら
え
直
し
、
こ
れ

に
新
し
い
意
義
付
与
を
行
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

の
よ
う
な

「
出
家
」
の
意
義
変

エ
リ

ー
ト
志
向
型
宗
教
が
、
大
衆
の
宗
教
意
識
に
接
続
さ
れ
る
回
路
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
現
実
の
出
家
者
の
す
べ

て
が
、

「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
出
家
し
た
の
で
は
な
い
が
、
中
部
タ
イ
に
多
く
見
ら
れ
る
短
期
出
家
者
の
大
部
分
は
、

p
h
a
t
)

は
与
え
ら
れ
な
い
。
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ヽ

よ
く
そ
の
存
在
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
出
家
」
は
、
も
と
難
行
を

記
行
な
う
。
在
家
者
の
「
ク
ソ

・
プ
ン
」
に

よ
っ
て
、
非
生
産
的
サ
ソ
ガ
は
、

タン ・プソ，サンガ，出家の 3者関係

ン
」
の
獲
得
を
期
待
し
て
、
ひ
た
す
ら
サ
ソ
ガ
に
対
し
供
養
し
、
布
施
を

に
と
っ
て
最
勝
の
「
タ
ソ
・
プ
ソ
」
の
対
象
で
あ
る
。
か
れ
ら
ぱ
、
「
プ

し
て
の
側
面
が
あ
る
。
「
福
田
」
と
し
て
見
ら
れ
た
サ
ソ
ガ
は
、

在
家
者

い
の
な
い
」
修
行
の
場
所
を
求
め
る
。
他
方
サ
ソ
ガ
に
は
、
「
福
田
」
と

者
は
、
サ
ン
ガ
の
中
に
、
か
つ
て
出
家
者
が
屋
外
に
求
め
た
よ
う
な
「
煩

超
克
を
目
標
と
す
る
の
に
対
し
、
他
方
は
、
輪
廻
的
秩
序
の
積
極
的
肯
定
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
そ
の
中
に
お
け
る
相
対
的
幸
福
の
追

者
に
超
世
俗
的
修
行
環
境
を
提
供
す
る
た
め
の
組
織
体
で
あ
っ
た
。
修
行

し
た
も
の
で
あ
る
。
正
統
的
教
理
の
立
場
に
立
て
ば
、

サ
ソ
ガ
は
、
修
行

図

4
は
、
タ
ン
・
プ
ソ
と
サ
ソ
ガ
と
出
家
と
い
う
三
者
の
関
係
を
国
示

求
を
目
標
と
し
て
い
る
。

戒
を
守
る
。
両
者
の
相
違
は
、
動
機
づ
け
と
志
向
目
標
の
違
い
で
あ
る
。

一
方
は
、
輪
廻
的
生
存
の
否
定
に
動
機
づ
け
ら
れ
、
そ
の

「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
の
た
め
の
出
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
テ

ー
ラ

ヴ
ァ
ー
ダ
の
正
統
的
教
理
を
固
執
す
る
か
ぎ
り
、
必
然
的
に
少

数
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
サ
ソ
ガ
成
員
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
回
路
を
通
っ

て
サ
ソ
ガ
に
流
入
す
る
非
ェ
リ
ー
ト
層
に
よ
っ
て
、
自
律

「タ

ソ
・
プ
ソ
」
と
い
う
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
動
機
に
よ
っ
て
出
家
し
た
サ
ソ
ガ
の
成
員
と
、
正
統
的
教
理
に
濁
か
れ
て
出
家

し
た
者
と
の
間
に
は
、
外
見
上
の
差
異
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
短
期
出
家
者
と
い
え
ど
も
、
剃
髪
し
、

黄
衣
を
ま
と
い
、
ニ
ニ
七

的
な
組
織
体
と
し
て
の
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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実
践
す
る
少
数
の
宗
教
的
エ
リ

ー
ト
た
ち
の
生
活
形
態
で
あ
っ
た
。

釈
し
、
こ
れ
に
新
し
い
意
義
づ
け
を
行
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
出
家
の
民
衆
的
再
解
釈
は
、
組
織
体
と
し
て
の
サ
ン
ガ
自
体
の
存
続

に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の

エ
リ

ー
ト
性
の
ゆ
え
に
、
成
員
の
数
が
お
の
ず
か

ら
限
定
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
組
織
体
と
し
て
の
存
在
が
つ
ね
に
お
び
や
か
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
サ
ソ
ガ
は
、
こ
の
再
解
釈
の
結
果
、

見
か
け
上

lokuttara

を
志
向
す
る
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
と
同
一
の
相
貌
を
星
し
な
が
ら
、
そ
の
実
、
あ
く
ま
で
も
一
o
k
iya

的
・

輪

廻
的
秩
序
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の

「
疑
似
ェ

リ
ー
ト
」
た
ち
に
よ
っ
て
新
成
員
の
補
充
が
容
易
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
ク
ソ

・
プ
ソ
」
を
目
的
と
し
た
出
家
者
と
、
後
述
す
る
（
第
七
節
参
照
）
教
育
目
的
を
も
っ
た
出
家
者
と
い
う
二
種
類
の
「
疑
似
ェ

リ
ー
ト
」
は
、
サ
ソ
ガ
の
存
在
を
、
そ
の
内
側
か
ら
支
え
る
二
本
の
支
柱
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
「
疑
似
ェ
リ

ー
ト
」
た
ち
の

存
在
が
、
真
正
の
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
補
完
性
の
認
識
の
上
に
積
極
的
に
評
価
さ
れ
、
両

者
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
座
部
サ
ソ
ガ
の
強
靱
な
生
命
力
を
解
<
―
つ
の
鍵
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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民
衆
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出
家
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の
中
で
再
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k
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6
7
.
 p
.
 59
.
 (

in 
T
h
ai)・ 

(
10)

筆
者
は
、

一
九
五
七
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
約
三
カ

月
間
、
バ
ソ
コ

ク
の
ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ
ー
ト
寺
に
お
い
て
ビ
ク
と
し
て
の
生
活

を
送
り
、
そ
の
間
、
毎
朝
托
鉢
に
出
か
け
こ
の
事
実
を
確
認
し
た
。

筆
者
の
場
合
、

日
常
的
な
食
事
は
、
特
定
の
仕
出
し
屋
と
契
約
し
て
、
日

に
二
回
、
僧
房
ま
で
食
事
を
運
ば
せ
た
が
、
近
く
の
僧
房
の
僧
も
同
じ
方
法
で
食
事
の
調
達
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
要
す
る
絆
費
（
月
額

一
七
o
·~
ー

ツ
、

当
時
の
換
算
レ

ー
ト
で
約

三
0
0
0
円
弱
）
は

、

在
家
に
招
か
れ

、

読
経
し
た
際
に
寄
進
さ
れ
る
「
お
布
施
」
を
あ
て
る
の

が
普
通
で
あ
っ
た
。

(
11)

東
北
ク
イ
の
ド
ー
ン

・
デ

エ
ー
ソ

グ
村

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
水
野
浩
一
氏
の
御
教
示
を
得
た
。

こ
れ
ま
で
各
節
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
問
題
は
、

正
統
的
教
理
に
お
け
る
四
諦
八
正
道
の
教
説
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
仏
教
の
民
衆
的
受
容
形
態
で
あ
る
「
タ
ソ

・
プ
ン
」
に
お
い

(
6
)
 

第
六
節

S
.
 

J
.
 

T
a
m
b
i
a
h
,
 B

u
d
d
h
i
s
m
 a
n
d
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S
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r
i
t
 
C
u
l
t
s
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N
o
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h
,
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t
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h
a
i
l
a
n
d
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a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
ity 
P
r
e
ss: 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
`
 

呪
術
的
仏
教
と
サ
ン
ガ

い
ず
れ
も
仏
教
の
救
済
論

(
s
o
teriology
)

の
分
野
に
属
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
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日
て
さ
え
、
そ
の
関
心
は
、
き
わ
め
て
長
期
的
次
元
に
お
け
る
救
済
の
達
成
で
あ
っ
て
、
個
人
が
日
常
的
生
活
の
中
で
直
面
す
る
さ
ま

ざ
ま
の
危
機
に
際
し
、
「
そ
の
時
そ
の
場
」

(
h
i
e
et 
n
u
n
c
)

で
の
問
題
解
決
を
望
む
民
衆
の
欲
求
に
、
少
な
く
と
も
直
接
的
に
答
え
る

危
機
に
臨
ん
だ
人
間
が
、
合
理
的
手
段
に
よ
る
解
決
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
行
為
結
果
の
予
測

が
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
当
事
者
が
、
し
ば
し
ば
呪
術
的
手
段
に
訴
え
て
そ
の
不
安
を
解
消
さ
せ
る
こ
と
は
、
未
開
人
ば
か
り
で
な

く
、
現
代
人
の
間
で
も
観
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ

ー
(
B
r
o
n1
s
l
a
w
M

a
lin
o
w
s
k
i
)

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
呪
術
の

機
能
が
、
客
観
的
事
態
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
人
の
不
安
解
消
と
自
信
の
回
復
の
中
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

(
1

)
 

呪
術
は
、
現
代
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
機
能
を
失
っ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
ク
イ
の
仏
教
徒
も
ま
た
、
熱
心
な
霊
魂
観
の
持
ち

主
で
あ
り
、
生
霊
で
あ
る
ク
ワ
ソ

(
k
h
u
a
n
)

を
身
体
の
内
部
に
と
ど
め
た
り
、
悪
霊
で
あ
る
ピ

ー
(
p
h
i
)

の
生
活
空
間
へ
の
侵
入
を

防
ぐ
た
め
、
日
常
的
に
さ
ま
ざ
ま
の
呪
法
を
行
な
っ
て
不
安
を
解
消
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

も
し
仏
教
が
、
輪
廻
的
生
存
に
お
け
る
救
済
論
に
の
み
、
そ
の
任
務
を
限
定
し
、

関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
今
日
、
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
仏
教
に
対
す
る
広
範
な
民
衆
の
支
持
は
お
そ

ら
く
得
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
現
実
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ

ー
ダ
仏
教
は
、
こ
う
し
た
民
衆
の
側
の
呪
術
的
欲
求
に
答
え

る
さ
ま
ざ
ま
な
機
構
を
内
蔵
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
中
か
ら
、

て
、
テ

ー
ラ
ヴ
ァ

ー
ダ
仏
教
の
呪
術
的
側
面
を
検
討
し
よ
う
と
思
う
。

(
3
)
 

。フラ

・
パ
リ
ッ
ト
ま
た
は
パ
リ
ッ
ト

(
p
h
r
a
p
a
r
i
t
,
p
a
r
it) 

も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ひ
と
び
と
の
日
常
的
不
安
の
解
消
に
ま
っ
た
＜

タ
イ
に
お
け
る
も
っ
と
も
一

般
的
な
仏
教
呪
術
を
事
例
と
し

今
日
の
タ
イ
に
お
け
る
、
最
も
重
要
な
仏
教
呪
術
は
、
プ
ラ

・
パ
リ
ッ
ト
（
あ
る
い
は
略
し
て
パ
リ
ッ
ト
）
で
あ
ろ
う
。
パ
リ
ッ
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ト

（苫
rit)

は
、
パ
ー
リ
語。ハ

リ
ッ
ク
（
宮
ntta)

で
、
プ
ラ

(
p
h
r
a
)

は
尊
称
的
接
頭
辞
で
あ
る
。
バ
リ
ッ
ト
は
、
「
護
呪
、
護
経
、

救
護
呪
、
守
護
呪
」
な
ど
と
訳
さ
れ
、
幸
福
を
獲
得
し
、
危
難
や
災
禍
か
ら
身
を
防
ぎ
護
る
目
的
で
誦
唱
さ
れ
る
、

経
典
を
指
す
。
タ
イ
に
伝
承
さ
れ

て
い
る
二
種
の

。ハ
リ
ッ
ト
集
成
が
、
「
小
王
護
呪
」

(
C
h
u
n
lariitchapan
t
C
h
e
t
 
T
a
m
n
a
n
)
、
「
大
王

護
呪
」

(M
aharatchaparit

S,
p
s
o
n
g
 
T
a
m
n
a
n
)
 

誦
唱
さ
れ
て
い
た
の
が
、
民
問
に
流
布
し
て
今
日
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

パ
リ
ッ
ト
の
誦
唱
は
、

と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
と
、
国
王
の
保
護
を
目
的
と
し
て

ク
イ
の
ビ

ク
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
任
務
の

―
つ
で
あ
り
、
新
し
く
出
家
し
た
ビ
ク
は
、
第
二
の
安
居
に

お
い
て
、
右
の
「
小
王
護
呪
」
「
大
王
護
呪
」
を
憶
誦
す
る
の
が
―
つ
の
格
式
と
な
っ
て
い
る
。
誦
唱
の
機
会
と
し
て
は
、
「
ク
ソ
プ

ソ
・
ル
ア
ソ

T
h
a
m
B
u
n
 R
u
a
n
」
（
家
屋
の
新
築
祝
）
、
「
チ
ャ
ロ
ソ

グ

・
プ
ラ

C
h
a
i
0
1
n
g
P
h
r
a
」
（
仏
像
の
鋳
造
、
開
眼
等
の
行
事
）

の
よ
う
な
吉
祥
に
関
す
る
行
事
の
ほ
か
、
「
タ
ン
プ
ン
・
ソ
ッ
プ

T
h
a
m

B
u
n
 
S
o
p
」
（
安
置
し
た
遺
体
の
前
で
死
者
を
弔
う
仏
事
）
、

「
ク
ン
プ
ン
・
チ

ェ
ッ
ト

・
ワ
ソ
・
ア
ッ
テ
ィ

T
h
a
m

B
u
n
 
C
h
e
t
 
W
a
n
 A
t
t
h
i
」
（
初
七
日
遺
骨
供
養
）
な
ど
の
不
祝
俊
が
あ
り
、

「
大
王
護
呪
」
は
、
特
定
の
王
室
に
関
す
る
儀
式
の
際
に
の
み
、

タ
ナ
サ

ー
サ
ダ

ー
ラ
ー
ム
（
い
わ
ゆ
る
ワ
ッ
ト
・
プ
ラ
ケ
オ
）
の
布
薩
堂
に
お
い
て
誦
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の

バ
リ
ッ
ト
を
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
見
る
と
、

た
り
、
あ
る
い
は
仏
教
的
内
容
を
付
加
し
て
成
立
し
た
経
典
で
、
当
初
か
ら
呪
文
的
要
素
を
内
包
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
他

方
で
は
、
「
マ

ン
ガ
ラ
ス
ッ
ク
」
(
M
a
n
g
a
l
a
s
u
t
t
a
)

の
よ
う
に
、
本
来
、
呪
術
的
要
素
を
ま
っ
た
く
含
ん
で
い
な
い
経
典
が
、
パ
リ
ッ

(4
)
 

ト
に
転
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
内
容
は
一
様
で
は
な
い
。

す
く
な
く
と
も
、
バ
リ
ッ
ト
経
典
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
呪

術
性
の
源
泉
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
パ
リ
ッ
ト
は
、
そ
の
誦
唱
者
の
一
部
を
も
含
む
大
部
分
の
民
衆
に

と
っ
て
は
理
解
不
可
能
な

。ハ
ー
リ
語
で
あ
る
か
ら

。ハ
リ
ッ
ト
の
誦
唱
を
聴
く
者
に
と
っ
て
、
そ
の
内
容
は
し
ょ
せ
ん
不
可
解
で
あ
る。

い
ず
れ
も
「
小
王
護
呪
」
が
用
い
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
護
呪

ワ
ッ
ト

・
ツ
ィ

ー
ラ

ヒ
ソ
ド
ゥ
的
民
間
儀
礼
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
章
句
を
仏
教
的
に
改
作
し
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き
、
そ
の
鉢
の
縁
に
ロ
ー
ソ
ク
を
立
て
て
点
火
す
る
。

一
方
、
サ
ー
イ

・
シ
ソ
の
一
端
は
仏
像
の
台
座
に
結
び
、
糸
玉
を
繰
っ
て
水

は
、
し
ば
し
ば

。ハ

リ
ッ
ト
誦
唱
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。

(
5

)
 

口

ナ

ム

・
モ
ソ

n
a
m
m
o
n
 (
聖
水
）
の
誦
成

承
認
さ
れ
た
護
呪
経
典
で
あ
る
。ハ
リ
ッ
ト
を
、

筆
者
は
、
バ
リ
ッ
ト
の
呪
術
性
の
源
泉
を
、
①
、

そ
れ
が
あ
る
目
的
（
た
と
え
ば
吉
祥
）
の
た
め
に
誦
唱
さ
れ
る
べ
き
。ハ
リ
ッ
ト
で

あ
る
と
い
う
知
識
が
、
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
②、

属
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
「
聖
性
」

の
三
点
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
「
聖
性
」

と
は
、

効
験
を
信
じ
る
の
で
あ
る
。

ナ
ム

・
モ
ソ
と
は
、

れ
た
白
木
綿
糸
と
、

*
S

ヽ
カ

日
日p
 

ク
イ
語

g
k
Sit
に
相
当
す
る
が
、

タ
イ
人
は
、
「
三
宝
」

の
ひ
と
つ
を
構
成
す
る

サ
ソ
ガ
を
、

「
聖
性
を

も
っ
た
存
在
」

(s
ing
器
k

sit)

と
考
え
て
い
る
。
個
々
の
ビ
ク
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
、
会
衆
の
面
前
に
現
前
す
る
サ
ソ
ガ
も
ま
た
、

そ
れ
が
サ
ソ
ガ
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
「
三
宝
」
の
も
つ

聖
性
を
分
有
す
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
性
あ
る
サ
ン
ガ
が
、
社
会
的
に

ナ
ム

・
モ
ン
の
誦
成
に
は
、
清
浄
な
水
、

一
定
の
方
式
に

し
た
が
っ
て
正
し
く
誦
唱
す
る
と
き
、
人
々
は
そ
の
行
為
の
呪
術
的

タ
イ
語
ナ
ム

n
a
m

(水）

と、

サ
ソ
ス
ク

リ
ッ
ト
語
マ

ン
ト
ラ

m
a
ntra

(
呪
文
）
の
タ
イ
訛
音
モ
ソ

m
o
n

の
合
成
語
で
、
呪
文
を
も

っ
て
作
ら
れ
る
聖
水
を
意
味
す
る
。

こ
こ
で
「
呪
文
」
と
は
、
バ
リ
ッ

ト
を
指
す
。
ナ
ム

・
モ
ン

の
誦
成

サ
ー
イ

・
シ
ソ

sai
sin 
(
直
訳
す
れ
ば
11

灌
水
糸
“
)
と
呼
ば
れ
、
特
別
な
手
続
で
嵯
ら

ロ
ー
ソ
ク
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
ず
托
鉢
用
の
鉄
鉢
な
ど
の
容
器
に
清
浄
な
水
を
滴
た
し
て
仏
像
の
前
に
置

鉢
に
ひ
と
巻
き
巻
き
つ
け
、
さ
ら
に
糸
を
延
ば
し
て
、
参
勤
の
ビ
ク
全
員
が
こ
の
糸
を
把
持
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・ハ
リ
ッ
ト
の
誦

チ

ェ
ッ
ト
・

タ
ム
ナ

ー
ン
の
終
句
ま
で
進
行
す
る
と
、
上
座
の
長
老
ビ

ク
は
、

ロ
ー
ソ
ク

を
取
っ
て
、
鉢
の
縁
を
回
転
さ
せ

一
定
の
誦
唱
作
法
の
存
在
、
③
、
パ
リ
ッ
ト
誦
唱
者
に
帰
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な
が
ら
水
中
に
蝋
を
滴
下
す
る
。
こ
の
呪
法
を
ョ
ッ
・
テ
ィ
エ
ン

y
o
t
thi
a
n
 
(
滴
嫌
）
と
い
う
。
呪
文
の
句
を
唱
し
終
え
る
と
、
そ

の
ロ
ー
ソ
ク
を
水
中
に
浸
し
て
火
を
消
す
。
こ
れ
で
、

了
後
、
上
座
の
長
老
が
樹
の
小
枝
に
浸
し
て
、
こ
れ
を
参
会
者
の
頭
上
か
ら
振
り
か
け
る
。
こ
の
聖
水
を
浴
び
れ
ば
、
災
を
ま
ぬ
が

(
6
)
 

ウ
ォ
ン
グ
・
ダ

ー
イ
・
サ
ー
イ
・
シ
ソ

W
o
n
g
D
a
i
 
S
a
i
 
S
i
n
 
(
聖
糸
囲
饒
）

ウ
ォ
ン
グ
W
o
n
g

と
は
、
円
＜
取
り
囲
む
こ
と
。
ダ
ー
イ
は
木
綿
の
意
。
ダ
ー
イ

・
サ
ー
イ
・
シ
ン
と
は
聖
木
綿
糸
を
意
味
す
る
。

口
の
ナ
ム

・
モ
ン
と
類
似
の
呪
法
で
、
た
と
え
ば
新
築
の
家
な
ど
特
定
の
場
所
を
聖
化
し
て
、
悪
か
ら
こ
れ
を
防
護
す
る
た
め
に
行
な

う
。
そ
の
効
験
は
、
「
三
宝
と
プ
ラ
パ
リ
ッ
ト
の
偉
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
」
（
A
.
n
u
p
h
a
p
p
h
r
a
r
a
t
a
n
a
t
r
a
1
 lae 
p
h
r
a
p
a
r
i
t
 k
h
u
m
k
h
r
o
n
g
)
 

か
ら
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
手
順
は
、

ナ
ム
・
モ
ン
の
誦
成
は
完
了
す
る
。
ナ
ム
・
モ
ン
は
、
た
い
て
い
、
俵
式
終

ナ
ム

・モ

ン
と
同
様
で
、
ま
ず
、

サ
ー
イ
・

シ
ソ
の
一
端
を
仏
像
に
結
び
、
そ

こ
か
ら
「
右
饒
p
a
t
h
a
k
s
m
,
p
a
d
a
k
k
h
i
n
a
」
し
て
、
聖
化
す
べ
き
場
所
の
囲
り
に
、
聖
糸
を
張
り
め
ぐ
ら
せ
る
。
こ
の
作
業
は
俗
人
が

前
日
に
行
な
う
が
、
二
、
三
人
が
か
り
で
注
意
深
く
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
準
備
作
業
中
に
、
聖
糸
が

度
々
切
れ
る
の
は
よ
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
儀
礼
執
行
中
、
誤
っ
て
こ
の
糸
が
切
ら
れ
な
い
よ
う
細
心
の
注
意

を
払
う
。
家
屋
、
塀
、
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
糸
の
末
端
は
、
再
び
一
方
の
端
を
結
び
つ
け
て
あ
る
仏
像
の
と

こ
ろ
ま
で
も
っ
て
来
て
お
く
。
儀
礼
の
当
日
は
、

サ
ソ
ガ
の
全
員
が
所
定
の
席
に
つ
き
、
ナ
ム

・モ

ン
の
場
合
同
様
、
参
勤
の
全
ビ

ク
が
聖
糸
を
把
持
し
て
。ハ
リ
ッ
ト
を
誦
唱
す
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
「
サ
ー
イ

・
シ
ン
は
、
『聖
な
る
存
在

s
i
n
g
s
a
k
s
i
t
』
を
、

一
時
に
（
囲
饒
す
る
）
す
べ
て
の
場
所
に
も
た
ら
す
」
の
で
あ
る
。

う
で
あ
る
」
と
、

曰

「
そ
の
力
と
迅
速
さ
と
は
、
あ
た
か
も
電
気
を
運
ぶ
電
線
の
よ

(7
)
 

タ
イ
の
民
俗
学
者
ア
ヌ
マ
ソ
・
ラ
ー
チ
ャ
ト
ン
は
述
べ
て
い
る
。

れ
、
威
力
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
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仏教

図5

呪術

．
 

以
上
述
べ

て
来
た
呪
術
な
い
し
呪
物
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、

被術対象を聖化する力としてのサンガ

四

プ

ラ

・
ク
ル
ア
ソ
グ

(
p
h
r
a
k
h
u
r
a
n
g
)
 

い
は

「
サ
イ
ヤ
サ

ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
各
種
の
バ
ラ
モ
ソ
儀
礼
に
通
じ
た

僧
の
参
加
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
点
が
、
仏
教
と
呪
術
と
の
接
点
に

(10
)
 

位
置
す
る
こ
の
儀
礼
の
性
格
を
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
着
目
さ
れ
る
。

「
入
魂
鍛
礼
」
は
、

プ
ラ

・
ク
ル
ア
ソ
グ
に
「
聖
性
」

を
注
入
し
、
こ
れ

を
「
聖
な
る
存
在
」

つ
の
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

い
ず
れ
に
お
い
て

へ
と
変
換
さ
せ
る
儀
礼
で
あ
る
。

わ
れ
る
が
、

一
般
の
ビ
ク
の
ほ
か
、
と
く
に
瞑
想
法
に
優
れ
た
僧
、
あ
る

よ
り
正
し
く
は
、
プ
ラ

・
ク
ル
ア
ン
グ

・
ラ
ー
ソ
グ

p
h
r
a
k
hr
u
a
n
g
 ra
n
g

と
い
う
。
護
符
と
し
て
身
に
つ
け
る
小
仏
像
の
こ
と
で

あ
る
。
多
く
は
プ
ラ

・
。ヒム

p
h
r
a
p
h
,
m

と
呼
ば
れ
る
粘
土
製
の
塑
像
で
、
母
型
を
用
い
て
大
量
に
作
成
さ
れ
る
。
金
属
製
の
も
の

も
あ
り
、
現
在
も
な
お
作
成
さ
れ
る
が
、
超
能
力
を
持
つ

と
信
じ
ら
れ
る
僧
の
作
成
し
た
プ
ラ

・
ク
ル
ア
ソ
グ
は
、
こ
れ
を
身
に
帯

(
8
)
 

び
る
者
を
不
死
身
に
す
る
と
言
わ
れ
、
数
万
バ
ー

ツ

(
-
バ
ー

ツ
は
約
十
＿
―
-
円
）
を
超
え
る
価
格
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

(
9
)
 

そ
の
た
め
、
プ
ラ

・
ク
ル
ア
ン
グ
の
真
偽
鑑
定
の
た
め
の
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ブ
ラ

・
ク
ル
ア
ソ
グ
は
、
焼
成
す
る
に
せ
よ
鋳
造
す
る
に
せ
よ
、
製
作
の
過
程
に
お
い
て
サ
ソ
ガ
を
招
請
し

「
。フ
ッ
タ
ー
ビ
セ
ー

ク」

(
p
h
u
t
t
h
a
p
h
i
s
e
k
〈

b
u
d
d
h
a
b
h
1s
e
k
a〉
)

と
呼
ば
れ
る
「
入
魂
儀
礼
」
が

行
な
わ
れ
る
。
こ
の
儀
礼
の
手
順
は
、
す
べ
て
仏
教
的
文
脈
の
中
で
行
な
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も、

サ
ソ
ガ
の
聖
性
が
呪
術
の
効
験
性
に
対
す
る
信
仰
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
プ
ラ
・
パ
リ
ッ
ト
に
せ
よ
、

モ
ソ
に
せ
よ
、

サ
ー
イ
・
シ
ソ
に
せ
よ
、
被
術
対
象
を
聖
化
す
る
力
と
し
て
の

「
聖
性
」

は、「
聖
な
る
存
在
」
と
し
て
の
サ
ソ
ガ
の

そ
れ
で
あ
る
。
プ
ラ
・
ク
ル
ア
ン

グ
に
注
入
さ
れ
る
「
聖
性
」
も
ま
た
、

こ
の
状
況
は
、
図

5
に
よ
っ
て
、
説
明
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

パ
リ
ッ
ト
、

プ
ラ
・

ク
ル
ア
ソ
グ
等
々
の
呪
術
、
呪
物
は
、

に
お
い
て
呪
術
の
範
疇
に
属
す
る
が
、
呪
術
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
超
自
然
性
の
源
泉
が
、
仏
教
的
秩
序
に
属
す
る
サ
ソ
ガ

の
聖
性
の
中
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
仏
教
の
範
疇
に
も
属
し
て
お
り
、
呪
術
で
あ
り
な
が
ら
、

あ
る
と
い
う
ヤ
ヌ
ス
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仏
教
的
呪
術
の
存
在
に
よ
っ
て
、
民
衆
は
、
仏
教
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
な

が
ら
、

サ
ン

ガ
か
ら
流
出
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
「
聖
性
」
で
あ
る
。

し
か
も
な
お
、
仏
教
の
建
前
と
は
相
容
れ
な
い
呪
術
的
欲
求
を
も
充
足
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ナ
ム
・

し
か
も
仏
教
で

注

(
1
)
B
r
i
n
i
s
l
a
w
 M
a
l
i
n
o
w
ski
,
 M

a
g
i
c
,
 Sci
e
n
c
e
 a
n
d
 R
el,g,on 
a
n
d
 O
t
h
e
r
 Essays•D

o
ubl
ed
ay 

&
 C
o
.
:
 Ga
r
d
e
n
 C
i
t
y
,
 N

e
w
 Y
o
r
k
,
 

1
9
5
4
.
 pp
.
 17ー

9
2
;
Talcott 
P
a
r
s
o
n
s
,
 Es

s
a
y
s
 
in 
Sociological 
T
h
eo
ry
.
 T

h
e
 F
r
e
e
 
P
re
ss
:
 N
e
w
 Y
o
r
k
,
 19

6
4
.
 p.
 20
3
;
 G
eorge
 C
.
 

H
o
m
a
n
s
,
 T

h
e
 H
u
m
a
n
 G
r
o
u
p
.
 Ha

r
c
o
u
r
t
,
 Br

a
c
e
 &
 W
o
r
l
d
,
 Inc.
:
 N
e
w
 Y
o
r
k
 &
 B
u
r
l
i
n
g
a
m
e
,
 19

5
0
.
 pp
.
 32
1ー

3
3
0
.

(
2
)

綾
部
恒
雄
『
ク
イ
族
、
そ
の
社
会
と
文
化
』
（
東
京

・
弘
文
堂

・
昭
和
四
十
六
年
）
二

七
――
-
I
三
ニ

――一頁
。

(

3

)

本
項
の
記
述
は
、
佐
々
木
教
悟
「
南
伝
仏
教
の
一
様
相
ー
シ

ャ
ム
仏
教
に
お
け
る
誦
兜
ー
」
（
『
大
谷
学
報
』

二
八

の
二、

昭
和
二
十
四
年
）
、

お
よ
び
同
じ
く
「
ク
イ
仏
教
に
お
け
る
護
呪
経
典
に
つ
い

て
」（
『仏
教
研
究
』

一
九
七

0
年
創
刊
号
）
の
二
論
文
に
負
う
と
こ

ろ
が
大
き
い
。

(
4
)

奈
良
康
明

「・
ハ
リ
ッ
ク

（宮
ri
tta
)

呪
の
楠
造
と
機
能
」
（
『宗
教
研
究
』
第
四
十
六
巻
第
二
輯
ニ
―
―
―一号
、
昭
和
四
十
七
年
）
四
五
ー
六

四
頁。

(
5
)

佐
々
木
「
南
伝
仏
教
の
一
様
相
」
五
六
1
五
七
頁。

(
6
)
S
a

t
h
i
a
n
k
0
1

咎

9
C
•
T
h
a
mB
u
n
 S
u
a
t
 
M
o
n
 L
i
a
ng
 P

h
ra
," 
R
'
u
a
n
g
 
kiaw
 
k
a
p
 
P
r
a
p
h
e
m
 
T
ha1. 
B
a
ng
k
o
k
`
1
9
6
1
.
 (cre

m
a
t
i
o
n
 

v
o
l
u
m
e
)
 
p
p
.
 33
5ー

3
4
0
,

一
方
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(
7
)
i
b
i
d
.
p`
.
 3
3
8
.
 

(
8
)
た
だ
し
、
仏
像
は
「
売
買
」
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
原
則
を
貫
く
た
め
に

、

「
売
買
S
U•
k
h
a
i」と

い
う
代
り
に
、
「
貸
・

値

h
a
l

c
h
a
o
,
 c
h
a
o
」
と
い
う
動
詞
を
用
い
る
。

(
9
)

た
と
え
ば

P
h
r
o
m
S
u
t
h
a
t
 N
a
 A
y
u
t
t
h
a
y
a
,
 P

h
r
a
 
P
h
i
m
 
l
a
e
 
P
h
r
a
 
K
h
r
u
a
1
1
g
 
k
h
61～g
 

T
h
a
i
.
 B

a
n
g
k
o
k
 :
 P
h「
a
e

P
h
i
t
t
h
a
y
a
,
 

1
9
6
9
.
 p
.
 5
9
2
.
 

+i
ど。

(
1
0
)
i
b
i
d
.
、

p
p
.
4
-
4
2
.
 

本
節
で
は
仏
教
の
宗
教
社
会
学
的
考
察
に
お
い
て
、

し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
、
宗
教
と
し
て
の
仏

教
の
存
続
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
来
た
仏
教
の
世
俗
的
諸
機
能
に

つ
い

て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
近
代
化
の

進
展
に
と
も
な
う
仏
教
の
社
会
的
役
割
の
低
下
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
の
「
役
割
」
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
仏
教
の
世
俗
的
機
能
を

指
す
場
合
が
多
く
、

こ
の
点
に
つ
い

て
の
認
識
は
、
仏
教
の
社
会
的
機
能
の
考
察
に
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

仏
教
の
世
俗
的
機
能
は
、
日
、
文
化
の
創
造
と
保
存
機
能
と
、
⇔
、
文
化
の
伝
承
11

教
育
機
能
に
大
別
さ
れ
る
。

タ
イ
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
、
仏
教
サ
ン
ガ
は
、
文
化
的
価
値
の
創
造
と
保
存
に
、
宮
廷
と
比
肩
し
う
る
役
割
を
果
た
し
て
来
た
。

た
と
え
ば
文
学
の
分
野
で
は
、
僧
院
の
中
か
ら
数
多
く
の
仏
教
文
学
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
文
学
者
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ス
グ
ー

ト

(
P
.
S
c
h
we
i
s
g
u
t
h
)
 
は
、
タ
イ
文
学
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
三
つ
の
要
因
と
し
て
、
宮
廷
、

日

文

化
的
価
値
の
創
造
と
保
存
機
能

第
七
節
サ
ン
ガ
の
世
俗
的
機
能

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
、
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(
1
)
 

お
よ
び
仏
教
の
影
響
を
挙
げ
て
い
る
。
仏
教
文
学
の
著
名
な
作
品
と
し
て
は
、

―
―
二
四
五
年
、
ス
コ
ー
タ
イ
の
リ
タ
イ
王
が
皇
太
子

(

2

)

 

時
代
に
作
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
ト
ラ
イ

・
プ
ー
ム
・
カ
タ
ー

T
r
a
i
p
h
u
m
1

K
a
t
h
a
」
、
仏
伝
に
取
材
し
た
「
バ
ト
ム
・
ソ
ム
ボ
ー
ト

(
3
)
 

P
a
t
h
o
m
s
o
m
p
h
0
1
t
」
、
ヴ
ェ
ー
サ
ソ
タ
ラ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
基
づ
い

た
「
マ
ハ
ー

チ
ャ
ー
ト

・
カ
ム
ル
ア
ソ
グ

M
a
h
a
c
h
a
t
K
h
a
m
 

(

4

)

 

L
u
a
n
g
」
な
ど
が
あ
る
。
「
ト
ラ
イ

・
プ
ー
ム
」
は
、
俗
人
の
作
品
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
は
サ
ソ
ガ
に
よ
る
創
造
と
は
言
え
な
い

が
、
そ
の
保
存
と
伝
承
に
サ
ソ
ガ
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
こ
の
作
品
は
、
前
述
し
た
輪
廻
的
生
存
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
文
学

的
に
表
現
し
た
も
の
で
、

壁
画

の
題
材
と
も
な
っ
て
、
民
衆
の
仏
教
思
想
形
成
に
大
き
い
影
響
を
与
え
た
。

「
マ
ハ
ー
チ
ャ
ー
ト
・(

5
)
 

カ
ム
ル
ア
ソ
グ
」
は
、
「テ

ー
ト

・
マ
ハ

ー
チ
ャ

ー
ト
T
h
e
t
M
a
h
a
c
h
a
t
」
と
い
う
恒
例
の
年
中
行
事
を
通
し
て
人
々
に
膳
灸
し
て
い
る
。

ま
、

~

ヽ

ジ
ャ
ー
タ
カ

タ
イ
仏
教
文
学
の
中
核
を
成
し
て
お
り
、
チ
ェ
ソ
マ
イ
の
僧
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
パ
ソ
ヤ
ー
サ

・
チ
ャ
ー

ド
ッ
ク

P
a
n
,
y
膀
a
C
h
a
d
o
k
」
（
五
〇
ジ
ャ

ー
タ
カ
）
、
と
五
五

0
の
ジ
ャ

ー
タ
カ
を
含
む
編
者
不
詳
の

「
ニ
バ

ー
ト
・
チ
ャ
ー
ド
ッ
ク

(
6
)
 

M
i
b
a
t
 C
h
a
d
o
k
」
の
二
種
類
の
集
成
が
知
ら
れ
て
い
る
。

(7
)
 

歴
史
書
と
し
て
は
、
十
六
世
紀
の
チ
ェ
ソ
マ
イ
の
僧
ラ
ク
ナ
バ
ソ
ニ
ャ

ー
長
老
の
「
ジ
ナ
カ
ー
ラ
マ
ー
リ
ー

Jin
a
k
a
la
m
a
li
」
、
現

王
朝
一
世
王
当
時
ヮ
ッ
ト

・
ボ
ー
の
住
職
で
あ
っ
た
プ
ラ

・
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
僧
正

S
o
n
d
e
t
P
h
ra 
W
a
n
n
a
r
a
t

の
「
ア
ュ
タ
ヤ
王
朝
年
代

(
8
)
 

記
」
な
ど
数
種
類
の
作
品
が
僧
侶
の
代
表
的
著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

首
都
に
あ
る
宮
廷
周
辺
部
を
除
け
ば
、
大
部
分
の
家
屋
が
単
純
な
構
造
の
木
造
建
築
で
あ
っ
た
前
近
代
の
タ
イ
に
お
い
て
、
寺
院
、

と
り
わ
け

「
布
薩
堂
（
ボ

ー
）
」
と
呼
ば
れ
た
本
堂
は
、
芸
術
的
創
造
力
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
発
現
の
場
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に

伴
う
伝
統
的
技
術
の
保
存
と
伝
承
の
場
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
本
堂
の
壁
面
は
絵
画
制
作
の
絶
好
の
画
布
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
数

多
く
の
壁
画
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
本
堂
の
扉
、
天
井
、
円
柱
、
窓
扉
等
を
装
飾
す
る
た
め
に
、
彫
刻
、
漆
細
工
、
象
眼
細
工
な

ど
の
分
野
で
、
優
れ
た
作
品
が
残
さ
れ
た
。
本
堂
の
建
築
自
体
も
ま
た
芸
術
的
創
造
の
磯
会
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
タ
イ
紋
様
も
、
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で
あ
る
。

口

教

育

懐

能

寺
院
本
堂
と
の
関
係
で
発
達
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
仏
像
彫
刻
は
、
仏
教
美
術
史
の
大
宗
を
成
す
分
野
で
あ
る
が
、

に
お
い
て
は
、
近
隣
諸
地
域
か
ら
の
複
合
的
影
響
の
下
に
、
独
特
な
ス
タ
イ
ル
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
寺
院
は
、
こ
の
よ
う
に
、
総

合
的
な
芸
術
創
造
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
的
創
造
の
基
盤
を
な
す
、
各
種
の
技
術
の
安
定
的
な
保
存
の
場
で
も

あ
っ
た
。
「
建
築
師
、
大
工
、

鋳
物
師
、
陶
エ
、
絵
師
、
左
官
、
瓦
師
•
…
•
'は
、

(
9
)
 

ラ
ー
チ
ャ
ト
ソ

P
h
r
a
A
n
u
m
a
n
 R
a
j
a
d
h
o
n

は
書
い

て
い
る
。

医
薬
の
知
識
が
寺
院
に
よ
っ
て
保
存
伝
承
さ
れ
た
こ
と
は
、

タ
イ

い
ず
れ
も
寺
院
に
い
た
」
と
民
俗
学
者
ア
ヌ
マ
ソ
・

タ
イ
古
医
術
保
存
団
体
の
本
部
が
、
現
在
も
、
、
ハ
ソ
コ
ク
の
ワ
ッ
ト

・

ボ
ー
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
寺
院
は
伝
統
社
会
に
お
け
る
病
院
で
も
あ
っ
た
。

「
ホ
ー
ラ
サ
ー
ト

h01ra
低
t

」
と
呼
ば
れ
る
占
星
術
と
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
す
る
計
算
術
も
、
寺
院
に
よ
っ
て
保
存
伝
承
さ
れ
た
。

文
字
や
文
法
に
関
す
る
知
識
が
、
僧
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
還
俗
し
た
僧
侶
が
官
途
に
つ
こ
う
と
す
る
場
合
、
公
文

書
を
専
門
に
取
り
扱
う
役
所
で
あ
る
「
ク
ロ
ム

・
ア
ー
ラ
ッ
ク
ぞ
o
m
A
l
a
k
」
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
中
に
、
こ
れ
を
う
か

(10
)
 

が
う
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
よ
う
に
、

サ
ソ
ガ
と
、

サ
ソ
ガ
の
成
員
た
ち
は
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
数
少
な
い
知
的
ェ
リ
ー
ト
で
あ
り
、
文
化
的
価
値
の

創
造
と
保
存
に
貢
献
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
創
造
さ
れ
た
文
化
が
伝
承
さ
れ
る
に
際
し
て
、
教
育
担
当
者
お
よ

び
教
育
の
場
と
し
て
、
ビ
ク
お
よ
び
サ
ン
ガ
(
1
1
寺
院
）
の
果
た
し
た
役
割
も
ま
た
大
き
か
っ
た
。

サ
ソ
ガ
の
教
育
機
能
は
、
被
教
育
者
の
身
分
に
よ
っ
て
、
俗
人
教
育
と
、
出
家
者
教
育
の
二
部
門
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
便
利
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れ
る
。 （口）

り
、
こ
の
法
律
の
適
用
範
囲
が
全
国
に
拡
大
さ
れ
る
ま
で
の
数
百
年
の
間
、

一
九
三
五
年
に
至

タ
イ
の
伝
統
的
教
育
は
、
寺
院
に
止
住
す
る
僧
侶
に
よ

っ
て
担
当
さ
れ
て
来
た
。
男
児
は
適
齢
に
達
す
る
と
、
「
デ
ッ
ク
・
ワ
ッ
ト
」
（
寺
子
）
と
し
て
寺
に
あ
ず
け
ら
れ
、
特
定
の
僧
の

「
ル
ー
ク

・
シ
ッ
ト

・
プ
ラ

L
uksit

P
h
r
a
」
と
な
る
。
「
デ
ッ
ク

・
ワ
ッ
ト
」
に
は
、
住
み
込
み
と
通
い
の
別
が
あ
っ
た
が
、

れ
も
、

ア
ー
チ
ャ
ソ

iichan

と
呼
ば
れ
て
尊
敬
を
受
け
た
師
僧
の
身
辺
の
雑
事
を
つ
と
め
る
か
た
わ
ら
、
主
と
し
て
タ
イ
語
の
読
み

(
1
1
)
 

書
き
に

つ
い
て
の
基
礎
教
育
を
受
け
た
。

デ
ッ
ク

・
ワ
ッ
ト
の
制
度
は
、
今
日
も
続
い

て
い
る
。
国
民
教
育
の
普
及
し
た
現
在
で
は
、
僧
侶
は
直
接
デ
ッ
ク

・
ワ
ッ
ト
の
教

育
に
は
従
事
し
な
い
が
、
イ

ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
形
で
の
道
徳
教
育
を
行
な
う
こ
と
が
、
子
供
の
親
に
よ
っ

て
期
待
さ
れ
る
。
バ
ン
コ

ク
で
は
、
寺
院
が
地
方
出
身
学
生

・
生
徒
の
寄
宿
舎
化
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
デ
ッ
ク

・
ワ
ッ
ト
と
し
て
サ
ン
ガ

の
監
督
下
に
お
か
れ
、
特
定
僧
の
身
辺
の
雑
用
を
務
め
な
が
ら
通
学
し
て
い
る
。

”
徒
弟
奉
公
“

た
僧
に
子
供
を
あ
ず
け
、
技
能
訓
練
を
依
頼
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
な
理
由
か
ら
、
寺
に
よ
っ
て
は
か
な
り
高
度
な
技
術
を
も
っ
た

伝
統
社
会
に
お
い
て
、
子
供
に
な
ん
ら
か
の
技
術
を
習
得
さ
せ
た
い
と
思
う
親
は
、
希
望
の
技
術
を
も
っ

「
技
術
僧
」
が
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

「
技
術
僧
」
に
、
「
徒
弟
（
ル

ー
ク
・
シ
ッ
ト
）
」
と
し
て
あ
ず
け
ら
れ
た
子

(
1
2
)
 

供
は
、
師
僧
の
身
辺
の
世
話
を
し
な
が
ら
そ
の
技
術
の
習
得
に
つ
と
め
た
。

、`b
 

伝
統
社
会
に
あ
っ
て
は
、
出
家
を
教
育
の
一
部
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
「
ボ
ワ
ッ
ト

・
リ
ニ
ソ

b
u
a
t
ria
n
」

(13) 

（
出
家
し
て
学
ぶ
）
と
い
う
成
句
の
存
在
に
よ
っ
て
、
立
証
さ
れ
る
。
出
家
の
未
経
験
者
を
「

コ
ソ
・
デ
ィ
ッ
プ

k
h
o
n
d
ip
」
と
呼

出
家
者
教
育

ぶ
の
は
、
出
家
者
が
知
的
エ
リ

ー
ト
で
あ
っ

て、

未
出
家
者
は
教
養
に
欠
け
て
い

た
と
い
う
状
況
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

「
ボ
ワ
ッ
ト

・
リ
ニ

ン
」
の
習
慣
は
、
前
述
し
た

ク
ン

・
プ
ソ
の
た
め
の
出
家
と
な
ら
ん
で
、
民
衆
が
サ
ン
ガ
の
成
員
と
な

⑧

俗
人
教
育

り

デ
ッ
ク
・
ワ
ッ
ト

(D
e
k
W
a
t
)
 

一
九
ニ
―

年
に
、
初
等
教
育
法
が
公
布
さ
れ
、

い
ず
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施
設
、
⇔
、
儀
礼
執
行
の
場
で
あ
る
。

「
デ
ッ
ク
・

ワ
ッ
ト
」

の
期
間
は
、

い
う
前
髪
を
お
と
す
頃
に
な
る
と
、

立
て
ば
、
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
の
期
間
は
、
「
中
等
教
育
」
に
相
当
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
デ
ッ

ク

・
ワ
ッ
ト
と
し
て
は
学
ば
な
か
っ

た
仏
教
経
典
を
学
び
、

資
格
は
、
通
常
二
十
歳
で
終
わ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
還
俗
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ

っ
た
し、

そ
の
ま
ま
ゥ
パ
ソ
ン
ボ
ッ
ト
を
経
て
ニ

二
七
戒
を
守
る
ビ

ク
ヘ
移
行
す
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ピ
ク
と
し
て
の
教
育
は
、
さ
ら
に
高
度
の
仏
教
的
知
識
の
習
得
に
お
か
れ
る
°
タ
イ
に
お
い
て
は
、
こ
の
た
め
の
「
教
法
試
験
」

(14
)
 

が
長
い
伝
統
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
数
力
月
か
ら
数
十
年
に
わ
た
り
、
ビ
ク
と
し
て
寺
院
生
活
を
送
っ
た
の
ち
、
還
俗
す
る
。

タ
イ
社
会
に

お
い
て
、

還
俗
し
た
僧
が
脱
落
者
と
し
て
見
な
さ
れ
ず
、

て
と
ら
え
ら
れ
て
来
た
と
い
う
歴
史
を
反
映
し
て

い
る
。
ふ
た
た
び
図

2
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

っ
た
者
は
、
そ
こ
で
一
定
期
間
と
ど
ま
る
間
に
サ
ソ
ガ
以
外
で
は
期
待
で
き
な
い
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
成
果
を

も
っ
て
還
俗
し
、

の
で
あ
る
。

一
般
社
会
か
ら
サ
ン
ガ
に
入

ふ
つ
う
七
歳
か
ら
十
歳
位
ま
で
で
終
了
し
、
十
一

1
+――
―
歳
に
な
っ

て、

「チ

ュ
ッ
ク
」
と

サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
（
タ
イ
語
ネ

ー
ソ
）
と
し
て
出
家
す
る
。
教
育
過
程
の
一
段
階
と
い
う
観
点
に

ホ
ー
ラ
サ
ー
ト
、
計
算
術
、
パ
ー
リ
語
、
作
詩
術
な
ど
の
学
課
も
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
。
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
の

る
二
大
回
路
の
一
っ
を
形
成
し
て
い
た
。

か
え
っ
て
尊
敬
を
受
け
る
の
は
、

一
般
社
会
の
成
員
と
し
て
復
帰
す
る
。
か
く
し
て
一
般
社
会
は
、

サ
ン
ガ
が
教
育
機
関
と
し

か
れ
の
サ
ソ
ガ
内
で
の
経
験
に
評
価
を
与
え
る

バ
ニ
ッ
ト

ー
ビ

ッ
ク

P
h
r
a
M
a
h
a
 
P
r
a
y
u
t
 P
a
y
u
t
t
o
 
B
h
i
k
k
h
u

は
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
仏
教
寺
院
の
機
能
を
、

(
1
5
)
 

に
要
約
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
、
学
校
、
口
、
貧
困
者
福
祉
施
設
、
回
、
病
院
、

四
、
旅
行
者
の
宿
泊
所
、

回
、
社
交
機
関
、

つ
ぎ
の
十

一
項
目

因
、
娯
楽
場
（
祭
な
ど
）
、
囮
、
簡
易
裁
判
所
、
四
、
芸
術
的
創
造
と
保
存
の
場
、
的
、
共
有
財
産
の
倉
庫
、
同
、
行
政
機
関
の
補
助
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育
の
発
展
は
、
寺
院
の
教
育
機
能
を
奪
い
、

近
代
に
お
け
る
社
会
の
進
歩
が
、
ビ
ク
の
か
つ
て
の
役
割
を
侵
蝕
し
た
の
は
、
正
に
こ
の
分
野
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
国
民
教

近
代
病
院
は
、
ビ
ク
が
医
療
活
動
を
行
な
う
こ
と
を
禁
じ
て
し
ま
っ
た
。
ひ
と
び
と
は

紛
争
の
調
停
を
裁
判
に
訴
え
、
芸
術
は
宮
廷
や
寺
院
の
枠
か
ら
解
放
さ
れ
て
一
般
社
会
の
中
に
よ
り
広
く
、

を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
容
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

創
造
と
伝
承
に
貢
献
し
、
そ
の
こ
と
が
サ
ソ
ガ
の
威
信
を
高
め
、
仏
教
の
盛
行
に
寄
与
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
、
そ
し
て
現
在
も
な

(16
)
 

ぉ
、
こ
う
し
た
機
能
を
完
全
に
は
失
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
図
6
)
。

注

(
1
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ra
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g
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n
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(
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M
a
h
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c
h
6
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h
a
m
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a
n
g
 c
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o
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i
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l
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akiin
.
B
a
n
g
k
o
k
 :
 Ma
h
a
m
a
k
u
t
r
a
t
c
h
a
w
1
t
t
h
a
y
a
l
a
i
,
 1

9
5
3
.
 

(
5
)
P
h
y
a
 A
n
u
m
a
n
 R
a
j
a
d
h
o
n
.
 Es

s
a
y
s
 
o
n
 
T
h
a
i
 
F
olklore
.
 B

a
n
g
k
o
k
:
 
T
h
e
 
Social 
S
c
i
e
n
c
e
 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
P
r
e
s
s
 o
f
 T
h
ailand
,
 

サンガ

知的エリート

図6 知的ェ リート集団

としてのサ｀ノガ

世
俗
的
知
識
に
お
い
て
も
在
家
者
を
凌
駕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

は
、
い
ず
れ
も
ビ
ク
が
社
会
の
知
的
ェ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
事
実
ビ
ク
は
、
宗
教
の
領
域
だ
け
で
な
く
、

よ
り
自
由
な
創
造
の
場

サ
ソ
ガ
が
知
的
ェ
リ

ー
ト
の
集
団
と
し
て
、
世
俗
的
文
化
価
値
の

理
的
施
設
の
世
俗
目
的
へ
の
転
用
に
過
ぎ
な
い
が
、
日
、
口
、
他
、
四

こ
れ
ら
の
中
で
、
口
、
四
、
四
、
因
、
⑳
、

同
は
、
寺
院
と
い
う
物
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図7 上座部仏教の社会構造

的
エ
リ
ー
ト
に
限
ら
れ
、

し
た
が
っ
て
き
わ
め
て
少
数
と
な

系
に
お
い
て
は
、
サ
ン
ガ
の
成
員
は
、
輪
廻
的
秩
序
の
克
服

仏
教
の
自
己
同
一
性
の
維
持
機
能
を
果
た
す
。
こ
の
下
位
体

を
志
向
し
、
彼
岸
的
世
界
に
お
け
る
至
福
を
追
求
す
る
宗
教

立
つ
な
ら
ば
、

サ
ソ
ガ
は
、
正
法

・
正
律
の
嗣
続
者
と
し
て
、

S
p
i
r
o
)
が
、
•
•
N
i
b
窓
r
nc

B
u
d
d
h
i
s
m
 "
と
名
付
け
た
も
の
に
相

当
し
、
正
統
的
教
理
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
現
わ
れ
る
仏
教

(
1

)
 

の
発
現
形
態
で
あ
る
。
リ
ー
チ

(
E
.
R. 
Leach)
の
行
な
っ
た

宗
教
の
二
分
法
に
よ
れ
ば
、

こ

•
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
g
I

Religion
"

の
範

疇
に
属
す
る
。
こ

の
下
位
体
系
に
お
け
る
サ
ソ
ガ
の
機
能
は
、

第
一
に
、
修
行
者
に
超
俗
的
生
活
環
境
を
提
供
す
る
「
相
互

受
益
組
織
体

m
u
t
u
a
l
'
汀
nefit
organization
」
と
し
て
の
そ
れ

、、

で
あ
る
が
、
持
戒
す
る
修
行
者
の
集
団
と
い
う
動
的
視
点
に

第
一
の
下
位
体
系
は
、
人
類
学
者
ス
。
ハ
イ
ロ

(
M
e
l
f
o
r
d
E・ 

っ
て
構
成
さ
れ
る
―
つ
の
体
系
を
成
し
て
い
る
（
図
7
)
。

と
い
う
組
織
体
を
結
節
点
と
す
る
、
四
つ
の
下
位
体
系
に
よ

か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
上
座
部
仏
教
は
、

サ
ソ
ガ

的
モ
デ
ル
を
横
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
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第
二
の
下
位
体
系
は
、

求
め
る
民
衆
の
欲
求
と
、
福
田
思
想
と
の
結
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
福
田
思
想
に
導
か
れ
た
民
衆
は
、

「
何
ら
か
の

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
こ
の
下
位
体
系
の
も
つ
機
能
だ
け
で
は
、
自
律
的
組
織
体
と
し
て
の
サ
ン
ガ
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と

(
3
)
 

ス
パ
イ
ロ
の

^
^
K
a
m
m
a
t
i
c
B
u
d
d
h
i
s
m
 "
で
あ
っ
て
、
民
衆
に
お
け
る
仏
教
受
容

(Practical
R
e
l
i
g
w
n
)

の

主
要
な
発
現
形
態
の
ひ
と
つ
を
構
成
す
る
。
こ
の
体
系
は
、
輪
廻
的
生
存
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
に
お
け
る
地
位
の
相
対
的
上
昇
を

サ
ン
ガ
を
対
象
と
す
る

「
ク
ソ

・
プ
ン
」
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
此
岸
的
世
界
に
お
け
る
相
対
的
幸
福
を
得
よ
う
と
す
る
。
出
家
と
い
う
、
超
輪
廻
的
秩

序

(lokuttara)

に
属
す
る
行
為
が
ク
ソ
・
プ
ン
と
い
う
輪
廻
的
秩
序

(lokiya)

に
翻
訳
さ
れ
、
最
も
良
き
タ
ン
・
プ
ソ
と
見
な
さ
れ

て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
上
座
部
仏
教
の
考
察
上
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
輪
廻
的
秩
序
を

超
輪
廻
的
秩
序
へ
と
結
び
つ
け
る
回
路
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
回
路
を
経
て
、
輪
廻
的
秩
序
の
克
服
を
志
向

し
な
い
「
疑
似
＝
リ
ー
ト
」
が
、
大
薩
に
サ
ン
ガ
の
成
員
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

第
三
の
下
位
体
系
は
、

サ
ン
ガ
は
成
員
の
枯
渇
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と

(
4
)
 

ス
バ
イ
ロ
の
用
語
に
し
た
が
え
ば

'・
A
p
o
t
r
o
p
a
i
c
 
B
u
d
d
h
i
s
m
 "
で
あ
る
。
こ
の
用
語
法
は
、
攘
災
・
招
福

の
う
ち
、
攘
災
の
み
を
強
調
し
、
招
福
と
い
う
、
積
極
的
側
面
を
表
現
し
て
い
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
発
現
形
態
に
即

し
て
、
呪
術
的
仏
教

"
M
a
g
i
g
I
B
u
d
d
h
i
s
m
"

と
呼
び
た
い
。

こ
の
下
位
体
系
は
、
仏
教
と
呪
術
と
い
う
、
二
つ
の
上
位
体
系
の
双
方
に
帰
属
し
、
そ
の
接
点
を
成
し
て
い
る
。

目
的
の
た
め
に
、
超
自
然
的
存
在
（
神
、
精
霊
そ
の
他
）
の
助
け
を
借
り
て
、
種
々
の
現
象
を
起
こ
さ
せ
、
環
境
を
統
御
し
よ
う
と

(
5
)
 

す
る
の
が
呪
術
で
あ
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
的
呪
術
を
、
他
の
呪
術
か
ら
区
別
す
る
要
因
は
、
助
け
を
求
め
ら
れ
る
超
自
然
的

存
在
の
内
容
に
あ
る
。
仏
教
的
呪
術
に
お
い
て
は
、
「
聖
性
を
も
つ
存
在
」

(sing

s
a
k
 
sit)

と
し
て
、

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
る
。

サ
ン
ガ
に
呪
力
の
源
泉
が
求
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第 1部 第 1章 サ｀ノガと社会

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

第
四
の
下
位
体
系
は
、

果
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
、

タ
ソ

・
プ
ソ

と
並
ん
で
、

サ
ソ
ガ
が
、
伝
統
社
会
に
お
け
る
知
的
ェ
リ

ー
ト
を
内
包
す
る
集
団
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
の
結

サ
ソ
ガ
の
世
俗
的
諸
機
能
群
を
そ
の
要
素
と
す
る
。
こ
の
う
ち
と
く
に
、

サ
ン
ガ
に
対
す
る

一
般
社
会
か
ら
の
成
員
補
給
回
路
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
サ
ソ
ガ
の
世
俗
的
諸
機
能
は
、

他
の
一
二
個
の
下
位
体
系
を
補
完
し
て
サ

ソ
ガ
の
威
信
を
高
め
、
仏
教
の
繁
栄
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
が
、

展
に
と
も
な
い
、
こ
れ
ら
の
諸
機
能
は
、
世
俗
的
諸
制
度
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、

か
ら
、

サ
ソ
ガ
内
に
お
け
る
世
俗
教
育
へ
の
要
求
が
高
ま
り
、
こ
れ
に
応
え
て
、

S
p
i
r
o
,
 o
p
.
 c,t
., 
p
p
.
 66
|
1
3
9
.
 

Ib
i
d., 
p
p
.
 14
0
,
1
6
1
,
 

吉
田
禎
吾
『
呪
術
』
（
東
京

・
講
談
社

・
昭
和
四
十
五
年
）

l

-

―-頁。

め
ら
れ
る
点
に
特
徴
が
見
ら
れ
る。

H
a
rper 
&
 R
o
w
 :
 N
e
w
 

サ
ソ
ガ
の
教
育
的
機
能
は
、

近
代
化
の
進

近
年
サ
ソ
ガ

の
成
員
の
内
部

サ
ソ
ガ
が
世
俗
教
育
を
充
実
す
る
結
果
、
伝
統
的

な
「
ボ
ワ
ッ
ト

・
リ
エ
ソ
」
の
慣
習
が
復
活
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う

（
後
述
二
四
七
頁
参
照
）
。

タ
イ
仏
教
を
素
材
と
し
て
構
成
さ
れ
た
以
上
の
上
座
部
仏
教
の
社
会
的
構
造
の
モ
デ
ル
は
、

時
点
に
お
い
て
は
作
業
仮
設
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

ビ
ル
マ

、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
、
他
の

上
座
部
仏
教
諸
国
の
事
例
に
よ
る
験
証
を
経
て
は
じ
め
て
モ
デ
ル
と
し
て
の
有
効
性
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
現

注

(
1
)

M

e
lfo
r
d
 
E
.
 Spiro
,
 B

u
d
d
h
w
n
 a
n
d
 S
o
c
i
e
t
y
:
 
A
 G
reat 
T
r
a
dit,on 
a
n
d
 It
s
 B
u
r
m
ese 
V
,
c
r
m
t
u
d
e
s
 

Y
o
r
k
,
 E

v
a
n
s
to
n
,
 an

d
 
L
o
n
d
o
n
,
 19

7
0
.
 p
p
.
 31

ー

6
5
.

E
.
 R
.
 L
eac
h
,
 D

ialec
tic 
in 
P
r
a
c
t
i
c
a
l
 R
eligion
.
 C
a
m
b
r
i
d
ge
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
ss: 
C
a
m
b
r
i
d
<
(
e
.
 

1
 

%
R
 p
 I
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興
亡
史
を
た
ど
り
、
あ
る
い
は
、
十
三
世
紀
以
来
今
日
ま
で
、

一
貫
し
て
、
手
厚
い
国
王
の
保
護
を
享
受
し
て
き
た
ク
イ
国
の
サ
ソ

第

一
節

第
二
章

サ
ン
ガ

と
国

家

憲
法
と
仏
教

前
章
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
上
座
部
仏
教
の
社
会
的
構
造
を
分
析
し
て
、
そ
れ
を
、

サ
ン
ガ
を
中
核
と
し
て
成
立
す
る
四
つ
の

下
位
体
系
か
ら
成
る
統
一
的
信
仰
体
系
と
規
定
し
た
が
、
そ
こ
で
は
現
実
に
サ
ソ
ガ
の
存
在
す
る
場
が
、
特
定
の
国
家
と
い
う
政
治

的
枠
組
の
中
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
意
図
的
に
捨
象
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
家
と
の
関
係
を
無
視
し
、
信
仰
の
形

態
を
個
人
の
レ
ベ
ル
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ガ
の
果
た
し
て
い
る
社
会
的
機
能
を
、

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
サ
ン
ガ
は
、

よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

つ
ね
に
、
な
ん
ら
か
の
形
に
お
け
る
国
家
の
中
に

存
在
し
て
い
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
国
家
と
の
間
に
、

積
極
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
繁
栄
を
保
証
さ
れ
て
さ
え
ぎ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

国
家
の
保
護
の
下
に
栄
え
、

国
家
の
保
護
を
失

っ
て
衰
微
し
た
セ
イ
ロ
ソ
の
ア
バ

ヤ
ギ

リ
ヴ
ィ
ハ

ー
ラ
の

ガ
と
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
諸
勢
力
の
圧
迫
を
蒙
り
、
つ
い
に
は
国
王
の
保
護
を
失
っ

た
セ
イ
ロ
ン
の
サ

ソ
ガ
と
を
比
較
考
量
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
座
部
仏
教
を
成
立
せ
し
め
る
諸
要
素
の
分
析
の
上
に
、

一
般
的
射
程

を
も
つ
上
座
部
仏
教
の
構
造
モ
デ
ル
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、

国
家
と
仏
教
、
あ
る
い
は
国
家
と
サ
ン
ガ
と
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第 1部 第 2章

一
九
五
六
年
の
総
選
挙
で
、
仏
教
復
興
を
政
治
網
領

サンガと 国家

南
方
上
座
部
仏
教
発
祥
の
地
で
あ
る
ス
リ

・
ラ
ソ
カ
（
セ
イ
ロ
ソ
）
は
、

一
五

0
五
年
の
ボ
ル
ト
ガ
ル
人

の
来
島
以
来
、
相
次
ぐ

の
関
係
が
正
し
く
理
解
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
作
業
は
完
成
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

タ
イ
国
は
曲
り
な
り
に
も
、
今
日
ま
で
そ
の
独
立
を
維
持
し
、
王
制
を
保
持
し
続
け
て
来
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
仏
教
の
存
在

が
国
家
、
と
り
わ
け
国
王
権
力
と
密
接
に
か
か
わ
り
を
も
つ
以
上
、

こ
の
よ
う
な
タ
イ
国
に
お
け
る
仏
教
の
存
在
形
態
は
、
多
か
れ

少
な
か
れ
上
座
部
仏
教
の
ひ
と
つ
の
「
理
念
型
」
の
近
似
値
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
は
、
具
体
的
事
例
を
ク
イ
仏
教
の

中
に
求
め
な
が
ら
、
上
座
部
仏
教
の
政
治
的
存
在
形
態
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

初
め
に
、
南
方
上
座
部
仏
教
諸
国
の
現
行
憲
法
に
お
け
る
仏
教
の
取
り
扱
い
を
通
観
的
に
比
較
し
て
、
考
察
の
出
発
点
と
し
た
い
。

西
欧
植
民
地
勢
力
の
圧
迫
を
蒙
っ
た
が
、
と
く
に
一
八
一
五
年
、

る
保
護
の
道
を
絶
た
れ
、
仏
教
は
衰
微
の
一
途
を
た
ど
っ
て
行
っ
た
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、

る
仏
教
信
仰
は
、
民
間
信
仰
と
の
習
合
を
強
め
な
が
ら
も
、
根
強
く
残
存
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後

一
八
八

0
年
に

米
国
神
智
協
会
の
オ
ル
コ
ッ

ト
大
佐
が
来
島
し
て
仏
教
復
興
運
動
を
起
こ

し、

よ
う
に
な
る
と
、

セ
イ
ロ
ソ
仏
教
は、

カ
ソ
デ
ィ
王
朝
が
滅
亡
す
る
と
、

シ
ン
ハ
リ
族
の
農
民
た
ち
の
間
に
お
け

シ
ン
ハ
リ
族
の
仏
教
徒
指
埠
者
も
こ
れ
に
参
加
す
る

し
だ
い
に
そ
の
教
勢
を
回
復
し
た
。
衰
微
し
た
サ
ン
ガ
も
、

一
九
六
六
年
の
推
定
で

は、

(
l

)
 

万
五

0
0
0人
か
ら
一
万
八

0
0
0人
の
ビ
ク
お

よ
び
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
を
擁
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
。

一
九
四
七
年
に

セ
イ
ロ
ソ
が
独
立
し
て
以
後
の
、
最
初
の
九
年
間
は、

キ
リ

ス
ト
教
色
の
涙
厚
な
統
一
国
民
党
政
権
の
下
で
、
仏

教
が
政
治
の
次
元
で
論
議
さ
れ
る
こ
と
は
比
較
的
す
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

に
掲
げ
た
バ
ン
ダ
ラ
ナ
イ
ケ

S
.

W
.
 
R. D
.
 Ba

n
d
a
r
a
n
a
1
k
e

が
、

サ
ソ
ガ

は
伝
統
的
な
王
室
に
よ

セ
イ
ロ
ソ
総
人
口
の
六
四
％
強
を
占
め
る
シ
ン
ハ
リ
族
仏
教
徒
の
支

持
を
背
景
に
大
勝
し
て
政
権
の
座
に
つ
く
と
、
事
態
は

一
変
し、

(

2

)

 

政
治
日
程
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る

「
仏
教
国
教
化
」
問
題
の
検
討
と
そ
の
実
現
が
、
急
に
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は
、
仏
教
の
国
家
に
よ
る
保
護
政
策
へ
と
転
じ
、

定
し
て
い
る
。

バ
ン
ダ
ラ
ナ
イ
ケ
首
相
の
不
慮
の
死
の
の
ち
、
政
界
に
進
出
し
た
バ
ソ
ダ
ラ

ナ
イ
ケ
未
亡
人
は
、

を
博
し
て
、
二
度
目
の
首
相
の
座
に
つ
く
と
、

一
九
七

0
年
の
総
選
挙
に
大
勝

た
だ
ち
に
共
和
国
憲
法
の
起
草
に
着
手
し
た
。
「
ス
リ

・
ラ
ソ
カ
共
和
国
憲
法
」
は
、

一
九
七
二
年
五
月
二
十
二
日
、
憲
法
制
定
議
会
に
お

い
て
採
決
さ
れ
、
制
定
を
見
た
。
新
憲
法
は
全
十
六
章
一
三
四
条
を
も
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
そ
の
第
二
章
は
「
仏
教
」
と
題
さ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
地
位
と
、

そ
の
国
家
と
の
関
係
を
規

「
ス
リ

・
ラ
ソ
カ
共
和
国
は
、
仏
教
に
至
高
の
地
位

t
h
e
f
o
r
e
m
o
s
t
 
p
la
c
e

を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
宗
教
に
対
し
、

第
十
八
条
第
一
項

d
号
の
与
え
る
諸
権
利
を
保
証
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
を
保
護
し
育
成
す
る
こ
と

to
protec
t
 a
n
d
 
foste
r
 

(

3

)

 

B
u
d
d
h
i
s
m

は
、
国
家
の
責
務

t
h
e
d
u
t
y
 
of 
t
h
e
 
S
t
a
t
e

で
あ
る
」。

こ
の
新
憲
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、

セ
イ
ロ
ソ
の
仏
教
は
、
国
教
に
準
じ
た
特
権
的
地
位
を
与
え
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
ビ
ル
マ
で
は
、
独
立
以
来
、
仏
教
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
政
府
の
態
度
に
複
雑
な
変
化
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、

一
九
四
七
年
九
月
二
十
四
日
に
制
定
さ
れ
た
「
ビ
ル
マ

連
邦
憲
法
」

で
は
、
そ
の
第
ニ
一

条
第
一
項
に
お

い
て
、

「
連
邦
国
家
は
、
仏

教
が
、
国
民
の
大
多
数
の
信
奉
す
る
特
殊
的
地
位
を
そ
な
え
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
」
と
規
定
し
、
仏
教
に
、
「
特
殊
的
地

(
4

)
 

位

t
h
e
specia
二
5
s
i
t
i
o
n
of 
B
u
d
d
h
is
m
」
を
認
め
て
い
た
。
こ
の
憲
法
草
案
審
議
の
過
程
に
お
い
て
は
、
仏
教
徒
圧
力
諸
団
体
か
ら
、

仏
教
国
教
化
へ
の
強
い
要
求
が
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
圧
力
を
退
け
、

憲
法
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
「
特
殊
的
地
位
」
を
認
め

る
に
と
ど
め
た
の
は
、
国
内
に
居
住
す
る
十
五
％
の
非
仏
教
徒
少
数
民
族
の
反
発
に
対
す
る
ア
ウ
ソ
・
サ
ソ
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
が
て
ア
ウ
ソ

・
サ
ン
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
代
わ
っ
て
首
相
の
地
位
に
つ
い
た
ウ

・
ヌ

一
九
五

0
年
以
来
、
「
仏
教
評
議
会
法
」
(
-
九
五

0
)
、
「
サ
ン
ガ
裁
判
所
法
」
（
一

九
五
一
）
、
「
パ

ー
リ
語
教
育
法
」
(
-
九
五
二
）
を
相
次
い
で
制
定
し
、
長
期
に
わ
た
る
外
国
支
配
の
下
で
衰
微
し
た
サ
ン
ガ
組
織
の
再
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第 1部 第 2章 サンガと国家

一
九
七
三
年
十
二
月
十
五
日
か
ら

一
九
五
四
年
五
月
か
ら
一
九
五
六
年
五
月
に
か
け
て
は
、
「
第
六
結
集

T
h
e
S
i
x
t
h
 
G
r
e
a
t
 
B
u
d
d
h
i
s
t
 
C
o
u
n
c
i
l
」
を

ウ
・
ヌ
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
仏
教
保
護
政
策
の
帰
結
と
し
て
、
年
来
の
仏
教
徒
諸
団
体
の
要
求
を
容
れ
、

(
5

)
 

憲
法
の
第
三
次
改
正
を
強
行
し
て
、
仏
教
を
国
教
化
し
た
。
改
正
憲
法
第
ニ
―
条
第
一
項
は
、
こ
れ
ま
で
の
規
定
に
代
え
て
、
「仏

教
は
、
連
邦
国
民
の
大
多
数
に
よ
っ
て
信
奉
さ
れ
る
宗
教
で
あ
っ
て
、
国
教

t
h
e
State 
religion 
of 
t
h
e
 
U
ni
o
n
,
 n

a
i
n
g
a
n
d
a
w
 
b
a
t
h
a
 

こ
の
憲
法
改
正
と
平
行
し
て
、

「
国
教
振
興
法
」
を
制
定
し
、
国
家
に
よ
る
仏
教
保
護
政

ウ
・
ヌ
の
仏
教
国
教
化
政
策
は
、
た
し
か
に
ビ
ル
マ
人
仏
教
徒
に
満
足
を
与
え
は
し
た
が
、
逆
に
非
仏
教
系
少
数
民
族
の
不
満
を

増
大
さ
せ
た
。
翌
九
月
、
早
く
も
憲
法
の
第
四
次
改
正
を
行
な
っ
て
、
す
べ
て
の
宗
教
に
教
育
の
自
由
と
平
等
の
保
護
を
与
え
る
こ

と
に
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
少
数
民
族
非
仏
教
徒
た
ち
に
対
す
る
慰
撫
を
目
的
と
す
る
措
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
仏
教
徒
指
導
者
は
、

第
四
次
の
憲
法
改
正
は
、
せ
っ
か
く
か
ち
取
っ
た
仏
教
国
教
化
の
意
義
を
失
わ
せ
る
に
等
し
い
暴
挙
で
あ
る
と
し
て
憤
激
し
た
。
こ

の
よ
う
な
仏
教
国
教
化
を
め
ぐ
る
仏
教
徒
対
非
仏
教
徒
の
対
立
や
少
数
民
族
の
自
治
権
拡
大
要
求
に
加
え
て
、
与
党
内
に
発
生
し
た

(

6

)

 

内
紛
は
政
局
を
混
乱
さ
せ
、
翌
六
二
年
三
月
二
日
の
ネ

・
ウ
ィ
ソ
に
よ
る
軍
の
ク
ー
デ
タ
発
生
を
招
い
た
。

ネ

・
ウ
ィ
ン
は
、
世
俗
国
家
を
標
榜
し
、
仏
教
に
対
し
て
は
政
教
分
離
の
た
て
ま
え
か
ら
中
立
の
態
度
を
と
っ
て
お
り
、

首
相
在
任
中
に
行
な
わ
れ
た
仏
教
保
護
政
策
を
す
べ
て
打
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
。

憲
法
上
の
国
教
規
定
に
つ
い
て
は
、
六
二
年
ク

ー

デ
タ
］
以
後
、
「
四
七
年
憲
法
」
が
い
わ
ゆ
る
「
棚
上
げ
」
の
状
態
と
さ
れ
た
の
で
正
規
の
廃
止
手
続
は
と
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

第
ニ
―
条
第
一
項
の
規
定
は
、
今
日
ま

っ
た
く
そ
の
実
質
的
意
義
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

な
お
、
ネ

・
ウ
ィ
ン
は
そ
の
後
、
あ
ら
た
な
憲
法
の
制
定
に
着
手
し
、
案
文
を
起
草
し
て
、

策
の
具
体
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。

で
あ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
ウ

・
ヌ
は
、

政
府
主
催
の
下
に
開
催
し
、
仏
教
的
ェ
ー
ト
ス
の
高
掲
に
つ
と
め
て
い
る
。

建
を
は
か
っ
た
。

ウ

・
ヌ

一
九
六
一
年
八
月
、
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「
第
七
条

て、

王
国
か
ら
共
和
国
へ
の
政
体
変
革
が
行
な
わ
れ
た
。
共
和
国
宣
言
は
一
九
七

0
年
十
月
九
日
付
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
共
和
国

憲
法
の
起
草
は
、
す
で
に
七

0
年
四
月
頃
か
ら
始
め
ら
れ
た
が
、
国
会
と
政
府
の
間
に
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
ず
、
結
局
二
年
後
の

七
二
年
四
月
三
十
日
の
国
民
投
票
に
よ
っ

て
新
憲
法
草
案
が
正
式
に
採
択
さ
れ
、
五
月
十
二
日
か
ら
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
新
「
ク
メ
ー
ル
共
和
国
憲
法
」
は
、
十
一
章
全
―
ニ
―
条
と
最
終
条
項
よ
り
成
る
が
、
仏
教
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
「
基

本
規
定
」
の
第
二
条
に
お
い
て
、
旧
憲
法
同
様
に
、
仏
教
を
国
教

la
re
li
g
io
n
 d
e
 ¥'E
tat

と
定
め
て
い
る
。

ソ
ボ
ジ
ア
）

憲
法
の
場
合
と
は
や
や
趣
き
を
異
に
す
る
。

該
当
す
る
憲
法
の
条
文
は
、

「
ラ
オ
ス

王
国
憲
法
」
(
-
九
四
七
年
五
月
十
一
日
公
布
）
に
お
い

て
も
、
仏
教
は
国
教
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ク
メ

ー
ル
（
な
い

し
カ

(10) 

つ
ぎ
の
第
七
条
で
あ
る
。

仏
教
は
国
教
伶
g
n
a
k
h
o
n
g
 p
n
t
h
e
t

で
あ
り
、
国
王
は
、
そ
の
至
高
の
擁
護
者

a
k
k
h
a
s
a
s
a
n
u
p
a
t
h
a
m

で
あ
る
」
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
は
、

十
一
日
ま
で
、

全
国
各
地
で
実
施
さ
れ
た
国
民
投
票
に
よ
り
新
憲
法
草
案
が
採
択
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
新
「
ビ
ル
マ
社
会
主
義
連

邦
共
和
国
憲
法
」
に

は
、
も
と
よ
り
国
教
規
定
は
な
く
、
宗
教
関
係
の
条
文
と
し
て
は
、
信
教
の
自
由
を
保
証
し
（
第
一
五
六
条
第
一

項）
、
宗
教
の
信
仰
は
個
人
的
と
す
べ
き
で
あ
り
、
宗
教
の
政
治
目
的
へ
の
利
用
は
こ
れ
を
禁
止
す
る
（
同
第
三
項
）
旨
の
規
定
が
設

(
7
)
 

け
ら
れ
て
い
る
。

カ
ソ
ポ
ジ
ア
、

ラ
オ
ス

、
タ
イ
は
、
い
ず
れ
も
王
国
で
あ
る
が
、
憲
法
上
に
お
け
る
仏
教
の
取
り
扱
い
に
は
こ
れ
ら
三
国
の
間
で

公
共
の
秩
序
が
乱
さ
れ
な
い
た
め
に
必
要
な
制
限
の
ほ
か
、

「
第
八
条

良
心
の
自
由
は
、
絶
対
で
あ
る
。
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
自
由
に
つ
い
て
は
、

(
8
)
 

い
か
な
る
制
限
も
加
え
ら
れ
な
い
。
仏
教
は
、
国
教
と
す
る
」。

一
九
七

0
年
三
月
十
八
日
の
シ

ハヌ

ー
ク
国
家
元
首
解
任
と
こ
れ
に
続
く
ロ
ソ
ノ
ル
政
権
の
成
立
に
よ
っ

は
、
そ
の
八
条
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
仏
教
を
国
教
と
定
め
て
い
た
。

微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
あ
る
が
、

一
九
四
七
年
五
月
六
日
に
発
布
さ
れ
た
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
憲
法
」
で
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(b) (a) 

「
国
王
は

ii至
高
の
擁
護
者
で
あ
る
」。

こ
こ
で
「
国
教
」
と
訳
し
た
低
t
位
n
a
k
h
o
n
g
 p
a
t
h
e
t

は
、
さ
き
の
カ
ソ
ボ
ジ
ア
、

ク
メ
ー
ル
両
憲
法
に
お
け
る
フ
ラ
ソ
ス
語

一a

religion 
d
e
 l'E
tat

に
逐
語
的
な
対
応
を
示
す
ラ
オ
語
で
、
「
国
家
の

k
h
0
1
n
g

p
a
thet
」
「
宗
教

低
tsa
n
a
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
前
述

し
た
ビ
ル
マ
語
の
場
合
も
同
様
で
あ
る

(
n
a
i
n
g
a
n
d
a
w

〔
国
家
（
の
）
〕
宮
t
h
a

〔
宗
教
〕
）
。

い
ま
「
国
教
」
を
、
「
国
家
に
よ
っ
て
、

国
民
全
体
（
あ
る
い
は
国
民
の
大
多
数
ー
筆
者
）

の
信
奉
の
対
象
と
し
て
選
ば
れ
、
特

(12
)
 

別
の
保
護
と
権
益
を
あ
た
え
ら
れ
た
宗
教
」
（
傍
点
筆
者
）
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で

言
う
「
国
家
の
d
e
l'E
t
a
t
,
 kh

0
1
n
g
 
p
a
t
h
et
,
 

n
a
i
n
g
a
n
d
a
w
」
は
、
ま
さ
に
国
教
選
択
の
主
体
が
、
国
家
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
表
現
と
言
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
こ
の
点
は
、

の
ち
に
述
べ
る
タ
イ
王
国
憲
法
に
お
け
る
仏
教
規
定
を
、

タ
イ
以
外
の
憲
法
か
ら
区
別
す
る
点
と
し
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
「
国
王
は
そ
の
至
高
の
擁
護
者
で
あ
る
」
と
訳
し
た
条
文
の
ラ
オ
語
原
文
は
、
：
P
h
r
a
m
a
h
a
k
a
sa
t
s
o
n
g
 
p
e
n
 a
k
l
^
h
a
s
a
s
a
n
u
p
a
-

t
h
a
m
."

で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、

a
臣
h
a
s
a
器
nclpa
t
h
a
m

と
い
う
語
の
解
釈
し
だ
い
で
、

つ
ぎ
の
ふ
た
通
り
の
翻
訳
が
可
能
と
な
る
。

「
国
王
は
（
諸
）
宗
教
の
至
高
の
擁
護
者
で
あ
る
」
0

a
k
k
h
a
s
i
i
s
a
n
u
pa
t
h
a
m

は
、
パ
ー
リ
語

a
偲
a
低
s
a
n
a
u
p
a
t
h
a
m
b
h
a

(
最
勝
の

・

宗
教

・
支
持
）
か
ら
の
造
語
で
あ
る
。
こ
の
内
、

第
二
要
素
の
臨
位
n
a

(
ラ
オ
語
臨
亙
n
a
)

を
、
「
仏
教
」
に
か
ぎ
る
か
、
あ
る
い
は

一
般
的
に
「
宗
教
」
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
固
、
⑮
い
ず
れ
か
の
訳
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
⑧
の
解
釈
を
と
っ
た
の

は
、
「
ラ
オ
ス
王
国
憲
法
」
の
フ
ラ

ン
ス
語
公
式
テ
キ
ス
ト
に

-
1
h
r
o
,
e
n
 
es
t
 le
 H
a
u
t
 
P
r
o
tecte
ur.
"

と
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。

以
上
の
記
述
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
方
の
上
座
部
仏
教
国
の
憲
法
に
お
い
て
は
、
ビ
ル
マ
の
新
憲
法
草
案
を
唯
一
の
例
外
と

し
て
、
仏
教
が
「
国
教
」
と
し
て
明
示
的
に
規
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
ス
リ

・
ラ
ン
カ
の
場
合
の
よ
う
に
、

「
至
高
の
地
位
」
が
与
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
の
は
、
国
王
に
よ
る
仏
教
保
護
の
連
綿
と
し
た
歴
史
を
誇
り
、

よ
く
整
備
さ
れ
た
サ

ソ
ガ
組
織
を
有
し
て
、
上
座
部
仏
教
諸
国
の
な
か
で
、
仏
教
が
も
っ
と
も
繁
栄
し
て
い
る
と
自
他
共
に
認
め

て
い
る
ク
イ
王
国
の
憲
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(a) (f) 

「仏
暦
二
五
―
一
年
(
-
九
六
八
）
タ
イ
王
国
憲
法
」

(e) (d) (c) 

「
仏
暦
二
四
九
二
年
・
（
一

九
四
九
）
ク
イ
王
国
憲
法
」

「
仏
暦
二
四
九

0
年
（
一
九
四
七
）
タ
イ
王
国
暫
定
憲
法
」

(b) 

「仏
暦
二
四
八
九
年
(
-
九
四
六
）

タ
イ
王
国
憲
法
」

(a) 

「仏
暦
二
四
七
五
年
(
-
九
三
二
）
シ
ャ
ム
王
国
憲
法
」

一、

「
憲
法

(
R
a
t
t
h
a
t
h
a
m
m
a
n
u
n
)
」

法
に
お
い
て
、
こ
の
種
の
国
教
規
定
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

革
命
以
来
、

め
ま
ぐ
る
し
い
ば
か
り
の
改
廃
の
歴
史
を
た
ど
り
、
今
日
な
お
臨
時
憲
法
施
行
中
で
、
や
が
て
第
七
番
目
の
「
恒
久
」

憲
法
が
制
定
さ
れ
よ
う
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
が
、
仏
教
に
関
す
る
条
文
に
つ
い
て
は
、
ど
の
憲
法
を
比
べ
て
み
て
も
、
ま

っ
た

く
同
一
と
言
っ

て
差
し
支
え
な

い
。
こ
の
点
も
、
憲
法
の
変
遷
に
よ
っ
て
仏
教
の
憲
法
上
の
取
り
扱
い
に
変
化
の
見
ら
れ
る
ス
リ

・

タ
イ
の
諸
憲
法
の
中
に
、
仏
教
に
関
係
し
た
条
文
を
求
め
る
な
ら
ば
、

「
国
王
は
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

•

'P
h
r
a
m
a
h
a
ka
s
at
t
o
n
g
 
s
o
n
g
 p
e
n
 
p
h
u
t
t
h
a
m
a
m
a
k
a
."

そ
し
て
（
国
王
は
）
、
宗
教
の

至
高
の
護
擁
者
で
あ
る
。

"
lae 
s
o
n
g
 
p
e
n
 a
k
k
h
arasa
器
呂
p
a
t
h
a
m
p
h
o
k
."
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
九
三
二
年
六
月
以
降
、

タ
イ
は
今
日
ま
で
に
、

タ
イ
国
の
憲
法
は
、

一
九
三
二
年
の
立
憲

つ
ぎ
の
一

文
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

つ
ぎ
の
六
種
類
の
憲
法
と

、

—
―
一
種
類
の
王
国
統
治
憲
章
を
も
っ
た
。

「
仏
暦
二
四
九
五
年
(
-
九
五
二
）
改
正
仏
暦
二
四
七
五
年
ク
イ
王
国
憲
法
」

二
、
「
王
国
統
治
憲
章

(
T
h
a
m

m
a
n
iin
K
a
n
p
o
k
k
h
r
o
ng
)
」

「仏
暦
二
四
七
五
年
(
-
九
三
二）

シ
ャ
ム
国
暫
定
統
治
憲
章
」

ラ
ソ
カ
や
ビ
ル
マ
の
場
合
と
比
較
し
て
対
照
的
で
あ
る
。
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「
〔
仏
暦
二
五

0
二
年
（
一
九
五
九
）
〕
王
国
統
治
憲
章
」

「
仏
暦
二
五
一
五
年
(
-
九
七
二
）
王
国
統
治
憲
章
」

右
の
う
ち
、
「
王
国
統
治
憲
章
」
は
、
い
ず
れ
も
前
掲
の
規
定
を
欠
く
が
、
六
種
の

「
憲
法
」
に
は
、
す
ぺ
て
こ
の
条
文
が
存
在

(13)

、
、
、

、

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
厳
密
に
そ
の
文
言
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
⑧
、
⑯
、
⑨
で
は
、

「
国
王
は
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…

~
o
n
g
 s
o
n
g
 
p
e
n
 p
h
u
t
t
h
a
m
a
m
a
k
a

」
と
あ
る
の
に
対
し
、
伺
、
い
、
S
5
で
は
、
:
·
…
•
•
s
o
n
gp
e
n
 
p
h
u
t
t
h
a
m
a
m
a
k
a
 "
と

"
t
o
n
g
"

の
語

を
欠
き
、
し
た
が
っ
て
、
「
国
王
は
仏
教
徒
で
あ
る
」
と
訳
せ
る
文
言
を
用
い
て
い
る
点
に
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し

て
は
、

タ
イ
人
法
律
学
者
の
著
わ
し
た
憲
法
の
コ
メ
ソ
タ

ー
ル
の
中
に
言
及
が
な
く
、
こ
の
差
異
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
無
自
覚
の
ま

(14
)
 

ま
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
を
「
同
文
」
と
取
り
扱
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

国
王
は
、
何
故
に
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

教
国

m
忠
n
g
phutthasiit
臨
n
a
」
で
あ
っ
て
、

教

品
t器
n
a
p
r
a
c
h
a
m
 
c
h
a
t
」
で
あ
っ
た
か
ら
、

(
1
5
)
 

理
を
用
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。

い
ま
「
民
族
の
宗
教
」
と
訳
し
た
協
t
s
a
n
a
p
r
a
c
h
a
m
 c
h
a
t

を、

"
p
r
a
c
h
a
m
"

と
い
う
語
の
意
味
に
即
し
て
敷
術
的
に
翻
訳
し
直
す

、
、
、
、

な
ら
ば
、
「
タ
イ
民
族
と
い
う
概
念
に
内
属
し
た
宗
教
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
タ
イ
人
に
と
っ
て
、
タ
イ
族
と
仏
教

徒
と
は
同
義
語
で
あ
り
、
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
、

が
っ
て
タ
イ
族
の
国
家
で
あ
る
タ
イ
国
の
首
長
で
あ
る
ク
イ
国
王
が
非
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
、
古
来
の
慣
行
に
反
す
る
行
為
と
さ

akkharasii
器
n
c
I
p
a
t
h
a
m
p
h
o
k

は
、

部1

れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
国
王
即
仏
教
徒
が
規
範
性
を
も
つ
に
至
る
。

第 第 2章 サンガと 国家

(c) (b) 

タ
イ
人
の
注
釈
家
は
、
ク
イ
国
は

「
仏

ク
イ
人
の
大
多
数
が
仏
教
を
信
奉
し
て
お
り
、
仏
教
は
、
古
来
、
「
（
タ
イ
）
民
族
の
宗

タ
イ
国
の
元
首
た
る
国
王
は
、
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と

い
う
論

タ
イ
人
と
し
て
の
資
質
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
語

agra

と
、
パ
ー
リ
語
低
捻
n
a
,u
p
a
t
h
a
m
b
h
a
k
a

を
合
成
し
て
で
き
た
梵
・
巴
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混
成
語
で
、
前
出
の
ラ
オ
語
a
k
k
h
a
s
a
s
a
n
忠
a
t
h
a
m

と
一
応
同
一
語
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
低
笞
n
a
へgJItsanii)

の
解
釈
し
だ
い
で
、
「
仏
教
の
擁
護
者
」
と
、
「
（
諸
）
宗
教
の
擁
護
者
」
と
い
う
ふ
た
通
り
の
訳
語
が
可
能
と
な
る
の
は
、
ラ
オ
語

の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

ク
イ
に
お
け
る
こ
の
語
の
文
献
へ
の
初
出
は
、
お
そ
ら
く
『
三
印
法
典
』
所
収
の

「
サ
ソ
ガ
律
第

一

(16) 

年
）
に
お
け
る
用
例
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
用
例
に
お
け
る
協
t
s
a
n
a

は
仏
教
と
同
義
で
あ
っ
て
、
他
宗
教
に
つ
い

て
の
配
慮
は
ま
っ
た
＜
払
わ
れ
て
い
な
い
。
低
t

忍
n
a

の
外
延
を
非
仏
教
に
ま
で
拡
大
し
て
、
こ
れ
に
仏
教
を
も
含
む
と
こ
ろ
の
一
般

一
九
三
二
年
十
一
月
、
「
仏
暦
二
四
七
五
年
シ
ャ
ム
王
国
憲
法
草
案
」
に
対
す
る
コ
メ

ソ
ト
の
中
で
、
ワ
ン
ワ
イ
タ
ヤ
コ
ン
殿
下
は
、
憲
法
草
案
起
草
委
員
長
が
、
同
条
の
規
定
に
対
し
て
、
「
国
王
は
、
シ
ャ
ム
国
民
す

べ
て
の
信
奉
す
る
宗
教
に
対
し
て
擁
護
を
与
え
賜
う
」
と
い
う
注
釈
を
加
え
て
い

る
点
を
賞
讃
す
る
と
と
も
に
、
案
文
中
で
英
訳
を

戸
[
e
n
d
e
r
of 
t
h
e
 
F
a
i
t
h

と
し
て

い
る
の
は
、
低
tsanii

を
phrnphutthasiitsanii

す
な
わ
ち
「
仏
教
」
に
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
適

(
1
7
)
 

切
で
は
な
く
、こ
a
n
d
is
 t
h
e
 
u
p
h
o
l
d
e
r
 
of 
R
e
l
i
g
i
o
n
 "
と
一
般
化
し
た
表
現
に
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

タ
イ
国
王
が
、
か
れ
の
臣
民
で
あ
る
大
多
数
の

タ
イ
人
を
代
表
す
る
仏
教
徒
で
あ
り
、

国
王
は
仏
教
の
至
高
の
擁
護
者
と
し
て
、

つ
ね
に
仏
教
の
繁
栄
を
念
願
す
る
と
い
う
観
念
は
、

の
条
文
は
、
こ
う
し
た

ク
イ
人
の
伝
統
的
国
王
観
な
い
し
仏
教
観
に
法
律
的
表
現
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
品
笞
n
a

変
化
は
、
伝
統
的
価
値
観
を
、
西
欧
民
主
主
義
の
文
脈
に
適
応
さ
せ
る
た
め
、
人
為
的
に
加
え
ら
れ
た

m
o
d
u
s
v
i
v
e
n
d
i

と
し
て
理

(18) 

解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ラ
オ
ス
、

過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

一
九
三
二
年
末
に
お
け
る
、
シ
ャ
ム
王
国
初
の
恒
久
憲
法
草
案
審
議
の

タ
イ
に
お
け
る
伝
統
的
価
値
観
の
基
軸
を
成
し
て
き
た
。
前
述
し
た
ク
イ
憲
法

ク
メ

ー
ル
（
カ
ン
ポ
ジ
ア
）
、

宗
教
の
意
味
を
自
覚
的
に
も
た
せ
る
必
要
が
生
じ
た
の
ほ
、

に
お
け
る
意
義

お
よ
び
戦
後
の
一
時
期
に
お
け
る
ビ
ル
マ
に
お
い
て
は
、
「
仏
教

K
ot 
P
h
ra
s
o
n
g
」
（
一
七
八

66 



第 1部 第 2章 サンガと国家

か
な
ら
な
い
。

は
国
教
」
で
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
現
に
「
国
教
」
で
あ
る
。
戦
後
独
立
し
た
こ
れ
ら
の
国
々
が
、
そ
の
憲
法
に
、
仏
教
を
国
教
と

す
る
規
定
を
設
け
た
の
は
、
伝
統
的
価
値
を
明
示
的
に
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
自
己
同
一
性
確
認
の
根
拠
と
す
る
た

(19) 

め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、

タ
イ
人
は
、
他
の
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
の
よ
う
に
、
植
民
地
勢
力
に
よ
る
伝
統
的
価
値
破
壊
の
危
機
に
直
面
し
た
経

(20) 

験
を
持
た
ず
、
過
去
と
の
間
に
文
化
的
断
絶
が
な
い
。
加
え
て、

国
民
の
実
に
九
四
％
ま
で
が
ク
イ
族
仏
教
徒
で
あ
り
、
非
仏
教
徒

は
、
南
タ
イ
・
ム
ス
リ
ム
の
よ
う
に
、
地
域
的
に
局
在
し
て
中
央
の
政
治
過
程
に
直
接
的
な
影
薯
力
を
も
た
な
い
か
、
も
し
く
は
文

(21
)
 

化
的
に
劣
っ
た
山
地
民
族
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
統
計
的
事
実
が
存
在
す
る
。
タ
イ
憲
法
が
、
あ
え
て
仏
教
を
「
国
教
」

と
す
る
明
示
的
規
定
を
欠
い
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
、
そ
れ
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
仏
教
は
す
で
に
一
般
タ
イ
人
の

意
識
に
上
ら
な
い
ほ
ど
に
、
「
ク
イ
民
族
に
内
属
」

し
て
い

る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、

「国
教
」
の
楷
造
の
分
析
に
際
し
て
、
そ

の
材
料
を
タ
イ
仏
教
に
求
め
た
の
も
、
こ
う
し
た
歴
史
と
性
質
を
も
つ
タ
イ
仏
教
の
な
か
に
こ
そ
、

か
え
っ
て
「
国
教
」
の
真
の
姿

が
実
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
国
教
」
な
る
も
の
の
本
質
が
よ
く
解
明
さ
れ
る
と
考
え
た
か
ら
に
ほ

注

(
1
)
B
e
c
h
e
r
t
,
 19

6
6
,
 p
.
 2

2
1
.
 

(
2
)
D
o
n
a
l
d
 E
.
 Sm

i
t
h
,
 "

T
h
e
 
S
i
n
h
a
lese 
B
u
d
d
h
i
s
t
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
," 
in 
D
o
n
a
l
d
 
E
.
 Sm

i
t
h
 
(ed
.)
,
 S

o
u
t
h
 
A
s
i
a
n
 
Pol,t,cs 
a
n
d
 

R
eligion
.
 Pr

i
n
c
e
t
o
n
:
 Pr
i
n
c
e
t
o
n
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
ress
,
 19

6
6
.
 p
p
.
 4

5
3
-
4
8
8
-

(
3
)

第
十
八
条
第
一
項

d
号
の
規
定
は

左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
す

べ
て
の
市
民
は
、
思
想
、
良
心
、

お
よ
び
信
教
の
自
由
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
は
、
自
己
の
選
択
す
る
宗
教
、
ま
た
ほ

信
条
を
信
奉
し
、
ま
た
は
有
す
る
自
由
、
な
ら
び
に
個
人
で
ま
た
は
他
の
者
と
と
も

に
、
公
然
と
あ
る
い
は
私
的
に
、
自
己
の
宗
教
ま
た
は
信
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条
を
、
礼
拝
、
儀
式
、
行
事
宜
教
に
よ
っ
て
表
明
す
る
自
由
を
含
む
」。

な
お
テ
キ
ス
ト
は
、

T
he
C
ons
titution 
o
f
 S
r
i
 
L
a
nk
a
 
(
C
e
y
l
o
n
)
.
 Co

l
o
m
b
o
:
 T
h
e
 G
o
v
e
r
n
me
n
t
 P
u
b
h
c
a
t1on Bur

gu

•l
972. 

を
用
い
た
。
テ
キ
ス
ト
の
入
手
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
外
務
省
南
西
ア
ジ
ア
課
今
川
毅
則
氏
に
感
謝

し
た
い
。

(

4

)

矢
野
腸
訳
編
『
ク
イ

・
ビ
ル

マ
現
代
政
治
史
研
究
史
料
集
拭
』
（
京
都

・
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
七
ソ
ク

ー
・
昭
和
四
十
八
年
）
一

六
一
頁
。

(
5
)
R
o
n
a
l
d
 E
.
 Sm

i
t
h
,
 R
elig
ion 
a
n
d
 Politics 
in 
B
u
r
m
a
.
 Pr

i
n
c
e
t
o
n
:
 
P
r
i
n
cet
o
n
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
ress
,
 19
6
5
,
 pp
.
 2
30ー

2
8
0
.

生
野
菩
応
「
ウ
・
ヌ
ー
と
仏
教
社
会
主
義
の
成
立
」
、
高
橋
保
組
『
東
南
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教
』
（
東
京

・
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所

・
昭
和
四
十
八
年
）

一
0
0
1
1
0
一
頁
。

(
6
)
S
m
i
t
h
,
 Loe
.
 cit
.
 

佐
久
問
平
喜
「
・
ヒ
ル
マ
式
社
会
主
義
ー
そ
の
源
流
と
現
状
ー
」
『
外
務
省
調
査
月
報
』
（
第
十
四
巻
一
号
）
五
四
ー
五
五
頁
。

(
7
)

新
憲
法
草
案
の
内
容
に
つ

い
て

は
、
外
務
省
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
佐
久
間
平
喜
氏
の
御
教
示
に
よ
る
3

(
8
)

「カ

ソ
ポ
ジ
ア
王
国
憲
法
」
の
条
文
は
、
山
本
逹
郎
編
『
東
南
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
政
治
』
二
五
ニ
ー
ニ
五

―
―
一
頁
所
収
の
テ
キ

ス
ト
訳
文
に

よ
っ
た
。

(
9
)

第
二
条
「
仏
教
は
こ
れ
を
国
教
一
a
@
l
i
g
1
0
n
d
e
 l'E
t
a
t
と
す
る
。
良
心
お
よ
び
信
教
の
自
由
は
、
絶
対
的
で
あ
る
。
す
べ
て
の
制
限
は
、

公
共
秩
序
の
維
持
の
た
め
必
要
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
認
め
ら
れ
な
い
。

国
家
は
、
す
べ
て
の
公
民
に
対
し
、
人
種
、
性
別
、
政
治
的
、
思
想
的
、
宗
教
的
信
念
ま
た
は
社
会
的
条
件
そ
の
他
に
よ
っ
て

差
別
す
る
こ

と
な
く
、
法
の
前

に
お
け
る
乎
等
を
保
証
す
る
（
後
略
）
」
。

テ
キ
ス
ト
は
、

一
九
七
二
年
四
月
＝
＝
十
日
付

A
K
P
通
信
所
載
の
仏
文
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
。
テ
キ
ス
ト
入
手
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
外
務

省
国
内
広
報
課
林
要

一
氏
に
感
謝
し
た
い
。

(10)

ラ
オ
ス
文
「
ラ
オ
ス
王
国
憲
法
」
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
公
式
フ
ラ
ン
ス
語
訳
文
の
入
手
は
、
外
務
省
南
東
ア
ジ
ア
第
一
課
平
田
豊
氏
の
御
好

意
に
よ
る
。

(
11
)

「
ラ
オ
ス
王
国
憲
法
」
フ
ラ
ソ
ス
文
テ
キ
ス

ト
で
は
、
同
じ
く

la
religion 
d
e
 l'E
tat

と
な
っ
て
い
る
。

(12
)

田
村
芳
朗
「
国
教
」
、
『
原
色
現
代
新
百
科
事
典
』
（
東
京

・
学
研

・
昭
和
四
十
七
年
）
第
四
巻
、

一
四

0
i
一
四
一
頁
。
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(
1
3
)

「
仏
暦
二

四
七
五
年
ッ
ャ
ム

王
国
憲
法
」
（

一
九
三
二
年
十
二
月
十
日
公
布
）

第
四
条
、
「
仏
暦
二
四

八
九
年
ク
イ

王
国
憲
法
」
（
一
九
四
六

年
五
月
九
日
公
布
）

第
四
条
、
「
仏
暦
二
四
九

0
年
暫
定
憲
法
」
（
一
九
四

七
年
十
一
月
九
日
公
布
）
第
四
条
、
「
仏
暦
二
四

九
二

年
ク

イ
王
国

憲
法
」
（
一

九
四
九
年

三
月
一
＿
一
日
公
布
）
第
七
条
、
「
仏
暦
二
四
九
五
年
改
正
仏
暦
二
四
七
五
年
ク

イ
王
国
憲
法
」
(
-
九
五
二
年
一
＿
一
月
八
日
公

布
）

第
五
条
、
「
仏
暦
二
五
―
一
年
ク
イ

王
国
憲
法
」
(
-
九
六
八
年
六
月
二
十
日
公
布
）
第
六
条
。

(
1
4
)

た
と
え
ば

D
u
a
n

B
u
n
n
ag
 &
 P
h
a
i
r
o
t
 
C
h
a
i
y
a
n
a
m
,
 K

h
a
m
a
t
h
ibiii 

K
o
t
m
a
i
 
R
atthat
h
a
m
m
an
u
n
,
 P

h
i
i
k
 
2
.
 B
a
n
g
k
o
k
:
 

R
o
ng
ph
i
m
 N
i
t
i
器

n
•
1
9
3
4

-

p
p
.
 47
-
4
8
;
 Mi

c
h
a
i
 
R
i
t
c
h
u
p
h
a
n
,
 K

h
a
m
a
t
h
i
b
i
i
i
 
R
a
tthath
a
m
ma
n
u
n
 h
a
e
n
g
 
Rii
tcha
iina
c
h
a
k
 
T
h
a
i
 

P
h
u
t
t
ha
s
a
k
k
ariit 
2
5
1
1
 
p
h
r
o
m
 d
u
a
i
 
T
u
息
こ
h
r
o
p
t
h
u
k
 
M
g
i
i
.
 Ba
n
g
k
o
k
:
 
K
a
s
e
m
ba
n
n
a
kit
,
 19

6
8
.
 pp
.
 20ー

2
1
な
ど
参
照
。

M
i
c
h
a
i
 
R
i
t
c
h
u
p
h
a
n
,
 loc
.
 cit
.:
 D
u
a
n
 
B
u
n
n
a
k
 
&
 P
h
a
i
r
o
t
 
C
h
a
,
i
y
a
n
a
m
,
 loc
.
 cit
.
 

第

二
部
第
二

章
参
照
。

M
o
m
c
h
a
o
 W
a
n
wa
ith
a
y
a
k
o
n
 
W
0
1
r
a
w
a
n
`
A
p
h
i
p
r
i
i

こ～
iing

R
a
tt
h
a
t
h
a
m
m
a
n
苔
.
B
a
n
g
k
o
k
 :
 B
a
m
r
u
n
g
n
u
百
nkit
,
1
9
3
2
.
 p
p
.
 

(
15
)
 

(16) 

(
1
7
)
 

2
8ー

2
9
.

(
18)

ミ
ー
チ
ャ
イ

(
M
i
c
h
a
i
R
i
t
c
h
u
p
h
a
n
)

は
、
『
仏
暦
二
五
―
一
年
ク
イ
王
国
憲
法
注
解
』
の
中
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ク
イ
人
の
す

べ
て
が
仏
教
徒
で
は
な
い
。
も
し
、
仏
教
徒
で
あ
る
国
王
が
、
他
宗
教
に
配
慮
を
与
え
な
い
な
ら
ば
、
少
数
者
を
無
視
す
る

こ
と
に
な
り
、
仏
教
以
外
の
宗
教
を
信
奉
す
る
少
数
者
は
、
適
切
な
援
助
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
憲
法
（
第
二
十
六
条
）
に
は
、
国

、
、
、
、

民
に
対
し
、
信
教
の
自
由
を
保
証
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
は
、
国
王
が
他
の
宗
教
の
擁
殿
者
で
も
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
」
(
M
i
c
h
a

i ,

0
p.
c
t

t
•
•
p

.

2
1
.)
。

(19)

そ
の
意
味
に
お
い
て
、

セ
イ
ロ
ソ
が
一
九
七
二
年
の
段
階
で
、
仏
教
に
「
至
高

の
地
位
」
を
与
え
た
こ
と
の
政
治
的
意
義
を
正
し
く
評
価

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(20
)

Ja
m
e
s
 
N
.
 Mo

s
e
l
,

'̂
T
h
a
i
 A
d
m
i
n
istrative 
B
e
h
a
v
ior
," 
in 
W
i
l
l
i
a
m
 
J
.
 Siffin 

(ed
.)
.
 T
o
w
a
r
d
 
the 
C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
S
t
u
d
y
 
o
f
 

p
u
b
l
i
c令
i
m
i
m
•
s
t
r
a
t
i
o
n

.

B
lo
o
m
ing
t
o
n
 :
 Indi
a
n
a
 
U
niver
sitỳ

1
9
5
7
 
p
.
 27
8
-

(21)

少
数
民
族
と
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
屯
は
第
二
部
第
六
章
参
照
。
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太
子
か
ら
、
「ジ

ェ
ー

タ
の
園
林
」
を
買
い
と
っ
て
、
こ
こ
に
精
舎
（
僧
院
）
を
建
て
、
こ
れ
を
プ
ッ
ダ
の
教
団
に
寄
進
し
た
の
が
、

(1
)
 

仏
教
に
お
け
る
僧
院
と
、
僧
院
生
活
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
家
を
出
た
」
修
行
者
た
ち
は
、

く
雨
露
を
凌
ぐ
に
足
り
る
ほ
ど
の
粗
末
な
庵
を
結
ん
で
、
孤
独
な
修
行
生
活
を
行
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
修
行
の
た
め
に

は
、
森
や
山
窟
に
住
む
な
ど
の
不
便
を
し
の
ぶ
必
要
は
な
い
と
い
う
主
張
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ビ
ク
た
ち
は
、
し
だ
い

に
村
里
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。

村
里
で
の
集
団
的
修
行
生
活
が
一
定
の
発
展
段
階
に
達
す
る
と
、
や
が
て
、
ビ
ク
た
ち
の
サ
ソ
ガ
に
精
舎
を
布
施
す
る
行
為
が
、

「
最
上
の
施
与
」
で
あ
る
と
し
て
賞
讃
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
経
典
に
は
、
さ
き
の
ス
ダ
ッ
タ
長
老
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
財

力
あ
る
在
家
信
徒
が
、
競
っ
て
精
舎
の
寄
進
を
行
な
っ
た
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
仏
教
教
団
は
、
こ
う
し
て
寄
進
さ
れ
た
精
舎

(

2

)

 

を
本
拠
と
し
て
発
展
を
と
げ
て
い
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

「
家
な
き
人
」
か
ら
「
精
舎
に
住
む
人
々
」
へ
の
変
化
は
、

「
精
舎
に
住
む
人
々
」

も
ま
た
、

態
を
継
続
す
る
と
い
う
「
出
家
」
の
本
質
が
変
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
精
舎
居
住
は
、

に
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
依
存
度
は
、
集
団
の
規
模
の
拡
大
と
共
に
、
ま
す
ま
す
増
加
し
て

伝
説
に
よ
れ
ば
、

第
二
節

サ
ン
ガ

•

国
王

・
正
法

コ
ー
サ
ラ
国
の
首
都
サ
ー
ヴ
ァ
ッ
テ
ィ
に
住
む
ス
ダ
ッ
タ
と
い
う
一
人
の
長
者
が
、

コ
ー
サ
ラ
国
の
ジ

ェ
ー

タ

は
じ
め
山
窟
や
、
森
林
や
、
樹
下
な
ど
に
住
み
、
あ
る

い
は
、
よ
う
や

た
し
か
に
仏
教
の
重
要
な
発
展
過
程
の
―
つ
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

し
ょ
せ
ん
「
家
な
き
人
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
経
済
活
動
を
放
棄
し
て
、
他
者
依
存
の
生
活
形

サ
ソ
ガ
の
世
俗
的
諸
勢
力
へ
の
依
存
度
を
さ
ら
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国
王
の
建
立
し
た
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、

ス
コ

ー
ク
イ
城
外
の
国
林
に
ア
ラ
ン
ニ
ク
寺
を
建
立
し
た
の
は

古
代
イ
ソ
ド
の
場
合
と
異
な
り
、
商
工
業
の
未
発
逹
な
東
南
ア
ジ
ア
お
よ
び
セ
イ
ロ
ソ
に
お
い
て
は
、
国
内
に
お
け
る
最
も
有
力

な
サ
ソ
ガ
の
支
持
者
は
、
国
王
で
あ
っ
た
。
ア
ソ
ー
カ
王
の
派
遣
し
た
仏
教
使
節
マ
ヒ
ソ
ダ
長
老
ら
の
一
行
を
迎
え
た
セ
イ
ロ
ン
王

マ
ハ
ー
メ
ー
ガ
図
林
に
テ
ィ
ッ
サ
ー
ラ
ー
マ
精
舎
を
建
立
し
て
、
こ
れ
も
マ
ヒ
ソ
ダ
長
老

(
3
)
 

の
活
動
の
本
拠
と
し
て
寄
進
し
た
。
こ
れ
が
の
ち
の
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
（
大
寺
）
の
起
源
で
あ
る
。
そ
の
創
設
の
当
初
か
ら
国
王

の
保
護
に
よ
っ
て
発
展
の
基
礎
を
お
か
れ
た
大
寺
派
上
座
部
仏
教
は
、

各
国
の
国
王
の
支
持
を
受
け
て
繁
栄
し
た
。

の
ち
に
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
か
ら
も
、

国
王
の
仏
教
に
対
す
る
保
護
の
形
態
は
一
様
で
は
な
い
。
さ
き
の
デ

ー
ヴ
ァ

ー
ナ
ソ
ビ
ヤ

・
テ
ィ
ッ
サ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

図
林
に
精
舎
を
建
立
し
て
、
こ
れ
を
サ
ソ
ガ
に
施
入
す
る
の
は
そ
の
―
つ
の
形
態
で
あ
る
。
ス
コ

ー
タ
イ
王
ラ

ー
マ

カ
ム
ヘ
ン
グ
王

が
、
ナ
コ
ン
ツ
ー
タ
マ
ラ
ー
ト
か
ら
招
請
し
た
大
長
老
の
た
め
、

(4
)
 

タ
イ
国
に
お
け
る
最
古
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
ァ
ュ
タ
ャ
王
朝
で
は
ボ

ロマ

ラ
ー
チ
ャ

ー一

世
王
の
プ
ラ
シ

ー
ラ
タ
ナ
マ
ハ

ー
タ
ー
ト

(
5
)

（

6
)
 

寺
の
建
立
、
バ
ソ
コ
ク
王
期
で
は
三
世
王
時
代
の
盛
ん
な
仏
寺
建
立
な
い

し
修
復
が
そ
の
著
名
な
例
で
あ
る
。

国
王
自
身
の
命
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
寺
院
な
の
で
は
な
い
。
ラ

ー
マ

三
世
王
時
代
に
は
、
三
十
余
の
寺
院
が
王
立
寺
院
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
多
く
は
、

王
族
や
有
力
貴
族

の
手
で
建
立
あ
る
い

は
修
復
さ
れ
た
も
の
で
、
完
成
後
、
国
王
に
献
上
さ
れ
、
頭
後
の

(7
)
 

管
理
が
国
王
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
寺
院

(
w
a
t
c
h
a
o
 
lae 
w
a
t
 
k
h
u
n
n
a
ng
総
n
g
t
h
a
w
a
i
 
p
e
n
 
w
a
t
 
l
u
a
n
g
)

で
あ
る
。
「
王
立
寺
院
」
に
対
し

(
8
)
 

て
は
、

国
王
か
ら
補
助
金
が
下
賜
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
サ
ン
カ
の
活
動
の
本
拠
と
し
て
、
寺
院
が
建
立
寄
進
さ
れ
る
ほ
か
、
出
家
者
の
日
常
生
活
の
糧
を
生
産
す
る
た
め

デ
ー
ヴ
ァ
ー

ナ
ソ
。
ヒ
ヤ

・
テ
ィ
ッ
サ
は
、

行
っ
た
に
違
い
な
い
。

一
般
に

「
王
立
寺
院
w
a
t
lu
a
n
g
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
王
立
寺
院
」
が
す
べ
て
、
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の
土
地
と
、
耕
作
の
た
め
の
労
働
力
と
が
、
国
王
に
よ
っ
て
サ
ソ
ガ
に
寄
進
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
国
王
の
こ
う
し
た
寄
進
行
為
は
、

「
御
供
養
寄
進
ざ
r
o
m
a
r
a
c
h
u
t
h
i
t
p
h
u
a
 k
a
n
l
a
p
a
n
a
」
と
呼
ば
れ
た
。
寄
進
の
対
象
と
な
る
土
地
は
、

王
領
地
の
田
畑
で
、
寄
進
後
は

「
寺
領
地

th
0
1
r
a
n
i
s
o
n
g
」
と
な
っ
た
。
「
寺
領
地
」
の
耕
作
者
と
し
て
合
わ
せ
て
施
入
さ
れ
る
「
寺
院
奴
隷

k
h
a
p
h
r
a

y
o
m
s
o
n
g
」
は
、

(
9
)
 

公
の
課
役
を
全
免
さ
れ
、
も
っ
ば
ら
サ
ン
ガ
に
奉
仕
し
た
。

十
七
世
紀
の
「
パ
タ
ル
ン
文
書
」
に
現
わ
れ
た
事
例
に
よ
れ
ば
、
国
王
に
よ
っ
て
サ

ソ
ガ
に
寄
進
さ
れ
た
「
寺
領
地
」
と
「
寺
院

奴
隷
」
は
、
単

一
の
寺
院
の
止
住
者
の
た
め
に
生
産
活
動
に
従
事
し
た
の
で
は
な
く
、

ば
バ
ク
ル
ソ
と
そ
の
所
轄
国
）
に
存
在
す
る
、
特
定
教
派
（
た
と
え
ば
パ
ー
・
ケ
オ
派
）
所
属
の
複
数
の
寺
院
を
対
象
と
し
た
ら
し

こ
の
よ
う
に
、
国
王
は
寺
院
を
建
立
し
、
「
寺
領
地
」
、
「
寺
院
奴
棘
」
の
施
入
に
よ
っ
て
、
寺
院
止
住
者
の
最
低
の
生
活
を
保
証

し
た
が
、
こ
の
ほ
か
、
毎
年
、

雨
安
居
明
け
に
行
な
わ
れ
る
「
カ
チ
ナ
衣
裁
断
の
骸
式
th01t
k
a
t
h
i
n
」
に
際
し
て
は
、
俊
礼
的
な

「
カ
チ
ナ
衣
」
の
寄
進
に
加
え
て
、
種
々
の
金
品
の
下
賜
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
慣
行
は
、
す
で
に
十
三
世
紀
の
ス
コ
ー
タ
イ
に
は

確
立
し
て
い
た
ら
し
く
、
最
古
の
ク
イ
語
碑
文
で
あ
る
「
ラ
ー
マ
カ
ム
ヘ
ン
グ
王
碑
文
」
（
第
一
碑
文
）
に
も
、
「
カ
チ
ナ
衣
裁
断
の

(
1
0
)
 

儀
式
」
の
状
況
が
、
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

国
王
に
よ
る
仏
教
の
保
護
は
、
以
上
の
よ
う
な
、

サ
ソ
ガ
に
対
す
る
直
接
的
寄
進
行
為
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
ば
ら
国

家
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
鎮
護
国
家
の
修
法
へ
の
貢
献
を
期
待
さ
れ
た
わ
が
国
の
律
令
時
代
の
仏
教
や
、
国
王
を

「
ボ
サ
ッ
」
と
す
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
供
し
て
、
民
衆
馴
致
の
手
段
に
利
用
さ
れ
た
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ソ
七
世
時
代
の
ク
メ
ー
ル
仏
教
の
よ
う
に
、
民
衆

か
ら
遊
離
し
た
次
元
で
、
体
制
奉
仕
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
諸
仏
教
と
は
異
な
り
、
南
方
上
座
部
仏
教
ほ
、
そ
の
信
仰
形
態
に
お

い
て
、
国
王
と
庶
民
と
が
同
一
の
平
面
を
共
有
し
て
い
る
点
に
特
色
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
複
雑
で
、
高
価
で
、

、0
し

し
か
も
煩
わ

一
定
の
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
た
地
域
（
た
と
え
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し
て
出
家
し
、

0
万
、
三
衣
四

0
0組
、
鉄
鉢
四

0
0組
等
々
」
を
サ
ソ
ガ
に
施
入
す
る
「
大
布
施
」
を
行
な
っ
た
の
ち
、

(12) 

つ
い
で
ビ
ク
と
し
て
得
度
を
受
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

前
節
で
、

ク
イ
国
王
が
、
憲
法
上

a
k
k
h
a
r
a
s
a
s
a
n
u
p
a
t
h
a
m
p
h
o
k

で
あ
る
こ
と
を
検
討
し
た
際
、
「
宗
教
の
至
高
の
擁
護
者
」
と
翻

訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
語
の
原
義
が
、
伝
統
的
文
脈
に
お
い
て
は
、
「
仏
教
の
至
高
の
擁
護
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
点
を
指
摘

(13) 

し
た
0

3
k
k
h
a
r
a
s
i
h
昔
忠
a
t
h
a
m
p
h
o
k

に
お
け
る
a
k
k
h
a
r
a

と
は

5
k
t
.
a
g
r
a

で
あ
っ
て
、
「
至
高
の
、
先
頭
の
、
卓
越
し
た
」
な
ど
を
意

味
す
る
接
頭
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
強
い
て
語
源
に
即
し
た
解
釈
を
試
み
る
な
ら
ば
、

a
k
k
h
a
r
a
s
a
忍
n
c
I
p
a
t
h
a
m
p
h
o
k

と
い
う

、

、

、

、

、

、

、

、

、

語
の
中
に
は
、
在
家
者
と
し
て
、
至
高
の
地
位
に
あ
る
ク
イ
国
王
が
、
つ
ね
に
在
家
信
徒
の
先
頭
に
立
っ
て
崇
仏
の
範
を
垂
れ
、
仏

、
、
、
、

教
の
繁
栄
を
祈
念
し
て
こ
れ
に
擁
護
を
与
え
る
卓
越
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
タ
イ
人
一
般
の
国
王
観
念
が
こ
の
語
の
中
に
込
め
ら

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
述
べ
た
タ
イ
国
王
と
サ
ン
ガ
と
の
関
係
は
、

（
第
四

・
五
碑
文
）
に
は
、
同
王
が
、

国
王
の
出
家
の
記
録
は

ス
コ
ー
タ
イ
刻
文
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。

一
三
六
一
年
の
マ
ハ
ー
タ
ン
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
一
世
碑
文

活
を
送
っ
た
が
、
そ
れ
は
、

C11) 

し
い
祭
司
や
神
々
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
仲
介
な
し
に
、
直
接
的
に
人
々
の
心
に
呼
び
か
け
る
民
主
的
宗
教
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

国
王
の
宗
教
的
行
為
は
、

王
宮
の
壁
を
越
え
て
、

ひ
ろ
く
民
衆
一
般
の
上
に
も
、
強
い
影
響
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
°
タ
イ
の
現

一
九
五
六
年
、
バ
ソ
コ
ク
の
ボ
ー
ウ
ォ
ン
ニ
ウ
ェ
ー
ト
寺
に
お
い
て
、
二
週
間
の
出
家
生

一
般
の
タ
イ
人
も
ま
た
そ
れ
に
従
う
と
こ
ろ
の
古
来
の
慣
習
に
則
っ
た
宗
教
的
行
為
で
あ
り
、
国
王
の

み
を
対
象
と
す
る
特
殊
の
慣
習
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
出
家
期
間
中
、
国
王
の
ま
と
っ
た
黄
衣
は
、
同
輩
の
ビ
ク
の
そ
れ
で
あ

り
、
国
王
も
ま
た
一
ビ
ク
と
し
て
、
早
朝
の
托
鉢
行
を
実
践
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
王
の
垂
範
的
な
崇
仏
の
行
為
は
、

衆
を
し
て
各
自
の
分
に
応
じ
た
サ
ソ
ガ
支
持
行
為
へ
と
導
き
、

国
王
ラ
ー
マ
九
世
王
(
-
九
四
六
l
)
は、

サ
ソ
ガ
支
持
層
の
拡
大
に
貢
献
す
る
。

民

―
―
―
―
六
一
年
の
雨
期
明
け
に
、
金
一
万
、
銀
一
万
、
子
安
貝
一

0
0
0万
、
き
ん
ま
一

0
0

ま
ず
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
と

圏

8
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
矢
印
は
、
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図

は

、

ゴ

ー
ク
マ

・
プ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
教
法
の
総
体
を
指
す
。

クイ国王とサンガの関係

る。 支
持
、
被
支
持
の
関
係
を
示
す
も
の
と
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
、
仏
教
と
サ
ソ
ガ
と
い
う
二
つ
の
言
葉
を
、

「
サ
ン
ガ
」
と
は
、
プ
ッ
ダ

し
ば
し
ば
無
差
別
に
用
い

て
来
た
。
し
か
し
、
仏
教
と
サ
ソ
ガ
と
は
同
意
語
で
は
な
く
、
後
者
は
前
者
の
一
構
成
部
分
を
成
す

に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
仏
教
は
、
「
ブ
ッ
ダ
」
、
「
ダ
ン
マ
」
、
「
サ
ソ
ガ
」
の
三
宝

に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
三
帰
依
（
わ
れ
プ
ッ
ダ
に
帰
依
し
奉
る
。
わ
れ
ダ
ン
マ
に
帰
依

し
奉
る
。
わ
れ
サ
ン
ガ
に
帰
依
し
奉
る
。
）
」
に
は
、
仏
教
の
構
成
要
素
が
分
析
的
に
提
示
さ
れ
て
い

ら
、
清
浄
な
サ
ン
ガ
を
移
入
し
て
、

「
プ
ッ
ダ
」
と
は
、
仏
教
の
創
始
者
で
あ
る
ゴ
ー
ク
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
で
あ
る
。

の
教
法
に
従
っ
て
修
行
す
る
出
家
者
た
ち
の
あ
つ
ま
り
で
あ
る
。
仏
教
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
コ
―
―

宝
」
は
、
等
質
な
存
在
で
は
な
い
。
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
は
、
す
で
に
こ

の
世
を
去
っ
て
二
五

0
0年
を

経
過
し
て
い
る
。
仏
教
徒
た
ち
は
、
多
様
な
表
現
形
式
を
と
っ
て
示
さ
れ
る
仏
像
を
通
し
て
「
プ
ッ

が
、
こ
の
伝
承
を
支
え
て
来
た
の
は
、

ダ
」
を
想
起
す
る
ほ
か
は
な
い
。

「
ダ
ソ
マ

」
は
、

パ
ー
リ
語
の
三
蔵
経

(
T
i
p
i
t
a
k
a

タ
イ
語

T
r
a
i
p
i
d
o
k
)

と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る

ほ
か
な
ら
ぬ
「
サ
ン
ガ
」
で
あ
る
。
前
章
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
サ
ソ
ガ
は
「
正
し

い
ダ
ン
マ
1
1
正
法
」
の
「
嗣
続
者
」
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
清
浄
な
サ
ソ
ガ
が
衰
微
す
れ
ば
、
「
正
法
」
も
ま
た
失
わ
れ
る
。

マ
ヒ
ン
ダ
長
老
以
来
、
法
燈
の
根
源
と
さ
れ
た
セ
イ
ロ
ソ
の
サ
ン
ガ
が
外
国
勢
力
の
侵
入
に
よ
っ
て
衰
え
た
と
き
、
シ
ャ
ム
な
ど
か

(15) 

正
法
の
復
活
を
は
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
上
座
部
仏
教
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
「
サ
ン
ガ
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、

「
ダ
ソ
マ
」
と

サ
ソ
ガ
の
組
織
に
よ
っ

て
伝
承
さ
れ
る
宗
教
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
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討
を
通
じ
て
、

の
で
あ
る
。

両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

〔仏教の擁護者〕

図9 国王，サンガ，正法の相互関係

王
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
保
護
で
あ
っ
た
。
国
王
は
、
サ
ン
ガ
を

の
繁
栄
を
可
能
と
し
た
の
は
、
「
仏
教
の
擁
護
者
」
と
し
て
の
国

在
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
規
模
の
拡
大
し
た

「
サ
ソ
ガ
」

第
三
者
、
す
な
わ
ち
在
家
者
の
支
持
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
存

れ
る
。

一
方
、
「
サ
ン
ガ
」
は
、
出
家
者
の
集
団
で
あ
る
か
ら
、

し
た
「
正
法
」
は
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

う
な
関
係
を
し
め
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
プ
ッ
ダ
」
の
説
示

J

の
図
は
、
「
国
王
」
、
「
サ
ン
ガ
」
、
「
正
法
」
三
者
の
つ
ぎ
の
よ

図
9
は
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
図

8
を
修
正
し
た
図
で
あ
る
。

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

社
会
的
事
実
と
し
て
の
仏
教
の
考
察
上、

「
サ
ソ
ガ
」
の
中
に
保
存
さ
れ
、
「
サ
ン
ガ
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ

支
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
、

正
法
の
存
続
に
貢
献
し
た

「
国
王
」
と
「
サ
ソ
ガ
」
、
「
サ
ソ
ガ
」
と
「
正
法
」
に
お
け
る
支
持
・
被
支
持
の
関
係
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら

ば
、
「
国
王
」
と
「
正
法
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
に
お
い
て
は
、
「
正
法
王
」
と
い
う
概
念
の
検

一
義
的
重
要
性
を
も
っ

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、

「サ

ソ
ガ
」
こ
そ
は
、
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第 1部 第 2章 サソガと国家

学
者
の
努
力
が
払
わ
れ
た
。

大
き
い
。

第
三
節

「
。
フ
ラ

・
タ
マ
サ

ー
ト
」

と

「
正
法
王
」

タ
イ
の
古
代
法
は
、
古
く
か
ら
、
イ
ソ
ド
法
系
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

タ
イ
の
古
代
法
典
中
、
も
っ
と
も
基
本
的
地
位

を
占
め
る
「
プ
ラ

・
タ
マ
サ

ー
ト

P
h
r
a
t
h
a
m
m
a
s
a
t
」
が
、

「
ダ
ル
マ
シ

ャ
ー
ス
ト
ラ

D
h
a
r
ma
,;:astras
」
と
、

語
源
的
に
一
致
す
る
と

い
う
言
語
的
事
実
の
存
在
も
、
こ
う
し
た
見
解
を
支
持
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ

ソ
ド
法
と
タ
イ
古
代
法
と
の
関
係
が
、

具
体
的

な
条
文
の
照
合
と
い
う
手
続
に
よ
っ
て
、

実
証
的
に
解
明
さ
れ
た
の
は
、

法
」
に
お
け
る
奴
隷
の
七
区
分
、
利
益
は
元
本
の
金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
「
賃
借
法
」
の
規
定
な
ど
の
五
項
目
を

(1
)
 

取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
規
定
を
、
『
マ
ヌ

の
法
典
』
の
中
に
見
出
し
て
両
者
の
関
係
を
学
問
的
に
立
証
し
た
。

近
年
に
至
っ

て、

東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
上
座
部
仏
教
諸
国
に
お
け
る
古
代
法
典
の
比
較
研
究
が
進
展
し
、
あ
わ
せ
て

タ
イ
古
代

法
の
集
大
成
で
あ
る
『
三
印
法
典
』
テ
キ
ス
ト
の
批
判
的
研
究
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
『
三
印
法
典
』
と
「
ダ
ル
マ
シ
ャ

ー

ス
ト
ラ
」

の
間
に
は
、
細
部
に
わ
た
っ
て
か
な
り
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
、
「
ダ
ル
マ
シ

ャ
ー
ス

ト
ラ
」
に
は
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
な
い
仏
教
的
表
現
が
、
『三
印
法
典
』
の
「
プ
ラ

・
ク
マ
サ

ー
ト
」
な
ど
に
多
く
存
在
す
る
事
実

が
注
目
を
ひ
き
、
「
ダ
ル
マ

シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
」
と
「
プ
ラ
・
タ
マ
サ
ー
ト
」
と
の
問
に
介
在

す
る
、

第
三
の
法
典
を
見
出
す
た
め
に

(
1
4
)
 

(
1
5
)
 

一
九

0
五
年
、
政
尾
は
「
比
較
法
学
の
一
研
究
と
し
て
の

タ
イ
固
有
法
の
考
察
」

と
題
す
る
論
考
を
発
表

し
て
、

「
奴
棘

本
書
第

一
章
第
三
節
参
照
。

本
書
二
五
ー
ニ
六
頁
。

タ
イ
国
司
法
省
顧
問
政
尾
藤
吉
の
努
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
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一
九
三
七
年
、

フ
ラ
ン
ス
人
法
制
史
家
レ
ニ
ソ
ガ

R
o
b
e
r
t

L
i
n
g
a
t

は
、
『
古
代
シ
ャ
ム
法
に
お
け
る
イ
ソ
ド
の
影
響
』
と
題
す
る

モ
ノ
グ
ラ
フ
を
著
わ
し
て
、

文
に
よ
れ
ば
、

タ
イ
の

「
プ
ラ

・
タ
マ
サ

ー
ト
」
の
直
接
の
起
源
が
、
イ
ソ
ド
の
「
ダ
ル
マ
シ
ャ

ー
ス
ト

ラ
」
で
は
な

く
、
下
ビ
ル
マ
の
有
力
な
仏
教
徒
で
あ
る
モ
ソ
族
が
仏
教
的
に
改
作
し
た
「
ダ
ン
マ
サ
ッ
タ
ン

D
h
a
m
m
a
s
a
t
t
h
a
m
」
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
た
。
こ
の
フ
ラ
ソ
ス
の
碩
学
の
見
解
は
、
今
日
、
学
界
の
定
説
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

一
八

0
五
年
、
プ
ラ
プ
ッ
タ
ヨ
ー
ト
フ
ァ
王
ラ
ー
マ
一
世
（
一
七
八
ニ
ー
一
八

(
3
)
 

0
九
）
の
勅
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
『
三
印
法
典

K
a
t
m
a
i
T
r
a
 
S
a
m
 D
u
a
n
g
』
の
冒
頭
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
序

か
つ
て
マ
ノ
ー
サ
ー
ソ
仙

P
h
r
a
M
a
n
o
s
a
n
 
R
u
s
i

が
マ
ガ
ダ
語

(
1
1

バ
ー
リ
語
）
を
も
っ
て
述
べ
た
ダ
ン
マ
サ
ッ
タ

ソ
(
1
1

プ
ラ
・
タ
マ
サ
ー
ト
）
は
、
相
承
さ
れ
、
ラ
ー
マ
ソ
国
（
モ
ン
族
の
国
家
）
に
お
い
て
、
ラ
ー
マ
ソ
の
言
語
（
モ
ソ
語
）
を

も
っ
て
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
が
、
サ
ヤ
ー
ム
国
（
タ
イ
国
）
で
は
、

(

4

)

 

語
）
に
移
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
だ
こ
れ
を
知
り
難
い
の
で
、

サ
ヤ
ー
ム
の
言
葉
（
タ
イ

こ
の
タ
イ
語
本
「
プ
ラ
・

ク
マ
サ

ー
ト
」
は
、
二
部
に
分
か
れ
、
前
半

(
-
1
四
、
章
節
の
区
分
は

L
i
n
g
a
t

本
に
し
た
が
う
）

は
、
創
世
神
話
を
そ
の
内
容
と
し
、
後
半
（
五
ー
十
一
）
で
は
、
「
裁
判
官
の
性
質
」
、
「
訴
訟
の
原
因
」
な
ど
、
裁
判
に
関
す
る
諸

事
項
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
と
く
に
前
半
に
は
、
仏
教
経
典
の
影
響
が
濃
厚
に
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
を
概
観
す

る
な
ら
ば
、
ま
ず
「
プ
ッ
ダ
」
、
「
ダ
ソ
マ
」
、
「
サ
ソ
ガ
」
の
「
三
宝
」
の
礼
拝
に
始
ま
り
、
こ
れ
に
続
い
て
、
『
長
部
経
典
』
の
「
起

世
因
本
経

A
偲
anfi
翌

S
u
t
t
a
n
t
a
」
を
思
わ
せ
る
創
世
説
話
が
語
ら
れ、

つ
い
で
七
宝
を
具
足
し
て
四
大
州
を
統
治
す
る
マ
ハ
ー
・
ソ

ム
テ
ィ
ラ
ー
ト
王

P
h
r
a
c
h
a
o
M
a
h
a
 
S
o
m
m
u
t
i
r
a
t
 
(パ

ー
リ
語
の
M
a
h
a
s
a
m
m
a
t
a

王
）
と
、
そ
の
大
臣
で
あ
る
マ
ノ
ー
サ
ー
ソ
の
物

語
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
マ
ノ

ー
サ
ー

ソ
は
後
年
出
家
し
、
修
行
の
結
果
超
能
力
を
体
得
し
て
世
界
の
果
て
に
あ
る
チ
ャ
ク
ラ
ワ

ー

ソ
山
に
赴
き
、
そ
の
山
腹
に
巨
象
の
如
き
大
文
字
を
も
っ
て
し
る
さ
れ
た
パ
ー
リ
語
の
「
プ
ラ

・
タ
マ
サ

ー
ト
」
を
記
憶
し
て
帰
り
、

現
存
す
る
タ
イ
語
の
「
プ
ラ
・
タ
マ
サ
ー
ト
」
は
、
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ハ
ー
・

タ
ン
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー

デ
ィ
ヤ
ミ
ガ
・
ジ
ャ
ー
ク
カ
」
に
よ
れ
ば
、

(
5
)
 

そ
れ
を
マ
ハ
ー

・
ソ
ム
テ
ィ
ラ

ー
ト
王
の
た
め
に
書
き
録
し
た
の
が
、
「
プ
ラ

・
タ
マ
サ

ー
ト
」
の
起
源
で
あ
る
と

い
う
（
ニ
ー
四
）
。

マ
ノ

ー
サ
ー

ソ
仙
は
、
「
プ
ラ

・
タ
マ
サ

ー
ト
」
の
な
か
で
、
マ
ハ
ー
・

ソ
ム
テ

ィ
ラ
ー

ト
に
向
か
い
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
王

者
の
心
得
を
説
い

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
者
た
る
者
は
、
「
十
種
の
王
法

R
a
c
h
a
t
h
a
m

(= R
a
ja
d
h
a
m

m
a
)
」
を
具
足
し
、
五
戒
を

持
し
、
仏
日
に
は

八
斎
戒
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
生
き
と
し
生
け
る
者
す
べ
て
に
対
し
て
慈
悲
の
心
を
持
ち
、
つ
ね

に
「
プ
ラ
・
タ
マ
サ
ー
ト
」
の
学
習
を
怠
ら
ず
、
ま
た
、
王
に
対
す
る
奉
仕

・
非
奉
仕
の
正
邪
を
判
断
し
、
行
な
い

正
し
ぎ
者
を
励

(
6

)
 

ま
し
、
正
義
に
適
う
手
段
に
よ
っ
て
王
室
を
富
ま
し
め
、
王
室
の
繁
栄
を
は
か
る
と
い
う
「
四
法
」
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
十
種
の
王
法
」

と
は
、

王
者
の
備
え
る
べ
き
十
種
の
特
質
を
指
し
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
は
、
し
ば

、
、
、
、
、

(
7

)

し
ば
、

「
王
法
」
を
具
足
し
た
王
が
、
「
法
を
も
っ
て
統
治
を
行
な
う

d
h
a
m
m
e
n
a
raj
ja
m
 kareti
」
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
る
。
「
ナ
ソ

「
十
種
の
王
法
」
の
内
容
は
、

d
a
n
a

(
布
施
）
、
sil
a

(
戒
）
、
宮
n
c
c
a
g
a

(
喜
捨
）
、
ajj
a
v
a

（
正
直
）
、

m
a
d
d
a
v
a

(
柔
和
）
ヽ
ta
p
o

(
苦
行
者
）
、
a
k
k
o
d
h
a

(
無
念
）
、

a
v
1
h
1
m
s
a

(
慈
悲
）
、
k
h
a
n
t
i
(
忍
辱
）
、
a
v
1ro
d
h
a
n
a

(
非
妨
害
）

(
8
)
 

で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
十
種
の
王
法
を
備
え
た
国
王

の
統
治
は
、
「
ダ
ン
マ
（
法
）
に
よ
る

d
h
a
m
me
n
a
」
統
治
で
あ
り
、
「
王
を

(
9
)
 

囲
む
者
も
ま
た
義
し
」
く
あ
る
と
こ
ろ
の
理
想
的
統
治
と
さ
れ
る
。

「
ダ
ン
マ
（
法
）
を
も
っ
て
統
治
を
行
な
う
王
」
と
い
う
名
は
、

タ
イ
国
王
の
呼
称
と
し
て
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
ス
コ
ー
タ
イ
碑
文
に
は
、
「
タ
ソ
マ
ラ
ー
ト

t
h
a
m
m
a
r
a
t
(
d
h
a
m

m
araja)
」
、
「
タ
ソ
マ
ラ

ー
チ
ャ

ー
th
a
m

m
a
r
a
c
h
a
(
d
h
a
m
ma
raj
a)
」
、

「
タ
ソ
ミ
カ
ラ

ー
ト
t
h
a
m
m
i
k
a
ra
t
(
d
h
a
m
m
1
k
a
r
i
i
j
a
)
」
、
「マ

ハ
ー
・
タ
ン
マ
ラ
ー
ト

m
a
h
i
i

t
h
a
m
m
a
r
a
t
 
(
m
a
hii 
d
h
a
m

m
a
raja
)
」
、
「マ

m
a
h
a
 
t
h
a
m
m
a
r
a
c
h
a
 
(
ma
h
a
 d
h
a
m
m
a
r
a
j
a
)
 J

、

t
h
a
m
m
a
r
a
c
h
a
t
h
irat 
(
m
a
h
a
 
d
h
a
m
m
a
r
a
j
a
d
h
i
r
a
j
a
)
」
介
5

ジ
J

の
用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
ダ

ソ
マ

を
も
っ
て
統
治

(10
)
 

す
る
王」
、
「
正
法
王
」
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
て
、

「
マ
ハ
ー

・
タ
ン
マ
ラ

ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ラ

ー
ト

m
a
h
a
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し
て
い
る
状
況
を
示
す
具
体
的
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
上
し
た
。
こ
の
よ
う
な
正
法
に
も
と
る
行
為
を
行
な
っ
た
か
ら
に
は
、
（
国
王
と
い
え
ど
も
）
す
で
に
国
家

(
1
4
)
 

の
敵
で
あ
り
、
こ
れ
を
放
置
し
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ぬ
。
す
べ
か
ら
く
処
刑
す
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
、
と
」
。

こ
の
一
節
は
、

タ
イ
に
お
け
る
伝
統
的
支
配
の
正
統
性
が
、
仏
教
的
意
味
に
お
け
る
「
法
」
な
い
し
「
正
法
」
（
ダ
ン
マ
）
に
依
拠

「
国
王
が
か
か
る
不
誠
実
、
非
法

a
t
h
a
m
m
a

を
行
な
う
と
き
、

し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
る
に
い
た
る
。

『
長
部
経
典
』
の
「
転
輪
聖
王
師
子
吼
経
C
a
k
k
a
v
a
t
t
i
S
i
h
a
n
a
d
a
 S
u
t
t
a
n
t
a
」
は
、
仏
教
的
理
想
王
で
あ
る
「
転
輪
聖
王
c
a
k
k
a
v
a
t
t
t
n
」

に
つ
い
て
述
べ
た
経
典
で
あ
る
が
、
こ
の
経
典
は
、
「
プ
ラ
・
ク
マ
サ
ー
ト
」
な
い
し
、
「
ダ
ソ
マ
サ
ッ
タ
ソ
」
の
著
者
に
大
き
な
影

(11
)
 

響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
転
輪
聖
王
師
子
吼
経
」
の
つ
ぎ
の
一
節
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

「し
か
ら
ば
、
わ
が
子
よ
、

お
ま
え
は
、

k
a
r
o
n
t
o
)
、
法
を
尊
敬
し

(
d
h
a
m
m
a
I
J
1
m
a
ne
n
t
o
)
、
法
を
尊
重
し

(
d
h
a
m
m
a
IJ1
m
a
n
e
n
t
o
)
、
法
を
崇
拝
し

(
d
h
a
m
m
a
I
J
1
p
u
i
e
n
to)
、
法
を

敬
い

(
d
h
a
m
m
a
111
a
窟
8
1
y
a
m
a
n
o
)
、
法
憧
と
な
り

(
d
h
a
m
m
a
d
d
h
a
J
O
)
、
法
織
と
な
り
、
法
を
も
っ
て
首
と
し

(
d
h
a
m
m
a
d
h
1
p
a
t
e
y
y
o
)
、

(12) 

正
法
の
守
護
者

(rakkhavaraQ.a-gutti111)

…
…
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

こ
の
よ
う
な
行
為
規
範
を
守
る
国
王
は
、
理
想
の
王
者
で
あ
り
、
「
正
法
者

d
h
a
m
m
a
r
a
j
a
」
と
し
て
、
自
ら
の
支
配
を
正
当
化
す

(13) 

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
し
国
王
が
「
法
」
に
よ
ら
な
い
統
治
を
行
な
い
、
ク
イ
語
で
言
う
と
こ
ろ
の

a
t
h
a
m
m
a

(八
a
d
h
a
m
m
a
)
、

す
な
わ
ち
「
非
法
」
に
お
ち
い
る
な
ら
ば
、

卿
等
も
っ

て
い
か
ん
と
な
す
。

大
臣
た
ち
は
、
こ
の
問
に
答
え

つ
ね
に
か
の
法
に
依
り

(
d
h
a
m
m
a
I
J
1
y
e
v
a
 
m
s
s
a
y
a
)
、
法
を
恭
敬
し

(
d
h
a
m
m
a
I
J
1
g
a
r
u
 

か
れ
の
支
配
は
、
そ
の
正
統
性
を
失
い
、
逆
に
そ
の
支
配
の
拒
否
が
、

正
統
性
を
獲
得

ト
ン
プ
リ
朝
の
タ
ー
ク
シ
ン
王
（
一
七
六
七
ー
一
七
八
二
）
は
、
晩
年
、
精
神
錯
乱
に
陥
り
、
理
由
な
く
臣
下
を
罰

す
る
な
ど
の
「
非
法
」
を
行
な
っ
た
が
、
「
王
朝
年
代
記
」
は
、
こ
の
「
非
法
王
」
を
処
刑
し
よ
う
と
す
る
臣
下
の
行
為
を
正
当
化

80 



第 1部 第 2章 サンガと国家

i
釘
／忍） 院で`、

〔仏教の擁護者）
う

図10 仏教国における伝統的な国家と宗教の基本構造を示す概念図

に
よ
っ
て
統
治
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、

国
王
が
サ
ン
ガ
を
支
え
、

サ
ン
ガ
は
正
法
を
嗣
続
し
、
正
法
は
国

者
を
、
日

々
の
な
り
わ
い
の
煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
し
て
、
超
俗
的
持

る
国
王
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
援
助
が
、
サ
ン
ガ
を
形
成
す
る
出
家

を
自
己
に
課
す
。
歴
史
的
に
は
、
「
仏
教
の
至
高
の
擁
護
者
」
で
あ

在
家
者
は
、
持
戒
す
る
出
家
者
の
日
常
的
生
活
を
支
持
す
る
任
務

清
浄
性
は
、
正
し
く
持
戒
す
る
出
家
者
た
ち
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

嗣
続
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
ダ
ソ
マ
」
の
存
在
は
、
「
サ

得
る
。

一
方
、
「
ダ
ン
マ
」
自
体
は
清
浄
な
「
サ
ソ
ガ
」
に
よ
っ
て

に
よ
る
」
国
王
の
支
配
は
正
統
性
を
与
え
ら
れ
て
、
人
民
の
臣
服
を

「
ダ
ソ
マ
」
は
、
国
王
支
配
の
正
統
性
原
理
を
な

し
、
「
ダ
ソ
マ

前
節
に
お
い
て
、
国
王
は
サ
ソ
ガ
の
擁
護
を
通
し
て
、
正
法
の
維
持
に
貢
献
す
る
こ
と
を
考
察
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結

果
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
正
法
」
と
は
、
国
王
に
よ
る
支
配
の
正
統
性
原
理
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
い
ま
「
国
王
は
、
法

か
れ
の
支
配
を
正
当
化
す
る
」
と
い
う
本
節
の
命
題
を
、
前
節
に
掲
げ
た
図
式
に
「
代

入
」
す
る
な
ら
ば
、
「
国
王
」
、
「
正
法
」
、
「
サ

ソ
ガ
」
の
三
者
を
結
ぶ
関
係
は
、

図
10
の
よ
う
に
ま
と
め
て
図
示
す
る
こ
と
が
で
き

国
家
と
宗
教
の
甚
本
構
造
を
示
す
概
念
國
で
あ
る
。

ソ
ガ
」
の
清
浄
性
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
サ
ソ
ガ
」
の

戒
修
行
の
生
活
形
態
の
存
続
を
許
す
基
礎
的
条
件
を
つ
く
っ
た
。

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
図
は
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
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、

、
0

し
ょ

し

t (
1
2
)

D
ig
h
a
 N
i
k
i
i
y
a
,
 X

X
V
I
,
 5.
 

(
1
3
)

P
r
i
nce 
D
h
a
n
i,
 Loe
.
 ci
t.
 

(
1
4
)
K
r
o
m
 S
i
n
l
a
p
a
k
o
n
,
 P

h
r
a
r
ii
t
c
l
~
S
p
h
gg
siiwadiin 
c
h
a
b
a
p
 
P
h
r
a
r
i
i
t
c
h
a
h
attiu
忌
蓉
d.
（

P
h
d
K
Chol)）

B
a
n
g
k
o
k
:
O
d
3
n
 St
ore
,
 

1962
.
 
p
p
.
 4
3
7
-
4
3
8
-

ト
レ
ル
チ

E
r
n
s
t
T
ro
e
ltsc
h

が、

キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
か
れ
の
古
典
的
研
究
の
中
で
、
「
教
会

d
ie
K
i
r
c
h
e
」
と、

「
セ
ク
ト

J,
e

(1
)
 

S
e
k
t
e
」
の
別
を
立
て
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ

に
お
け
る

「
教
会
」

と
「
セ
ク
ト
」
の
概
念
は
、
か
れ
の
主
た
る

関
心
の
対
象
と
な
っ
た
十
六
世
紀
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
的
諸
組
織
を
、
そ
の
経
験
的
諸
特
徴
に
甚
づ
い
て
二
分
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

宗
教
的
組
織
体
一
般
の
類
型
論
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
ト
レ

ル
チ
以
後
、

ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
、

宗
教
学
者
の
業
績
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
宗
教
的
組
織
体
類
型
論
は
、

精
緻
化
を
志
向
し
て
お
り
、
「
教
会
」
と

「
セ
ク
ト
」

と
い
う
概
念
は
、
今
日
も
な
お
、
そ
の
基
本
的
重
要
性
を
失
う
に
は
至
っ
て

ト
レ
ル
チ
以
降
の
「
教
会

・
セ
ク
ト
」
概
念
の
展
開
は
、
大
別
し
て
つ
ぎ
の
二
方
向
を
と
っ
て
来
た
。
そ
の
―
つ
は
、

(

2

)

(

3

)

（

4
)

（

5
)
 

H
.
 Ri

c
h
a
r
d
 
N
ieb
u
h
r
、
ベ
ッ
カ

ー
H
o
w
a
r
d

l3t娑
er
、
イ
ソ
ガ

ー
J.

M
i
l
t
o
n
 
Y
i
n
ger
、
シ
ュ
タ
ル
ク

W
e
r
n
e
r
S
tar
k
、

ロバ

ー
ト

ソ
ソ

(6
)
 

R
o
l
a
n
d
 
R
o
b
e
rtson
、
ら
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
類
型
概
念
精
緻
化
の
方
向
で
あ
り
、
他
の
一
っ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
に
始

(7
)
 

ま
る
こ
れ
ら
の
類
型
論
を
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
的
組
織
体
に
対
し
て
適
用
す
る
こ
と
の
可
能
性
の
探
究
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

(
8
)
 

も
こ
う
し
た
先
例
に
な
ら
な
い
、
こ
れ
ら
の
類
型
論
の
中
で
、
と
り
わ
け
「
教
会
（
ニ
ク
レ
シ
ア
）
」

の
概
念
を
、
タ
イ
国
に
お
け
る

第
四
節

「
仏
教
的
ニ
ク
レ
ジ
ア
」
と
そ
の
構
造

令ヽ

-
1
ノ
ー

い
ず
れ
も
ト

レ
ル
チ
の
概
念
の

一
九
二

0
年
代
の
末
か
ら
、
と
く
に
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特
徴
を
備
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ペ
ッ
カ
ー
は
、
か
れ
の

「
ニ
ク
レ
ツ
ア
」

の
概
念
に
つ

い
て
、

「（ニ

ク
レ
シ
ア
は
）
著
し
く
保
守
的
な
組
織
体
で
あ
り
、
社
会
生
活
の
世
俗
的
側
面
と
の
あ
か
ら
さ
ま
な
対
決
を
避
け
、
普
遍

、
、
、
、
、
、

(9
)

性
を
も
っ
て
そ
の
公
然
た
る
目
標
に
掲
げ
る
」
。
「
成
員
は
ニ
ク
レ
シ
ア
の
中
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

ア
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ェ
ク
レ
シ
ア
は
、
そ
れ
ゆ
え
国
家

(t
h
e
n
a
t
i
o
n
 
o
r
 the
 state)

に
似
た
社
会
組
織
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

エ
ク
レ
ン

い
か
な
る
意
味
に
お
い

て
も
選
択
的
で
は
な
い
。

人
は
ひ
と
た
び
、

家
族
、
民
族
の
一
員
と
し
て
出
生
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ

の
必
然
的
帰
結
と
し
て
ェ
ク
レ
シ
ア
の
成
員
と
な
る
の
で
あ
る」
。
「
エ
ク
レ
シ
ア
は
、
そ
の
与
え
る
恩
寵
の
手
段
、
制
定
さ
れ
た
教

理
、
秘
跡
の
正
し
い
授
与
、
聖
職
者
に
よ
る

（
平
信
徒
の
）
教
導
を
重
要
視
す
る
」
。
「
エ
ク
レ
シ
ア
は
、
そ
の
包
括
す
る
地
域
の
範

囲
に
よ
っ
て
、

〈
多
国
問
ニ
ク

レ
シ
ア

intern
at
ion
a
l
ecclesia
〉
と、

〈
一
国
ェ
ク
レ
シ
ア

n
a
t
i
o
n
a
l
eccles
ia
〉
の
別
を
立
て
る
こ
と
が

(10
)
 

で
き
る
。
前
者
の
最
適
例
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
で
あ
り
、
後
者
の
例
と
し
て
は

ル
ー
テ
ル
派
と
英
国
国
教
会
が
挙
げ
ら
れ

よ
う
」
。

「エ

ク
レ
シ
ア
」
を
こ
の
よ
う
な
諸
特
徴
を
も
つ
概
念
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
ク
イ
の
サ
ン
ガ
は
、
き
わ
め
て
「
エ
ク
レ
シ
ア
」
的

さ
て
個
人
は
、
生
涯
の
間
に
か
れ
の
所
属
す
る
社
会
の
主
要
な
価
値
と
諸
ッ
ソ
ボ
ル

を
学
習
し、

る
。
ク
イ
全
国
に
は
四
・
六
キ
ロ
平
方
に
一
寺
の
割
合
で
寺
院
が
存
在
す
る
。
村
に
は
、

一
定
の
規
準
に
従
っ
て
こ
れ
ら

の
価
値
を
表
出
す
る
方
法
を
習
得
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
が
あ
る
社
会
の
中
に
統
合
さ
れ
る
基
本
的
プ
ロ
セ
ス
は
、
「
社
会
化

(
1
1
)
 

s8ialization
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
ず
、

タ
イ
人
の
社
会
化
の
過
程
に
お
け
る
仏
教
あ
る
い
は
サ
ン
ガ
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

(12
)
 

こ
と
に
し
よ
う
。
特
殊
な

一
部
の
地
域
を
除
く
な
ら
ば
、
経
験
的
に
も
、
統
計
的
に
も
、
タ
イ
人
は
仏
教
の

「
中
に
生
ま
れ
」
て
い

か
な
ら
ず
寺
院
が
あ
り
、
地
域
社
会
住
民

の
生
活
に
密
着
し
た
宗
教
的

・
世
俗
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
社
会
の
中
に
あ
っ
て
ク
イ
の
子
供
は
、
物
心
が
つ
く
こ

で
は
な
い
。

サ
ソ
ガ
の
構
造
の
解
明
の
た
め
に
用
い
て
み
よ
う
と
思
う
。

ェ
ク
レ
シ
ア
に
加
入
す
る
の
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「国王」＝「仏教徒」

「タイ人」＝「仏教徒」

仏教徒である こと の規範性

図11 特殊クイ的次元における一つの規範性

ガ
」
で
あ
る
。

在
家
教
団
は
、
「
サ
ソ
ガ
」
の
支
え
手

u
苫
th
a
m
b
h
a
k
a

で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

様
で
は
な
い
。
第
一
に
、
仏
教
的
価
値
の
担
い
手
は
、

一
義
的
に
は
あ
く
ま
で
も

「
サ
ソ

前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
仏
教
は
、
出
家
者
の
教
団
で
あ
る
「
サ
ン
ガ
」

と
、
こ
れ
を
支

え
る

「
在
家
教
団
」
と
い
う
、
明
確
に
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
集
団
か
ら
成
る
宗
教
で
あ
る
。

し
か
し
仏
教
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の

「
教
団
」
は
、
そ
の
性
格
と
重
要
性
に
お
い

て
一

の
で
あ
る
（
図
11
)
。

念
の
成
立
す
る
以
前
の
、
特
殊
ク
イ
的
次
元
に
お
い
て
、

ろ
か
ら
、
家
庭
、
学
校
、
寺
院
の
中
で
、
「
善
行
に
よ
っ
て
善
果
を
得
、
悪
行
に
よ
っ
て
悪
果
を
得
る
」
と
説
く
仏
教
的
因
果
応
報

説
を
知
り
、
輪
廻
的
秩
序
に
お
け
る
相
対
的
幸
福
獲
得
の
手
段
と
し
て
の
「
タ
ン

・
プ
ン
」
の
効
用
を
学
び
、
生
き
と
し
生
け
る
者

に
対
し
慈
悲
心
を
持
つ
こ
と
を
す
す
め
る
仏
教
的
倫
理
観
を
習
得
す
る
。
子
供
た
ち
は
ま
た
、
経
文
の
暗
誦
法
、
合
掌
、
脆
拝
な
ど
、

仏
教
的
諸
動
作
を
学
習
し
、
出
家
者
に
対
す
る
行
動
の
準
則
、
寺
院
用
語
な
ど
の
仏
教
的
ッ
ソ
ボ
ル
操
作
の
方
法
を
体
得
す
る
。
こ

う
し
た
一
連
の
学
習
は
、
仏
教
に
特
化
せ
ず
、
社
会
化
の
一
般
過
程
の
な
か
に
拡
散
し
て
い
る
。
学
習
者
に
と
っ
て
、
仏
教
的
価
値

な
い
し
シ
ソ
ボ
ル
は
、
な
ん
ら
特
殊
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
成
さ
ず
に
、

タ
イ
的
価
値
な
い
し
シ
ン
ボ
ル
と
未
分
化
に
結
合
し
て
い
る
。

「
仏
教
が
タ
イ
民
族
に
内
属
し
た
宗
教
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
、
し
ば
し
ば
、

ク
イ
民
族
と
仏
教
徒
と
が
同
義
語
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
ク
イ
に
お

い
て
は
、
む
し
ろ
非
仏
教
徒
で
あ
る

こ
と
を
公
言
す
る
時
の
方
が
、
は
る
か
に
大
き
な
自
覚
と
精
神
的
緊
張
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
国
家
的
レ
ベ

ル
で

は
、
国
王
が
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
か
く
し
て
タ
イ
人
に
と
っ
て
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
、
信
教
の
自
由
と
い
う
近
代
的
観

両
者
の
境
界
は
、
通
常
、
自
覚
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

―
つ
の
規
範
性
を
帯
び
る
に
至
る
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第
二
に
、
サ
ソ
ガ
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
、
「
聖
寵
」
の
授
与
者
で
あ
り
、
在
家
者
は
そ
の
受
益
者
で
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
決

(13
)
 

し
て
対
等
で
は
な
い
。
人
は
サ
ソ
ガ
を
媒
介
と
し
て
救
済
を
得
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
在
家
教
団
は
、
通
常
、

「
教
団」

と
呼
び
得
る
ほ
ど
の
明
確
な
組
織
を
持
た
な
い
。

タ
イ
に
お
け
る
在
家
教
団
と
は
、
現
実
に
は
全
国
に
散
在
す
る
各
寺
院

を
中
心
と
す
る
二
万
余
個
の
円
周
で
囲
ま
れ
た
地
域
内
住
民
（
仏
教
徒
）
の
集
合
体

co
―-g
1
v
1
l
y

で
あ
る
。
そ
れ
は
組
織
を
も
た
ず
、

「
共
同
の
価
値
を
共
有
し
て
い
る
た
め
に
連
帯
意
識
を
有
し
、
そ
の
た
め
に
役
割
期
待
に
応
え
よ
う
と
す
る
道
徳
的
義
務
観
念
を
習

(
1
4
)
 

得
し
て
い
る
複
数
の
人
び
と
で
」
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
の
関
係
は
、
在
家
「
教
団
」
と
「
出
家
教
団
」
と
い
う
組

織
の
間
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
在
家
者
個
人
と
サ
ソ
ガ
と
の
問
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

と
し
て
い
る
。
い
ま
、
宗
教
が
信
徒
に
約
束
す
る
救
済
の
内
容
を
「
救
済
財

Heil
sg
uter
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

タ
イ
の
民
衆
的
仏
教
の

与
え
る
救
済
財
は
、
す
ぐ
れ
て
此
岸
的
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
タ
イ
仏
教
に
お
け
る
救
済
を
、
輪
廻
的
次
元
と
、
日
常
的
次

(15) 

元
と
い
う
、
二
つ
の
次
元
で
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
に
お
け
る
救
済
財
獲
得
を
目
的
と
す
る
二
本
の
回
路
を
識
別
し
た
。
第
一

の
回
路
は
、

「
福
田
」
と
し
て
の
サ
ソ
ガ
に
対
す
る

「
タ
ン

・
プ
ン
」
に
よ
る
救
済
で
あ
る
。
「
ク
ソ
・
プ
ソ
」
は
、
現
世
を
も
そ
の

一
部
に
含
む
輪
廻
的
未
来
に
お
い
て
、
此
岸
的
救
済
財
の
獲
得
を
、
行
為
者
に
約
束
す
る
。
第
二
の
回
路
は
、
「
聖
性
あ
る
存
在
」

と
し
て
の
サ
ソ
ガ
の
執
行
す
る
呪
術
に
よ
る
救
済
で
あ
っ
た
。

仏
教
呪
術
は
、
被
術
者
に
日
常
的
次
元
に
お
け
る
救
済
財
の
獲
得
を

約
束
す
る
。

輪
廻
的
次
元
に
せ
よ
、
日
常
的
次
元
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
回
路
の
い
ず
れ
か
、
あ
る
い
は
双
方
に
よ
っ
て
、
救
済
財
が
も
た

ら
さ
れ
る
た
め
に
は
、
サ
ソ
ガ
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
り
、

ら
な
か
っ
た
。
サ
ソ
ガ
は
、
そ
の
清
浄
性
に
お
い
て
、

し
か
も
そ
の
「
サ

ン
ガ
」
は
、
「
清
浄
な
る
サ
ン
ガ
」

で
な
け
れ
ば
な

は
じ
め
て
、
「
福
田
」
と
な
り
、
「
聖
性
あ
る
存
在
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
注

さ
て
、
個
人
は
「
サ
ソ
ガ
」
に
何
を
期
待
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
宗
教
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
人
間
の
救
済
を
目
的
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目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

サ
ソ
ガ
の
「
清
浄
性
」
が
、
個
々
の
出
家
者
の
内
面
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
外
面
的

・
形
式

的
超
俗
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
個
々
の
出
家
者
に
お
け
る
高
い
宗
教
性
の
有
無
は
不
問
に
付

さ
れ
、
持
戒
、
寺
院
止
住
、
剃
髪
、
パ
ー
リ
語
使
用
、
黄
衣
着
用
な
ど
を
指
標
と
す
る
超
俗
性
の
形
式
的
満
足
の
み
が
、

要
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
ウ

。ハソ

ソ
ボ
ッ
ト

u
p
a
s
o
m
b
o
t

(
u
p
a
s
a
m
p
a
d
a
)
」
と
い
う
正
式
の
手
順
を
経
て
、

な
っ
た
ビ
ク
は
、

「福
田
」
な
い
し
「
聖
性
あ
る
存
在
」
と
し
て
の
サ
ソ
ガ
の
資
質
を
分
有
す
る
と
考
え
ら
れ
、

よ
っ
て
サ
ソ
ガ
が
現
前
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
前
す
る
サ
ソ
ガ
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
宗
教
的
行
為
の
有
効
性
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

ビ
ク
個
々
人
の
資
質
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く

(ex
ope
re
 operantis)
、

し
て
の
サ
ソ
ガ
に
認
め
ら
れ
た
資
質
に
依
存
す
る

か
れ
が
分
有
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
客
観
的
存
在
と

(ex 
opere 
opera to)
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

会
に
代
表
さ
れ
る
「
ニ
ク
レ
シ
ア
」
と
近
似
し
た
性
格
を
も
つ
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
正
統
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

(16) 

に
お
け
る
と
同
様
に
、
「
恩
寵
へ
の
参
与
は
完
全
に
合
理
化
さ
れ
制
度
化
さ
れ
」
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
原
罪
を
負
う
と
さ
れ
る
人
間
は
、
神
が
キ
リ
ス
ト
を
と
お
し
て
教
会
内
に
創
設
し
た
秘
跡
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
恩
瀧
の
も

(17
)
 

と
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
洗
礼
」
は、

「諸
秘
跡
の
門
器
c
r
a
m
e
n
t
o
r
u
m
ia
n
u
a
」
と
呼
ば
れ
、
他
の
恩
寵
＂
秘
跡
に
あ
ず
か
る
た

(18) 

め
の
条
件
で
あ
り
関
門
を
な
す
と
言
わ
れ
る
。
仏
教
に
お
い

て
洗
礼
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
は
仏
教

に
は
、
洗
礼
の
も
つ
機
能
を
果
た
す
儀
礼
は
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

サ
ソ
ガ
の
正
成
員
と

か
れ
ら
の
存
在
に

タ
イ

の
サ
ソ
ガ
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教

前
述
し
た
二
つ
の
回
路
に
よ
る
救
済
が
達
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
す
く
な
く
と
も
つ
ぎ
の
三
つ
条
件
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
「
清
浄
な
る
サ
ソ
ガ
」
で
あ
る
。
「
清
浄
な
る
サ
ソ
ガ
」
と
救
済
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に

述
べ
た
。
第
二
は
、
救
済
を
望
む
者
が
、
仏
教
的
信
仰
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
か
れ
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
救
済

へ
の
回
路
の
正
統
性
に
つ
い
て
の
信
仰
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
自
ら
が
仏
教
徒
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

一
義
的
重
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s
1
k
k
h
a
p
a
d
a
m
 
s
a
m
a
d
i
y
a
m
1
.
 

確
信
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
条
件
は
、
信
仰
の
内
容
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
自
ら
が
す
で
に
「
神
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
子
と
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
信
念
を
指
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
信
念
は
、
「
洗
礼
」
と
、

の
絶
え
ざ
る
反
復
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
在
家
戒
が
仏
教
徒
と
し
て
の
行
為
準
則
で
あ
り
、

さ
ら
に

は
「
堅
信
」
と
い
う
「
消
え
ざ
る
印
号

character
mdelebilis
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た

信
念
は
、
「
洗
礼
」
と
「
堅
信
」
と
い
う
、
反
復
不
可
能
な
鍛
礼
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
在
家
戒
受
戒

a
r
a
t
h
a
n
a

s
m
」
と
い
う
儀
礼

在
家
戒
と
は
、
「
五
戒
」
と
、
そ
の
特
殊
ケ
ー
ス
と
し
て
の
「
八
斎
戒
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
発
生
的
に
は
在
家
信
徒

(19
)
 

の
行
為
規
範
と
し
て
制
定
さ
れ
た
戒
で
あ
る
し
、
現
在
で
も
そ
れ
が
た
て
ま
え
で
あ
る
こ
と
に
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
タ
イ
人
に

よ
き
仏
教
徒
は
在
家
戒
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
意
識
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
賞
讃
す
べ
き
宗
教
的
行
為
の
中
で
、
在
家
戒
の
遵
守
が
低
い
評
価
し
か
受
け
て
い
な
い

(20) 

と
い
う
農
民
意
識
調
査
の
結
果
に
も
こ
の
点
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
在
家
戒
は
、
日
常
生
活
の
中
で
一
般
の
人
々
に
ど

寺
院
に
お
い
て
も
、
家
庭
に
お
い
て
も
、
在
家
者
の
参
加
す
る
仏
教
儀
礼
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
「
三
帰
五
戒
」
の
懇
請
が
行
な
わ

れ
、
そ
の
後
で
ビ
ク
の
先
導
に
し
た
が
っ
て
三
帰
五
戒
文
の
読
誦
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
儀
礼
は
、
在
家
者
の
宗
教
生
活
の
中
で
何

度
と
な
く
反
復
さ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
が
、
す
べ
て
パ
ー
リ
語
を
も
っ
て
執
行
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
通
常
の
参
会
者
で
は
そ
の

意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
儀
礼
の
席
で
誦
唱
さ
れ
る
五
戒

・
八
戒
は
、
大
多
数
の
ク
イ
人
に
と
っ
て
は
不

可
解
な
呪
文
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
は
個
々
の
行
為
準
則
へ
の
反
省
を
呼
び
起
こ
す
よ
す
が
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
誦
唱
者
が
、
芯
z:iiitipiitii
veramaz:ii 
s
i
k
k
h
i
i
p
a
d
a
m
 s
a
m
i
i
d
iyiim1

に
始
ま
り
、

S
u
r
i
i
m
e
r
a
y
a
m
a
n
a
p
a
m
i
i
d
a
H
h
i
i
n
i
i
v
e
r
a
m
a
n
i
 

、

、

、

、

、

、

に
終
わ
る
音
連
鎖
を
、
在
家
戒
で
あ
る
と
認
識
し
、
そ
れ
が
仏
教
徒
の
遵
守
す
べ
ぎ
行
為
で
あ
る
こ
と

の
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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「サンガ法」

ビ
＂ Extra ecclesiam nulla salus" 

図12 クイ国サ｀ノガの「エクレツア」化

を
知
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
在
家
戒
が
、
儀
式
の
都
度
、
繰
り
返
し
サ

ソ
ガ

か
ら
与
え
ら
れ

る
（
授
戒
h
a
i

s
i
n
ー
ー
受
戒

rap
s
i
n
)

こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
徒
は
、
自
ら
が
「
仏
教
エ
ク
レ

シ
ア
」
の
成
員
で
あ
る
こ
と
を
反
復

確
認
し
、
救
済
へ
の
確
信
を
新
た
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
洗
礼
（
な
い
し
堅
信
）

と

「
在
家
戒
懇
請
」

と
は
、
も
し
そ

の
文
化
的
内
容
を
問
わ
ず
、
ま
た
一

方
が

「消
え
ざ
る
印
」
で
あ
り
、
他
方
は
反
復
が
む
し
ろ
勧
め
ら
れ
る
と
い
う
相
違
点
を
除
く

さ
て
タ
イ
の
サ
ン
ガ
は
、
す
で
に
十
三
、
四
世
紀
の
ス
コ
ー
タ
イ
時
代
以
来
、
国
王
権
力
の
強
い
影
孵
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
、
国
王
が
サ
ソ
ガ
に
対
し
特
別
の
関
心
を
示
し
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
サ
ソ
ガ

(
2
1
)
 

の
側
か
ら
、
世
俗
権
力
の
抑
制
的
介
入
を
要
請
し
た
こ
と
に
よ
る
。
超
世
俗
を
た
て
ま
え
と
す
べ
き
サ
ソ
ガ
が
、
積
極
的
に
世
俗
権

カ
の
庇
護
を
求
め
、
そ
の
支
援
の
下
に
自
ら
の
繁
栄
を
は
か
ろ
う
と
す
る
態
度
は
、
今
日
に

サ
ソ
ガ
に
対
す
る
俗
権
の
介
入
は
、
俗
権
自
体
の
光
被
範
囲
に
限
界
の
あ
っ

た
古
代
に
お

い
て
は
、

部
分
的
介
入
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
国
王
が
影
靭
力
を
行
使
し
得
た

の
は
、

首
都
と
そ
の
周
辺
地
域
の
寺
院
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
、

二
十
世
紀
に
入
り
、

国
内
の
統
治
機
構
が
整
備
さ
れ
、
領
域
国
家
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
大
き
な
変
貌
を
と
げ
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
そ
の
直
接
の
契
機
を
成
し
た
の
が
「
サ
ソ
ガ

法
」
の
制
定
施
行
で
あ
っ
た
。

理
組
織
の
中
に
統
合
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
新
た
に

成
立
し
た
統

一
サ

ン
ガ
に
所
属
し
な
い
と
こ
ろ
の
出
家
者
は
、
出
家
者
と
し
て
認
め
ら
れ
な

お
い
て
も
、

「
サ
ソ

ガ
法
」
は
、
全
国
に
散
在
す
る
寺
院
を
、
単

一
の
管

タ
イ
国
に
お
け
る
サ
ソ
ガ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

な
ら
ば
、

機
能
的
に
類
似
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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(
8
)

は
じ
め
て
自
覚
的
に
類
型
論
を
試
み
た
ベ
ッ
カ
ー
（
一
九
三
二
）
以
来
、
ト
レ
ル
チ
の
「
教
会
」
に
対
し
て
、
語
の
多
義
性
を
避
け
る
た

め
、
「
ニ
ク
レ
ツ
ア
羽
les
ia
」
と
い
う
用
語
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
c
.
f. 

B
e
c
k
e
r
,
 op
.
 cit
., 
p
.
 62
4
.
 

(

9

)

・ニ
る
rn
into
"
こ
の
表
現
は

、
ト

レ
ル
チ
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(
c
.
f. 
"
 hineingeboren "
 T
roeltsch
,
0
p
.
 cit
.
 p.
 37
1
 J
 

(10)

序
c
k
e
r,
o
p
.
 cit
., 
p
p
.
 62
4ー

6
2
5
,

(
11
)

G
る
rge

A. 
T
h
8
d
o
r
s
o
n
 
&
 A
c
h
i
―!es 
G
.
 T

h8
d
o
r
s
o
n
,
 A
 
M
o
d
e
r
n
 
D
ic
t
i
o
n
a
r
y
 
o
f
 
S
o
c
i
o
l
o
g
y
.
 L

o
n
d
o
n
 :
 Me
t
h
u
e
n
 
&
 C
o
., 

1
9
7
0
.
 p
p
.
 39
6
-
3
9
7
.
 

G•Duncan 

M
i
t
c
h
e
l
―》
A

D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
 
o
f
 S
o
c
w
l
o
g
y
.
 L

o
n
d
o
n
:
 
R
o
u
t
l
e
d
g
e
 
&
 K
e
g
a
n
 
P
aul
,
 19

6
8
.
 p
.
 19
4
-

(12)

た
と
え
ば
大
都
会
の
華
僑
街
、
ム
ス
リ
ム
集
中
地
域
、
山
地
民
居
住
地
帯
な
ど
。

(13)

「
サ
ソ
ガ
」
は
、
起
原
的
に
は
「
サ
ソ
ガ
」
自
身
の
成
員
を
受
益
者
と
す
る
「
相
互
受
益
組
織
体
」
で
あ
る
が
、
「
福
用
」
な
い
し
「
型
性

の
根
原
」
と
し
て
こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

、
在
家
者
を
受
益
者
と
す
る

「
サ
ー
ビ
ス
組
織
体
」
と
見
る
こ
と
が
て
き
る
。
(c
.
f. 

B
l
a
u
 

a
n
d
 
S
c
o
t
t
`
o
p
.
c
i
t
.》

p
p
.
5
1
,
5
4
.)
 

(
1
4
)

岩
井
弘
融
『
社
会
学
原
論
』
（
東
京

・
弘
文
堂

・
昭
和
四
十
七
年
）
七
二
頁
。

(
1
5
)

ア
ラ
ハ
ソ
に
至
る
道
を
含
め
れ
ば
回
路
は

―
―
一
本
と
な
る
。

(16)

堀
米
廂
―
―
-
『
正
統
と
異
端
』
（
東
京

・
中
央
公
論
社

・
昭
和
―
―
―
十
七
年
）
四
二
頁
。

(
1
7
)

ル
イ
ジ

・
チ
ヴ
ィ
ス
カ
訳
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
法
典
』
（
東
京

・
有
斐
閣

・
昭
和
―
―
―
十
七
年
）
二
九
三
頁
。

(
1
8
)

堀
米
「
前
掲
古
」
引
用
箇
所
。

(
1
9
)
K
h
a
n
t
ipalo 
B
h
i
k
k
h
u
,
 W

h
a
t
 is 
B
u
d
d
h
i
s
m
.
 Ba
n
g
k
o
k
:
 
Social 
Science 
Association 
Press 
of 
T
h
a
i
l
a
n
d
.
 19

6
5
.
 p
p
.
 77ー
8
2
.

(20)

本
書
三
六
頁
。

(21)

こ
の
形
跡
は
、
ス
コ
ー
ク
イ
刻
文
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
第
二
部
第
一
章
参
照
。
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第 2部 第 1章 スコ ークイ期における王権とサソガ

ス
コ
ー

タ
イ
期
に
お
け
る
王
権
と
サ
ン
ガ

原
始
仏
教
で
は
、
出
家
修
行
者
が
国
王
に
近
づ
く
こ
と
を
戒
律
を
も
っ
て
禁
止
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
国
王
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、

出
家
者
教
団
へ
の
俗
権
の
干
渉
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
て
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
。
釈
尊
は
国
王
を
へ
び
に
た
と
え
て
、
王
を
怒
ら

せ
ぬ
よ
う
に
し
て
己
れ
の
生
命
を
守
れ
と
教
え
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
仏
教
教
団
の
国
家
権
力
に
対
す
る
態
度
で
も
あ
っ
た
。
仏
教

教
団
は
、
国
王
と
無
用
の
軋
礫
を
起
こ
す
こ
と
を
好
ま
ず
、
も
し
そ
の
干
渉
を
避
け
き
れ
な
い
と
ぎ
に
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
服
従
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
難
を
避
け
る
こ
と
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
釈
尊
の
方
針
は
、
世
俗
的
な
問
題
に
煩
わ
さ
れ
ず
、
各

(
l
)
 

自
の
人
格
完
成
に
努
力
す
る
こ
と
が
修
行
者
の
道
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
マ
ヒ
ソ
ダ

の
布
教
に
よ
っ

て
セ
イ
ロ
ン
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
に
弘
通
し
た
い
わ
ゆ
る

「南
方
上
座
部
仏
教
」
の
よ
う
に
、

国
王
の
帰
依
を
契
機
と
し
て
仏
教
が
受
容
さ
れ
、
こ
れ
に
民
衆
が
な
ら
う
と
い
う
形
で
全
体
社
会
の
仏
教
化
が
お

こ
り
、
仏
教
が
い

わ
ば
国
教
化
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
王
な
い
し
国
家
と
の
軋
礫
は
、
経
済
的
に
自
立
で
き
ず
在
俗
者
の
物
質
的
援
助
を
前
提
と
す
る

出
家
者
教
団
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
の
根
本
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
仏
教
教
団
の
選
ん
だ
道
は
、
多
く
の
場
合
、
国
王
に
従

第

一
章

第
二
部

サ
ン
ガ
・

国
家

・
社
会

1

歴
史
の
な
か
の
仏
教

I
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属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
教
団
の
形
式
的
な
超
俗
性
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
存
在
形
式
を
「
国
家
仏
教
」
と
名

付
け
る
な
ら
ば
、

「
国
家
仏
教
」
に

は
つ
ぎ
の
二
つ
の
顕
著
な
特
徴
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一

は
、
仏
教
教
団
に
対
す
る

国
王
な
い
し
国
家
の
統
制
で
あ
る
。
古
く
は
ア
シ
ョ

ー
カ
王
が
、
教
団
の
内
部
で
紛
争
を
起
こ
し
サ
ソ
ガ

の
和
合
を
乱
し
た
ビ

ク
、

(
2
)
 

ビ
ク
ー
ー
を
教
団
か
ら
放
逐
せ

し
め
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
第
二
は
、
こ
う
し
た
王
権
に
よ
る
統
制
を
前
提
と
し
て
の
、
教

団
に
対
す
る
援
助
で
あ
り
保
護
で
あ
る
。

出
家
者
は
、
「
偉
大
な
る
ウ

バ
ー
サ
カ
」
で
あ
る
国
王
の
支
持
の

中
に
、

教
団

の
も
っ
と

も
強
固
な
存
在
と
発
展
の
基
盤
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ

た
。

タ
イ
族
が
、
今
日
の

タ
イ
国
内
に
創
設
し
た
最
古
の
王
朝
で
あ
る
ス
コ
ー
タ
イ
王
朝
に
つ
い
て
は
、

セ
デ
ス

G
8
r
g
e
C
o
e
d
e
s
、
チ

ャ
ム

C
h
a
m

T
h
o
n
g
k
h
a
m
w
a
n
、
グ
リ
ス
ウ

ォ
ル
ト

A
le
x
a
n
de
r

B
.
 G

r
i
s
w
o
l
d
、
プ
ラ

サ
ー
ト

・
ナ

・
ナ
コ

ー
ソ
P
r
a
咎
rt

N
a
 N
a
g
a
r
a
 

(
3
)
 

ら
に
よ
る
刻
文
史
料
の
解
読
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
刻
文

史
料
を
中
心
と
し
て
、

ス
コ

ー
タ
イ
期
に
お
け
る
サ
ン
ガ
の
状
況
を
、
と
く
に
王
権
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
。

注

(

1

)

中
村
元
『
宗
教
と
社
会
倫
理
』
（
東
京

・
岩
波
書
店

・
昭
和
―
―
―

十
四
年
）
―
ニ
ニ

1
―
二
八
頁
。

(
2
)

「前
掲
書
」
二
四
三
頁
。

(
3
)

ク
イ
国
内
で
発
見
さ
れ
、
今
日
ま
で
解
読
さ
れ
た

一―
―1
0
点
の
刻
文
は
、

つ
ぎ
の
四
冊

の
刻
文
史
料
集
成
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第

二
九

碑
文
ま
で
は
「
文
部
省
芸
術
局
」

(
K
r
o
m
S
i
n
l
a
p
a
k
0
1
n
)

が
、
第
三
〇
刻
文
以
降
は
「
総
理
府

・
歴
史
・
文
学

・
考
古

・
文
献
刊
行
委
員
会
」

(
K
h
a
n
a
k
a
m
m
a
k
翌
c
h
at
p
h
i
m
 e
k
a
s
a
n
 
p
r
a
w
a
t
isat 
w
a
t
t
h
a
n
a
t
h
a
m
 
lae
 b
o
r
a
n
n
a
k
h
a
di 
sa
m
n
a
k
 n
a
y
o
k
ra
tt
h
a
m
o
n
t
r
i
)

が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
連
の
登
録
番
号

(lak
thi 
1, 
la
k
 
thi 
2・・・ 
.. 
・
)
を
付
し
、
こ

れ
が
引
用
の
際
の
正
式
呼
称
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ

て
い
る
。

（例
、
1
/
2
/
5

第

一
碑
文
第
二
面
第
五
行
）
本
書
に
お
い
て
も
こ
の
慣
例
に
し
た
が
う

こ

と

に

す

る
。
な
お
本
書
で
「
刻
文
」
と
訳

し
た

も
の
の
原
語
は
、

chari:ik

で
あ
る
が
、

こ
の
語
は

in咎
rip
t
i
o
n

を
総
称
さ
せ
る
場
合
と
、
石
材
以
外
を
用
い

た

in
scription

を
意
味
さ
せ
る
場
合
と
が
あ
る
。
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p
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第 2部 第 1章 スコークイ期における王権とサンガ

今
日
、
イ
ソ
ド
シ
ナ
半
島
の
中
央
部
を
占
拠
し
て
、
そ
こ
に
民
族
国
家
を
営
む
ク
イ
族
が
、
北
方
の
雲
貴
高
原
か
ら
南
下
移
動
し

た
経
緯
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
の
点
が
多
い
。
し
か
し
、
北
緯
七
度
か
ら
二
十
六
度
、
東
経
九
十
四
度
か
ら
百
十
度
と
い
う
広
大
な

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ス
コ
ー
タ
イ
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
背
景

地
域
に
展
開
す
る
タ
イ
諸
族
の
基
本
的
居
住
形
態
が
、
い
ず
れ
も
河
谷
平
野
に
住
み
、
稲
作
を
行
な
う
定
住
民
で
あ
る
こ
と
を
考
え

(
1
)
 

る
な
ら
ば
、
そ
の
移
動
の
態
様
は
、
遊
牧
民
の
そ
れ
の
よ
う
な
急
激
か
つ
大
規
模
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
旧
村
を
棄
て

(
2
)
 

て
新
村
を
つ
く
り
、
新
村
か
ら
子
村
、
枝
村
を
の
ば
し
て
徐
々
に
浸
透
」
す
る
と
い
う
緩
慢
か
つ
持
続
的
な
過
程
で
あ
っ
た
と
思
わ

(
3
)
 

タ
イ
国
の
中
央
大
平
原
に
達
し
た
ク
イ
族
（
シ
ャ
ム
族
）
の
活
動
が
、
刻
文
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る

十
三
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
長
期
に
わ
た
る
前
史
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ク
イ
族
が
、
史
上
初
の
国
家
形
成
を
行
な
っ
た
ヨ
ム
河
、

よ
ん
だ
南
方
の
文
化
に
は
ク
メ

ー
ル
が
あ
り
、

ナ
ソ
河
中
流
域
は
、
先
進
イ
ン
ド
系
諸
文
化
圏
の
接
点
に
位
し
て
い
た
。

こ
れ
は
こ
の
地
域
が
、
南
方
、
北
方
お
よ
び
西
方
の
諸
国
と
、
陸
路
あ
る
い
は
水
路
に
よ
る
交
通
が
容
易
で
あ
っ
た
と
い
う
地
理
的

条
件
を
備
え
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。
ョ
ム
、
ナ
ソ
両
河
ほ
、
ピ
ソ
河
と
比
べ
る
と
水
量
も
多
く
、
乾
季
に
も
舟
舶
の
航
行
が

(
4
)
 

可
能
で
あ
る
。
こ
の
両
河
川
を
通
っ
て
ス
コ
ー
タ
イ
周
辺
の
諸
国

(
m
忌
ng)
、
ク
イ
史
上
に
い
う

「北
方
諸
国

(
m
u
a
n
g
n
窓
）
」
に
お

ナ
コ
ソ
シ
ー
ク
マ
ラ

ー
ト
を
中
継
地
と
す
る
セ
イ
ロ
ソ
の
文
化
が
あ
っ
た
。
十
六
世

紀
の
史
書
「
ジ
ナ
カ

ー
ラ
マ

ー
リ
」
に
は
、
十
三
世
紀
の
半
ば
、
ナ
コ
ソ
シ
ー
タ
マ
ラ
ー
ト
に
赴
い
た
ロ

ー
チ
ャ
王
が
通
行
に
ナ
ン

(
5
)
 

河
を
利
用
し
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
。
ス
コ
ー
タ
イ
か
ら
ほ
ぽ
真
西
に
向
か
う
街
道
は
、
ク
ー
ク
、
メ
ー
ソ
ー
ト
を
経
て

マ
ー

タ
パ
ソ
方
向
へ
延
び
モ
ー
ン
文
化
の
中
心
下
ビ
ル
マ
と
接
し
、
さ
ら
に
こ
こ
を
中
継
地
と
し
て
セ
イ
ロ
ソ
を
中
部
タ
イ
と
結
ん
で
い

第
一
節
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下
を
続
け
て
い
た
タ
イ
族
は
、

た
。
ラ

ー
マ
カ
ム
ヘ
ン
グ
王
が
王
子
時
代
に
騎
象
戦
を
行
な
っ
た
こ
と
が
第
一
碑
文
に
見
え
て
い
る
ク
ソ

・
サ
ー
ム
チ
ョ
ン
の
領
国

(6
)
 

ム
ア
ソ
グ

・
チ
ョ

ー
ト

(
M
g
n
g
C
h
o
t
)

は
、
こ
の
街
道
上
の
メ
ー
ソ
ー
ト
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
リ
タ
イ
王
が
セ
イ
ロ
ン
人

(
7
)
 

の
大
長
老
を
迎
え
た
ム
ア
ソ
グ

・
バ
ソ

(
M翌
n
g
P
h
a
n
)

も
こ
の
街
道
上
に
存
在
し
た
下
ビ
ル
マ
の
一
邑
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ガ
ン
の
ビ
ル
マ
文
化
は
、

て
ヨ
ム

、

シ
ャ
ソ
高
原
を
東
行
し
た
の
ち
南
進
し
て
。
ヒ
ソ
河
上
流
の
チ
ェ
ソ
マ
イ
盆
地
に
至
り
、
さ
ら
に
南
下
し

ナ
ソ
河
流
域
に
達
す
る
と
い
う
後
世
ビ
ル
マ

軍
が
用
い
た
ア
ュ
タ
ヤ
遠
征
路
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
ま
た
ハ
リ
プ
ソ
ジ

ャ
ヤ
の
モ

ー
ン
族
と
ス
コ
ー
タ
イ
と
の
交
通
路
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
通
路
を
経
て
、
近
隣
の
諸
文
化
が

ス
コ

ー
タ
イ
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
仏
教
建
築
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、

ロ
ソ
に
由
来
す
る
象
の
支
え
る
ス
ト
ゥ
パ
が
、

ク
メ

ー
ル
様
式
の
笥
形
の
塔
の
隣
に
あ
り
、
そ
れ
が
、
ビ
ル
マ
の
影
響
を
受
け
た
鐘

(
8
)
 

形
の
ス
ト
ゥ
パ
の
内
部
に
ど
っ
し
り
し
た
寺
院
と
並
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
を
現
出
す
る
に
い
た
っ
た
。
セ
デ
ス
の
注
目
し
た
ス
コ

(9
)
 

か
か
る
複
合
的
文
化
受
容
を
背
景
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ー
タ
イ
独
自
の
複
合
美
は
、

ワ
ッ
ト

・
プ
ラ
パ

ー
イ
・
ル
ア
ソ
グ
に
の
こ
る
純
粋
な
十
二
世
紀
ク
メ

ー
ル
様
式
の
三
基
の
石
塔
は
、
ス
コ

ー
ク
イ
最
古
の
遺
構

(10
)
 

で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
地
方
に
お
よ
ん
だ
ク
メ

ー
ル
人
支
配
の
物
的
証
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
碑
文
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ス
コ

ー
タ
イ
地
方
は
ア
ソ
コ

ー
ル
王
朝
か
ら
差
遣
さ
れ
た
ク
メ
ー
ル
人
太
守
の
統
治
下
に
あ
っ
た
。
す
で
に
長
期
に
わ
た
っ
て
緩
慢
な
南

ヨ
ム
河
、

ナ
ソ
河
、
ピ
ソ
河
の
中
流
部
、
パ
サ
ッ
ク
河
の
上
流
部
な
ど
の
河
谷
平
野
に
、
水
田
稲
作

を
基
盤
と
す
る
部
族
国
家
を
形
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ス
コ

ー
タ
イ
の
町
で
は
、

七
イ

ヨ
ム
河
中
流
域
の
扇
状
地
の
よ
う
に
比
較
的
広
大
な
可
耕
地
に

恵
ま
れ
た
地
方
で
は
、
さ
ら
に
高
次
の
農
業
生
産
力
を
背
景
に
、
「
ム
ア
ン

グ」

(
m
u
a
n
g
)

と
呼
ば
れ
る
土
侯
国
が
形
成
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
た
。
ス
コ

ー
ク
イ
王
国
と
は
、
こ
の
よ
う
に
成
立
し
た
ム
ア
ソ
グ
の
う
ち
、
有
力
な
二
つ
の

ム
ア
ン
グ

の
連
合
軍
が
、
ス
コ

ー
ク
イ
の
ク
メ

ー
ル
人
太
守
を
攻
撃
し
ク
メ
ー
ル
王
朝
の
宗
主
権
を
打
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
タ
イ
族
の
国
家
で
あ
る
。
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第 2部 第 1章 スコ ークイ期における 王権とサンガ

前
出
の
第
二
碑
文
に
よ
れ
ば
、

ォ
と
結
ん
で
挙
兵
し
、

ク
メ

ー
ル
の
王
女
を
妻
と
し
、
ア
ソ
コ

ー
ル
の
王
か
ら
称
号
と
宝
剣
と
を
与
え
ら
れ

て

ム
ア
ソ

グ

・
ラ
ー
ト

（M
臣
n
g
R
a
t
)

を
治
め
て
い
た

。ハ
ー
・

ム
ア
ン
グ
は
、
ム
ア
ソ
グ

・
バ
ー
ソ
ヤ
ン
グ
の
土
侯
バ

ー
ン
・
ク
ラ
ソ
グ
タ

ー

ス
コ

ー
タ
イ
を
攻
撃
し
て
ク
メ

ー
ル
人
太
守
を
敗
走
さ
せ
た
。
パ
ー
・

ム
ア
ソ
グ
は
、
ア
ソ
コ

ー
ル
の
王
か

ら
受
け
て
い
た
自
ら
の
称
号
を
盟
友
バ
ー
ソ
・
ク
ラ
ソ
グ
タ
ー
オ
に
献
げ
、
か
れ
を
ス
コ
ー
タ
イ
の
王
と
し
て
推
挙
し
た
。
こ
れ
が

(11
)

（

12
)
 

ス
コ

ー
タ
イ
王
朝
の
創
業
史
で
あ
る
。
刻
文
上
の
証
拠
を
欠
く
が
、
セ

デ
ス
は
こ
の
事
件
の
発
生
を
―
ニ
ニ

0
年
ご
ろ
と
し
て
い
る
。

ス
コ

ー
タ
イ
王
朝
は
、
第
三
代
の
王
ラ

ー
マ
カ
ム
ヘ
ソ
グ

の
と
き
最
盛
期
に
達
し
、
そ

の
勢
力
は
、
北
は
ル
ア
ソ
グ

・
プ
ラ
バ
ソ

か
ら
南
は
ナ
コ
ン
シ

ー
タ
マ
ラ

ー
ト
ま
で
、

東
は
ヴ

ィ
エ

ソ
チ
ャ
ソ
か
ら
西
は
ペ
グ

ー
に
お
よ
ん
だ
(
I
[
4
/
1
6
1
2
7
)

。

(13
)
 

以
降
、
元
に
も
入
貢
し
た
が
、
王
の
死
後
そ
の
勢
力
は
急
激
に
お
と
ろ
え
た
。
王
の
孫
リ
タ
イ
王
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
一
世
(
-
三

(
1
4
)
 

四
七

1
一
三
六
八
）
は
、
ス
コ

ー
タ
イ
、

ピ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
地
方
を
の
こ
す
の
み
と
な
っ
て
い
た
そ
の
版
図
を
、
北
は
ウ
ッ
タ
ラ
デ

ィ
ッ

(
1
5
)
 

ト
か
ら
南
は
ナ
コ
ン
サ
ワ
ソ
ま
で
、
西
は
。ヒ
ソ
河
か
ら
東
は

。ハ
サ
ッ
ク
河
に
い
た
る
範
囲
に
ま
で
回
復
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

三
五

0
年
ア
ュ
タ
ヤ
に
ロ
ッ
プ
リ

・
ス
パ
ソ
プ
リ
連
合
政
権
が
成
立
す
る
と
、

制
圧
策
を
と
り
、
し
き
り
に
ス
コ
ー
タ
イ
を
攻
撃
し
、

ァ
ュ
タ
ヤ
軍
の
攻
撃
に
屈
し
、

略
重
視
策
を
と

っ
た
た
め
、

た
め

ス
コ

ー
タ
イ
は
、

一
四

0
0年
、

―
二
九
二
年

ス
パ
ン
プ
リ
系
の
諸
王
は
「
北
方
諸
国
」
の
軍
事
的

つ
い
に
リ
タ
イ
王
の
子
マ
ハ
ー
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
ニ
世
は
ニ
―
―
七
八
年
、

ァ
ュ
タ
ャ
王
朝
に
対
し
臣
従
を
誓
い
、

ス
コ
ー

タ
イ
は
ア
ュ
タ
ヤ
の
属
国
と
な
っ
た
。

ァ
ュ
ク
ヤ
服
属
期
に
お
け
る
ス
コ
ー
タ
イ
と
ア
ュ
タ
ヤ
と
の
関
係
は
、
ア
ュ
タ

ヤ
政
権
の
複
合
的
性
格
を
反
映
し
て
、
時
と
と
も

(16
)
 

に
微
妙
な
変
化
を
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
朝
の
始
祖
ラ
ー
マ
ー
テ
ィ
ボ
デ
ィ
系
の
王
は
、
ク
メ

ー
ル
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
東
方
経

ス
コ

ー
タ
イ
を
中
心
と
す
る

「
北
方
諸
国
」
に
対
し
て
は
も
っ
ば
ら
宥
和
策
を
も
っ
て
臨
ん
だ
。
こ
の

ァ
ュ
タ
ヤ
の
宗
主
権
に
反
抗
は

し
な
か
っ
た
も
の
の
、

(17
)
 

結
し
た
り
（
第
四
十
五
碑
文
）
、

一
三
九
三
年
、
ナ
ソ
と
の
間
に
相
互
援
助
協
定
を
締

(18) 

ナ
コ
ソ
サ
ワ
ン
を
占
領
し
て
一
種
の
独
立
宣
言
を
行
な
っ
た
り
（
第
四
十
六
碑
文
）
、
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ス
コ

ー
タ
イ
の
ア
ュ

タ
ヤ
服
属
時
代
は
、

(19) 

一
四

0
一
年
、
ラ
ソ
ナ
ー

タ
イ
の
王
位
継
承
に
干
渉
し
た
り
す
る
な
ど
、
自
主
的
な
行
動
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、

た
際
、

ス
パ

ソ
プ
リ
系
の
諸
王
は、

一
四
三
八
年
、

マ
ハ
ー

タ
ソ
マ
ラ

ー
チ
ャ
ー
四
世
の
死
を
も

っ
て
終
わ
り
、
そ
れ
以
後

タ
イ
族
内
に
お
け
る
主
導
権
の
確
保
を
重
視
し
た
た
め
か
、

つ
ば
ら
宗
主
権
の
強
化
に
つ
と
め
た
。
第
三
十
八
、

第
四
十
九
碑
文
に

お
い
て
、

(20
)
 

つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

一
八
八

頁
。

ス
コ
ー

タ
イ

に
対
し
て
も

ス
コ

ー
タ
イ
が
ア
ュ
タ
ヤ

の
一
部
と
し
て
と
り
あ

ス
コ

ー
ク
イ

の
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
紛
争
が
発
生
し

(21
)
 

ァ
ュ
タ
ヤ
王
が
自
ら
ナ
コ
ン
サ
ワ
ン
に
赴
い
て
ス
コ
ー
ク
イ
の
後
継
者
を
定
め
た
こ
と
な
ど
は
こ
う
し
た
ア
ュ
タ
ヤ
の
政
策

一
四
一
九
年
、

ク
ソ

マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
三
世
の
死
後
、

の
あ
ら
わ
れ
と
み
ら
れ
よ
う
。

は
ア
ユ
ク
ヤ
に
併
合
さ
れ
て
そ
の
直
接
統
治
下
に
入
る
。
か
く
し
て

ス
コ
ー

ク
イ
王
国
は
、
政
治
的
統
一

を
失
い、

歴
史
か
ら
そ
の

姿
を
没
し
た
。

注

(
1
)
F
r
a
n
k
 
M
.
 
L
e
Ba
r,
 et 

al.、
E
th
n
i
c
g
r
o
u
p
s
 o
f
 m
a
i
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n
d
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N
ew
 H
a
v
e
n
 :
 H
u
m
a
n
 R
e
la
ti
o
n
s
 A
rg

Fi
le
s
 Pres
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1
9
6
4
.
 p
.
 1

8
7
,
 

(

2

)

岩
田
炭
治
『
東
南
ア

ジ
ア

の
少
数
民
族
』
（
東
京

・
日
本
放
送
出
版
協
会

・
昭
和
四
十

六
年
）

(
3
)

以
下
狭
義
の
タ

イ
族
を
シ

ャ
ム
族
と
呼
ぶ
。

(
4
)

下
流
部
の
開
発
が
開
始
さ
れ
な
か
っ
た

当
時
に
お
い
て
は
、

一
陪
濶
航
は
楽
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
以
上
東
南

ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

ク

1
高
谷
好
一
助
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
。

(
5
)
]
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g
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h
e
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.
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.
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.
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セ
イ
ロ
ソ
ヘ
渡
っ
た
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ

・
チ
ャ
パ
タ
は
、
大
寺
に
お
い
て
受
具
し
、
十
年
間
上
座
部
教
学
を
修
め
た
の
ち
、
大
寺
派
の

(
2
)
 

僧
四
人
を
伴
っ

て
。ハ
ガ
ソ
に
帰
り
、
そ
こ
に
シ

ー
ハ
ラ

・
サ
ソ
ガ
を
設
立
し
た
。
チ
ャ
パ
タ
と
と
も
に
。
ハ
ガ
ソ
に
渡
っ
た
僧
の

一
人

ア
ー
ナ
ソ
ダ
の
弟
子
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
は
、
生
国
の
下
ビ
ル
マ
に
赴
い
て
ダ
ラ
に
定
住
し
、

(
3
)
 

え
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
セ
イ
ロ
ソ
大
寺
派
系
の
上
座
部
仏
教
が
タ
イ
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
と
い

(4
)

(

5

)

（

6
)
 

い
、
あ
る

い
は
―
ニ
―
八
年
と
い
い
、
あ
る
い
は
十
三
世
紀
中
葉
と
も
い
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
推
定
で
あ
っ
て
確
証
は
な
い
。

上

路
を
示
す
も
っ
と
も
確
実
な
史
料
の
う
ち
現
存
す
る
最
古
の
も
の
は
、
第

一
碑
文
の
つ
ぎ
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

「
ス
コ

ー
ク
イ
の
西
方
に
、
ア
ラ
ン
（
ヤ
）

モ
ー
ソ
人
の
間
に
大
寺
派
の
伝
統
を
つ
た

伝
来
の
時
期
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
伝
来
の
経

ニ
ク
（
寺
）
が
あ
る
。
ラ

ー
マ
カ
ム
ヘ
ン
グ
王
は
（
こ
の
寺
を
）
建
立
し
て
、

カ
ラ

ー
ト
(
s
a
n
g
k
h
a
riit/sa
n
g
h
a
rii
jii)

な
る
大
長
老
に
寄
進
し
た。

サ
ン

（
こ
の
大
長
老
は
）
シ

ー
タ
マ
ラ

ー
ト

(11
ナ
コ
ソ
シ

ー
タ
マ
ラ

ー
ト
）
か
ら
来
た

の
で
あ
る
」
(
I
]
2
/
2
8ー

3
1
)

そ
の
境
内
の
中
心
に
「
プ
ラ
ア
ッ
タ

ー
ロ
ッ

ト
」
(
p
h
r
a
,a
t
t
h
a
r
o
t
1
1

高
さ
十
八
(
?
)
の
立
像
）
が
あ
る
と

い
う
碑
文
の
記
載
(
I
[
2
/
3
2
)

か
ら
、
「
ア
ラ
ン
（
ヤ
）
ニ
ク
（
寺
）
」
は
、
旧
ス
コ

ー
タ
イ
城
壁
の
西
方
の
サ
パ
ソ
ヒ
ン
丘
上
の
遺
址

は
こ
の
国
の
高
僧
に
お
い

て
並
ぶ
者
が
な
い
。

座
部
仏
教
の
初
伝
に
つ
い
て
は
、
①
伝
来
の
経
路
と
、
③

（
こ
の
大
長
老
は
）
三
蔵
の
奥
義
を
き
わ
め
そ
の
秀
い
で
た
学
殖

セ
イ
ロ
ソ
ヘ
渡
る
求
法
僧
が
相
次
い
だ
。
ビ
ル
マ
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、

―
―
七

一
年
、
ウ
ッ
タ
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
大
長
老
に
し
た
が
っ

て

と
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
上
座
部
の
伝
統
を
堅
持
し
た
マ
ハ

ー
ヴ
ィ
ハ

ー
ラ
（
大
寺
派
）
と
の
間
に
対
立
抗
争
が
く
り
返
さ
れ
た
。
バ

ラ
ッ
カ
マ
バ
ー
フ
一
世
（
―
-
五

――-
I
八
六
）
は
、
大
寺
派
を
正
統
派
と
定
め
て
教
界
の
統
一
を
は
か
り
、
破
戒
僧
を
放
逐
し
て
サ
ソ

(1
)
 

ガ
を
浄
化
し
、
バ
ー
リ
聖
典
の
結
集
を
行
な
う
な
ど
仏
教
の
興
隆
に
つ
と
め
、
セ
イ
ロ
ソ
史
上
中
興
の
英
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

同
王
治
下
の
セ
イ
ロ
ソ
に
お
い
て
隆
盛
を
き
わ
め
た
上
座
部
仏
教
は
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
各
地
に
伝
え
ら
れ
、
正
法
を
求
め
て
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右
に
引
用
し
た
第
一
碑
文
に
よ
っ
て
、
ラ

ー
マ

カ
ム
ヘ
ソ
グ
王
の
治
世
下
の
ス
コ

ー
タ
イ
に
、

座
部
仏
教
の
伝
来
が
あ
っ
た

こ
と
は
ほ
ぽ
確
実
と
思
わ
れ
る
が
、
大
長
老
の
ス
コ
ー
タ
イ
到
着
の
時
期
に
つ
い
て
は
こ
の
史
料
に
は

と
こ
ろ
で
、
第
一
碑
文
に
は
辰
年
―
ニ
―
四
年
(
―
二
九
二
）
、
亥
年
ご
一
〇
七
年
(
―
二
八
五
）
、
未
年

―
二

0

五
年
（
ご
一
八
―
―
-
)
と
い
う
三
つ
の
年
代
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
内
辰
年
―
ニ
―
四
年
す
な
わ
ち
―
二
九
二
年

A
.
D
.
 

カ
ム
ヘ
ン
グ
王
が
「
石
工
に
命
じ
て
台
座
を
造
ら
し
め
、
（
十
四
年
前
ラ
ー
マ
カ
ム
ヘ
ソ
グ
王
が
植
え
た
）
し
ゅ
ろ
の
木
の
間
に
こ

れ
を
据
え
付
け
」

0
]
3
/
1
0
~
1
3
)

さ
せ
た
年
で
あ
る
。

第

一
碑
文
は
、

―
二
九
二
年
は
、
こ
の
碑
文
の
末
尾
に
あ
る
十
六
行
半
の
後
世
付
加
部
分
を
の
ぞ
く
第
一
碑
文
の
主
部
の
成
立
年
代
と
考
え

(

8

)

 

ら
れ
て
い
る
。
ラ

ー
マ
カ
ム
ヘ
ソ
グ
王
の
登
位
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
セ
デ
ス
は
断
定
を
避
け
て
い
る
が
、
い
ま
前
述
の
「
し
ゅ
ろ

(

9

)

 

の
木
の
植
樹
」
の
年
を
も
っ
て
即
位
の
年
と
す
る
タ
イ
人
学
者
の
所
説
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、

得
ら
れ
る
―

二
七
九
年
が
、
こ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ラ

ー
マ
カ
ム
ヘ
ソ
グ
王
が
、

つ
ぎ
に
、
ナ
コ
ン
シ
ー
タ
マ
ラ

ー
ト
自
体
に
セ
イ
ロ
ソ
か
ら
上
座
部
の
伝
え
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
地
に

セ
イ
ロ
ン
系
上
座
部
仏
教
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ナ
コ
ソ
シ

ー
タ
マ
ラ

ー
ト
か
ら
上

お
そ
ら
く
は
こ
の
行
事
を
記
念
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

ナ
コ
ソ
シ
ー
ク
マ
ラ

ー
ト

ナ
コ
ソ
シ
ー
タ
マ
ラ
ー
ト
県
ナ
コ
ソ
シ
ー
タ
マ
ラ

ー
ト
郡
ナ
イ
ム
ア

ソ
グ
村
に
現
存
す
る
大
仏
塔
「
プ
ラ
マ
ハ
ー
タ
ー
ト
」
の
建
築
様
式
か
ら
こ
れ
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
仏
塔
は
、
正
方

形
の
基
壇
の
上
部
に
覆
鉢
型
の
大
塔
を
配
し
た
も
の
で
、
塔
の
様
式
と
い
い
、
基
壇
の
側
壁
か
ら
突
き
出
し
て
並
べ
ら
れ
た
二
十
二

の
象
頭
と
い
い
、
あ
き
ら
か
に
セ
イ
ロ
ソ
の
影
響
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
プ
ラ
マ
ハ
ー
タ
ー
ト
」
に
つ
い
て
も
う
―
つ
の
重
要
な

点
は
、
そ
の
仏
塔
の
内
部
に
全
く
別
様
式
の
仏
舎
利
塔
が
包
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

か
ら
大
長
老
を
招
い
た
時
期
は
、

（
新
し
く
仏
塔
を
建
立
す
る
際
に
、
既

―
二
七
九
年
か
ら
―
二
九
二
年
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 ―

二
九
二
年
か
ら
十
三
年
を
減
じ
て

っ
て
、

示
さ
れ
て
い
な
い
。 (

7
)
 

に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
、
ラ

ー
マ

.9
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存
の
仏
塔
を
破
壊
せ
ず
、
そ
れ
を
包
み
か
く
す
形
で
よ
り
大
型
の
仏
塔
を
建
て
る
と
い
う
事
例
は
、
中
部
ク
イ
の
ナ
コ
ソ
．
ハ
ト
ム
に

あ
る
「
プ
ラ
パ
ト
ム
チ
ェ
デ
ィ
」
に
も
見
ら
れ
る
。
）
「
プ
ラ
マ
ハ
ー
タ
ー
ト
」
に
内
包
さ
れ
て
い
る
仏
舎
利
塔
は
、
シ
ュ
リ
ヴ
ィ
ジ

(10) 

ャ
ヤ
様
式
の
特
徴
を
示
し
て
お
り
、
大
乗
仏
教
建
築
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
二
重
建
築
物
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
れ

ま
で
優
勢
で
あ
っ
た
シ
ュ
リ
ヴ
ィ

ジ
ャ
ヤ
系
の
大
乗
仏
教
が
衰
微
し
、
あ
ら
た
に
セ
イ
ロ

ソ
系
の
上
座
部
仏
教
が
興
隆
し
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
ナ
コ
ン
シ
ー
ク
マ
ラ
ー
ト
に
お
け
る
支
配
的
宗
教
交
替
の
時
期
に
関
し
て
は
、
セ
デ
ス
が
第
二
十
四
碑
文
に
つ
い

(11) 

て
行
な
っ
た
解
釈
が
―
つ

の
て
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
第
二
十
四
碑
文
と
は
、
ス
ラ
ー
ト
タ
ー
ニ
ー
県
チ
ャ
イ

ヤ
郡
所
在
の

ワ
ッ
ト
・
ホ
ア
ウ
ィ
エ
ン
で
発
見
さ
れ
た
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
語
碑
文
で
あ
っ
て
、

Kaliyuga

四
三
三
二
年
、
す
な
わ
ち
―
二
三

0
年

A
.
O
.の
日
付
を
も
ち
、
蓮
華
王
家
に
属
す
る
タ
ー
ソ
プ
ラ
リ
ン
ガ
王
に
し
て
チ
ャ
ソ
ド
ラ
バ

ー
ヌ
と
い
う
名
を
も
つ
シ
ュ
リ
・
ダ
ル

マ
ラ
ー
ジ
ャ

王
に
対
す
る
頌
辞
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。
l
セ
デ
ス
は
こ
の
王
を
、
「
大
史
」

L
召
食
旦
3
6
~

4
8

お
よ
び

L
召
2
w
n
`

6
2
~
7
5

に
見
え
る
「
ジ
ャ
ー
ヴ
ァ
カ
の
王
チ
ャ
ソ
ド
ラ
バ
ー
ヌ
」
に
比
定
し
、
同
王
が
リ
ゴ
ー
ル
(
1
1
ナ
コ
ソ
シ
ー
タ
マ
ラ
ー
ト
）

の
王
で
あ
っ
た
と
す
る
「
大
史
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
王
は
―
二
五

0
年
ご
ろ
と
そ
の
数
年
後
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、
パ
ラ
ッ
カ
マ
バ

ー
フ
ニ
世

(
―ニ

―――六

1
七
一
）
治
下
の
セ
イ
ロ
ン
を
攻
撃
し
、
二
回
と
も
撃
退
さ
れ
て
い
る
。
セ
デ
ス
は
さ
ら
に
こ
の
王
を
、

チ
ェ

ソ
マ
イ
の
僧
ラ
タ
ナ
パ
ソ
ヤ
ー
の
著
わ
し
た

。ハ
ー
リ
語
の
史
書
「
ジ
ナ
カ
ー
ラ
マ
ー
リ
」
L
召
g
y
n
に
見
え
る
「
シ
リ
ダ
ン
マ
ナ
ガ

ラ
の
王
」
「
シ
リ
ダ
ソ
マ
ラ
ー
ジ
ャ
」
に
比
定
す
る
。
「
ジ
ナ
カ
ー
ラ
マ
ー
リ
ー
」
に
は
、
こ
の
王
が
、
仏
滅
後
一
八

0
0年
、
小
暦

ス
コ
ー
ク
イ
の
ロ
ー
チ
ャ
王
と
と
も
に
ラ
ソ
カ
ー
島
（
セ
イ
ロ
ソ
）
に
使
を
派
し
て
「
シ
ー
ハ
ラ

仏
」
（
タ
イ
語
の
「
プ
ラ
シ
ヒ
ン
」
）
を
求
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
も
し
「
大
史
」
の
記
事
と
「
ジ
ナ
カ

ー
ラ
マ
ー
リ
ー
」
の

そ
れ
と
が
、
同
一
の
事
件
を
さ
す
と
す
る
な
ら
ば
、
な
に
故
に
一
方
が
そ
れ
を
侵
略
と
し
て
記
述
し
、
他
方
が
平
和
使
節
の
派
遣
と

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
セ
デ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
十
四
碑
文

六

一
八
年
(
1
1
1
2
5
6
/
5
7

A
.
 D
.)
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推
測
が
な
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

展
し
た
の

で
あ
ろ
う
、
と
。
も
し
こ
の
推
論
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、

―
二
七
九
ー
九
二
年
よ
り
以
前
と
い
う

―
二
五
六
ー
五
七
年
に
お
け
る
ナ
コ
ソ
シ

ー
タ
マ
ラ
ー
ト
の
支

の
言
語
が
サ
ソ
ス
ク
リ
ヅ
ト
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
リ
ゴ
ー
ル
王
の
奉
じ
た
仏
教
が
、
バ
ー
リ
語
を
聖
典
用
語
と
す
る
セ
イ
ロ

ソ
上
座
部
仏
教
と
は
異
な
っ
た
伝
承
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
が
、
リ
ゴ

ー
ル
の
使
節
と
、
こ
れ
を
接
受
し
た

セ
イ
ロ
ソ
人
と
の
こ
う
し
た
信
仰
の
相
違
が
原
因
と
な
っ
て
な
ん
ら
か
の
宗
教
上
の
紛
争
が
発
生
し
、
そ
れ
が
武
力
衝
突
に
ま
で
発

配
的
宗
教
は
す
く
な
く
と
も
セ
イ
ロ
ソ
上
座
部
仏
教
で
は
な
か
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ナ
コ
ン
シ
ー
タ

マ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
支
配
的
宗
教
の
交
替
が
起
こ
っ
た
の
は
こ
の
時
以
後
の
あ
る
時
代
で
、

ス
コ
ー
タ
イ
に
伝
え
ら
れ
た
セ
イ
ロ
ソ
上
座
部
仏
教
の
も
う
―
つ
の
伝
播
経
路
は
下
ビ
ル
マ
を
経
由
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

六
一
年
、
こ
の
経
路
に
よ
っ
て
セ
イ
ロ
ソ
人
の
大
長
老
が
ス
コ

ー
タ
イ
に
招
か
れ
た

こ
と
が
第
四
・
五
・
六
碑
文
に
よ

っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
基
の
碑
文
は
そ
れ
ぞ
れ
ク
メ

ー
ル
語
、

タ
イ
語
、
お
よ
び
パ

ー
リ
語
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、

と
ん
ど
同
一
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
該
当
部
分
を
第
五
碑
文
（
タ
イ
語
）
に
よ
っ

て
引
用
し
て
み
よ
う
。

い
ず
れ
も
ほ

「
（
プ
ラ
ヤ
ー
・
ス
ー
ラ
ヤ
ボ
ソ
グ

・
ラ
ー
マ
マ
ハ

ー
ク
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ

ー
テ
ィ
ラ

ー
ト
王
は
）
シ
ー
サ
ッ
チ
ャ
ナ
ー
ラ
イ

・
ス
コ

ー
タ
イ
王
と
な
っ
て
二
十
二
年
、
丑
年
―
二

八
三
年
、
（
学
者
を
派

し
て
）

持
戒
に
す
ぐ
れ
三
蔵
に
通
院
せ
る
マ
ハ

ー
サ
ー
ミ
ー
・

サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
：
・
・
・
・
い
に
し
え
の
ア
ラ
ハ
ソ
の
ご
と
く
戒
を
守
る
こ
と
厳
な
る
ラ
ソ
カ
ー
島
に
住
む
マ
ハ
ー
サ

ー
ミ
ー
…
…
を
、

コ
ン
パ
ソ
よ
り
招
き
、
（
か
れ
の
た
め
に
）
こ
の
マ
ソ
ゴ
ー
圏
に
僧
房
と
堂
宇
と
を
（
建
立
し
た
）
」
（
V
/
2
/
2
0
~
2
5
)
 

ナ
コ
ソ
パ
ソ
は
、
第
十
一
碑
文
（
己
]
2
/
1
5
)

に
も
見
え
、
ま
た
第
一
碑
文
d
[
4
/
2
5
)

の
ム
ア
ソ
グ
（
パ
）

し
た
よ
う
に
下
ビ

ル
マ
に
あ
り
、

サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
が
ス
コ
ー
タ
イ
ヘ
招
か
れ
た
一
三
六
一
年
は
南
方
の
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
ー
中
流
域
に
、

ナ

ン
と
も
同
じ
で
、
上
述

ス
コ

ー
タ
イ
と
マ

ー
タ
バ
ソ
を
結
ぶ
街
道
上
の
一
邑
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ハ

ー
サ
ー
ミ
ー
・

ァ
ュ
タ
ャ
王
国
が
成
立
し
て
十

105 



（
セ
イ
ロ
ソ
）
の
国
人
た
ち
が
、
の
ぽ
り
や
旗
や
、

碑
文
に
は
、
「
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
々
は
ア
ラ
ソ
（
ャ
）

1
4

)

と
記
し
て
い
る
。
第
四

・
五

・
六
碑
文
と
同
じ
く
、

碑
文
に
よ
れ
ば
、

一
年
目
に
あ
た
る
。
ス
コ
ー
タ
イ
が
セ
イ
ロ
ン
ヘ
の
道
を
西
方
に
求
め
た
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
政
治
状
勢
の
変
化
と
無
関
係
で
は

こ
う
し
た
七
イ
ロ
ソ
と
ス
コ

ー
タ
イ
と
の
交
渉
の
存
在
は
、

一
ク
（
寺
）
」

を
本
拠
と
す
る

ラ
ソ
カ

ー
オ

ソ
は
十
四
世
紀
中

セ
イ
ロ
ソ
系
上
座
部
仏
教
、

ソ

(
C
n
g
k
a
w
o
n
g)

の
発
展
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

一
三
五
七
年
陰
暦
八
月
、
リ
タ
イ
王
は
。ヒ
ソ
河
の
右
岸
の
町
「
ナ
コ
ソ
チ
ュ
ム
に
、
あ
り
ふ
れ
た
仏
舎
利
で
は

な
い
、

遠
く
ラ
ン
カ

ー

（
セ
イ
ロ
ソ
）
島
か
ら
請
来
し
た
真
正

の
仏
舎
利
」
（
日
[
1
/
7
~
9
)

っ
て
い
た
と
あ
り
、

タ
イ
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
ラ
ソ
カ

ー
オ

を
安
置
し
、
「み

ほ
と
け
が
そ
の
樹
下
に

座
し
、
隠
王
の
軍
勢
を
降
し
て
覚
者
と
な
り
給
う
た
塑
な
る
ボ
ダ
イ
樹
を
そ
の
後
方
に
植
え
た
。
」

(ill
/1
/

9

~

 12
)

こ
の
ボ
ダ
イ
樹
の

霊
験
に
つ
い
て
同
じ
碑
文
は
こ
れ
を
礼
拝
す
る
者
が
「
プ
ッ
ダ
御
自
身
を
礼
拝
す
る
の
と
等
し
い
ほ
ど
の
善
果
を
得
る
」
（
日
[
1
/
1
2

1

葉
に
お
い
て
も
、

あ
る
ま
い
。

マ
ハ

ー
タ
ソ
マ
ラ

ー
チ
ャ

ー
・

リ
タ
イ
王
時
代
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
第
二

ニ
ク
ま
で
出
か
け
て
行
く
。
（
そ
れ
は
）
町
の
外
に
あ
っ
て
、

ロ
ー
ソ
ク
や
、
苛
香
や
華
霊
な
ど
を
飾
」
（芝
2
/
8
2
1
8
3
)

さ
ら
に
ま
た
セ
イ
ロ
ソ
に
赴
い
て
、
正
法
の
護
持
に
寄
与
す
る
は
、
「
大
い
な
る
菩
行
」
(
n

]

芝
8
1
~
8
2
)

と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述

が
見
え
る
。
こ
う
し
た
碑
文
上
の
証
拠
か
ら
見
て
、
「
ア
ラ
ソ

（ヤ）

シ
ー

ハ
ラ

セ
イ
ロ
ソ

と
の
交
渉
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
剌
激
を
受
け
、
内
に
あ
っ
て
は
ス

コ
ー

タ
イ
諸
王

の
帰
依
と
保
護
に
よ
っ
て
繁
栄
を
続
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注

(1
)

早
馬
鏡
正
「
上
座
部
仏
教
の
性
格
ー
セ
イ
ロ
ソ
仏
教
を
中
心
と
し
て
ー
」
山
本
達
郎
（
編
）

『
東
南
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
政
治
』（
東
京

・
日

本
国
際
問
題
研
究
所

・
昭
和
四
十
四
年
）
一
七
四

1
一
八

0
頁
。
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ソ
ガ
」
の
成
員
は
「
家
を
出
た
者
」
(
pa
b
b
a
i
1
t
n
)

で
あ
り
、

上
座
部
仏
教
の
第
二
の
特
徴
は
、
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
「
サ
ソ
ガ
」
が
、
す
ぐ
れ
て
超
俗
的
性
格
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。

(
1

)
 

か
れ
の
全
存
在
は
、
「
家
に
在
る
者
」

(
g
h
a
r
a
v
a
s
a
)

の
支
持
に
依
存
し
て

い
る
。
上
座
部
仏
教
に
お
い
て

「
出
家
者
」
と
は
、
本
来
、「
食
物
を
乞
う
者
」

(
b
h
i
k
k
h
u
)

と
し
て
あ
る
。

第
三

の
特
徴
は
、
「
出
家
者
」
の
団
体
で
あ
る
「
サ
ソ
ガ
」
が
、
「
福
田
」

(
p
u
f
l
n
a
k
h
e
tt
a
)

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
非
自
立
的
存

在
で
あ
る
「
サ
ソ
ガ
」
の
支
持
行
為
に
、
宗
教
的
価
値
が
付
与
さ
れ
て
、
そ
れ
が
「
在
家
者
」
に
お
け
る
実
践
的
宗
教

(
p
r
a
c
t
ical

(
2
)
 

r
e
l
i
g
i
o
n
)

の
中
枢
的
部
分
を
な
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
こ
の
田
に
種
子
を
ま
き
、
施
与
を
行
な
う
者
は
多
大
な
る
菩
果
を
得

(
3
)
 

る
」
と
信
ず
る
「
在
家
者
」
は
、
お
の
れ
の
果
福
を
求
め
て
、
「
サ
ソ
ガ
」
に
惜
し
み
な
き
財
貨
の
寄
進
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

上
座
部
仏
教
の
第
四
の
特
徴
は
、
上
記
の
施
与
行
為
へ
の
参
加
に
身
分
的
制
限
が
も
う
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
上
は
国
王

か
ら
、
下
は
奴
隷
に

い
た
る
、
社
会
の
全
階
層
の
宗
教
的
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
機
構
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
支
配
者
が

こ

の
点
に
着
目
す
る
と
き
、
上
座
部
仏
教
は
、
民
衆
を
馴
致
し
て
体
制
の
安
定
的
維
持
を
は
か
る
た
め
の
き
わ
め
て
有
効
な
手
段
と
な

る
。
い
ま
も
し
、

国
王
自
身
の
宗
教
的
欲
求
の
充
足
と
い
う
側
面
を
無
視

し
て
、

国
家
統
治
と
い
う
政
治
的
側
面
か
ら
の
み

「
国

王」

と

「
サ
ソ
ガ
」
と
の
関
係
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
、
「
サ

ソ

ガ
」
が
繁
栄
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
の
盛
行
を
見
る
こ
と
は
社
会
の
安
定
を
も
た
ら
し
体
制
の
維
持
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
し
た
が
っ

て
「
サ

ソ
ガ
」
を
支
持
し
、
こ
れ
を
安
定
的
に
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
、

国
家
的
に
も
有
意
義
で
あ
る
。
③
、

模
以
上
の
成
員
を
擁
す
る
に
至
っ
た

「
サ
ソ
ガ
」
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
個
個
人
の
信
仰
に
も
と
づ
く
自
発
的
な
寄
与
に
頼
る
だ

け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
こ
の
時
国
王
な
い

し
国
家
に
よ
る
組
織
的
支
持
は
、

「
サ
ソ
カ
」
の
安
定
的
存
在
に
対
す
る
最
上
の
保
証

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
⑥
、
「
サ
ソ
ガ
」
が
「
福
田
」

と
し
て
、

「
在
家
者
」
の
宗
教
的
欲
求
を
充
足
し
続
け
る
た
め
に
は
、

「
サ
ソ
カ
」

が
そ
の
「
超
俗
性
」
を
失
わ
ず
、
「
清
浄
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

「
サ
ソ
ガ
」
が
自
律
的
に
自
己
浄
化
を
行
な
う
能
力
を

一
定
規

「
サ
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第 2部 第 1章 スコ ータイ期における王権とサソガ

一
ク
（
寺
）
ま
で
出
か
け
る
。
ア
ラ
ソ
（
ャ
）

ラ
ー
マ
カ
ム
ヘ
ン
グ
王
は
、
「
新
月
、
満
月
の

ー
ク
か
ら
町
に
も
ど
る
人
々
は
、
野
の
は
ず
れ
ま
で
行
列
し
て
、
さ

の
儀
式
が
一
カ
月
の
問
続
く
。
カ
チ
ナ
衣
裁
断
の
式
に
は
、
子
安
貝
の
山
、
果
物
の
山
、
供
花
の
山
、

座
具
、
寝
具
が
施
入
さ
れ
る
。

カ
チ
ナ
の
供
物
は
、
毎
年
二

0
0万
ビ
ア
に
達
す
る
。
カ
チ
ナ
の
儀
式
の
白
（
国
t
i
)

の
誦
唱
を
聴
こ
う
と
、
人
々
は
町
は
ず
れ
の

ア
ラ
ソ
（
ャ
）

ま
ざ
ま
な
楽
器
の
音
、
人
々
の
歌
い
さ
ざ
め
く
声
で
（
に
ぎ
わ
う
？
）
。
た
わ
む
れ
た
い
者
は
た
わ
む
れ
、
笑
い
た
い
者
は
笑
い
、

喜
び
歌
い
た
い
者
は
歌
う
。
ス
コ
ー
タ
イ
の
町
に
は
四
ヵ
所
の
城
門
が
あ
る
。
人
々
は
王
が
ロ

ー
ソ
ク
に
点
火
し
、
花
火
を
あ
げ
る

の
を
一
目
見
よ
う
と
、
先
を
争
っ

て
城
内
に
な
だ
れ
こ
む
。
ス
コ
ー
タ
イ
の
町
は
わ
れ
ん
ば
か
り
の
賑
わ
い
で
あ
る
」

(
4

)
 

上
座
部
仏
教
徒
に
と
っ
て
、
国
王
と
は
「
偉
大
な
る
ウ
パ

ー
サ
カ
」
で
あ
り
、
す
す
ん
で
出
家
者
を
敬
い
、
し
ば
し
ば
サ
ソ
ガ
に
布

施
を
行
な
っ

て、

在
家
者
に
仏
法
讃
仰
の
範
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、

(
I
]
2
/
8
~
2
0
)

。

て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

欠
く
と
き
に
は
、
国
王
な
い
し
国
家
は
堕
落
し
た

「
サ
ソ
ガ
」
に
介
入
し
て
、
そ
の
「
超
俗
性
」
を
回
復
さ
せ
、
「
サ
ソ
ガ
」
が
社

会
統
合
に
果
た
す
機
能
の
維
持
に
つ
と
め
よ
う
と
す
る
。
「
サ
ソ
ガ
」
は
こ
の
と
き
、
俗
権
の
干
渉
を
拒
否
し
、
自
力
を
も
っ
て
そ

の
「
清
浄
」
を
保
つ
こ
と
を
せ
ず
、

権
に
保
証
さ
れ
る
超
俗
性
」
な
い
し

「
俗
権
に
従
属
す
る
超
俗
性
」
と
い
う
「
奴
牌
の
自
由
」
の
ご
と
ぎ
内
容
を
も
つ
に
過
ぎ
な
い
。

ス
コ
ー
タ
イ
の
ク
イ
族
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
ラ
ソ
カ
ー
オ
ソ
も
ま
た
上
座
部
仏
教
の
こ
う
し
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
以
下
に
、

刻
文
の
内
容
に
即
し
つ
つ
、

る。」

(
I
]
2
/
8
1
1
2
)

か
え
っ
て
俗
権
の
介
入
を
求
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
「
サ
ソ
ガ
」
の
「
超
俗
性
」
と
は
、
「俗

ス
コ
ー
タ
イ
に
お
け
る
ラ
ン
カ
ー
オ
ソ
弘
通
の
状
況
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。

第
一
碑
文
は
「
ス
コ

ー
タ
イ
の
人
々
は
、
慈
悲
深
く
、
持
戒
を
尊
び
、
布
施
を
行
な
う
。
ス
コ

ー
タ
イ
の
王
ラ

ー

マ
カ
ム
ヘ
ソ
グ

を
は
じ
め
と
し
て
、
す
べ
て
の
者
は
、
王
子
も
王
女
も
、
男
も
女
も
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
、
お
し
な
べ
て
仏
教
を
信
奉
し
て
い

と
述
べ
て
、
上
座
部
仏
教
が
支
配
階
級
の
独
占
で
な
く
、
タ
イ
族
社
会
の
す
べ
て
の
階
層
に

よ
っ
て
信
奉
さ
れ

「
雨
期
の
定
住
に
入
る
と
、
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
持
戒
に
は
げ
み
、
雨
安
居
が
明
け
れ
ば
カ
チ
ナ
衣
裁
断
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る。 （
仏
）
日
に
は
、
白
象
ル
チ
ャ
シ
ー
の
頭
や
背
を
美
し
く
よ
そ
お
い
、
左
右
の
ぎ
ば
を
黄
金
を
も
っ
て
飾
ら
せ
、
こ
れ
を
お
召
し
に

な
っ
て
ア
ラ
ソ
（
ヤ
）

の
リ
タ
イ
王
は
、

し
て
ラ
ン
カ
ー
オ
ソ
を
蒋
ぷ
べ
き
こ
と
を
教
え
た
。
ま
た
孫

ナ
コ
ソ
パ
ソ
よ
り
招
い
た
セ
イ
ロ
ソ
の
大
長
老
の
た
め
僧
房
と
堂
宇
を
建
て
て
こ
れ
を
寄
進
し
、
「
雨
期
の
定
住

が
終
わ
る
と
、
（
王
は
）
大
規
模
な
布
施
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、

模
し
た
青
銅
の
仏
像
を
開
眼
し
、

ス
コ

ー
タ
イ
の
町
の
中
央
、
仏
舎
利
塔
の
東
側
に
あ
る
仏
像
を

1
0
0日
間
に
わ
た
っ
て
説
法
を
聴
聞
し
た
。
そ
の
の
ち
、
金
一
万
、
銀
一
万
、
子
安
貝
一

0
0

0
万
、
き
ん
ま
一

0
0
0万
、
三
衣
四

0
0組
、
鉄
鉢
四

0
0個
、
座
具
四

0
0枚
、
寝
具
四

0
0組
…
．
を
施
入
」
(
V
/
3
/
8
~
1
7
)

し
て
布
施
の
範
を
示
し
、
こ
れ
に
な
ら
う
信
徒
の
献
げ
た
供
物
の
数
は
、
「
数
え
切
れ
ぬ
」

(

<
[
3
/
1
7
1
1
9
)

ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
王
室
に

よ
る
仏
教
崇
拝
の
事
例
は
、
刻
文
の
各
所
に
散
見
さ
れ
る
が
、

を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は

一
九
五
八
年
、
ス
コ

ー
ク
イ
城
壁
の
東
南
端
の
南
方
に
の
こ
る
遺
址
「
ア

ソ
ー
カ
ー
ラ
ー
マ
」

(
A
s
o
k
a
r
a
m
a
)

で
発
見
さ
れ
た
第
九
十
三
碑
文
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
史
料
は
サ
ソ
ガ
の
経
済
的
基
盤
の
実
体

ー
ク
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
の
妃
と
な
っ
た
ソ
ム
デ
ッ
ド
・

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
テ
ー
ウ
ィ

・
シ
ー
チ
ュ
ラ

ー
ラ
ク
サ
ナ

・
ア
ッ
カ
ラ
ラ
ー
チ

ャ
マ
ヘ

ー
シ
ー

・
テ
ィ
ロ
ー
カ
ラ
ク
ナ
太
后
が
亡
夫
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
ア
ソ
ー
カ
ー
ラ
ー
マ
」
の

そ
の
内
容
は
、
ま
ず
、
小
暦
七
六
一
年
卯
年
(
1
3
9
9

A
.
 D.)

。
ハ
ッ
グ
ナ
月
白
分
第
七
日
に
、
太
后
が
、

基
の
仏
舎
利
塔
を
建
立
し
、
こ
れ
に

セ
イ
ロ
ソ
請
来
の
二
粒
の
仏
舎
利
を
奉
納
し
た
縁
起
を
述
べ
た
の
ち
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

「
そ
れ
か
ら
太
后
は
、

ナ
イ

・
チ
ェ
ソ
グ

・
シ
ー
チ
ャ
ソ
を
監
督
者
と
す
る
五
十
家
族
の
平
民
を
寺
戸

(
k
a
p
p
i
k
a
r
a
,
p
h
a
y
a
b
a
n
)

と
し

て
施
入
し
た
。
太
后
は
五

0
0万
ビ
ア
を
も
っ
て
固
地
を
購
い
、
毎
日
五
十
人
分
の
托
鉢
を
満
た
す
た
め
の
副
食
供
給
に
あ
て
た
」

由
来
を
。
ハ
ー
リ
語
お
よ
び
タ
イ
語
で
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
ク
の
プ
ラ
（
？
）
を
参
詣
」

(
I
[
3
/
1
9
1
2
2
)

こ
の
碑
文
は
、

ア
ソ
ー
カ
ー
ラ
ー
マ
に
一

リ
ク
イ
王
の
女
で
、

異
母
兄
の
マ
ハ
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度
と
し
て
の
奴
隷
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
の
理
由
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
ア
ュ
タ

ヤ
朝
に
お

い
て
寺
院
奴
隷
を
意
味
し
た
「
カ
ー

・
プ
ラ
」

(
k
h
a

p
h
ra
)

な
い

し

「ヨ

ー
ム
・
ソ
ソ
グ
」

(
y
a
m
s
o
n
g
)
 

い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
第

一
の
例
で

は
「
カ
ッ
ピ
カ
ー
ラ

・
パ
ヤ

ー
バ

ー

ソ
」
が
、
第
二
の
例
で
は
「
パ
ヤ

ー
バ
ー
ソ
・
ワ
ッ
ト
」

(
p
h
a
y
a
b
a
n
 w
a
t
)

が
用
い
ら
れ
、
「
僧
の
用
を
足
す
者
」
と
注
記
さ
れ
て

い
る。

こ
れ
ら
の
語
が
、
「
特
定
の
寺
院
に
絶
対
的
に
蕨
属

し
て
、

そ
の
使
役
に
服
し、

ま
た
寺
領
地
の
耕
作
を
行
な
っ

て、

寺
院
に
所
属
す
る
僧
侶
の
食
糧
を
生
産
す
る
た
め
、
国
王
に

よ

っ

て
寺
院
に
寄
進
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
一
群
の
男
女
」
を
意
味
す
る
ア
ュ
ク
ャ
の
「
寺
奴
婢
」
と
ど
の
点
で
相
違
す
る
か
に
つ
い

て
は
さ

(
5
)
 

ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、

労
働
者
と
が
寺
院
に
施
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
非
生
産
的
な
サ
ン
ガ
が
、
そ
の
「
超
俗
性
」
を
犠
牲
と
す
る

こ
と
な
し
に
、

安
ん
じ
て
そ
の
成
員
の
生
活
を
維
持
で
き
た
サ
ソ
ガ
の
経
済
的
基
盤
を
具
体
的
に
示
す
事
例
と
し
て
興
味
深
い
。

出
家
者
の
団
体
で
あ
る

「
サ
ン
ガ
」
を
核
と
し
て
構
成
さ
れ
る
世
界
は
、
「
世
俗
的
秩
序
」
に
対
し
て
「
仏
教
的
秩
序
」

(
p
h
u
t
th
a,

ィ
」
と
あ
っ

て、

い
ず
れ
も
「
奴
蕨
」

(
k
h
a
,
t
h
a
t
)
 

(X
C
lll
/
1
/
1
6
~
2
1)

。

ク
ク
シ
ナ

ー
ラ
ー
マ
の
場
合
は
「
プ
ラ

「
（
太
后
は
）
ア
ソ

ー
カ
ー
ラ
ー
マ
を
建
立
し
た
だ
け
で
な
く
、
ワ
ナ
ラ
タ
ナ
長
老
の
た
め
に
タ
ク
シ
ナ

ー
ラ
ー
マ
(
T

h
a
k
s
i
n
a
ra
m
a
)

を
建
て、

年
問
（
？
）
牛
車
十
台
の
米
を
収
穫
で
き
る
百
ラ
イ
の
土
地
と
、
十
家
族
の
。フ
ラ
イ
を
寺
戸
と
し
て
施
入
し
た
」
(X
C
I
I
J
/

1
/
2
7
1

3
0
)

。

こ
こ

に
引
用
し
た
碑
文
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
王
室
は
、
王
室
が
建
立
寄
進
し
た
寺
院
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に

田
地
や
園

地
を
施
入
し、

寺
戸
を
し
て
耕
作
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
寺
院
に
止
住
す
る
出
家
者
の
生
活
維
持
を
は
か
っ
た
。
寺
戸
と
し
て
寺

院
に
棘
属
せ
し
め
ら
れ
た
者
は
、
ア
ソ

ー
カ
ー
ラ
ー
マ
の
例
で
は
「
平
民
」

(
ph
u

k
h
o
n
)
、

で
は
な
い
が
、
こ
れ
が
、
十
四
世
紀
末
の
ス
コ

ー
タ
イ
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
制

と
い
う
語
は
用

一
三
九
九
年
に
お
い
て
、
王
室
に
よ
っ

て
寺
領
地
と
、
こ
れ
を
耕
作
す
る
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「
仏
教
的
秩
序
」
は
、
「
世
俗
的
秩
序
」

(
r
a
t
c
h
a
,
a
―蕊
c
h
a
k
)

の
中
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
つ
ね
に
そ
れ

自
身
の
秩
序
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
世
俗
的
秩
序
」
と
の
問
に
緊
張
を
持
続
す
る
。
そ
の
緊
張
を
つ
く
り
出
す
力
は
、

「サ

に
よ
る
「
清
浄
性
」
の
維
持
で
あ
り
、
在
家
に
あ
っ
て
は
、

サ
ソ
ガ
の
「
超
俗
性
」
の
尊
重
で
あ

る
。
国
王
が
み
ず
か
ら
出
家
し
て
サ
ソ
ガ
の
秩
序
に
服
す
る
と
き
、
か
れ
は
、
「
仏
教
的
秩
序
」

あ
る
べ
き
姿
を
人
民
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
コ
ー
ク
イ
王
朝
に
お
い
て
は
、

あ
っ
た
。
小
暦
―
二
八
三
年
丑
年
(
1
3

6
1
)

、

と
「
世
俗
的
秩
序
」

と
の
関
係
の

リ
タ
イ
王
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
一
世
が
そ
れ
で

ナ
コ
ソ
パ
ソ
か
ら
セ
イ
ロ
ソ
の
大
僧
正
を
招
き
、
僧
正
が
雨
期
の
定
住
を
そ
こ
で
お
く

る
た
め
に
僧
房
と
堂
宇
を
建
立
し
た
リ
タ
イ
王
は
、
「
雨
安
居
が
明
け
た
水
曜
日
、
タ
イ
語
で
い
え
ば
ル
ア
ソ
グ

・
パ
オ
の
年

(11丑

一
九

0
五
年
、
：
・…

日
を
以
っ
て
数
え
れ
ば
入
滅
の
日
よ
り
出
家
の
日
ま
で
六
九
万
五
六

0
一
日
、
プ
ラ
ヤ
ー

・
シ
ー
ス

ー
ラ
や
ポ
ソ
グ
ラ
ー
マ

・
マハ

ー
タ
ソ
マ
ラ

ー
チ
ャ

ー
テ
ィ
ラ
ー
ト
…
…
は
、

宮
殿
の
上
手
に
お
わ
す
仏
像
の
前
に
お
い
て
、
修
行
者
と
し
て
、
十
戒
を
守
る
決
意

を
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
マ
ハ
ー
サ
ー
ミ
ー

・
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
を
は
じ
め
、
も
ろ
も
ろ
の
長
老

・
比
丘
た
ち
を
招
き
、
玉
座
に
上
っ
て

(＜
[
3
/
2
2
1
3
7
)

。
リ
ク
イ
王
は
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
ビ
ク
と
し
て
具
足
戒
を
受
け
て

リ
ク
イ
王
の
出
家
に
つ
い
て
ヴ
ェ
ー
バ

ー
は
、
こ
れ
を
「
疑
い
も
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
法
王
と
し
て

(
a
ls

P
o
n
t
ifex)

教
会
を
指
導

(
7
)
 

す
る
と
と
も
に
、
ま
た
こ
の
教
会
を
通
し
て
臣
民
を
指
導
す
る
た
め
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
サ
ソ
ガ
に
入
門
し
た
リ
タ
イ

王
の
「
仏
教
的
秩
序
」
に
お
け
る
身
分
は
、
新
参
の
一
比
丘
に
過
ぎ
ず
、
「
法
王
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

か
り
に
も
し
国
王
が
「
仏
教
的
秩
序
」
の
中
で
「
王
」
た
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
十
世
紀
ク
イ
国
サ
ン
ガ
の
組
織
化

「
法
王
と
し
て
教
会
を
指
導
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

…
…
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
と
し
て
得
度
を
受
け
た
」

(
6
)
 

い
る
。

年）
、

星
宿
は
金
帆
船
、
時
は
夕
刻
、

プ
ッ
ダ
が
涅
槃
に
入
ら
れ
た
年
よ
り
数
え
て
（
王
の
出
家
の
時
ま
で
）

ン
ガ
」
に
あ
っ
て
は
、

c
h
a
k
)

と
呼
ば
れ
る
。

「
持
戒
」
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き
る
か
ら
で
あ
る
、

ハ
ー
リ
語
:
d
a
s
a
v
1
-

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
の

よ
う
に
、
「
仏
教
的
秩
序
」
の
内
部
に
働
く
原
理
に
従
い
、
長
期
に
わ
た
る
出

家
生
活
の
後
に
お
い
て
サ
ソ
ガ
の
首
長
で
あ
る
「
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
」
の
地
位
に
上
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
0

リ
タ
イ

王
の
出
家
は
、

「
世
俗
的
秩
序
」
に
よ
る
「
仏
教
的
秩
序
」
の
認
証
、
な
い
し
尊
重
の
象
徴
的
表
現
で
あ
り
、

て
ふ
た
た
び
俗
界
の
王
と
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
完
結
す
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

か
え
っ
て
、
還
俗
し

「
仏
教
的
秩
序
」
を
包
摂

す
る
「
世
俗
的
秩
序
」
の
支
配
者
で
あ
る
国
王
は
、
こ
の
と
き
に
こ
そ
「
教
会
を
通
し
て
」
よ
り
よ
く
人
民
を
支
配
す
る
こ
と
が
で

い
ま
、
仏
教
と
の
関
係
に
お
い
て
な
が
め
る
時
、
国
王
に
は
、
り
、
「
仏
教
的
秩
序
の
擁
護
者
」
と

い
う
役
割
と
、
③
、
「
仏
教
的

理
想
の
世
俗
的
秩
序
に
お
け
る
顕
現
者
」
と
い
う
二
つ
の
役
割
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
順
序
を
逆
に
し
て
、
ま
ず
③
の
役
割
か
ら

(
8
)
 

検
討
し
た
い
。

リ
タ
イ
王
の
称
号
で
あ
る
「
マ
ハ
ー
・
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
」
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
偉
大
な
る

(
m
a
h
a
)

正
法
王

(
t
h
a
,

m
m
a
r
i
i
c
h
i
i
'̂.
d
h
a
m
m
a
r
i
i
j
a
)
」
で
あ
り
、
仏
教
的
理
念
に
基
づ
い
て
統
治
を
行
な
う
王
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
第
一
部
で
も
述
べ
た
よ

う
に
、
仏
教
王
の
統
治
準
則
は
「
王
と
し
て
守
る
べ
き
十
の
法
」
（
タ
イ
語
~
ト
ッ
サ
ビ
ッ
ト
ラ
ー
チ
ャ
タ
ム
、

d
h
i
r
a
j
a
d
h
a
m
m
a
)

と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
が
よ
き
王
の
し
る
し
と
さ
れ
た

ほ
碑
文
の
中
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
ぎ
わ
め
て
具
体
的
な
形
を
も
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（日
[
2
/
2
6
,

V
 
/
1
/
1
5

)

。

“i批
叙

H
＋
の
年
処
必
g

の
理
想
像

「ラ

ー
マ
カ
ム
ヘ
ソ
グ
王
の
御
代
に
、
ス
コ

ー

タ
イ
ほ
栄
え
た
。
水
の
中
に
は
魚
が
住
み
、
水
田
に
は
稲
が
あ
っ
た
。
国
主
は
道
路
に
沿
っ

て
牛
を
ひ
い
て
商
い
を
す
る
者
、
馬
に

乗
っ
て
売
り
に
行
く
者
た
ち
か
ら
税
金
を
と
り
立
て
な
か
っ
た
。
象
を
商
い
た
い
者
は
象
を
商
い
、
馬
を
商
い
た
い
者
は
馬
を
商
い
、

金
銀
を
商
い
た
い
者
は
金
銀
を
商
っ
た
。

庶
民
、
貴
族
、
王
族
の
だ
れ
で
あ
っ
て
も
、
死
ん
で
世
を
去
っ
た
な
ら
ば
、
か
れ
の
祖
先

伝
来
の
家
屋
敷
、
衣
服
、
象
、
家
族
、
米
倉
、
召
使
、
祖
先
伝
来
の
び
ん
ろ
う
樹
や
き
ん
ま
の
国
は
、
こ
と
ご
と
く
か
れ
の
子
供
た
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ち
に
相
続
さ
れ
る
°
庶
民
、
貴
族
、
王
族
で
争
い
が
お

こ
っ
た
な
ら
ば
、
正
し
く
審
問
を
行
な

い
、
公
平
な
裁
決
を
下
す
。
（
王
は
）

盗
人
や
隠
匿
す
る
者
に
加
担
す
る
こ
と
が
な
い
。
他
人
の
米
を
見
て
も
、
こ
れ
を
喜
ば
ず
、
他
人
の
富
を
見
て
も
、
こ
れ
に
心
動
か

さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
な
に
人
で
あ
れ
、
象
に
乗
っ

て
来
て
、
そ
の
領
国
を
（
ラ
ー
マ
カ
ム
ヘ

ソ
グ
王

の
）
庇
護
下
に
お
く
こ
と
を

願
う
者
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
助
力
を
与
え
た
。
か
れ
が
も
し
象
を
持
た
ず
、

馬
を
持
た
ず
、
男
女
（
の
召
使
）
を
持
た
ず
、
銀
や
金

を
持
っ

て
い
な
い
時
に
は
、

こ
れ
ら
を
か
れ
に
与
え
た
。
あ
た
か
も
自
身
の
国
に
い
る
か
の
よ
う
に
こ
れ
を
助
け
る
。
敵
の
隊
長
や

兵
卒
を
捕
え
た
時
に
も
、
こ
れ
を
殺
さ
ず
、
こ
れ
を
打
た
な
い
」
(
I
/
1
/
1
8

3
1
)

。

同
様
の
統
治
の
理
想
は
、
リ
ク
イ
王
の
碑
文
に
も

示
さ
れ
て
い
る
。
「
（
こ
の
王
は
）
王
と
し
て
守
る
べ
き
十
の
法
に
則
っ
て
国
を
治
め

る。

王
は
す
べ
て
の
臣
民
を
い
つ
く
し
む
。
他

人
の
米
を
見
て
も
、
こ
れ
を
喜
．
は
ず
、
他
人
の
富
を
見
て
も
、
こ
れ
に
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
父
が
死
ね
ば
、
（
そ
の
財

産
は
）
子
供
に
譲
り
、
兄
が
死
ね
ば
弟
に

こ
れ
を
譲
る
。

ど
の
よ
う
な
悪
を
働
く
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
を
死
ぬ
ま
で
打
た
せ
る

よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
し
て
敵
の
隊
長
や
兵
卒
を
捕
え
た
時
に
は
、
殺
し
た
り
打
っ
た
り
せ
ず
、
か
れ
ら
が
破
滅
に

陥
ら
な
い
よ
う
に
こ
れ
を
蓑
っ

た
。
邪
心
あ
る
者
、
無
礼
な
者
、
魚
の
中
に
…
…
米
の
中
に
毒
を
入
れ
て
食
べ
さ
せ、

王
を
病
気
に

し
て
殺
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
者
を
捕
え
た
と
し
て
も
、

殺
し
た
り
打
っ
た
り
は
決
し
て
せ
ず
、

王
に
悪
心
を
抱
く
者
に
対
し
て
も

数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
慈
悲
を
か
け
た
。
王
が
（
こ
の
よ
う
に
）
身
心
を
抑
制
す
る
の
は
、
プ
ッ
ダ
と
な
り
、
生
き
と
し
生
け
る
者
を
こ

と
ご
と
く
こ
の
転
生
の
苦
し
み
の
彼
岸
へ

と
導
き
渡
す
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
る
」
(
V
/
1
4

3
3
)

。

仏
教
王
の
も
う
ひ
と
つ
の
役
割
、
す
な
わ
ち
「
仏
教
的
秩
序
の
擁
護
者
」
と
は
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば
、
「
仏
教
的
秩
序
の
維

持
者
」

で
あ
り
、
こ
れ
に

は
、
④
、

保
護

・
育
成
と
い
う
積
極
的
な
面
と
、
⑮
、
統
制
と
い
う
消
極
的
な
面
と
い
う
二
面
が
あ
る。

前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
ぎ
た
よ
う
な
、
物
心
両
面
か
ら
の
サ

ソ
ガ
に
対
す
る
援
助
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
碑
文
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ぎ
り
に
お
け
る
「
擁
護
」
の
統
制
的
な
側
面
を
検
討
し
て
み
た
い
。
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第 2部 第 1章 スコータイ期における王権とサソガ

対
し
、
後
者
は
「
仏
教
的
秩
序
」
に
の
み
属
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
サ
マ
ナ
サ
ッ
ク
」
の
存
在
は
、

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

サ
ソ
ガ
の
国
王
に
対

し
ば
し
ば
引
用
し
た
第
一
碑
文
に
は
、
「
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト」

(
s
a
n
g
k
h
a
r
a
t
,
s
a
n
g
g
h
a
r
i
i
j
a
)
 (
I
/
2
/
2
9
)

、
「プ

ー
ク
ル

ー
」
(
P
要
h
r
u
,
k
h
r
u
 

g
u
r
u
)
 (
l
/
2
/
2
6
,
 

3
0
)
 

と
い
う
語
が
見
え
て
い
る
。
「
プ
ー
ク
ル
ー
」
は
、
今
日
の
「
プ
ラ
ク
ル
ー
」
に
対
応
す
る
僧
位
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
も
僧
官
の
階
級
を
示
す
称
号
で
あ
っ
て
「
世
俗
的
秩
序
」
に
お
け
る
「
バ

ソ
ダ

ー
サ
ッ
ク
（
爵
位
）
」
の
類
推
か
ら
「
サ
マ

ナ
サ
ッ
ク
（
僧
位
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
同
じ
第
一
碑
文
に
は
、
ま
た
、
「
マ
ハ
ー

テ
ー
ラ
」
「
テ
ー
ラ
」

(
I
[
2
/
2
7
)

と
い
う
語
も
見
え
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
法
腺
の
長
短
を
示
す
称
号
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
十
回
お
よ
び
二
十
五
回
の
雨
期
の
定
住
を
経
験
し
た
長
老
で
あ

「
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
」

「
プ
ー
ク
ル

ー
」
と
「
テ
ー
ラ
」
「
マ
ハ
ー
テ
ー
ラ
」
の
違
い
は
、
前
者
が
国
王
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
「
僧
官
」
の
称
号
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
「
世
俗
的
秩
序
」
と
「
仏
教
的
秩
序
」
と
の
接
点
に
位
置
し
て
い
る
の
に

す
る
従
属
の
一
指
標
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
十
五
世
紀
後
半
以
降
の
集
権
化
の
進
行
し
た
ア
ュ

タ
ヤ
王
国
に
お
い

て
は
、
官
吏
は
、

「
サ
ク
デ
ィ
ナ
ー
（
位
階
田
）
」
、
「
ヨ
ッ
ト
（
爵
位
を
含
む
位
階
）
」
「
ラ
ー
チ
ャ
テ
ィ

ソ
ナ
ナ

ー
ム
（
欽
賜
名
）
」
、
「
タ
ム
ネ
ン
グ

(9
)
 

（
職
位
）
」
の
四
個
の
指
標
に
よ
っ
て
階
統
制
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
「
世
俗
的
秩
序
」
の
支
配
原
理

は
若
干
の
変
更
を
加
え
て
サ
ソ
ガ
に
も
適
用
さ
れ
、
そ
の
根
本
思
想
に
ま
っ
た
く
手
を
触
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ

て
い
る
。

ス
コ

ー
タ
イ
の
サ
ソ
ガ
に
お
け
る
こ
う
し
た
階
統
制
の
発
達
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
は
史
料
的
制
約
の
た
め
困
難
で
あ
る
が
、

し
か
も
な
お
断
片
的
史
料
に
よ
っ

て
さ
え
、
俗
権
に
よ
る
サ
ソ
ガ
の
統
制
、
俗
権
に
対
す
る
サ
ソ
ガ
の
従
属
の
状
況
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
ぎ
る
。
た
と
え
ば
サ
ソ
ガ
の
最
高
統
轄
者
の
「
職
位
」
で
あ
る
「
サ
ソ

カ
パ
リ
ナ

ー
ヨ
ッ
ク
」

s
a
n
g
k
h
a
p
a
n
n
a
y
o
k
八
s
a
n
g
g
h
a
p
a
・

r
品
y
a
k
a

と
い
う
語
は
一
四

0
六
年
の
第
九
碑
文
に
見
え
（
ヌ
[
3
/
2
7
)

、
そ
の
僧
位
お
よ
び
お
そ
ら
く
欽
賜
名
は
「
プ
ラ
ボ
ロ

マ
ク
ル

ー
・

テ
ィ
ロ

ー
カ
デ
ィ
ロ
ク

・
テ
ィ
ラ
タ
ナ

・
シ
ー
ラ
コ
ソ
タ
ワ
ナ
ワ
ー
シ
ー

・
ク
ソ
マ
キ
ッ
テ

ィ
・
サ
ソ
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
・
マ
ハ

ー
サ
ワ

ー
ミ
ー
・

チ
ャ
オ
」
（
ヌ
]
3
/
2
7
~
2
8
)

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
僧
官
は
、
国
王
に
よ
っ
て
サ
ン
ガ
が
統
治
の
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儀
が
終
了
す
る
と
、
祖
父
王
マ
ハ

ー
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ

ー
は、

リ
ナ
ー
ヨ
ッ
ク
）
で
あ
る
前
記
の
大
長
老
が
、

権
能
を
認
証
さ
れ
、
そ
の
し
る
し
と
し
て
僧
位
、
欽
賜
名
等
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
九
碑
文
は
、
こ
う
し
た
僧
官
の
任
命
に
現
わ
れ
た
国
王
と
サ
ン
ガ
と
の
関
係
を
示
す
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
碑
文
は
、

ア
ラ
ソ
ャ
ワ
ー
シ
ー
（
森
林
派
）
を
統
轄
す
る
僧
官
（
チ
ャ

オ
カ
ナ
）
で
あ
っ
て
、
同
時
に
全
サ
ソ
ガ

の
最
高
責
任
者
（
サ
ソ
カ
パ

て
ら
れ
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
国
王
の
介
入
が
要
請
さ
れ
、
そ
の
結
果
希
望
通
り
の
人
事
が
実
現
し
た
い
き
さ
つ
を
回
顧
的

に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
や
や
長
い
が
、
そ
の
該
当
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
マ
ハ
ー
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
王
は
、
お
で
ま
し
に
な
っ
て
、
（
マ
ハ
ー
カ
ソ
ラ
ヤ
ー
ナ
長
老
の
）
遺
体
を
御
覧
に
な
っ
た
。
葬

わ
た
し
の
肩
の
上
に
（
お
の
せ
に
な
っ
た
）。

を
守
ら
れ
よ
。
…
…
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
寺
院
を
院
下
に
ゆ
だ
ね
•
…

•• 

」（
I
X
/
1
/
2
8
~
3
3
)

。
「
小
暦
七
五

0
年
(
1
3
8
8
)

陰
暦
九
月
、

パ
ト
ム
ウ
ッ
タ
ラ
長
老
が
亡
く
な
る
と
、
わ
た
し
は
こ
の
寺
の
管
理
を
タ
ソ
ハ
ソ
カ
ラ
大
長
老
に
ゆ
だ
ね
た
。
タ
ソ
ハ
ソ
カ
ラ
大
長

老
が
死
ぬ
と
、
わ
た
し
は
ウ
ェ

ー

サ
ー

プ
大
長
老
に
…
•
•
•
そし
て
ウ
ェ
ー
サ
ー

。
フ大
長
老
が
死
ぬ
と
、

老
に
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
寺
の
管
理
を
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
、

老
は
、
（
こ
の
指
名
に
）
異
議
を
申
し
立
て
た
の
で
こ
こ
に
大
争
論
が
お
こ
っ
た
。
孫
王
マ

ハ
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ラ
ー
ト
、

シ
ー
ク
ソ
マ
ラ
ー
ト
太
后
、
プ
ー
プ
ラ
ヤ
ー
、

す
る
学
者
た
ち
、

問
官
、

と
し
、

一
寺
院
の
住
持
を
指
名
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
二
名
の
大
長
老
か
ら
異
議
が
申
し
立

マ
ハ
ー
カ
ソ
ラ
ヤ

ー

ナ
大
長
老
（
が
着
用
し
て
い

た
？
）
大
衣
を
•
•
…
•

そ
し
て
わ
た
し
を
祝
福
し
て
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
院
下
よ
、
末
永
く
宗
師
の
教
え

ナ
ー
イ
・

ス
ワ
ソ
プ
ラ

ー
チ
ャ
ヤ

ー、

バ
ー
・

タ
ソ
マ
ト
ラ
イ
ロ

ー
ク
を
は
じ
め
と

ク
ソ

・
ス
コ
ソ
ク
ロ
ッ
ト

・
ラ
ー
チ
ャ
モ
ソ
ト

リ
ー、

ナ
ー
イ

・
ペ
ー
ニ
ー
・

バ
ム
ー
ヤ
ラ
ー
チ
ャ
サ

ー
ト
ら
顧

サ
ソ
ガ
（
の
側
）
か
ら
は
カ
ー
マ
ワ
ー
ツ
ー
（
都
市
部
）
を
代
表
し
て
、

ト
ラ
イ
ビ
ド
ク
大
長
老
、
プ
ッ
ク
ワ

ン
サ
長
老
、

モ
ソ
コ
ソ
ウ
ィ
ラ
ー
サ
大
長

サ
ー
リ
プ
ッ
ク
大
長
老
と
プ
ッ
ク
ワ
ソ
サ
大
長

サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
・
ヤ
ー
ナ

ル
チ
ー
大
長
老
を
上
首

マ
ハ
ー
ア
ー
リ
ボ
ソ
長
老
、
バ
ー
・
ヤ
ー
ソ
コ
ソ
テ
ィ
ク
、
バ
ー
・
ス
ワ
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ソ
テ

ー
プ
、
バ
ー

・
ラ
ー
フ

ソ
、
バ
ー

・
ヤ
ー

ソ
ウ
ィ
ラ

ー
ト
ら
、

プ
ラ
ル

ー
プ
（
派
？
）
か
ら
は
、

ー
タ
ー
ナ
ソ
タ
大
長
老
ほ
か
も
ろ
も
ろ
の
ビ
ク
た
ち
、

モ
ソ
コ
ソ
大
長
老
、

大
長
老
、

タ
ソ
マ
コ

ー
サ
大
長
老
、

ラ
ー

マ
ラ
ソ
シ

ー
大
長
老
、

タ
ソ
マ
セ

ー
ナ
ー
ボ
デ
ィ
大
長
老
、
プ
ラ
ヤ

ー
テ
ィ
カ

ス
パ
ソ
ナ
サ
ヤ
ー
マ
大
長
老
、

キ
ッ
テ
ィ
長
老
ら
も
ろ
も
ろ
の
ビ
ク
衆
が
相
集
い
、

き
起
こ
し
た
争
論
を
鎮
め
た
の
で
あ
る
。

g
]
3
/
1
~
3
2
)

。

ア
ラ
ソ
ャ
ワ

ー
シ
ー

（
森
林
部
）
か
ら
は
、

ヤ
ー
ナ
ウ

ィ
サ
ー

ラ
大
長
老
、

ア
ー
ナ
ソ
タ
大
長
老
、

タ
マ
ラ
シ

ー
大
長
老
、

ス
モ
ソ
コ
ソ
大
長
老
、

ア
ッ
カ
ヤ
ー
ナ
大
長
老
、

ス
ポ

ケ
ー

マ

タ
ソ
マ

チ
ャ
レ

ー
・

チ
ャ
ー
に
あ
る
布
薩
堂
を
埋
め
た
。
か
く
し
て
か
の
二
長
老
の
ひ

小
暦
七
六
八
年
戌
年
(
1
4
0
6
)

、
陰
暦
一
月
黒
分
十
日
、
日
曜
日
の
初
更
、

ャ
ー
ソ
に
あ
る
堂
宇
に
出
御
し
給
う
た
時
の
詔
。

『
予
は
、
プ
ラ
ボ
ロ
マ
ク
ル

ー
・
テ
ィ
ロ
ー

カ
テ
ィ
ロ
ク

・
テ
ィ
ラ
タ
ナ

・
シ
ー
ラ

コ
ソ
タ
ワ
ナ
ー
ワ
シ
ー
・
ク
ソ
マ
キ
ッ
テ
ィ

・
サ
ソ
カ
ラ

ー
チ
ャ

ー
・

マ
ハ
ー
サ
ワ
ー
ミ
ー

・
チ
ャ
オ
を
、

ク
に
任
命
し
、
こ
れ

に
（
サ
ソ
ガ
統
治
の
）
全
権
を
与
う
。
何
人
た
り
と
も
、

こ
と
あ
る
時
は
ポ

ロ
マ
ク
ル

ー
は
専
断
を
下
す
べ
く
、
ボ
ロ

マ
ク
ル
ー
の
行
な
う
い
か
な
る
決
定
も
予
に
異
存
は
な
い
。』

そ
の
後

で
、
わ
た
し
と
衆
僧
は
、
国
王
マ
ハ

ー
ク
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ラ

ー
ト
、

に
、
カ
ソ
ラ
ヤ

ー
ナ

・
ワ
ナ

ー
ワ
ー
ト
寺
の
管
理
の
全
権
を
モ
ン
コ
ソ
ウ
ィ
ラ

ー
ト
大
長
老
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
（
確
認
し
た
）
」

わ
れ
わ
れ
は
、
第
九
碑
文
の
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
、

サ
ソ
カ

。ハ
リ
ナ

ー

ヨ
ッ

ア
ラ
ソ
ャ
ワ
ー
ツ
ー
に
属
し
な
が
ら
、
仏
法
に
違
う

ツ
ー
ラ
ー
ト
マ
ー
ダ
ー
太
后
、
プ
ー
ク
ル
ー
ら
と
と
も

ス
コ
ー
タ
イ
の
サ
ソ
ガ
が
、
内
部
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
、
あ
え

て
国
王
の
権
力
を
利
用
し
て
怪
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
「
仏
教
的
秩
序
」
が
「
世
俗
的
秩
序
」
に
包
摂
さ
れ
、
そ

サ
ソ
ガ
に
関
す
る
官
職
と
し
て
は
、
先
述
の
僧
官
の
ほ
か
、
俗
官
が
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
第
四
十
九
碑
文
に
よ
っ
て
明
ら
か

部2
の
寛
容
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
事
例
を
見
る
。

第 第 1章 ス コー クイ期における王権とサソガ

マ
ハ

ー
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ラ

ー
ト
が
タ
レ

ー
チ
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一
四
―
二
年
ス
コ

で
あ
る
。
こ
の
俗
官
は
「
サ
ソ
カ
カ
リ
ー
」

(
s
a
n
g
h
a
k
翌
）
と
い
い
、
そ
の
長
は
「
ナ
ー
イ
・
サ
ソ
カ
カ
リ
ー
」

(niit
s
a
n
g
h
a
k
a
r
i
)

と

(10) 

呼
ば
れ
た
。
「
サ
ソ
カ
カ
リ
ー
」
の
任
務
は
、
「
国
王
と
サ
ソ
ガ
と
の
連
絡
役
」
で
あ
っ
た
。
同
碑
文
に
よ
れ
ば
、

ー
タ
イ
の
ナ
イ
・
イ
ソ
ソ

ー
ラ
サ
ッ
ク
某
が
、
そ
の
所
有
地
を
サ
ソ
ガ
に
施
入
し
、
そ
こ
に
僧
房
を
建
て
た
い
と
し
て
勅
許
を
仰
い

だ
時
、
国
王
は
ナ
ー
イ
・
サ
ソ
カ
カ
リ
ー
に
命
じ
て
そ
の
請
願
を
処
理
せ
し
め
て
い
る
。

(
I
L
I
X
/
0
/
1
1
1
4
)
。

一
八

0
五
年
に
編
築
さ
れ
た
『
三
印
法
典
』
に
は
、
「
訓
戒
す
る
こ
と
が
（
サ
ソ
ガ
の
）
力
に
余
る
ほ
ど
多
く
の
悪
し
き
ビ
ク
が
あ

る
時
は
、
国
王
陛
下
に
そ
の
旨
奏
上
す
れ
ば
、

王
土
の
守
護
者
で
あ
る
陛
下
は
、
仏
法
の
護
持
に
心
を
く
だ
く
大
長
老
た
ち
に
助
力

(11) 

を
与
え
る
」

「
古
来
の
慣
行
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
国
王
と
サ
ソ
ガ
の
関
係
は
、
ス
コ
ー
タ
イ
に
大

寺
派
仏
教
が
受
容
さ
れ
、
「
国
家
仏
教
」
の
要
件
を
と
と
の
え
た
時
以
来
、
成
立
を
見
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

注

(
1
)

「
家
居
」
を
意
味
す
る
こ
の
パ
ー
リ
語
は
、
タ
イ
語
で
は

「
在
家
者
」
を
指
す
。

(
2
)
E
d
m
u
n
d
 R. 
L
e
a
c
h
,
 D

ialectic 
in 
p
r
a
c
t
i
c
a
l
 
religion
.
 Ca

r
n
b
r
i
d
唸

T
h
e
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
,
 1

9
6
8
.
 p
.
 1.
 

(
3
)

"
K
o
t
 P
h
r
a
s
o
n
g
 "
 N
o
.
 2
,
 K

a
t
m
a
i
 
T
r
a
 
S
a
m
 D
u
a
n
g,
 (K. T•D
. 

S
)
.
 Vol. 
4
.
 B

a
n
g
k
o
k
:
 
O
n
g
k
a
n
k
h
i
i
 
k
h
0
1
n
g
 
k
h
u
r
u
 

捻
p
h
a
,
1
9
6
2
-
本
書
に
お
い
て
は
入
手
の
便
を
考
え
ク
ル
サ
．
＾

1
本
に
よ
っ
て
頁
数
を
示
し
た
。

(
4
)

こ
の
語
は
碑
文
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
が
、

X
L
I
X/
0
/
2
3

に
太
后
を
「
マ
ハ
ー
・
ウ
バ
ー
シ
ー
カ
ー
」
と
呼
ぶ
例
が
あ
る
。

(
5
)
K
h
a
n
a
k
a
r
n
r
n
a
k
i
i
n
 c
h
a
t
 
p
h
i
r
n
:

…

•
-
P
r
d
c
h
u
m苓
r
a
t
a
m
r
d
b
o
r
o
m
a
r

貸

h
a
t
hit

苓
忠
忍
n
l
a冷
Cnii
s
a
m
a
i
 a
y
u
t
t
h
a
y
i
i
 
p
h
i
i
k
 J
.
 

B
a
n
g
k
o
k
:
 
K
h
a
n
a
k
a
r
n
r
n
a
k
a
n
 
c
h
a
t
 
phirn・・・・・・
,
 
1967•khamnam 

k
o
,
k
h
o
.
 

(
6
)
G
r
i
s
w
o
l
d
 &
 P
r
a
sert
,
 "

T
he
 e
p
i
g
r
a
p
h
y
 
of 
M
a
h
翌
h
a
r
m
a
r
i
i
ja
I
 of 
S
u
k
h
o
d
a
y
a
:
 
E
p
i
g
r
a
p
h
i
c
 
a
n
d
 
historical 
studies
,
 N

o.
 1
 I, 

P
a
rt 
1,

"
 J
S
S
,
 Vol. 

L
X
I
,
 P

a
r
t
 
1
 (
1
9
7
3
)
.
 p
p
.
 1

4
2
,
1
4
3
.
旧
芦
臼
に
お
い
て
は
、
こ

の
点
に
つ

い
て
誤
っ
た
解
釈
を
下
し
て
い
た
の
で
訂

正
し
た
い
。

(
7
)
M
a
x
 W
e
b
e
r
,
 G

e
s
a
m
m
el
te
 A
u
f
s
i
i
t
z
e
 
z
u
r
 
R
e
l
i
g
i
o
n
s
s
oz
iologie
,
 II. 

T
u
b
i
n
g
e
n
:
 J
.
 

C
.
 B
.
 M

o
h
r
 (
P
a
ul 
S
i
e
b
e
c
k
)
,
 1

9
6
3
.
 S

S
.
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2
8
2
,
2
8
3
.

池
田

・
山
折

・
日
隈
訳
『
ア
ジ
ア
宗
教
の
基
本
的
性
格
』
（
東
京

・
勁
草
害
房

・
昭
和
四
十
五
年
）
五
八
頁
。

C
8
)

第
一
部
第
二

章
第
一
ー
一
節
参
照
。

(
9
)
H
.
 G
.
 Quaritch 

W
a
l
e
s
,
 Ancient 

S
i
a
m
e
s
e
 g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
a
n
d
 a
d
m
i
n
istration
.
 N

e
w
 Y
o
r
k
:
 
P
a
r
a
g
o
n
 
B
8
k
 Reprint 
C
o
r
p., 

1
9
6
5
.
 p
p
.
 
3
5
 ff
.
 

(
1
0
)
G
r
is
w
o
ld 
&
 Prasert
,
 op
.
 cit
., 
p
.
 
2
3
6
 
n
.
 

(

1
1
)

'^
K
o
t
 P
h
r
a
s
o
n
g
 "
 N
o
.
 
7
,
 K
.
 T
,
 
S•D.

>

Vol.

4
-

p
.
 20
7
.
 

119 



第
二
章

と
は
、

「
仏
教
」

(
p
h
u
tthasiisanii)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
「
宗
教
の
擁
護
者
」

と
は
、

「
仏
教
に
擁
護
(
u
p
a
t
h
a
m
)

を
与

え
る
者
」
の
意
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
た
仏
教
は
、
国
王
の
「
擁
護
」
を
う
け
る
べ
き
存
在
と
し
て
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
出
家
者
の
集
団
で
あ
る
ク
イ

の
仏
教

サ
ソ
ガ
は
、
自
ら
、

ガ
は
、

ァ
ュ
タ
ヤ

・
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ン
期
に
お
け
る
王
権
と
サ
ソ
ガ

「
宗
教
の
擁
護
者
」
(
a
k
k
h
n
m
a
h
翌
忍
呂
p
a
t
h
a
m
p
h
o
k
)

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
文
脈
で
の
「
宗
教
」
（
臨
sanii
)

タ
イ
人
の
伝
統
的
思
想
に
し
た
が
え
ば
、
国
王
は
、
仏
教
を
「
擁
護
」

す
る
責
任
を
有
し
、

い
っ
さ

い
の
経
済
活
動
と
か
か
わ
り
を
も
た
ぬ
こ
と
を
建
前
と
す
る
集
団
で
あ
る
た
め
、
そ
の
存
続
を
す
べ
て

第
三
者
の
持
続
的
支
援
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
構
造
を
も
っ

て
い
る
。
歴
史
的
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、

つ
ね
に
王
室
の
「
擁
護
」

(
u
p
a
t
h
a
m
'

よ
り
正
し
く
は

p
h
r
a
b
o
r
o
m
a
r
i
i
c
h
u
p
a
t
h
a
m
)

み
、
繁
栄
を
許
さ
れ
て
来
た
の

で
あ
っ
た
。
サ
ソ
ガ
は
、
「
法
」

(
d
h
a
m
m
a
)

に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
自
治
組
織
で
あ
る
が

(
G
o
p
a
k
a
、

m

裔
allan
a
s
u
tta)

、

タ
イ
国
王
は
、

そ
の
自
律
性
は
、

ク
イ
の
仏
教
サ
ン

に
、
大
き
く
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

サ
ソ
カ
の
か
か
る
経
済
的
従
属
性
の
ゆ
え
に
、

「
擁
護
者
」
た
る
国
王
の
意
志
に
制
約
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
章
に
お
い
て
は
、
前
章
に
お
い
て
検
討
し
た
ス
コ
ー
タ
イ
期
に
つ
づ
く
ァ
ュ
タ
ヤ
期
、

ツ
ソ
期
初
頭
に
お
け
る
サ
ン
ガ
と
国
王
と
の
関
係
を
、

「
擁
護
」
の
も
つ

二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
支
援
的
側
面
と
統
制
的
側
面
の
性
格
を
解
明
し
よ
う
と
思
う
。

お
よ
び
ラ
タ
ナ
コ

ー

『三
印
法
典
』
な
ど
の
根
本
史
料
に
よ

っ
て
検
討
し
な
が
ら
、
国
王
の
仏
教
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表 3

布 告 番 号

Kot Phrasongと PhraratchakamontMai Nos. 2, 13, 14,の布告

I 布 告の日 付

Kot Phrasong No. 1 

11 No. 2 

,, No. 3 

11 No. 4 

,, No. 5 

11 No. 6 

11 No. 7 

11 No. 8 

11 No. 9 

,, No. IO 

小暦1144年寅年第4年陰暦10月白分15日土耀日 (A.D. 1782-9-21) 

小暦1145年卯年第5年陰暦6月白分5日月耀日 (A.D.1783-5-5) 

小暦1145年卯年第5年陰暦 6月白分 8日木耀日 (A.D. 1783-5-8) 

小暦1145年卯年第5年陰暦 8月白分15日日躍日 (A.D. 1783-7ー13)

同 上

同上

小府1145年卯年第5年陰暦12月白分 3日月耀日 (A.D. 1783-10-27) 

小暦1151年西年第 1年陰暦3月黒分11日 水曜日 (A.D. 1790-2-10) 

小暦1156年寅年第6年陰唇 9月黒分4日木曜日 (A.D. 1794-8-15) 

小暦1163年酉年第3年陰暦 7月黒分13日火曜日 (A.D. 1801-6-9) 

I 
Kot Phrasong No. 2 

11 No. 13 

11 No. 14 

布 告 番 号 布 告 の 日 付

小暦1144年巳年第 4年陰暦 8月黒分 8日月耀日 (A.D. 1782-6-17) 

小暦1147年午年第7年陰暦12月黒分5日月耀日 (A.D. 1785-11-21) 

小暦116~午年第10年陰暦 8 月黒分 2 日木耀日 (A. D. 1798-6-29) 

『
三
印
法
典
』
に
は
、
ラ
ー
マ
一
世
の
発
布
し
た
雑
多
な
内
容
を
も
っ

仁

P
h
r
a
r
a
tc
h
a
k
a
m
n
o
t
 Mai N
os.
 2,
 1

3
,
 1

4
 

ラ
タ
ナ

コ
ー

ツ
ソ
朝
ラ

ー
マ
一
世
時
代
の
サ
ソ
ガ
に
関
す
る
史
料
と
し

K
o
t
 P
h
r
a
s
o
n
g
 

の
布
告
で
あ
っ
て
、

K
ot
P
h
r
a
s
o
n
g
 (レ

＝
ソ
ガ
本
）
、
な
い
し
は

K
a
t
m
a
i

P
h
r
a
s
o
ng
 (
プ
ラ
ド
レ

ー
本
）
と
題
さ
れ
、
『三
印
法
典
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
発
布
の
時
期
が
い
ず
れ
も
ラ
ー
マ
一
世
王
の
治
世
中
に
含
ま
れ
、

『三
印
法
典
』
成
立
の
時
期
(
-
八

0
五）

に
近
接
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ

び
用
い
ら
れ
て
い
る
暦
法
も
正
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
テ
キ
ス
ト
の

信
憑
性
は
、
『
＝
一
印
法
典
』
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
高
い
も
の
の
一
っ
と

見
ら
れ
る
。

一
七
八
二
年
か
ら
一
八

0
一
年
の
間
に
発
せ
ら
れ
た
表

3
上
欄
の
十
篇

日
て
は
、

つ
ぎ
の
四
種
の
文
献
が
基
本
的
重
要
性
を
も
つ
。

第

一

節

史

料

に

つ

い

て
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四
行
さ
れ
た
。

T
a
m
n
a
e
n
g
 P
h
r
a
r
a
t
c
h
a
k
h
a
n
a
 
n
a
i
 K
r
u
n
g
 n01k 

K
r
u
ng
 k
h
r
a
n
g
 
K
r
u
ng
 K

a
w

「
ア
ュ
タ
ヤ
部
方
偏
左
饂
錢
t

」

語
対
訳
を
そ
え
た
刊
本
が
、

一
七
八
九
年
、
プ
ラ
。
ヒ
モ
ソ
ク
ム
僧
正
（
の
ち
の
プ
ラ
バ
ナ
ラ
ッ
ト
大
僧
正
）
が
、
ラ
ー

マ
一
世
王
後
援
の
下
に
行
な
わ
れ
た
「
第

九
次
結
集
」
（
一
七
八
八
年
）
を
顕
彰
す
る
た
め
に
執
筆
し
た
パ
ー
リ
語
の
「
結
集
史
」
で
あ
る
。
本
書
は
全
部
で
九
章

(paricceda)

よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
八
章
は
、
「
第
九
次
結
集
記
」

(
N
a
v
a
m
a
d
h
a
m
m
a
s
a
n
g
a
h
a
n
i
d
d
e
s
a
)

と
題
さ
れ
、

十
三
日
か
ら
、
翌
一
七
八
九
年
四
月
十
日
の
五

ヵ
月
間
に
わ
た
っ
て
、

バ
ソ

コ
ク
の
プ
ラ
シ

ー
サ

ソ
ペ
ッ
ダ

ー
ラ
ー
ム
寺
院
で
行
な

わ
れ
た
「
第
九
次
結
集
」
の
記
録
が
そ
の
中
心
を
成
し
て
い
る
。
筆
者
の
プ
ラ
。
ヒ
モ
ソ
タ
ム
は
、
同
結
集
に
際
し
て
、
開
会
宣
言
を

誦
し
、
ま
た

P
h
r
a
t
h
a
m
m
a
w
1
s
e
t

(
?
)
の
校
訂
の
最
高
責
任
者
に
任
じ
ら
れ
た

重
要
人
物
で
あ
り
、

者
に
よ
る
記
録
と
し
て
の
「
第
八
章
」
の
史
料
価
値
は
高
い
と
い
え
よ
う。

Sati
g
it1v
a
m
sa

は
、

伝
の
写
本
の
い
ず
れ
か
を
底
本
と
し
た
重
写
本
が
一
九
一

0
1
一
九
二
三
年
の
間
に
作
成
さ
れ
、
ま
た
の
ち
に
、
イ
ソ
タ
ー
ラ
ム
寺

(
2
)
 

で
別
個
の
写
本
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
写
本
を
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
、

プ
ラ
ヤ

ー
・

パ
リ
ヤ
ッ
タ
ン
マ
ク

ー
ダ
ー
の

タ
イ

に 「
勅
令
」

(
P
h
r
a
ratc
h
a
k
a
m
n
ot)

四
十
五
篇
が
、
「
新
勅
令
」

(
P
h
r
a
ra
t
c
h
a
k
a
m
n
o
t
M
a
i
)

の
表
題
の
も
と
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
う
ち
、
表
3
下
欄
の

N
o
s
.
2
,
 1

3
,
 1

4

の
三
篇
は
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、

S
a
n
g
i
t
i
va
I)l
sa

ま
た
は

S
a
n
g
i
tiy
a
v
aI)l
sa

『
結
集
史
』

カ
ソ
ボ
ジ
ア
に
お
い
て
、

一
九
二
三
年
、

サ
ソ
ガ
研
究
に
有
益
な
内
容
を
も
っ
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
当
事

(1
)
 

つ
と
に
五
種
の
写
本
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
タ
イ
で
は
、
カ
ソ
ボ
ジ
ア
所

チ
ュ
タ

ー
ト
ゥ
ク
ラ

ー
デ
ィ
ロ

ッ
ク
親
王
の
葬
緞
の
引
出
物
と
し
て
、
バ
ン
コ
ク
で
刊

一
七
八
八
年
十
一
月
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第
二
節

注

(
1
)

印
roge
C
o
e
d
e
s,
^
U^
n
e
 recension 
palie 
des 
a
n
n
a
les 
d
'A
y
u
t
h
y
a
," 
B
.
 E
.
 F.
 E
.
 0
・
Xフ
[
,
3
.
 p
.
 2.
 

(
2
)
K
o
r
r
n
p
h
r
a
 D
a
r
n
r
o
n
g
r
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
,
^
A^
t
h
,bai 
n
a
n
g
s
u
 
s
a
n
k
h
i
t
i
y
a
w
o
n
g
," 
in 
D
a
r
n
r
o
n
g
 
(ed
.)
 S
a
n
g
k
h
i
t
z
y
a
w
o
n
g,
 p

h
o
n
g
s
ii‘ 

e
a
d
d
n
r
思
n
g
s
a
n
g
k
h
iiy
a
n
i
i
p
h
r
a
t
h
m
m
a
w
i
n
a
i
,
 Ba
n
g
k
o
k
,
 19

2
3
.
 

(cremation 
v
o
l
u
m
e
)
 
p
.
 15
-

K
r
o
m
p
h
r
a
 D
a
m
r
o
n
g
r
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
,
 T

a
m
n
i
i
n
 
k
h
a
n
a
s
o
n
g
.
 
B
a
n
g
k
o
k
,
 19

2
3
,
 

(cremation 
v
o
l
u
m
e
)
 
p
.
 32
-

拙
塙
「
ク
イ
語
文
献
に
つ
い
て
③
」
『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
巻
第
一
号
(
-
九
六
四
年
九
月
）

p
.
2
3
.
 

拙
稿
「
ク
イ
語
文
献
に
つ
い
て
⑥
」
『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
巻
第
二
号
(
-
九
六
四
年
十
二
月
）

p
p
.
6
7
 ff
.
 

サ
ン
ガ
の
組
織

臣
la
L
o
u
b
e
r
e

は、

「シ

ャ
ム
王
国
誌
」
(
-
六
九
一
）
の
中
で
、
当
時
の
タ
イ
に
「
森
に
住
む
僧
」
と
「
町
に
住
む
僧
」
と
い
う
、

(1
)
 

二
種
の
僧
侶
が
存
在
し
て
い
た
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
ア
ラ
ン
ャ
ワ

ー
シ
ー
」
と

「カ

ー
マ
ワ
ー
シ

ー
」
の
区
分
に
対
応
す

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

一
世
時
代
の
サ
ン
ガ
研
究
に
は
不
可
欠
の
史
料
で
あ
る
。

ァ
ュ
タ
ヤ
朝
末
期
の
サ
ソ
ガ
の
組
織
を
知
る
た
め
の
基
本
的
史
料
で
あ
る
。
ラ
ー
マ
一
世
な
い
し
二
世
当
時
の
写
本
と
推
定
さ
れ

る
も
の
の
全
文
が
、
ダ
ム
ロ
ソ
親
王
著
『
サ
ン
ガ
小
史
』
(
-
九
二
三
）

二
四

i-
―
―
二
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
°
採
録
者
ダ
ム
ロ
ソ
親

王
に
よ
れ
ば
、
本
史
料
は
、
「
ア
ュ
タ
ヤ
朝
僧
位
録
」
の
原
本
で
は
な
く
、
ラ
ク
ナ
コ
ー
シ
ン
期
に
入
っ
て
か
ら
、
旧
王
朝
の
遺
臣

(
3
)
 

の
聴
き
書
き
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ラ

ー
マ
一
世
期
の
サ
ン
ガ
組
織
の
基
本
と
な
っ
た
ア
ュ
タ
ヤ
末
期

の
全
国
サ
ソ
ヵ
組
織
を
、
こ
れ
ほ
ど
詳
細
か
つ
体
系
的
に
示
し
た
根
本
史
料
は
他
に
求
め
が
た
い
。

(

4

)

(

5

)

 

以
上
の
同
時
代
史
料
の
ほ
か
、
「
御
親
筆
本
年
代
記
」
（

一
八
五
五
年
）
、
「
一
世
王
年
代
記
」
(
-
八

六
九

1
七
一
）
な
ど
も
、
ラ

ー
マ
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諸
国
に
在
る
者
も
、
森
林
の
中
に
住
む
者

(
y
c
l
n
a
1

pa 
n
a
:
 
cl01n) 

ナ
は
、
す
べ
て
ア
ラ
ソ
ャ
ワ

ー
シ
ー
に
属
す
。
止
観
を
修
す
る
僧
の
サ
ン
ガ
に
属
す
る
僧
は
、
首
都
に
在
る
者
も
、
南
方

・
北
方
の

(
5
)
 

は
、
こ
と
ご
と
く
ア
ラ
ン
ャ
ワ

ー
シ
ー
に
所
属
」
と
あ
り
、

の
記
述
か
ら
、
「
ア
ラ
ン
ャ
ワ

ー
シ
ー
」
が
、
い
、
地
域
を
問
わ
ず
、
森
林
の
中
に
住
ん
で
止
観
の
修
法
を
行
ず
る
す
べ
て
の
僧
と
、

幻
、
ラ
ー
オ
人
、

（
 

を
知
る
た
め
に
、
同
史
料
の
記
述
に
基
づ
い
て
、

左
右
そ
れ
ぞ
れ
の
「
カ
ー
マ
ワ
ー
シ
ー
」
に
所
属
す
る
諸
国
名
を
、

整
理
す
る
と
、

表

5
の
よ
う
に
な
る
。

表 4 アユクヤ末期のサ｀ノガ組織

モ
ー
ソ
人
の
僧
を
統
轄
す
る
サ
ソ
ガ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
「
カ

ー
マ
ワ

ー
シ
ー
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
に
は
「
左
部
」
と
「
右
部
」
の
別
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
左
右
」
の
意
味

表
に
示
さ
れ
た
国
名
を
、
地
図
上
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
、

と
、
す
べ
て
ァ
ュ
タ
ヤ
以
北
に
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
右
部
の
諸
国
は
お
お
む
ね
ァ
ュ
タ
ヤ
以
南
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が

カーマワーツー左部

チャオカナャイ 1名

首都に住むプララーチャーカナ 17名

地方に住むブラクルー (22カ国） 24名

プラクルーを欠く諸国 26カ国

アラソャワーシー

チャオカナヤイ

プララーチャーカナ

カーマワーツー右部

1名

7名

チャオカナャイ 1名

首都に住むプララーチャーカナ 17名

地方に住むプラクルー (26カ国） 56名

プラクルーを欠く諸国 20カ国

(

2

)

 

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
「
ア
ユ
ク
ヤ
朝
僧
位
録
」
は
、

期
の
サ
ン
ガ
の
組
織
を
、
表
4
の
よ
う
に
表
示
し
て
い
る
。

こ
の
表
は
、

ァ
ュ
タ
ヤ
末
期
に
お
い
て
も
、
タ
イ
の
サ
ン
ガ
が
「
カ

ー
マ
ワ

ー

シ
ー
」
と
「
ア
ラ
ン
ャ
ワ

ー
シ
ー
」
に
二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
ア
ラ
ソ
ャ
ワ

ー
シ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
「
ア
ュ
タ
ャ
朝
僧
位
録
」
の
中
に
、

「
ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ト

ラ
ー
チ
ャ
デ

ー
チ
ャ
の
プ
ラ
プ
ッ
タ

ー
チ
ャ
ー
ン
は
、

ン
ヤ
ワ

ー
ツ
ー
の

チ
ャ
オ
カ
ナ

・
ク
ラ

ー
ン
グ

(
c
h
a
o
k
h
a
n
a
k
la
n
g
)

に
し
て
、
止

(
4
)
 

観
を
修
す
る
僧
の
サ
ソ
ガ

(
p
h
r
a
s
o
n
g

fa
i
 s
a
m
a
t
h
a
w
i
p
a
t
s
a
n
a
)

を
統
轄
す
」
、
「モ

ー
ソ
人
の
プ
ラ
ク
ル

ー、

チ
ャ
オ
カ
ナ
、
ラ

ー
オ
人
の
プ
ラ
ク
ル

ー、

チ
ャ
オ
カ

カ
ー
マ
ワ
ー
シ
ー
左
部
に
属
す
る
諸
国
は
、

こ

ァ
ュ
タ
ャ
末

ア
ラ

ノ
ン
プ
リ

ー
を
の
ぞ
く
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表 5 左右のカ ーマワー シーに属する諸国のリスト

カーマワ ーシー左部 カーマワーツー右部

プラクルーを持つ国 プラクルーを欠く国 プラクルーを持つ国 Iプラクルー を欠く国

Prantapaprathet SamkhるK Samutprakan Suphanburi 

Lopburi Nakhるnchum Chonburi Prasae 

Pakmok Buachum Sakhるnburi Cha-am 

Wisetchaichan Kamphran Samutsongkhram kul 

Nonthaburi Chaibadan Phetburi Pran 

Thonburi Saraburi Kanchanaburi Pathiu 

Phromburi Tharるng Banglamung Bangson 

lnthaburi Nangrるng Ratbun Chawi 

Sankhaburi Phimai Rayふng Songkhla 

Singburi Chithep Krat Uthumphるn

Chainat Tak Sisawat 

Thammamun Chiangthong Sa1yok 

Uthaithani Chるmthるng Klaeng 

Manるriim Nakhiin Nayok 

Nakhふnsawan Chachoengsao 

Phitsanulok Prachinbui 

Chumsonsamdaeng Chanthaburi 

Chumsaengsongkhram Nakhるnsithammarat

Nakhon thai Thalang 

Sukhothai Takuapa 

Sawangkhaburi Takuathung 

Nakhonratchasima Chaiya 

Prasong 

Langsuan 

Phatthalung 

Nakhるnchaisi

表 6 一世王当時のサソガの上級管理職

職 名 I 欽 賜 名

Somdet Phramahasangkhapannayok Somdet Phrasangkharat 

Chaokhana Y ai, Khana nua Phra Phutthakhるsachan

Chaokhana Rるng,Khana nua Phra Ph1montham 

Chaokhana Yai, Khana tai Phra Phannarat 

Chaokhana Rるng,Khana tai Phra Thammaudom (Thammakhodom) 

Chaokhana Aranyawasi Phra Phutthschan 

I 
Chaokhana Rong, Khana Aranyawasi Phra Phrommuni 

125 



c
h
a
n
 
t
h
a
r
n
r
n
a
:
 
P
h
r
a
 
T
h
a
r
n
r
n
a
c
h
e
d
i
,
 Ph

r
a
 
T
h
a
m
r
n
a
t
r
a
i
l
01k 

c
h
a
n
 ~: 

P
l
u
a
 ~moli

, 

P
h
r
a
 ~kawi 

（例）

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

カ
ー
マ
ワ

ー
シ
ー
左
部
の
諸
国
は
、

ノ
ソ
プ
リ

ー
の
一
例
を
の
ぞ
き
、

に
一
致
し
、
右
部
の
諸
国
は
、
タ
ー
チ
ン
河
、

メ
ェ
ク
ロ
ン

・
ク
ェ

ー
ノ
ー
イ
河
お
よ
び
バ

ン
バ

コ
ソ
河
流
域
地
方
を
の
ぞ
く
と
、
す
べ
て

K
r
o
m
P
h
r
a
 K
a
l
a
h
0
1
m

所
管
の

い
わ
ゆ
る
「
南
方
諸
国
」
(
m
忠
n
g
tai)

お
よ
び

(
K
r
o
m

(
6
)
 

P
h
r
a
 
K
h
l
a
n
g

所
管
の
タ
イ
湾
沿
岸
諸
国
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
期
に
入
る
と
、
カ
ー
マ
ワ

ー
シ
ー
左
部
・
右
部
と
い
う
区
分
は
消
失
し
、
か
わ
っ
て
「
北
方
部
」

(
k
h
a
n
a
n
u
a
)
、

(7
)
 

「
南
方
部」

(k
h
a
n
a
tai)

と
い
う
新
区
分
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ア
ユ
ク
ヤ
期
に
お
け
る
カ
ー
マ
ワ
ー
シ
ー
の
「
左

部
」
と
「
右
部
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
継
承
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
一
世
王
年
代
記
』
の
小
暦
―
一
四
四
年
寅
年
第
四
年

(
A
.
D
.
 
1
7
8
2
)

の
条
に
よ
る
と
、

論
功
行
賞
に
引
き
続
い
て
、

い
ず
れ
も
、

K
r
o
m
M
a
h
a
t
t
h
a
i

所
管

サ
ソ
ガ
の
幹
部
で
あ
る

p
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a

の
入
れ
換
え
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

タ
ー
ク
シ
ン

王
に
よ
っ
て
降
等
を
強
い
ら
れ
て
い
た
高
僧
の
名
誉
を
回
復
し
、
逆
に
、
タ
ー
ク
シ
ン
王
に
へ
つ
ら
っ
て
地
位
を
得
た
高
伽
に
は
、

(
8
)
 

降
等
あ
る
い
は
還
俗
を
命
じ
た
。

一
世
王
当
時
の
サ
ソ
ガ
の
上
級
管
理
職
は
、
表

6
に
表
示
し
た
と
お
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
国
王
か
ら
欽
賜
名

(ratchathin-

(

9

)

 

n
a
n
a
m
)

が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
七
名
に
つ
づ
い
て
、

欽
賜
名
に

t
h
a
m
m
a

と
い
う
語
を
持
つ
「
ク
ン
マ
位
」

(
c
h
a
n
t
h
a
m
m
a
)
、
同
じ
く

t
h
e
p

の
入
る

「
テ
ー
プ
位
」

(
c
h
a
n
t
h
e
p
)
、
riitcha

の
「
北
方
諸
国
」
（
m
酎
n
g
n
u
a
)
 

の
つ
く
「
ラ
ー
チ
ャ
位
」

(
c
h
a
n
ratcha)

の
高
僧
各
数
名
が
い
る
。

一
世
王
は
、
即
位
後
行
な

っ
た
功
臣
の
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第
三
節

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
サ
ン
ガ
の
楷
成
員
で
あ
る
僧
侶
（
ビ
ク
、

家
者
」
で
あ
っ
て
、

の
国
家
に
よ
る
サ
ソ
ガ
の
組
織
的
か
つ
持
続
的
援
助
が
、

寺
院
の
建
立

仏
教
「
擁
護
」

の
支
援
的
側
面

サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
）
は
、
語
の
真
正
の
意
味
に
お
け
る
「
出

一
般
人
の
行
な
う
経
済
活
動
に
い
っ
さ
い
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
°
在
家
者
に
よ
る
食
事
の
供
養
に
生
命

の
維
持
を
依
存
す
る
と
い
う
「
乞
食
」
の
思
想
は
、
そ
の
建
前
を
く
ず
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
在
家
の
側
か
ら
の
供
養
の

あ
り
方
は
、
出
家
者
集
団
の
存
在
様
式
と
根
底
的
な
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
在
家
者
に
対
す
る
サ
ン
ガ
の
経
済
的
依
存
は
、

サ
ソ
ガ
の
規
模
の
拡
大
と
と
も
に
ま
す
ま
す
増
加
し
、
緊
密
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
国
王
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ

サ
ソ
ガ
の
安
定
的
存
在
に
と
っ
て
不
可
決
の
も
の
と
な
る
に
至
る
。
本
節

に
お
い
て
は
、
ま
ず
ラ
ー
マ
一
世
王
に
よ
る
仏
教
「
擁
護
」
の
具
体
相
を
、
そ
の
支
援
的
側
面
か
ら
検
討
す
る
。

サ
ソ
ガ
の
物
質
的
基
礎
は
、
僧
の
生
活
の
本
拠
と
し
て
の
個
々
の
寺
院

(wat)

で
あ
る
。
寺
院
の
建
立
は
、

建
立
者
に
大
き
な
功

徳
を
も
た
ら
す
善
業
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
歴
代
の
王
は
競
っ

て
寺
院
の
造
営
を
行
な
っ
た
。

「
一
世
王
年
代
記
」
に
は
、
同
王
の
プ
ラ
チ
ェ
ト
ボ
ソ
寺
の
造
営
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
。

「
小
暦
―
一
五
一
年
酉
年
第
一
年
、
す
な
わ
ち

一
世
王
の
治
世
第
八
年

(
A
.
D
.
 
1
7
8
9
)

、
国
王
陛
下
は
、
古
寺
ヮ
ッ
ト

・
ボ
ー
ク

ー
ラ
ー
ム
の
荒
れ
果
て
た
さ
ま
を
み
そ
な
わ
し
、
こ
れ
を
修
復
し
て
旧
に
倍
す
る
麗
し
い
伽
藍
を
建
て
よ
う
と
思
い
立
た
れ
た
。
起

伏
一
様
な
ら
ず
、
水
溜
り
の
多
い
境
内
は
、
二
万
人
を
徴
発
し
て
土
盛
り
を
命
じ
た
。
し
か
し
、

日

一
、
二
年
を
経
る
と
、
ふ
た
た
び
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サ
ソ
ガ
が
、
こ

の
よ
う
な
大
規
模
な
営
造
物
を
維
持
経
営
し

て
ゆ
く
た
め
に
は
、

相
当
の
経
費
と
人
力
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
非
生
産
的
な
サ
ン
ガ
は
、
こ
の
よ
う
な
資
金
を
自
力
で
調
達
す
る
方
途
を
も
た
な
い
。
国
王
は
、
そ
こ

で
P
h
r
a
a
r
a
m
L
u
a
n
g

と
呼
ば
れ
る
王
立
寺
院
維
持
の
た
め
に
、
土
地
と
労
働
力
と
を
寄
進
す
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
こ
れ
が
「
寺
領

地」

(
t
h
o
r
a
n
i
s
o
n
g
)

と
、
「
寺
奴
婢
」

(
k
h
a
p
h
r
a
y
o
m
s
o
n
g
)

で
あ
る
。
「
寺
領
地
」
と
は
、
国
王
に
よ
っ
て
、
特
定
の
寺
院
の
資
産
と

し
て
下
賜
さ
れ
る
土
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
土
地
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
す
べ
て
所
有
者
た
る
寺
院
に
帰
属
し
た
。
「
寺
奴
婢
」
と
は
、

特
定
の
寺
院
に
隷
属
し
て
、
そ
の
使
役
に
服
し
、
ま
た
「
寺
領
地
」
の
耕
作
を
行
な
っ

て、

寺
院
に
所
属
す
る
僧
侶
の
食
糧
を
生
産

⇔
 

凹
凸
を
生
じ
た
の
で
、
こ
れ
を
な
ら
す
た
め
、
二
五
〇
チ
ャ
ソ
十
五
タ
ム
ル
ソ

(11
ニ
万
六

0
バ
ー
ツ
）
の
御
内
努
金
を
も
っ
て
用

(1
)
 

土
を
購
い
、

整
地
を
行
な
わ
せ
給
う
た
」
。

プ
ラ
チ

ェ
ト
ボ
ソ
寺
修
復
の
事
業
は
、
小
暦
―
一
五
五
年

(
A
.
D
.
 
1
7
9
3
)

の
本
堂
再
建
着
工
を
も
っ
て
本
格
化
し
、
七
年
五
ヵ
月

二
十
八
日
を
費
や
し
て
完
成

、
小
暦
―
―
六
三
酉
年
第
三
年

(
A•
D

.

1
8
0
1
)

、

10
0
0人
の
僧
を
集
め
て
落
成
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

(

2

)

 

こ
の

工
事
の
た
め
に
下
賜
さ
れ
た
御
内
裕
金
の
総
額
は
「
三
七
八
五
チ
ャ
ン
六
ク
ム
ル
ン
(
―
―

10万
二
八
二
四
バ
ー
ツ
）
に
上
っ
た
」

と
言
う
。

ラ
ー
マ
一
世
王
に
よ

っ
て、

建
立
も
し
く
は
修
復
さ
れ
た
寺
院
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
、

チ
ャ
プ
ラ
ナ
（
旧
名
ヮ
ッ
ト

・
リ
ァ
ッ
プ
）
、

（
旧
名
ワ
ッ
ト

・
サ
ー
ラ
ー
）
、

ッ
ト

・
タ
ー
イ

タ
ラ

ー
ト
、

ワ
ッ
ト

・
ラ
カ
ン
（
旧
名
ヮ
ッ
ト
・
バ
ン
ワ

ー
ヤ
イ
）
、

ワ
ッ
ト

・
プ
ラ
ッ
プ
、ヽ

ワ
ッ
ト

・
コ
ー

ク
ラ
プ

ー

土
地
と
寺
奴
婢
の
寄
進

ワ
ッ
ト

・
ト
ー
ソ
、

ヽ

ワ
ッ
ト
・
サ
ケ

ー

ワ
ッ

ト
・

ラ
ー

ワ
ッ
ト

・
ク
ー
ハ
ー
サ
ワ
ン

ワ
ッ
ト

・
サ
モ

ー
ラ
ー
イ
、

(
3
)
 

ワ
ッ
ト
・
ス
ワ
ソ
な
ど
が
あ
る
。

ワ
ッ
ト
・
チ

ェ
ソ
、
ワ
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て
い
る
。

す
る
た
め
、

国
王
に
よ
っ
て
寺
院
に
帰
属
す
る
私
奴
婢
と
い
う
意
味
で

l

要
w
a
t

と
も
呼
ば
れ
、
ま
た
サ
ソ
ガ
に
隷
属
す
る
一
族
と

い
う
意
味
で

p
h
u
a
k
s
a
m
a
n
a
 
k
h
r
u
a

と
も
呼
ば
れ
た
。
「
寺
奴
婢
」

は
、
寺
院
に

「
絶
対
的
に
」

(
d
e
t
k
h
a
t
)

隷
属
す
る
特
殊
の
グ
ル

ー
プ
で
あ
っ

て
、
月

々
の
国
家
の
課
役
（
百
n
d
u
a
n
)
、
貢
納
(
K
宮

s
u
a
i)
、
兵
役
お
よ
び
雑
径
（
百
n
k
h
a
w
 rapra
tc
h
a
k
a
n
)

か
ら
す
べ

(4
)
 

て
免
除
さ
れ
、
寺
院
の
用
役
に
の
み
し
た
が
っ
た
。

(
5
)
 

「
一
世
王
年
代
記
」
に
よ
れ
ば
プ
ラ
チ

ェ
ト

ボ
ソ
寺
院
に
対
し
、
ラ
ー
マ
一
世
王
は
、
壮
丁
十
六
名
、

sa
m
a
n
0
1
k
h
r
u
a

―
二
四
名

を
「
右
腕
に
入
墨
を
ほ
ど
こ
し
寺
奴
婢
と
し
て
寄
進
し
、
ル
ア
ソ

・
。
ヒ
タ
ッ
ク
チ

ン
シ

ー
ら
に
こ
れ
ら
寺
奴
婢
と
寺
院
の
管
理
と
を

(
6
)
 

命
じ
」

て
い
る
が
、
他
の
王
立
寺
院
に
対
し
て
も
、
同
様
の
援
助
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

K
a
t
h
i
n
a

衣
の
寄
進

「
雨
安
居
が
明
け
る
と
、

カ
チ
ナ
衣
裁
断
の
行
事
が

一
カ
月
間
続
い
た
。

カ
チ
ナ
衣
の
裁
断
式
は
、
子
安
貝
の
山
、
果
物
の
山
、
供
花
の
山
、
座
具
、
寝
具
（
の
寄
進
）
が
あ
っ
た
。
カ
チ
ナ
の
祭
の
供
物
は
、

毎
年
二

0
0万
ビ
ア
に
も
上

っ
た
」

0
]
2
/
1
2ー

1
6

)

と
ス
コ

ー
タ
イ
に
お
け
る

カ
チ
ナ
衣
の
寄
進
の
模
様
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
章
に
お

い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る。

(

7

)

 

カ
チ
ナ
と
は
、
毎
年
雨
安
居
を
終
え
た
ピ
ク
に
対
し
て
、
在
家
の
信
徒
か
ら
、

僧
衣
用
と
し
て
寄
進
さ
れ
る
木
綿
布
で
あ
る
が
、

こ
の
寄
進
は
一

定
の
方
式
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
ク
イ

に
お
い
て
、

ラ
ー
マ
カ
ム
ヘ
ン
グ
王
の
碑
文
（
第
一
碑
文
）
に
は
、

日

カ
チ
ナ
衣
の
寄
進
式
と
は
、
サ
ソ
ガ
に
対
す
る
在
家
者

の
、
経
済
援
助
の
補
助
手
段
の
定
型
化
し
た
も
の
と
言

っ
て
よ
い
。
国
王
が
大
規
模
な
行
列
を
従
え
て
主
要
な
寺
院
を
訪
れ
カ
チ

ナ

衣
の
寄
進
を
行
な
う
と
、
こ
れ
に
な
ら
う
善
男
善
女
が
多
額
の
金
品
を
寺
院
に
寄
進
す
る
と
い
う
習
慣
は
、
今
日
も
な
お
続
け
ら
れ
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m
t
a
y
a
p
h
a
t

と
い
う
語
は、

パ
ー
リ
語
の

一
世
王
当
時
の
カ
チ
ナ
衣
寄
進
の
像
式
に
つ
い
て
は
、

(8
)
 

条
に
、
次
の
記
述
が
見
え
て
い
る
。

「
一
世
王
年
代
記
」
の
小
暦
―
―
七
0
年
辰
年
第
十
年

(
A
•
D
.

1
8
0
8
)

の

「
ま
た
、
玉
座
な
ど
を
据
え
た
シ
ー
サ

マ
ソ
タ
チ

ャ
イ
と
名
づ
け
る
御
座
船
お
よ
び
（
舟
行
列
に
加
わ
る
）
護
衛
船
多
数
を
建
造

し
て
、
大
が
か
り
な
カ

チ
ナ
衣
寄
進
の
舟
行
列
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
陛
下
の
寄
進
さ
れ
る
カ
チ
ナ
の
衣
と
共
に
年
ご
と
の
三

衣
を
、
ル
ア

・
キ

ソ
、
ル
ア

・
ニ
ー
カ
チ
ャ
イ
（
と
い
う
二
隻
の
伴
船
）
に
積
み
、
王
族
、
貴
族
ら
高
位
高
官
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

趣
向
を
こ
ら
し
た
船
を
仕
立
て
て
行
列
に
加
わ
る
よ
う
命
じ
た
と
こ
ろ
、
鰐
の
船
あ
り
、
貝
を
形
ど
っ
た
船
あ
り
、
魚
の
船
あ
り
、

様
々
の
水
に
す
む
動
物
を
模
し
た
船
が
（
行
列
に
参
加
し
た
）
。
色
と
り
ど
り
の
船
が
、
各
種
の
楽
器
を
持
ち
込
ん
で
都
を
一
巡
し
た

の
ち
、
古
式
に
し
た
が
っ
て
国
王
陛
下
御
自
ら
カ
チ
ナ
衣
の
寄
進
を
し
た
も
う
さ
ま
は
、
ま
こ
と
に
賑
々
し
い
か
ぎ
り
で
あ
っ
た
」
。

前
述
し
た

p
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a

な
ど
、
サ
ン
ガ
内
に
一
定
の
役
職
を
も
っ
た
僧
、
お
よ
び

。ハ

ー
リ
語
の
試
験
に
合
格
し
て
苫
rian

と

い
う
資
格
を
許
さ
れ
た
僧
侶
に
は
、
少
額
の
俸
給
b
i
a
w
a
t
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
慣
行
は
一
世
王
の
と
き
改
め
ら
れ
、
代
り

に
飯
米
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
一
世
王
年
代
記
」
に
は
こ
の
問
の
事
情
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

「
な
お
ま

た
、
ト
ン
プ
リ
王
の
御
代
に
は

r
a
c
h
i
i
k
h
a
n
a
,
t
h
i
i
n
i
i
n
u
k
r
o
m
,
 pa

r
i
a
n

ら
が
、
役
人
同
様
b
,
a
w
a
t

を
受
け
て
い
た
が
、
（
一
世
王
は
）
こ

(10) 

の
慣
行
を
不
適
当
と
思
し
召
さ
れ
、
（
こ
れ
を
廃
止
し
て
、
代
わ
り
に
）
月
々

n
i
t
a
y
a
p
h
a
t

を
下
賜
さ
れ
る
よ
う
改
め
給
う
た
」
。

m
8
a
b
h
a
t
t
a

「
常
施
食
」
に
対
応
す
る
梵

・
巴
混
成
語

m
t
y
a
b
h
a
t
t
a

の
ク
イ
訛
音
で
、

(11) 

「
国
王
に
よ
っ
て
、
毎
月
僧
侶
に
下
賜
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
飯
米
」
を
意
味
し
た
。
給
付
さ
れ
た
飯
米
の
是
、
給
付
の
方
法
な
ど
の
具

体
相
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
衣
と
住
と
に
不
自
由
を
感
じ
る
度
合
の
少
な
い
僧
侶
に
と
っ
て
、
飯
米
の
供
給
が
安
定

四

常

施

食

n
ita
y
a
p
h
a
t

の
給
付
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因
的
に
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
き
な
特
権
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

課
役
の
免
除

臣
la
L
o
u
b
e
r
e

は
、
僧
侶
の
享
受
し
た
大
き
な
特
権
と
し
て
「
六
カ
月
の
稲
役
か
ら
免
除
さ
れ
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
こ
う
し
た
特

権
階
級
の
人
数
を
減
ら
す
た
め
、
時
折
り
、
僧
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
知
識
の
有
無
に
つ
い
て
試
験
を
課
し
た
と
述
べ
て
い
糾
。
ま
た

N
•
G
e
r
v
a
i
s
e

も
、
僧
侶
の
最
大
の
特
権
と
し
て

t
o
u
t
esorte 
d
e
 
tributs 
&
 d
e
 c
h
a
g
e
s
 
(sic) 
p
u
b
l
i
q
u
e
s

か
ら
の
免
除
を
あ
げ
、
こ
の
特

(
1
3
)
 

権
の
た
め
に
、
か
く
も
多
数
の
僧
侶
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
、
と
結
論
し
て
い
る
。

ァ
ュ
タ
ャ
か
ら
ト
ソ
ブ
リ
ー
朝
に
か
け
て
年
間
六
カ
月
で
あ
っ
た
壮
丁
の
径
役
期
間
は
、
ラ
ー
マ
一
世
の
と
き
四
ヵ
月
に
短
縮
さ

(
1
4
)
 

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
僧
侶
に
対
す
る
径
役
免
除
の
慣
行
を
変
更
す
る
特
別
の
理
由
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、

こ
の
慣
行
は
新
王
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
踏
製
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

中
に
、
強
制
還
俗
を
命
じ
ら
れ
て
寺
を
離
れ
た
僧
の
腕
に
入
墨
を
施
し
て
稲
役
に
服
さ
せ
る
と
い
う
記
事
が
見
え
る
の
は
、
こ
の
推

(15
)
 

定
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
小
暦
―
―
七
二
年
午
年
第
二
年

(
A
.
D
.
 
1
8
1
0
)

の
一
布
告
は
、
過
酷
な
課
役
に
耐
え
か
ね
た

農
民
が
逃
散
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
僧
侶
に
認
め
ら
れ
た
課
役
免
除
特
権
の
持
つ
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

回

寺
院
の
警
備

小
暦
―
―
四
七
年
に
発
布
さ
れ
た
一
布
告
は
、
仏
法
の
繁
栄
を
念
願
す
る
国
王
が
、
衆
生
の
た
め
、
自
ら
、
あ
る
い
は
高
位
高
官

に
す
す
め
て
、
仏
像
、
仏
塔
伽
藍
の
製
作
建
立
を
行
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
な
き
悪
人
共
が
、
僧
侶
の
無
抵
抗
、
無
防
備
に

一
八

0
一
年
の
「
サ
ソ
ガ
令
」

の
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つ
け
込
ん
で
、
寺
院
の
略
奪
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
る
状
況
を
嘆
い
て
、
「
こ
の
の
ち
、
（
首
都
誓
護
の
任
を
も
つ
）
ク
ロ
ム

・
プ

ラ
ナ
コ
ン
バ
ー
ン
と
、
（
各
地
方
の
）
チ
ャ
オ
ム
ア
ソ
、

ク
ロ
マ
カ
ー
ン
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
掌
地
域
を
巡
回
し
て
、
仏
像
、
仏

塔
を
損
壊
す
る
者
を
捕
え
、
ま
た
、
僻
地
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
村
役
人

(
p
h
a
n
n
a
i
 
biin)

に
命
じ
て
、
近
傍
の
村
民
に
、
交
代
制

で
、
寺
院
の
警
備
に
あ
た
ら
し
め
、
も
し
仏
像
、
仏
塔
を
荒
す
悪
人
を
み
る
と
き
は
、
こ
れ
を
捕
え
て
上
級
の
役
人
に
引
き
わ
た
し
、

(16) 

法
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
処
分
せ
し
め
よ
」
と
命
じ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
述
ぺ
て
き
た
の
は
王
権
の
サ
ソ
ガ
に
対
す
る
積
極
的
援
助
で
あ
る
が
、
こ
の
布
告
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
外
敵
の
侵
入
か

ら
寺
院
を
守
る
と
い
う
保
護
行
為
も
仏
教
「
擁
護
」
の

―
つ
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
九
次
結
集
の
後
援

(17) 

一
世
王
が
サ
ン
ガ
に
与
え
た
援
助
の
中
で
、
も
っ
と
も
著
名
な
も
の
に
、
「
第
九
次
結
集
」
の
後
援
が
あ
る
。
「
第
九
次
結
集
」
と

一
世
王
の
提
唱
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
、
タ
イ
国
所
伝
の
全
三
蔵
経
の
校
訂
作
業
で
あ
っ

て
、
ニ
―
八
人
の
学

僧
と
一二
十
二
人
の
学
者
が
動
員
さ
れ
、
満
五
ヵ
月
を
費
や
し
て
完
成
を
見
た
。
校
訂
を
終
え
た
経
典
は
、
こ
れ
を
貝
葉
に
う
つ
し
、

秩
の
上
下
を
黄
金
で
飾
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
黄
金
版
」

(c
h
a
b
a
p

t
h
o
n
g
)

が
製
作
さ
れ
た
。

の
た
め
異
常
な
熱
意
を
燃
や
し
た
ら
し
く
、
五
ヵ
月
の
間
、
毎
日
朝
タ
ニ
回
、
朝
食
の
供
蓑
と
供
花
の
た
め
に
国
王
自
ら
作
業
場
に

(18) 

あ
て
ら
れ
た
。
フ
ラ
シ
ー
サ
ソ
ペ
ッ
ダ
ー
ラ
ー
ム
寺
院
を
訪
れ
、
関
係
者
の
苦
労
を
ね
ぎ
ら
っ
た
、
と
年
代
記
は
し
る
し
て
い
る
。
こ

の
結
集
に
要
し
た
い
っ
さ
い
の
経
費
は
、
す
べ
て
王
室
の
御
内
裕
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
。

注

(
1
)

T
h
i
p
p
h
a
k
0
1
r
a
w
o
n
g
,
 o

p
.
 Ctt
., 

p
p
.
 2
3
l
f
.
 

は
ヽ 囮

一
七
八
八
年
、

一
世
王
は
、
こ
の

「
結
集
」

の
事
業
完
成
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第 2部 第 2章 ァュタヤ ・ラクナコーシン期における王権とサ ノ` ・ガ

は
あ
か
ら
さ
ま
な
介
入
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
国
王
に
よ
る
サ
ソ
ガ
「
擁
護
」
の
支
援
的
側
面
を
史
料
に
よ
っ
て
具
体
的
に
眺
め
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
サ
ソ
ガ
の
物

(
l

)
 

質
的
基
盤
が
、
国
王
の
支
援
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
サ
ン
ガ
「
擁
護
」
の
支
援
的
側

一
世
王
に
よ
れ
ば
、
サ
ソ
ガ
と
は
、
「
世
の
人
の
福
田
で
あ
り
、
そ
こ
に
信
仰
の
種
子
を
播
き
、
布
施
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

(

2

)

 

善
果
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
最
上
の
田
」
た
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
サ

ソ
ガ
を
か
く
あ
ら
し
め
ん
が
た
め
に
こ
そ
、

「御
内
裕
の
中

(
3
)
 

よ
り
、

多
額
の
＾
四
資
具
〉
を
サ
ソ
ガ
に
寄
進
」
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
「
首
都
の
内
外
、
諸
国
に
あ
る
サ
ン

(4
)
 

ガ
が
、
正
し
く
戒
律
を
遵
守
す
る
よ
う
教
戒
し
給
う
」
こ
と
も
国
王
の
任
務
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

国
王
の
サ
ン
ガ
に
対
す
る
こ
う
し
た
「
教
戒
」
行
為
は
、
サ
ン
ガ
が
清
浄
で
あ
れ
か
し
と
す
る
、
国
王
の
希
望
の
表
明
と
も
見
ら

れ
る
が
、
国
王
の
背
後
に
存
在
す
る
強
大
な
政
治
権
力
を
考
え
る
と
き
、

面
は
、
国
王
の
サ
ン
ガ
に
対
す
る
関
係
の

一
面
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

(18) 
T
h
,p
p
h
a
k
o
r
a
w
o
n
g
,
 o
p
.
 c,

t
., 

p
p
.
 16
8
 
f
 

8
 

7
 

6
 

5
 

第
四
節

ア

ヌ

ラ

ー

ダ

プ

ラ

ア

ヌ

ラ

ー

ダ

プ

ラ

プ

ラ

ッ

テ

ィ

マ

マ

ハ

ー

ナ

ガ

ラ

ナ

ピ

ー

ツ

ー

ナ

ガ

ラ

（
チ
ェ
ソ
マ
イ
）

仏
教
「
擁
護
」

四
三
三
年

九
五
六
年

五
八
七
年

10
二

0
年

の
統
制
的
側
面

ヴ

ァ

ッ

ク

ガ

ー

マ

ニ

ー

・
ア

バ

ヤ

王

マ

ハ

ー

ナ

ー

マ

王

バ

ラ

ク

ラ

マ

バ

フ

王

シ

リ

ダ

ソ

マ

王

サ
ソ
ガ
に
と
っ
て
そ
れ
は
大
き
な
威
圧
で
あ
り
、
と
き
に
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本
節
に
お
い
て
は
、「
サ
ソ
ガ
令
」
を
中
心
と
す
る
『
三
印
法
典
』
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
つ
つ
、

、
、
、

の
、
制
裁
的
側
面
を
検
討
し
た
い
。

破
戒
僧
に
対
す
る
警
告
と
断
罪
の
記
事
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

一
世
王
に
お
け
る
仏
教
「
擁
護
」

(
5
)
 

『
三
印
法
典
』
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
み
る
か
ぎ
り
一
世
王
に
と
っ
て
、
「
仏
教
と
は
戒
と
同
義
」
で
あ
り
、
「
ビ
ク
の
宗
教
は
、

(
6
)
 

そ
の
持
戒
の
正
し
さ
に
か
か
っ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
た
。

サ
ン
ガ
に
お
け
る
持
戒
の
弛
緩
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
王
は
そ
の
原
因
を
、
新
参
の
ビ
ク
の
教
育
を
な
お
ざ
り

に
し
た
責
任
あ
る
僧
の
怠
慢
に
あ
る
と
し
、

「
今
日
、
ビ
ク
は
持
戒
を
な
お
ざ
り
に
し
、
互
い
に
教
戒
し
合
う
努
力
を
怠
っ
て
い
る
。

ひ
と
た
び
得
度
を
与
え
れ
ば
、
そ
の
新
参
僧
を
、
ま
ず
和
尚
の
手
許
に
と
ど
め
お
い
て
監
督
す
る
と
い
う
責
任
を
果
た
さ
ず
、
気
ま

(
7

)
 

ま
に
放
浪
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
」
と
非
難
の
言
葉
を
あ
び
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
ビ

ク
と
し
て
具
足
戒
を
受
け
る
ほ
ど
の
者
は
ま
だ
よ
い
ほ
う
で
、
中
に
は
二
十
歳
を
越
え
て
い
な
が
ら
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ

の
身
分
に
と
ど
ま
り
、
守
る
べ
き
戒
の
少
な
い
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
寺
院
の
規
律
を
乱
す
者
が
多
数
存
在
し
た
。

ら
の
「
成
人
し
た
サ

ー
マ
ネ
ー
ラ
た
ち
」
（
品
n
y
a
1)

の
存
在
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
、
世
人
の
信
仰
の
障
害
の
も
と
と
な
り
、

い
て
は
仏
法
の
衰
微
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
た
だ
ち
に
排
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。

節
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
、
不
法
の

サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
の
処
分
を
命
じ
て
い
る
。

一
世
王
は
こ
れひ

「
サ
ソ
ガ
令
」
第
二
の

一

「
…
・：
国
家
の
安
寧
を
危
殆
に
陥
れ
る
こ
れ
ら
の
不
法
の
徒
は
、
多
く
年
長
の
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
共
で
あ
る
…
…
（
よ
っ
て
）
も
し

具
足
戒
を
受
け
る
べ
き
年
齢
に
達
し
て
お
り
な
が
ら
、
受
戒
を
願
い
出
ず
、
放
浪
の
生
活
を
続
け
る
サ

ー
マ

ネ
ー
ラ
の
あ
る
と
き
は
、

(8
)
 

た
だ
ち
に
そ
れ
を
捕
え
、
本
人
と
そ
の
師
僧
お
よ
び
そ
の
親
族
ら
を
き
び
し
く
罰
せ
よ
」
。

一
世
王
は
ま
た
、
仏
教
教
理
の
知
識
に
か
け
て
、
多
く
の
僧
の
水
準
が
低
く
、
説
法
の
多
く
が
低
俗
で
、
民
衆
の
な
ぐ
さ
み
に
堕

「
サ
ン
ガ
令
」
全
十
篇
は
、
持
戒
の
衰
微
に
対
す
る
王
の
慨
嘆
、
教
戒
、
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あ
り
、
多
数
の
視
棒
が
押
収
さ
れ
た

こ
と
さ
え
も
あ
っ
た
。

アユクヤ ・ラタナコ ー シン期における王権とサ｀ノガ

し
て
い
る
状
態
を
憂
い、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
い
ま
や
世
上
で
は
、
『
ヴ
ェ

ー
サ
ソ
タ
ラ

・
ジ
ャ

ー
タ
カ
』
を
、
尊
い
教

え
と
し
て
崇
め
る
こ
と
を
忘
れ
、

い
た
ず
ら
に
無
益
な
戯
言
の
み
を
追
い
求
め
て
い
る
。

（
ジ
ャ

ー
タ
カ
を
）
説
法
す
る
僧
の
中
に
、

経
典
を
正
し
く
学
ば
ず
、
そ
の
荒
筋
の
み
を
野
卑
な
俗
謡
に
仕
立
て
て
は
、

面
白
お
か
し
く
民
衆
に
う
た
い
き
か
せ
、

ひ
た
す
ら
己

の
利
養
の
み
を
は
か
り
、
修
学
を
怠
っ
て
い
る
者
の
あ
る
は
、
ま
こ
と
仏
法
を
乱
し
、
衰
微
へ
と
み
ち
び
き
、
尊
い
み
お
し
え
を
世

の
人
の
あ
な
ど
り
の
的
と
為
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
…
…
今
後
ジ
ャ

ー
ク
カ
を
説
法
す
る
僧
も
、
こ
れ
を
聴
く
在
家
の
信
男
信
女
た
ち
も
、

(
9
)
 

す
べ
て
善
果
の
も
と
と
な
る
。ハ

ー
リ
聖
典
と
そ
の
古
注
に
正
し
く
従
う
こ
と
を
も
っ
て
旨
と
せ
よ
」
。

「
今
や
サ
ン
ガ
は
：：
．．
 
不
正
を
行
な
い
、
無
恥
の
徒
と
な
り
は
て
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
種
の
酒
を
く
ら
い
、
非
常
に
固
き
も

の
を
口
に
し
、
と
き
に
は
夜
半
に
も
食
事
を
な
し
、
あ
る
者
は
三
衣
、
鉄
鉢
を
売
り
は
ら
っ
て
ト
バ
ク
に
ふ
け
り
、
自
ら
は
衣
を
ま

と
わ
ず
、

サ
ー
マ

ネ
ー
ラ
と
偽
り
、
剃
髪
日
に
一
度
な
ら
ず
髪
を
剃
ら
ず
、

ン
な
ど
の
見
世
物
を
見
物
し、

在
家
の
婦
人
と
た
わ
む
れ
野
卑
な
会
話
に
ふ
け
っ
て
い
る
。
役
人
や
在
家
の
人
の
、
美
貌
の
少
年
を

見
れ
ば
、
甘
言
を
も
っ
て
こ
れ
を
連
れ
帰
っ
て
手
許
に
と
ど
め
お
き
、
抱
擁
し
、

っ
て

こ
れ
に
着
飾
ら
せ
、一
u
k

s
a
w
a
d
i,
 lu

k
 
su
t
c
h
a
,
,
 sitran

ing
r
a
t
,
 y

a
n
at

な
ど
と
名
付
け
て
い
る
僧
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
少
年
の
奪
い
合
い
が
、
果
て
は
楊
棒
で
の
殴
り
合
い
と
な
り
死
人
を
出
し
、
取
り
調
べ

た
と
こ
ろ
、

真
実
そ
の
よ
う
で

ま
た
あ
る
者
共
は
、
外
国
の
船
が
入
港
す
る
の
を
見
る
と
、

間
に
入
っ
て
騒
々
し
く
愛
玩
用
の
品
を
買
い
あ
さ
り、

あ
る
者
は
、
シ
ナ
人
、

日
夜
出
歩
い
て
は

コ
ー
ソ
、

ロ
づ
け
し
、
ど
こ
へ
行
く
の
に
も
連
れ
歩
き
、
競

ひ
そ
か

に
そ
の
船
を
訪
れ
て
は
、

持
戒
の
弛
緩
し
た
状
況
を
、
も
っ
と
も
具
体
的
に
示
す
の
は
、

ナ
ソ
グ
、

シ
ナ
人
、

い
た
ず
ら
に
異
教
徒

の
あ
な
ど
り
を
買
っ

て
い
る
。

フ
ン
、
ラ
コ

ー

そ

し
て

チ
ャ
ム
人
、
西
洋
人
の

イ
ソ
ド
人
の
店
に
出
か
け
て
絹
布
を
購
い
、
こ
れ
を
オ
レ
ン
ジ
色
、
桃
色
に
染
め
上
げ
て
、
肩
布
、
上
衣
、

(10) 

一
八

0
一
年
に
発
せ
ら
れ
た
つ
ぎ
の
一
布
告
で
あ
ろ
う
。
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取
調
べ
の
結
果
つ
ぎ
の
事
実
が
発
覚
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
サ
ン
ガ
令
」
第
七
で
は
、
サ
ソ
ガ
内
部

マ
ハ
ー
ツ
ソ
ほ
寅
年
第
四
年
陰
暦
七
月
以
来
、
数
回
に
わ
た
っ
て
ウ
ソ
グ

あ
る
者
は
、
朱
色
の
衣
の
み
を
ま
と
い
、
ま
た
あ
る
者
は
薄
汚
れ
た
衣
を
ま
と
い
、
腰
帯
を
し
め
る
時
も
し
め
ぬ
時
も
あ
り
、
頭

を
覆
い
、
煙
草
を
く
わ
え
、
耳
に
花
を
飾
り
、
俗
人
さ
な
が
ら
、
気
ど
り
歩
き
を
す
る
。

(11
)
 

あ
る
者
は
、
プ
ラ
。フ
ッ
タ
バ
ー
ト
に
巡
礼
す
る
の
に
、
護
符
を
身
に
つ
け
刀
を
手
に
す
る
さ
ま
は
、

る
。
。
フ
ラ
プ
ッ
タ
バ
ー
ト
に
到
着
す
れ
ば
、
群
を
な
し
て
警
戒
に
あ
た
り
、

ら
か
い
、
夜
に
な
れ
ば
、
頭
を
覆
っ
て
、
俗
人
と
同
じ
よ
う
に
、
手
拍
子
に
あ
わ
せ
て
歌
を
う
た
う
。

あ
る
者
は
読
経
師
で
あ
っ
て
、
11

プ
ラ
マ

ー
ラ
イ
“
を
所
望
さ
れ
る
と
、
パ
ー
リ
聖
典
に
は
し
た
が
わ
ず
、
イ
ソ
ド
、

南
、
モ
ー
ソ
、
西
洋
と
、
さ
ま
ざ
ま
の
調
子
で
こ
れ
を
歌
い
、
歌
い
終
え
れ
ば
菓
子
を
ほ
お
ば
る
」
。

ビ
ク
の
中
に
は
バ
ー
ラ
ー
ジ
カ
の
第
一
で
あ
る
女
犯
の
大
罪
を
お
か
す
者
さ
え
も
あ
っ
た
。

「
サ
ソ
ガ
令
」
第
九
布
告
（

一
七
九
四

年
）
は
、
女
官
と
密
通
し
て

こ
れ
を
半
ま
せ
た
一
僧
侶
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
寅
年
第
四
年
陰
暦
九
月
白
分
九
日
(
-
七
九
四
年
八
月
五
日
）

ハ
ー

ツ
ソ
は
、

と
密
通
し
、

つ
い
に
ウ
ソ
グ
を
牢
ま
せ
た
。
か
れ
は
も
は
や
戒
に
住
せ
ず
、

と
は
呼
べ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
11

道
の
人
“
と
言
い
は
り
、

(12
)
 

佐
僧
と
し
て
、
十
三
人
も
の
人
の
得
度
を
受
け
さ
せ

て
い
た
」。

ま
る
で
盗
賊
さ
な
が
ら
で
あ

日
中
は
洞
窟
に
入
っ
て
大
声
で
歌
い
踊
り
、
女
共
を
か

の
た
そ
が
れ
時
、

ツ
ナ
、
安

ナ
ー
ク
ラ

ー
ソ
グ
寺
の
プ
ラ
ク
ル
ー
で
あ
る
マ

ア
バ
イ
テ
ィ
ベ

ー
親
王
の
女
官
ウ
ソ
グ
の
許
に
し
の
び
込
み
ひ
そ
か
に
不
義
を
働
い
て
い
た
と
こ
ろ
を
捕
え
ら
れ
、

い
や
し
い

パ
ー
ラ
ー

ジ
カ
の
罪
を
お
か
し
、

11

道
の
人
“

不
正
を
秘
匿
し
て
サ
ン
ガ
の
行
事
に
つ
ら
な
り
、
和
尚
の
補

サ
ソ
ガ
は
、
戒
律
に
し
た
が
っ
て
自
ら
を
治
め
る
と
こ
ろ
の
自
治
団
体
で
あ
り
、
「も
し
破
戒
の
ビ
ク
を
見
る

と
き
は
、
互
い
に

(13) 

い
ま
し
め
合
い
、
制
裁
を
下
し
、
戒
律
に
し
た
が
っ
て
処
分
す
る
」
の
を
建
前
と
し
た
。

下
衣
、
肩
衣
、

腰
帯
布
、
小
布
、
内
布
と
し
て
身
に
ま
と
い
、

一
ッ
サ
キ
ャ
バ

ー
チ
ッ
テ
ィ
ャ
の
罪
を
犯
し
て
い
る
。
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(
1
4
)
 

の
争
い
の
調
停
の
た
め
、
国
王
に
直
訴
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
俗
権
の
介
入
が
伝
統
的
に
み
と
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る

の
が
ラ

ー
マ
一
世
王
の
立
場
で
あ
っ
た
。

「
も
し
も
、
訓
戒
す
る

こ
と
が
そ

の
力
に
余
る
ほ
ど
の
多
く
の
悪
し
き
ビ
ク
が
あ
る
な
ら
ば
、
相
誘
っ
て
国
王
陛
下
に
そ
の
旨
奏

上
す
れ
ば
、
王
土
の
守
護
者
で
あ
る
陛
下
は
、
仏
法
の
護
持
に
心
を
く
だ
く
大
長
老
た
ち
に
対
し
助
力
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

古
来

の
慣
行
ど
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

仏
法
が
乱
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
相
誘
っ

て
ア
ー
シ
ャ
タ
サ
ッ
ト
ル
ー
王
に
奏
上
し
た
結
果
王
は
宗
教
の
擁
護
者
と
い
う
立
場
に
お

い
て
、
最
初
の
結
集
を
行
な
っ

て

（
サ
ソ
ガ
の
）
混
乱
を
収
拾
し
給
う
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
第
二
次
、
第
三
次
、
第
四
次
、
第

を
浄
化
し

(
c
h
a
m
r
a
p
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
siisa
n
a
)
、

五
次
、
第
六
次
の
結
集
が
行
な
わ
れ
た
。
サ
ソ
ガ

(
p
h
u
t
t
h
ac
h
a
k
)

と
、
国
家

(
p
h
r
a
r
a
t
c
h
a
a
n
a
c
h
a
k
)

と
が
、
互
い
に
協
力
し
て
仏
教

(15
)
 

よ
こ
し
ま
な
ビ

ク
が
仏
法
を
害
う
こ
と
を
防
い
で
き
た
の
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
」
。

「サ

ソ
ガ
令
」
の
テ
キ
ス
ト
を
み
る
な
ら
ば
、
ラ
ー
マ
一
世
王
に
お
け
る
「
仏
法
の
擁
護
」
と
は
、
自
治
団
体
と
し
て
の

サ
ソ
ガ

に
物
質
的
な
援
助
を
与
え
る
と
い
う
消
極
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
の
人
の
福
田
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
清
浄
な
サ
ソ
ガ
を
実
現

す
る
た
め
に
、
仏
教
を
「
浄
化
」

(
c
h
a
m
r
a
)

す
る
と
い
う
き
わ
め

て
積
極
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
そ

れ
は
自
治
能
力
を
喪
失
し
た
サ

ソ
ガ

に
、
本
来
的
な
機
能
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
王
権
の
「
干
渉
」

で
あ
っ
た
が
、
王
の
こ
の
行
為

は
、
「
古
来
の
慣
行
」

(
p
r
a
p
h
e
n
i
)

の
中
に
権
威
を
も
っ
と
こ
ろ
の
「
擁
護
」

(
p
h
r
a
b
o
r
o
m
a
rii
t
c
h
u
p
a
t
h
a
m
)

行
為
と
し
て
と
ら
え
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
「
宗
教
の
擁
護
者
」
と
し
て
の
国
王
の
義
務
の
遂
行
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
変
革
の
方
向
は
、

王
権
へ
の
直
接
的
従
属
で
は
な
く
し
て
、

あ
く
ま
で
も
、

る
の
で
あ
る
。

サ
ソ
ガ
の
自
主
的
処
理
能
力
を
越
え
る
問
題

は
じ
め
、
年
長
の
マ
ハ

ー
カ
ッ
サ
。
ハ
を
首
席
と
す
る
、
五
百
人
の
ア
ラ
ハ
ソ
が
論
争
し
、

サ
ソ
ガ

の

サ
ン
ガ

の
超
俗
性
の
回
復
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
「
浄
化
」
と
い
わ
れ

「
サ
ン
ガ
令
」
の
第
二
布
告
は
、
俗
人
の
財
産
を
受
託
し
た
パ
ソ
グ
ワ

ー

・
ヤ
イ
寺
の
僧
ラ
ッ
ク

の
非
行
に
関
し
て
発
布
さ
れ
た
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布
告
で
あ
る
。
僧
ラ
ッ

ク
は
、
在
家
の
女
イ

ー
・

ペ
ソ
グ
の
財
産
を
預
か
っ
て
い

た
が
、

処
刑
さ
れ
、
そ
の
財
産
は
す
べ
て
官
に
没
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
ラ
ッ

ク
は
、

事
実
を
秘
匿
し
て
い
た
。
や
が
て
密
告
者
が
あ
ら
わ
れ
、
こ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
ラ
ッ
ク
は
、
役
人
に
イ

ー
・

ペ
ソ
グ

の
財
産
を
差
し
出
し
た
。

「
布
告
」
は
、
こ
の
後
僧
ラ
ッ
ク
の
行
為
に
な
ら
う
ビ
ク
、

う
に
と
、
出
家
者
が
在
家
者
の
金
品
を
預
か
る
こ
と
を
い
っ
さ
い
禁
じ
、
違
反
の
ビ
ク
は
、
「
盗
み
の
大
罪
」
(
a
d
inadanapiirajika)

を

(16
)
 

も
っ
て
僧
籍
を
剥
奪
し
た
上
、
重
笞
刑
に
処
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
サ
ン
ガ
か
ら
不
純
分
子
を
排
除
し
て
、
こ

れ
を
「
浄
化
」
す
る
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
還
俗
の
強
制
が
、
パ

ー
ラ
ー
ジ
カ
と
い
う
、

い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

王
権
の
「
干
渉
」
は
、
あ
く
ま
で
も
サ
ソ
ガ
の
自
治
を
促
進
す
る
た
め
と

同
様
の
思
想
は
、
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
の
摘
発
を
怠
っ
た
ビ

ク
の
処
罰
を
定
め
た
他
の
布
告
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

五
は
、
女
犯
の

バ
ー
ラ
ー
ジ
カ
を
犯
し
な
が
ら
こ
れ
を
隠
し
て
サ
ソ
ガ
の
行
事
を
行
な
っ
て
い
た
僧
マ

ー、

ら
甘
言
を
も
っ

て
金
銭
を
謳
し
と
り
、

盗
み

の
パ
ー
ラ
ー
ジ
カ
に
触
れ
た
僧
チ
ュ
ー
ら
の
不
行
跡
に
つ
い
て
の
べ
た
上
、

「
も
し
こ

の
布
告
に
従
わ
ず
、
四
つ
の
バ
ー
ラ
ー

ジ
カ
の
罪
を
犯
し
た
事
実
を
秘
匿
し
、

い
う
た
て
ま
え
は
こ
こ
で
も
く
ず
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ユ
ー
老
人
か

イ
ー

・
ペ
ソ
グ

は
の
ち
に
不
正
を
働
い
て
、

イ
ー
・

ペ
ソ
グ
の
財
産
を
受
託
し
た

サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
が
現
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ

サ
ソ
ガ
の
自
治
原
理
に
も
と
づ

「
サ
ソ
ガ
令
」
第

お
よ
び
、

サ
ソ
ガ
の
行
事
に
参
加
し
て
、
仏
法
を
汚
す
者
が
あ

(17
)
 

る
と
き
は
：
．．
．．
 
死
罪
に
定
め
ら
れ
た
上
、
財
産
は
官
に
没
収
さ
れ
、
そ
の
一
族
は
重
笞
刑
に
処
せ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
サ
ソ
ガ
令
」
第
九
布
告
は
、
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
、
女
官
と
密
通
し
て
。ハ

ー
ラ
ー
ジ
カ
を
犯
し
た
僧
マ
ハ

ー
シ
ン
の
事
件
を

契
機
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
布
告
で
あ
っ
て
、
上
記
の
第
五
布
告
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
「
国
王
が
罰
を
下
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
仏
教
の
世
界
を
か
れ
の
住
家
と
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
の
は
国
王
と
サ
ソ
ガ
と
の
関
係
を

(18) 

考
え
る
上
に
示
唆
的
で
あ
る
。
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国
王
の
仏
教
「
擁
護
」
の
制
裁
的
側
面
を
、
も

っ
と
も
明
確
に
示
す
事
件
は
、

アユクヤ ・ラクナコ ー シン期における 王権 とサ・ノガ

ビ
ク
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
0

一
八

0
一
年
六
月
九
日
の
日
付
を
も
っ
「
サ
ン
ガ

一
世
は
、
僧
籍
簿

(
b
a
n
c
h
i

h
a
n
g
w
a
o
 
p
h
i
k
k
h
u
,
 

ラ
ー
マ
一
世
王
は
、
こ
の
よ
う
に
、

破
戒
僧
を
非
難
し
、
こ
れ
に
制
裁
を
加
え
る
一
方
、
サ
ソ
ガ
の
管
理
の
責
を
負
う
プ
ラ
ラ

ー

チ
ャ
ー
カ
ナ
や
、
各
寺
の
住
職
に
対
し
、
自
己
の
統
轄
す
る
僧
の
持
戒
と
修
学
の
監
督
を
強
化
す
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。
た
と

え
ば
「
ザ
ン
ガ
令
」
第
四
に
「
こ
の
の
ち
、
寺
を
離
れ
て
（
勝
手
に
）
放
浪
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
自
分
の
任
務
で
あ
る
な
ど
と
言
う

（
聖
典
研
究
と
瞑
想
の
修
業
と
い
う
）

二
つ
の
任
務
の
い
ず
れ
を
も
学
ば
ぬ
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
な

い
よ
う
に
せ
よ
。
得
度
を
受
け
た
者
は
、
ま
ず
和
尚
の
許
に
留
め
お
き
、
和
尚
は
自
ら
持
戒
を
厳
に
し
て
、

ど
し
て
弟
子
に
真
似
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
仏
法
の
繁
栄
は
か
か
っ
て
高
僧
の
双
肩
に
あ
る
。
高
僧
た
る
者
は
ビ
ク
の

教
戒
を
怠
る
こ
と
な
く
、
聖
典
の
研
究
が
ふ
さ
わ
し
い
ビ

ク
に
は
そ
れ
を
す
す
め
、
瞑
想
の
修
業
が
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ビ
ク

に
は
瞑
想
を
す
す
め
よ
・
:
・
:
（
た
だ
し
）
も
し
ビ
ク
に
せ
よ
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
に
せ
よ
、
心
い
や
し
く
し
て
教
え
る
こ
と
難
く
、
和
尚

が
幾
度
さ
と
し
て
も
こ
れ
を
聴
き
入
れ
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
放
逐
し
て
、

(
1
9
)
 

こ
れ
は
仏
法
輿
隆
の
道
で
あ
る
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

サ
ソ
ガ
の
中
に
と
ど
め
ぬ
よ
う
に

せ
よ
。

自
己
の
管
轄
下
の
僧
の
監
督
を
厳
重
に
す
る
た
め
の
具
体
策
と
し
て
、
ラ
ー

マ

(20) 

低
m
a
n
e
n
)

の
作
成
を
命
じ
、
ま
た
、
す
べ
て

の
僧
が
名
前
、
所
属
寺
院
名
、
和
尚
名
な
ど
を
記
載
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
住
地
の
プ
ラ

ラ
ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
、
住
職
な
ど
の
官
印
を
押
捺
し
た
身
分
証
明
書
を
所
持
す
る
よ
う
に
定
め
、
他
所
の
僧
を
寺
院
に
受
け
入
れ
る
に

(21) 

際
し
て
も
そ
の
身
許
を
あ
ら
た
め
た
上
で
入
寺
を
認
め
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

令
」
第
十
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
「
見
せ
し
め
の

た
め
の
破
戒
僧
強
制
還
俗
事
件
」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
布
告
は
、

サ
ン
ガ
の
堕
落
し
た
状
況
を
詳
細
に
示
し
た
の
ち
、

「
こ
こ
に
、

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
、

か
り
そ
め
に
も
放
浪
な

タ
ー
ナ
ー
ヌ
ク
ロ
ム
、

宗
務
司

(
s
a
n
g
k
h
a
k
ari
,t
h
a
m
m
a
ka
n
)

お
よ
び
学
者
(
r
a
t
c
h
a
b
a
n
d
i
t
)

ら
に
命
じ
、
あ
い
協
力
し
て
、
無
恥
の
徒
と
堕
し
た
サ
ン
ガ
を
浄
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の
中
に
こ
そ
正
し
い
仏
教
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
な
ら
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
還
俗
僧
を
す
べ
て
公
民

(
p
h
r
a
,
l
u
a
n
g
)

と
し
て
、
そ
の
腕
に
入
墨
を
施
し
た
上
、
官
の
重
い
稲

(
2
2
)
 

役
に
服
」
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

さ
て
ク
イ
の
仏
教
徒
の
信
仰
体
系
に
お
い
て
、

サ
ソ
ガ
は
「
福
田
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
在
家
者
に
と
っ
て
、

サ
ソ
ガ
と

は
、
そ
れ
に
布
施
す
る
者
に
「
善
果
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
最
上
の
田
」
で
あ
る
。
人
は
サ
ソ
ガ
ヘ
の
布
施
の
中
に
宗
教
的
満
足
を

お
ぼ
え
、

サ
ン
ガ
は
民
衆
の
「
福
田
信
仰
」
の
中
に
そ
の
成
立
の
基
盤
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ソ
ガ
が
「
福
田
」
で
あ
る

た
め
に
は
、
「
清
浄
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ソ
ガ
の
「
清
浄
」
が
そ
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
人
は
サ
ソ

ガ
ヘ
の
信
仰
を
失
い
、

仏
教
は
衰
微
す
る
。
サ
ン
ガ
に
お
け
る
仏
教
的
価
値
が
、
持
戒
の
中
に
特
化
し
て
い
る
ク
イ
の
社
会
に
あ
っ
て
、

「
清
浄
な
サ
ソ
ガ
」

と
は
、
す
ぐ
れ
て
持
戒
の
円
満
具
足
し
た
サ
ン
ガ
で
あ
る
°
タ
イ
に
お
い
て
は
「
仏
教
と
戒
と
は
同
義
」

で
あ
り
、
持
戒
の
正
し
さ

国
王
の
仏
教
「
擁
護
」

(
p
h
r
a
b
o
r
o
r
n
a
r
i
i
c
h
u
p
a
t
h
a
r
n
p
h
o
k
)

1;±

、
し
た
が
っ
て
二
つ
の
方
向
を
と
る
。

第

一
は
、

サ
ソ
ガ
に
物
質
的

支
持
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
定
義
上
非
自
立
的
な
出
家
者
集
団
の
安
定
的
存
在
を
保
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
は
、
個
々
の

在
家
者
に
よ
る
自
発
的
布
施
に
は
期
待
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
、

大
規
模
に
し
て
組
織
的
か
つ
安
定
的
な
援
助
者
を
国
家
の
中
に
見
出

す
。
歴
史
的
サ
ン
ガ
の
繁
栄
は
歴
代
の
国
王
に
よ
る
「
擁
護
」
に
大
き
く
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
は
サ
ソ
ガ
の
「
清
浄

性
」
の
護
持
で
あ
る
。
「
清
浄
」
な
サ
ソ
ガ
の
中
に
こ
そ
「
福
田
」
が
あ
り
、
「
福
田
」
の
存
在
す
る
か
ぎ
り
仏
教
は
繁
栄
す
る
。
持

戒
中
心
の
タ
イ
・
サ
ソ
ガ
の
清
浄
性
は
、
も
っ
ば
ら
破
戒
行
為
の
監
視
、
破
戒
者
の
排
除
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
。
自
律
を
標
榜
す
る

サ
ン
ガ
の
清
浄
性
は
、
も
と
も
と
自
己
浄
化
作
用
の
結
果
と
し
て
保
た
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

化
せ
し
め
よ
う
と
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、

事
実
が
判
明
し
た
の
で
、

サ
ン
ガ
に
内
蔵
さ
れ

た
浄
化
装
置
の
機
能
が
そ
こ
な
わ
れ
た
と
き
に
は
、
仏
教
の
「
擁
護
」
者
た
る
べ
き
国
王
は
、
そ
の
浄
化
に
協
力
す
べ
き
も
の
と
考

―
二

八
名
の
僧
を
、
出
家
界
か
ら
還
俗
さ
せ
、
後
世
の
人
の
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第 2部 第 2頚 アユクヤ ・ラクナコーシソ期における 王権とサ｀ノガ

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(

9

)

 

(
10
)
 

(
11
)
 

(
1
2
)
 

(
13
)
 

(
1
4
)
 

(15) 

(16) 

(
1
7
)
 

こ
の
こ
と
は

p
hraiiriim

lu
a
n
~

と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
「
王
立
寺
院
」
に
つ
い
て
し
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
寺
院
に
つ
い

て
は

、

そ
の
建
立

・

修
復
等
に
貢
献
し
た
在
家
信
徒

l
ー

ー
王
族

、

代
族

、

地
方
豪
族
名
望
家
ー
_
—
な
ど
か
ら

、

同
種
の
援
助
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

(
2
)
K
o
t
 P
h
r
a
s
o
n
g
,
 N

o
.
 2
,
 

K
.
 T.
 
S•D

. 
V
o
l. 
4
,
 p
.
 171. 

(
3
)
 

(

4

)

 

(
5
)
 注

(
1
)
 

え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
同
時
代
史
料
の
検
討
は
、
ラ
ー
マ
一
世
に
お
け
る
仏
教
「
擁
護
」
の
こ
の
二
つ
の
方
向
を
明
瞭
に
示
し
出

L
.
c
i
t
.
 

L

.
c
i
t.
 

Ib
i
d
., 
p
.
 17

0
.
 

L
.
c
i
t
.
 

K
o
t
 P
h
ra
o
n
g
,
 N

o.
 3,
 I

b
i
d
., 
p
.
 1
7
7
,
 

Ib
i
d
., 
p
.
 1
7
5
.
 

K
o
t
 P
h
r
a
o
n
g
,
 N

o.
 1, 

Ib
i
d
., 
p
p
.
 1
6
7
 ff
.
 

K
o
t
 
P
h
ra
s
o
n
g
 N

o.
 1
0
,
 Ib

i
d
., 
p
p
.
 2

2
4
 ff
.
 

中
部
ク
イ
の
サ

ラ
プ
リ
県
に
あ
る
仏
足
跡
寺
、
古
来
巡
礼
地
と

し
て
著
名
。

K
o
t
 P
h
r
a
s
o
n
g
,
 N

o
.
 9,
 Ib

i
d
.

p`
.
 22

1
.
 

K
o
t
 
P
h
r
a
s
o
n
g
,
 N

o.
 8,
 I

b
i
d
., 
p
.
 2
0
7
,
 

I
 
b
i
d
., 

p
p
.
 9
5ー

1
7
4
.

K
o
t
 P
h
r
a
so
n
g
,
 N

o
.
 8,
 I

b
i
d
., 

p
p
.
 2
0
7
 ff
.
 

Ib
i
d
., 
p
p
.
 17
2
-
1
7
4
.
 

Ib
i
d
.
)
p
.
 18
8
,
 

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

148 



ぼ
）

［bid.,
p
.
 222. 

(~
) 

K
o
t
 
P
h
r
a
song. 

N
o
.
 
4, 

Ibid.
,
 pp
.
 184 ff. 

r
n
)
 Loe. 

cit
.
 

(~
) 

K
ot 

Phra
so
ng, 

No. 
3
,
 Ibid., 

pp. 
17
5-182 

（斜
）

［bid
.,
p. 

226. 

nǹ 



第 2部 第 3章 タイにおける仏教エクレシアの成立

第
三
章

タ
イ
に
お
け
る
仏
教
エ
ク
レ
シ
ア
の
成
立

前
世
紀
の
末
、
あ
る
英
国
の
植
民
地
官
吏
は
、
ビ
ル
マ
の
仏
教
に
つ
い
て
、

(1
)
 

つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

「
ビ
ル
マ
人
は

『
信
仰
の
擁
護
者
』

(

a

?
f
e
n
d
e
r
o
f
 
t
h
e
 
F
a
i
t
h
)

で
あ
る
国
王
を
欠
い
た
宗
教
と
い
う
も
の
を
概
念
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
サ
ソ
ガ
の
役
僧
は
、
国
王
が
任
命
し
、

サ
ソ
ガ
の
統
治
は
、
国
王
が
行
な
う
も
の
と
き
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
王
制

が
廃
止
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
宗
教
は
ビ
ル
マ
の
民
衆
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
」
。

こ
の
一
文
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
大
陸
部
諸
国
に
弘
通
し
た
、
南
方
上
座
部
仏
教
の
本
質
を
か
な
り
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。
ビ
ル

マ
仏
教
が
、
と
も
か
く
植
民
地
支
配
の
六
十
年
を
生
き
お
お
せ
た
、
と
い
う
歴
史
的
事
実
の
存
在
す
る
以
上
、
国
王
と
と
も
に
仏
教

も
滅
ん
だ
、
と
い
う
断
定
は
、
誇
張
に
す
ぎ
る
と
は
い
え
、
国
王
の
手
厚
い
庇
護
の
下
に
繁
栄
し
て
き
た
仏
教
が
、
そ
の
保
護
の
手

を
外
来
の
植
民
者
に
奪
わ
れ
た
結
果
、
大
き
な
変
質
を
迫
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
本
来
、
超
俗
を
た
て
ま
え

(2
)
 

と
す
べ
き
仏
教
僧
が
、
ビ
ル
マ
で
政
治
化
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
も
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
南
方
上
座
部
を
信
奉

す
る
ラ

オ
ス

、
カ
ン
ボ
ジ
ア
も
、
半
世
紀
に
わ
た
っ

て
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
下
に
お
か
れ
た
。
こ
う
し
た
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け

る
仏
教
受
難
時
代
を
通
じ
て
、
ま
が
り
な
り
に
も
、
そ
の
政
治
的
独
立
を
全
う
し
た
タ
イ
国
だ
け
は
、

『
信
仰
の
擁
護
者
』
と
し
て

の
国
王
の
権
威
が
侵
さ
れ
ず
、
仏
教
は
、
伝
統
と
の
断
絶
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

教
は
、
そ
の
間
に
い
か
な
る
変
容
か
ら
も
自
由
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

タ
イ
仏
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リ
ッ
グ
ス
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
始
ま
る
ク
イ
の
近
代
化
を
、
名
目
だ
け
の
「
絶
対
」
王
制
が
、
そ
の
権
力
の
効
果
的
行
使
を
許

(
3
)
 

す
装
置
を
も

つ
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
な
絶
対
王
制

へ
と
、
自
ら
を
強
化
し
て
行
く
過
程
と
し
て
と
ら
え
た
。

事
実
、
タ
イ
国
は
、

前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
二
十
年
あ
ま
り
の
間
に
、
国
王
の
権
限
が
版
図
の
す
み
ず
み
に
及
ぶ
統
治
体
制
の
確
立
に

(
4
)
 

成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
変
革
は
、
い
わ
ゆ
る
「
世
俗
的
秩
序
」

(
a
n
a
c
h
a
k
)

に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
て
「
仏
教

的
秩
序
」

(
p
h
u
t
t
h
a
c
h
a
k
)

に
属
す
る
と
こ
ろ
の
サ
ン
ガ
と
は
、
本
来
、
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
方
上
座
部
仏

教
と
い
う
単
一
の
原
理
に
支
え
ら
れ
た
数
万
の
僧
侶
が
、
全
国
を
く
ま
な
く
覆
う
数
千
の
寺
院
に
よ
っ
て
、
地
域
住
民
の
生
活
と
、

物
心
両
面
に
お
い
て
、
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
、
と
い
う
現
実
の
も
つ
巨
大
な
潜
在
的
可
能
性
が
、

王
権
に
よ
っ
て
着
目
さ
れ

た
と
き
、
サ
ン
ガ
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
世
俗
的
秩
序
」
の
中
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
組
み
込
み
の
過
程
は
、
改
革
の
主
導
権
を
に
ぎ
る
国
王
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー
ン
の
異
母
弟
で
あ
り
、

P
h
r
a
m
a
h
i
i
s
a
m
a
n
a
)
 

当
時
僧
職
者
と
し
て
頭
角
を
現
わ
し
つ
つ
あ
っ
た
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ン
親
王
会
r
o
m
m
a
m
u
n
W
a
c
h
i
r
a
y
a
n
a
w
a
r
0
1
r
o
t
)

が
、
法
王

(
S
o
m
d
e
t

(

5

)

 

サ
ソ
ガ
の
全
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
加
速
さ
れ
た
。

一
八
九
七
年
の
末
、
欧
州
視
察
旅
行
を
終
え
て
帰
国
し
た
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ー
ソ
王
は
、
教
育
改
革
の
緊
急
性
を
あ
ら
た
め

て
痛
惑

業
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

し
、
ふ
た
た
び
こ
れ
に
意
欲
を
燃
や
し
た
が
、
弱
体
な
文
部
官
僚
は
王
の
期
待
に
応
え
る
能
力
を
欠
き
、
国
民
教
育
の
全
国
普
及
事

(
6
)
 

チ

ュ
ラ
ロ

ン
コ

ー
ン
は
、
「
最
後
の
手
段
と
し
て
」
、
地
方
に
お
け
る
教
育
普
及
の
責

任
を
、

に
就
任
し
、

サ
ン
ガ
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て、

事
態
の
収
拾
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
国
王
の
委
任
を
受
け
た
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ン
法
王
は
、

異
母
弟
ク
ム
ロ
ソ
内
相
の
協
力
を
得
て
、

ま
ず
サ
ソ
ガ
の
機
構
自
体
を
整
備
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
サ
ン
ガ
に
課
さ
れ
た
世
俗
的
責
任

を
果
た
そ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
計
画
に
、
法
律
的
基
礎
を
与
え
た
も
の
が
、

一
九

0
二
年
六
月
に
制
定
さ
れ
た
「
ラ
ク
ナ

(7
)
 

コ
ー
シ
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ

ン
ガ
統
治
法
」
(
P
h
raratch
a
b
a
n
,yat
L
a
k
s
a
n
a
 
P
o
k
k
h
r
o
n
g
 
K
h
a
n
a
 
S
o
n
g
 
R
a
t
a
n
a
k
0
1
si
n
s
o
k
 1
2

1
)

で
あ
る
。
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(
3
)
 

こ
の
法
律
は、

で

8
)

し
た
が
っ
て
、
「
一
義
的
に
教
育
的
意
義
を
も
つ
も
の
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
法
の
施
行
地
域
を
定
め
た
「
布
告
」

の
前
文
の
文
言
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
、
そ
の
直
接
の
契
機
が
教
育
の
普
及
と
い
う
世
俗
的
目
的
の
達
成
に
あ
っ

た
に
せ
よ
、

サ
ソ
ガ
機
構
自
体
を
対
象
と
す
る
こ
の
法
律
は
、
や
が
て
、
起
草
者
の
意
図
を
は
る
か
に
越
え
た
、
重
要
な
帰
結
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
「
ラ
タ
ナ
コ

ー
ツ
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
の
制
定
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
事
態
は
、

(
1
0
)
 

仏
教
に
よ
る
国
家
体
制
の
強
化
と
、
タ
イ

・
サ
ソ
ガ
の
「
エ
ク
レ
ジ
ア
」
化
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
の
施
行
以
来
、
タ
イ
仏
教
は
「
国

の
二
回
に
わ
た
っ
て
改
訂
さ
れ
た
が
、

ず
、
そ
の
本
質
は
、

一
九
四
一
年
、

い
ず
れ
も
、
変
化
し
た
客
観
情
勢
に
原
法
を
適
応
さ
せ
る
た
め
の

m
o
d
u
s
v
1
v
e
n
d
1

に
す
ぎ

(
1
1
)
 

い
ぜ
ん
と
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
日
の
サ
ン
ガ
を
め
ぐ
る

種
々
の
問
題
は
、
ま
ず
、
「
エ
ク

レ
シ
ア
」
と
な
っ
た
タ
イ

・
サ
ン
ガ
の
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
よ
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、

「
ラ
タ
ナ
コ
ー
ジ
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ
ン
ガ
統
治
法
」
と
、
そ
の
関
係
法
令
等
の
検
討
を
通
じ
て
、

ア
成
立
の
状
況
を
解
明
す
る
。

注

(
1
)
D
.
 Sm

e
a
t
o
n
,
 T

h
e
 L
o
y
a
l
 
K
a
r
e
n
s
 
of
 B
u
r
m
a
.
 L

o
n
d
o
n
,
 18

8
7
,
 q

u
o
t
e
d
 
in 
F
r
e
d
 
R. 
v
o
n
 
der 
M
e
h
d
e
n
,
 R
el
i
g
w
n
 
a
n
d
 

n
a
t
i
o
n
a
l
i
s
m
 
in 
S
o
u
t
h
e
a
s
t
 
A
s
i
a
.
 Mi

l
w
a
u
k硲
や

L
o
n
d
o
n
:
T
h
e
 University 
of 
W
i
s
c
o
n
sin 
Press
,
 19

6
8
.
 p.
 1

2
4
.
 

(
2
)
H
e
in
z
 B
e
ch
e
rt
,
 Bu

d
d
h
i
s
m
u
s
,
 St

a
a
l
 
u
n
d
 Gesellschaft 
in 
d
e
n
 
Liin
d
e
r
n
 
d
e
s
 
T
h
er
a
viid
a
-
B
u
dd
h
i
s
m
us,
 Zeiter 

B
a
n
d
.
 

W
i
e
s
ba
d
e
n
 :
 Ot
t
o
 
H
a
rrassowitz,
 19

6
7
.
 S,

9
6
,
9
9
.
 

F
red 
W

.
 Ri
g
g
s
,
 T

h
a
i
l
a
n
d
,
 th

e
 
m
o
d
e
r
n
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 b
u
r
e
a
u
c
r
a
t
i
c
 
polity
.
 H

o
n
o
l
u
l
u
:
 
East
-W
es
t
 C
e
n
t
e
r
 P
ress
,
 1

9
6
6
.
 

p
.
 9
6
.
 

家
教
会
」

(a
N
a
t
i
o
n
a
l
 Eccle
sia) 

タ
イ
に
お
け
る
仏
教
的
ェ
ク
レ
シ

へ
の
道
を
着
実
に
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
こ
の
法
律
は
、

一
九
六
二
年
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(
4
)
T
e
j
 B
u
n
n
a
g
,
 T

h
e
 
p
r
o
v
i
n
c
i
a
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 S
i
a
m
 f
r
o
m
 
1
8
9
2
 t
0
1
9
]
5
[
a
 s
t
u
d
y
 o
f
 the 
creat
ion
,
 the 
g
r
m
ミ
lL》

the

g
h
i
さ
e
m
e
n
t
,
a
n
d
 the 
i
m
p
l
E
c
a
t
i
o
n
s
 f
o
r
 
m
o
d
e
r
n
 S
i
a
m
 o
f
 the m
i
n
i
s
t
r
y
 o
f
 the interior 
u
n
d
e
j
 P
r
i
n
c
e
 D
a
m
r
o
n
g
 R
g
h
a
n
u
p
h
a
p
 

(Ph

•
D
. 

thesi
s,
0
x
f
o
r
d
 
1
9
6
8
)

は
、
こ

の
過
程
に
か
ん
す
る
一
次
史
料
を
駆
使
し
て
の
好
研
究
で
あ
る
。

(
5
)

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
五
十
回
忌
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
マ
ハ
ー
マ
ク
ッ
ト
仏
教
大
学
が
編
纂
し
た

『
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
全
集
』
全

十
四
巻
P
r
a
m
u
a
n
p
h
r
a
n
i
p
h
o
n
 s
o
m
d
e
t
苓
r
a
m
a
h
i
i
s
a
m
a
n
a
c
h
a
o
k
r
o
m
p
h
r
a
yiie
a
c
h
u
r
a
n
a
n
a
g
a
r
o
r
o
t
.
 Ba
n
g
k
o
k
,
 19

7
2
-
(
P
.
 P
.
 S.
 K. 

と
略
す
）
は
、
同
親
王
の
サ
ン
ガ
改
革
事
業
研
究
の
根
本
史
料
で
あ
る
。
（
本
書
―――五

0
1
-―
―
五
一
頁
参
照
）

(
6
)
D
a
v
id 
K. 
W
y
a
t
t
,
 T

h
e
 
politics 
o
f
 r
e
f
o
r
m
 
in 
T
h
a
i
l
a
n
d
.
 N

e
w
 H
a
v
e
n
 &
 L
o
n
d
o
n
:
 
Y
a
le
 U
niversity 
Press
,
 19

6
9
.
 p.
 2
3
4
-

(
7
)

本
書
三
五
―
―

-I-―
―
六
七
頁
に
全
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)

一
九

0
二
年
七
月
二
十
五
日
付
、
「
B
a
n
g
k
o
k
T
i
m
e
s
」
紙
社
説
0
W
y
a
t
t
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.
 3

0
5
 n
.
 

(
9
)
P
.
 P
.
 S
.
 K.
,
 

K
i
i
n
 
K
h
a
n
a
s
o
n
g,
 p.
 4

2
.
 

(10)

「
ニ
ク
レ
シ
ア
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
第
二
年
早
第
四
節
参
照
。

(
1
1
)

後
述
第
二
部
第
五
章
参
照
。

一
九
〇
二
年
六
月
十
六
日
、

六
月
二
十
九
日
付
の
官
報
を
も
っ
て
こ
れ
を
公
示
せ
し
め
た
。
サ

ン
ガ

に
関
す
る
「
法
律
」
と
し
て
は
、

第
二
章
で
引
用
し
た

『三

印
法
典
』
所
収
の
「
サ
ソ
ガ
令
」
会
ot
P
h
r
a
s
o
n
g
 
or 
K
o
t
m
a
1
 
P
h
r
a
s
o
n
g
)

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
七

八
二
年
か
ら
一
八

0
一
年
に
か
け
、
折
に
ふ
れ
て
布
逹
さ
れ
た
サ
ソ
ガ
に
関
す
る
十
篇
の
布
告
を
集
め
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
近
代
的

な
意
味
で
法
律
と
呼
び
う
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ

ン
暦

二
二
年
サ
ン
ガ
統
治
法
」（
以
下
、
「
サ
ン

第
一
節

「
サ
ン
ガ
統
治
法
」

チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー
ソ
王
は
、
「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
を
制
定
し
、
同
年

の
制
定
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ト
大
管
区
」
(
k
h
a
n
a

t
h
a
m

m
a
y
u
t
i
k
a
)
 

と
全
僧
侶
を
統
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

権
限

（四
〇
！
四
五
）

ま
ず
、

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
全
国
は
、
宗
務
行
政
の
便
宜
上
、
「
北
部
大
管
区
」

(
k
h
a
n
a

ni:i
a
)
、
「
南
部
大
管
区
」
(
k
h
a
n
a
tai)
、

「
中
央
大
管
区
」

k
h
a
n
a

!
d
a
ng
)

と
い
う
三
つ
の
「
大
管
区
」

(
k
h
a
n
a

y
a
,)

に
分
け
ら
れ
た
。

大
長
老
が
、
「
大
管
区
長
」

(
c
h
a
o
k
h
a
n
a
 y
a
i
)
、
「
大
管
区
次
長
」

(
ch
a
o
k
h
a
n
a
 
r
o
n
g
)

と
し
て
勅
任
さ
れ
、
所
管
地
域
内
の
全
寺
院

一
八
九
四
年
以
降
、

正
式
に

「ニ

カ
ー
イ
」
（
派
）
と
し
て
承
認
さ
れ
た
「
タ
マ
ュ
ッ
ト

・

ニ
カ
ー
イ
」
に
所
属
す
る
寺
院
お
よ
び
僧
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
三
大
管
区
と
は
別
個
に
、
全
国
を
ひ
と
つ
と
し
て

「
タ
マ
ユ
ッ

を
設
け
、
同
じ
く
、
二
名
の
大
長
老
を
大
管
区
長
お
よ
び
次
長
に
任
じ
た
。
以
上
の
四
大
管

第
八
章

第
七

章

州

管
区
（
三
五
ー
三
九
）

第
六
章

第
五
章

第
四
章

第
三
章

寺
院
（
五
ー
九
）

住
職
(
+
ー
十
九
）

地
方
区
（
二

0
ー
ニ
九
）

地
方
管
区
（
三

0
1
三
四）

第
二
章

第

一
章

ガ
統
治
法
」
と
呼
ぶ
）
は
、

タ
イ
国
で
制
定
さ
れ
た
最
初
の
「
サ
ン
ガ
法
」
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
細
部
の
検
討
に
先
立
ち
、
ま

法
律
の
名
称
と
施
行
（
一
ー
ニ
）

大
管
区
（
三
ー
四
）

前
文

こ
の
「
サ
ン

ガ
統
治
法
」
は
、
以
下
の

八
章
四
十
五
条
か
ら
成
る
。

ず
条
文
の
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た

い。

各
大
管
区
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
名
の
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区
の
正
副
大
管
区
長
八
名
は
、
「
大
長
老
会
議
」

(
m
a
h
i
i
t
h
e
r
a
s
a
m
i
i
k
h
o
m
)

を
構
成
し
た
。

施
行
下
に
お
け
る
ク
イ
・
サ
ソ
ガ
の
最
高
壊
関
で
あ
る
。

第
五
条
は
寺
院
に
か
ん
す
る
規
定
で
あ
る
。
全
国
の
寺
院
は
一
＿
一
種
類
に
分
類
さ
れ
、
①
、
国
王
自
身
が
建
立
し
た
か
、
あ
る
い
は

勅
令
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
王
立
寺
院
」

(
p
h
ra

翌
i
m

l
u
a
n
g
)
、
③
、
私
人
が
建
立
し
、

勅
許
を
受
け
た
「
浄
域
」
（
後

述）

を
も
っ
「
私
立
寺
院
」

(
a
r
a
m
rat)
、
③
、
私
人
が
建
立
し
、
「
浄
域
」
を
欠
く
「
小
寺
」

(
s
a
m
n
a
k
s
o
n
g
)

に
分
け
ら
れ
た
。
「
サ

(1
)
 

ソ
ガ
統
治
法
」
の
制
定
に
先
立
っ
て
実
施
さ
れ
た
「
サ

ソ
ガ
現
銹
調
査
」
の
報
告
結
果
を
総
合
す
る
と
、

イ
全
国
の
寺
院
数
は
、
北
部
の
旧
属
領
地
方
を
の
ぞ
く
と
、
七

0
二
六
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
王
立
寺
院
」
は
、
バ
ソ
コ
ク
に
七

(
2
)
 

六
寺
、
地
方
に
四
一
寺
、
計
―
―
七
寺
が
あ
る
だ
け
な
の
で
、
の
こ
り
の
六
九

0
0
余
寺
は
、
す
べ
て
「
私
立
寺
院
」
か
「
小
寺
」

(
3
)
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

各
寺
院
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
最
高
責
任
者
と
し
て
、
「
住
職
」

(
c
h
a
o

iiwat)

と
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
「
副
住
職
」

(
r
o
n
g

c
h
a
o
 
iiwiit) 

「
住
職
」
は
、
所
轄
寺
院
の
動
静
を
つ
ね
に
把
握
し
て
、

こ
れ
を
逐
一

、
上
級
の
僧
官
に
報
告
す
る
義
務
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
(
+
―
―
一条）
、
寺
院
内
の
紛
争
調
停
権
、
居
住
許
可
権
、
懲
罰
権
な
ど
が
与
え
ら
れ
た
（
十
七
条
）。

第
十
五
条
は
、
「
す
べ
て
の
ビ
ク
お
よ
び
サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
は
、

れ
る
ビ
ク
、

が
任
命
さ
れ
た
。

か
な
ら
ず
、

一
九

一
年

「
大
長
老
会
議
」
は
、
「
サ
ン
ガ
統
治
法
」

一
九

0
0
年
に
お
け
る
タ

い
ず
れ
か
の
寺
院
に
そ
の
氏
名
を
登
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
、
本
法
の
な
か
で
も
と
く
に
注
目
を
要
す
る
規
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

八
月
二
十
九
日
付
の
文
部
省
通
達
は
、
こ

の
条
文
を
受
け
て
、
放
浪
僧

(
p
h
ra

c
h
o
r
a
c
h
a
t
)

は
、
逮
捕
の
上
、
還
俗
を
強
制
さ
れ
る

(
4
)
 

と
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
「
サ
ン
ガ
統
治
法
」
施
行
以
後
、
タ
イ
国
に
は
、
い
ず
れ
の
寺
院
に
も
所
属
し
な
い
、

自
由
な
独
立
僧
が
存
在
を
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
移
籍
を
希
望
し
、
あ
る
い
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
本
籍
寺
を
離

サ
ー
マ

ネ
ー
ラ
に
対
し、

所
属
寺
院
の
住
職
が
発
給
権
を
も
つ
身
分
証
明
書

(
n
a
n
g
s
u
su
t
t
h
i
)

の
携
行
を
義
務
づ
け
た
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大長老会議

l 
I 

〔クマユット派〕

I 
北部大管区

| 
州管区

| 
地方管区

I 
地方区

I l I 
寺寺寺

1 | | 
僧僻僧

I 
〔マハーニカイ派〕

I 
| 

南部大管区
| 

州管区
I 

地方管区
I 

地方区
I 

I I I 
寺寺寺

| l | 
僧僧僧

クマユット大管区
I 

州管区
| 

地方管区
I 

地方区
I 

I I I 
寺寺寺

l l l 
僧 僧僧

| 
中部大管区

I 
州管区

| 
地方管区

| 
地方区

l i 1 
寺寺寺

l [ I 
僧僧僧

図13 「ラタナコ ーシン暦121年サンガ統治法」に基づくクイのサ、ノガ組織

を
も
つ
。

わ
ち
、
国
法
、
戒
律
、
お
よ
び
慣
習
が
こ
れ
で
あ
る
」
。

一
般
の

法
律
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、

一
般
の
法
律
を
も
含
む
。
僧
侶
は
、
こ
れ
ら
の

べ
て
い
る
。

第
十
三
条
の
規
定
は
、
十
五
条
を
補
完
し
て
、
僧
の
管
理
体
制
を
さ
ら
に
強
め
た

も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

第
十
五
条
と
な
ら
ん
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
十
六
条
の
規
定
で
、
こ
こ
で
は
、

寺
院
の
治
外
法
権
が
明
示
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)
 

を
目
的
と
し
た
一
布
告
の
な
か
で
、
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ン
親
王
は
、

「
サ
ン
ガ
統
治
法
」
の
解
説

つ
ぎ
の
よ
う
に
述

「
僧
侶
は
、
戒
律
を
も
っ
て
自
ら
の
法
と
し
て
い
る
が
、
あ
わ
せ
て
、
国
法
を

も
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
国
法
と
は
、
と
く
に
僧
を
対
象
と
し
た

ほ
か
に
、
戒
律
と
国
法
の
い
ず
れ
に
も
抵
触
し
な
い
、
社
会
的
慣
習
を
も
尊
重
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
僧
に
は
、
三
種
の
よ
る
べ
ぎ
法
が
あ
る
。
す
な

こ
の
言
葉
は
、
僧
が
国
法
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
サ
ン
ガ
に
対
す
る
国
家
の
優
越
を
強
調
し
た
発
言
と
し
て
、
重
要
な
意
義

中
央
に
あ
る

「
大
長
老
会
議
」
と
、
個
々
の
寺
院
を
連
結
す
る
地
方
組
織
と
し

て
は
、
大
管
区
の
下
部
単
位
と
し
て
、
「
州
管
区
」

(
k
h
a
n
a
m
o
n
t
h
o
n
)
、
「
地
方
管

区」

(
k
h
a
n
a
m
u
a
n
g
)
、
「
地
方
区
」

(
k
h
a
n
a
k
h
w
a
e
n
g
)

が
設
け
ら
れ
た
。
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「
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
は
、

地
方
行
政
区
分
で
は
「
郡
」

(
a
m
p
h
o
e
)

に
あ
た
る
「
地
方
区
」
お
よ
び
、
後
世
の
「
県
」

(
c
h
a
n
g
w
a
t
)

に
近
い
「
地
方
管
区
」
に
つ

い
て
は
、
そ
の
重
要
性
に
応
じ
て
、
大
長
老

(
m
a
h
a
t
h
e
r
a
)

も
し
く
は
教
師

(
p
h
r
a
k
h
r
u
)

が
そ
れ
ぞ
れ
の
長
と
な
り
、
さ
ら
に
上
位

の
「
州
管
区
」
に
つ
い
て
は
、
大
長
老
が
長
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
官
職
は
、
い
ず
れ
も
勅
任
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

(
6
)
 

て
、
バ
ン
コ
ク
と
、
全
国
に
散
在
す
る
約
八
万
人
（
当
時
）
の
僧
と
を
結
ぶ
サ

ソ
カ
統
治
体
制
の
基
盤
が
成
立
し
た
。
本
法
の
主
務

大
臣
は
、
文
部
大
臣
（
協
n
a
b
o
d
i

k
r
a
s
u
a
n
g
 
t
h
a
m
m
a
k
a
n
)

で
あ
る
（
四
十
五
条
）
。
主
務
大
臣
は
、
地
方
官
憲
と
協
力
し
て
、
各
レ
ペ

ル
に
お
け
る
サ
ソ
ガ
の
長
の
職
権
遂
行
を
援
助
す
る
責
任
を
負
っ
た
（
サ
ソ
ガ
の
組
織
に
つ
い
て
は
図
口
参
照
）
。

一
九

0
二
年
七
月
十
九
日
付
官
報
告
示
を
も
っ
て
、
辺
境
三
州
を
の
ぞ
く
全
国
十
四
州
に
施
行
さ
れ
、

(

7

)

 

同
時
に
、
十
四
名
の
州
管
区
長
人
事
が
発
令
さ
れ
た
。

注

(
1
)
D
a
v
i
d
 K
.
 
W
y
a
t
t
,
 T

h
e
 b
e
ginnings 
o
f
 m
o
d
e
r
n
 e
d
u
c
a
t
,
o
n
 Ill 
T
h
a
i
l
a
n
d
,
 18

6
8
1
1
9
1
0
.
 

(
P
h
.
 0.
 thes
is,
 Cornell) 

1
9
6
6
.
 p
.
 
6
5
3
・
 

(
2
)
P.
 P
.
 
S•K••Kan 

kha,～a
s
o
n
g
,
 pp
.
 38
4ー

3
9
0
.

(
3
)

こ
の
数
は
、
調
査
さ
れ
た
寺
院
の
数
で
あ
り
、
実
際
に
は
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)
P.
 P
.
 
S•K

. 

o
p
.c
i
t
;
p
.
 60
.
 

(
5
)
I
b
i
d
., 
p
p
.
 
4
0ー

4
1
.

(
6
)

前
記
の
サ
ソ
ガ
現
勢
報
告
に
よ
る
と
、

一九

0
0
年
度
に
お
け
る
出
家
者
の
総
数
は
七
万
九
六
五
六
人
、
内
訳
は
、
ビ
ク
六
万
八
四
九
人
、

サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
一
万
八
八

0
七
人
で
あ
っ
た
。

v
.
W
y
a
t
t
 (
1
9
6
6
)
 
p
.
 
6
5
3
.
 

(7)P

.
P
.

S•K. 

o
p
.
 cit
., 
p
p
.
 
4
2
-
4
3
.

適
用
地
域
は
、
1
.

M
o
n
t
h
o
n
 K
r
u
n
g
t
h
e
p
,
 2.
 M

o
n
t
h
o
n
 K
r
u
n
g
 K
a
o
,
 3.
 M

o
n
t
h
o
n
 Phitsanul01k
.
 

4
.
 M

o
n
t
h
o
n
 N
a
k
h
o
n
s
i
t
h
a
m
m
a
r
i
i
t
,
 5.
 M

o
n
t
h
o
n
 N
a
k
h
o
n
 R
a
t
c
h
a
s
i
m
a
,
 6.
 M

o
n
t
h
o
n
 Riitburi
,
 7.
 M

o
n
t
h
o
n
 Priichin
,
 

8
.
 M

o
n
t
h
o
n
 

N
a
k
h
o
n
 S
a
w
a
n
,
 g
.
 M

o
n
t
h
o
n
 
N
a
k
h
o
n
c
h
a
i
s
i
,
 10
.
 

M
o
n
t
h
o
n
 C
h
u
m
p
h
o
n
,
 11
.
 Mo

n
t
h
o
n
 P
h
要
et
,
1
2
.
 M

o
n
t
h
o
n
 C
h
a
n
t
h
a
b
u
r
i
,
 

1
3
.
 M

o
n
t
h
o
n
 lsiin
,
 1

4
.
 M

o
n
t
h
o
n
 
Buraphii
.

の
十
四
州
。
な
お
、
州
管
区
長
人
事
に
つ
い
て
は
、

P
.
P
.
 
S•K.90p

. 

cit
., 
p
p
.
 
4
4
-
4
5
.
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王
権
に
よ
る
サ
ソ
ガ
統
制
の
思
想
は
、
「
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
の
制
定
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
十
三
世
紀
末
の
ス
コ

ー

ク
イ
碑
文
に
は
、

p
u
k
h
r
u

(
1
1
p
h
r
a
k
h
r
i
i
)
.
 s

a
n
g
k
h
a
r
a
t

な
ど
、
僧
侶
の
位
階
を
示
す
語
が
見
え
て
お
り
、
ま
た
、
僧
官
任
命
の
記
事

(
1

)
 

も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

表
」

(
P
h
r
a
A
1
y
a
k
a
n
 
T
a
m
n
a
e
n
g
 N

a
 T
h
a
h
a
n
 
H
u
a
m
u
a
n
g
)

に
は
、

「
仏
法
に
精
通
し
た
プ
ラ
ク
ル
ー
」
の
二
四

0
0か
ら
、
「
い
ま

だ
仏
法
に
通
ぜ
ざ
る
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
」
の
二

0
0に
至
る
ま
で
、
仏
教
僧
に
対
す
る
六
段
階
の
サ
ク
デ
ィ
ナ
ー
（
位
階
田
）
が
定
め

(
2
)

（

3
)
 

ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
ガ
監
督
の
任
に
あ
た
る
「
宗
務
司
」

(
K
r
o
m
T
h
a
m
m
a
k
i
i
n
)

の
起
原
も
、
同
王
の
治
世
に
求
め
ら
れ
る
。
不
行

跡
の
ビ
ク
が
、
国
王
の
命
に
よ
っ
て
強
制
還
俗
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
事
件
は
、
十
七
世
紀
末
ア
ュ
タ
ャ
を
訪
れ
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人

(

4

)

 

に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
『
三
印
法
典
』
所
収
の
「
サ
ソ
ガ
令
」
第
十
に
も
‘
―
二
八
名
の
破
戒
僧
を
サ
ソ
ガ
か
ら

(
5
)
 

放
逐
し
た
、
と
い
う
記
事
が
見
え
て
い
る
。
全
国
の
サ
ソ
ガ
を
南
北
に
分
か
つ
統
治
方
式
は
、

(

6

)

 

時
代
に
は
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、

録
義
務
、

国
王
と
サ
ン
ガ

一
四
六
六
年
、

ボ
ロ
マ
ト
ラ
イ
ロ

ー
カ
ナ
ー
ト
王
が
制
定
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
武
官
・
地
方
官
位
階
田

一
八
五
九
年
の
日
付
を
も
つ
一
布
告
は
、
破
戒
僧
の
強
制
還
俗
、
寺
院
止
住
者
の
登

サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
の
年
齢
制
限
な
ど
、
十
一
条
に
わ
た
る
サ
ン
カ
の
運
営
規
定
を
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
後
世
の

(

7

)

 

サ
ン
ガ
統
治
法
を
予
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
注
意
深
く
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
と
す
る
寺
院
な
り
僧
な
り
が
、
い
ず
れ
も
、
「王

(

8

)

 

立
寺
院
」
な
い
し
は
そ
の
「
所
轄
(
?
)
寺
院
」

(
W
a
t
K
h
u
n
)

に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
僧
官
の
任
命
に
つ
い
て
み

て
も
、
王
立
寺
院
に
つ
い
て
の
み
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
史
実
を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
国
王
の
支
配
が
及
ん
だ
寺
院
は
、
王

第
二
節

モ
ソ
ク
ッ
ト
王
（
一
八
五
一

1
六
八
）
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立
寺
院
と
い
う
き
わ
め
て
少
数
の
、

特
権
的
寺
院
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
王
立
寺
院
の
分
布
は
、
チ
ャ

(10) 

イ
ナ
ー
ト
か
ら
ペ

プ
リ

ー
ま
で
の
、
首
都
周
辺
の
い
わ
ゆ
る
畿
内
諸
国
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
全
国
に
分
布
し
、
そ
の
数
に
お
い
て
、

王
立
寺
院
を
は
る
か
に
陵
駕
す
る
私
立
寺
院
は
、
ま
っ
た
＜
未
組
織
の
ま
ま
、
地
方
の
有
力
者
や
住
民
の
支
持
を
受
け
て
、
個
々
に

(11) 

存
在
し
続
け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ
ン
ガ
統
治
法
」
制
定
の
意
義
は
、
『
宗
教
の
擁
護
者
』
と
し
て
の
国
王
の
権
威
が
全
国
に
お

よ
び
、

整
備
さ
れ
た
サ
ン
ガ
の
官
僚
機
構
を
通
じ
て
、
首
都
の
大
寺
院
か
ら
辺
境
の
一
小
寺
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
の
寺
院
と
僧

侶
と
が
王
権
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
体
制
の
基
礎
が
築
か
れ
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

、
、
、
、
、
、

備
に
か
ん
す
る
布
告
」
は
、
「
す
べ
て
の
僧
に
、
国
王
の
擁
護
を
お
よ
ぽ
す
」
と
い
う
表
現
の
下
に
、
全
国
の
寺
院
、
僧
侶
を
、
王

(
1
2
)
 

権
の
統
一
的
支
配
下
に
お
こ
う
と
い
う
思
想
の
表
明
さ
れ
た
最
初
の
公
文
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
布
告
は
、
そ
の
名
称
か
ら
も
想
像
さ

れ
る
よ
う
に
、

サ
ン
ガ
組
織
を
利
用
し
て
、
初
等
教
育
の
統

一
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
、
全
国
的
に
ま
で
普
及
さ
せ
よ
う
と
い
う
計
画
を

述
べ
た
も
の
で
、
四
年
後
に
制
定
さ
れ
た
「
サ
ン
ガ
統
治
法
」
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
仏
教
的
秩
序
」
と
は
、

「
世
俗
的
秩
序
」
の
中
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
、
そ
れ
自

身
の
秩
序
を
主
張
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
世
俗
的
秩
序
」
と
の
問
に
、

ら
れ
た
使
命
は
、

つ
ね
に
緊
張
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
を
本
質
的
特
徴

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
仏
教
的
秩
序
」
の
本
質
は
、
そ
の
超
俗
性
の
な
か
に
存
在
す
る
。
「
信
仰
の
擁
護
者
」
で
あ
る
国
王
に
課
せ

し
た
が
っ
て
、
サ

ソ
ガ
の
超
俗
性
を
失
わ
ぬ
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
王
は
、

与
え
て
、
そ
の
繁
栄
を
は
か
る
と
同
時
に
、
サ
ソ
ガ
の
世
俗
化
を
監
視
し
、
破
戒
僧
な
ど
、

見
出
さ
れ
た
と
き
に
は
、
還
俗
を
強
制
し
て
こ
れ
を
排
除
し
、

に
よ
る
仏
教
の
「
擁
護
」

(
P
h
r
a
b
o
r
o
m
a
r
a
c
h
i
i
p
a
t
h
a
m
)

サ
ソ
ガ
に
物
質
的
援
助
を

サ
ソ
ガ
の
超
俗
性
を
そ
こ
な
う
要
素
が

サ
ソ
ガ
の
超
俗
性
を
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
、
国
王

と
呼
ば
れ
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
擁
護
」
は
、
し
ば
し
ば
、

一
八
九
八
年
に
出
さ
れ
た
「
地
方
教
育
の
整
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国
王
の
側
か
ら
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
サ
ソ
ガ
に
と
っ
て
不
当
と
思
わ
れ
る
場
合
で
も
、
サ
ソ
ガ
は

「
覆
鉢
の
行
為
」
の
よ
う
な
、
間
接
的
な
抗
議
手
段
し
か
も
た
な
か
っ
た
の
で
、
国
王
の
「
擁
護
」
の
拡
大
に
対
し
て
は
、

、
、
、
、
、
、

警
戒
的
で
あ
っ
た
。
「
す
べ
て
の
僧
に
、
国
王
の
擁
護
を
お
よ
ぽ
す
」
と
は
、

寺
院
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た
援
助
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
と
裏
腹
の
関
係
を
な
す
国
王
に
よ
る
統
制
が
、
巨
大
な
範
囲
に
対
し

て、

(13) 

際
限
な
し
に
拡
大
さ
れ
る
危
険
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
布
告
の
出
る
ニ
カ
月
前
、
ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
は
、
「
サ
ン

ガ
が
、
宗
務
局
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重

(14) 

要
で
あ
る
」
と
警
告
し
て
い
る
の
は
、
サ
ン
ガ
の
危
惧
を
先
取
り
し
た
発
言
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
実
に
は
世
俗
的
秩
序
の
強
大
な
要
請
が
、
サ
ン
ガ
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
組
織
化
を
着
々
と
進
行
し
て
行
っ
た
。

つ
ね
に

注

(

1

)

第
二
部
第
一
章
第
三
節
。

(
2
)

"
P
h
r
a
 a
y
a
k
a
n
 
t
a
m
n
a
e
n
g
 
n
a
 t
h
a
h
a
n
 
h
u
a
m
u
a
n
g
," 
K
.
 T
.
 
S•D

., 

Vol. 
L
 p
.
 2
6
2
,
 

(
3
)
W
a
l
e
s
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.
 8
0
,
 

(
4
)
D
e
 la 
L
o
u
b
e
r
e
,
 o
p.
 cit
., 
p
.
 115
;
 
G
e
r
v
a
i
s
e,
 o
p
.
 cit
., 
p
.
 8
3
.
 

(
5
)

前
章
、
第
四
節
参
照
。

(
6
)
Y
e
n
 L
a
v
a
n
g
k
u
r
a
,
 T

he
 a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 r
e
l
i
g
i
o
u
s
 
a
f
f
a
i
r
s
"
a
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
5ざ
p
b
e
t
e
e
e
n
t
h
e
 
g
o
v
e
r
m
nさ
It
a
n
d
 

the 
s
a
n
g
h
a
 in 
T
ha
i
l
a
n
d
.
 (
M
.
 
A
.
 thesis
,
 T

h
a
m
m
a
s
a
t
 U
n
i
v
e
r
s
ity) 
B
a
n
g
k
o
k
,
 1

9
6
2
,
 p
.
 72
-

P
r
a
c
h
u
m
 prakiit 
ratcliak
芽
t
h
i
4
[
p
h
o
.
s
6
.
 24
0
1
,
2
4
0
4
,
 B
a
n
g
k
o
k
 :
0
n
g
k
a
n
k
h
a
 k
h
o
n
g
 k
h
u
r
u
s
a
p
h
a
,
 19

6
1
.
 p
p.
 1

4
9
,
1
7
2
.
 

た
と
え
ば
、
注

(
7
)
に
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
を
見
ょ
。

W
a
t
K
h
u
n

の
確
実
な
語
義
は
不
明
。

W
a
l
e
s
 o
p
.
 cit
., 
p
.
 24

3
.
 

p.p.s•K.pop9cu.

>

pp
.

3
8
4ー

3
9
0
,
に、

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

一
九
一
五
年
現
在
の
全
王
立
寺
院
名
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
畿
内
の
範
囲
に

サ
ソ
ガ
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
ま
で
、
数
少
な
い
王
立
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日

サ
ソ
ガ
ヘ
の
加
入
規
制
の
強
化

入
る
。
た
だ
し
、

ピ
サ
ヌ

ロー

ク
、
お
よ
び
ナ

コ
ン
シ
ー
ク
マ
ラ
ー
ト
と
い
う
南
北
両

「
鉛
守
府
」
所
在
の
二
大
寺
は
例
外
と
す
る
。

(
1
1
)
W
y
att 
(
1
9
6
6
)
 
p
.
 3

2
7
 n
.
 

(
1
2
)

こ

'
P
r
a
k
a
t
c
h
a
t
―砿
n
laoria
n

n
ai 
h
u
a
m
u
a
ng
 "

 
P
•
K
. 

P
.
 S
.
 Vol. 
1
6
;
 
p
p
.
 4
1
4
ー

4
1
7
;

W
yatt 
(
1
9
6
6
)
 
p
.
 6
3
8
.
 

(13
)
 

(

1

4

)

 

第
三
節

王
権
に
よ
る
サ
ン
ガ
支
配
の
構
造

「サ

ソ
ガ
統
治
法
」
を
基
本
法
と
す
る
諸
法
令
と
そ
の
細
則
で
あ
る
サ
ソ
ガ
の
内
部
規
則
は
、
地
方
行
政
制
度
の
発
展
と
平
行
し

て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
整
備
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

一
九
二
0
年
代
の
中
ご

ろ
ま
で
に
は
、
タ
イ
の
サ
ン
ガ
は
か
つ
て
見
ら
れ
ぬ
ほ
ど
高
度

な
集
権
体
制
を
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
う
し
て
成
立
し
た

サ
ソ
ガ
統
治
の
構
造
を
、
日
、

サ
ン
ガ
官
僚
制
の
成
立
、
国
、

サ
ソ
ガ

ヘ
の
加
入
規
制
の
強
化
、

口
、

正
統
的
教
理
の
確
立
、
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
個
別
に
検
討
を
加
る
こ
と

に
し
よ
う
。

王
権
に
よ
る
仏
教
「
擁
護
」
の
目
的
が
、
サ
ソ
ガ
の
「
清
浄
」

(K
h
w
a
m

B
o
n
s
u
t
)
 

上、

サ
ソ
ガ

に
加
え
ら
れ
る
統
制
は
、
そ
の
超
俗
性
を
侵
す
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
強
化
す
る
方
向

へ
と
働
く
。
サ
ン
ガ
に

対
す
る
「
擁
護
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

王
権
に
と
っ

て
は
両
刃
の
剣
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
超
俗
的
な
サ
ン
ガ
は
、
被
治
者
大
衆
に
と
っ

て
は
国
王
権
力
の
及
ば
ぬ
ま
こ
と
に
魅
力
に
富
ん
だ
壁
域
と
な
っ

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
サ
ン
ガ

の

成
員
に
は
径
役
義
務
は
課
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
も
し
こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
な
ら
ば
、

王
権
の
支
え
で
あ
る
人
力
が
か
ぎ
り
な
く

W
y
a
t
t
 (
1
9
6
6
)
,
 p
.
 3

1
0
,
 

I
b
i
d
.
 p
p
.
 3

1
6
,
3
1
7
 

す
な
わ
ち
、
そ

の
超
俗
性
の
維
持
に
あ
る
以
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サ
ン
ガ
に
流
入
し
て
、
つ
い
に
は
人
的
資
源
の
枯
渇
を
招
く
危
険
が
発
生
す
る
。
し
た
が
っ

て
サ
ン
ガ
ヘ
の
加
入
に
対
し
、
王
権
が

つ
ね
に
規
制
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
出
家
志
望
者
の
資
格
制
限
の
ほ
か
、

任
範
囲
の
限
定
は
、
サ
ン
ガ
ヘ
の
加
入
規
制
に
と
っ

て、

有
効
な
手
段
と
な
る
。

モ
ソ
ク
ッ
ト
王
は
、
二
十
四
歳
か
ら
七
十
歳
ま

で
の
男
子
に
出
家
を
禁
じ
た
。
ま
た
二
十
四
歳
に
達
し
た
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
に
対
し
て
は
、
具
足
戒
を
受
け
て
ヒ
ク
と
な
る
か
、
還
俗

(
l

)
 

す
る
か
の
選
択
を
迫
っ
た
。
「
サ
ン
ガ
統
治
法
」
施
行
以
後
で
は
、

一
九

一
三
年
に
、

「
国
に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
た
義
務
を
怠
る
者
」

(2
)
 

を
含
む
、
出
家
不
許
可
者
の
条
件
が
定
め
ら
れ
た
の
が
こ
の
趣
旨
に
沿
っ
た
国
家
的
措
置
の
事
例
と
い
え
よ
う
。

サ
ン
カ
ヘ
の
加
入
儀
礼
執
行
者
に
対
す
る
規
制
と
、
加
入
儀
礼
の
適
法
な
執
行

場
所
と
し
て
の
「
浄
域
」
設
定
に
対
す
る
規
制
が
王
権
の
手
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
検
討
を
加
え
よ
う
。

ビ
ク
を
志
願
す
る
者
は
、
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
師
と
す
べ
き
「
和
尚
」

(3
)
 

(
U
p
a
t
ch
a
)

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
和
尚
」
を
定
め
ず
に
出
家
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
「
和
尚
」
の
資
格
や
責

バ
ー
リ
律
に
は
、
「
和
尚
」
と
な
り
う
る
ビ
ク
の
資
格
と
し
て
、
法
膝
十
年
以
上
な
ど
、
合
計
八
十
八
の
項
目
が
規
定
さ
れ
て
い

(4

)

(

5
)
 

た
。
タ
イ

で
は
、
「
和
尚
」
の
資
格
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
九

一
三
年
、
「
和
尚
の
任
命
に
か
ん
す
る
布
告」

(6
)
 

が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
細
部
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
ま
ず
「
品
行
方
正
で
あ
り
、
僧
俗
双
方
に
信
頼
さ

れ
る
人
物
で、

菩
良
な
る
ビ
ク
を
教
育
す
る
に
足
る
十
分
な
知
識
を
有
し
、
受
戒
の
作
法
に
も
精
通
し
た
、
法
騰
十
年
以
上
の
僧
」

と
い
う
資
格
に
合
致
す
る
ビ
ク
の
中
か
ら
候
補
者
を
選
び
、
中
央
に
お

い
て
は
文
部
大
臣
が
、
地
方
に
お
い

て
は
各
地
方
長
官
が
審

査
の
上
、
こ
れ
に
「
和
尚
」
の
資
格
を
与
え
る
（
「
布
告
」
第
二
、
四
条
、
「
サ
ソ
ガ
規
則
」
第
一
項
）
。
正
式
に
「
和
尚
」
の
資
格
を
持
た

な
い
ビ
ク
が
、
「
和
尚
」

と
し
て
得
度
を
与
え
た

こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
強
制
還
俗
、
謹
慎
、
強
制
移
転
な

ど
の

懲
罰
が
加

え
ら
れ
た
（
「
布
告
」
第
十
二
、
十
五
条
）
。
そ
の
著
名
な
事
例
の
一
っ

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
の
は
、

(a) 

「和
尚
」
に
対
す
る
規
制

一
九
一

五
年
頃
に
発
生
し
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た
、
ラ
ソ
プ

ー
ソ
県
リ

ー
郡
の
僧
プ
ラ

・
ツ
ー
ウ
ィ
チ
ャ
イ

(11
ク
ル
バ
ー

・
シ
ー
ウ
ィ
チ
ャ
イ
）
の
謹
慎
事
件
で
あ
る
。
か
れ
は
、

チ
ェ
ン
マ
イ
郊
外
の
名
刹
ド
ー
イ

・
ス
テ
ー
プ
寺
に
至
る
長
大
な
参
道
建
設
者
と
し
て
著
名
な
僧
で
あ
る
が
、

一
九
一
五
年
ご
ろ
和

(7
)
 

尚
の
資
格
な
し
に
多
数
の
者
に
得
度
を
与
え
た
罪
な
ど
に
問
わ
れ
、
ニ
カ
年
問
ラ
ソ
。フ
ー
ソ
の
某
寺
に
お
い
て
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
。

プ
ラ
・
シ
ー
ウ
ィ
チ
ャ
イ
は
、
中
部
タ
イ
の
仏
教
と
は
や
や
伝
承
を
異
に
す
る
北
ク
イ
の
、

属
す
る
僧
で
あ
っ
た
。

す
る
こ
と
は
、
サ
ソ

ガ
ヘ
の
加
入
規
制
の
手
段
と
し
て
の
有
効
性
を
も
つ
に
至
る
。

い
わ
ゆ
る
「
ュ
ア
ン

(
Y
u
a
n
)

派
」
に

ュ
ア
ソ
派
が
中
央
集
権
的
サ
ソ
ガ
の
中
で
独
自
の
地
位
を
認
め
ら
れ
ぬ
以
上
、
「
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
に
照
ら
し
、

か
れ
の
行
為
は
、
明
ら
か
に
違
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
ク
イ
・
サ
ソ
ガ
の
「
エ
ク
レ
シ
ア
化
」
が
進
行
し
て
、
も
は
や
、
地

方
的
教
派
の
存
在
を
容
認
し
得
な
い
段
階
に
到
達
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
浄
域
」
と
は
、
w
i
su
n
g
k
h
a
m
a
s
i
m
i
i

(八
v
1s
u
n
g
a
m
a
s
i
m
a
)

の
訳
で
、
略
し
て

sim
a

と
呼
ば

(8
)
 

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
は
、
わ
が
国
で
「
界
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
狭
い
概
念
で
、
む
し
ろ
「
戒
壇
」
に
相
当
す
る
も

は
、
こ
の
「
浄
域
」
内
で
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
有
効
と
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

「浄
域
」
の
設
定
を
規
制

「
サ
ン
ガ
統
治
法
」
第
九
条
に
よ
れ
ば
、
私
人
が
寺
院
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
最
初
に
与
え
ら
れ
る
勅
許
は
、
「
浄
域
」

を
欠
＜
ー
し
た
が
っ
て
、
僧
の
再
生
産
能
力
を
持
た
な
い
ー
「
小
寺
」
で
あ
る
。
こ
れ
を

「
浄
域
」
の
あ
る
「
私
立
寺
院
」
に

格
上
げ
す
る
た
め
に
は
、
「
浄
域
」
の
設
定
に
つ
き
、
県
知
事
ま
た
は
文
部
省
を
通
し
、
あ
ら
た
め
て
勅
許
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な

「
浄
域
」
設
定
の
た
め
の
勅
許
は
、
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ン
親
王
の
言
葉
を
か
り
れ
ば

「
郵
便
局
の
よ
う
に
、
願
い
出
れ
ば
た
だ

(
9
)
 

ち
に
送
ら
れ
て
く
る
」
と
い
っ
た
安
易
な
も
の
で
は
な
く
、
種
々
、

厳
し
い
条
件
が
付
さ
れ
て
い
た
。

ら
な
い
。 ＾

u
苫
屈
m
p
a
d
a
)

の
で
あ
る
が
、
「
布
薩
堂
」
（
ポ
ー
b
o
t
)

の
範
囲
と
も
合
致
す
る
。

サ
ン
ガ
ヘ
の
加
入
儀
礼
で
あ
る
ウ
パ
ソ
ン
ボ
ッ
ト

(
u
p
a
s
o
m
g
t

(b） 

「浄
域
」
設
定
に
か
ん
す
る
規
則
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表 8 「1912年改訂サソガ官職表」（行政職） 表 7

(1) サコソサ｀ノカバリナーヨック（大長老会議議長）

(2) チャオカナ ・ヤイ （大管区長）

(3) チャオカナ ・ローソ（大管区次長）

(4) チャオカナ ・モ｀ノトン（州管区長）

(5) ロー ソチャオカナ ・モ‘ノトソ（州管区次長）

(6) チャオカナ・ムア｀ノ（地方管区長）

(7) ロー ソチャオカナ ・ムアソ（地方管区次長）

(8) チャオカナ ・クエーソ（地方区長）

(9) ローソチャオカナ ・クニーソ（地方区次長）

(IO チャオアーワート（住職）

(IJ) ローンチャオア ーワート（副住職）

「1912年改訂サ 、ノガ官職表」

（教育職）

(1) カナーチャーン ・ニー ク（ー級教授）

(2) カナーチャーソ ・トー（二級教授）

(3) カナーチャーソ ・トリー（三級教授）

(4) アーチャ` ノ ・ヤイ（正教師）

(5) アーチャソ ・ローソ（副教師）

近
代
官
僚
制
に
お
い
て
は
、
官
僚
の
職
務
執
行
は
、
習
得
可
能
な
一
般
的
規
則
に
基
づ
い

て
行
な
わ

れ
る
°
タ
イ
の
サ
ソ
ガ
に
お
い
て
も
、
近
代
官
僚
制
を
特
徴
づ
け
る
一
連
の
規
則
群
が
観
察
さ
れ
る
。

「
ラ
タ
ナ
コ

ー
シ
ソ
暦

―
ニ
―

年
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
は
、
そ
れ
ら
の
規
則
群
に
対
す
る
基
本
法
で
あ
る
。

こ
の
法
律
を
補
完
し
て、

「
法
律
」

(
P
h
r
a
r
a
tc
h
a
b
a
n,yat)

ー
た
と
え
ば
、「
第

一
大
罪
の
処
理
に
か
ん
す

(10) 

る
法
律
」
、

「
布
告」
(
P
r
a
k
a
t
)

ー

「省
令
」
(
K
o
t
S
e
n
a
b
o
d
i
)
、
「
通
達
」

(C
h
ae
n
g

K
h
w
a
m
)

な
ど
が
、
政

府
に
よ
っ
て
制
定
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
細
目
の
規
定
と
し
て
「
法
王
命
令
」

(P
h
r
a
m
a
h
i
i
sa
m
a
n
a
nat)
、

「
サ
ソ
ガ
規
則
」

(
K
h
0
1
A
n
a
t
k
h
0
1
n
g
 
K
h
a
n
a
 S
o
n
g
)

な
ど
が
、
サ
ン
ガ
自
身
の
手
で
定
め
ら
れ
た
。

⇔ 

サ
ソ
ガ
官
僚
制
の
成
立

こ
れ
ら
の
法
令
諸
規
則
を
運
用
し
て
、

官
に

は
、
ビ
ク
の
中
か
ら
有
資
格
者
が
、
上
位
者
の
推
挙
を
う
け
、
国
王
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
官
職
に
任
命
さ
れ
た
。
僧
官
の
「
官
職
」

(
T
a
m
n
a
e
n
g
)

長
」
を
最
高
位
と
し、

「
副
住
職
」
を
最
下
位
と

す
る
十
一

段
階
の
「
行
政
職
」
に
分

か
れ
、
こ
れ
ら
が
、

サ
ソ
ガ
を
運
営
す
る
官
僚
す
な
わ
ち
僧

サ
ン
ガ
官
僚
制
の
行
政
幕
僚
を
構
成
し
た
（
表
8
)
。
こ

の
ほ
か
、

(
11
)
 

も
っ
ば
ら
僧
侶
の
教
育
に
従
事
す
る
「
教
育
職
」
の
僧
官
が
あ
っ
た

（表
7
)
。

僧
官
に
は
、
俗
人
に
お
け
る
「
バ
ン
ダ
ー
サ
ッ
ク
」
（
爵
位
）
に
相
当
す
る
「
サ
・
マ

ナ
サ
ッ
ク
」
が
授
与
さ
れ
た
が
、
ワ
チ
ラ
ヤ
ー

ソ
親
王
は
こ
れ
を
「
ク
ー
ナ
ン
ド
ン
」

(
1
2
)
 

（
位
階
）
と
呼
び
か
え
た
。
位
階
は
す
べ
て
国
王
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
大
別
し
て

⑭
m
d
e
t
 P
h
r
a
m
a
h
a
s
a
m
a
n
a
,
 S

o
m
d
e
t
 P
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
,
 P

h
rariichakhana
,
 Ph

r
a
k
h
r
u

に
分

は
、
「
大
長
老
会
議
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「
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
）
教
会
が

（
聖
書
の
）
公
式
の
解
釈
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
信
者
が
公
然
と
用
い
う
る

聖

書
は
、
聖
職
者
が
注
釈
し
承
認
し
た
テ
キ
ス
ト
に
限
ら
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
と
っ
て
信
じ
う
る
書
物
は
、
そ
の
内
容
が

ほ
と
ん
ど
常
に
不
明
瞭
で
非
常
に
多
種
多
様
に
解
釈
さ
れ
や
す
い
聖
書
よ
り
も
、
む
し
ろ
聖
伝
の
簡
潔
な
要
約
書
で
あ
っ
て
教
育
的

(16) 

な
書
物
で
も
あ
る
公
教
要
理
な
の
で
あ
る
」
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
状
況
は
、

の
進
行
と
共
に
、

タ
イ
の
僧
侶
の
す
べ
て
が
、
パ
ー
リ
語
に
通
暁
し

て
い
る
わ
け
で

は
な
か
っ
た

こ
と
は
、
今
日
も
、

当
時
も
変
わ
る
と
こ
る
が
な

日

一
九
一
三
年
制
定
の
「
常
施
食
定
率
表
」
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
州
管
区
長
」
は
月
額
二
十
ニ
ー
ニ
十
八
バ

(
1
4
)
 

ー
ツ
、
「
地
方
区
長
」
は
、
同
じ
く
六
ー
十
バ
ー
ツ
の
「
常
施
食
」
の
支
給
を
受
け
て
い
た
。

か
つ
て
は
、
僧
官
と
官
職
と
位
階
と
の
間
に
、

高
い
相
関
が
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
「
ソ
ム
デ
ッ

ト
・

。
フ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」

、
、
、

の
位
階
を
持
つ
僧
は
、
同
時
に
、

「
大
管
区
長
」

で
あ
っ
た
。
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、

官
職
が
位
階
か
ら
分

離
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
後
者
は

た
だ
身
分
の
上
下
の
み
を
示
す
指
標
と
な
り
、

官
職
に
つ
く
候
補
者
の
選
考
に
あ
た
っ

て
は
、
本

人
の
能
力
が
規
準
と
さ
れ
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
、
能
力
あ
る
僧

(
p
h
r
a

p
h
u
 s
a
r
n
a
t
)

に
、
高
い
官
職
へ
の
昇
進
の
道
が
ひ
ら
か
れ
る

(15) 

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
措
置
は
、
タ
イ

・
サ
ソ
ガ
の
官
僚
制
発
展
の
一
指
標
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

正
統
的
教
理
の
確
立

ク
イ
の
サ
ソ
ガ
に
も
発
生
し
た
。

(t
h
a
wiii)

さ
れ
る
。

ェ
ク
レ
シ
ア

化

け
る
が
、
こ
れ
ら
は
さ
ら
に
細
分
さ
れ
て、

全
体
で
は
二
十
一
階
級
に
分
類
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
位
階
は
、

儀
式
の
際
に
把
持
す
る

(
1
3
)
 

「
位
階
扇
」

(
p
h
a
t
y
o
t
 s
a
m
a
n
a
s
a
k
)

の
種
類
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
。

僧
官
に
は
、
官
職
と
位
階
の
複
雑
な
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
、
毎
月
、
「
常
施
食
」

(
n
i
ta
y
a
p
h
a
t
)

と
呼
ば
れ
る

一
種
の
給
与
が
支
給
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第 2部 第 3章

教
の
中
に
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

わ
れ
て
い
る
。

クイにおける仏教エクレシアの成立

「
教
理
試
験
」
に
用
い
ら
れ
る
指
定
教
科
書
は
、

一
、
二
の
例
外
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て

ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親

い
。
そ
し
て
．
ハ

ー
リ
語
を
解
さ
な
い
僧
に
と
っ
て
は
、
パ
ー
リ
語
を
も
っ
て
書
か
れ
た
経
典
は
、
儀
礼
の
際
に
読
誦
す
る
意
義
不
通

の
呪
文
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
タ
イ
に
は
伝
統
的
に
「
教
理
学
」

(
n
a
n
p
a
n
y
a
t
t
h
a
m
)
 

(17
)
 

そ
の
実
態
は

。ハ
ー
リ
語
の
学
習
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

と
呼
ば
れ
る
「
教
理
研
究
」
が
存
在
し
た
が
、

ん
ど
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
タ
イ
の
仏
教
に
、
た
と
え
正
統
的
教
義
が
伝
承
さ
れ
存
在
し
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
教
授
と
学
習
の
有
効
な
手
段
を
欠
く
以
上
、
そ
れ
は
な
き
に
等
し
か
っ
た
。

こ
う
し
た
憂
慮
す
べ
き
状
態
を
改
善
し
よ
う
と
し
て
、
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
は
、
と
く
に
、
習
慣
に
基
づ
い
て
出
家
す
る
短
期
出

(18) 

家
者
の
教
育
を
目
的
と
し
て
、
「
ナ
ワ
コ

ー
ワ
ー
ト」

(
N
a
w
a
k
0
1
w
a
t
)

と
題
す
る
教
理
教
科
書
を
著
わ
し
た
。

チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ー
ソ
王

は
、
本
書
の
出
現
を
、
「
（
教
理
の
）
要
点
を
記
憶
し
易
く
配
列
し
て
あ
り
、
正
確
な
教
授
を
期
待
で
き
、
新
参
ビ
ク
の
学
習
用
に
有

(19) 

益
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。

本
」
な
ど
を
著
わ
し
た
。

一
九
―
一
年
、
ビ
ク
、

な
パ
ー
リ
語
試
験
と
平
行
し
て
、

タ
イ
語
の
み
に
よ
る
「
教
理
試
験
」

(s01p
n
a
k
 
t
h
a
m
)
 

サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
の
教
理
に
か
ん
す
る
知
識
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
伝
統
的

(20) 

の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ

親
王
の
「
ナ
ワ
コ

ー
ワ
ー
ト
」
は
、
新
設
の
「
教
理
試
験
」
の
最
初
の
、
そ
し
て
最
重
要
の
教
科
書
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
試

験
制
度
に
若
干
の
変
遷
は
あ
っ
た
が
、
「
ナ
ワ
コ

ー

ワ
ー
ト
」
は
、
今
日
も
な
お
タ
イ
語
で
書
か
れ
た
最
も
簡
潔
に
し
て
権
威
あ
る

教
理
書
で
あ
り
、
仏
教
国
家
試
験

(
S
o
p
S
a
n
a
m
 L
u
a
n
g
)

の
第
一
の
書
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て

い
な
い
。
本
書
は
、

一
九
二
九
年

に
創
始
さ
れ
た
、
在
家
者
の
た
め
の
「
教
理
試
験
」

(
S
o
p
T
h
a
m
m
a
 S
u
k
s
a
)

に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
基
本
教
理
書
と
し
て
取
り
扱

「
ナ
ワ
コ

ー
ワ
ー
ト
」
は
、
し
た
が
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
「
公
教
要
理
」
に
比
す
べ
き
位
置
を
、
タ
イ
仏

ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
は
、
本
書
の
ほ
か
、
「
教
理
試
験
」
用
の
指
定
教
科
書
と
し
て
、
「
仏
教
聖
句
集
」
、
「
仏
伝
」
、
「
戒
律
の
根

一
般
の
僧
が
仏
教
教
理
の
系
統
的
理
解
を
得
る
道
は
ほ
と
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(
1
)
 

注

王
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

E
k
)

の
三
階
級
が
整
備
さ
れ
た
。
重
要
な
変
化
は
、
こ
れ
以
後
、
「
教
理
試
験
」
の
合
格
が
、
伝
統
的
な
「
パ

ー
リ
語
試
験
」
の
資

格
要
件
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「パ

ー
リ
語
一
ー
一
段
」
受
験
者
は

「
初
級
教
理
試
験
」
、
「
パ

ー
リ
語
四
段
」
受
験
者
は

「
中
級
教
理
試
験
」
、
「パ

ー
リ
語
七
段
」
を
受
験
し
よ
う
と
す
る
者
は

「
上
級
教
理
試
験
」
に
そ
れ
ぞ
れ
合
格
し
て
い
る
こ
と
が
、

受
験
資
格
と
さ
れ
た
。
「
パ

ー
リ
語
試
験
」
合
格
者
は
、
「
バ
リ
エ
ソ
」
と
呼
ば
れ
、
国
王
か
ら
「
常
施
食
」
を
下
賜
さ
れ
、
社
会
的

尊
敬
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
は
、

験
」
の
権
威
は
、
「パ

ー
リ
語
試
験
」
の
前
提
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
サ
ソ
ガ
に
止
ま
る
以
上
、

少
な
く
と
も
「
教
理
試
験
」
に
合
格
す
る
こ
と
が
ビ
ク
の
目
標
と
な
っ
た
。
大
部
分
の
タ
イ
の
僧
に
は
、
教
理
試
験
の
準
備
以
外
に

(
2
1
)
 

教
理
を
学
習
し
よ
う
と
す
る
誘
因
が
存
在
し
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
試
験
の
回
答
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
指
定
さ
れ
た

教
科
書
の
内
容
の
正
確
な
再
生
産
で
あ
り
、
受
験
者
に
教
理
解
釈
の
自
由
は
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
余
力
あ
る
者
は
、
非

公
認
の
教
理
書
を
学
ぶ
よ
り
、
さ
ら
に
上
級
の
教
理
試
験
な
り
、
バ
ー
リ
語
試
験
の
合
格
を
目
指
す
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、

ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
の
「
神
学
」
は
、
教
理
試
験
を
媒
介
と
し
て
、
完
全
に
ク
イ
仏
教
の
正
統
的
教
理
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

「
教
理
試
験
」
は
、

一
九
二
二
年
ま
で
に
、
「
初
級
」
（
N
a
k
T
h
a
m
 T
ri)
、
「
中
級
」

(
N
a
k

T
h
a
m
 
T
h
01)
、「
上
級
」
(
N
a
k

T
h
a
m
 

サ
ソ
ガ
内
に
お
け
る
昇
進
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
教
理
試

ワ
チ

こ

'
P
r
a
k
a
t
r
u
a
n
g
 
th
e
r
a
 
C
h
a
n
t
h
a
e
n
g
 p
h
u
 m
i
 c
h
u
 
la
e
w
 ni 
p
a
,
 la
e
 
harn 
m
a
,
 h
a
,
 b
u
at 
k
u
n
l
a
b
u
t
 
a
y
u
 
p
h
o
n
 2
4
 
t
h
u
n
g
 7
0
 

苔
1

th
era 
p
e
n
 
n
e
n
 "
 in P
•K. 

P
.
 S
.
 Vol. 
5
,
 p

p
.
 36
,
3
8
,
 

See a
ls
o
 
i
b
i
d
.
 p
p
.
 44ー

4
5
.

(
2
)

:

P
rakat 
r
u
a
n
g
 t
a
n
g
 
u
p
a
t
c
h
a
y
a
"
 in
 P
.
 K

.
 
P
.
 S. 

Vol. 
2
6
,
 p

p
.
 17

2
,
1
7
6

お
よ
び

"
K
h
0
1
a
n
a
t
k
h
o
n
g
 k
h
a
n
a
 
s
o
n
g
 
n
u
a
n
g
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け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
違
い
で
あ
る
。

4
2
)

。
的
」
な
、
涅
槃
の
境
涯
の
中
に
永
遠
の
至
福
を
見
出
す
道
を
教
示
し
て
い
る
。

B
u
d
d
h
i
s
t
 
m
o
n
k
,
 B

u
d
d
h
ist 
lay
m
a
n
.
 C

a
m
b
r
idg
e
:
 T
he
 C
a
m
b
n
d
g
e
 U
n
i
v
e
r
s
ity 
P
ress
,
 19

7
3
.
 p
.
 2
6
.
 

在
家
者
と
サ
ン
ガ

仏
教
の
正
統
的
教
理
は
、
無
常
で
あ
り
、
無
我
で
あ
り
、
苦
に
満
ち
た
、
輪
廻
流
転
の
「
此
岸
的
」
世
界
を
解
脱
し

て、

「
彼
岸

「
こ
れ
は
苦
で
あ
り
、
こ
れ
は
苦
の
お
こ
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
苦
の
消
滅
で
あ
り
、
こ
れ
は
苦
の
消
滅
に
至
る
道
で
あ
る
と
、
正

し
き
知
恵
に
よ
っ
て
知
る
。
こ
れ
を
正
道
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
は
、
人
を
苦
の
消
滅
へ
と
母
く
行
為
の
準
則
で
あ
る
」

(
N
a
w
a
k
0
1
w
a
t
:

し
か
し
、
タ
イ
の
民
衆
は
、
「
彼
岸
的
」
境
地
に
魅
力
を
惑
ぜ
ず
、
か
え
っ
て
「
此
岸
的
」
世
界
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
好
み
、
こ

の
苦
楽
の
世
に
お
け
る
相
対
的
幸
福
を
追
求
し
よ
う

と
す
る
。
か
れ
ら
の
求
め

る

「
救
済
財
」
は
、
「長
寿
、
健
康
、
安
穏
、
威
力

を
祈
念
す
る
」
と
い
う
常
用
の
成
句
の
中
に
、
集
約
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
部
第
一
章
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、

ク
イ

に
お
け
る
在
家
者
の
信
仰
形
態
に
は
、

「
功
徳
追
求
型
」
（
あ
る
い

は
「
タ
ソ

・
プ

ソ
」
型
）
と
、
「
攘
災
招
福
型
」
（
あ
る
い
は
「
呪
術
型
」
）
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
の
根
本
的
な
違

い
は
、
こ
れ
ら
の
「
救
済
財
」
の
追
求
さ
れ
る
時
間
的
次
元
の
差
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
、
輪
廻
転

生
の
境
涯
と
い
う
次
元
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、

関
心
の
焦
点
が
、
も
っ
ば
ら
こ
の
時
こ
の
場
に
向

と
こ
ろ
で
サ

ン
ガ
の
「
エ
ク
レ
シ
ア
」
化
は
サ
ン
ガ
と
在
家
者
と
の
こ
う
し
た
関
係
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
四
節
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で
あ
る
。

「
功
徳
追
求
型
」
仏
教
の
実
践
形
態
は
、

「
タ
ソ

・
プ
ソ
」

(
t
h
a
m

b
u
n
)
 
で
あ
っ
た
。
輪
廻
的
世
界
に
お
け
る
人
間
の
幸
福
が
、

「
ブ
ン
」
（
功
徳
）
の
多
寡
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
、
と
信
ず
る
ク
イ
の
民
衆
は
、
「
タ
ソ
」
（
積
）
「
プ
ソ
」
（
徳
）
に
、
そ
の
宗
教

的
情
熱
を
傾
け
る
。
し
か
し
「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
は
、
な
に
よ
り
も
、
ま
ず
そ
の
効
果
が
保
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ソ

力
は
、
自
ら
を
「
世
間
無
上
の
福
田
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
信
仰
実
践
に
、
た
し
か
な
根
拠
を
与
え
た
。
サ
ソ
ガ

に
対
す
る
奉
仕
に
ま
さ
る
、
確
実
な
「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
、
サ
ソ
ガ
こ
そ
自
己
の
「
ブ
ソ
」
が
実
り
育

つ
「
福
田
」
で
あ
る
と
信
じ
て
サ
ソ
ガ
に
供
養
し
、
あ
る
い
は
、
自
ら
剃
髪
、
受
戒
し
て
サ
ソ
ガ
の
成
員
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
出

家
さ
え
も
が
そ
の
原
義
を
失
っ
て
、
輪
廻
的
原
理
に
基
づ
く
、
最
勝
の
「
タ
ン

・
プ
ソ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。

一
方
、
「
攘
災
招
福
型
」

の
仏
教
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
幸
福
の
増
進
、
災
禍
の
祓
除
が
、
仏
教
的
表
現
形
式
を
と

っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
呪
術
的
手
段
を
通
し
て
追
求
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、

「
ナ
ム

・
モ
ソ
（
聖
水
）
」
の
誦
成
で
あ
り
、

サ
ソ
ガ
に
よ
る
「
プ
ラ
・
パ
リ
ッ
ト
」
の
誦
唱
と
、

サ
ソ
ガ
に
よ
っ
て
「
入
魂
」
さ
れ
た
「
プ
ラ

・
ク
ル
ア
ソ
グ
（
護
身
仏
）
」
で
あ
る
。

人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
呪
術
な
い
し
呪
物
が
、
霊
験
を
も
ち
、
幸
福
の
増
進
、
災
禍
の
祓
除
を
も
た
ら
す
と
信
じ
ら
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
サ
ソ
ガ
自
体
の
霊
威
を
分
有
し、

そ
の
霊
威
が
、
呪
術
的
な
手
段
に
よ

っ
て
人
々
に
転
移
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
サ
ソ
ガ
が
「
福
田
」
で
あ
り
、
霊
威
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
タ
イ
の
サ
ソ
ガ
が
、
偉
大
な
る
教

、
、
、

祖
プ
ッ
ダ
の
教
説
の
正
統
的
継
承
者
で
あ
る
、
と
す
る
人
々
の
信
仰
の
中
に
存
在
す
る
。
こ
の
正
統
性
信
仰
の
中
に
こ
そ
、
「
福
田
」

の
保
証
が
あ
り
、
霊
威
の
根
源
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
徴
表
は
サ
ソ
ガ
の
「
清
浄
性
」
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
サ
ン
ガ
の

「
清
浄
性
」
は
、
す
ぐ
れ
て
、
正
し
い
持
戒
の
中
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

前
述
し
た
リ

ー
の
僧
プ
ラ

・
シ
ー
ウ
ィ
チ
ャ
イ
が
、
ド
ー
イ
・
ス
テ

ー
プ
寺
へ
の
参
道
を
建
設
し
よ
う
と
発
願
し
た
と
き
、
何
百
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る
の
で
あ
る
。

な
る
状
況
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
民
衆
は
、
「
教
会
の
外
に
救
い
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
」

(
E
x
tra
e
c
c

―es
,
a
m
 
n
u

―la 
sa
lu
s
)
 

と
な
っ
た
。
ク
イ
・
サ
ソ
ガ
の

「
エ
ク
レ
シ
ア
」
化
は
、
ク
イ
の
仏
教
に
安
定
を
も
た
ら
し
は
し
た
が
、
同
時
に
、
そ
の
精
気
を
失

て
、 し

か
し
現
実
に
は
、
プ
ラ

・
シ
ー
ウ
ィ
チ
ャ
イ
の
よ
う
な
個
人
カ
リ
ス
マ
を
持
つ
僧
の
存
在
は
、
む
し
ろ
例
外
的
状
況
で
あ
ろ
う
。

も
し
個
人
カ
リ
ス
マ
が
な
け
れ
ば
民
衆
の
信
仰
が
成
立
し
え
な
い
と
し
た
ら
、

な
い
。
そ
れ
が
今
日
ま
で
繁
栄
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
個
人
カ
リ
ス
マ
を
具
備
し
た
人
物
の
出
現
と
い
っ
た
燒
倖
に
よ
っ
て
で
は
な

、
、、

く
、
よ
り
持
続
的
な
な
に
か
に
、
民
衆
の
信
仰
の
根
拠
が
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
サ
ソ
ガ
の
清
浄

性
が
、
ー
ー
こ
れ
が
民
衆
の
信
仰
の
支
え
な
の
で
あ
る
が
ー

・
ヒ
ク
の
持
戒
の
中
に
あ
る
こ
と
を
見
た
。
プ
ッ
ダ
の
正
統
的
継
承
者

で
あ
る
サ
ソ
ガ
は
、
正
し
く
持
戒
す
る
ビ
ク
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
統
性
を
保
持
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

し
た
サ
ソ
ガ
に
お
い
て
は
、
サ
ソ
ガ
を
支
え
る
の
は
個
人
カ
リ
ス
マ
で
は
な
い
。

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
し
く
受
戒
し
て
、

サ
ソ
ガ
の
成
員
と
な
り
、
持
戒
生
活
を
送
る
ビ
ク
は
、
ま
さ
に
か
れ
の
そ
の
行
為
に
よ
っ

―
つ
の
「
官
戦
カ
リ
ス
マ
」
を
獲
得
す
る
に
至
る
。
民
衆
の
信
仰
は
こ
の
「
官
職
カ
リ
ス
マ
」
を
基
軸
と
し
て
、
展
開
し
て
い

「
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
は
、
「
個
人
カ
リ
ス
マ
」
を
否
定
し
、
た
だ
僧
侶
の
「
官
職
カ
リ
ス
マ
」
の
み
が
、
民
衆
の
信
仰
の
支
点
と

チ
ャ
イ
が
弾
圧
さ
れ
た
最
大
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

「
エ
ク
レ
シ
ア
」
化

何
千
と
い
う
民
衆
が
、
金
品
を
寄
進
し
、
労
力
を
提
供
し
て
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
た
め
、
参
道
は
、
資
金
資
材
の
調
達
に
ま
っ

(
l

)
 

た
＜
心
を
わ
ず
ら
わ
せ
る
こ
と
な
く
完
成
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
プ
ラ

・
シ
ー
ウ
ィ
チ
ャ
イ
の
中
に
、
人
々
が
カ
リ
ス
マ
的
資
質

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
個
人
カ
リ
ス
マ
の
存
在
は
、
「
ニ
ク
レ
ツ
ア
」
の
統
一
に
と
っ
て
は
脅
威
で
あ
っ
た
。
プ
ラ

・シ

ー
ウ
ィ

タ
イ
の
仏
教
は
お
そ
ら
く
滅
び
去
っ
て
い
た
に
相
違

「
カ
リ
ス
マ
的
沓
質
」
を
有
す
る
サ
ソ
ガ
自
体
で

「
和
尚
」
の
資
格
云
々
は
、

弾
圧
の
た
め
の
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

を
見
出
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

166 



第 2部 第 3章 クイにおける仏教エクレシアの成立

十
九
世
紀
後
半
の
危
機
的
時
代
を
通
じ
て
、
政
治
的
独
立
を
失
わ
な
か
っ
た
タ
イ
国
で
は
、
『
宗
教
の
推
護
者
』
と
し
て
の
国
王

の
座
は
ゆ
る
が
ず
、
仏
教
サ
ソ
ガ
は
、
か
わ
ら
ぬ
国
王
の
保
護
の
下
に
繁
栄
を
続
け
た
。
こ
う
し
て
見
か
け
上
の
連
続
性
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

タ
イ
仏
教
は
、
前
世
紀
か
ら
今
世
紀
に
か
け
て、

大
き
く
変
容
し
た
。
そ
れ
は
、
サ
ソ
ガ
に
対
す
る
王
権
の
統
制
が
強
ま

り
、
サ
ソ
ガ
の
「
エ
ク
レ
シ
ア
」
化
が
進
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
タ
イ

・
サ
ソ
ガ
に
見
ら
れ
る
斉
一
性
は
、
こ
の
過
程
の
所

産
で
あ
り
、
「
ラ
ク
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
ニ

―
年
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
の
論
理
的
帰
結
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

注

(
1
)
H
i
r
a
n
 S
u
p
h
a
s
a
n
a
p
h
i
w
a
t
,
 P

r
a
w
a
t
 k
h
r
i
i
b
a
 
s
i
w
,
c
h
a
i
.
 Ch
i
a
n
g
 M
a
i
 :
 S
a
n
g
u
a
n
k
a
n
p
h
i
m
,
 1

9
6
3
.
 

わ
せ
る
原
因
と
も
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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関
係
の
考
察
上
重
要
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

代
一
時
廃
止
さ
れ
た
が
、

国
家
が
出
家
者
に
試
験
を
課
し
て
、
教
法
に
か
ん
す
る
知
識
や
、
聖
典
用
語
で
あ
る
。
ハ

ー
リ
語
の
読
解
力
を
評
価
し
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
学
階
、
僧
階
な
ど
社
会
的
資
格
を
付
与
す
る
と
い
う
慣
行
は
、
南
方
上
座
部
諸
国
に

ひ
ろ
く
見
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
ビ

ル
マ
で
は
、
古
く
王
朝
時
代
か
ら
P
a
t
a
m
a
b
y
a
n

と
呼
ば
れ
る
国
家
試
験
の
制
度
が
あ
っ
た
。
こ
の
試
験
制
度
は
、
英
国
の
植
民
地
時

(1
)
 

一
八
九
五
年
ふ
た
た
び
復
活
し
て
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
。

国
家
の
課
す
僧
侶
試
験
の
内
容
は
、
教
理
戒

律
、
パ
ー
リ
語
な
ど
あ
く
ま
で
も
仏
教
的
秩
序
に
属
す
る
知
識
で
あ
る
が
、
そ
の
試
験
の
結
果
、
僧
に
与
え
ら
れ
る
資
格
は
、

お
当
人
の
威
信
を
高
め
る
機
能
を
持
ち
続
け
る
。
こ
の
事
実
は
、

サ
ン

ガ
の
枠
を
越
え
一
般
社
会
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
ひ
と
た
び
獲
得
し
た
資
格
は
、
還
俗
し
て
サ
ソ
ガ
を
離
れ
て
も
な

サ
ン
ガ
と
世
俗
権
力
、
あ
る
い
は
サ
ン
ガ
と
一
般
社
会
と
の
相
互

「サ

ソ
ガ
」
自
体
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
教
理
試
験
」

と
は
、

「
サ
ソ
ガ
」
に
属
す
る
出
家
者
の
仏
教
教
理
理
解
の
水
準
を

高
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
サ
ソ
ガ
」
の
発
展
を
は
か
ろ
う
と
し
て
制
定
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
サ
ン
ガ
」
の
管

理
機
構
の
整
備
に
と
も
な
い
、
「
サ
ソ
ガ
」
が
よ
く
訓
練
さ
れ
た

「
僧
官
」
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

「
教
理
試
験
」
が
僧
官

位
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
自
己
目
的
化
す
る
傾
向
を
示
し
始
め
た
。
さ
ら
に
、
「
教
理
試
験
」
は
、
採
点
、
合
否
の
決
定
と
い
う

手
続
ぎ
に
よ
っ
て
、
受
験
者
に
画
一
的
回
答
を
要
求
す
る
た
め
、
結
果
的
に
、
「
サ
ン
カ
」
の
正
統
的
教
理
を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
、

第
四
章

「
教
法
試
験
」
制
度
の
成
立
と
そ
の
意
義
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第 2部

パ
ー
リ
聖
典
の
知
識
の
深
浅
を
指
標
と
し
て
、

出
家
者
を
社
会
的
に
格
付
け
す
る
思
想
な
い
し
制
度
の
存
在
を
示
唆
し
た
最
初
の

一
四
六
六
年
、
ボ
ロ
マ

ト
ラ
イ
ロ

ー
カ
ナ

ー
ト
王
の
勅
命
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
兵
部

・
地
方
官
位
階
田
表
」

(
l

)
 

(P
h
r
a
 A
y
a
k
a
n
 T
a
m
n
a
e
n
g
 N
a
 T
h
a
h
a
n
 H
u
a
m
u
a
n
g
)

で
あ
ろ
う
。

は
、
国
王
以
外
の
全
国
民
の
社
会
的
威
信
の
大
小
を
、
各
人
が
理
論
上
所
有
を
認
め
ら
れ
た
田
地

(
n
ii)

に
表
示
す
る
制
度
で
、

第 4章

タ
イ
語
史
料
は
、

「教法試験」制度の成立とその意義

日
も
っ
と
も
有
効
な
啜
構
と
し
て
磯
能
す
る
に
い
た
っ

て
い
る
。
前
章
で
述
べ
た
タ
イ
・
ザ
ソ
ガ
の
「
ニ
ク
レ
ジ
ア
」
化
の
進
行
は
、

「
教
理
試
験
」
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
加
速
さ
れ
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
、
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王

(
S
om
det

(
2

)
 

p
h
r
a
m
a
h
i
i
s
a
m
a
n
a
c
h
a
o
 K
r
o
m
p
h
r
a
y
i
i
 
W
a
c
h
irayii
n
a
w
a
rorot) 

と
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
。

に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
タ
イ

・
サ
ソ
ガ
の
「
教
理
試
験
」
制
度
の
沿
革

注

(
1
)
R
o
n
a
l
d
 S
m
ith
,
 R

el
,g
w
、l

a
n
d
 pol,t
,cs 
in 
B
u
r
m
a
.
 p
p
.
 66ー
7
1
.

(
2
)

モ
ソ
ク
ッ
ト
王
ラ
ー
マ
四
世
王
の
第
四
十
七
子
（
二
十
五
男
）
〔
一
八
五
九
年
生

1
一
九
ニ
―
年
没
〕
°
親
王
名
の

ロ
ー
マ
字
表
記
は
一
定

ー

と

書

か

れ

る

0

ク
イ
語
の
発
音
は
「
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ナ
ワ
ロ
ー
ロ
ッ
ト
」
略
し
て

し
な
い
が
、
し
ば
し
ば
．
ハ
ー
リ
語
式
に

V
a
J
1rana
r:i
avarora
器

「
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
。

「
教
法
試
験
」

制

度

の

沿

革

「
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
改
革
」
ま
で
の
歩
み

こ
こ
で
「
位
階
田
」
と
訳
し
た
「
（
サ
ク
デ
ィ
）
ナ

ー
」
(sa
k
d
in
a)

の
面
積
を
も
っ
て
数
量
的

一
九
三
二
年
ま
で
存
続
し
た
。
「
位
階
田
」
は
、
「
副
王
」
の
一

0
万
ラ
イ
を
最
高
と
し、

「
奴
隷
、
子
奴
隷
、

第

一
節
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七
世
紀
末
に
ア
ュ
タ
ャ
を
訪
れ
た
フ
ラ

ソ
ス
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

Nicolas
G
e
r
v
a
1
s
e

は
か
れ
の
著
作
の
中
で
、

る
。ハ
ー
リ
語
学
習
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
た
の
ち
、

「b
a
t
l
u
a
n
g

に
叙
任
さ
れ
る
に
は
、
少
な
く
と
も
（
パ
ー
リ
語
が
）
読
め
、
多
少
と
も
そ
の
解
釈
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
こ
の
慣
例
は
、
多
年
に
わ
た
り
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
来
た
の
で
、
大
方
の
僧
侶
は
（
経
典
の
）
文
字
の
判
読
さ
え
も
が
覚
束

(
3
)
 

無
い
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
四
年
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
国
王
（
プ
ラ

・
ナ
ラ
イ
）
は
、
特
別
の
土
木
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、

労
働
力
調
逹
の
必
要
が
生
じ
た
の
を
奇
貨
と
し
て
、
こ

の
よ
う
な
無
秩
序
を
改
善
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の

バ
ー
リ

後
世
の
「
教
法
試
験
」

(S01p

P
h
r
a
p
a
n
y
a
t
t
h
a
m
)
 

「
位
階
田
」
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

乞
食
、
門
付
」
の
五
ラ
イ
(
-
ラ
イ

は
一六

0
0
面
）
を
最
低
と
す
る
。

四

0
0
ラ
イ
が
、
良

・
庶
の
境
界
に
あ
た
り
、
四

0
0
ラ
イ

以
上
の
「
位
階
田
」
を
持
つ
「
良
人
」
は
、
裁
判
に
際
し
代
理
人
を
立
て
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
「
兵
部

・
地
方
官
位
階
田
表
」
二
十
六
節
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
仏
教
僧
の
「
位
階
田
」
を
定
め
て
い
る
。

「
教
法
の
知
識
あ

る
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
は
一
律
に
三

0
0
（
ラ
イ
）
、
教
法
の
知
識
な
ぎ
サ

ー
マ
ネ
ー
ラ
は
一
律
に
二

0
0
（
ラ
イ
）
、
教
法
の
知
識
あ
る

(

2

)

 

ビ
ク
は
一
律
に
六

0
0
（
ラ
イ
）
、
教
法
の
知
識
な
き
ビ
ク
は
一
律
に
四

0
0
（
ラ
イ
）
、
教
法
の
知
識
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー
は
一

律
に

ニ
四

0
0
C

ラ
イ
）
、
教
法
の
知
識
な
き
プ
ラ
ク
ル

ー
は
一
律
に
一

0
0
0
C

ラ
イ
）
」
。

こ
の
「
位
階
田
表
」
に
よ
る
と
、
サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
、
ビ
ク

、
プ
ラ
ク
ル

ー
は
、
「
教
法
の
知
識
」
の
有
無
に
よ
っ
て
高
低
二
種
の

「
教
法
」
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
秩
序
に
属
す
る
知
識
が
、
こ
こ
で
は
世

俗
的
次
元
に
お
け
る
威
信
の
大
小
に
翻
訳
さ
れ
評
価
を
う
け
て
い
る
。
「
位
階
田
表
」
の
中
に
は
、
「
教
法
の
知
識
」
の
有
無
を
判
定

す
る
客
観
的
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
十
五
世
紀
中
葉
の
タ
イ
国
に
お
い
て
、
出
家
者
の

も
つ
教
法
知
識
を
評
価
す
る
シ
ス
テ
ム
が
何
ら
か
の
形
で
存
在
し
て
い
た
事
実
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
先
駆
と
も
言
え
る
一
種
の
国
家
試
験
に
つ
い
て
初
め
て
言
及
し
た
の
は
、

十

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

タ
イ
の
僧
侶
に
お
け
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第 2部 第 4箪 「教法試験」制度の成立とその意、義

語
の
書
物
を
王
立
寺
院
の
す
べ
て
に
送
り
つ
け
、
こ
れ
を
解
読
で
き
な
か
っ
た
僧
は
勅
命
を
も
っ
て
還
俗
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
勅
命
は
す
み
や
か
に
実
行
に
移
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
五
、
六
日
後
に
は
、
何
千
人
と
い
う
男
た
ち
が
、
ま
だ
黄
衣
を

(4
)
 

ま
と
っ
た
ま
ま
の
姿
で
野
良
に
出
て
鋤
鍬
を
ふ
る

い、

煉
瓦
焼
に
汗
を
流
し
て
、
無
知
の
報
い
を
受
け
て
い
る
姿
が
散
見
さ
れ
た
」。

L
o
u
b
e
r
e

は、

二
ハ
八
七
年
秋
か
ら
一
六
八
八
年
初
に
か
け
て
ァ
ュ
タ
ャ
を
訪
問
し
た

S
i
m
o
n
d
e
 
la 

ナ
ラ
イ
王
の
勅
命
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
僧
侶
の
試
験
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
国
王
は
（
六
カ
月
に
も
お
よ
ぶ
官
の
夫
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た
）
こ
れ
ら
特
権
身
分
層
(
1
1
仏
僧
）
の
数
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
、

時
折
。
ハ

ー
リ
語
と
パ
ー
リ
聖
典
の
試
験
を
行
な
っ
て
い
る
。
た
ま
た
ま
わ
れ
わ
れ
の
一
行
が
こ
の
国
に
到
着
し
た
時
は
、
数
千
人
も

の
無
知
な
僧
侶
た
ち
が
、
国
王

の
命
令
で
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
こ
の
試
験
の
統
括
者
は
オ

ー
ク
ル
ア
ソ
グ

・
ス
ラ

サ
ッ
ク
と
い
う
二
十
八
歳
か
ら
三
十
歳
く
ら
い
の
青
年
で
、
そ
の
父
は
象
軍
司
令
官
の
オ

ー
ク
プ
ラ

・
。ヒ
。
ヒ
ッ
ト
ラ

ー
チ
ャ

ー
で
あ

っ
た
。

し
か
し

『
森
林
部
』
に
属
す
る
僧
た
ち
は
、
こ
う
し
た
俗
人
の
手
で
課
さ
れ
る
試
験
を
拍
否
し
、
自
派
の
長
老
に
よ
る
試
験

(5
)
 

以
外
は
承
服
で
き
な
い
と
主
張
し
た
」
。

こ
れ
ら
二
つ
の
報
告
は
、
い
ず
れ
も
サ

ソ
ガ
が
俗
権
の
及
ば
な
い
聖
域
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た
、
い
わ
ば

消
極
的
意
味
を
も
っ
た
「
僧
侶
試
験
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ダ
ム
ロ
ソ
親
王
は、

パ
ー
リ
語
の
知
識
の
す
ぐ

れ
た
僧
に
b
a
n
a
n

と
い
う
称
号
を
与
え
て
社
会
的
尊
敬
の
し
る
し
と
す
る
、

と
い
う
積
極
的
意
味
を
も
っ
「
僧
侶
試
験
」
が
、
す
で

分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一

級
、
二
級
、
三
級
バ
ー
リ
エ

ソ
（
函
n
a
n

戻
th01
,
tri) 

に
ア
ユ

ク
ヤ
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
親
王
に
よ
れ
ば
、
試
験
合
格
者
を
意
味
す
る
b
a
n
a
n

は
三
階
級
に

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
テ

ィ
バ
コ

ー
ラ
ウ
ォ
ソ

グ

(
C
h
a
o
P
h
r
a
y
a
 T
h
i
p
h
a
k
0
1
r
a
w
o
n
g
)

の
「
ラ
ク
ナ
コ

ー
シ
ン
師
二
世
王
年
代
記
」
小
暦
―
―
四
四
年
寅
年
(
-
七
八
二
）
の
条
に
は
、

p
a
r
i
a
n
 
(
1
1

忘
n
a
n
)

e
k
、
th01

と
い
う
語
が
見
え
て
い
る
か
ら
、

ル
イ
一
四
世
の
使
節
団
の
一
員
と
し
て
、

ァ
ュ
タ

ャ
末
か
お
そ
く
と
も
ト
ン
プ
リ
朝

（
一
七
六
七
1
八
二
）
ま
で
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こ
。f
 

翻
訳
さ
せ
る
。

解
答
の
方
法
は
い
ず
れ
も
口
答
に
よ
っ
た
。
パ
ー
リ
語
の
翻
訳
が
試
験
の
内
容
を
成
す
と
こ
ろ
か
ら
、
俗
に
は
「
バ

ー
リ
語
翻
訳

（
試
験
）
」
（
p
l
a
e
b
a
li
)

あ
る
い
は
「
教
法
翻
訳
（
試
験
）」

（p
la
e
p
h
r
a
p
a
n
y
a
t
t
h
a
m
)
 

こ
の
三
段
階
評
価
法
は
、
二
世
王
の
時
、
第
三
代
の
法
王
包
m
d
e
t
P
h
r
a
s
a
n
g
k
h
a
r
a
t
 
(
M
i
)
 
(一

八
一六

i
一九
）
に
よ

っ
て、

現
行

(
9
)
 

方
式
の
原
型
で
あ
る
九
段
階
法
に
改
め
ら
れ
た
。
各
段
階
の
名
称
と
試
験
課
題
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

の
予
備
階
梯
と
さ
れ
、

-
！
三
の
す
べ
て
に
合
格
し
て
初
め
て
「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
三
段
」
と
な
り
、
「
パ
リ

エ
ン
」

(
p
a
r
i
a
n
)

と
呼
ば
れ

一
般
に
そ
の
名
前
の
前
に
「
マ
ハ
ー
」

(
M
a
h
a
)

と
い
う
敬
称
を
つ
け
て
呼
ぶ
。
課
題
は
『
法
句
経
』
の
注
釈
書
『
ダ
ン
マ
。
ハ

三
十
行
の
パ

ー
リ
語
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
を
居
並
ぶ
高
僧
ら
の
面
前
で
、

ダ
ッ
タ
カ
タ

ー
』
の
中
か
ら
、
貝
葉
で
三
葉
分
（
一

葉
の
貝
葉
に
は
裏
表
各
五
行
の
文
章
が
刻
み

つ
け
ら
れ
て
い
る
）
、
す
な
わ
ち

、
、
、

ロ
頭
で
タ
イ
語
に
翻
訳
さ
せ
る
。
試
験
の
方
法
は
、
以
下

④

プ

ラ

ヨ

ー
ク
一
段
ー
三
段

(
P
r
a
y
o
l
^

1ー

3
)

(3) 

一
級
バ
ー
リ
エ
ン
（
忘
r
i
a
n
e
k
)
 

(2) (1) 

二
級
バ

ー
リ
エ

ソ
(
b
a
r
i
a
n
t
h
o
)
 

二
級
バ
ー
リ
エ
ソ
（
応
r
i
a
n
tri) 

に
は
、
ダ
ム
ロ
ソ
親
王
の
言
う
三
段
階
方
式
の
パ

ー
リ
語
国
家
試
験
制
度
が
完
成
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

激
動
の
ト

ソ
プ
リ
時
代
を
経
て
、
ァ
ュ
タ
ャ
朝
の
諸
制
度
が
復
活
整
備
さ
れ
た
時
代
で
あ
る。

(
7
)
 

九
次
結
集
」
が
行
な
わ
れ
て
、
乱
れ
て
い
た
経
律
が
整
え
ら
れ
た
。
ア
ユ
ク
ヤ
朝
以
来
の
パ
ー
リ
語
試
験
も
、
新
ラ
タ
ナ
コ

ー
シ
ン

朝
二
代
目
の
法
王

S
o
m
d
e
t
P
h
ra 
S
a
n
g
k
h
a
rat 
(
S
u
k
)
 
(
一
七
九
四

1
一
八
一
六
）
の
時
、
古
式
に
則
っ
て
再
興
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に

(
8
)
 

よ
る
と
、
伝
統
的
。ハ

ー
リ
語
試
験
の
内
容
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。

試
験
委
員
が
「
経
蔵
」
の
中
か
ら
選
ん
だ

。ハ
ー
リ
語
の
文
章
を
タ
イ
語
に
翻
訳
さ
せ
る
。

同
じ
く
「
経
蔵
」
と
「
律
蔵
」
の
中
か
ら
選
ん
だ
パ

ー
リ
語
を
ク
イ
語
に
翻
訳
さ
せ
る
。

同
じ
く
「
経
蔵
」
と
「
律
蔵
」
と
「
論
蔵
」
の
中
か
ら
選
ん
だ

。ハ
ー
リ
語
を
ク
イ
語
に

な
ど
と
呼
ば
れ
た
。

プ
ラ
ヨ

ー
ク

一
段

・
二
段
は
独
立
の
段
位
と
は
み
と
め
ら
れ
ず
、

第
三
段

へ

一
七
八
八
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
第

一
世
王
時
代
は
、
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。
フ
ラ
ヨ
ー
ク
五
段

(
P
rayol
l̂
5
)(11

)
 

ー
ラ
ッ
タ
サ
ソ
ガ
ハ
』

(
S
a
r
a
t
t
h
a
s
a
n
g
a
h
a
)

に
変
更
さ
れ
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
旧
に
復
し
た
。
同
じ
く
貝
葉
二
葉
分
二
十
行
。

貝
葉
二
葉
分
二
十
行
。

貝
葉
二
葉
分
二
十
行。

プ
ラ
ヨ

ー
ク
九
段

(
P
r
a
y
0
1
k
9
)
 

(12
)
 

ニ
ー
』
か
ら
貝
葉

一
葉
分
十
行
。

バ
リ
エ
ソ
試
験
の
出
題
は
、
そ
の
時
の
法
王
自
身
か
、
あ
る

い
は
法
王
の
委
任
を
受
け
た
高
僧
が
行
な
っ
た
。
試
験
の
方
法
は
ア

ュ
タ
ャ
朝
以
来
の
伝
統
的
な
「

口
述
試
験
」
方
式

(
K
a
n
s
o
p
P
a
k
p
la
o
)

が
踏
襲
さ
れ
た
。
採
点
は
き
わ
め
て
厳
格
で
、
解
答
は
た
だ

一
回
し
か
許
さ
れ
ず
、
言
い
直
し
は

一
切
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
あ
る
段
位

・
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、

九
段
ま
で
の
全
段
位
に
合
格
し
た
、
の
ち
の

S
o
r
n
d
et
P
h
r
a
s
a
n
g
k
h
a
ra
t
 (Sa P
u
t
s
a
t
h
e
"
a`
)
 

位
を
受
験
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
ま
れ
に
は
ま
だ
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
の
身
分
に
あ
る
内
に
、
同
時
に
プ
ラ
ヨ

ー
ク
＝
一段
か
ら

(13
)
 

の
よ
う
な
事
例
も
あ
ら
わ
れ
た。

プ
ラ
ヨ

ー
ク
四
段
以
上
は
「
パ
リ
エ
ソ

・
ニ
タ
ヤ
。
ハ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
国
王
か
ら

「ニ

タ
ャ
パ
ッ

ト
」
（
常
施
食
）

と
い
う

一
種
の
「
給
与
」

(g) ①

プ

ラ

ヨ

ー
ク
八
段

(
P
r
a
y
o
l
k
8
)

国

プ

ラ

ヨ

ー
ク
七
段

(
P
ray01k
7
)
 

④

プ

ラ

ヨ

ー
ク
六
段

(
P
r
a
y
01k
6
)
 

ciirya)

の
編
と
伝
え
ら
れ
る
『
マ
ソ
ガ
ラ
ッ
タ
デ
ィ

ー
パ
ニ

ー
』
（
吉
祥
義
間
明
）
の
前
半
。
貝
葉
二
葉
分
二
十
行。

(10
)
 

は
じ
め

『パ

ー
リ
ム
ッ
ク
カ
』

(
P
a
li
m
u
t
t
a
k
a
v
inicc
h
iiya 
?
)
が
課
さ
れ
た
が
、
一
時
『
サ

(c) ⑥

。フ
ラ
ヨ

ー
ク
四
段

(
P
rayor
k

4
)

い
ず
れ
も
こ
れ
に
準
じ
て
行
な
わ
れ
た
。

課
題
テ
キ
ス
ト
は
、
チ
ェ
ソ
マ
イ
の
僧
ツ
リ
モ
ソ
コ
ソ

(
S
i
r
i
m
o
n
g
k
h
o
n
"
S
h
rim
a
n
g
a
lii,

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
四
段
」
で
用
い
た

『
マ
ソ
ガ
ラ
ッ
タ
デ

ィ
ー

バ

ニ
ー
』
の
後
半
か
ら
、

課
題
は
プ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
に
よ
る
律
の
義
疏
で
あ
る
『
サ
マ
ソ
タ
。
ハ
ー

サ
ー
デ
ィ
カ
ー
』
、

『
清
浄
道
論
』
(
V
,
s
u
d
d
h
i
m
a
g
g
a
)

の
中
か
ら
貝
葉
二
葉
分
二
十
行
。

セ
イ
ロ
ソ
の
僧
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
の
『
清
浄
道
論
』
へ
の
復
注

『
サ
ー
ラ
ッ
タ
デ

ィ
ー

パ

た
だ
ち
に
上
級
の
段
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口
時
に
多
人
数
の
受
験
が
不
可
能
な
訳
で
、

前
述
し
た
よ
う
に
、「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
一
段
」
か
ら
「
三
段
」
ま
で
は
―
つ
の
単
位
と
考
え
ら
れ
、
第
一
一
一
段
に
合
格
し
て
は
じ
め
て

「
パ
リ
エ
ソ
」
と
認
め
ら
れ
た
が
、

三
世
王

の
副
王
で

K
r
o
m
p
h
r
a
r
i
i
t
c
h
a
w
a
n
g
b
0
1
w
o
n

M
a
h
i
i
s
a
k
d
i
p
h
o
n
t
h
e
p

は
、
若
い
サ
ー
マ
ネ
ー

ラ
た
ち
の
。
ハ

ー
リ
語
学
習
を
奨
励
す
る
た
め
、
「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
ニ
段
」
の
合
格
者
に
援
助
を
与
え
る
慣
例
を
作
っ

た
。
こ
れ
は
公
認

(15) 

の
制
度
で
は
な
か
っ
た
が
、
副
王
の
奨
励
を
受
け
る
僧
は
、
俗
に
「
パ
リ
エ
ン

・
ワ

ソ
グ
ナ
ー
」
（
副
王
。
ハ
リ
エ
ソ
）
と
呼
ば
れ
た
。

こ
う
し
た
伝
統
的
試
験
制
度
の
下
で
は
、
僧
た
ち
は
ま
ず
「
ム
ー
ラ
バ
コ
ソ
」

(
M
C
l
l
a
p
a
k
o
n
八
M
C
l
l
a
p
a
k
a
r
a
n
a
r
h
)

な
ど
古
典
的
な

。ハ

ー
リ
語
文
典
に
し
た
が
っ
て

。ハ
ー
リ
語
の
基
礎
を
修
め
て
か
ら
、
順
次
、
『
ダ
ソ
マ
パ
ダ
ッ
ク
カ
タ
ー
』
、
『
マ
ソ
ガ
ラ
ッ
タ
デ

ィ

パ
ニ

ー
』
『
サ
ー
ラ
ッ
タ
サ
ソ
ガ
ハ
』
な
ど
の
訳
読
に
進
む
の
が
一
般
的
学
習
法
で
あ
っ
た
が
、
古
典
的
文
典
に
よ
る

。ハ
ー
リ
語
学

習
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
か
ら
、
学
業
を
中
途
で
放
棄
す
る
者
も
多
く
、
ま
た
形
通
り
一
応
の
課
程
を
終
え
た
者
で
も
、
そ

の
パ
ー
リ
語
の
実
力
の
ほ
ど
は
疑
わ
し
い
者
が
多
か
っ
た
。

試
験
が
口
述
方
式
に
よ
っ
た
こ
と
は
、
試
験
場
を
ふ
や
さ
ぬ
か
ぎ
り
一

一
回
の
試
験
を
終
え
る
に
は
、
ふ
つ
う
三
ヵ
月
も
の
時
日
を
要
し
た
。
そ

の
た
め
、
試
験

は
三
年
に
一
度
し
か
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
（
こ
の
状
態
は
一
八
九
八
年
ま
で
続
く
）
。
し
た
が
っ
て
受
験
者
は
、
一
度
試
験
に
失
敗
す

る
と
、
次
の
機
会
ま
で
三
年
も
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
え
て
、
時
に
何
ら
か
の
都
合
で
試
験
が
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、

六
年
間
も
の
間
無
為
に
過
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
さ
ら
に
大
寺
の
住
職
に
任
命
す
る
都
合
な
ど
の
た
め
、
僧
が
「
プ
ラ

ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」

(
P
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
)

と
い
う
高
僧
位
に
叙
任
さ
れ
る
と
、
自
動
的
に
受
験
資
格
を
失
っ
た
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ

(16) 

ま
な
理
由
か
ら
、
高
段
者
と
く
に
。フ
ラ
ヨ

ー
ク
九
段
を
得
た
僧
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。

試
験
制
度
改
革
へ
の
先
導
的
試
行

(14
)
 

が
下
賜
さ
れ
た
。
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に
臨
み
、

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
は
、

伝
統
的
な
バ
ー
リ
語
試
験
制
度
は
、
そ
の
後
大
き
な
変
化
も
な
い
ま
ま
五
世
王
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー
ソ
の
治
世
を
迎
え
た
。
チ
ュ
ラ

ロ
ソ
コ

ー
ソ
王
は
、

西
欧
的
諸
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
タ
イ
国
近
代
化
の
基
礎
を
礎
い
た
国
王
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

ガ
に
お
い
て
も
ま
た
同
王
の
治
世
下
に
改
革
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

サ
ン

出
家
者
の
「
自
治
」
を
建
前
と
す
る
組
織
で
あ
る
た
め
、
改
革
は
サ
ン
ガ
自
身
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
、
俗
権
の

果
た
す
役
割
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
国
王
の
異
母
弟
に
あ
た
る
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
(
S
o
m
d
e
t
K
r
o
m
p
h
r
a
y
a
 

W
a
c
h
,
r
a
y
a
n
awar01rot
、
パ
ー
リ
語
式
綴
で
は

V
a
w
a
n
a
i
:
i
a
v
a
r
o
r
a
s
a
)

が
、
生
涯
僧
職
者
と
し
て
サ
ン
ガ
の
中
に
留
ま
る
決
意
を
固
め
た

(17) 

こ
と
は
、
タ
イ
・
サ
ン
ガ
改
革
の
遂
行
に
決
定
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

一
八
五
九
年
四
世
王
モ
ン
ク
ッ
ト
の
第
四
十
七
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
十
四
歳
の
時
、
古
式
に
従
っ
て
サ
ー

マ
ネ
ー
ラ
と
し
て
七
十
八
日
間
出
家
生
活
を
送
っ
た
の
ち
還
俗
し
た
。
そ
の
後
、
王
宮
の
中
に
ひ
ら
か
れ
た
英
語
学
校
に
入
り
、
英

国
人

F
r
a
n
c
i
s
G
.
 Pa

t
t
e
r
s
o
n

に
つ
い
て
英
語
を
学
ん
だ
。
か
れ
の
同
級
生
に
は
、

の
ち
に
兄
王
を
助
け
て
タ
イ
国
の
近
代
化
に
貢
献

し
た

テ
ー
ワ

ウ
ォ
ソ
親
王
（
外
相
）
、
ダ
ム
ロ
ソ
親
王
（
文
相
、
内
相
）
ら
が
い
た
。
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
の
開
明
的
思
想
は
、
か
れ
の
こ

の
よ
う
な
少
年
期
の
環
境
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
歳
の
と
き
、
ふ
た
た
び
剃
髪
し
て
ビ
ク
と
な
っ
た
。
チ

ュ
ラ
ロ

ン
コ

ー
ソ
は
か
れ
の
出
家
に
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
ら
し
く
、
も
し
僧
職
に
三
年
間
留
ま
っ
た
な
ら
ば
、
王
族
と
し
て

の
栄
誉
の
し
る
し
で
あ
る
「
ク
ロ
ム
」
の
位
階
を
授
け
よ
う
と
約
束
し
て
い
る
。
二
十
三
歳
の
時
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
は
バ
ー
リ
語
試
験

一
気
に
「
プ
ラ
ョ

ー
ク
五
段
」
に
進
ん
だ
。
そ
の
年
か
れ
は
約
束
通
り
「
ク
ロ
ム
」
を
与
え
ら
れ
、
同
時
に
タ
マ
ユ
ッ
ト

派
の
副
管
長

(
C
h
a
o
k
h
a
n
a
R
o
n
g
 K
h
a
n
a
 
T
h
a
m
m
a
y
u
t
t
ika)

の
重
蹴
に
任
じ
ら
れ
た
。

一
八
九
二
年
、

逝
去
す
る
と
、

ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ

ー
ト
の
住
職
で
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
初
代
大
管
長
で
あ
っ
た
。
ハ
ワ
レ

ー
ト
親
王
が

ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
が
そ
の
後
を
襲
っ
て
同
寺
の
住
職
と
な
り
、
翌
九
三
年
に
は
第
二
代
の
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
大
管
長

一
般
国
政
の
分
野
と
異
な
り
サ
ン
ガ
は
あ
く
ま
で
も
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の
教
法
知
識
の
源
泉
と
さ
れ
て
い
た
。

一
九
―

0
年、

代
の
法
王
と
な
り
、
名
実
と
も
に
サ
ソ
ガ
の
指
埠
者
と
し
て
、

精
力
的
に
改
革
を
推
進
し
た
。

一
八
三

0
年
の

ラ
ク
ナ

コ
ー

シ
ン
朝
第
一
〇

こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
タ
イ
国
に
は
古
く
か
ら
僧
侶
の
国
家
試
験
制
度
が
行
な
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、

「
パ
リ
エ
ン
」
と
な
っ
て
パ

ー
リ
聖
典
を
読
解
す
る
能
力
を
も
っ

た
僧
は
全
体
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
ず
、
と
り
わ
け
地
方
で
は
、

般
僧
侶
の
教
法
に
つ
い
て
の
知
識
水
準
は
き
わ
め
て
低
く
、
通
俗
仏
教
文
学
の
『
三
界
経
』
、
『
プ
ラ
マ

ー
ラ
イ
』
な
ど
が
、

後
半
以
後
、

一
八
八
七
年
、
チ
ャ
ソ
タ
プ
リ
地
方
を
旅
行
し
た

チ

ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ー
ソ
王
は
、
た
ま
た
ま
立

ち
寄
っ
た
寺
院
で
聴
聞
し
た
説
法
の
荒
唐
無
稽
さ
に
惣
き
、
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
に
書
簡
を
送
っ
て
僧
侶
教
育
の
改
革
の
必
要
性
を
強
調

し
て

い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
サ
ソ
ガ
の
内
部
か
ら

の
改
革
へ
の
動
き
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
い
な
い
。

モ
ソ
ク
ッ
ト
親
王
（
の
ち
の
四
世
王
）
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
「
タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
」
は
、
バ
ー
リ
聖
典
へ
の
回
帰
を

旗
印
に
掲
げ
た
復
古
的
改
革
運
動
で
あ
り
、
そ
の
た
め
同
派
の
運
動
の
発
祥
地
で
あ
り
本
拠
地
で
あ
っ
た
ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ウ
ォ
ン

ニ

ウ
ェ
ー

ト
で
は
。
ハ

ー
リ
語
研
究
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
運
動
は

一
種
の
エ
リ

ー
ト
主
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
影
磐
力
は

バ
ソ
コ
ク
を
中
心
と
す
る
一
部
の
寺
院
に
限
ら
れ
て
い
た
。
タ
イ
の
近
代
化
は
、

て
推
進
さ
れ
た
「
上
か
ら
の
改
革
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

の
王
弟
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ー
ソ
王
と
そ
の
王
弟
た
ち
に
よ
っ

サ
ソ
ガ
に
お
い
て
も
ま
た
、
変
革
へ
の
契
機
は
、
国
王
と
か
れ

一
八
九
三
年
十
月
一
日
、

ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ

ェ
ー
ト
の
境
内
に
、
「
マ
ハ

ー

マ
ク
ッ
ト
仏
教
学
院
」
(
M
a
h
a
m
a
k
u
t
R
a
tcha, 

w
i
t
t
h
a
y
a
la
i)

が
創
設
さ
れ
た

こ
と
は
、
沈
滞
し
た

サ
ソ
ガ
に
改
革
の
開
始
を
告
げ
る
象
徴
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ン
は
、

こ
の
「
学
院
」
を
本
拠
と
し
て
、
「
教
法
教
育
」
「
パ

ー
リ
語
教
育
」
、
「
教
法
試
験
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
試
行
に
着
手
す
る
。

心
的
人
物
と
な
り
、

一
九

0
二
年
の
サ

ソ
ガ
法
制
定
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

に
昇
進
し
た
。
そ
の
後
次
第
に
サ
ソ
ガ
内
に
お
け
る
影
響
力
を
確
立
し
、

い
わ
ゆ
る

か
れ
ら

一
九

0
0年
第
九
代
法
モ
の
逝
去
後
ぱ
サ
ソ
ガ
改
革
の
中
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ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
は
そ
の
四
十
二
年
に
お
よ
ん
だ
僧
侶
生
活
の
間
に
、
港
大
な
数
に
上
る
教
育
的
著
述
を
行
な
っ

て
い

る
が
、
中
で
も

パ
ー
リ
語
の
平
易
な
学
習
書

『
バ
ー

リ
ー

・
ワ
イ
ヤ
コ
ー

ソ』

(
Bali
W

a
iy
a
k
o
n
)

全
六
篇
を
著
わ
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う。

本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
バ
ー
リ
語
習
得
の
困
難
さ
は
大
き
く
軽
減
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

一
般
に
「
マ
ハ
ー
マ

ク
ッ
ト
方
式
」

(
B
a
e
p
M
a
h
a
,
弓
k
u
t
)

と
し
て
知
ら
れ
る
新
形
式
の
「
パ
ー
リ
語
教
法
試
験
」
も
、

ー
ソ
親
王
の
改
革
実
験
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
試
験
は
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
僧
侶
を
対
象
と
し
た
試
験
で
あ
っ
た
が
、

年
以
降
は
そ
の
成
果
が
み
と
め
ら
れ
、
こ
の
試
験
の
合
格
者
に
も
、
伝
統
的
試
験
の
合
格
者
と
同
様
に
「
バ
リ
エ
ン
」
と

い
う
公
的

資
格
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
マ
ハ

ー

マ
ク
ッ
ト
方
式
」
に
お
け
る
最
大
の
改
革
は
、
「
筆
記
試
験
」
の
導
入
で
あ
る
。
筆

記
方
式
の
採
用
に
よ
っ
て
、
試
験
は
よ
り
正
確
に
、
よ
り
迅
速
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ワ
チ
ラ
ヤ

る
第
一
回
の
試
験
は
一
八
九
四
年
二
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
記
録
に
よ
る
と
、
試
験
は
三
段
階
に
分
か
れ
、
初
歩
ク
ラ
ス
は
「
三

等
生
」
と
呼
ば
れ
、
パ
ー
リ
語
文
法
の
テ
ス
ト
、
中
級
の
「
二
等
生
」
は
「
ダ
ソ
マ
パ
ダ
ッ
タ
カ
タ
ー
」
の
前
半
、
上
級
の
「

一
等

生
」
に
は
そ
の
後
半
が
試
験
さ
れ
て
い
る
。
受
験
者
と
合
格
者
と
の
比
率
を
見
る
と
、
「三
等
生
」
は
二
十
九
名
受
験
し
て
十
五
名

合
格
（
合
格
率
五
一
％
）
、
「
二
等
生
」
は
十
名
中
六
名
（
六

0
%）
、
「
一
等
生
」
が
四
名
中
一
名
（
二
五
％
）
で
あ
っ
た
。
各
ク
ラ

ス
と
も
一
日
で
試
験
を
修
了
し
て
い
る
。
翌
年
度
以
降
は
独
自
な
「
教
法
試
験
」
も
実
施
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
三
段
階
方
式
が
と
ら

れ
、
「
三
級
」
で
『
マ
ソ
ガ
ラ
ッ
タ
デ
ィ

ー
バ
ニ

ー
』
、
「
二
級
」
で
「
律
蔵
」
『
ス
ッ
タ
ヴ
ィ
バ
ソ
ガ
』
の

「
マハ

ー
ヴ
ィ
バ
ソ
ガ
」

と
「
ビ
ク
ニ
ヴ

ィ
バ
ソ
ガ
」
お
よ
び
「
経
蔵
」
の

一
部
、
「
一
級」

で
は
『
カ
ソ
ダ
カ
』
の
「
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ッ
カ
」
、
「チ

ュ
ー

ラ
ヴ

ァ
ッ
ガ
」
に
「
論
蔵
」
の
一
部
を
加
え
た
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

「
マ
ハ

ー

マ
ク
ッ
ト
方
式
」
に
よ
る
こ
れ
ら
の
試
験
は
、
毎
年
一
回
、
八
年
間
行
な
わ
れ
た
が
、
や
が
て
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
理

由
は
「
筆
記
試
験
」
が
難
し
く
、
受
験
者
に
不
評
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
本
当
の
理
由
は
、
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ン
親
王

「
マ
ハ

ー

マ
ク
ッ

ト
方
式
」
に
よ

一
八
九
五
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国

「
徴
兵
法
」
の
制
定
と
「
教
法
試
験
」

の
影
響
力
が
、
ま
だ
サ
ソ
ガ
の
中
に
十
分
確
立
し
て
い
な
か

っ
た
た
め

で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
れ
が
法
王
に
就
任
し

た
一
九
一

0
年
以
降
は
、

筆
記
試
験
の
採
用
を
含
む
試
験
制
度
の
改
革
が
、
ま
っ
た
＜
ワ

チ
ラ
ヤ

ー
ソ
の
ペ

ー
ス
で
つ
ぎ
つ
ぎ
と
進

(19) 

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
伝
統
的
試
験
は

一
八
九
八
年
二
月
一
日
の
布
告
で
一
部
改
正
さ
れ
て
以
来
、
毎
年
実
施
さ
れ
る

(
2
0
)
 

よ
う
に
な
っ

た。

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
開
始
さ
れ
た
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
に
よ
る
本
格
的
改
革
に
つ
い
て
見
る
に
先
立
ち
、
試
験
制
度
改
革
の
直
接
の

き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
「
徴
兵
法
」
制
定
の

こ
と
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九

0
五
年
八
月
二
十
九
日
、

(21) 

タ
イ
国
初
の
「
徴
兵
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
制
定
は
、
こ
れ
ま
で
サ
ソ
ガ
の
内
部
の

問
題
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
教
法
試
験
」
を
、
国
家
行
政
機
構
の

一
部
に
取
り
込
む
契
機
を
つ
く
っ
た
。
と
い

う
の
は
、
同
法
が
そ
の

第
十
三
条
で
定
め
た
「
一
定
の
期
限
を
か
ぎ
っ
て
徴
兵
を
免
除
さ
れ
る
者
」
の
中
に
、
「
教
法
の
知
識
あ
る
ビ
ク

、
お
よ
び
サ

ー

マ

ネ
ー
ラ
」
と
い
う
一
項
が
加
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
男
子
人

口
四

0
人
に
一
人
の
僧
を
か
か
え
て
い
た
当
時
の
タ
イ

国
と
し
て
は
、
「
徴
兵
法
」
の
円
滑
な
運
用
上
、
「
教
法
の
知
識
あ
る
ビ
ク
お
よ
び

サ
ー

マ
ネ
ー
ラ
」
の
内
容
を
法
的
に
規
定
す
る
こ

(22) 

と
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
法
の
主
管
官
庁
で
あ
る
国
防
省
は
問
題
の
決
定
を
、
サ
ソ
ガ
事
務
を
管
掌
す
る
文

部
省
に

一
任
し
た
。

ゆ
だ
ね
た
。

一
方
文
部
省
は
本
件
が
サ
ソ
ガ
の
利
害
に
大
き
な
関
係
を
も
つ
点
を
考
慮
し
、
そ
の
実
質
的
検
討
を
サ
ソ
ガ
に

本
件
に
関
す
る
文
部
省
と
サ
ソ
ガ
と
の
折
衝
の
経
緯
を
、
公
刊
資
料
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
文
部
省
の
諮
問

を
受
け
て
か
ら
、
本
件
審
議
の
た
め
の
第
一
回
大
長
老
会
議
が
開
催
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
実
に
足
掛
け
六

ヵ
年
を
要
し
て
い
る
。

こ
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式
と
し
て
定
着
す
る
に
い
た
る
。

ビ
ク
、

一
九

0
0年
一
月
の
法
王
逝
去
以
降
、
長
年
に
わ
た
っ
て
法
王
位
が
空
席
で
あ
っ
た
事
実
と
無
関

十
年
後
の
一
九
一

0
年
ヮ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
が
法
王
に
就
任
し
て
六
カ
月
余
を
経
た
一
九
―
一
年
六
月
十
二
日
、
「
教
法
の
知
識
あ
る

サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
」
の
法
律
的
定
義
を
議
題
と
し
て
、
第
一
回
の
大
長
老
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
会
識
で
得
ら
れ
た
結
論

バ
ソ

コ
ク
以
外
の
諸
地
方
で
は
、
当
人
の
存
在
が
仏
教
に
と
っ
て
有
益
か
否
か
を
判
定
の
基
本
方
針
と
し
、
当
該
地
方
の
実

パ
ソ
コ
ク
に
お
い
て
は
、
試
験
委
員
が
合
格
と
判
定
す
る
。ハ

ー
リ
語
の
知
識
を
も
つ
者
を
「
教
法
の
知
識
あ
る
僧
」
の
有
資

格
者
と
す
る
。

仏
教
に
と
っ
て
無
益
な
者
と
は
、
た
と
え
ば
怠
情
な
僧
で
、
そ
の
者
が
（
た
と
え
還
俗
し
て
も
）
寺
務
に
支
障
を
来
た
さ
ぬ

よ
う
な
僧
を
指
す
。
こ
の
種
の
者
に
徴
兵
令
状
が
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
還
俗
さ
せ
て
兵
役
に
つ
か
せ
る
も
の
と
す
る
。

(
2
3
)
 

こ
の
結
論
は
、
や
が
て
国
防
省
に
伝
達
さ
れ
、
同
省
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
了
承
し
た
。

そ
の
年
の
十
月
、
「
教
法
の
知
識
あ
る
サ
ー
マ

ネ
ー
ラ
の
資
格
を
定
め
る
試
験
」
が
、
は
じ
め

て
バ
ソ
コ
ク
の
三
寺
院
で
実
施
さ

れ
た
。
こ
の
試
験
は
そ
の
内
容
形
式
共
、
伝
統
的
試
験
と
異
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
試
験
科
目
は
、
『
ダ
ソ
マ
。
ハ
ダ
ッ
タ

カ
タ
ー
』
、
『
ナ
ワ
コ
ー
ワ

ー
ト
』
、
『
プ
ッ
タ
サ

ー
サ
ナ
ス
バ

ー
シ
ッ
ト
』
の
三
科
目
で
あ
っ
た
。

第

一
の

『
ダ
ソ
マ
パ
ダ
ッ
タ
カ
タ

ー
』
は
、
旧
来
の
通
り
で
一
見
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
さ
き
に
不
評
を
買
っ
て
中
止
さ
れ
た

「
筆
記
試
験
」
方
式
が
復
活
採
用
さ
れ
て
い
る
点
が
異
な
る。

(C) (B) 
情
に
即
応
し
て

「
教
法
の
知
識
あ
る」

僧
の
資
格
を
定
め
る。

凶
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

係
で
は
あ
る
ま
い
。

う
し
た
長
期
に
お
よ
ぶ
遅
延
は
、

「
筆
記
試
験
」
は
こ
の
時
以
降
、
タ
イ
国
サ
ン
ガ
に
お
け
る
試
験
形
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て
の
正
し
い
生
活
の
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
『
ナ
ワ
コ

ー
ワ
ー
ト
』
の
採
用
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
本
書
は
タ
イ
の
僧
低
の
教
法
知
識
の
貧
弱

さ
を
憂
え
た
チ

ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー
ソ
王
の
要
請
に
応
え
、
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
が
自
ら
新
参
ビ
ク
の
教
育
を
目
標
と
し
て
執
筆
し
た
教

理
教
科
書
で
今
日
も
引
き
続
き
用
い
ら
れ
、

(
2
4
)
 

著
書
で
あ
る
。
全
体
は
三
篇
に
分
か
た
れ
、
第
一
篇
は
「
ウ
ィ
ナ
イ

・
パ
ソ
ヤ
ッ
ト
」
で

。ハ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
ニ
ニ
七
戒
各
条
の
タ
イ

タ
イ
仏
教
に
お
け
る
一
種
の
「
公
教
要
理
」
的
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
重
要
な

語
訳
、
第
二
篇
は

「
タ
ソ

マ
ウ

ィ
・ハ
ー
ク」

と
題
さ
れ
、
「
三
蔵
経
典
」
中
の
重
要
章
句
の
タ
イ
語
訳
を
「
法
数
」
の
順
に
並
べ
教

理
の
根
本
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
、
第
三
篇
は
「
キ
ヒ
パ
テ
ィ

バ
ッ
ト
」

と
呼
ば
れ
、
第
二
篇
と
同
様
の
形
式
で
人
間
と
し

さ
て
、
旧
来
の
試
験
は
、
「
教
法
試
験
」

(
S
0
1
p

P
a
n
y
a
t
t
h
a
m
)

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
そ
の
実
際
の
内
容
は
パ

ー
リ
語
の
「
語
学
試

験
」
で
、
そ
の
た
め
タ
イ
の
僧
侶
の
関
心
は
教
法
の
理
解
よ
り
も
、
パ
ー
リ
語
の
翻
訳
、
つ
ま
り
は
言
葉
の
置
き
換
え
に
終
始
し
て

(25) 

い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
自
身
、
は
っ
き
り
と
こ
の
欠
点
を
自
覚
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え

パ
リ
エ
ソ
と
呼

ば
れ
る
知
的
ェ

リ
ー
ト
た
ち
で
さ
え
教
法
の
理
解
に
は
欠
け
る
と
こ

ろ
が
多
く
、
ま
し
て
パ

ー
リ
語
を
読
む
力
の
な
い
大
半
の
僧
侶

が
、
教
法
の
基
本
的
知
識
さ
え
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ー

ソ
も
、
先
に
触
れ
た
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
あ
て
の
書
簡
の
中
で
こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
「
な
ぜ
な
ら
か
れ
ら
に
は
真
の
（
仏
法
）
実
践
法

(26) 

を
学
ぶ
書
物
が
与
え
ら
れ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
僧
侶
国
家
試
験
は
、
こ
の

『
ナ
ワ

コ
ー
ワ
ー

、
、、

ト
』
の
採
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
を
一
変
し
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
時
以
降
、
ク
イ
の
僧
侶
は
、
仏
教
教
理
を
タ
イ
語

で
理
解
し
、
そ
の
理
解
し
た
教
理
の
内
容
を
、
タ
イ
語
を
も
っ
て
表
現
す
る
機
会
と
方
法
と
を
与
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と

が
第
三
の
『
プ
ッ
タ
サ
ー
サ
ナ
ス
パ
ー
シ
ッ
ト
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
こ
れ
は

『
ナ
ワ

コ
ー
ワ
ー
ト
』
第
二
篇
の
増
広
版
と
も
言

う
べ
き
も
の
で
、
バ

ー
リ
聖
典
中
の
重
要
章
句
の
抜
粋
を
パ

ー
リ
語
と

タ
イ
語
の
対
訳
で
ア
レ

ン
ジ
し
た
書
物
で
あ
る
。
試
険
で
は
、
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の
作
文
能
力
を
受
験
資
格
に
加
え
て
い

る
の
も
興
味
深
い
。

で
あ
る
。

、、

こ
の
本
を
用
い
て
、
「
ダ
ソ
マ
」
す
な
わ
ち
仏
教
教
理
を
論
述
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

第
一
回
試
験
に
は
一
八
九
人
の
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
が
受
験
し
、
そ
の
内
一

三
九
人
が
合
格
し
た
。

合
格
者
は
三
段
階
に
分
か
れ
、
全

科
目
に
合
格
し
た
者
（
一
級
）
が
四
十
八
名
（
二
七
％
）
、
二
科
目
に
合
格
し
た
者
（
二
級
）
が
四
十
四
名
（
二
五
％
）
、

合
格
し
た
者
（
三
級
）
四
十
七
名
（
二
六
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
二
級
以
上
が
兵
役
免
除
の
有
資
格
と
さ
れ
た
。
な
お
、

格
者
は
、
「
教
法
の
知
識
あ
る
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
・
プ
ラ
ヨ
ー
ク
初
級
」
（
盈
m
a
n
e
n
ru 
th
a
m
m
a
 p
r
a
y
0
1
k
 
1
)

と
呼
ば
れ
、
伝
統
的
試
験

の
「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
初
段
」
に
相
当
す
る
実
力
を
も
つ
と
認
定
さ
れ
た
の
で
、
旧
制
の
試
験
を
受
け
る
際
に
は
、

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
初
段
」

が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
翌
年
実
施
さ
れ
た
旧
制
の
試
験
で
は
、

「
新
プ
ラ
ヨ
ー

ク
初
段
」
の
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
三
十
一

名
が
受
験
し
た
が
、

そ
の
五
四
％
に
あ
た
る
十
七
名
が
「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
ニ
段
」
に
合
格
、
内
十
名
は
「
三
段
」
に
も
合
格
し
て
「
パ

(27) 

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
に
自
信
を
与
え
た
。

リ
ニ

ソ
」
の
称
号
を
得
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、

一
九
―
二
年
三
月
四
日
、
大
長
老
会
議
は
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
の
提
案
し
た

「
教
法
学
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
正
式
に
採
択
し
た
。

新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
仏
暦
二
四
五
五
年
度
(
-
九
ご
一

1
一
三
）
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
は

カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
概
要

ま
ず
「
教
法
試
験
」

(
S
o
p

K
h
w
a
m
rii 
T
h
a
m
m
a
)

を
、
「
普
通
科
」

（臨
m
a
n
)

と、

「
高
等
科
」

(
w
isiiman)

の
二
科
に
分
け
、

サ
ー

マ
ネ
ー
ラ
だ
け
に
限
ら
ず
、
ビ

ク
に
も
受
験
を
認
め
る
。

こ
れ
は
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
だ
け
で
は
年
齢
的
に
十
九
歳
以
下
に
か
ぎ
ら
れ
る

か
ら
で
、
「
徴
兵
法
」
の
制
定
を
契
機
と
し
て
着
手
し
た
改
革
を
、
さ
ら
に
一
歩
前
進
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
両
科
と
も
、

タ
イ
語

「
普
通
科
」
は
。
ハ
ー
リ
語
を
必
要
と
し
な
い
。
二
段
階
が
も
う
け
ら
れ
て
い
て
、
「
プ
ラ

ヨ
ー
ク
初
級
」
で
は

『ナ

ワ
コ
ー
ワ
ー

ト
』
第
二
篇
と、

教
法
に
関
す
る
論
述
、
「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
上
級
」
で
は
『
プ
ッ
タ
プ
ラ
ワ
ッ
ト
』
（
仏
伝
）
と
教
法
に
関
す
る
論
述
の

一
級
合

一
科
目
に
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四

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
上
級
」
試
験
の
合
格
者
は
「
合
格
証
書
」
の
受
理
資
格
を
得
た
が
、
実
際
に
「
証

書
」

の
交
付
を
受
け
る
た
め

に
は
、
『
ナ
ワ
コ

ー
ワ
ー
ト
』
第
一
篇
で
戒
律
の
基
本
を
学
び
そ
の
試
験
に
も
合
格
す
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
、
ま
だ
具
足
戒
を
受
け
て
い
な
い

サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
は
、
ビ
ク
に
な
る
時
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

は
バ
ソ
コ

ク
の
み
な
ら
ず
各
地
方
に
も
普
及
さ
せ
る

こ
と
と
し
、

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
上
級
」
に
合
格
し
た
者
に
は
兵
役
免
除
の
特
典
が

与
え
ら
れ
た
。

「
高
等
科
」
は
パ

ー
リ
語
の
履
修
を
必
須
と
し
、
「
普
通
科
」
と
同
じ
よ

う
に

「
初
級
」
、
「
上
級
」
の
二
段
階
に
分
け
ら
れ
た
。

「
初
級
」
で
は
『
ダ
ソ
マ
パ
ダ
ッ
タ
カ
タ

ー
』
の
訳
読
が
、
「
上
級
」
で
は
『
バ

ー
リ
ー

ワ
イ
ヤ
コ

ー

ン
』
と
、
与
え
ら
れ
た
。
ハ

ー

リ
語
文
中
の
各
語
の
機
能
を
説
明
さ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
サ
ソ
パ
ソ
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
課
題
と
す
る
。

(28
)
 

通
常
の

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
三
段
」
同
等
の
認
定
を
受
け
た
。

「
教
法
試
験
」
制
度
の
整
備

「
普
通
科
」

一
九
一

三
年
の
春
、
新
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
後
、
初
の
試
験
が
バ
ソ
コ
ク
で
実
施
さ
れ
た
。

し
か
し
旧
制
方
式
の
試
験
も
存
続
さ
れ
、

設
け
ら
れ
た
二
つ
の
試
験
場
の
う
ち
第
一
試
験
場
の
ワ
ッ
ト

・
ベ
ソ
チ
ャ
マ
ボ
ビ
ッ
ト
で
は
新
制
度
に
よ
る
筆
記
試
験
が
、
第
二
試

験
場
の
ワ
ッ
ト

・
プ
ラ
ケ
オ
で
は
旧
制
度
の
ま
ま
の
口
述
試
験
が
、
そ
れ
ぞ
れ
平
行
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
辺
の
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
の
改
革
の
進
め
方
は
き
わ
め

て
現
実
的

・
漸
進
的
で
、
た
と
え
ば
奴
隷
制
度
の
廃
止
を
宣
言
し
て
か
ら
、
そ
の
完
成
ま
で
に
三

十
年
余
の
時
日
を
か
け
た
兄
王
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー
ソ
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ヨ
ー

ク
四
段
以
上
の
パ
リ
エ
ソ
は
、
「
パ
リ
エ
ソ

・
ニ
タ
ヤ
バ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
、
伝
統
的
に
国
王

か
ら
「
ニ
ク
ヤ
バ
ッ
ト
」
の
下
賜
を
受
け
て
い
た
。
ヮ
チ
ラ
ヤ
ー
ン
は
こ
の
慣
習
に
着
目
し
、
自
後
「
ニ
タ
ヤ

。ハ
ッ
ト
」
の
下
賜
を

そ
れ
ぞ
れ
二
科
目
が
課
さ
れ
た
。

「
上
級
」
試
験
の
合
格
者
は
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部2

よ
る
僧
侶
試
験
が
実
施
さ
れ
た
。

第 第 4章 「教法試験」制度の成立とその意義

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
「
新
制
普
通
科
プ
ラ
ヨ
ー
ク
一
級
」
の
課
程
を
修
め
、
そ
の
試
験
に
合
格
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
規
定
を
も
う
け
た
。

こ
の
方
法
に
よ
っ
て

「
教
法
」
の
知
識
を
も
た
な
い
「
教
法
試
験
」
の
合
格
者
の
数
を
減
ら
そ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
同
年
六
月
、

従
来
の
「
パ
リ
エ
ソ
」
の
た
め
に
特
別
に
実
施
さ
れ
た
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
「
普
通

科
」
試
験
で
は
、
合
格
者
は
三
十
八
名
中
十
六
名
、
合
格
率
四
二
％
と
い
う
状
態
で
、
旧
制
度
の
欠
陥
を
露
呈
し
て
い
た
。

翌
一

九

一
四
年
に
は
筆
記
試
険
方
式
が
「
。
フ
ラ
ヨ
ー
ク
三
段
」

に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
改
革
は
さ
ら
に
前
進
を
示
し
た
。
新
制
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
教
育
も
よ
う
や
く
地
方
寺
院
に
浸
透
し
始
め
、
試
験
成
績
も
前
年
度
よ
り
さ
ら
に
向
上
し
た
と
、

一
九
一
五
年
か
ら
は
「
普
通
科
」
初
級
・
上
級
を
一
本
化
し
、
こ
れ
を
「
ナ

ク

・
タ
ム
三
級
」
と
名
付
け
た
。

こ
れ
が
今
日
の

「
ナ
ク

・
タ
ム
」

の
濫
臨
で
あ
る
。
「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
三
段
」
の
受
験
者
に
は
ま
ず
「
ナ
ク

・
タ
ム
三
級
」
合
格
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

こ
の
年
に
は
、
「
プ
ラ
ヨ
ー

ク
五
段
」
に
も
、
従
来
の
「

口
述
試
験
」
と
平
行
し
て、

「
筆
記
試
験
」
が
実
験
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
く
教
育
は
、

什
（
ノ
ソ
タ
ブ
リ
、
パ
ト

ゥ
ム
タ
ー
ニ
ー
、

l
d
'／
 （

ナ
コ
ン
サ
ワ
ソ
、

は
書
い
て
い
る
。

ク
ル
ソ
グ

・
カ
オ
州
（
ア
ュ
タ
ヤ
、

ウ
タ
イ
タ
ー
ニ
ー
）
、

法
の
指
導
に
あ
た
ら
せ
た
。
そ
の
結
果
、

ナ
コ
ソ
ク
ア
ソ
カ
ソ

、

ァ
ュ
タ
ヤ
、
ラ
ー
ブ
リ
、

、
ク

4
 

ア
ー
ソ
ト

ー

ソ

タ
ソ
ヤ
ブ
リ
、

シ
ソ
プ
リ
）
、
ク
ル
ソ
グ
テ

ー
プ

サ
ム
ッ
ト
プ
ラ
カ
ー
ソ
）
、

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ

ナ
コ
ソ
サ
ワ
ソ
州

ラ
ー
ブ
リ
州
（
サ
ム
ッ
ト
ソ
ソ
ク
ラ

ー
ム）
、
パ
ー
ヤ

ッ
プ
州
な
ど
の
各
地
方
に
普
及
を

見
た
。
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
は
、
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
教
育
を
普
及
さ
せ
る
た
め
、
有
資
格
の
ビ
ク
を
各
地
に
派
遣
し
て
、
教
育
方

サ
ム
ッ
ト
ソ
ソ
ク
ラ
ー
ム
な
ど
で
は
、
自
力
で
「
ナ

ク

・
タ
ム

試
験
」
を
実
施
で
き
る
ま
で
に
成
長
し
た
。
パ
ソ
コ
ク
市
内
の
教
育
機
関
も
そ
の
数
を
増
し
、
十
一
の
寺
院
で
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

一
九
一
七
年
に
は
「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
九
段
」
ま
で
の
全
試
験
に
対
す
る
学
習
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
伝
統
的
な
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(
1
)
 

ム
一
級
」
の
全
教
科
書
の
執
筆
を
終
了
し

て
い
た

の
で
、
逝
去
の
翌
年
か
ら
「
ナ
ク

・
タ
ム
一
級
」
の
制
が
も
う
け
ら
れ
、
こ
れ

に

よ

っ
て
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
の
構
想
に
よ
る
「
教
法
試
験
」
体
系
は
、「
ナ
ク

・
タ
ム
」
、
「
パ
リ
エ
ソ
」
全
段
階
に
お

い
て

完
成
を
見
る

(29) 

に
至
っ
た
。

「
教
法
試
験
」
は
、

そ
の
後
二

つ
の
方
向
に
向
か
っ
て
整
備
拡
充
さ
れ

て
き
て
い
る
。
そ
の

ひ
と
つ
は
、
「
ナ
ク

・
タ
ム
試
験
」

の
門
戸
を
在
家
者
に
も
開
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
試
験
は
「
ク
ン
マ

・
ス
ク
サ

ー」

(T
h
a
m
m
a
S
u
k
sii)

と
呼
ば
れ
、
戒
律
に
か
ん
す

る
教
科
を
の
ぞ
き
「
ナ
ク
・

タ
ム

」
と
同
一
の
カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
九
二
九
年
は
じ
め
て
「
ク
ソ
マ
・
ス
ク
サ

(
3
0
)
 

1
三
級
」
の
試
験
が
行
な
わ
れ
た
。
「
二
級
」
お
よ
び
「
一
級
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
九
三

0
年
と
一

九
三
五
年
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
方
向
は
、
パ
ー
リ
語
試
験
を
地
方
で
も
実
施
す
る
た
め
の
努
力
で
あ
る
。

こ
れ
が
実
現
し
た
の
は
立
憲
ク
ー
デ
ク

ー
以
後

(31) 

の
こ
と
で
、
一
九
三
六
年
に
「
プ
ラ
ヨ
ー

ク
三
段
」
の
試
験
が
全
国
七
十
一
県
で
行
な
わ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

(32) 

ら
は
「
プ
ラ
ヨ
ー

ク
四
段
」
が
、

三
八
年
に
は
、
出
家
歴
五
年
未
満
の
い
わ
ゆ
る
「
ナ
ワ
カ
」
に
「
ナ
ク

・
タ
ム
」
の
受
験
が
法
律
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

(
3
4
)
 

り
、
ワ
チ

ラ
ヤ

ー
ン

の
目
指
し
た
教
法
知
識
の
普
及
は
、
さ
ら
に
前
進
を
見
た
。

注
R
o
nald 
S
m
i
t
h
 (
1
9
6
5
)
,
 p
p
.
 

6
6
,
7
1
.
士
{
中
(
料
は

、

ワ
ラ
チ
ャ

ー
ン
は
、

「
口
述
試
験
」
は
こ
こ
に
全
廃
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
年
に
は
「
ナ
ク

・
タ
ム
」
に
「
第
二
級
」
が
新
設
さ
れ
、「
プ
ラ
ヨ

一
九
ニ
―
年
八
月
、
六
十
二
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
し
か
し
す
で
に
生
前
に
お
い
て
、
か
れ
は
「
ナ
ク

・
ク

一
九
三
九
年
か

(33) 

一
九
四
二
年
以
降
は

「
ブ
ラ
ヨ
ー

ク
五
段
」
ま
で
が
各
県
で
受
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た。

一
八

0
五
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
三
印
法
典
』
に
収
録
さ
れ

て
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い

ー
ク
四
段
」
受
験
者
に
、
そ
の
合
格
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い

る。

一
九
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第 2部 第 4章 「教法試験」制度の成立とその意義

「
教
法
試
験
」
は
、
今
日
ま
で
、

タ
イ
国
の
ビ
ク
、
サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
の
生
活
に
大
ぎ
な
影
響
を
与
え
て
来
た
°
タ
イ
国
サ
ソ
ガ
の

身
分
階
統
制
の
な
か
で
、
「
パ
リ
エ
ン
」
、
「
ナ
ク
・
タ
ム
」
の
称
号
は
、
世
俗
的
社
会
に
お
け
る
学
歴
に
似
た
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
ビ
ク
、

「
教
法
試
験
」

サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
の
関
心
も
「
教
法
試
験
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

一
九
六
一
一
一
年
、
新
サ
ソ
ガ
法
の
制
定
に
よ
っ
て
「
サ
ソ
ガ
議
会
」
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
「
一
等
。ハ

リ
エ
ソ
」
（
プ
ラ
ヨ
ー
ク
七
段

以
上
）
は
、
「
サ
ン
ガ
議
会
議
員
」
選
出
資
格
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
「
親
教
師
」

(
u
p
a
t
c
h
a
)

と
な
る
た
め
に
は
、
「
ナ

「
教
法
試
験
」
は
ま
た
、
世
俗
的
に
も
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
ナ
ク
・
タ
ム
一
級
」
あ
る
い
は
「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
三
・

四
段
」
合
格
者
は
、
旧
制
中
学
（
マ
タ
ヨ
ム
）
六
年
修
了
試
験
受
験
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
五
段
」
を
と

れ
ば
、
旧
制
中
学
（
マ
タ
ヨ
ム
）
八
年
の
修
了
試
験
の
受
験
資
格
を
う
る
こ
と
が
出
来
る
。

還
俗
し
て
官
吏
と
な
る
場
合
、
も
し
「
パ
ー
リ
語
専
門
職
」

あ
る
い
は
「
宗
教
準
教
師
」
の
繭
種
を
希
望
す
れ
ば
大
学
卒
と
し
て
の

取
り
扱
い
を
受
け
、
三
級
官
吏
に
採
用
さ
れ
る
。
私
立
学
校
の
教
員
の
例
を
と
る
と
、
「
ナ
ク
・
タ
ム
三
級
」
以
上
で
あ
れ
ば
小
学

校
の
「
道
徳
」
、
「
公
民
」
、
「
タ
イ
語
」
の
教
員
資
格
が
と
れ
、
「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
三
段
」
以
上
の
バ
リ
エ
ン
な
ら
ば
、

中
学
校
で
同
じ

く
「
道
徳
」
、
「
公
民
」
、
「
ク
イ
語
」

を
教
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
う
し
た
「
教
法
試
験
」
合
格
の
副
次
的
効
用
は
、
ビ
ク
、

マ
ネ

ー
ラ
た
ち
に
と
っ
て
受
験
へ
の
―
つ
の
動
機
づ
け
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
国
の
ビ
ク

、
サ
ー

サ
ー

マ
ネ
ー
ラ
た
ち
の
生
活
を
観
察
し
て
い
る
と
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
教
法
の
学
習
と
は
、

国
家
試
験
の
た
め
の
受
験
勉
強
と
同
義
語
の

ク

・
タ
ム
一
級
」
試
験
に
合
格
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

の
現
状

「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
九
段
」
を
も
つ
者
が
、
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4

律
蔵

3

仏
伝

『
パ
ト
ム
ソ
ソ
ボ

ー
ト』

2

経
蔵

1

論
文

(a) 

教
務
局
編

プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
（
サ

ー）

著

『
プ
ッ
ク
サ

ー
サ
ナ

・
ス
パ

ー
シ
ッ
ト
』
第
一
巻

(
1

)
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
教
法
試
験
」
改
革
の
趣
旨
に
沿
っ

て
考
え
れ
ば
、

が
、
「
教
法
試
験
」

と
関
係
の
な
い
、
純
粋
に
自
己
自
身
の
宗
教
理
解
の
深
化
を
目
指
し
た
教
法
研
究
へ
の

イ
ソ
セ
ソ
チ
プ
を
奪
う

結
果
を
生
ん
で
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
プ
ラ
ヨ

ー
ク
九
段
ま
で
を
終
え
て
な
お
ゆ
と
り
を
持
ち
、
さ
ら
に
経
典
や
注
釈
書
や
、
諸
外
国

の
仏
教
研
究
の
成
果
を
学
ん
で
い
る
僧
が
皆
無
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
多
く
の
僧
の
関
心
は
も
っ
ば
ら
教
理
試
験
に
向
け
ら

れ
、
そ
の
精
力
の
多
く
が
受
験
準
備
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ

て、

タ
イ
人
僧
に
と

っ
て
仏
教
教
理
と
は
何
か
を
知
る
も
っ
と
も
有
効
な
方
法
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
完
成
の
域
に
到
達
し
て
い
る
教
法
試
験
の
全
内
容
を

分
析
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
細
部
に
わ
た
っ
て
そ
の
全
内
容
に
検
討
を
加
え
る
余
裕
は
な
い
が
、

「
ナ
ク
・
タ
ム
」
試
験
の
内
容

「
ナ
ク

・
ク
ム

」
試
験
の
試
験
科
目
と
、
そ
の
指
定
教
科
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の

よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「ナ

ク

・
タ
ム
三
級
」

『ナ

ワ
コ
ー

ワ
ー
ト
』

『サ

ー
サ
ナ
。
ヒ
テ
ィ

』

『
ナ
ワ
コ
ー
ワ

ー
ト』

日
来
へ
の
足
が
か
り
と
し
て
お
き
た
い
。

ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
著

『
プ
ッ
タ
プ
ラ
ワ
ッ
ト
』
全
三
巻

ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
著

い
ち
が
い
に
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
著

一
応
全
貌
を
概
観
し
て
将
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『
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典
サ

テ
ィ

。
ハ
ッ
タ

ー

ナ
ス
ッ
タ

（
訳
）
』

「教法試験」制度の成立とその意義

『
ウ

ィ
バ
ッ
サ
ナ

ー
カ
ソ
マ
ッ
タ

ー

ソ』

2

経
蔵

1

論
文

『
プ
ッ
ク
サ

ー

サ
ナ
ス
バ

ー

シ
ッ
ト
』
第
一
二
巻

(c) 
4

律
蔵

『
ウ

ィ
ナ
ヤ
ム

ッ
ク
』
第
一
巻

「
ナ

ク

・
タ
ム

ニ
級
」

『
ア
ヌ
。
フ
ッ
タ
プ
ラ
ワ
ッ
ト
』

『
プ
ッ
ク

ー

ヌ
プ
ッ
タ
プ
ラ
ワ
ッ

ト
』

『
サ
ソ
キ

ー

テ

ィ
カ
タ

ー
』

『
ウ
ィ
ナ
ヤ
ム
ッ
ク
』
第
二
巻

「
ナ
ク

・
タ
ム

一
級
」

『
タ
ソ
マ
ウ

ィ
チ

ャ
ー

ソ
』

『
サ
マ
ク
カ
ソ
マ
ッ
ク

ー

ソ』

3

仏
弟
子
伝

2

経
蔵

ー

論
文

(b) 

『
パ
ト
ム
ソ
ソ
ボ

ー
ト
』

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ
ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
（

サ
ー
）

著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

『
増
支
部
経
典
ギ
リ
マ

ー

ナ
ソ
ダ
ス
ッ
タ

（
訳
）
』

『
プ
ッ
タ
。
フ
ラ
ワ
ッ
ト
』
全
三
巻

『
プ
ッ
タ

ー

ヌ
プ
ッ
ク
プ
ラ
ワ
ッ
ト
』

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ン
親
王
著

『
タ
ソ
マ
ウ

ィ
バ
ー

ク

・
パ
リ
チ

ェ
ー
ト

・
2
』

『
プ
ッ
タ
サ

ー

サ
ナ

・
ス
パ

ー

ツ

ッ
ト
』

第

二

巻
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的
で
あ
る
。

篇
が
ク
イ
語
訳
で
採
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
仏
伝
」
、
「
仏
弟
子
伝
」
な
ど
で
は
、

一
部
に
古
典
的
作
品

も
見
ら
れ
る
が

「
教
理
」

の
試
験
は
い
ず
れ
も
ヮ
チ

ラ

課
目
を
も
っ
て
横
成
さ
れ
て
い
る
。

4

律
蔵

『
ア
ヌ
プ
ッ
タ
プ
ラ
ワ
ッ

ト
』

『
サ
ソ
キ
ー
テ
ィ
カ
ク
ー
』

『ウ

ィ
ナ
ヤ
ム
ッ
ク
』
第
三
巻

『
プ
ラ
パ
ト
ム
ソ
ソ
ボ

ー
テ
ィ
カ
ク

ー
』

パ
ラ
マ
ー
ヌ
チ

ッ
ト
親
王
著

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
玉
著

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
著

「
仏
歴
二
五

0
五
年
サ
ソ
ガ
法
」

各
級
と
も
、
切
、

「
論
文
」
、
③
、

「
教
理
」
、
⑥
、
「
仏
伝
」
な
い
し
「
仏
弟
子
伝
」
（
「
結
集
史
」
を
含
む
）
‘
④
、

「
戒
律
」
の
四

「
論
文
」
は
『
プ
ッ
タ
サ

ー
サ
ナ
ス
パ

ー
シ
ッ

ト
』
を
材
料
と
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
ダ
ソ

マ
」
に
関
し
て
与
え
ら
れ
た
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
小
論
文
を
書
か
せ
る
試
験
で
あ
る
。

ヤ
ー
ソ
の
執
筆
し
た
各
種
の
教
理
教
科
書
に
基
づ

い
て
準
備
す
る
。
三
蔵
経
典
の
原
典
は
、
わ
ず
か
に
「
一
級
」
で
、

短
い
経
典
二

（『パ

ト
ム
ソ
ン
ボ
ー
ト
』
な
ど
）
、
ほ
か
は
す
べ
て
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
の
「
教
科
書
」
を
用
い
て
い
る
。

ヤ
ー
ソ
に
よ
る
律
蔵

コ
メ
ソ

タ
ー
ル
で
あ
る

『ウ

ィ
ナ
ヤ
ム
ッ
ク
』
全
三
冊
に
よ
っ
て
学
習
さ
れ
る
。

「
戒
律
」
も
同
じ
く
ワ
チ
ラ

こ
れ
ら
の
試
験
科
目
を
一
見
し
て
知
ら
れ
る
特
徴
は
、
三
蔵
中
の
「
論
蔵
」
に
か
ん
す
る
も
の
が
ま

っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
い
点

で
あ
ろ
う。

こ
れ
は
仏
教
の
基
本
教
理
の
習
得
と
い
う
「
試
験
」
の
性
質
上
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
哲
学
的
思
弁
を
好
ま

ぬ
タ
イ
人
の
一
般
的
傾
向
と
無
関
係
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
°
タ
イ
国
で
は
論
蔵
に
対
す
る
関
心
が
い
ち
じ
る
し
く
低
い
。

こ
の
点

ピ
ル
マ
や
、
あ
る
い
は
か
つ
て
の
ラ
ソ
ナ

ー
タ
イ
（
現
在
の
チ

ェ
ン
マ
イ
付
近
）
が
論
蔵
研
究
を
発
逹
さ
せ
た
の
と
比
較
し
て
対
照

以
上
の
よ
う
に
「
教
法
試
験
」
は
（
そ
の
制
定
の
経
過
か
ら
見
て
当
然

な
が
ら
）
、
指
定
教
科
書
の
九

0
％
以
上
が
ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王

一
人
の
手
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
教
科
書
に
盛
ら
れ
た
内
容
は、

事
実
上
、
タ
イ
国
サ
ソ
ガ
唯
一
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第 2部 第 4章

2
 
ハ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳

『
マ
ン
ガ
ラ
ッ
タ
デ
ィ

ー
バ
ニ

ー
』
第
一
編

1

ク
イ
文
。
ハ

ー
リ
語
訳

『
ダ
ソ
マ

。ハ
ダ
ッ
タ
カ
ク

ー
』
第
一
編

(b) 

「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
四
段
」

4

ク
イ
語
誤
用
訂
正
、
各
種
公
用
文

「教法試験」制度の成立とその慈義

3
 
ハ
ー
リ
語
文
法

『バ

ー
リ
ー

ワ
イ
ヤ
コ
ー
ン
』

2

文
中
に
お
け
る
語
の
機
能
解
説

『
ダ
ソ
マ
パ
ダ
ッ
タ
カ
タ
ー
』
全
八
編

ー

ハ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳

(a) 

『
ダ
ソ
マ

．ハ
ダ
ッ
タ
カ
タ
ー
』
全
八
編

る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
ク
イ
国
サ
ソ
ガ
が
す
で
に
「
エ
ク
レ
シ
ア
化
」
し
た
こ
と
の
傍
証
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

皮
肉
な
こ
と
に
「
ナ
ク

・
ク
ム
」
試
験
の
祁
入
整
備
に
よ
っ
て
、
「
パ
リ
エ
ソ
試
験
」
は
ふ
た
た
び
伝
統
的
な
語
学
試
験
へ
と
立

ち
戻
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
各
段
と
も
試
験
科
目
は
、
「
パ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳
」
と
「
タ
イ
文
バ

ー

リ
語
訳
」
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
バ

ー
リ
「
訳
」
と
は
言
う
も
の
の
自
由
訳
は
み
と
め
ら
れ
ず
、
与
え
ら
れ
た
ク
イ
語
か
ら
、
元
の
パ

ー
リ
語
原
文
を
逐
字
的
に
復
原
再
構
さ
せ
る
試
験
で
、
そ
の
準
備
に
は
原
典
の
完
璧
な
賠
誦
を
必
要
と
す
る
。
出
題
量
は
五

0
0語

に
も
満
た
な
い
が
、
暗
記
を
要
す
る
テ
キ
ス
ト
の
分
量
は
危
大
な
も
の
で
、
た
と
え
ば
「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
八
段
」
を
例
に
と
る
と
一
六

(
3
)
 

万
語
を
越
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
以
下
に
各
段
の
試
験
科
目
の
使
用
テ
キ
ス
ト
を
掲
げ
る
。

仁）

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
三
段
」

「
パ
リ
ニ
ソ
試
験
」
の
内
容

の
正
統
的
教
義
を
成
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
方
に
お
い
て
ク
イ
国
に
お
け
る
仏
教
研
究
の
不
毛
な
状
況
と
対
応
す
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表 9

区分 1段位 I テキスト

経 三～六 ダンマバダックカク ー

／， 四～五 マソガラッタデ ィーパニー

律 l六～八 Iサ マソタバーサ ーディカ ー

論 八～九 ヴィスッ デ ィマッガ

＇， 九 アピタ●、ノマッタヴィパーヴィニー

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
九
段
」

『
ヴ
ィ
ス
ッ
デ

ィ
マ
ッ
ガ
』
第

一
ー
三
編

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
＝
一
段
」
か
ら
「
九
段
」
ま
で
に
用
い
ら
れ
る
。
ハ

ー
リ
語
テ

キ
ス

ト
を
、
そ
の

区

3
 
ハ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳

『
ア
ビ
ダ
ソ
マ
ッ
タ
ヴ
ィ
バ

ー
ヴ

ィ
ニ
ー
』

2

タ
イ
文
。
ハ

ー
リ
語
訳

パーリ語テキストの分類

ー

ハ
ー
リ
語
作
文

(g) 
3
 
パ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳

『ヴ

ィ
ス
ッ
デ

ィ
マ
ッ
ガ
』
第

一
ー
三
編

2

タ
イ
文
。ハ
ー
リ
語
訳

『
サ
マ
ソ
タ
パ

ー
サ
ー
デ

ィ
カ

ー
』
第
一
ー
ニ
編

ー

ハ
ー
リ
語
作
詩

(f) 

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
八
段
」

2
 
ハ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳

『
サ
マ
ソ
タ
パ
ー
サ

ー
デ

ィ
カ
ー
』
第
一
ー
ニ
編

1

タ
イ
文
パ

ー
リ
語
訳

『
マ
ソ
ガ
ラ

ッ
タ
デ

ィ
ー

パ
ニ

ー
』
第

一
ー
ニ
編

(e) 

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
七
段
」

2
 
ハ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳

『
サ
マ
ン
タ
パ

ー
サ
ー
デ

ィ
カ
ー
』
第
三
ー
五
編

1

タ
イ
文
。ハ
ー
リ
語
訳

『
ダ
ソ
マ
。
ハ
ダ
ッ
タ
カ

タ
ー
』
第
五

i
八
編

(d) 

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
六
段
」

2

タ
イ
文
パ

ー
リ
語
訳

『ダ

ソ
マ
。
ハ
ダ
ッ
タ
カ
タ

ー
』
第
二
！
四
編
〔
※
〕

ー

ハ
ー
リ
文
タ
イ
語
訳

(c) 

『
マ
ソ
ガ
ラ
ッ
タ
デ

ィ
ー

パ
ニ

ー
』
第
二
編

「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
五
段
」
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第 2部 第 4章 「教法試験」制度の成立とその意義

ナク ・クム

リ.‘
 ノ エン／

表10 「1967年度教法試験統計」（その 1)

lea)在籍者数 I(b)受験者数| b/a (%) I (c)合格者数

181, 423 I 144, 765 79. 7 

20, 051 I 5, 980 29.8 

35,744 

1,471 

c/a (%) 

24. 7 

24. 6 

表11 「1967年度教法試験統計」（その 2)

ナク ・タム パ リ エ ・ ソ

級位 I 受験者数 1 合格者数 I ％ 級位 1 受験者数 1 合格者数 ％ 

3 112,736 26,380 23. 4 3 1,728 651 37. 7 

2 20,384 6,727 33. 0 4 1,263 406 32. 2 

1 11,555 2,637 22, 8 5 1,411 263 18. 6 

6 1,010 111 11. 0 

7 373 20 5 4 

8 93 15 16.1 ， 102 5 4. 9 

合計 I 144. 675 I 35, 744 I 24. 7 合計 I 5,980 I 1. 471 I 24. 6 

（資料： RainganKansatsana Pracham Pi 2510) 

人
の
う
ち
三
人
は
不
合
格
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
教
法
教
育
」
の
成
果

合
格
率
の
低
さ
で
あ
る
。

「
ナ
ク

・
タ
ム
」
、
「
パ
リ
エ
ソ
」
共
、
四

で
あ
っ
た
（
表
10
、
11
参
照
）
。

こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
第
一
に

八

0
名
、
合
格
者
数
は
そ
れ
ぞ
れ
三
万
五
七
四
四
名
と
一
四
七
一
名

数
は
、
「
ナ
ク

・
タ
ム
」

一
四
万
四
七
六
五
名
、
「
パ
リ
ニ
ン
」
五
九

そ
れ
は
二
万

0
0五
一
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
、
同
年
度
の
受
験
者

一
九
六
七
年
度
の
『
宗
教
局

最
後
に
、
最
近
に
お
け
る
「
ナ
ク
・
タ
ム
」
、
「
バ
リ
エ
ソ
」
両
試

実
に
記
憶
し
再
生
す
る
能
力
の
み
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ク
・
タ
ム
」
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
学
習
者
は
こ
こ
で
も
ま
た
、

も
な
く
、
す
べ
て
蔵
外
の
注
釈
書
ば
か
り
で
あ
る
点
で
あ
る
。

「ナ

全
体
の
構
成
を
み
る
と
、
三
段
か
ら
六
段
ま
で
が
「
経
蔵
」
、
六

段
か
ら
八
段
ま
で
が
「
律
蔵
」
、
八
段
と
九
段
が
「
論
蔵
」
と
い
う

形
を
と
っ
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
パ
ー
リ
―
―
一
蔵
の
原
典
が
一
冊

原
典
と
直
接
取
り
組
む
機
会
を
持
た
ず
、
正
統
的
な
解
釈
の
み
を
忠

験
の
傾
向
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

(

4

)

 

年
次
報
告
書
』
に

よ
れ
ば
、
同
年
度
に
お
け
る
「
ナ
ク

・
タ
ム
」
学

習
課
程
の
在
籍
者
数
は
一
八
万
一
四
二
三
名
で
、
「
バ
リ
エ
ソ
」
の

分
に
し
た
が
っ
て
分
類
す
る
と
表

9
の
よ
う
に
な
る
。
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が
十
分
に
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
は
、
「
パ
リ
エ
ソ
」
試
験
に
お
け
る
受
験
者
数
の
低
い
割
合
で

あ
る
。
十
人
の
学
生
中
、
試
験
に
臨
む
者
が
三
人
に
満
た
な
い
。
こ
れ
は
「
パ
リ
エ
ソ
」
試
験
の
む
ず
か
し
さ
を
示
す
と
共
に
、
試

へ
の
適
合
件
を
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
サ
ソ
ガ
で
は
こ
う
し
た
頑
向
を
先
取
り
し
て
、
世
俗
的
な
科

(
5
)
 

目
を
加
え
た
新
し
い
「
新
パ

ー
リ
語
試
験
学
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
準
備
し
て
い
る
と
い
う
。
も
し
こ
の
方
式
が
採
用
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、
タ
イ
の
「
教
法
試
験
」
は
、
「
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
改
革
」
に
つ
ぐ
、
第
二
の
改
革
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
1
)
J
a
n
e
 B
u
n
n
a
g
,
 B

u
d
d
h
i
s
t
 m
o
n
k
:
・
:
',
 p
.
 26
 

(
2
)

一
九
六
六
年
現
在
。

(c
.
f. 

P
h
r
a
m
a
h
a
 U
t
h
a
i
 P
h
u
t
t
h
a
w
a
n
g
s
o,
'̂
K
a
n
 s
u
k
s
a
 
p
a
n
y
a
t
t
h
a
m
," 
1n 
P
h
utthasiitsana 
kaJ; 
s
a
n
g
k
h
o
m
 

[
h
a
L
(
c
r
e
m
a
t
i
o
n
 
v
o
l
u
m
e
)
 
B
a
n
g
k
o
k
,
 19

6
7
-

p
p
.
 53

-
6
5
.)
 

(
3
)

P
h
r
a
m
a
h
a
 
U
t
h
a
i
,
 o
p
.
 cit
., 
p
p
.
 61
-
6
2
.
 

※
印
の
箇
所
は
、
引
用
資
料
が
文
慈
不
通
な
の
で
、

O
n
g
k
a
n
s
u
k
s
a
,
o
p
.
 cit
.
に
甚
づ
き
、
推
定
し
た
。

(
4
)
K
r
o
m
 k
a
n
s
a
t
s
a
n
a
,
 Ra

i
n
g
i
i
n
 
kiinsiitsanii 
p
r
a
c
h
a
m
 p
i
 2
5
1
0
-

B
a
n
g
k
o
k
"
K
r
o
m
 k
a
n
s
a
t
sa
n
a
,
 19

6
7
-

p
.
 9
8
.
 

(
5
)

P
h
r
a
m
a
h
a
 
U
t
h
a
i
,
 o
p
.
 cit
., 

p
.
 6
4
.

「
新
．
ハ
ー

リ
語
試
験

B
a
li

p
h
a
e
n
 
m
a
i
」
は
、
ピ
ク
、
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
の
視
野
の
拡
大
を
目
的
と

し
、
①
、
パ
ー
リ
語
、
③
、

普
通
教
科
、
③
、
一
般
教
捉
の
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

注

験
自
体
に
対
す
る
関
心
低
下
の
指
標
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

「
パ
リ
エ
ン
」
試
験
は
、
現
代
の
サ
ソ
カ
の
成
員
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
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第 2部 第 5章 民主主義体制下における「サ｀ノガ統治法」とその変遷

一
九
三
二
年
十
二
月
十
日
制
定
さ
れ
た
「
シ
ャ
ム

王
国
憲
法
」
は
、
そ
の
第
四
条
に

お
い
て
「
国
王
は
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
国
王
は
信
仰
の
擁
護
者
で
あ
る
」
と
規
定
し
、

国
王
と
仏
教
と
の
伝
統
的
な
関
係
を
法
律
的
に
再
確
認
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
新
た
に
成
立
し
た
民
主
政
府
の
指
導
者
た
ち
は
、
仏
教
そ
れ
自
体
に
対
し
て
は
、

明
ら
か
に
無
関
心
の
態
度
を
と
り
つ

る
問
題
点
を
考
察
し
た
い
。

来
、
ほ
ぽ
完
成
の
域
に
達
し
て
い
た
絶
対
王
制
が
倒
れ
、

「
サ
ン
ガ
統
治
法
」

と
そ
の
変
遷

一
九
三
二
年
六
月
二
十
四
日
に
発
生
し
た

ク
ー
デ
タ

ー
に
よ
っ
て
、
五
世
王
チ
ュ
ラ
ロ

ン
コ
ー
ソ
の
四
十
二
年
に
わ
た
る
治
世
以

タ
イ

は
国
王
が
憲
法
に
基
づ

い
て
統
治
を
行
な
う
立
憲
君
主
制
国
家

へ
と

変
貌
す
る
。
そ
の
後
四
十
年
の
タ
イ
国
政
治
史
の
歩
み
を
ふ
り
か
え
り
、
そ
の
間
に
既
遂

・
未
遂
を
ふ
く
め
前
後
十
数
回
の
ク

ー
デ

タ
ー
が
発
生
し、

憲
法
の
改
正
は
一
部
修
正
を
含
め
る
と
十
六
回
に
お
よ
び
、
し
か
も
そ
の
十
六
番
目
の
「
恒
久
憲
法
」
さ
え
も
が
、

二
年
に
し
て
廃
止
さ
れ
、
今
日
は
て
し
な
い
「
布
告
政
治
」
が
続
い

て
い
る
と
い
う
現
状
を
眺
め
る
と
ぎ
、
タ
イ
国
の
民
主
国
家

へ

（
補
注
）

の
脱
皮
は
い
ぜ
ん
と
し
て
完
結
し
て
い
な
い
と
の
惑
を
深
く
す
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
三
二
年
六
月
を
境
と
し
て
、
国

王
の
存
在
理
由
が
大
幅
な
修
正
を
蒙
り
、
国
家
の
形
式
的
制
度
が
一
挙
に
民
主
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
王
権
と
の
深
い
か
か
わ

り
の
中
に
発
展
し
て
来
た
歴
史
を
も
つ
タ
イ
国
サ
ソ
ガ
に
、
世
俗
権
力
と
の
新
た
な
調
賂
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
立

憲
革
命
以
後
制
定
さ
れ
た
二
つ
の
「
サ
ン
ガ
法
」
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
民
主
主
義
体
制
下
に
お
け
る
ク
イ
仏
教
の
状
況
を
め
ぐ

第
五
章

民
主
主
義
体
制
下
に
お
け
る
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一
九
三
二
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
際
し
て
も
、

一
九
三
六
年
に
は
、
ビ
ク
に
対
す
る
徴
兵
法
の
適
用
を

の
第
一
段
階
を
示
す
措
置
で
あ
っ
た
。
同
じ
年
の
八
月
、
人
民
代
表
議
会
に
、

―
二
二
の
新
寺
院
建
設
計
画
案
が
提
出
さ
れ
た
と
き
、

づ
け
た
。
し
か
し
、
仏
教
が
タ
イ
国
社
会
の
す
ぐ
れ
た
統
合
要
因
で
あ
る
こ
と
は
、
新
政
府
に
と
っ
て
も
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
り
、
国
民
の
支
持
を
失
わ
な
い
た
め
に
も
、
仏
教
が
か
つ
て
絶
対
王
制
下
に
お
い
て
享
受
し
て
い
た
俗
権
に
よ
る
援
助
が
、

新
政
府
の
手
で
大
幅
に
奪
わ
れ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
が
一
方
に
お
い
て
働
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
三
四
年
四
月
、
寺
院
の
財
政
状
態
を
調
査
す
る
た
め
、
独
自
の
権
限
を
も
っ
た
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、

対
す
る
新
政
府
の
最
初
の
接
近
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
表
面
上
は
、

サ
ン
ガ
に

サ
ソ
ガ
資
産
と
個
人
資
産
の
混
同
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
と
い
う
こ
の
委
員
会
に
は
、
同
時
に

サ
ソ
ガ
資
産
の
評
価
を
行
な
う
任
務
を
も
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
民
主
政
府
の
サ
ソ
ガ
統
制

議
会
は
「
怠
惰
で
人
民
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
少
な
い
僧
侶
」
に
対
し
て
強
い
反
発
を
示
し
た
と
い
う
。
激
し
い
討
論
の
末
、
こ
れ

ま
で
国
王
固
有
の
権
限
で
あ
っ
た
寺
院
建
立
の
認
可
権
が
人
民
代
表
議
会
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
議
会
の
反
サ
ン

ガ
姿
勢
は
、
サ
ン
ガ
資
産
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
討
議
に
も
反
映
し
て
い
る
。

(1
)
 

緩
和
す
る
内
容
を
も
っ
た
法
案
が
否
決
さ
れ
て
い
る
。

政
体
変
革
後
次
第
に
た
か
ま
り
を
示
し
て
き
た
世
俗
勢
力
の
反
サ
ソ
ガ
的
風
潮
に
対
し
、
サ
ソ
ガ
の
内
部
に
お
い
て
は
二
つ
の
動

き
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
―
つ
は
、
サ
ソ
ガ
の
管
理
幹
部
と
新
世
俗
勢
力
と
の
関
係
の
調
整
で
あ
り
、
他
の
一
っ
は
、

サ
ソ
ガ
の
内

部
に
お
け
る
一
部
僧
侶
の
造
反
の
動
き
で
あ
る
。
も
と
も
と
ク
イ
国
に
お
け
る
サ
ン
ガ
は
、
国
家
に
対
立
す
る
存
在
で
な
く
、
建
前

と
し
て
そ
の
固
有
の
自
治
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
他
方
国
家
の
体
制
内
部
に
あ
っ
て
、
世
俗
権
力
に
従
属
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
こ

の
傾
向
は
サ
ン
ガ
統
治
法
の
制
定
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
助
長
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

法
王
は
、
つ
ね
に
支
配
者
を
支
持
す
る
側
に
立
つ
と
い
う
伝
統
的
な
サ
ン
ガ
の
立
場
を
堅
持
し
、
た
だ
ち
に
革
命
政
府
を
支
持
す
る

方
針
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
世
俗
権
力
に
対
す
る
サ
ソ
ガ
の
従
属
は
今
日
に
至
る
ま
で
タ
イ
の
サ
ン
ガ
を
特
徴
づ
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第 2部 第 5章 民主主義体制下における「サンガ統治法」とその変遷

ら
問
題
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。

ク
ー
デ
タ

ー
以
降
の
新
し
い
動
き
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
サ
ソ
ガ
内
部
に
発
生
し
た
若
手
僧
侶
の
造
反
運
動
で
あ
る
°
ク

ー

一
部
の
僧
侶
が
結
束
し
て
、
サ
ソ
ガ

の
管
理
体
制
に
対
す
る
反
対
運
動
を
組
織
す
る

と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
サ
ソ
ガ
の
幹
部
は
新
政
府
の
支
持
を
背
景
に
強
圧
的
態
度
を
も

っ
て
臨
み
、
翌
三
三
年

(

2

)

 

一
月
、

首
謀
者
で
あ
る
三
十
三
名
の
僧
侶
を
法
王
命
令
を
も
っ
て
還
俗
せ
し
め
事
態
を
収
拾
し
た
。
こ
の
事
件
は
変
動
期
に
お
け
る

ク
イ

・
サ
ソ
ガ
の
動
向
を
知
る
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

対
し
、

ま
た
二
年
後
の
一

九
三
五
年
二
月
に
は
十
二
の
県
を
代
表
す
る
二
千
名
の
僧
侶
が
大
挙
上
京
し
て
、
プ
ラ
ヤ

ー

・
パ
ホ
ソ
首
相
に

サ
ソ
ガ
行
政
を
民
主
化
し
て
ほ
し
い
と
の
嘆
願
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
件
も
ま
た

ク
ー
デ
タ
ー
以
後
の
サ
ソ
ガ
内
統
制

の
弛
緩
を
示
す
指
標
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
い
ず
れ
も
研
究
の
現
段
階
に
お
い

て
は
、

事
実
関
係
で
不
明
な
点
が
多
く
残
念
な
が

注

（
補
注
）
本
稿
脱
稿
後
、一

九
七
―
―
一
年
十
月
十
四
日
、
バ
ソ
コ
ク

の
学
生
を
中
心
と
す
る
ク
イ
国
近
代
史
初
の

大
衆
蜂
起
の
結
果
、
ク
ノ
ム

・
プ

ラ
バ

ー
ト
政
権
は
崩
壊
し

た
。

(
1

)

以
上
の
叙
述
は

V
i
rg
ini
a
T
h
o
m
p
so
n
,
 T

h
a
i
l
a
n
d
,
 th

e
 
N
e
w
 S
i
a
m
.
 N

e
w
 Y
o
r
k
:
 T
h
e
 M
a
c
m
ill
a
n
 C
o
m
p
a
n
y
,
 1

9
4
1
.
 p
p
 
6
3
8
1
 

6
4
0
.

に
基
づ
く
。

(
2
)

Ib
i
d
 

•• 

p
p
.
 64

1
,
6
4
2
.
 

(
3
)

I
b
i
d
., 
p
.
 64
2
.
 

デ
ク

ー
後
一
ニ
カ
月
を
経
た
一
九
三
二
年
九
月
、

け
て
い
る
。
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ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ
ン
ガ
統
治
法
」
に
代
わ
っ
て
、
民
主
政
府
が
新
た
に
制
定
し
た
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ン
ガ
法
」
は
、

、
、
、
、

サ
ソ
ガ
の
統
治
組
織
を
、
三
権
分
立
と
い
う
近
代
国
家
の
統
治
原
理
に
適
合
す
る
よ
う
、
形
式
的
に
整
備
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て

(
2
)
 

制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
用
語
法
に
い
た
る
ま
で
、
政
治
用
語
の
仏
教
的
タ
ー
ム
ヘ
の
翻
訳
色
が
濃
厚
で
あ
る
。
国

王
に
対
す
る
「
サ
ソ
ガ
の
王
」
と
し
て
の
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト

s
a
n
g
k
harat
八
s
a
n
g
h
a
raia
(
法
王
）
は
、
伝
統
的
用
語
法
の
中
に
も
見
出
さ
れ

る
も
の
で
、
特
に
目
新
し
く
は
な
い
が
、
「
大
臣

r
a
t
t
h
a
m
o
n
t
r
i」
に
対
す
る
「
法
臣

s
a
n
g
k
h
a
m
o
n
t
ri
」
、
「
内
閣

k
h
a
n
a
r
a
t
t
h
a
m
o
n
t
ri
」

さ
て
、

一
九
四
一

年
八
月
、
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
案
」
が
人
民
代
表
議
会
を
通
過
し
、
十
月
十
四
日
御
蓋
を
得
て
制
定
公
布
さ

れ
た
。
こ
の
法
律
の
施
行
に
際
し
発
表
さ
れ
た
政
府
声
明
に
よ
れ
ば
、
新
法
の
特
徴
は
、
「
戒
律
を
犯
さ
ぬ
範
囲
に
お
い
て
、
サ
ン

(l
)
 

ガ
の
統
治
組
織
を
、
国
家
統
治
の
方
式
に
近
づ
け
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
サ
ン
ガ
の
統
治
組
織
を
国
家
統
治
の
方
式
に
近
づ
け
る
」

と
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、

新
法
に
は
旧
法
に
は
見
ら
れ
な
い
民
主
主
義
的
文
言
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た

サ
ソ
ガ
の
形
式
的
民
主
化
が
、
は
た
し
て

サ
ソ
ガ
内
の
い
わ
ゆ
る
「
民
主
化
要
求
」
の
高
ま
り
に
対
す
る
回
答
と
し
て

行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
よ
う
な
サ
ソ
ガ
が
内
部
の
動
勢
と
は
関
係
な
く
、
政
府
独
自
の
判
断
に
お
い
て
行
な

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
ま
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
の
ち
に
触
れ
る
マ
ハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
対
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の

抗
争
問
題
を
も
含
め
、
今
後
に
残
さ
れ
た
研
究
課
題
で
あ
る
。

一
九

0
二
年
、

第

一
節

サ
ン
ガ
統
治
に
民
主
主
義
的
原
理
を
埠
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
事
実
、

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
の
主
導
の
下
に
制
定
さ
れ
て
以
来
、
四
十
年
に
わ
た
っ
て
施
行
さ
れ
て
ぎ
た

「
ラ
タ

「
仏
暦
二

四
八
四
年
サ
ン
ガ
法
」

の
制
定
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員
の
定
足
数
を
越
え
る
場
合
は
、
①
、
③
、
⑥
、

一
方
が
職
次
十
三
年
の

一
級
プ
ラ
カ
ナ

ー
チ
ャ
ー
ソ
で
、
他
が
騰
次
二
十
年
の

一
級
。ハ
リ
エ
ソ
で
あ
っ
た
場

合
、
前
者
が
後
者
に
優
先
し
て
議
員
に
任
命
さ
れ
る
。
「
タ
ン
マ
位
」
以
上
の
長
老
と
は
、

具
体
的
に
は
、
「
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
」
、
「
ソ

部2

の
有
資
格
者
が
あ
り
、

第 第 5章

ソ
マ
位
」
以
上
の
長
老
、
③
、

一
級
プ
ラ
カ
ナ
ー
チ
ャ
ソ
、
③
、

民主主義体制下における「サンガ統治法」と その変忍

う
け
ら
れ
て
い
な
い
。

れ
に
よ
っ
て
サ
ソ
ガ
の
国
家
に
対
す
る
従
属
的
関
係
が
明
確
化
さ
れ
た
。
「
法
王
」
は
終
身
職
で
あ
り
、
解
任
に
関
す
る
規
定
は
も

「
法
王
」
の
任
命
権
は
国
王
に
あ
り
（
第
五
条
）
、
こ

に
対
す
る
「
法
臣
会
議
k
h
a
n
a
s
a
n
g
k
h
a
m
o
n
tri
」
、
「
総
理
大
臣

n
a
y
o
k
r
a
t
t
h
a
m
o
n
tri
」
に
対
す
る
「
主
席
法
臣

n
a
y
o
k
sa
n
g
h
a
m
o
n
t
ri
」
、

「
国
会

r
a
t
t
h
a
盈
p
h
a
」
に
対
す
る
「
サ
ソ
ガ
議
会

s
a
n
g
k
h
a
s
a
p
h
a
」
は
、
い
ず
れ
も
、
「
国
家
」
を
意
味
す
る

r
a
t
t
h
a

を、

s
a
n
g
k
h
a

以
下
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
の
重
要
な
点
に
つ
い
逐
条
検
討
し
よ
う
。

「
法
王
（
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
）
」
と
い
う
語
の
起
原
は
古
い
が
旧
法
に
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
。
新
法
で
は
こ
の
伝
統
的
用
語
が

「
統
一
サ
ソ
ガ
の
首
長
」
と
い
う
特
定
の
意
味
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
法
王
」
は
、
「
サ
ン
ガ
議
会
」
の
助
言
に
よ
り
サ
ソ
ガ
の
法
律
に
相
当
す
る
サ
ン
ガ
律
s
a
n
g
k
h
翌
at

を
制
定
し
（
第
七
条
）
、
「
法

臣
会
議
」
を
通
じ
て

サ
ソ
ガ
の
行
政
を
統
轄
し

（
第
八
条
）
、
「
サ
ソ
ガ
裁
判
所

k
h
a
n
a
w
i
n
a
i
t
h
o
n
」
を
通
じ
て
サ
ソ
ガ
内
の
紛
争
を

裁
定
す
る
（
第
九
条
）
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
「
仏
暦
二
四
七
五
年
シ
ャ
ム
王
国
憲
法
」
の
第
六
条
（
国
王
は
、
人
民
代
表
議
会
の
勧

告
と
同
意
に
よ
り
、

立
法
権
を
行
使
す
る
）
、
第
七
条
（
国
王
は
、
内
閣
を
通
じ
て
行
政
権
を
行
使
す
る
）
、
第
八
条
（
国
王
は
、
法

律
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
を
通
じ
て、

司
法
権
を
行
使
す
る
）
の
な
ぞ
り
で
あ
ろ
う
。

サ
ソ
ガ
の
立
法
府
と
し
て
の
「
サ
ソ
ガ
議
会
」
は
、
四
十
五
名
を
越
え
な
い
議
員
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
議
員
は
、
①
、
「
ク

一
級
バ
リ
エ
ソ
ク
の
三
種
よ
り
成
る
（
第
十
一
条
）
。
そ
の
合
計
が
議

の
順
序
と
、
有
資
格
者
の
騰
次
に
従
う
。
た
と
え
ば
、

一
空
席
に
対
し
て
、
二
名

つ
ま
り
サ
ン
ガ
に
置
き
か
え
て
つ
く
っ
た
新
造
語
で
あ
る
。
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サ
ン
ガ
の
地
方
行
政
機
構
に
つ

い
て
は
、

サ
ソ
ガ
律
を
も
っ
て
こ
れ
を
定
め
て
い
る
（
第
三
十
四
条
）
。

一
九
四
二
年
十
一
月
十
四
日
制
定
さ
れ
た
「
地
方
サ

ソ
ガ
行
政
規
則
を
定
め
る
サ
ン

ガ
律

(
4
)
 

S
a
n
g
k
h
a
n
a
t
 
r
a
h
ia
p
 

h
o
r
i
h
a
n
 
k
a
n
 
k
h
a
n
a
s
o
n
g
 
s
u
a
n
 
p
h
u
m
i
p
h
a
k
 
p
h
u
t
t
h
a
s
a
k
karat 
2
4
8
5

」
で
L
4
3

ス3
0

土」
わいに
卜{ス
9

レJ

ヽ
サ
ソ
ザ
”
の
抽
i

方
区
分
は
、
国
家
の
地
方
行
政
区
分
に
従
い
、
「
県
管
区
」
、
「
郡
管
区
」
、
「
行
政
村
管
区
」
の
三
段
階
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
右
の

(
5
)
 

「
サ
ソ
ガ
律
」
と
同
日
付
で
制
定
さ
れ
た

「
大
管
区

の
範
囲
を
定
め
る
サ
ソ
ガ
律
S
a
n
g
k
h
a
n
a
t
k
a
m
n
o
t
 
k
h
e
t
p
h
i
i
k
 
p
h
o
.
 s
o
.
 24
8
5

」、

に
よ
る
と
、「
県
管
区
」
の
上
位
区
分
と
し
て
、

「
中
央
大
管
区
p
h
a
k
k
l
a
ng
」
、
「
東
部
大
管
区
p
h
a
k
b
u
r
a
p
h
a
」、

「
東
北
大
管
区

p
h
a
k

初
の

サ
ソ
ガ
律
は
、
本
法
施
行
の
翌
年
、

は
一
般
の
裁
判
所
に
準
じ
た
、
三
審
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

指
す
。

「
プ
ラ
カ
ナ

ー
チ
ャ
ー
ソ
」
と
は
、

ム
デ
ッ
ト
・

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
」
お
よ
び
欽
賜
名
の
中
に
「
タ
ソ
マ
」
の
語
を
含
む
最
上
級
の
「
プ
ラ

ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
を

(3
)
 

サ
ン

ガ
行
政
の
事
務
を
分
掌
す
る
僧
官
で
、
国
家
に
お
け
る
官
吏
に
相
当
す
る
。
二
級

バ
リ
ニ

ン
」
と
は
、

バ
ー
リ
語
試
験
七
段
以
上
の
合
格
者
を
指
す
。

「
法
臣
会
議
」
は
サ
ソ
ガ
の
内
閣
に
相
当
す
る
行
政
機
関
で
あ
る
。
主
席
法
臣
を
長
と
し
、
九
名
を
越
え
な
い
法
臣
に
よ
っ

て
構

成
さ
れ
る
。
法
臣
の
任
命
権
者
は
法
王
で
あ
る
が
文
部
大
臣
が
こ
れ
に
副
署
す
る

（
第
二
十
八
条
）
。
「
法
臣
会
議
」

を
構
成
す
る
こ
れ

ら
十
名
の
法
臣
は
、
主
席
法
臣
を
含
め
そ
の
半
数
に
あ
た
る
五
名
が
「
サ
ソ

ガ
議
会
」
に
議
席
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
第
二

十
九
条
）
。
法
臣
会
議
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
法
臣
は
文
部
大
臣
の
解
任
要
求
に

よ
っ
て
解
任
さ
れ
る
（
第
三
十
一
条
）
。

国
家
の
行
政
機
構
に
お
け
る
各
省
に
相
当
す
る
機
関
と
し
て
、
「
行
政
法
省
O
n
g
k
a
n

p
o
k
k
h
r
6
n
g
」
、
「
教
育
法
省
0
n
g
k
a
n

s
u
k
s
a
」、

「
布
教
法
省
O
n
g
k
a
n
p
ho
e
1
p
h
a
e
」
、
「
建
設
法
省
O
n
g
ka
n
sa
t
h
a
r
a
n
u
pa
k
a
n
」
の
四
つ
の
法
省
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。
各
法
省
は
法

臣
の
中
か
ら
任
命
さ
れ
た
各
一
名
の
長
官
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
（
第
三
十
三
条
）
。

「
サ
ソ
ガ
裁
判
所
」
は
、

パ
ー
リ
律
に
言
う
「
評
事
a
d
h
i
karai:ia

ク
イ
語
a
t
h
i
k
o
n
」
の
裁
決
機
関
で
あ
る
（
第
五
十
条
）
。

こ
こ
で

こ
の
規
定
に
も
と
づ
く
最
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ソムデッ ト・ブラサ ノ`カラー ト〔法王〕
| 

□ I 
行政法省 三第 1審

| 
第 2審

終1審

図14 「仏暦2484年サソガ法」に基づくサ｀ノガ機構

区

村

管
ー
県
—

郡
ー

政
ー

寺

大

行

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

屈
n
」
、
「
北
部
大
管
区
p
h
a
k
n
u
a
」
、「
南
部
大
管
区
p
h
a
k
ta
i
」
、「
特
別
大
管
区
p
h
a
k
p
h
i
s
e
t
」

と
い
う
六
個
の
「
大
管
区
」
が
お
か
れ
て
い
る
（
第
四
条
）
。
た
だ
し
大
管
区
の
範
囲
や
数

は
県
管
区
以
下
の
行
政
単
位
と
比
較
す
る
と
不
安
定
で
、
こ
れ
を
制
定
し
た
翌
年
の
一
九

四
三
年
八
月
六
日
に
、
早
く
も
「
大
管
区
」
を
国
家
に
お
け
る
地
方
行
政
単
位

で
あ

る

「
行
政
管
区
」
と
一
致
さ
せ
る
と
い
う
改
正
が
行
な
わ
れ
、
右
の
六
大
管
区
は
廃
止
さ
れ

一
九
五
二
年
に
九
つ
の
行
政
管
区
が
制
定
さ
れ
る
と
サ
ソ
ガ
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て、

(6
)
 

「
九
大
管
区
」
を
も
う
け
て
い
る
。

サ
ソ
ガ
組
織
の
最
末
端
は

「
寺
院
」

で
あ
る
。
「
寺
院
」
に

は、

「
浄
域
設
立
の
勅
許
を

う
け
た
寺
院
」
と
「
小
寺
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
前
者
は
い
わ
ゆ
る
「
結
界
」
し
た
布
薩

堂
を
も
つ
寺
院
で
、

浄
域

(
S
i
m
a
)

サ
ソ
ガ
の
正
式
行
事
（
得
度
式
、
ウ
ボ

ー
サ
ク
な
ど
）
を
行
な
う
こ

と
が
で
き
る
。
浄
域
を
も
た
な
い
「
小
寺
」
に
止
住
す
る
ピ
ク
は
、

ウ
ボ

ー
サ
タ
の
都
度
、

を
も
つ
寺
院
に
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
域
設
定
の
認
可
権
を
俗
権

が
保
有
し
て
い

る
こ
と
は
、
サ
ソ
ガ
の
俗
権
へ
の
従
属
を
示
す
も
う
―
つ
の
徴
候
と
し
て

「
寺
院
」
は

「
住
職
c
h
a
o
i
i
w
i
i
t

」
に

よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
（
第
四
十
二
条
）
。
寺
院
内
に

止
住
す
る
出
家
者
（
ビ

ク
、
サ
ー
マ

ネ

ー
ラ
）
、
在
家
者
（
寺
子
な
ど
）
は
、

住
職
の
監

督
下
に
お
か
れ
、
住
職
の
命
令
に
従
わ
な

い
と
き
は
、
寺
院
か
ら
追
放
さ
れ
る

（第
四
十

あ
る
四
法
省
の
下
部
組
織
が
お
か
れ
て
い
る
。

「
県
管
区
」
、
「
郡
管
区
」
に
は
、
中
央
行
政
機
関
で

『

J
O

t
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第
二
節

「
マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
」
と
「
タ
マ
ユ
ッ

ト
派
」

の
確
執
と
サ
ン
ガ
統
治

図
14
は、

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
に
基
づ
く
サ
ソ
ガ
機
構
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ガ
統
治
法
」

よ
り
、
さ
ら
に
整
備
さ
れ
た
形
で
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

． 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
法
王
を
頂
点
と
し
、
各
寺
院
を
底
辺
と
す
る
サ
ソ
ガ
の
階
統
制
が
、
「
ラ
タ
ナ
コ
ー
ツ
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ
ン

注

(
1
)

'^
T
h
a
l
a
e
n
g
l
^
a
n
 
r
u
a
n
g
 
p
h
r
a
r
a
t
c
h
a
b
a
n
'y
a
t
 
k
h
a
n
a
 
s
o
n
g
 "

 
in 
P
h
r
a
r
i
i
t
c
h
a
b
a
n
'y
a
t
 
k
h
a
n
a
 
s
o
n
g
 p
h
u
t
t
h
a
s
a
k
a
r
i
i
t
 
2
4
8
4
 p
h
r
6
、.

t
h
o
n
g
 k
h
a
m
 t
h
a
l
a
e
n
gざ
'in
.
B
a
n
g
k
o
k
:
 
R
o
n
g
p
h
i
m
 M
a
h
a
m
a
k
u
t
r
a
t
c
h
a
w
i
t
t
h
a
y
i
i
l
a
i
,
 
1941

•K01,kh01

. 

(

2

)

本
害
四

0
-
―-
I
四
一
四
頁
に
、
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
が
全
訳
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

3

)

「
官
吏
分
限
令
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
「
仏
暦
二
四
八
六
年
。
フ
ラ
カ
ナ
ー
チ
ャ
ー
ソ
の
分
限
を
定
め
る
サ
ソ
ガ
律

P
h
r
a
K
h
a
n
a
c
h
a
n
 

P
h
u
t
t
h
a
s
a
k
a
rat 
2
4
8
6
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

(
S
a
a
t

M
i
l
i
n
t
h
a
w
a
t
,
 P

ra
m
u
a
n
 r
a
b
a
p
 k
h
a
n
a
s
o
n
g.
 B

a
n
g
k
o
k
,
 1

9
5
6
,
p
p
.
 5
0ー

6
6
.)

(
4
)
S
a
a
t
,
0
p
.
cit.＂
p
p
.
 4
5ー

5
0

(
5
)
K
r
o
m
 k
a
n
s
a
t
s
a
n
a
,
 P

r
a
m
u
a
n
 r
a
b
i
a
p
 kiin 
siitsanii
.
 B

a
n
g
k
o
k
:
 K
r
o
m
 k
a
n
s
a
t
s
a
n
a
,
 1

9
5
1
-
p
p
.
 2

7ー

28,

(
6
)

一
九
六
七
年
現
在
、
全
国
に
は

十
八
大
管
区
が
お
か
れ
て
い
る
。
K
r
o
m
K
a
n
s
a
t
s
a
n
a
,
 R

i
i
i
n
g
a
n
 
K
a
n
 Siitsanii 
p
r
a
c
h
a
m
 p
i
 2
5
1
0
 

の
付
図
参
照
。

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
に
よ
っ
て
タ
イ

・
サ
ソ
ガ
に
導
入
さ
れ
た
民
主
主
義
的
統
治
機
構
は
、
当
初
、
円
滑
に
磯
能
す

る
か
に
見
え
た
が
、
サ
ソ
ガ
統
治
の
主
導
権
を
め
ぐ
る
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
抗
争
は
、
サ
ソ
ガ
の
統
治
に
重
大

四
条
）
。
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な
も
の
と
し
た
。

料
に
よ
る
と
、
全
国
二
万
九
四
四
寺
院
の
九
七
％
弱
に
あ
た
る
二
万
二
九
五
寺
が
マ
ハ
ー
ニ
カ

ー
イ
派
に
属
し
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
所

(1
)
 

属
の
寺
院
は
、
わ
ず
か
に
六
四
九
寺
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
サ
ソ
ガ
管
理
幹
部
に
な
る
と
、
両
派
の
地
位
は
逆
転
す
る
。
た
と

え
ば
、

年
間
の
う
ち
わ
ず
か
六
年
間
を
の
ぞ
く
あ
と
の
四
十
二
年
間
が
す
べ
て
タ
マ
ュ
ッ
ト
派
に
よ
っ
て
法
王
の
座
を
占
め
ら
れ
た
こ
と
に

な
り
、
数
の
上
で
は
四
人
の
法
王
中
三
人
ま
で
が
タ
マ
ユ
ッ
ト
と
、

統
計
的
に
見
る
か
ぎ
り
で
は
、

は
ヽ

内
の
復
古
主
義
的
革
新
派
で
あ
る
。
モ
ー
ソ
僧
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
初
め
は
一
般
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な

ら
な
か
っ
た
が
、
王
族
が
相
次
い
で
同
派
で
出
家
し
た
こ
と
か
ら
威
信
が
高
ま
り
、
次
第
に
サ
ソ
ガ
内
に
お
け
る
勢
力
が
増
大
し
た
。

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
勢
力
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、

で
あ
っ
た
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
が
一
八
九
三
年
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
大
管
区
長
に
就
任
し
、
前
章
で
詳
述
し
た
教
法
試
験
の
改
革
に
着

手
す
る
な
ど
サ
ソ
ガ
改
革
の
主
導
権
を
掌
握
し
、
兄
王
の
支
援
の
下
に
「
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
の
制
定
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
集
権
的

サ
ソ
ガ
改
革
を
精
力
的
に
推
進
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヮ
チ

ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
は
地
方
行
政
制
度
の
改
革
に
お
け
る
内
相
ダ
ム
ロ
ソ
親

王
に
も
比
す
べ
き
大
事
業
を
、
サ
ソ
ガ
の
分
野
に
お
い
て
完
成
し
た
人
物
と
し
て
記
憶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ

一
九
一

0
年
法
王
に
任
命
さ
れ
、
名
実
共
に
サ
ン
ガ
の
首
長
と
な
り
、
サ
ン
ガ
内
に
お
け
る
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
優
位
を
確
定
的

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
以
後
の
法
王
の
ニ
カ

ー
イ
別
を
調
べ
て
み
る
と
表
12
上
欄
の
よ
う
に
な
る
。
時
問
的
に
見
れ
ば
四
十
八

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
は
、

一
九
五
八
年
の
一
資

な
危
機
を
も
た
ら
し
、
二
十
年
後
に
登
場
し
た
サ
リ
ッ
ト
政
権
の
手
で
廃
止
さ
れ
る
に
至
る
。
本
節
で
は
そ
の
間
の
サ
ソ
ガ
政
治
史

一
八
三
六
年
、
当
時
僧
籍
に
あ
っ
た
モ
ソ
ク
ッ
ト
親
王
（
の
ち
の
四
世
王
）
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
サ
ソ
ガ

チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ

ー
ソ
王
の
異
母
弟
で
、
当
時
ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ
ー
ト
寺
の
住
職

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
と
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
較
差
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
出
身
者
の
圧
倒
的
卓
越
が
目
立
つ
。
つ
ぎ
に
、

の
輪
郭
を
断
片
的
な
資
料
を
手
が
か
り
と
し
て
組
み
立
て
て
み
た
い
。
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表12 法王，主席法臣のニカ ーイ別分類

法 王 名 ニカーイ別

代

代

代

代

1
0
1
1
1
2
1
3
 

第

第

第

第

ワチラヤーソ親王

チナウォーラ・ンリワット親王

テ ィッサテーウォー比丘

ワチラヤーナウォソグ親王

I 在任期間 I 
1910~1921 タマユッ ト

1921~1937 クマユッ ト

1938~1944 マハーニカーイ

1945~1958 クマユット

主 席

第 1代

第 2 代

第 3 代

法 臣 名

ソムデット ・ブラマハー ウィラウオ｀ノ グ
（ティッソー比丘）

ソムデット ・プラブックコーサーチャソ
（ヤーナワロー比丘）

プラサーサナソーボ ソ（ウ ックー ジ一比Ji)

I 在任期問 l 
1942~1946 

1946~1951 

1951~ 

ニカーイ別

クマユ ット

クマユット

クマユット

ーカ

ー
イ
の
区
別
な
く
両
派
の
佃
が
共
同
で
そ
れ
ぞ
れ
の
職

先
に
解
説
を
加
え
た
サ

ソ
ガ

の
中
央
統
治
組
織
に
お
い
て
は
、

ー
ニ
カ

ー
イ

・
タ
マ
ユ
ッ
ト
両
派
の
抗
争
は
、

マ
ハ
ー
ニ

カ
ー
イ
派

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
制
定
以
来
の
「
主
席
法
臣
」
の
出
身
ニ
カ

ー
イ
別
を

調
べ
て
み
る
と
、
表
12
下
欄
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
ま
っ
た
＜
ク
マ
ユ
ッ
ト
派
が
一
方

「
サ
ソ
ガ
議
会
」
議
員
の
勢
力
分
野
を
見
る
と
、
定
員
四
十
五
名
の
議
員
中
、
二
十

三
名
が
マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
、
二
十
二
名
が

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
と
、
そ
の
差
は
一
名
に
過

(
2
)
 

ぎ
ず
、
両
派
の
勢
力
は
ほ
と
ん
ど
伯
仲
し
て
い
た
。
他
の
す
べ
て
の
条
件
を
除
く
と
し

て
も
、
こ
う
し
た
サ
ソ
ガ
の
権
力
機
構
内
部
に
お
け
る

「
不
均
衡
」
が
、
多
数
派
で
あ

る
マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
に
と

っ
て
不
満
の
原
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想

像
が

つ
く

0

。ヒ
プ
ソ
首
相
が
、
両
派
の
対
立
の
続
く
状
態
を
憂
慮
し
、
そ
の
統
合
を
目

的
と
し
て
、
プ
ラ
シ

ー
マ
ハ
ク

ー
ト
寺
を
建
立
し
た
り
、
経
律
の
結
集
を
企
画
し
た
り

し
た
が
、
結
局
失
敗
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
権
力
配
分
上
の
不
均
衡

を
不
問
に
付
し
て
理
想
論
に
走
っ

て
い
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
マ
ハ

化
す
る
に
至
る
。
そ
の
端
緒
を
つ
く
っ
た
の
は
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
事
務
局
長
が
、
地
方

管
区
長
に
対
し
て
公
然
と

「
サ
ソ
ガ
か
ら
離
脱
」
す
る
こ
と
を
指
令
し
た
一
通
の
回
章

で
あ
っ
た
。

も
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
も
、

一
九
四
九
年
に
至
っ

て、

的
に
そ
の
職
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
挙
に
表
面
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る
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

現
在
、
多
く
の
県
に
お
い
て
、

務
を
分
掌
し
て
い
た
が
、
地
方
行
政
機
構
に
関
し
て
は
、
両
派
が
そ
れ
ぞ
れ
に
管
区
長
を
任
命
し
て
、
自
派
の
寺
院
を
統
轄
し
て
い

た
°
し
か
し
、

タ
マ
ュ
ッ
ト
派
の
寺
院
は
そ
の
数
が
少
な
か
っ

た
の
で
、
県
に
よ
っ
て
は
、

的
に
こ
れ
を
統
轄
す
る
場
合
が
多
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
幹
部
は
少
数
派
な
る
が
ゆ
え
に
自
派
の
寺
院
が
マ
ハ
ー

一
九
四
九
年
七
月
十
六
日
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
事
務
局
長
の
署
名
入
り
で
、
全
国
の
タ
マ
ユ
ッ
ト
管
区
長
に
送
付
さ
れ
た
回
章
は
、

(
3
)
 

こ
の
間
の
経
緯
を
知
る
た
め
の
重
要
史
料
な
の
で
や
や
長
い
が
以
下
に
全
訳
し
て
お
こ
う
。

ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ

ェ
ー
ト
寺
内

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
事
務
局

書
簡
第
三
四

一
／
二
四
九
二
号

タ
マ
ュ
ッ
ト
派
書
記
長
発

ク
マ
ユ
ッ
ト
各
管
区
長
宛

一
九
四
九
年
に
至
り
つ
い
に
「
サ
ソ
ガ
法
」
無
視
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な

「
地
方
に
お
け
る
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
統
轄
に
関
す
る
件
」

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
の
管
区
長
が
、
タ
マ
ュ
ッ
ト
派
の
寺
院
を
、
自
派
の
統
轄
下
に
お
こ
う
と
す

い
強
硬
措
置
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
カ
ー
イ
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
で
あ
り
、
仏
暦
二
四
九
二
年
憲
法
の
違
反
行
為
で
あ
る
。

今
後
と
る
べ
き
措
置
の
原
則
を
定
め
る
た
め
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
に
お
い
て
は
、
本
件
を
委
員
会
の
審
議
に
付
託
し
た
と
こ
ろ
委
員
会

は
帝
議
の
結
果
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
に
逹
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
の
経
過
規
定
が
い
ぜ
ん
と
し
て
効

仏
暦
二
四
九
二
年
七
月
十
六
日
付

一
カ
ー
イ
派
の
統
轄
下
に
お
か
れ
る
こ
と
を
好
ま
ず
、

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
の
管
区
長
が
実
質
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「
第
六
十
条

さ
れ

て
い
る
。

プ
ラ
マ
ハ

ー
・

サ
ー
イ

・
ト
ゥ
ソ
テ
ョ

ー

せ
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

力
を
有
し
て

い
る
現
状
に
お
い
て
、

署
名

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
は
自
治
の
自
由
を
主
張
す
る
権
利
が
あ
る
。
ま
た
「
仏
暦
二
四
九
二
年
寮
法
」

ニ
カ

ー
イ
を
選
択
す
る
自
由
お
よ
び
ニ
カ

ー
イ
内
部
に
お
け
る
自
由
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
教
育
振
興
に
関
す
る
教

ニ
カ

ー
イ
の
別
を
認
め
、
た
と
え
ば
補
助
金
の
額
も
一
郡
あ
た
り
マ
ハ
ー
ニ
カ

ー
イ
は
九
十
バ

ー
ツ
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
は
三
十
バ
ー
ツ
と
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
額
を
規
定
し
て
い
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
（
委
員
会
は
）
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の

寺
院
が
、
す
べ
て
ラ
ク
ナ
コ

ー
シ
ン
暦
―
ニ
―
年
法
当
時
の
状
態
に
復
帰
す
べ
き
で
あ
る
（
と
考
え
る
）
。

タ
マ
ユ
ッ
ト
大
管
区
長
は
す
で
に
本
件
に
承
認
を
与
え
、
各
地
方
の
タ
マ
ユ
ッ

ト
派
寺
院
が
、
か
つ
て
の
状
態
に
復
帰
す
べ
き
こ

と
を
指
令
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
寺
院
は
、
下
級
管
区
か
ら
大
管
区
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
の
管
区
に
お
い

て

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
管
区
長
の
統
轄
を
う
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
の
ニ
カ

ー
イ
の
管
区
長
に
従
属
す
べ
き
で
は
な
い
。
各
地
方
の
管

区
長
は
、
統
計
作
成
上
ビ
ク

、

育
法
省
規
則
に
お
い
て
も
、

こ
も
、

|
 

サ
ー
マ
ネ

ー
ラ
の
数
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
れ
は
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
県
サ
ソ
ガ
管
区
長
を
通
じ
て
入

手
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
各
寺
院
か
ら
の
直
接
入
手
を
許
す
べ
ぎ
で
は
な
い
。

以
上

の
次
第
に
つ
き
、
各
位
は
今
後
ク
マ
ユ
ッ

ト
大
管
長
の
発
出
し
た
本
命
令
に
従
っ
て
行
動
し
、
所
轄
県
内
に
存
在
す
る
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
全
寺
院
に
そ
の
趣
旨
を
周
知
徹
底
さ

こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
経
過
規
定
」
と
は
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
の
第
六
十
条
で
、
そ
こ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定

経
律
の
結
集
が
完
了
す
る
か
、
あ
る
い
は
こ
の
法
発
効
の

日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
八
年
を
越
え
な

い
か
ぎ

り
、
古
来
信
奉
さ
れ
実
践
さ
れ

て
き
た
教
義
を
変
更
さ
せ
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
サ
ン
ガ
律
、
サ
ン
ガ
規
則
、
法
王
命
令
、
省
令
ま

206 



第 2部 第 5立

新
主
席
法
臣
の
任
命
が
、

一
九
五
一
年
六
月
十
一
日
に
終
了
し
た
四
日
後
の
六
月
十
五
日
、

民主主義体制下における「サンガ統治法」とその変遷

マハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
の
積
年
の
憤
憑
は
爆
発
し
た
。

マ
ハ
ー
ニ
カ

ー
イ
、

マ
ハ
ー
ニ
カ

ー
イ
派
の
四
十
七
名
の

。ヒ
プ
ソ
の
企
図
し
た
「
経
律
の
結
集
」
に
か
ん
す
る
資
料
が
利
用
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
経
過
規
定
の
立
法
の
趣
旨
を
正
確
に
と

タ
マ
ユ
ッ
ト
両
派
の
合
同
が
。
ヒ
フ
ン
の
目
的
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
同
法
施
行
に

際
し
て
発
表
さ
れ
た
「
声
明
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
経
過
規
定
の
有
効
期
間
で
あ
る

こ
と
を
理
由

と
し
て
、
現
行
の
サ
ソ
ガ
法
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
よ
う
な
行
動
に
出
た
こ
と
は
根
拠
が
蒋
弱
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の

点
の
解
明
に
は
正
確
な
原
史
料
に
も
と
づ
く
研
究
の
深
化
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
う
し
た
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
露
骨
な
分
派
行
動
は
、
か
ね
が
ね
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
に
反
感
を
抱
い
て
い
た
マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
の
反
発
を
招
い
た
が
、
さ
ら
に
主
席
法
臣
の
人
事
問
題
が

こ
れ
に
か
ら
み
、
問
題
は
一
恩
深
刻
化
し
た
。

一
九
四
六
年
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
ソ
ム
テ
ッ
ト

・
プ
ラ
。
フ
ッ
タ
コ

ー
サ
ー
チ
ャ

ー
ン
（
ヤ

ー
ナ
ワ
ロ

ー
比
丘
）
を
第
二
代
の
主
席
法

臣
と
す
る
、
法
臣
会
議
が
成
立
し
た
。
か
れ
は
そ
の
後
五
ヵ
年
問
引
き
続
い
て
主
席
法
臣
の
職
に
あ
っ
た
が
、
晩
年
に
は
老
齢
の
た

め
執
務
不
能
と
な
っ
た
の
で
、
同
じ
く
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
で
あ
る
布
教
法
省
長
官
プ
ラ
サ
ー
サ
ナ
ソ
ー
ボ
ソ
（
ウ
ッ
タ
ー
ジ
ー
比
丘
）

を
事
務
代
理
と
し
て
任
命
し
、
主
席
法
臣
の
職
務
を
代
行
せ
し
め
た
。

ー
ソ
が
逝
去
し
た
と
き
そ
の
後
任
者
と
し
て
、
事
務
代
理
で
あ
っ
た
プ
ラ
サ

ー
サ
ナ
ソ
ー
ポ
ン
が
主
席
法
臣
に
昇
格
し
た
が
、
こ
の

措
置
に
よ
っ
て
、

高
僧
は
、
連
名
で
長
文
の
膜
願
書
を
。ヒ
ブ
ソ
首
相
あ
て
に
送
付
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
戦
後
サ
ソ
ガ
史
の
一
時
期
に
お
け
る
タ
マ

ュ
ッ
ト

・
マハ

ー

ニ
カ

ー
イ
両
派
の
対
立
の
実
態
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
考
え
る
の
で
長
文
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
全

(

4

)

 

文
を
訳
出
し
て
お
き
た
い
。

一
九
五
一
年
、

ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

た
は
施
行
規
則
も
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
」
。

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
。フ
ッ
タ
コ

ー
サ
ー
チ
ャ
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の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
タ
イ
国
・
サ
ソ
ガ
は
、

い
正
義
と
擁
護
の
示
さ
れ
ん
こ
と
を
。

J

こ
に
書
簡
を
呈
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

こ
い
ね
が
わ
く
ば
、

マ
ハ
ー
ニ
カ

ー

マハ

ー
ニ
カ
ー
イ
派
に
対
し
て
、
そ
の
立
場
と
状
況
に
ふ
さ
わ
し

総
理
大
臣
閣
下
お
よ
び
タ
イ
国
政
府
殿

「
わ
れ
ら
マ

ハ
ー
ニ

カ
ー
イ
派
の
長
老
一
同
は
、
以
下
に
申
し
述
べ
る
事
件
に
つ
い
て
、
閣
下
の
御
英
断
を
わ
ず
ら
わ
し
た
く
、

サ
ソ
ガ
統
治
の
過
去
と
現
状
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
こ
に
繰
り
返
し
て
述
べ

る
ま
で
も
な
く
、
閣
下
の
御
高
承
の
と
お
り
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
マ
ハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
の
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
閣
下
お
よ
び
閣
下
の
政
府

の
お
耳
に
達
す
る
こ
と
な
き
を
憂
う
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日、

タ
イ
国

・
サ
ソ
ガ
は
、
経
過
規
定
を
除
け
ば
、
す
べ
て

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
を
そ
の
法
的
規
範
と
し
て
い
る

イ
派
と
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
僧
官
と
し
て
サ
ソ
ガ
に
職
を
奉
ず
る
者
は
、
僧
の
資
格

と
能
力
と
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

一
体
と
な
っ
て
統
治
す
べ
き
で
あ
っ
て
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
、

マハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
た
る
と
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
た
る
を
問
わ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

当
初
、
サ
ン
ガ
の
運
営
は
こ
の
法
律
に
則
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
は
わ
れ
ら
の
知

見
の
遠
く
及
ば
ざ
る
権
勢
と
利
益
と
に
心
奪
わ
れ
た
の
か
、
直
接

・
問
接
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
、
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ

ソ
ガ
法
」
を
抹
殺
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。
直
接
に
は
、
自
派
の
支
持
者
を
通
じ
て
国
会
に
干
渉
し
、
憲
法
の
条
文
を
歪

曲
し
て
解
釈
し
、
つ
い
に
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
を
空
文
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
間
接
的
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
遁
辞
を
も
う
け
て
「
サ
ソ
ガ
法
」
に
反
対
を
試
み
、
各
種
の
反
対
文
書
を
流
す
な
ど
の
謀
略
を
行
な
っ
て
お
り
ま
し
た

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ

ト
の
主
席
法
臣
任
命
に
関
す
る
件

仏
暦
二
四
九
四
年
（
一

九
五
一
）
六
月
十
五
日
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第 2部

(2) 

第 5章

(1) 

民主主義体制下における「サソガ統治法」とその変遷

そ
の
時
以
来
、

派
は
、
独
立
し
て
マ
ハ

ー
ニ
カ
ー
イ
派
と
は
別
個
の
サ
ソ
ガ
統
治
を
始
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
、
大
管
区
長
自
ら
が
、

マハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
の
僧
官
の
監
督
を
拒
否
せ
よ
と
の
指
令
を
発
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
厚
顔
に
も
タ
マ

ユ
ッ
ト
派
の
人

人
は
、
自
派
が
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
を
支
配
し
続
け
て
き
た
こ
と
に
は
目
を
つ
む
り
な
が
ら
、

派
の
僧
を
監
督
す
る
こ
と
を
許
せ
ぬ
と
で
も
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
サ
ソ
ガ
法
の
制
定

こ
の
方
、

タ
イ
国

・
サ
ソ
ガ
は
こ
の
法
律
の
建
前
を
逸
脱
し
た
姿

へ
と
変
貌
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
タ
マ
ュ
ッ
ト

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
僧
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
弄
し
て
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
が
サ
ソ
ガ
の
要
職
、
と
り
わ
け
主
席
法
臣

と
な
る
こ
と
を
妨
げ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
タ
マ
ュ

ッ
ト
派
が
サ
ソ
ガ
法
を
尊
重
せ
ず
ひ
た
す
ら
サ
ソ
ガ
の
要
職
を
占
め
る
こ
と

の
み
に
腐
心
し
た
事
実
は
、
以
下
に
の
べ
る
証
拠
に

よ
っ
て
歴
然
た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

初
代
主
席
法
臣
の
ソ
ム
デ
ッ

ト
・

プ
ラ
マ

ハ
ー
ウ
ィ
ラ
ウ
ォ
ソ
グ
は
ポ
ロ
マ
ニ
ウ
ェ
ー
ト
寺
（
の
住
職
、
す
な
わ
ち
タ
マ
ユ

ッ
ト
で
あ
り
ま
し
た
）
。

二
代
目
主
席
法
臣
は
（
同
じ
く
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
）
テ

ー
プ
ジ
リ

ソ
寺
の
（
住
職
で
あ
る
）

ー
サ
ー
チ
ャ
ー

ソ
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
僧
は
老
齢
の
た
め
執
務
も
思
う
に
ま
か
せ
ぬ
状
態
に
な
っ

て
さ
え
主
席
法
臣
の
職
に
留
ま

に
お
い
て
職
を
奉
じ
て
お
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
り
ま
す
。

マハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
が
タ

マ
ュ
ッ
ト

が
、
こ
れ
で
も
な
お
か
れ
ら
は
満
足
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
九
四
九
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
°
タ
イ
国
・
サ
ソ

ガ
の
師
父
た
る
べ
き
現
法
王
は
、
そ
も
そ
も
偏
り
の
心
の
持
主
な
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、

そ
れ
と
も
痴
毒
に
犯
さ
れ
給
う
た
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
少
数
派
の
人
々
に
加
勢
し
て
、
自
ら
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
大
管
区
長
の
職
を
兼
ね
、
同
派
の
事
務
局
長
に
命
じ
て

全
国
の
タ
マ
ユ
ッ
ト
管
区
長
に
回
章
を
送
り
、
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ

ガ
法
」

体
制
か
ら
の
離
脱
を
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
サ

ソ
ガ
法
は
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
僧
も
多
く
僧
官
と
し
て
そ
の
体
制
の

一
翼
を
担

っ
て
お
り
、
法
王
御
自
身
さ
え
そ
の
体
制
下

ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ

ラ
プ
ッ
タ

コ
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席
法
臣
の
職
を
ば
、
法
王
御
自
身
の
嫡
子
に
与
え
賜
う
た
の
で
あ
り
ま
す
。

は
ヽ

子
と
で
も
み
そ
な
わ
し
賜
う
た
か
、

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ま

っ
た
＜
法
的
根
拠
を
も
た
ぬ
主
席
法
臣
事
務
代
理
な
ど
と
称
す
る
職
を
置
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
も
そ
の
事
務
代
理
は
、
余
人
な
ら
ぬ
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
プ
ラ
サ

ー
サ
ナ
ソ

ー
ポ
ソ
で
あ
り
ま
し
た
。

三
代
目
の
主
席
法
臣
は
、
当
の
プ
ラ
サ

ー
サ
ナ
ソ

ー
ボ
ソ
そ
の
人
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
サ
ソ
ガ
の
統
治
機
構
が
改
革

さ
れ
て
以
来
、
主
席
法
臣
の
三
人
が
三
人
と
も
に
タ
マ
ユ
ッ
ト
、
い
や
も
し
事
務
代
理
を
一
人
と
数
え
る
な
ら
ば
、
三
人
か
ら
四
人

ま
で
も
が
タ
マ
ユ
ッ
ト
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
マ
ハ

ー
ニ
カ

ー
イ
が
タ
マ
ユ
ッ
ト
と
比
較
し
て
数
十
倍
の
僧

を
擁
し
て
い
る
こ
と
は
万
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
資
格
と
い
い
年
功
と
い
い

、
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
長
老
を
マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
は
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ン
ガ
の
師
父
た
る
法
王
は
、
わ
れ
ら
を
い
や
し
い
妾
腹
の

(3) 

マハ

ー
ニ
カ
ー
イ
派
に
一
顧
だ
に
与
え
ず
、
あ
ま
っ
さ
え
、
そ
の

「
妾
腹
の
子
」
の
権
利
さ
え

も
奪
い
と
っ
て
こ
れ
を
正
室
の
子
に
分
け
与
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
今
日
の
主
席
法
臣
は
、
い
わ
ば
タ
マ
ユ
ッ
ト
が
そ
の
統
治
に

は
無
縁
の
は
ず
の
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
だ
け
の
統
轄
者
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
全
国
の
ク
マ
ユ
ッ
ト
派
の
サ
ソ
ガ

一
九
四
九
年
以
降
わ
れ
ら
の
師
父
な
る
御
方
が
偏
愛
の
あ
ま
り
に
御
自
身
で
こ
れ
を
養
お
う
と
持
ち
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
法
王

は
不
応
行
を
怖
れ
賜
う
た
か
、
法
的
に
も
状
況
的
に
も
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
の
権
限
に
属
す
べ
き
主

い
ま
正
義
に
も
と
づ

い
て
思
案
を
め
ぐ
ら
す
な
ら
ば
、
今
回
の
主
席
法
臣
の
地
位
は
、
ベ
ソ
チ
ャ
マ
ボ
。
ヒ
ッ
ト
寺
住
識
の
ソ
ム
デ

ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ソ
ト
に

こ
そ
与
え
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
り
ま
す
。
前
代
、
前
々
代
の
主
席
法
臣
の
地
位
は
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
世
尊
の
教
え
に
し
た
が
い
年
功
を
も
っ
て
判
断
の
基
準
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
マ
ハ
ー
ニ

カ
ー
イ
の
利
害
を
考
え
た
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
御
意
に
御
座
居
ま
す
と
申
し
上
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
わ

れ
ら
の
師
父
は
、
地
位
や
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い
憐
み
の
心
を
持
た
ぬ
御
方
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
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(5) 
り
ま
す
。

(4) 
い
る
人
物
で
あ
り
ま
す
。

(3) (2) (1) 
ば
、
以
下
の

ご
と
き
結
論
に
達
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、

心
を
空
し
う
し
て
、
人
物
と
諸
般
の
事
消
を
勘
案
し
、
サ

ソ
ガ
の
安
寧
、
政
府
と
大
多
数
の
国
民
の
福
利
を
願
っ
て
考
え
る
な
ら

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
と
プ
ラ
サ
ー
サ
ナ
ソ

ー
ポ

ソ
を
比
べ
れ
ば
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
の
ほ
う
が

プ
ラ
サ

ー
サ
ナ
ソ
ー
ボ
ソ
よ
り
、
年
齢
も
上
で
あ
り
、

告
格
も
す
ぐ
れ
、
僧
位
に
お
い
て
も
上
級
に
位
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ

ッ
ト
は
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
の
長
老
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
現
在
の
主
席
法
臣
の
地
位
は
、
す

で
に
指
摘
い
た
し
ま
し
た
よ
う
な
事
情
か
ら
マ
ハ

ー

ニ
カ

ー
イ
派
の
サ
ソ
ガ
の
み
を
統
轄
す
る
役
職
で
あ
り
ま
す
。

ソ
ム
テ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
は
、
プ
ラ
サ

ー
サ
ナ
ソ

ー
ボ
ン
と
く
ら
べ
数
十
倍
も
多
い
僧
俗
の
信
徒
の
信
望
を
集
め
て

現
法
臣
会
議
の
中
で
（
す
で
に
会
議
に
出
席
不
能
と
な
っ
た
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
。
フ
ッ
タ

ー
チ
ャ
ー
ソ
を
除
け
ば
）
ソ
ム
デ

ッ
ト

・
フ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
が
朧
次
も
最
高
で
あ
り
、
し
か
も
タ
マ
ユ
ッ
ト

・
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
双
方
の
法
臣
か
ら
蒻
敬
を
受
け
て
お

現
在
、

能
な
の
は
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
た
だ
一
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
徳
と
い
い
、
吉
相
と

い
い
、
過
去
、
現
在
、
未
来

に
わ
た
る
客
観
的
事
情
の
す
べ
て
を
総
合
し
て
見
る
に
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
こ
そ
は
、
主
席
法
臣
た
る
に
も
っ
と
も

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
わ
れ
ら
マ
ハ

ー

ニ
カ
ー
イ
派
の
長
老
全
員
は
、
総
理
大
臣
閣
下
、
お
よ
び
閣
下
の
政
府
が
、
本
件
を
慎
重

に
審
議
さ
れ
、

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー

カ
ナ
の
僧
位
を
も
つ
最
高
位
の
大
長
老
の
中
で
、
ま
だ
健
康
体
で
あ
り
、
執
務
可

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
。フ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
を
主
席
法
臣
に
任
命
し
、
も
っ
て
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
の
サ

ソ
ガ
お
よ
び
在
俗
信

徒
に
吉
祥
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
請
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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今
般
、
わ
れ
ら
一
同
が
、
閣
下
の
御
心
を
悩
ま
す
ご
と
き
行
動
を
起
こ
し
ま
し
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
こ
と
に
遺
憾
に
存

ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
出
家
者
は
そ
も
そ
も
平
和
的
な
手
段
を
旨
と
す
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が

ら
、
諸
般
の
事
情
を
十
分
に
考
え
抜
い

た
末
、
大
義
の
た
め
い
か
に
し
て
も
行
動
を
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
結
論
に
到
達
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
手
段
に
訴
え
て
も
事
態
の
す
み
や
か
な
解
決
を
は
か
ら
ぬ
か
ぎ
り
、
サ
ソ
ガ
に
と
っ

て
も
は
た
ま
た

政
府
に
と
っ
て
も
、
大
な
る
損
失
を
生
む
や
も
知
れ
ぬ
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

マ
ハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
の
僧
た
ち
は
、
カ
カ

る
不
法
に
長
年
月
忍
従
を
強
い
ら
れ
て
来
た

こ
と
に
幻
滅
の
悲
哀
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
わ
れ
ら
心
を
一
に
す
る
者
が
も
っ
と
も
懸

念
い
た
し
ま
す
の
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
お
か
れ
た
マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
の
僧
が

一
斉
に
立
ち
上
が
り
、
不
満
分
子
に
あ
り
が
ち

な
か
の
不
法
を
お
か
し
て
ま
で
権
利
の
要
求
を
か
か
げ
る
事
態
が
到
来
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
不
法
を
お
し
つ
け

ら
れ
続
け
て
来
た
者
た
ち
は
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

サ
ソ
ガ
、
あ
る

い
は
悲
し
め
る

ク
イ
国
仏
教
の
名
誉
を
輝
か
そ
う
と
考
え

る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
わ
れ
ら

一
同
は
、

平
和
的
な
手
段
に
よ
り
、
こ
う
し
て
閣
下
と
閣
下
の
政
府
に
訴
え

出
た
の
で
あ
り
ま
す
。

も
し
こ
れ
を
悪
意
に
と
り
、
未
だ
煩
悩
を
断
ち
切
れ
ぬ
僧
侶
共
が
、
平
和
を
乱
す
行
な
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら

ば
い

た
し
か
た
あ
り
ま
す
ま
い
。
し
か
し
、

煩
悩
の
虜
と
な
っ
た
権
力
者
の
所
業
に
よ
っ
て
あ
る
結
果
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

結
果
は
い
き
お
い
そ
の
原
因
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

統
治
原
理
の
真
実
に
基
づ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
権
力
者
と
は

こ
の
世
の
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
者
で
あ
り
ま
す
。
も
し
、
そ
の
権
力
が
、
不
法
に
よ
っ
て
築
か
れ
、
時
と
処
に
ふ
さ
わ
し
か

ら
ぬ
権
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
と
お
そ
ろ
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
呪
法
に
よ
っ
て
権
力
を
握
っ
た
者
が
、
ク
マ

ユ
ッ

ト
派

で
あ
り
、
か
つ
て
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
の
長
老
た
ち
の
上
に
君
臨
す
る
と
こ

ろ
の
プ
ラ
サ
ー
サ
ナ
ソ

ー
ボ
ソ
に
武
器
を
あ
た
え
る
な
ら

ば
、
し
か
も
か
れ
が
マ
ハ
ー
ニ
カ

ー
イ
と
は
実
は
何
の
か
か
わ
り
も
も
た
ぬ
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
す
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
も
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右
の
書
簡
の
内
容
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

プ
ラ
タ
ソ
マ

ト
ラ
イ
ロ

ー
カ
ー
チ
ー

ヤ
ソ
他
四
十
六
名
」

言
い
た
す
の
で
あ
り
ま
す
。

っ
て
戦
慄
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

プ
ラ
サ

ー
サ
ナ
ソ

ー
ボ
ソ
が
、
総
明
で
、

タ
マ

ユ
ッ
ト
派
の
信
望
を
集
め
る
有
力
な
タ
マ
ユ
ッ
ト
の
大
長
老
で
あ
る
と
、
タ
マ
ユ

ッ
ト
派
な
り
あ
る
い
は
ク
マ
ユ
ッ
ト
支
持
の
在
俗
信
徒
た
ち
が
言
わ
れ
る
の
な
ら
、

ー
ニ
カ
ー
イ
の
た
め
に
そ
の
能
力
と
知
力
を
惜
し
み
な
く
使
っ
て
下
さ
る
寛
容
さ
の
前
に
感
謝
の
言
葉
を
捧
げ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
プ

ラ
サ

ー
サ
ナ
ソ

ー
ボ
ソ
は
、
未
だ
煩
悩
を
離
脱
し
切
れ
ぬ
大
長
老
で
あ
り
、

ぎ
と
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
行
動
か
ら
判
断
す
る
に
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
は
マ
ハ

ー
ニ
カ
ー
イ
派
に
こ
だ
わ
り
地
位

身
分
に
執
着
し
て
お
り
ま
す
。
も
し
地
位
に
執
着
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
主
席
法
臣
の
席
を
マ
ハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
に
譲
っ

て

そ
の
あ
か
し
を
立
て
て
見
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

を
捧
げ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

マ
ハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
は
そ
の
時
は
じ
め
て
か
れ
を
信
じ
、
将
来
共
に

こ
れ
に
尊
敬

最
後
に
衷
心
よ
り
念
願
い
た
し
ま
す
の
は
、
閣
下
お
よ
び
閣
下
の
政
府
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
事
柄
の
真
実
に
注
目
し
て
、

マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
大
多
数
の
決
意
を
う
け
た
わ
れ
ら

一
同
の
嘆
願
の
正
し
さ
を
直
ち
に
立
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
し
、

何
ら
か
の

理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
嘆
願
の
趣
旨
に
違
う
結
果
が
生
じ
ま
し
た
る
場
合
に
は
、
サ
ソ
ガ
の
中
に
好
ま
し
か
ら
ざ
る
事
態

が
発
生
し
よ
う
と
も
、

遺
憾
な
が
ら
わ
れ
ら
は
こ
れ
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
わ
け
に
は
ま
い
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、

こ
の
機
会
に
明

な
お
、
同
趣
旨
の
嘆
願
は
、
法
王
に
対
し
て
も
行
な
い
、
わ
れ
ら
の
目
的
の
実
現
を
期
し
て
お
り
ま
す
。

、
、
、
、

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
は

サ
ソ
ガ
政
治
に
お
け
る
劣
勢
を、

国
家
権
力
の
介
入
を
求

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
抗
回
し
よ
う
と
、
こ

の
嘆
願
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
の
信
頼
を
つ
な

マ
ハ

ー
ニ
カ

ー
イ
派
も
こ
れ
に
同
意
し、

マ

ノ‘

213 



底
本
に
は
、

S
a
n
g
i
a
m
,
0
p
.
cit
., 
p
p
.
 43
8ー

4
4
7
.
所
収
の
テ
キ
ス

ト
を
用
い
た
。

(
4
)
I
b
i
d
.》

p
.
4
5
2
.
な
お
任
命
の
日
付
に
つ
い
て
は
、

W
i
c
h
i
e
n

W
a
c
h
i
r
a
p
h
a
h
u
`
P
r
a
m
u
a
n
 
P
h
r
a
r
i
i
t
c
h
a
p
h
i
t
h
i,
 P

h
r
a
r
i
it
c
h
aざ
u
s
o
n
,

R
a
t
t
h
a
p
h
i
t
h
i,
 Si

i
t
s
a
n
a
p
h
i
t
h
i
 
l
a
e
 
R
a
b
i
a
p
 
B
o
r
i
固
n
k
e
n
k
h
a
n
a
s
o
n
g,
K
h
i
i
m
u
 
P
h
r
a
k
h
a
ミ
5

苦
志
‘
~
(
C
h
a
b
a
p
p
}
,
i
s
e
t
)
.
B
a
n
g
k
o
k
,
 

p
p
.
 26

6
,
2
7
3
所
収
の
「
法
臣
会
議
名
簿
」
参
照
。

歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

一
九
五
八
年
十
一
月
十
一
日
、

第
十
三
代
法
王
ク
ロ
マ
ル
ア
ソ
グ

・
ワ

チ
ラ
ヤ
ー
ナ
ウ
ォ
ン
グ
親
王
は
脳
出
血
の
た
め
、
八
十
五

(
l
)
 

一
九
四
五
年
法
王
就
任
以
来
、
十
四
年
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
十
四
代
法
王
候
補
者
の
選
考
の
実
情
は
不

十
分
な
資
料
か
ら
は
こ
れ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
法
王
の
逝
去
か
ら
新
法
王
の
就
任
ま
で
に
十
八
ヵ
月
を
要
し

(
3
)
 

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
に
よ
る
巻
ぎ
返
し
は
功
を
奏
し
、
法
王
は
、
七
月
三
日
、
要
求
通
り
、
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト
を
主
席
法
臣
に
任

命
し
、
プ
ラ
サ
ー
サ
ナ
ソ
ー
ボ
ソ
を
主
席
法
臣
か
ら
降
格
さ
せ
て
、
従
前
の
職
で
あ
る
布
教
法
省
長
官
に
復
帰
さ
せ
た
。
こ
う
し
て

一
応
そ
の
危
磯
を
回
避
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
派
の
反
目
は
そ
の
後
も
終
息
せ
ず
、
七

年
後
の
一
九
五
八
年
、
法
王
位
継
承
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
ふ
た
た
び
表
面
化
す
る
に
至
っ
た
。
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出
所
は
、
「
法
王
」
、
「
主
席
法
臣
」
に
つ
い
て
は
、

S
a
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g
i
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K
h
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h
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6
5

「
サ
ン
ガ
議
会
」
の
議
員
の
出
身
ニ
カ
イ
に
つ
い
て
は
注
(
1
)
に
引
用
の
資
料
の
七

1
八
頁
に
掲
載
さ
れ
た
議

員
名
簿
に
よ
る
。

サ
ソ
ガ
は
、

第
三
節

サ
リ
ッ
ト
・
タ
ナ
ラ
ッ
ト
の
登
場
と
「
新
サ
ン
ガ
法
」
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第 2部 第 5章 民主主義体制下における「サンガ統治法」とその変遷

る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

た
こ
と
、

一
九
六

0
年
五
月
ご
ろ
以
後
、
サ
ソ
ガ
の
幹
部
で
あ
る
某
高
僧
が
、
政
府
を
欺
こ
う
と
し
て
い
る
旨
の
怪
文
書
が
配
布
さ

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
資
料
は
、

ん
す
る
総
理
府
声
明
」
で
あ
る
。
こ
の
声
明
文
も
ま
た
、
先
に
引
用
し
た
二
資
料
と
共
に
数
々
の
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
、

(
2
)
 

今
後
の
考
究
の
足
が
か
り
と
し
て
全
訳
し
て
お
こ
う
。

政
府
が
そ
の
全
力
を
傾
注
し
て
国
家
開
発
を
推
進
し
、
愛
国
的
な
国
民
各
位
が
近
隣
諸
国
の
情
勢
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
非

常
事
態
に
身
命
を
捧
げ
て
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
る
今
日
、
サ
ン
ガ
に
お
い
て
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
が
発
生
し
て
い
る
。
も
し
こ

の
事
態
を
放
置
し
お
く
と
き
は
、
ひ
と
り
仏
教
の
衰
亡
を
ま
ね
く
に
留
ま
ら
ず
、
国
家
に
も
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い

の
で
、
政
府
は
こ
こ
に
声
明
を
発
し
て
、
そ
の
所
信
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
適
当
と
考
え
る
。

政
府
の
真
意
は
国
民
各
位
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
を
民
族
固
有
の
宗
教
と
信
じ
、
民
族
、
宗
教
、
国
王
を
三
つ
の
宝

と
し
て
尊
重
す
る
。
全
国
に
二
十
五
万
人
も
存
在
す
る
僧
侶
を
尊
敬
し
、
こ
れ
に
一
般
の
俗
人
に
勝
る
特
権
を
付
与
し
、
何
物
も
借

り
ず
、
買
わ
ず
、
世
の
な
り
わ
い
に
心
煩
わ
す
こ
と
な
く
生
活
を
送
る
こ
と
を
許
し
、
税
金
も
支
払
わ
ず
、
兵
役
の
義
務
も
免
れ
、

い
か
な
る
危
険
を
も
お
か
す
要
な
く
過
ご
す
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
て
い
る
の
は
、
た
だ
―
つ
の
目
的
の
達
成
、
す
な
わ
ち
、
戒
を
正

し
く
守
る
清
浄
の
人
、
仏
法
を
厳
格
に
実
践
す
る
人
、
そ
し
て
仏
教
を
と
こ
し
え
に
繁
栄
せ
し
め
る
人
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
念
願
す

し
か
る
に
、
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
高
僧
の
あ
る
者
は
、
出
家
者
の
身
分
に
あ
る
ま
じ
き
行
動
に
走
る
こ
と
す
で
に
久
し

い
と
い
う
。
政
府
は
こ
れ
に
よ
っ
て
被
害
を
蒙
っ
た
筋
か
ら
の
嘆
願
を
受
け
、
ま
た
仏
教
の
将
来
を
案
ず
る
人
々
の
訴
え
を
聞
き
、

「
サ
ソ
ガ
の
動
向
に
か
ん
す
る
総
理
府
声
明
」

れ
る
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
法
王
位
を
め
ぐ
っ
て
、

一
九
六

0
年
十
月
二
十
八
日
付
の
「
サ
ソ
ガ
の
動
向
に
か

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
、

ク
マ
ユ
ッ
ト
派
の
問
に
暗
黙
の
抗
争
が
行
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こ
れ
を
い
か
に
処
置
す
べ
き
か
に
つ
き
検
討
を
加
え
た
。
処
置
の
仕
方
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
そ
の
一
っ
は
、
政
府
が
こ
れ
に

一
切
介
入
せ
ず
、
仏
教
内
部
の
事
柄
と
し
て
放
置
し
お
く
方
法
で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
方
法
は
、
政
府
が
は
た
し
て
そ
れ
を
黙
過
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
は
（
タ
イ
）
民
族
固
有
の
宗
教
で
あ
り
、
国
民
の
大
多
数
は
こ

れ
に
関
心
を
払
い
、
そ
れ
が
衰
微
す
る
の
を
好
ま
な
い
。
そ
し
て
国
家
と
民
族
、
宗
教
、
国
王
を
守
護
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
政
府
の

責
務
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
方
法
を
検
討
し
た
結
果
、
政
府
は
自
ら
の
任
務
を
サ
ン
ガ
に
対
す
る
協
力
者
と
規
定
し
た
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、

も
し
法
臣
会
議
が
、
証
人
や
証
拠
を
必
要
と
す
る
時
は
、
政
府
は
そ
の
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
こ
れ
に
協
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
れ
ま
で
法
臣
会
議
で
何
を
審
議
し
よ
う
と
、
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
よ
う
と
、
政
府
が

サ
ソ
ガ
に
干
渉
し
た
こ
と
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
に
お
い
て
政
府
は
、
不
隠
な
情
勢
、
安
全
を
お
び
や
か
す
事
態
の
発
生
に
は
つ
ね
に
十
分
の
注
意

を
払
っ
て
来
た
。
政
府
は
、

今
日
の
ご
と
き
サ
ソ
ガ
の
事
態
に
対
し
て
そ
の
見
解
を
公
に

し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
サ
ソ

ガ
が
政
府
に
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
自
由
に
自
ら
理
非
曲
直
の
判
定
を
行
な
う
こ
と
を
念
願
し
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
事
実
、

サ
ソ
ガ
が
自
ら
の
力
を
も
っ

て
自
ら
を
治
め
、
政
府
が
な
ん
ら
の
容
隊
の
必
要
も
な
い

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
慶
賀
に

た
え
ぬ
次
第
な

の
で
あ
る
。

し
か
る

に
事
態
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
方
向
へ
と
発
展
し
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
五
ヵ
月
前
に
配
布
さ
れ
て
世
間
を
さ
わ
が
せ
た

も
の
と
類
似
の
法
王
の
後
任
問
題
、
法
臣
会
議
の
改
造
問
題
に
か
ん
す
る

パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
が
ふ

た
た
び
配
布
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が

発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
某
高
僧
を
非
難
し
、
政
府
が
あ
る
種
の
高
僧
に
よ
っ
て
欺
か
れ
て
い
る
こ
と
を
暗

に
非
難
し
て
い
る
。
事
実
は
ど
う
か
。
政
府
は
こ
の
声
明
文
を
発
出
す
る
ま
で
（
こ
の
問
題
に
関
し
）
何
人
の
言
を
も
信
じ
な
か
っ

た
。
法
臣
会
議
も
ま
た
、
最
終
的
な
判
定
を
ま
だ
政
府
に
通
告
し
て
き
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
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思
う
に
、
国
民
各
位
が
も
っ
と
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、

の
決
定
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
法
臣
会
議
の
命
に
従
わ
ず
、
し
か
も
法
臣
会
議
に
そ
の
命
令
を
強
制
す
る
能
力
が
な
い
場
合
、
も
し

政
府
が
こ
れ
に
協
力
を
求
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
政
府
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
態
度
に
出
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
政
府
が
こ
の

声
明
文
を
も
っ
て
明
確
に
し
て
お
き
た
い
の
は
つ
ぎ
の
一

事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
法
臣
会
議
か
ら
要
請
さ
れ
た
な
ら
ば
、
政

府
は
法
律
の
許
す
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
に
協
力
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
政
府
は
事
件
が
戒

律
、
サ
ソ
ガ
律
、
総
じ
て
サ
ソ
ガ
の
内
部
の
問
題
と
し
て
平
隠
裡
に
落
着
し
、
仏
教
の
衰
退
を
も
た
ら
さ
ず
、
政
府
の
関
与
を
必
要

と
せ
ず
に
す
む
こ
と
を
念
頴
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
事
件
が
平
隠
裡
に
解
決
せ
ず
、
国
家
に
対
す
る
不
隠
の
動
き
、
危
害
と
な

る
事
態
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ら
ば
、
わ
が
政
府
は
法
臣
会
議
と
協
力
し
て
、
絶
対
的
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
政
府
は
事
態
が
政
府
が
自
ら
好
ま
ぬ
と
こ
ろ
の
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
段
階
に
ま
で
立
ち
至
ら
ぬ
よ
う
衷
心
よ

り
希
望
す
る
。

こ
こ

に
政
府
の
所
信
を
国
民
各
位
に
声
明
す
る
次
第
で
あ
る
。

い
ま
か
り
に
法
臣
会
議
が
あ
る
種
の
決
定
を
下
し
た
と
し
て
、
そ

当
時
の
首
相
は
一
九
五
七
年
、
五
八
年
の
二
度
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
政
権
の
座
に
つ
い
た
陸
軍
元
帥
サ
リ
ッ
ト

・
タ
ナ
ラ
ッ

ト
で
あ
っ
た
。
サ
リ
ッ
ト
は
、
こ
の
声
明
文
の
冒
頭
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
開
発
を
最
重
点
政
策
と
し
、
民
主
主
義
的
原
理

を
犠
牲
と
し
て
国
家
統
治
機
構
の
高
度
な
集
権
化
を
行
な
い
、
行
政
能
率
の
高
揚
に
努
め
た
。
か
れ
は
ま
た
そ
の
開
発
政
策
の

一
環

と
し
て
、

伝
統
的
価
値
を
宣
揚
し
そ
れ
に

よ
っ
て
国
民
統
合
の
強
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
仏
教
と
り
わ
け
サ
ソ
ガ
の
動

向
は
単
な
る
宗
教
界
の
問
題
で
は
な
く
、
サ
リ
ッ
ト
の

一
連
の
施
策
の
推
進
に
お
け
る
、
戦
略
的
重
要
性
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た
。

仏
暦
二
五

0
三
年
十
月
二
十
八
日
」

総
理
府
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に
示
さ
れ
て
い
る
。

る。 日
か
く
し
て
、
新
サ
ソ
ガ
法
の
原
案
作
成
が
命
．
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
六
月
二
十
八
日
、
新
サ
ソ
ガ
法
原
案
は
当
時
の
制

サ
ソ
ガ
に
お
け
る
分
裂
抗
争
は
、
国
家
利
益
の
破
壊
に
つ
ら
な
る
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
総
理
府
声
明
に
は
、

自
制
と
焦
燥
の
入
り
ま
じ
っ
た
サ
リ
ッ
ト
の
サ
ソ
ガ
観
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

サ
リ
ッ
ト
は
、
サ
ソ
ガ
の
混
乱
が
、

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
に
よ
っ
て
サ
ソ
ガ
に
濁
入
さ
れ
た
民
主
的
諸
装
置
の
存
在

に
原
因
す
る
と
判
断
し
、

サ
ソ
ガ
が
か
れ
の
役
割
期
待
に
沿
っ
た
機
能
を
効
率
的
に
遂
行
し
う
る
よ
う
こ
れ
を
改
造
し
よ
う
と
し
た
。

憲
議
会
に
提
出
さ
れ
、
五
ヵ
月
余
に
わ
た
る
専
門
委
員
会
の
審
議
を
経
た
の
ち
、
同
年
十
二
月
十
三
日
の
制
憲
議
会
に
お
い
て
一
―

ニ
対
一
を
も
っ
て
可
決
成
立
し
た
。
新
サ
ソ
ガ
法
は
「
仏
暦
二
五

0
五
年
サ
ソ
ガ
法
」
と
呼
ば
れ
、
同
年
十
二
月
三
十
一
日
に
公
布

さ
れ
、
翌
六
＿
―
-
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
次
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
新
サ
ソ
ガ
法
を
、
前
二
法
と
の
比
較
に
お
い
て
検
討
し

よ
う
と
思
う
。

「
仏
暦
二
五

0
五
年
サ
ソ
ガ
法
」
の
特
徴

新
サ
ソ
ガ
法
は
、
旧
法
を
特
徴
づ
け
て
い
た
民
主
主
義
的
色
彩
を
ま
っ
た
＜
払
拭
し
て
、

サ
ソ
ガ
統
治
に
関
す
る
す
べ
て
の
権
限

を
法
王
の
一
身
に
集
中
し
、
法
王
が
自
ら
の
任
命
す
る
大
長
老
会
を
通
し
て
サ
ソ
ガ
を
統
轄
す
る
体
制
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
王
の
権
限
を
強
化
す
る
一
方
、
新
サ
ソ
ガ
法
が
、
そ
れ
ま
で
終
身
職
で
あ
っ
た
法
王
職
を
、
勅
命
に
よ

っ
て
解
任
で
き
る
規
定
を
も
う
け
た
こ
と
は
、
世
俗
権
力
に
対
す
る
サ
ソ
ガ
の
従
属
度
を
、
さ
ら
に
高
め
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ

「
仏
暦
二
五

0
五
年
サ
ソ
ガ
法
」
制
定
の
事
情
は
、
同
法
の
末
尾
に
そ
え
ら
れ
た
つ
ぎ
の
注
記
の
簡
潔
な
文
言
の
中
に
、
明
ら
か
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不
信
感
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み
と
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こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
に
も
ま
し
て、

わ
が
国
の
社
会
論
理
や
わ
が
国
民
の
性
格
特
性
、

相
タ
ナ
ッ
ト

・
コ
ー
マ

ン
の
つ
ぎ
の
講
演
の
中
に
明
快
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
こ
の
法
律
を
制
定
施
行
し
た
理
由
は
、
そ
も
そ
も
サ
ソ
ガ
の
運
営
は
、
現
行
の
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
権
力
の
均
衡
を
目
的
と

す
る
権
力
分
立
の
原
理
に
基
づ
い
て
行
な
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
制
度
の
採
用
は
い
た
ず
ら
に
運
営
効
率
の
低
下

こ
の
一
文
は
、
旧
法
に
よ
っ
て
サ
ン
ガ
に
導
入
さ
れ
た
民
主
主
義
的
統
治
原
理
が
、

あ
っ
た
と
い
う
判
断
を
、
政
府
が
公
文
書
の
中
に
お
い

て
明
示
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、

の
反
映
と
し
て
単
に
仏
教
史
家
の
み
な
ら
ず
政
治
史
家
に
と
っ
て
も
興
味
あ
る
研
究
資
料
を
提
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旧

(
3
)
 

法
に
お
け
る
民
主
主
義
的
原
理
の
存
在
は
、
「
ピ
プ

ー
ソ
体
制
の
特
色
で
あ
る
外
来
原
理
嗜
好
の
性
向
」
の
あ
わ
ら
れ
に
ほ
か
な
ら

な
い
が
、
新
法
を
制
定
し
た
サ
リ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
は
ま
さ
に
こ
の
旧
。
ヒ
プ

ー
ソ
体
制
の
性
向
を
否
定
し
、
「
タ
イ
的
な
原
理
（
ラ
ク

タ
イ

一a
k

t
h
a
i
)

」
に
基
づ
く
政
治
を
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

、
、
、
、

サ
ソ
ガ
運
営
に
と
っ
て
本
質
的
に
不
適
当
で

か
れ
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
外

「
過
去
の
政
治
的
不
安
定
の
根
本
的
原
因
は
、
お
お
む
ね
外
来
の
諸
制
度
を
、
わ
れ
わ
れ
の
土
壌
の
上
に
、
細
心
の
準
備
も
な
く
、

一
言
で
言
う
な
ら
ば
民
族
の
天
性
、
に
つ
い
て
十
分
顧
慮
を

払
う
こ
と
な
し
に
、
唐
突
に
移
植
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
…
…
こ
れ
が
民
族
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
は
っ
き
り
気
付

く
こ
と
は
、
こ
の
国
が
、
な
ん
ら
か
の
権
威
ー
暴
君
的
権
威
で
は
な
く
、
民
族
の
す
べ
て
の
要
素
が
そ
の
ま
わ
り
に
秩
序
づ
け
ら

(

4

)

 

れ
る
統
一
的
権
威
ー
の
も
と
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
う
ま
く
機
能
し
、
繁
栄
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。

こ
の
文
脈
に
お
い

て
さ
き
に
引
用
し
た
「
サ
ン
ガ
法
注
記
」
の
文
言
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、

サ
リ
ッ
ト
の
民
主
主
義
的
統
治
原
理
に

サ
リ
ッ
ト
は
「
恩
情
主
義
的
専
制
支
配
を
、
ま
る
で
所
与
の
約
束
事
で
あ
る
か
の
如
く
当
然
視
し
た
」
と
い
う
指
摘
が
、
政
治
学

を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
」
。

一
九
六

0
年
当
時
の
政
治
的
ニ

ー
ト
ス

219 



第
八
章
「
雑
則
」
（
第
四
十
五
条
ー
第
四
十
六
条
）

第
七
章
「
罰
則
」
（
第
四
十
二
条
／
第
四
十
四
条
）

第
六
章
「
宗
教
汽
産
」
（
第
四
十
条
ー
第
四
十
一
条
）

第
一
章
「
法
王
」
（
第
七
条
／
第
十
一
条
）

第
三
章

「
サ
ソ
ガ
の
統
轄
」
（
第
二
十
条
ー
第
二
十
三
条
）

第
四
章
「
懲
戒
と
還
俗
」
（
第
二
十
四
条
ー
第
三
十
条
）

第
五
章

「
寺
院
」
（
第
三
十
一
条
ー
第
三
十
九
条
）

第
二
章
「
大
長
老
会
」
（
第
十
二
条
ー
第
十
九
条
）

第

一
条

1
第
六
条
（
法
律
の
名
称
ほ
か
）

本
法
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
八
章
四
十
六
条
よ
り
な
っ
て
い
る
。

(
5
)
 

者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
新
サ
ソ
ガ
法
に
示
さ
れ
た
統
治
原
理
も
ま
た
、
こ
う
し
た
サ
リ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
を
反
映
し
て
い

「サ

ソ
ガ
法
注
記
」
の
後
段
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
、
あ
る
べ
き
サ
ソ
ガ
統
治
の
姿
を
要
約
す
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
…
・
・
・
サ
ソ
ガ
の
最
高
権
者
が
、
法
律
と
戒
律
と
に
従
い
、

大
長
老
会
を
通
し
て
サ

ン
ガ
を
統
轄
す
る
よ
う
に
改
め
た

こ
こ
で
「
サ
ソ
ガ
の
最
高
権
威
者
」

と
訳
し
た
語
の
原
語
は

s
a
k
6
n
m
a
h
i
i
sa
n
g
k
h
a
p
a
r
i
n
i
i
y
o
k

で
、
「
サ

ソ
ガ
全
体
を
導
く
指
導
者
」

を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
「
法
玉
」
を
指
す
。
し
た
が

っ
て
、
「
法
王
」

を
最
高
の
指
通
者
と
す
る
「
専
制
的
支
配
」
こ
そ
が
、

サ
ソ
ガ
に
と
っ
て
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
統
治
体
制
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
こ
の
「
注
記
」
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
下
、
「
二
五

0
五
年
サ
ン
ガ
法
」
の
本
文
の
内
容
と
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
二
、

三
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
た
め
の
措
償
で
あ
る
」。

る。
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そ
し
て
お
そ
ら
く
は
八
年
後
に
法
王
と
な
る
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
の
勢
力
が
、

っ
た
。

う
名
称
が
再
登
場
し
て
い
る
。

民主主義体制下における「サソガ統治法」とその変遷

両
法
の
差
は
、
そ
の
構
成
の
上
に
も
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
二
四
八
四
年
法
」
を
特
徴
づ
け

て
い
た
「
サ

ソ
ガ

議
会
」
、
「
法
臣
会
議
」
、「
サ
ソ
ガ
裁
判
所
」
の
規
定
が
「
二
五

0
五
年
法
」
で
は
ま
っ
た
＜
消
え
、
代
わ

っ
て
「
大
長
老
会
」

と
い

「
大
長
老
会
」
は
、
最
初
の
サ
ン
ガ
法
で
あ
る
「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ

ソ
暦

―
ニ
―
年
法
」
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
設
置
さ
れ
た
機
構
で、

当
時
の
四
大
管
区
の
正
副
大
管
区
長
で
あ
る
八
名
の
長
老
を
構
成
員
と
す
る
サ

ソ
ガ

の
合
議
体
で
あ

「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
ニ
―
年
法
」
が
制
定
さ
れ
た

一
九

0
二
年
は
、
ち
ょ
う
ど
法
王
の
空
位
期
間
に
あ
た
っ
た
こ
と
、

経
過
規
定
（
第
六
十
条
）

第
八
章

「
雑
則
」
（
第
五
十
七
条
／
第
五
十
九
条）

第
七
章

「
罰
則
」
（
第
五
十
三
条
／
第
五
十
六
条）

第
六
章
「
サ
ソ
ガ
裁
判
所
」
（
第
五
十
条

1
第
五
十
二
条
）

第
五
章
「
宗
教
資
産
」
（
第
四
十
六
条

1
第
四
十
九
条）

第
四
章
「
寺
院
」
（
第
三
十
八
条
ー
第
四
十
五
条
）

第
三
章
「
法
臣
会
議
」
（
第
二
十
八
条
ー
第
三
十
七
条
）

第

一
章

「
法
王
」
（
第
五
条
／
第
十
条）

第
二
章
「
サ
ソ
ガ
議
会
」
（
第
十

一
条
ー
第
二
十
七
条
）

総
則
（
第
一
条
ー
第
四
条
）

前
文

比
較
の
た
め
、

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
の
構
成
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

い
ま
だ
サ
ン
ガ
内
に
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
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事
情
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
法
律
に
は
「
法
王
」
に
関
す
る
規
定
が
も
う
け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

法
律
的
に
見
る
限
り
、
サ
ソ
ガ
は
一
九
一

0
年
の
「
法
王
」
任
命
後
と
い
え
ど
も
「
大
長
老
会
」
を
構
成
す
る
八
名
の
大
長
老
の
合

議
体
に
よ
っ

て
統
治
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
「
二
四
八
四
年
法
」
に
よ
っ
て
サ
ソ
ガ
の
首
長
と
し
て
の

「
法
王
」
の
地
位
は
法
的
に
確
定
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
コ
一
五

0
五
年
法
」
も
原
則
的
に
前
法
を
踏
製
し
て
い
る
。

「
二
五

0
五
年
法
」
に
よ
る
と
、
大
長
老
会
は
、
法
王
と
最
高
位
の
大
長
老
で
あ
る
四
名
の
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ

ナ
を
職
権
に
よ
る
会
員
と
し
、
ほ
か
に
法
王
が
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
の
中
か
ら
四
名
な
い
し
八
名
を
任
命
す
る
任
期
二
年
の
会
員

を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
第
十
二
条
）
。
「
大
長
老
会
」
は
、
「
サ
ソ
ガ
を
整
然
と
統
轄
す
る
権
限
と
義
務
」
と
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
「
法
律
お
よ
び
戒
律
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
大
長
老
会
令
を
公
布
し
、
施
行
規
則
を
布
告
し
、
同
細
則
を
定
め
、
ま
た

は
命
令
を
発
し
、
こ
れ
ら
を
施
行
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
（
第
十
八
条
）
。
新
法
で
復
活
し
た
「
大
長
老
会
」
は
そ
れ
ゆ
え
そ
の
権

限
と
義
務
に
お
い
て
、
「
ラ
タ
ナ
コ

ー
シ
ソ
暦

―
ニ
―

年
法
」
の
そ
れ
に
や
や
近
い
と
い
え
る
も
の
の
、「

―
ニ
―
年
法
」
の
「
大
長

老
会
」
は
そ
の
栴
成
員
の
地
位
が
平
等
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
新
法
に
お
い
て
は
、
「
法
王
」
が
職
権
上
の
議
長
と

し
て

特
別
の
地

位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
法
王
」
が
任
命
議
員
を
通
じ
て
、
「
大
長
老
会
」
の
過
半
数
な
い
し
一
二
分
の
二
を
支
配
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
は
そ
の
性
質
を
大
幅
に
異
に
し
て
い
る
。

さ
れ
た
こ
と
と
共
に
、
こ
れ
は
「
法
王
」
の
権
限
を
、
か
つ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
に
強
化
し
た
こ
と
の
証
左
と
見
る

こ
と
が
で

「
二
五

0
五
年
法
」
の
も
う
―
つ
の
特
徴
ぱ
、
「
法
王
」
を
終
身
職
と
す
る
旧
法
の
黙
示
的
規
定
を
変
更
し
て
、
明
示
的
に
勅
命

「
須
陀
恒
果
」
を
得
た
と
自
称
し
た

タ
ー
ク
シ
ソ
王
に
反
抗
し
て
、
平
僧
に
降
等
せ

(
6
)
 

し
め
ら
れ
た
ト
ン
プ
リ
朝
（
一
七
六
七
1
八
二
）
の
法
王
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
（
シ

ー
）
の
古
典
的
な
事
例
以
後
、
現
ラ
タ
ナ
コ

ー
ツ

に
よ
る
解
任
の
道
を
ひ
ら
い
た
こ
と
で
あ
る
。

き
る
。

「
サ
ソ
ガ
議
会
」
、
「
法
臣
会
議
」
が
廃
止
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外
来
の
政
治
原
理
を
形
式
的
に
サ
ン
ガ
に
濁
入
し
た
が
、

マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
と
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
抗
争
と
い
う
サ
ン
カ
政
治
の
実

一
九
六

0
年
と
い
う
サ
リ

「
法
王
」
の
解
任
と

い
う
異
例
の
事

ソ
朝
一
九

0
年
の
歴
史
に
お
い
て
、

法
王
が
国
家
権
力
に
よ
っ

て
そ
の
他
位
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
事
例
は
ま
っ
た
く
な

い
。
そ
し
て

タ
ー
ク
ン
ソ
王
の
場
合
も
、
年
代
記
は
こ
れ
を
乱
心
し
た
王
の
所
業
と
し
て
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
て
は
、
「
法
王
」
の
国
王
に
よ
る
勅
任
を
定
め

て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
解
任
に
つ
い
て
の
規
定
を
も
う
け
な
か
っ
た
の
は
、
「
法

王
」
は
終
身
蹴
で
あ
る
と
い
う
一

般
的
な
黙
示
の
承
認
が
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
二
五

0
五
年
法
」

に
お
い
て
、
こ
う
し
た
慣
例
を
破
棄
し、

明
示
的
に
勅
命
に
よ
る
解
任
を
規
定
し
た
こ
と
は
、
そ
こ
に
か
な
り
租
極
的
な
意
志
の
存

在
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
注
釈
者
は
、
「
法
王
に
勅
任
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
長
老
で
あ
れ
ば
高
徳
の
人
物
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
事
態
（
勅
命
に
よ

る
解
任
ー
筆
者
注
）
は
あ
ま
り
発
生
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
規
定
が

も
う
け
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
予
防
措
置
と
し
て
、
あ
る
い
は
万
一
か
か
る
勅
命
が
下
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
規
定
に
基
づ
い
て

(7
‘
 

処
置
が
出
来
る
よ
う
に
と
の
考
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ

、
規
定
の
「
異
常
性
」
を
示
唆
す
る
記
述
を
行
な
っ

て
い
る
。

前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
サ
リ

ッ
ト
に
と
っ

て
サ
ン
ガ
は
、

り
、
そ
れ
ゆ
え
、

か
れ
の
開
発
重
点
施
策
に
と
っ
て
戦
略
的
重
要
性
を
も
つ
も
の
で
あ

サ
ソ
ガ
は
効
率
性
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
効
率
性
と
は
、

対
す
る
政
府
の
役
割
期
待
の
文
脈
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

態
を
あ
え
て
想
定
し
た
理
由
も
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
じ
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

サ
ソ
ガ
に

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
と
「
仏
暦
二
五

0
五
年
サ
ソ
ガ
法
」
と
は
、
。ヒプ

ー
ソ
と
サ
リ

ッ
ト
と
い
う
二
人
の
首
相
の
政
治
哲
学
、
あ
る
い
は

一
九
四
一

年
と
い
う
。ヒブ

ー
ソ
時
代
の
一
断
面
と
、

ッ
ト
時
代
の
歴
史
の
一
断
面
に
お
け
る

タ
イ
の
政
治
的

ェ
ー
ト

ス
を
、
き
わ
め
て
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
前
者
は
民
主
主
義
と
い
う

「
二
四
八
四
年
法
」
に
お
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態
を
ま
っ
た
く
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
機
械
的
に
適
用
さ
れ
た
枠
組
は
か
え
っ
て
そ
の
対
立
を
固
定
し
激
化
に
み
ち
び
く
と
い
う
逆

効
果
を
生
ん
だ
。
サ
リ
ッ
ト
は
、
ビ
プ
ー
ソ
と
異
な
り
、
積
極
的
に
サ
ン
ガ
を
か
れ
の
統
治
に
利
用
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
、

サ
ソ
ガ
の
効
率
的
運
営
を
妨
げ
る
諸
制
度
、
換
言
す
れ
ば
サ
ソ
ガ
の
効
率
的
利
用
を
妨
げ
る
諸
制
度
を
、
国
家
統
治
の
見
地
か
ら
ド

ラ
ス
チ
ッ
ク
に
改
変
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

一
九
0
二
年
以
降
、

タ
イ
の
サ
ン
ガ
を
特
徴
づ
け
て
い
た

「
エ
ク
レ
シ
ア
化
」

は
、

国
家
へ
の
従
属
を
最
高
度
に
高
め
た
形
に
お
い

て
、
さ
ら
に
進
行
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

注

(

1

)

⑭
n
g
i
a
m
,
0
p
.
c
it.＂
p
.
 46
4
・
 

(

2

)

底
本
に
は

P
r
a
m
u
a
n
Sunthiir
念
h
o
t
khiin
g
 C

h
o
m
pho11 
S
a
r
i
t
 
T
h
a
nミ
rat
P
h
o
.
 So
.
 
2
5
0
2ー

2
5
0
4
,

B
a
n
g
k
o
k
,
 19

6
4
.
 
p
p
.
 
2
6
0
-

2
6
1
．
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
。

(

3

)

矢
野
暢
『
ク

イ
・
ビ
ル

マ
現
代
政
治
史
研
究
』
（
京
都
、
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
七
ン
ク

ー、

昭
和
四

十
―――年）

―-
三
七
頁
。

(
4
)
l
8
.
c
i
t
.
 

(5)Ibid••p

. 
2
3
9
.
 

(
6
)

石
井
米
雄
『
戒
律
の
救
い
ー
小
乗
仏
教
』
（
京
都

・
淡
交
社

・
昭
和
四
十
四
年
）
一
九

O~―
九

一
頁
。

(
7
)

P
r
a
p
h
a
t
 
T
r
i
n
a
r
o
ng
,
 T

u
a
bot 
lae 
k
h
a
m
b
a
n
y
a
i
 
P
h
r
a
r
i
i
t
c
h
a
b
a
n
y
a
t
 
K
h
a
n
a
s
o
n
g
 
Phutthasakariit 
2
5
0
5
 

Athibii
i
 R
i
a
n
g
 

L
a
m
d
a
p
 M
i
i
t
r
a
.
 B
a
n
g
k
o
k
,
 19

6
3
-

p
.
 57
,
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ギ
ア
ッ

Clifford
G
e
e
r
t
z

ほ
、
発
展
途
上
国
の
国
民
統
合
を
阻
害
す
る
「
分
権
自
治
主
義

c
o
m
m
u
n
a
h
s
m
」
の
根
底
に
、
隣
接
居
住
、

血
縁
関
係
、
特
定
の
宗
教
共
同
体
へ
の
出
生
に
基
づ
く
帰
属
、
特
有
語
ま
た
は
方
言
の
使
用
、
特
定
の
社
会
的
習
慣
の
遵
守
な
ど
、

人
間
が
社
会
的
に
存
在
す
る
以
上
か
な
ら
ず
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
諸
条
件
に
由
来
す
る
惑
情
や
愛
着
心
の
存
在
を
認
め
、
こ
れ
を

(1
)
 

「
根
原
的
感
情
」
あ
る
い
は

「根
原
的
愛
着
心
」

(
p
r
i
m
o
r
d
i
a
l
s
e
n
t
i
m
e
n
t
s
,
 p

r
i
m
o
r
d
i
a
l
 
a
t
t
a
c
h
m
e
n
t
s
)

と
呼
ん
だ
。
「
人
が
自
己
の
親

族
、
隣
人
、
信
仰
を
同
じ
く
す
る
友
に
対
し
義
務
を
感
ず
る
の
は
、
か
れ
が
親
族
で
あ
り
、
隣
人
で
あ
り
、
同
信
の
友
で
あ
る
と
い

う
事
実
そ
れ
自
体
に
よ
る
。
そ
れ
は
個
人
的
な
愛
情
と
か
、
実
生
活
上
の
必
要
と
か
、
共
通
の
利
益
と
か
、
あ
る
い
は
義
務
の
強
制

と
か
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
部
分
は
そ
の
よ
う
な
関
係
そ
れ
自
体
の
も
つ
言
葉
で
は
あ
ら
わ
し
き
れ
な
い
あ
る
種
の
絶
対
的
重

要
性
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
根
原
的
」
紐
帯
の
強
さ
ー
|
'
そ
し
て
だ
い
じ
な
の
は
そ
の
紐
帯
の
ク
イ
プ
な
の
だ

が
ー
ー
は
人
に
よ
り
、
社
会
に
よ
り
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
誰
に
で
も
、
ど
ん
な
社
会
に

も
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
場
合
い
つ
で
も
、
社
会
的
相
互
関
係
か
ら
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
然
発
生
的
な
ー
_
あ
る
い
は
精
神

(2
)
 

的
と
言

っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
ー
親
和
性
か
ら
生
ま
れ
る
愛
着
心
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。

ギ
ア
ツ
の
指
摘
し
た
「
根
原
的
惑
情
」
な
い
し
「
根
原
的
愛
着
心
」
は
、
発
展
途
上
国
の
楷
成
民
族
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
を
強
く

結
合
す
る
紐
帯
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る

「
分
権
自
治
主
義
」
を
生
み
出
し
国
民
統
合
を
阻
害
す
る
。
そ
の
事
例

第
六
章

国
民
統
合
と
サ
ン
ガ
の
役
割
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人
の
「
根
原
的
感
情
」
を
と
り
わ
け
強
く
剌
激
す
る
の
で
あ
る
。

は
イ
ソ
ド
に
お
け
る
言
語
分
布
に
基
づ
く
州
再
編
成
の
動
き
、

な
ど
の
中
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
°
皮
肉
な
こ
と
に
、
市
民
政
治
の
伝
統
を
欠
く
多
く
の
発
展
途
上
国
に
お
い
て
は
、
国
民
統
合

の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
契
機
と
な
り
う
る
も
の
も
ま
た
こ
の
「
根
原
的
愛
着
心
」
で
あ
る
と

い
う
矛
盾
的
状
況
が
存
在
す
る
。
た
だ
こ

の
場
合
も
、
も
し
優
勢
な
民
族
が
、
か
れ
ら
固
有
の
「
根
原
的
愛
着
心
」
を
強
調
し
す
ぎ
る
時
は
、
そ
れ
を
共
有
し
な
い
他
の
構
成

民
族
の
反
発
を
ま
ね
き
、
国
民
統
合
を
崩
壊
へ
と
み
ち
び
く
危
険
が
発
生
す
る
。
ビ
ル
マ
に
お
け
る
仏
教
国
教
化
を
め
ぐ
る
一
連
の

(
3
)
 

動
き
は
、
そ
の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
ビ
ル
マ
族
の
「
根
原
的
愛
着
心
」
の
根
原
で
あ
る
仏
教
に

与
え
ら
れ
た
特
権
的
地
位
が
総
人
口
の
十
五
％
を
占
め
る
非
仏
教
系
民
族
を
し
て
ビ
ル
マ
族
主
導
型
の
国
民
統
合
に
反
発
さ
せ
る
結

果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

周
知
の
と
お
り
、
タ
イ
国
に
お
い
て
は
、
仏
教
と
国
王
と
が
、
国
民
統
合
の
二
大
シ
ソ
ボ
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
シ

(4
)
 

ン
ボ
ル
は
、
タ
イ
国
旗
の
中
に
視
覚
化
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
俵
式
に
お
け
る
国
旗
の
使
用
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
象
徴
に
由
来
す
る

「
根
原
的
感
情
」
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
国
の
場
合
、
仏
教
と
国
王
と
は
、
互
い
に
別
個
の
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、

国
王
は
そ
の
支
配
の
正
統
性
を
仏
教
の
擁
護
者
と
し
て
の
資
格
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
反
面
、
仏
教
は
そ
の
超
世
俗
性
の
持
続
的

(5
)
 

維
持
を
国
家
の
保
護
に
依
存
し
て
お
り
、
両
者
は
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
か
く
し
て
、
国

王
•

仏
教
と
い
う
象
徴
複
合
は
タ
イ

タ
イ
国
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
な
か
で
は
、
民
族
横
成
の
均
質
な
国
と
さ
れ
て
い
る
。
国
民
の
中
核
的
構
成
民
族
で
あ
る
マ
レ

1
人
が
よ
う
や
く
総
人
口
の
半
数
に
達
す
る
に
す
ぎ
な
い
マ
レ

ー
シ
ア
、
国
民
の
四
分
の
一
の
異
民
族
を
包
含
す
る
ビ
ル
マ

、
な
ど

(
6
)
 

と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
タ
イ
人
が
人
口
の
九

0
％
を
は
る
か
に
超
え
る
タ
イ
国
の
社
会
は
、

「
顕
著
な
均
質
性
を
示
す
」
と
言
っ
て

過
百
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
タ
イ
国
に
も
ま
た
社
会
統
合
を
お
び
や
か
す
さ
ま
ざ
ま
の
要
因
の
一
っ
と
し
て
、

マ
レ

ー
シ
ア
を
構
成
す
る
民
族
間
の
権
利
配
分
問
題
を
め
ぐ
る
紛
争
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第

一
節

少
数
民
族
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
本
章
に
お
い

て
は
、
こ

う
し
た
少
数
民
族
の
存
在
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
弛

緩
せ
し
め
ら
れ
る
社
会
統
合
の
強
化
要
因
と
し
て
、
仏
教
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
サ
ソ
ガ
の
新
し
い

注

(
1
)

C

liff
o
r
d
 
G
e
e
r
t
z
,
'
P^
r
im
o
r
d
ia
―
怜
n
t
i
m
e
n
t
s
a
n
d
 c
ivi
l
 politics 
in 
t
he
 n
e
w
 
sta
tes
," 
G
e
e
r
t
z
 
(
e
d
.)
,
 O

l
d
 soetet,es 
a
n
d
 
n
e
w
 

s
t
a
t
e
s
,
N
e
w
 
Y
o
r
k
:
 
T
h
e
 F
r
e
e
 
P
r
e
ss
,
 19

6
3
-

P
P
-
1
0
5
-
1
5
7
,
 

(
2
)

I
b
i
d
., 
p
.
 110 

(
3
)

D
.
 E
.
 S

m
i
t
h
,
 R

e
l
,
g
w
n
 
a
n
d
 P
o
l
i
t
i
c
s
,
n
 
B
u
r
m
a
.
 Pr

i
n
c
e
t
o
n
:
 
P
r
i
n
c
e
t
o
n
 
U
n
1
v
e
r
s
1
t
y
 
P
ress
,
 19

6
5
.
 p
p
.
 23

0ー

2
8
0

(
4
)

現
行
の
ク
イ
国
旗
は
、
六
世
王
に
よ
っ
て
一
九
一
七
年
九
月
二
十
八
日
に
法
律
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
た

(
"
P
h
r
n
r
i
i
t
c
h
a
b
a
n
y
a
t

k
ae
k
h
ai 

p
h
r
a
r
a
t
c
h
a
ba
n
y
a
t
 t
h
o
n
g
 
p
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
s
a
k
k
a
rat 
2
4
6
0
,
"
 

S
a
t
h
ie
n
 
L
a
i
l
a
k
 
(ed
.)
 
P
r
a
c
h
u
m
 
K
o
t
m
ri
,
 P
r
a
c
h
a
m
 
S
o
k
,
 Vol. 

3
0
 

B
a
ng
k
ok
,
 19

3
4
.
 p
p
.
 
3
9
1ー

3
9
5
.)
。
「
ト
ラ
イ
ロ
ソ
グ

T
rairong
油
5

」
と
呼
ば
れ
る
横
縞
の
三
色
旗
で
、
縦
横
の
比
は
二
対
三
、
縦
長
を
六
等

分
し
、
中
央
に
縦
長
の
六
分
の
二
の
濃
青
の
横
縞
を
お
き
、
そ
の
上
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
縦
長
の
六
分
の
一
の
幅
の
赤
縞
を
配
し
て
い
る
（
第
三

条
）
。
六
世
王
自
身
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
中
央
の

青

は
国
王
を
あ
ら
わ

し、

そ
れ
を
囲
む
白
色
は
宗
教

(
1
1

仏
教
）
を
、
赤
は
民
族
を
象
徴
し

て
い
る
と
い
う
。

(

5

)

本
書
第
一
部
第
二
章
参
照
。

(
6
)

W
e
n
d
e
l
l
 
B
l
a
n
c
h
a
rd
,
 et'll
., 
T
h
a
i
l
a
n
d
,
 its 

p
e
o
p
l
e
,
 its 

society,
 its 

c
u
l
t
u
re
.
 N

e
w
 H
a
v
e
n
,
 H
.
 R
.
 A. 

F
., 
1
9
5
8
.
 p
.
 5
6
.
 

タ
イ
国
内
の
少
数
民
族

デ

ュ
フ
ァ

ー

ル

J
e
a
n
D
u
f
f
a
r

は
、

タ
イ
国
内
に
居
住
す
る
少
数
民
族
を
、

動
き
に
即
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
よ
う
と
思
う
。
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(3) (2) (1) 

（
人
口
約
八

0
万
人
）

東
北
タ
イ
の
ラ
ー
オ
系
住
民
（
人
口
約
一

0
0
0万
人
）

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

主
題
と
は
直
接
関
係
し
な
い
の
で
省
略
す
る
。

あ
る
程
度
の
人
口
を
有
し
て
は
い
る
が
、
居
住
地
が
一
地
方
に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の

人
口
も
大
き
く
、
か
つ
そ
の
居
住
地
域
も
全
国
に
わ
た
る
も
の

(
1
)
 

と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
い
る
。

第
一
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
に
属
す
る
民
族
に
は
、
い
わ
ゆ
る
印
僑
と
、
中
国
系
あ
る
い
は
ベ
ト
ナ
ム
系
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
あ
る
。

一
九
六

0
年
の
セ
ン
サ
ス
で
約
六
七

0
0人
、
そ
の
う
ち
六
割
程
度
が
バ
ソ
コ
ク
に
集
中
し
、
残
余
は
地
方
中
小
都
市
に

居
住
し
て
、
主
と
し
て
商
業
に
従
事
し
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
人
口
約
十
二
万
七

0
0
0人
と
言
わ
れ
、
中
国
系
が
多
い

が
、
チ
ャ
ソ
タ
プ
リ
県
な
ど
東
南
部
タ
イ
に
は
ベ
ト
ナ
ム
系
の
カ
ト
リ
ッ
ク
部
落
が
見
ら
れ
、
ま
た
東
北
タ
イ
の
ノ
ン
カ
イ
県
に
は

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
少
数
民
族
は
、

(
2
)
 

し
て
は
い
な
い
。

い
ず
れ
も
周
囲
の
タ
イ
系
住
民
と
よ
く
同
化
し
て
お
り
、
と
く
に
政
治
問
題
を
起
こ

(
3
)
 

第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
少
数
民
族
は
、
華
僑
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
論
著
が
あ
り
、
か
つ
本
章
の

少
数
民
族
の
う
ち
、
政
治
的
に
も
っ
と
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
グ
ル
ー
プ
は
、
デ
ュ
フ
ァ
ー
ル
の
分
類
で
第
二
の
カ
テ
コ
リ
ー
と

南
ク
イ
の
マ
レ

ー
・

ム
ス
リ
ム

北
部
お
よ
び
西
北
部
タ
イ
の
山
岳
地
方
に
住
む
山
地
民
族
（
人
口
約
三

0
万
人
}

ラ
ー
オ
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
部
落
が
多
い
。

前
者
は
、

(3) (2) ①
人
口
が
僅
少
で
、
か
つ
各
地
に
散
在
し
て
い
る
も
の
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な
ど
）

へ
の
出
稼
ぎ
者
が
多
い
。

の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
含
ま
れ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
。フ
に
つ
い
て
概
観
を
加
え
よ
う
。

東
北
タ
イ
は
十
五
県
よ
り
成
り
、
総
面
稽
十
七
万
平
方
キ
ロ

、

タ
イ
全
土
の
三
一
•

五
％
を
占
め
る
広
大
な
地
域
で
あ
る
。
東
と

北
は
メ
コ
ン
河
を
介
し
て
ラ
オ
ス
と
接
し
、
南
は
ダ
ソ
グ
レ
ク
山
脈
が
カ
ソ
ボ
ジ
ア
と
の
国
境
を
成
し
て
い
る
。
西
方
に
は
ペ
チ
ャ

プ
ン
山
脈
が
南
北
に
走
っ
て
、
北
タ
イ
お
よ
び
中
部
タ
イ
と
の
交
通
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
。
住
民
の
大
半
は
タ
イ

・
ラ
ー
オ
族
で
ラ

オ
ス
王
国
の
ラ

ー
オ
人
と
民
族
的
に
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
。
歴
史
的
に
見
る
と
、
東
北
タ
イ
の
住
民
は
、
十
九
世
紀
末
ま
で

ほ
、
タ
イ
よ
り
も
む
し
ろ
ヴ

ィ
エ
ソ
チ
ャ
ソ
お
よ
び
ル
ア
ソ
グ
プ
ラ
バ
ソ
に
忠
誠
を
誓
っ

て
い
た
。

る
タ
イ
国
政
府
に
と
っ
て
は
、
東
北
タ
イ
は
近
年
に
至
る
ま
で
、
遠
隔
か
つ
交
通
不
便
の
た
め
一
般
に
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
の
薄
い
地

域
で
あ
り
、
そ
の
た
め
開
発
の
手
が
加
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
。
東
北
タ
イ
の
タ
イ

・
ラ
ー
オ
族
は
、
も
ち
米
を
常
食
と

し
、
中
部
タ
イ
人
に
と
っ
て
は
「
田
舎
く
さ
く
」
ひ
び
く
ラ

ー
オ
系
方
言
を
話
し
、
ケ
ー

ソ
と
い
う
特
殊
な
竹
製
楽
器
の
伴
奏
で

「
モ
ー
ラ
ム
」
（
語
り
物
）
を
楽
し
む
と
い
う
特
殊
の
地
方
文
化
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
が
地
理
的
条
件
に
加
わ
っ
て
パ
ソ
コ
ク
の

中
央
文
化
と
の
間
に
心
理
的
隔
絶
を
も
た
ら
し
て
ぎ
て
い
る
。
東
北
タ
イ
は
、
ま
た
、
経
済
的
貧
困
が
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

一
九
五
三
年
度
の
全
国
農
業
調
査
に
よ
る
と
、

一
戸
当
り
の
農
家
所
得
が
全
国
平
均
で
一

0
三
米
ド
ル
で
あ
る
の
に
対
し
、
東
北
タ

(5
)
 

イ
の
そ
れ
は
四
六
米
ド
ル
弱
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
中
部
タ
イ
（
輪
タ

ク
、
労
働
者
な
ど
）
、
南
ク
イ
（
錫
鉱
山
労
働
者

一
九
五
四
年
十
月
の
調
査
に
よ
る
と
、
バ
ソ
コ
ク
で
発
給
さ
れ
た
輪
タ
ク
営
業
許
可
証
所
持
者
の

(
6
)
 

約
半
数
が
東
北
タ
イ
出
身
者
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
東
北
タ
イ
の
経
済
的
貧
困
の
最
大
の
原
因
と
さ
れ
る
の
は
、
水

日
東
北
ク
イ
の
ラ

ー
オ
系
住
民

い
東
北
タ
イ
の
ベ
ト
ナ
ム
難
民

（人

口
約
四
万
人
）

一
方
、
バ
ソ
コ
ク
を
中
心
と
す
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J

と
ご
と
に
バ

ソ
コ
ク
政
府
に
反
発
し
て
来
た
。

ね
ら
れ
て
い
た
が
、

一
八
九
七
年
制
定
さ
れ
た
地
方
行
政
法
が
、

一
九

0
一
年
末
以
来
適
用
さ
れ
、
バ
ン
コ
ク
政
府
の
直
接
統
治
下

一
九
六

0
年
セ
ソ
サ
ス
に
よ
る
と
、
タ
イ
国
南
部
に
は
、
約
八
十
三
万
人
の
ム
ス
リ
ム
が
居
住
し
て
お
り
、
と
く
に
マ
レ
ー
シ
ア
に

接
す
る
い
わ
ゆ
る
辺
境
四
県
（
ナ
ラ
テ
ィ
ワ

ー
ト
、

ャ
ラ

ー
、
パ
ク
ニ
ー
、
サ
ト
ゥ

ソ
）
に
お
い
て
は
、
人
口
の
八

0
％
以
上
が

マ

レ
ー
系
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
こ
れ
ら
の
辺
境
地
方
は
ク
イ
の
「
朝
貢
国
」
で
、
大
幅
な
自
治
に
ゆ
だ

に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
住
民
の
大
半
は
マ
レ
ー
人
で
、

タ
イ
語
と
は
ま
っ
た
＜
系
統
を
異
に
す
る
マ
レ
ー
語
を
話

し
、
イ
ス
ラ
ー

ム
を
奉
じ
、
独
自
の
文
化
を
有
し
て
い
る
た
め
、
異
教
徒
で
あ
る
タ
イ
人
仏
教
徒
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
を
好
ま
ず
、

一
九

0
二
年
の
初
め
地
方
行
政
法
適
用
の
示
達
が
行
な
わ
れ
た
時
、

ク
ー
ニ
ー

口
不
足
な
い
し
不
安
定
な
水
供
給
に
も
と
づ
く
農
業
生
産
性
の
低
さ
で
あ
る
。
輪
タ
ク
運
転
手
を
対
象
と
す
る
前
記
の
調
査
で
も
、
出

稼
ぎ
を
必
要
と
す
る
最
大
の
理
由
に
、
東
北
タ
イ
に
お
け
る
水
不
足
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
背
景
の
下
に
お
い
て
、
東
北
タ
イ
に
は
伝
統
的
に
反
中
央
感
情
が
強
い
。
中
央
集
権
化
の
進
行
に
よ
っ

て
こ
の
地
方
に

タ
イ
の
支
配
が
浸
透
し
始
め
た
今
世
紀
の
初
頭
に
は
、
千
年
王
国
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
導
か
れ
た
農
民
暴
動
が
発

生
し
て
い
る
。
今
日
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
東
北
ク
イ
自
体
の
問
題
の
ほ
か
、
ラ
オ
ス
に
お
け
る
共
産
主
義
勢
力
の
台
頭
と
そ
の

影
響
と
い
う
国
際
政
治
の
問
題
が
か
ら
み
、
事
態
を
複
雑
化
し
て
い
る
。
タ
イ
政
府
が
、

会
」
を
発
足
さ
せ
た
時
、
あ
ら
た
め
て
東
北
タ
イ
が
「
タ
イ
王
国
の
不
可
決
に
し
て
不
可
分
の
一

部
で
あ
り
、
東
北
タ
イ
住
民
が
ク

(
9
)
 

イ
国
民
で
あ
る
と
い
う
事
実
」
を
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
の
も
東
北
ク
イ
問
題
の
深
刻
さ
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
い

え
よ
う
。

南
タ
イ
の
マ
レ
ー
系
ム
ス
リ
ム

一
九
六
一
年
十
月
「
東
北
タ
イ
開
発
委
員
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（
パ
タ
ニ
）
、
ラ
ゲ
（
ナ
ラ
テ
ィ
ワ
ー

ト
）
の
国
王
は
地
方
役
人
の
中
央
政
府
に
よ
る
任
免
、
と
く
に
徴
税
官
の
派
遣
を
拒
否
し
た
。

こ
れ
に
対
し
バ

ソ
コ
ク
政
府
は、

軍
艦
を
派
し
て
タ
ー
ニ

ー
ニ
ー
の
国
王
を
逮
捕
、
そ
の
官
裁
を
剥
奪
し
て
ピ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
ヘ
追
放

(
11
)
 

す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
初
か
ら
仏
教
文
化
圏
に
よ
る
イ
ス
ラ

ー
ム

文
化
圏
の
政
治
的
・

軍
事
的
征
服
と
い
う
形
で
進
行
し
た
マ
レ
ー
人

居
住
地
域
の
タ
イ
国
へ
の
統
合
は
、
住
民
の
中
央
政
府
へ
の
不
信
と
反
発
を
生
み
、
そ
れ
が
タ
イ
政
府
の
支
配
か
ら
離
脱
し
よ
う
と

一
九
四
七
年
に
は
、
十
五
万
人
の
署
名
を
添
え
た
請
願
書
を
国
連
事
務
総
長
に
送
付

(12) 

し
て
国
際
監
視
の
下
に
住
民
の
帰
属
を
定
め
る
た
め

の
住
民
投
票
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
要
請
を
行
な
っ
て
い
る
。

タ
イ
国
内
の
マ

レ
ー
系
ム

ス
リ
ム
の
も
う
―
つ
の
集
中
地
域
は
バ
ン

コ
ク
周
辺
部
を
中
心
と
し
た
中
部
タ
イ
の
諸
県

（
バ
ソ
コ

ク
、

一
九
六

0
年
の
セ
ン
サ
ス
で

は
こ
の
地
方
に
住
む
ム
ス
リ
ム
の
人
口
は
十
九
万
人
強
と
な
っ
て

一
八
三
二
年
の
南
タ
イ
討
伐
後
、
バ
ン
コ
ク
周
辺
地
区
に
強
制
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
マ
レ

ト
ソ
プ

リ
、
ア
ュ
タ
ヤ
な
ど
）
で
、

(13) 

い
る
。
こ
れ
ら
の
ム
ス
リ
ム
の
大
半
は
、

(14
)
 

1
人
捕
虜
の
子
孫
で
、
固
有
の
信
仰
を
捨
て
て
は
い
な
い
が
、
庄
倒
的
に
優
勢
な
タ
イ
文
化
に
包
囲
さ
れ
て
同
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

(
1
5
)
 

政
治
的
に
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。

タ
イ
国
の
北
部
地
方
の
山
間
盆
地
に
は
十
三
世
紀
以
降
タ
イ
族
が
進
出
し
て
、
小
・
中
規
模
の
灌
源
に
よ
る
比
較
的
集
約
的
な
農

業
を
生
産
の
基
盤
と
す
る
小
国
家
群
を
成
立
さ
せ
た
。

チ
ェ
ン
マ
イ
を
中
心
と
す
る
北
部
の
諸
土
侯
国
は
、
南
タ
イ
と
同
じ

「
朝
貢

一
八
七
四
年
の
総
督
派
遣
以
来
、
中
部
ク
イ
ヘ
の
統
合
努
力
が
進
め
ら
れ
、
今
日

で
は
ほ
ぽ
完
成
の
域
に
逹
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
は
、
中
部
タ
イ
の
タ
イ
人
が
、

「
ク
イ

・
ド
ゥ

ー
ム
（
本
源
的
ク
イ
）
」
と
呼
ん
で

部2

国
」
と
し
て
、
自
治
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
が
、

第 第 6章 国民統合とサンガの役割

(
1
6
)
 

日

北
部
・

西
北
部
の
山
地
民

す
る
累
次
の
試
み
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
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四
東
北
タ
イ
の
ベ
ト
ナ
ム
難
民

憲
と
武
力
衝
突
を
起
こ
し
て
い
る
。

で
、
阿
片
を
栽
培
す
る
者
が
多
い
。

憧
憬
す
る
独
自
の
伝
統
文
化
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
伝
統
的
な
灌
漑
施
設
の
整
備
に
よ
り
農
業
生
産
性
も
高
い
の
で
、
東
北
タ
イ
お

よ
び
南
タ
イ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
反
中
央
意
識
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

北
部
地
方
に
は
、
こ
れ
ら
山
問
盆
地
の
ほ
か
に
も
う
―
つ
の
生
活
空
間
と
し
て、

山
地
民
の
居
住
地
域
で
あ
る
山
岳
地
帯
が
存
在

す
る
。
ま
ず
、
最
北
端
に
は
デ
ー
ソ
ラ
ー
オ
山
脈
が
東
西
に
走
っ
て
ビ
ル
マ
の
シ
ャ
ソ
州
と
の
境
を
な
し
、
西
方
に
は
タ
ノ
ン

ト
ソ

チ
ャ
イ
山
脈
が
ビ
ル
マ
の
カ
ヤ
州
と
の
境
界
を
形
造
っ
て
い
る
。
ま
た
、
東
部
の
ラ
オ
ス
国
境
に
沿
っ
て
は
ル
ア
ン
グ
プ
ラ
バ
ソ

山

脈
の
南
端
と
こ
れ
に
つ
づ
い
て
ペ
ッ
チ
ャ

プ
ー
ソ
山
脈
が
南
に
延
び
、
中
央
部
に
は
、
。
ヒ
ー
バ
ン
ナ

ー
ム
山
脈
、
ク
ソ
ク

ー
ン
山
脈

が
縦
走
す
る
。

山
地
部
の
平
均
標
高
は
一

六

0
0
m
で
あ
る
が
、
最
高
峯
の
ド

ー
イ

・
イ
ソ
タ
ノ
ン
で
は
標
高
二
五
九
五

m
に
達
す

る
。
こ
れ
ら
の
山
地
部
に
は
、

チ
ベ
ッ
ト

・
ビ
ル
マ
語
系
、
ミ
ャ
オ

・
ヤ
オ
語
系
、
モ
ソ

・
ク
メ

ー
ル
語
系
の
言
語
を
話
す
十
数
種

の
山
地
民
約
三

0
万
人
が
居
住
し
て
い
る
。
主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
カ
レ

ソ
族
（
十
二
万
三

0
0
0人
）
、
ミ
ャ

オ
族
（
五
万
三

0
0
0人）、

ア
カ
族
（
二
万
五

0
0
0人）、

六

0
0
0人）
、

テ
ィ
ソ
族
（
一
万
九

0
0
0人
）
、
リ
ス
族
（
一
万
七

0
0
0人
）
、
ラ
フ
族
（
一
万

ヤ
オ
族
（
一
万
六

0
0
0人
）
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
焼
畑
農
業
を
主
た
る
生
業
と
す
る
漂
泊
的
農
耕
狩
猟
民

一
般
に
平
地
民
で
あ
る
タ
イ
人
と
の
接
触
が
少
な
く
、
タ
イ
国
へ
の
帰
属
意
識
が
稀
薄
で
あ
る
。

と
く
に
ミ
ャ
オ
族
は
、
中
央
政
府
の
阿
片
栽
培
制
限
な
ど
に
対
す
る
利
害
の
対
立
か
ら
反
ク
イ
意
識
が
強
く
、
と
き
お
り
タ
イ
側
官

第
二
次
大
戦
後
、
主
と
し
て
ラ
オ
ス

、

一
部
ヵ
ソ
ボ
ジ
ア
か
ら
多
数
の
ベ
ト
ナ
ム
人
が
メ
コ
ソ
河
を
越
え
て
東
北
ク
イ
に
避
難
し

た
。
タ

イ
政
府
は
、
当
初
、
こ
れ
ら
の
難
民
に
十
三
県

へ
の
居
住
を
許
し
た
が
、

の
ち
に
こ
れ
を
五
県
に
制
限
す
る
と
と
も
に
、
北
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(
5
)
 

(
6
)
 

ベ
ト
ナ

ム
ヘ

の
送
還
の
方
針
を
打
ち
出
し、

一
九
五
九
年
八
月、

一
九
六

0
年
一
月
か
ら
六
二
年
六
月
ま
で
の
三
十
力
月
間
に
、
約
三
万
五

0
0
0人
の
ペ
ト
ナ
ム
難
民
が
北
ベ
ト
ナ
ム

へ
送
還
さ
れ
た
。

一
九
五
五
年
の
バ
ソ
ド
ソ
会
議
を
契
機
と
し
て
北
ベ

ト
ナ
ム

と
の
非
公
式
接
触
を
開
始

タ
イ

・
北
ベ
ト
ナ
ム

両
赤
十
字
代
表
に
よ
る
送
還
協
定
が
ラ
ソ
グ

ー
ソ
で
締
結
さ
れ
、
こ
の
協
定
に
も

一
九
五
九
年
十
一
月
に
行
な
わ
れ
た
帰
国
希
望
者
調
査
に
よ
る
と
、
北
ベ
ト
ナ
ム
ヘ
の
帰
国
希
望
登
録
を
行
な
っ

た
者
の
数
は
約
八
万
人
に
上
っ
た
と
い
う
。
残
余
の
帰
国
希
望
者
に

つ
い
て
は
、

新
協
定
の
調
印
に
よ
り
、

引
き
続
い
て
送
還
が
継
続
さ
れ
た
が
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
激
化
に
伴
い
、
北
ベ
ト
ナ
ム
側
か
ら
安
全
を
理
由
と
す
る
受
入
れ
の
一
時

停
止
の
申
し
入
れ
が
行
な
わ
れ
、
送
還
業
務
は
中
止
さ
れ
た
。

(17
)
 

業
務
の
再
開
見
通
し
は
立

っ
て
い
な
い
。

注

(
1
)
J
e
a
n
 D
u
f
f
a
r
,
 L
es 
forces 
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T
h
a
i
l
a
n
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n
s
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m
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i
r
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 d
e
 
F
r
a
nce
,
 19

7
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p
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.
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.
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G
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P
a
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a
 
H
a
n
d
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T
h
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l
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n
d
.
 W
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h
i
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t
o
n
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1
9
6
6
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.
 21
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.
 

(
3
)

タ
イ
国
に
お
け
る
華
僑
研
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と
し
て

は
、

G
.
 Wi

l
l
i
a
m
 
S
k
i
n
n
e
r
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i
n
e
s
e
 
S
o
c
i
e
t
y
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T
h
a
i
l
a
n
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n
a
l
y
t
i
c
a
l
 
H
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o
r
y
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ら
o
rnell
U
n
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 Press
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5
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.
 

R
i
c
h
a
r
d
 
J.
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o
u
g
h
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b
l
e
 
I
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h
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 C
h
i
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M
o
d
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T
h
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i
l
a
n
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o
n
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o
n
g
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o
n
g
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o
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n
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P
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1
9
6
0
.
 

の
二
著
が
基
本
的
で
あ
る
。

(
4
)

R
岳
in
al
d
L
e
 M
a
y
,
 T

h
e
 E
c
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0
m
z
c
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o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
o
f
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o
r
t
h
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Ea
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S
i
a
m
.
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a
n
g
k
o
k
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n
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s
t
r
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C
o
m
m
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o
m
m
u
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o
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p
.
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M
i
n
i
s
t
r
y
 
of 
A
g
r
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h
a
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a
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d
 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
F
a
r
m
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u
r
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5
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 B

a
n
g
ko
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5
5
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.
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.
 

R
o
b
e
r
t
 
B
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 T
extor,
 F

r
o
m
 P
easant 
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P
e
d
i
c
a
b
 D
r
iv
e
r
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 N

e
w
 H
a
v
en
:
 
Y
a
l
e
 
University 
Southeast 
A
s
i
a
 
Studies
,
 19

6
1
.
 p
p
.
 

と
づ
い
て
、

し
た
。

一
九
七
三
年
九
月
現
在
、
ベ
ト
ナ
ム
難
民
の
北
ベ
ト
ナ
ム

ヘ
の
送
還

一
九
六
四
年
七
月
ま
で
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第
二
節

マ
レ
ー
系
と
多
岐
に
わ
た
っ
て

Peter 
K
u
n
sta
dter
,
 So

u
t
h
e
a
s
t
 
A
s
i
a
n
 T
ribes
.
 M

i
n
ori
ti
es
 a
n
d
 N
a
t
i
o
n
s,
 (in 

t
wo
 v
o
l
u
m
e
s)
.
 Prince

ton: 
Princeton 
U
nive
rsi
ty 

Pres
s,
 19

6
7
.
 

F
r
a
n
k
 
M
.
 
L
e
B
a
r
,
 et 

al
., 
E
t
h
n
i
c
 
G
r
o
u
p
s
 o
f
 M
a
i
n
l
a
n
d
 S
o
u
t
h
e
a
s
t
 
A
s
i
a
.
 N

e
w
 H
a
v
e
n
:
 
H
.
 R. 

A. 
F
., 
1
9
6
4
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G
o
r
d
o
n
 
Y
o
u
n
g
,
 T

he
 H
i
l
l
 
T
r
i
b
e
s
0
,
J
 N
o
r
t
h
e
r
n
 T
h
a
i
l
a
n
d
.
 B

a
品
k
o
k
:
 Sia
m
 Soci
ety
,
 19

6
2
 

(

1
7
)

東
北
ク
イ
在
住
の

ペ
ト
ナ
ム

難
民
に
つ

い
て

の
も
っ
と
も
包
括
的
な
研
究
と
し

て、

P
eter 
A
.
 P8

le,
 T

h
e
 
V
i
e
t
n
a
m
e
se
 in 
T
h
a
i
l
a
n
d
:
 A
 H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
P
er
s
pecti尽
e
.
It
haca 
&
 L
o
n
d
o
n
:
 
C
o
r
nell 
U
n
iversi
ty
 Press
,
 

1
9
7
0
 

が
あ
る
0

論
文
と
し
て
よ
く
ま
と
ま
っ
て

い
る
の

は
、
高
橋
保

「
ク
イ
に

お
け
る

ペ
ト
ナ
ム
人
問
題
の
現
状
と
歴
史
的
背
景
」
、
『
ア
ジ
ア

経

済
』
（
第
十
二
巻
第
七
号
）
六

七
ー
九
五
頁
で
あ
る
。

訳
も
、

い
る
。
宗
教
的
に
は
、

少
数
民
族
対
策
の
基
本
方
針

以
上
の
簡
略
な
叙
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

チ
ベ
ッ
ト

・
ビ
ル
マ
系
＼

メ
オ

・
ヤ
オ
系
、

ク
イ
国
内
に
居
住
す
る
少
数
民
族
の
構
成
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
。
民
族
的

に
見
る
と
、
広
義
の
ク
イ
族
は
、
東
北
タ
イ

・
ラ
ー
オ
族
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
、
す
べ
て
非
タ
イ
系
に
属
す
る
。
非
タ

イ
系
の
内

モ
ン

・
ク
メ
ー
ル
系
、
ヴ
ェ
ト
・

ム
オ
ソ
系
、

タ
イ
人
と
同
一
の
南
方
上
座
部
仏
教
徒
が
タ
イ
・
ラ
ー
オ
族
と
ク
メ

ー
ル
族
、

ム
ス

リ
ム
が
南
タ
イ
お
よ
び

中
部
タ
イ
の
マ
レ
ー
人
、
カ
ト
リ
ッ

ク

と
、
儒
•
仏
・
道
混
成

教
徒
が
東
北
タ
イ
の
ペ
ト

ナ
ム
難
民

、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
の
ク

リ
ス

チ
ャ
ソ
が
北
タ
イ
、
西
北
タ
イ
の
山
地
民
の
一
部
、
そ
し
て
山
地
民
の
大
半
は
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
ミ
ス
ト

で
、
世
界
宗
教
の
影
響

外
に
あ
る
。
生
業
形
態
に

つ
い
て
み
て
も
、
東
北
タ
イ

の
タ
イ

・
ラ
ー

オ
族
は
自
給
自
足
的
稲
作
農
民
、
ベ
ト
ナ
ム
難
民
は
薩
菜
栽

培
、
手
工
業
職
人
、
小
売
商
人
な
ど
、

南
ク
イ
の
マ
レ

ー
人
は
半
農
半
漁
民
、
北
お
よ
び
西
北
部
の
山
地
民
は
焼
畑
栽
培
民
と
き
わ
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め
て
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
直
接
間
接
に
関
係
す
る
外
国
に
つ
い
て
も
、

マ
レ

ー
シ
ア
、
中
国
と
近
隣
の
す
べ
て
の
国
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
背
景
を
も
つ
少
数
民
族
に
対
す
る
タ
イ
政

府
の
政
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
特
性
、
歴
史
的
背
景
、
現
勢
な
ど
に
応
じ
て
、
積
極
的
同
化
か
ら
、
漸
進
的
統
合
、
封
じ
込
め

ま
ず
、
南
タ
イ

・
中
部
タ
イ
の
ム
ス
リ
ム
か
ら
見
て
行
き
た
い
0

ム
ス
リ
ム
住
民
に
対
す
る

タ
イ
政
府
の
態
度
は
積
極
的
な
同
化

政
策
を
と
っ
た
。
ヒ
ブ
ソ
政
権
下
の
一
時
期
を
除
け
ば
、

宗
教
で
あ
る
イ
ス
ラ

ー
ム
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
明
示
さ
れ
て
い
る
信
教
の
自
由
の
建
前
か
ら
、
仏
教
と
同
様
の
擁
護
と
奨
励
を
与

一
九
四
五
年
五
月
制
定
さ
れ
た
「
イ
ス
ラ

ー
ム
の
擁
護
に
関
す
る
勅
令
」
（
一
九
四
八
年

(1
)
 

一
部
改
正
）
は
、
こ
の
基
本
的
立
場
の
法
律
的
表
現
で
あ
る
。
こ
の
勅
令
は
、
タ
イ
国
王
が
「
宗
教
の
擁
護
者
」
と
い
う
憲
法
上
の

資
格
に
お
い
て
、

ス
ラ
ー
ム
教
育
振
興
の
た
め
、

一
方
に
お
い
て

ラ
オ
ス

、
カ
ソ
ボ
ジ
ア
、
ベ

ト
ナ
ム

、
ビ
ル

お
お
む
ね
、
漸
進
的
統
合
の
方
向
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
か
れ
ら
の

ム
ス
リ
ム
住
民
の
宗
教
活
動
に
与
え
る
擁
護
奨
励
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。
右
の
勅
令
の
規
定
に
も
と
づ
き
ィ

(
2
)
 

一
九
五

0
年
、
五
年
制
の
「
イ
ス
ラ

ー
ム
専
門
学
校
」
が
バ
ソ
コ
ク
に
創
設
さ
れ
た
。

十
月
、
南
ク
イ
四
県
に
お
け
る
ム

ス
リ
ム

を
両
当
事
者
と
す
る
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
関
係
の
民
事
訴
訟
に
対
し、

イ
ス
ラ
ー
ム
法

(
3
)
 

の
適
用
を
定
め
た
の
も
こ
の
基
本
理
念
に
沿
っ
て
と
ら
れ
た
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

タ
イ
政
府
は
、

ム
ス
リ
ム

の
宗
教
的
自
治
を
許
し
な
が
ら
、
他
方
、

ム
ス
リ
ム

・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
全
体
を
政
府
の
統
制
下
に
お
く
方
途
を
講
じ
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
記

「
擁
護
勅
令
」
は
、
ク
イ

・
ム
ス
リ
ム
の
最
高
責
任
者
に
「
チ
ュ
ラ

ー
ラ
ー
チ
ャ
モ
ン

ト

リ
」
と
い
う
称
号
を
与
え
、
こ
れ
に

タ
イ
国
王
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
擁
護
」
の
実
施
責
任
者
と
し
て
の
任
務
を
課
し
、
そ
の
た
め
の
管

理
組
織
と
し
て
、
「
チ
ュ
ラ

ー
ラ
ー
チ
ャ
モ
ソ
ト
リ
」
を
長
と
す
る
「
タ
イ
国
イ
ス
ラ
ー
ム
中
央
委
員
会
」
と
、
そ
の
下
部
組
織
と

し
て

「
各
県
イ
ス
ラ

ー
ム
委
員
会
」
、
「
各
ス
ラ
ウ

・
イ
ス
ラ

ー
ム
委
員
会
」
の
設
置
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

え
る
と
い
う
立
場
を
基
調
と
し
て
い
る
。

な
い
し
排
除
策
に
至
る
ま
で
の
多
様
性
を
示
し
て
い
る
。

マ、

ク
イ
王
国
官

一
九
四
六
年
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吏
と
し
て
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
「
チ
ュ
ラ
ー
ラ
ー
チ
ャ
モ
ソ
ト
リ
」
が
、
各
ス
ラ
ウ
を
通
し
て
全
ム
ス
リ
ム
を
統
轄
す
る
統
一
組

織
成
立
の
基
盤
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
の
国
家
統
制
と
い
う
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、

仏
教
に
お
け
る
「
一
九

0
二
年
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
に
も
比
す
べ
き
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
教
的
に
は
性
急
な
同
化
策

(11
仏
教
化
）
を
排
し
宥
和
的
統
制
策
を
と
ろ
半
面
、
初
等
教
育
の
強
化
に
よ
る
長

期
的
な
視
点
に
よ
る
同
化
策
も
平
行
的
に
推
進
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

一
九
六
七
年
現
在
、
東
北
タ
イ
在
住
の
「
ベ
ト
ナ

校
も
の
小
学
校
が
新
設
さ
れ
た
。
南
タ
イ
に
お
け
る
教
師
対
児
童
比
ほ
ャ
ラ
ー
で
一
対
二
十
八
、

サ
ラ
テ
ィ
ワ
ー
ト
で
一
対
三
十
三

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
開
発
第
二
次
五
ヵ
年
計
画
の
目
標
で
あ
る
全
国
平
均
一
対
三
十
五
な
い

し
三
十
八
を
、
す
で
に
大
幅
に
達

成
し
た
数
字
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
父
兄
が
伝
統
的
な
ボ
ソ
ド
（
コ
ー
ラ
ソ
塾
）
を
好
む
傾
向
が
い
ぜ
ん
と
し
て
強
く
、
高
学
年
に

近
づ
く
に
つ
れ
、
小
学
校
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
児
童
の
比
率
は
低
下
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
教
育
重
視
政
策
が
タ
イ

・
ム
ス
リ
ム
の

(
4
)
 

同
化
に
与
え
る
影
響
は
や
が
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

東
北
タ
イ
に
、
近
年
発
生
し
た
「
ベ
ト
ナ
ム
難
民
問
題
」
と
、
中
部
の
ジ
ャ
ム
族
を
中
心
と
す
る
国
家
形
成
の
結
果
生
じ
た
中
部

ク
イ
、
東
北
タ
イ
の
対
立
関
係
と
い
う
十
九
世
紀
末
以
降
存
在
す
る
歴
史
的
問
題
と
が
、
共
産
主
義
戦
略
と
い
う
国
際
政
治
の
次
元

で
微
妙
な
か
ら
み
合
い
を
見
せ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
ベ
ト
ナ
ム
難
民
」
に
つ
い
て
は
、
居
住
地
域
の
制
限
に
よ
る
行
動
の
監
視
と
、

祖
国
へ
の
送
還
が
政
府
の
基
本
方
針
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

ム
人
難
民
」
の
数
は
四
万
四
八

0
0人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全
員
が
必
ず
し
も
帰
国
を
希
望
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。

タ
イ
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
ベ
ト
ナ
ム
人
が
、
東
北
タ
イ
に
出
没
す
る
共
産
主
義
テ
ロ
リ
ス
ト
を
支
持
し
て
い
る
と
の
見
方
を
捨
て
て

(5
)
 

お
ら
ず
、
今
後
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
る
。

東
北
ク
イ
の
タ
イ
・
ラ
ー
オ
系
住
民
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
し
ば
し
ば
「
タ
イ

・
ラ
オ
ス
国
境
に
お
け
る
治
安
問
題
」
と
い
う
文
脈

一
九
六
五
ー
六
七
年
に
、
南
タ
イ
四
県
だ
け
で
七
十
八

一
九
四
五
年
の

「
擁
諦
勅
令
」
は
、
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「
東
北
タ
イ
開
発
委
員
会
」
は
、
サ
リ
ッ
ト
首
相
自
身
を
委
員
長
と
し
て
、

政
府
の
対
策
に
も
、

一
九
六
六
年
、

一
九
六
一
年
設
置
さ
れ
、

一
九
六
ニ
ー
六
八
年
の
五

一
九
六
一
年
以
来
サ
リ
ッ
ト
内

っ
6
)

で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
長
い
歴
史
と
社
会
経
済
的
原
因
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、

ゲ
リ
ラ
討
伐
を
目
標
と
す
る
対
症
的
措
置
と
、
生
活
環
境
の
整
備
に
よ
る
住
民
の
生
活
水
準
の
向
上
と
い
う
予

ク
イ
の
南
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
決
定
を
契
機
と
し
て
、
東
北
タ
イ
に
お
け
る
ゲ
リ
ラ
と
軍
警
と
の
武
力
衝
突
は
急
増
し

て
い
る
。
ナ
コ
ン
パ
ノ
ム
、

カ
ラ
シ
ン
、

サ
コ
ソ
ナ
コ
ン
三
県
に
ま
た
が
る
プ
ー
パ
ー
ソ
山
地
の
ジ
ャ
ソ
グ
ル
に
は
、

よ
び
北
京
と
直
接
接
触
を
持
つ
約

ニ
―

0
0名
の
ゲ
リ
ラ
が
潜
伏
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
タ
イ
政
府
は
し
ば
し
ば
正
規
軍
お
よ

び
笞
察
部
隊
を
出
動
さ
せ
、
討
伐
作
戦
を
展
開
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
七
二
年
一
月

1
五
月
の
五
ヵ
月
に
、

ナ
コ
ソ
パ
ノ
ム
で

一
四
五
名
の
負
傷
者
、
七
十
名
の
捕
虜
を
出
し
、
政
府
側
も
ま
た

(7
)
 

戦
死
者
五
十
七
名
、
負
傷
者
七
十
三
名
の
損
害
を
出
し
た
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
対
症
的
ゲ
リ
ラ
対
策
と
平
行
し
て
、
地
域
開
発
を
重
点
的
に
推
進
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
の
生
活
水
準
を
向
上
さ

せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
タ
イ

・
ラ
ー
オ
系
住
民
の
反
中
央
政
府
意
識
を
払
拭
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
、

閣
の
手
で
開
始
さ
れ
タ
ノ
ム
内
閣
も
大
筋
に
お
い
て
こ
の
政
策
を
踏
襲
し
て
い
た
。

カ
年
に
わ
た
る
「
東
北
タ
イ
開
発
五
ヵ
年
計
画
」
が
立
案
さ
れ
た
。
こ
の
計
画
は
東
北
タ
イ
住
民
の
生
活
水
準
を
、
他
の
諸
地
域
の

水
準
に
ま
で
引
き
上
げ
、
さ
ら
に
将
来
の
経
済
的
安
定
と
発
展
の
た
め
こ
の
地
方
の
社
会
的
経
済
的
基
盤
整
備
を
目
標
と
す
る
計
画

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
、
水
利
施
設
の
改
善
、
③
、
道
路
網
の
整
備
、
③
、
農
業
の
振
興
、
④
、

電
力
供
給
の
拡
大
、
⑮
、
民

問
商
工
業
部
門
の
振
興
、
⑱
、
地
域
開
発
の
促
進
と
し
て
、
コ
ン
ケ
ン
市
を
東
北
タ
イ
の
ま
っ
た
く
新
た
な
中
心
都
市
と
し
て
発
展

(
8
)
 

さ
せ
、
こ
れ
を
中
核
と
し
て
地
域
全
体
の
開
発
を
促
進
す
る
と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。

行
な
わ
れ
た
作
戦
で
は
テ
ロ
リ
ス
ト
側
は
四
十
二
名
の
戦
死
者
、

防
的
措
置
と
い
う
二
段
構
え
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ハ
ノ
イ
、
お
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実
上
、
タ
イ
国
の
統
治
の
及
ば
な
い
地
方
で
あ
っ
た
。

中
心
を
成
す
も
の
は
道
路
建
設
で
、

一
九
六
三
年
か
ら

一
九
六
一
ー
ニ
年
、
同

一
九
六
三
年
に
は
、
巡
回
医
療
団
が
組
織
さ
れ
て
、
僻

一
九
六
四
年
に
は
、
東
北
タ
イ
の
う
ち
、
と
く
に
国
境
に
近
い
ナ
コ
ソ
ベ
ノ
ム
、

ソ
、
ウ
ボ
ソ
の
各
県
を
対
象
と
す
る
「
緊
急
農
村
開
発
計
画

A
R
D
(
1
1
A
8皆
ratE・d
R
u
r
a
―
戸
v
e
l
o
p
m
e
n
t

P
r
o
g
ra
m
)

が
開
始
さ
れ
、
開

発
の
速
度
が
加
速
さ
れ
た
。
翌

一
九
六
五
年
に
は
ロ

ー
イ
エ
ッ
ト

、
カ
ラ
シ
ソ
の
二
県
が
対
象
地
域
に
加
え
ら
れ
て
い
る
°

計
画
の

一
九
六
五
年
に
は
前
記
六
県
で
二

0
ニ
Km
の
新
道
路
が
開
通
し
た
。
こ
の
ほ
か
地
域
住
民
の
訓

練
、
農
業
振
興
、
学
校
建
設
、
灌
漑
施
設
、
保
健
所
の
整
備
も
進
め
ら
れ
、

(9
)
 

村
へ
の
巡
回
医
療
を
行
な
っ

て
い

る。

北
タ
イ
•

お
よ
び
西
部
ク
イ
の
山
地
に
居
住
す
る
い
わ
ゆ
る
山
地
民
と
、
平
野
部
の
タ
イ

族
と
は

、

伝
統
的
に

「
相
互
不
干
渉
」

の
関
係
を
保
っ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
山
地
民
た
ち
は
、
国
努
調
査
か
ら
も
、
地
方
の
現
勢
報
告
か
ら
も
つ
ね
に
除
外
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
人
口
さ
え
も
推
定
の
域
を
出
て
い
な
い
。
ご
く
最
近
ま
で
、
北
お
よ
び
西
北
山
地
地
帯
は
、

一
九
五
八
年
十
二
月
、
サ
リ
ッ
ト
首
相
は
、
阿
片
の
栽
培
を
禁
止
し
、
内
務

省
に
取
り
締
り
の
責
任
を
課
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
山
地
民
の
中
に
は
、
阿
片
栽
培
を
生
業
と
し
て
い
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
、

こ
の
時
以
来
、
山
地
民
は
、
取
り
締
り
の
対
象
と
な
り
中
央
政
府
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

イ
ロ
ッ
ト

・
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
、

ヽ

ク
ー
ク

チ
ェ
ソ
マ
イ
、
チ

ェ
ソ
ラ
イ
、

局
は
、
国
際
機
関
お
よ
び
外
国
政
府
、
財
団
の
協
力
を
得
て
、
ミ
ャ
オ
、

レ
ー
イ
、

ー

ノ
ソ
カ
イ
、
サ
コ
ソ
ナ
コ
ソ
、
ウ
ド

タ
イ
国
領
内
に
あ
り
な
が
ら
、
事

一
九
五
九
年
六
月
の

閣
議
決
定
に

よ

っ
て
、
内
務
省
の
「
山
地
民
定
着
化
計
画
」
が
承
認
さ
れ
る
と
、
同
省
公
共
福
祉
局
は
、
パ

ル
ー
イ
の
四
県
に
各
一
カ
所
ず
つ

、
「
ニ
コ
ム

」

と
呼
ぶ
「
定
着
地
域
」
を
設
定
し
た
が
、
山
地
民
側
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

ヤ
オ
、
リ
ス

、
ラ
フ

、
ア
カ
族
な
ど
、
阿
片
栽
培
民
を
対

象
と
す
る
社
会
経
済
調
査
を
行
な
っ
た
。

こ
の
調
査
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
勧
告
に
し
た
が
っ

て、

六
四
年
に
か
け
て
、
い
、
定
着
化
計
画
の
拡
大
と
強
化
、
③
、
定
着
地
域
外
の
山
地
民
に
対
す
る
巡
回
開
発
チ

ー
ム
の
接
触
、
⑥
、
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(

3

)

 

一
九
七
二
年
―
―
―
月
に
は
バ
テ
ト
ラ
オ
、
北
ペ
ト
ナ

山
地
民
研
究
セ
ソ
タ
ー
の
創
設
と
い
う
三
つ
の
。フ
ロ
シ
ェ
ク
ト
が
開
始
さ
れ
た
。
定
着
化
計
画
拡
大
強
化
の
内
容
に
は
、
農
事
試
験

所
、
農
業
普
及
セ
ソ
タ
ー
、
換
金
作
物
売
欄
セ
ソ
タ

ー
の
設
置
の
ほ
か
、
開
発
普
及
員
訓
練
セ
ソ
タ

ー、

お
よ
び
基
地
の
設
営
が
含

(10) 

ま
れ
て
い
る
。

右
の
諸
計
画
は
、
禁
制
品
で
あ
る
阿
片
栽
培
と
山
地
部
土
嬢
の
浸
食
を
も
た
ら
す
焼
畑
輪
作
を
平
和
裡
に
止
め
さ
せ
、
こ
れ
に
代

わ
る
生
莱
を
山
地
民
に
与
え
る
方
途
を
見
出
す
た
め
に
立
案
さ
れ
た
計
画
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で

タ
イ
政
府
の
威
令
の
及

ば
な
か
っ
た
山
地
民
を
そ
の
統
制
下
に
お
き
、

い
る
。
そ
し
て
、
北
ク
イ
に
も
、

ム
人
、

か
れ
ら
に
タ
イ
人
と
し
て
の
帰
属
意
識
を
も
た
せ
る
こ
と
も
そ
の
目
標
に
含
ま
れ
て

い
わ
ゆ
る
共
産
主
義
者
の
浸
透
工
作
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、

チ
ェ
ソ
ラ
イ
県
知
事
の
殺
害
事
件
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
現
実
に
タ
イ
人
官
吏
の
襲
撃
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
山
地
民
問
題
は
、
当
初
の
比
較
的
限
定
的

な
枠
を
超
え
て
、
治
安
問
題
へ
と
展
開
す
る
形
勢
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

お
よ
び
ミ
ャ
オ
族
を
含
む
約
五

0
0人
の
共
産
主
義
者
が
チ
ェ
ソ
ラ
イ
県
の
ラ
オ
ス
国
境
地
帯
の
ペ
エ
レ
ニ

山
地
部
一
帯
を

制
圧
し
た
と
報
告
さ
れ
、
ま
た
同
年
六
月
に
は
、
ラ
オ
ス
の
サ
イ
ヤ
プ
リ
ー
州
か
ら
越
境
し
た
共
産
軍
が
ナ
ソ
県
の
ト
ウ
ソ
チ
ャ
ン

グ
地
方
の
山
中
に
基
地
を
も
う
け
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
措
償
と
し
て
、
タ
イ
政
府
に
忠
誠
を
誓
っ
た
土
地
民
部
隊
が
編
成
さ
れ
、

(11
)
 

ソ
、
チ

ェ
ソ
ラ
イ
、
ペ
ッ
チ
ャ
ブ
ン
の
山
地
地
帯
に
配
置
さ
れ
作
戦
を
行
な
う
旨
の
発
表
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ナ

注

(
1
)

"
P
h
r
a
r
a
t
c
h
a
k
r
u
s
a
d
i
k
a
 
w
a
 d
u
a
i
 
K
a
n
s
a
s
a
n
u
p
a
t
h
a
m
 fai 
It
ssa
la
m
 P
h
u
t
t
ha
s
a
k
k
a
r
a
t
 2
4
8
8

"

こ
の
勅
令
は
、
本
書
四
二
七

1
四
二

九
頁
に
全
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)

"
 Ra
b
i
a
p
 
K
r
a
s
u
a
n
g
 
S
u
k
s
a
t
h
i
k
翌
w
a
d
u
a
i
 
It
ssa
la
m
 W
i
t
t
h
a
y
a
l
a
i
 
h
a
e
n
g
 
P
rathet 
T
h
a
i," 
in 
P
r
a
m
u
a
n
 R
a
b
i
a
p
 Kiinsiitsanii 

蓉
6
n
g
K
r
o
m
k
i
i
n
s
i
i
t
s
a
n
i
i
 
K
r
a
s
u
a
n
g
 S
u
k
s
a
t
h
i
k
a
n
.
 
Bangkok•1951

. 

p
p
.
 1
5
6ー

1
5
9
.

"
 Ph
r
a
r
a
t
c
h
a
b
a
ny
a
t
 w
a
 d
u
a
i
 
k
a
n
 c
h
a
i
 
K
a
t
m
a
i
 
It
s
a
l
a
m
 
n
a
i
 Kh
e
t
c
h
a
n
g
w
a
t
 
P
a
t
t
a
n
i
 Narathiwat•Ya

la 

la
e
 
Sat(i
n
 P
h
0
1
.
s01. 
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日

「
根
原
的
愛
着
心
」
の
源
泉
と
し
て

の
仏
教

2
4
8
9
:
9

こ
の

法
律
は
、
本
害
四
―
―

1
0
~
四
三
二
頁
に
全
訳
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
S
u
h
r
k
e
,
 o
p
.
 cit
., 

p
,
 54
3
.
 

(
5
)

一
九
七
二
年
六
月
二
日
、
プ
ラ
バ
ー
ト
副
首
相
は
、
国
家
安
全
保
節
会
議
議
長
の
汽
格
に
お
い
て
、

ペ
ト
ナ
ム
人
難
民
の
あ
る
者
は
ク
イ

国
内
の
共
産
主
義
テ
ロ
リ
ス
ト
に
援
助
を
与
え
、
北

ペ
ト
ナ
ム
の
た
め
に
芽
金
を
行
な
っ
て
い
る

と
指
摘
し

て
い
る
。

(
A
s
ia
R
esea
rc
h
 B
ul,
 

le
t
 
in
,
 V

o
l. 
2
,
 N

o
.
 3
 (
A
u
g
ust 
1
9
7
2
)
.
 p
.
 1
0
6
1
 B・ 

(
6
)

た
と
え
ば
本
節
注
(

5

)

に
引
用
し
た
論
文
は

：
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
to 
the 
S
e
curity 
situatio
n
 of 
the 
T
h
a
i,L
aot
ia
n
 
B
o
r
d
er
:》
と
題
さ
れ

て
い
る
。

Ibid.
、
p
p
.
1
0
5
9
 A
'
1
0
6
6
 B
.
 

(
7
)
I
b
i
d
., 
p
p
.
 1
0
6
3
 B
'
1
0
6
4
 A. 

(
8
)

T
he
 P
l
a
n
n
i
ng
 Office,
 N
.
 E
.
 D
.
 

E
., 
o
p
.
 cit
., 
p
p
.
 1ー

1
0
4
.

(
9
)
G
o
v
er
n
ment 
o
f
 T
h
a
il
a
n
d
,
0
p
.
 cit
., 
p
p
.
 3

90
,
3
9
1
.
 

(
1
0
)

H
a
n
s
 M
a
n
n
d
o
rff
,
 "

T
h
e
 H
i
=
T
r
i
b
e
 P
r
og
r
a
m
 
o
f
 th
e
 
Public 
W
e
l
f
a
r
e
 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t,
 Mi

n
i
stry o
f
 Interior
,
 T

h
a
il
a
n
d
 :
 R
esearch
 

a
n
d
 
S
o
c
i
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
," 
in 
P
ete
r
 K
u
n
sta
d
t
er
 (e
d
.)
,
 So

u
t
h
e
a
s
t
 A
s
i
a
n
 T
r
ibes
.
 M

i
n
oriti
es
,
 a

n
d
 N
a
t
i
o
n
s
.
 Pr

i
nceton
:
 

P
r
i
n
g
o
n
 U
n
iversity 
P
ress
,
 19

6
7
-
p
p
.
 5
2
5
,
5
5
1
.
 

(
11
)
A
s
i
a
 R
e
s
e
a
r
c
h
 
B
u
l
let
in,
 Vo

l
.
 
2
,
 N

o
.
 3,
 p
.
 10
6
3
 B
.
 

第
一＿一
節

サ
ン
ガ
と
社
会

一
九
六

0
年
セ
ソ
サ
ス
に
よ
る
と
、
タ
イ
国
総
人
ロ
ニ
六
三
五
万
人
の
う
ち
、
九
三
％
に
あ
た
る
二
四
五
六
万
人
が
仏
教
徒
で
あ

(1
)
 

る
。
こ
の
数
字
に
は
ム
ス
リ
ム
が
県
内
人
口
の
八

0
％
以
上
を
占
め
る
前
記
南
タ
イ
四
県
が
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
こ
れ
を
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の
四
一
％
ま
で
も
が
王
立
寺
院
で
あ
る
。

い
ま
、
そ
の
建
立
者
な
い
し
維
持
者
を
基
準
と
し
て
寺
院
を
分
類
す
る
と
、
「
王
立
寺
院

P
h
r
a

A
r
a
m
 
L
u
a
品
」
と
「
私
立
寺
院

W
a
t
 R
a
t
」
の
別
を
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
者
は
国
王
が
建
立
し
た
か
、
あ
る

い
は
私
人
の
建
立
し
た
寺
院
の
管
理
が

の
ち
に

国
王
に
う
つ
さ
れ
た
寺
院
で
、
現
実
に
は
国
家
が
そ
の
維
持
管
理
に
責
任
を
負
っ

て
い

る
。
こ
れ
に
対
し

「
私
立
寺
院
」
は
、
民
間

の
浄
財
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
、
法
律
に
基
づ
い
て
寺
格
を
与
え
ら
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
統
計
に

よ
れ
ば
、
「
王
立
寺
院
」

の
数
は
全

国
で
わ
ず
か
一
六
一
寺
、
し
か
も
そ
の
中
の
七
十
八
寺
が
パ
ソ
コ
ク
市
内
に
集
中
し
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ク
で
は
全
寺
院
数
一
八
六
寺

一
方
、
私
立
寺
院
の
数
は
二
万
四
四
七
三
寺
に
も
上
り
、
そ
の

う
ち
二
万
四
三
六
五
寺
が

出
家
者
の
対
男
子
人
口
比
は
一
対
五
十
六
で
あ
る
。

て
み
る
と
、
村
民
一

三
一

六
人
に
対
し
、

数
は
五

0
三
六
村
な
の
で
、

十
八
万
二
四
九

0
人
、

除
い

た
地
域
に
お
け
る
仏
教
徒
の
対
人
口
比
を
と
っ
て
み
る
と
、
九
六
％
と
い
う
高
い
数
値
が
得
ら
れ
る
。
住
民
の
民
族
構
成
が
よ

り
均
質
な
農
村
部
で
は
、
こ
の
数
値
は
さ
ら
に
上
昇
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

、
、
、
、

「
仏
教
は

タ
イ
民
族
に
内
属
し
た
宗
教
で
あ
る
S
a
t
s
a
n
a
P
h
u
t
 p
e
n
 
S
a
t
s
a
n
a
 /
>
r
a
c
h
a
m
 
C
h
a
t
」
と
い
う
命
題
を
、
「国
民
各
位
と
同

様
に
政
府
も
ま
た
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
発
言
が
公
的
な
立
場
に
お
い
て
さ
え
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
統
計
的
背
景
を
、
わ
れ
わ
れ
は

(2
)
 

こ
の
数
字
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
部
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
南
方
上
座
部
仏
教
は
、
サ
ソ
ガ
を
中
心
と
す
る
宗
教
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
サ
ソ
ガ
が
現

実
に
具
象
化
さ
れ
る
場
は
寺
院

w
a
t

と
、
寺
院
に
止
住
す
る
プ
ラ

(11
ビ
ク
）
お
よ
び
ネ

ー
ソ
(
11
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
）
で
あ
る
。

九
六
七
年
度
の
宗
教
局
統
計
に

よ
る
と
、
全
国
の
寺
院
数
は
、
大
小
と
り
ま
ぜ
て
二
万
四
六
三
四
寺
、
プ
ラ
と
ネ
ー
ソ
の
合
計
は
二

一
寺
の
平
均
止
住
出
家
者
数
は
十
一
・
五
人
で
あ
っ

た
。
同
年
に
お
け
る
全
国
の
行
政
村
（
タ
ソ
ボ

ン
）
の

一
村
当
り
の
平
均
寺
院
数
は
四

・
八
寺
と
な
る
。
さ
ら
に
、
寺
院
お
よ
び
出
家
者
の
対
人
口
比
を
と
っ

一
寺
が
存
在
し
村
民
―
―
五
人
に
一
人
の
割
合
で
黄
衣
の
出
家
者
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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「バ ーソクワット寺年問収入一笠」

（カ ウフマソの調査による）

寺院土地財産賃貸料 432パーツ

>
礼拝用金箔売上 130バー ツ

カチナ祭寄進 24,000バーツ

入 各種笠貸料（臨時） 1,470バーツ

住職個人寄付 4,000バーツ

I 換雨安居用寄進備菩玄米 3,600 kg 

米 I 金（キ用ロ籾当米り0.4バーツ） 6(,= 2200 ,4k8g 0バーツ）

モチ米 1, 600 kg 

日 筆記具 ・祖応等 800パー ツ相当
用 住職（へ煙の草特•別石寄け進ん 4,880バーツ相当
品 等）

I ＊現金収入合計 I 38, 192バーツ

注 換金用精白米はキロ当り 0.4バーツで現金に換箕 して加箕

してある。

具
体
的
な
事
例
に

つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

J

れ
は
前
掲
の
平
均
値
に
近
い
。

部
ク
イ
デ
ル
ク
稲
作
農
村
で
あ
る
。
こ
の
寺
院
は
バ

ー
ソ
ク
ワ
ッ

ト
寺
と

呼
ば
れ
、
調
査
当
時
（
一
九
五
―
―-
I
五
四
）

十
名
の
プ
ラ
が
止
住
し
て
い
た
。

こ
の
表
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
バ

ー
ソ
ク
ワ
ッ
ト
寺
に
は
、
年
間
三

万
八
一
九
ニ
バ
ー

ツ
の
現
金
の
ほ
か
、
托
鉢
を
行
な
わ
な
い
雨
安
居
用
の

備
蓄
米
と
し
て

一
―
-
•
六
トソの
玄
米
と
、
ほ
か
に
一
・
六
ト

ソ
の
も
ち
米

が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
金
額
の
中
に
は
、
寺
院
財
産
の
賃
貸
料
、
金

沿
い

の
小
村
で
、
世
帯
数
一

四
七
、
人
口
七
四
四
人
と
い
う
典
型
的
な
中

地
方
に
存
在
す
る
。
こ
れ
を
前
記
の
数
字
と
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
地
方
寺
院
の
実
に
九
九
％
強
が
私
立
寺
院
と
い
う
計
算
に
な

る
。
地
方
の
王
立
寺
院
が
す
べ
て
、
都
市
部
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
今
日
全
国
の
農
村
の
す
み
ず
み

に
見
ら

れ
る
寺
院
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
住
民
の
浄
財
の
寄
進
に

よ

っ
て
建
立
維
持
さ
れ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
知
ら
れ

ろ
。
つ
ま
り
、

国
民
の
八
八
％
を
占
め
る
タ
イ
の
農
民
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
与
え
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
の
仏

教
と
は
、
同
時
に
そ
の
存
続
発
展
の

た
め
に
村
民
の
積
極
的
貢
献
が
不
可
欠
の
要
囚
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
存
在
で
も
あ
る
。
ク

イ
人
の

「
根
原
的
愛
着
心
」
の
源
泉
と
し
て
の
仏
教
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
、

表
13
は
、
カ
ウ
フ
マ
ソ

H
o
w
a
r
d

K
 K
au
f
m
a
n
が
、
バ
ー

ソ
ク

ワ
ッ
ト

村
で
行
な
っ
た
調
査
結
果
で
、
調
査
村
の
寺
院
の
年
問
収
入
を
示
す
資
料

で
あ
る
。
バ
ー
ン
ク
ワ
ッ
ト
村
は
、
バ
ソ
コ
ク
の
東
北
方
二
五
Km
の
運
河
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箔
売
上
代
金
と
、
英
国
系
の
某
社
が
カ
チ
ナ
の
祭
に
際
し
て
臨
時
に
寄
進
し
た
二
万
バ
ー
ツ
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

計
を
減
ず
る
と
、
現
金
一
万
六
一
九
四
バ
ー
ツ
と
い
う
数
字
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
金
額
と
五

0
0
0
k
g
の
米
と
の
合
計
が
、
こ
の
寺

の
維
持
に
た
い
す
る
、
純
粋
に
バ
ー
ソ

ク
ワ
ッ
ト
村
民
の
貢
献
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
村
で
は
、

い
ま
そ
の
合

一
世
帯
に
つ
き
年
間
平
均
―

1
0

バ
ー
ツ
（
邦
貸
換
算
約
一
九

0
0円
）
の
現
金
と
、
三
十
五

kg
の
米
と
を
、
寺
院
維
持
の
た
め
に
自
発
的
に
拠
出
し
て
い
る
の
で
あ

(
3
)
 

る。
バ
ー
ソ
ク
ワ
ッ
ト
寺
と
、
バ
ー
ソ
ク
ワ
ッ
ト
村
村
民
と
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
数
量
化
で
き
る
も
の
を
媒
介
と
す
る
関
係
に
限

ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
金
品
の
授
受
は
、
さ
ら
に
深
い
精
神
的
紐
帯
の
―
つ
の
側
面
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま

(4
)
 

村
民
各
個
人
が
生
涯
に
経
験
す
る
通
過
儀
礼
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
な
ん
ら
か
の
形
で
仏
教
と
関
係
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
産
気
づ
い
た
妊
婦
が
「
火
神
」
に
安
産
を
祈
願
す
る
骰
礼
に
お
い
て
さ
え
、
祈
願
は
「
ナ
モ
ー
タ
ッ
サ
」
で
始
ま
る

「
総
礼
文
」
（
か
の
世
尊
、
応
供
者
、
等
正
覚
者
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
）
と
と
も
に
唱
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
出
生
児
の
腕
の
緒
切

断
も
「
ナ
モ
ー
タ
ッ
サ
」
を
三
度
唱
え
な
が
ら
行
な
わ
れ
る
。
出
生
後
一
ヵ
月
の
の
ち
に
行
な
わ
れ
る

「
剃
髪
式
K
h
a
n
P
h
o
m
 F
a
1
」

に
は
僧
が
招
か
れ
て
祝
福
の
祈
疇
を
行
な
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
仏
教
の
文
脈
の
中
に
あ
る
俊
礼
で
あ
る
。

バ
ー
ソ
ク
ワ
ッ
ト
村
で
は
、
中
部
タ
イ
の
文
化
的
特
性
を
反
映
し
て
ネ
ー
ソ
と
し
て
出
家
す
る
者
は
少
な
い
が
、
二
十
一
歳
か
ら

(
5
)
 

三
十
歳
ま
で
の
男
子
は
、
八

0
％
ま
で
が
少
な
く
と
も
一

雨
安
居
の
間
、
プ
ラ
と
し
て
持
戒
生
活
を
体
験
す
る
。
出
家
の
儀
式
は
、

出
家
者
自
身
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
村
民
に
宗
教
的
体
験
の
機
会
を
与
え
る
。
得
度
式

へ
の
参
与
は
「
タ
ン
・
プ
ソ
」
（
功

徳
を
得
る
行
為
）
の
中
で
も
、
と
く
に
大
き
な
功
徳
を
生
む
行
為
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
タ
イ
の
結
婚
式
は
仏
教
と
直

接
的
関
係
を
も
た
な
い
が
、
「
ク
ン
・

ブ
ソ
」
の
文
脈
で
し
ば
し
ば
僧
が
招
か
れ
る
。
バ
ー
ソ
ク
ワ
ッ
ト

村
で
は
、

結
婚
式
に
先
立

ち
、
婚
家
へ
招
か
れ
た
僧
が
新
郎
新
婦
の
面
前
で
祝
福
の
読
経
を
行
な
う
。
死
者
俄
礼
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
仏
教
的
行
事
の
一
っ

244 



第 2部 第 6章 国民統合とサソガの役割

口
で
あ
る
。
通
夜
、
初
七
日
、
五
十
日
、
百
箇

H
に
読
経
が
行
な
わ
れ
る
ほ
か
、
火
葬
の
当
日
に
は
、
最
大
の
法
要
が
営
ま
れ
る
。
火

葬
の
時
期
と
し
て
二
月
か
ら
五
月
が
選
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
米
の
売
却
代
金
が
支
払
わ
れ
、
法
要
に
要
す
る
多
額

こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
通
過
儀
礼
が
す
べ
て
仏
教
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
仏
教
は
ま
た
季
節
惑
の
乏
し
い
熱
帯

「
マ
ー
カ
プ
ー
チ
ャ
ー
」
（
二
月
）
、

「
ウ
ィ
サ
ー
カ
プ
ー
チ
ャ
ー
」
（
五

月
）
、
「
雨
安
居
入
り
」
（
七
月
）
、
「
カ
チ
ナ
衣
奉
納
」
(
+
月
中
旬
！
十
一
月
中
旬
）
な
ど
、
純
然
た
る
仏
教
行
事
に
留
ま
ら
ず
、
元

ロ
ー
イ
カ
ト
ソ
グ
（
十
一
月
）
な
ど
、

も
、
現
在
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
仏
教
僧
の
参
加
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
僧
へ
の
食
物
の
供
養
、
読
経
な
ど
）。

さ
ら
に
、
満
月
、
新
月
、
二
度
の
半
月
に
廻
っ
て
く
る
「
ワ
ソ
・
プ
ラ
（
仏
日
）
」
の
存
在
も
、
バ
ー

ン
ク
ワ
ッ
ト
村
民
に
仏
教
徒

(6
)
 

の
自
覚
を
喚
起
さ
せ
る
契
機
を
な
し
て
い
る
。
ヮ
ソ
・

。フラ
と
そ
の
前
日
の
性
行
為
は

タ
ブ

ー
視
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
バ
ー
ソ
ク
ワ
ッ
ト
村
に
お
い
て
は
、
村
民
で
あ
る
こ
と
が
同
時
に
仏
教
徒
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
両
者
は
相

即
不
離
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
人
類
学
者
の
研
究
は
、
同
一
の
状
況
が
中
部
タ
イ
の
み
な
ら
ず
、

南
タ
イ
の
一
部
を
除
く

(7
)
 

タ
イ
全
土
の
稲
作
農
村
に
、
く
ま
な
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
、
初
め
て
、
仏
教
が

タ
イ
人
の
「
根
原
的
愛
着
心
」
の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
事
情
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

威
信
あ
る
社
会
的
存
在
と
し
て
の
サ
ソ
ガ

仏
教
は
、
「
プ
ッ
ダ
」
、
「
ダ
ソ
マ
」
、
「
サ
ン
ガ
」
の
三
宝
を
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

「
プ
ッ
ダ
」
と
「
ダ
ソ
マ
」

と
は
「
サ
ソ
ガ
」
に
よ
っ
て
初
め
て
社
会
的
に
実
現
さ
れ
、
「
サ
ン
ガ
」
を
通
し
て
伝
承
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
社
会
的
事
実
と

旦
、
ソ
ソ
ク
ラ
ー
ン
（
四
月
1
1
旧
正
月
）
、

起
原
的
に
は
仏
教
と
無
関
係
の
儀
式
に
お
い
て

の
一
カ
年
に
め
り
は
り
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

の
出
費
を
賄
う
に
も
っ
と
も
都
合
が
よ
い
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
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し
て
の
仏
教
を
考
察
す
る
場
合
、
「サ

ソ
ガ
」

が
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
仏
教
教
理
は
超

輪
廻
的
秩
序
を
志
向
す
る
出
家
修
行
者
の
存
在
を
予
想
し
、
出
家
修
行
者
は
自
己
の
修
行
の
効
率
化
の
た
め
に
生
活
共
同
体
を
組
織

し
、
そ
の
結
果
サ
ソ
ガ
が
発
生
し
た
。
サ
ソ
ガ
は
そ
の
全
生
存
を
在
家
者
に
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
動
目
的
に
お
け
る
超
輪

廻
性
と
、
行
動
様
式
に
お
け
る
超
俗
性
を
保
持
し
つ
づ
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
、
タ
イ
に
お
け
る
サ
ソ
ガ
繁
栄
の
原
因

(8
)
 

の
―
つ
を
、

「
ク
ソ

・
プ

ソ」

と
い
う
輪
廻
的
秩
序
に
お
け
る
、
出
家
原
理
の
再
解
釈
の
中
に
見
た
が
、
す
く
な
く
と
も
形
式
的
に

ほ
、
出
家
者
は
あ
く
ま
で
も
超
輪
廻
的
秩
序
の
追
求
者
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
慣
例
に
従
っ
た
短
期
出
家
者
に
お
い

て
さ
え
、
自
己

の
出
家
目
的
が
涅
槃
の
追
求
で
あ
る
こ
と
を
、
儀
式
的
過
程
の
一
段
階
に
お
い
て
表
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
の
中
に

(9
)
 

示
さ
れ
て
い
る
。

「
タ
ソ

・
プ
ソ
」
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
出
家
者
は
、
涅
槃
を
求
め
ず
、
あ
く
ま
で
も
輪
廻
的
幸
福
を
追
求
し
て
い

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
輪
廻
的
秩
序
の
克
服
を
目
標
と
す
る
存
在
で
な
い
と
は
い
え
、

者
を
超
俗
の
次
元
に
と
ど
め
る
こ
と
は
、

か
れ
が
黄
衣
、
剃
髪
、
持
戒
な
ど
、
出
家

者
の
外
的
指
標
を
失
わ
な
い

か
ぎ
り
、
あ
く
ま
で
も
超
世
俗
の
次
元
に
と
ど
ま
り
、
世
俗
的
次
元
と
触
れ
合
う
こ
と
は
な
い
。
出
家

(10
)
 

タ
ソ

・
プ
ソ
の
原
理
に
立
つ
世
俗
の
側
か
ら
の
要
請
で
さ
え
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
サ
ソ
ガ
が
、
こ
の
よ
う
に
理
念
の
世
界
に

お
い
て
世
俗
的
秩
序
を
拒
否
し
な
が
ら
、

空
間
的
に
は
特
定
の
地
域
社
会

の
中
に
存
在
し
、
し
か
も
そ
の
中
で
た
と
え
ば
カ
ト
リ
ッ

ク
修
道
院
の
よ
う
に
閉
鎮
的
社
会
を
構
成
せ
ず
、
き
わ
め
て
自
由
に
在
家

者
の
接
近
を
許
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
サ
ソ
ガ
に
意
図
し
な
い
世
俗
的
懐
能
を
果
た
さ
し
め

る
結
果
を
生
み
出
し
た
。
第
一
部

第

一
章
に

お
い
て
指
摘
し
た
サ
ソ
ガ
の
非
宗
教
的
機
能
が
こ
れ
で
あ
る
。
伝
統
的
タ
イ
社
会
に
お
い
て
、
僧
侶
は
「
教
師
」
で
あ
り
、

「
医
者
」

で
あ
り
、

「
調
停
役
」
で
あ
り、

「
相
談
役
」

で
あ
っ
た
。

寺
院
の
建
物
は
、
「
教
場
」

で
あ
り
、
「集
会
場
」
で
あ
り
、
「夜

泊
所
」
で
あ
り
、
「
村
役
場
」
で
あ
り、

「
裁
判
所
」

で
あ
り
、
「
倉
庫
」
で
あ
り
、

「
病
院
」

で
あ
り
、
「養
老
院
」
で
あ
り
、
「
博
物

館
」
で
あ
り
、
「美
術
館
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
サ
ン
ガ
の
世
俗
的
機
能
は、

宗
教
的
信
仰
と
密
接
に
結
合
し
て
発
現
さ
れ
る
も
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ッ
ト
師
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に

、
サ
ソ
ガ
の
威
信
を
さ
ら
に
高
め
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伝
統
社
会
に
お
い
て
サ
ン

ガ
の
果
た
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
機
能
が
、
近
代
に
お
け
る
世
俗
的
諸
制
度
の
整
備
に
と
も
な
っ
て
、
し
だ
い
に
減
衰
し
つ
つ
あ
る
こ

と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
都
会
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
い
ち
じ
る
し
い
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
眺

め
る
と
き
、
最
近
に
至
っ
て
、

サ
ソ
ガ
の
側
か
ら
、
伝
統
的
社
会
に
お
い
て
サ
ソ
ガ
の
享
受
し
て
い
た
世
俗
的
権
威
の
復
権
を
も
と

め
る
声
が
上
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
バ
ン
コ
ク
の
マ
ハ
ー
チ
ュ
ラ
ロ
ン
コ
ソ
仏
教
大
学
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
。フ
ラ
ユ

「
過
去
に
お
い
て
、
出
家
者
と
在
家
者
と
が
親
密
な
関
係
を
保
ち
え
た
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
、
両
者
の
生
活
環
境
に
大
き
な

較
差
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
今
日
、
と
く
に
都
市
部
に
お
い
て
は
、
在
家
者
の
生
活
と
出
家
者
の
生
活
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
は

な
は
だ
し
く
、
出
家
者
の
側
か
ら
、
も
っ
と
幅
の
ひ
ろ
い
教
育
を
受
け
た
い
と
の
希
望
が
高
ま
っ
て
い
る
。
…
…
し
か
し
わ
れ
わ
れ

、
、
、
、
、

は
決
し
て
僧
侶
を
世
俗
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
世
の
人
の
宗
教
的
指
溝
者
の
伝
統
的
な
地

、
、
、
、

(11)

位
の
回
復
を
、
い
ま
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
（
傍
点
筆
者
）
。
こ
こ
で
「
宗
教
的
指
導
者
」
と
い
う
語
は
、
む
し
ろ
「
宗
教
的

・
世
俗

的
指
導
者
」
と
読
み
か
え
た
ほ
う
が
実
態
に
即
し
て
い
る
。

。フ
ラ
ユ
ッ
ト
師
の
こ
の
発
言
は
、
仏
教
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
、

(12) 

一
般
教
科
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
状
況
の
説
明
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
に
お
け
る
サ
ソ
ガ
の
一
般
的
傾
向
の
一
っ

の
側
面
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

注

(

1

)

「
儒
教
徒
」
と
し
て
四
十
六
万
強
が
別
掲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
数
字
は
中
国
人
仏
教
徒
を
含
ま
ず
、
南
方
上

座
部
仏
教
の
信
奉
者
の
み
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

2

)

一
九
六

0
年
十
月
二
十
八
日
の
総
理
府
声
明
。
（
本
書
ニ
ー
五
頁
参
照
）
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w
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品
k
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S
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動
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石
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ク
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国
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行
動
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地
域
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い
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の
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一
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究
』
（
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一
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七

0
年
六
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ニ
ー
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参
照
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(
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)
K
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n
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.
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p
.
 
1
5
6
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)

北
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農
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K
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d
 
K
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(
m
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d
)
.
参
照
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(
8
)

第
一
部
第
一
章
第
五
節
参
照
。

(
9
)
K
a
u
f
m
a
n
,
 op
.
 cit
., 
p
.
 12
6
.
 

(10)

第
一
部
第
一
章
第
四
節
参
照
。

(
1
1
)
D
o
n
a
l
d
 
K. 
Swearer
,
^
S^
o
me
 O
b
servations 
o
n
 
N
e
w
 Directions 
in 
T
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B
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d
d
h
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s
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 p
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.
 
5
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5
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.

(12)

マ
ハ
ー
チ
ュ
ラ
ロ

ン
コ
ソ
仏
教
大
学
は
、
出
家
者
だ
け
が
入
学
資
格
を
も
つ
大
学
で

、
「
仏
教
学
部
」
、
「
教
育
学
部
」
、
「
人
文

・
社
会
福

祉
学
部
」
の
―
―
―
学
部
を
も
つ
。

こ
の
う

ち
、

た
と
え
ば

「
人
文
・
社
会
福
祉
学
部
」
は
、
専
攻
と
し
て
ク
イ
語
、
英
語
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研

究
、
社
会
学
の

三
種
が
あ
り
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
る
と
、
教
挫
学
部
に
相
当
す
る
一

・
ニ
年
の
過
程
で
、

バ
ー
リ
語
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
、
仏
教
教
理
等
の
単
位
数
が
多
い
こ
と
を
除
く
と
、
一
般
大
学
と
の
問
に
ほ
と
ん
ど
差
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(c
.
f., 
M
a
ha' 

chulalo
、~g
k
o
r
n
r
a
j
a
v
i
d
y
a
l
a
y
a
B
u
d
d
h
i
s
t
 
Universi
ty 
C
a
t
a
l
o
g
ue,
 B
.
 E
.
 
2
5
1
0ー

1
1
[
1
9
6
7ー

6
8

A. D
.
 Ba
n
g
k
o
k
,
 19
6
7
.
)
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タ
イ
に
お
い
て
開
発
の
問
題
が
急
激
に
重
要
視
さ
れ
始
め
た
の
は
、

日

サ
ン
ガ
と
社
会
を
め
ぐ
る
新
動
向

前
節
に
お
い
て
は
、
サ

ソ
ガ

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
仏
教
が
、

お
よ
び
サ
ソ
ガ
が
伝
統
的
に
も
つ
宗
教
的
機
能
と
そ
れ
と
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
世
俗
的
機
能
が
相
乗
的
に
働
い
て
、

社
会
的
に
威
信
あ
る
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
節
で
は
、
以
上
の
予
備
的
考
察
を
背
景
に
、
最
近
十
年

間
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る、

具
体
的
に
検
討
し
よ
う
。

開
発
計
画
と
サ
ソ
ガ

お
け
る
最
重
点
政
策
と
し
て
「
国
家
開
発

l
<
a
n

P
h
a
t
t
h
a
n
a
 
P
rathe
t
」
を
取
り
上
げ
、

さ
せ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
リ
ッ
ト
が
あ
ら
ゆ
る
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
を
動
員
し
て
強
力
に
推
進
し
た
キ
ャ
ソ
ペ

ー
ソ
の
結
果

「
開
発

K
a
n
P
h
a
t
t
h
a
n
a
」
と
い
う
語
は
ま
っ
た
く
新
し
い
内
包
を
付
与
さ
れ
て
タ
イ
日
常
語
葉
の
中
に
定
着
し
て
行
っ
た
。
こ
う
し

た
時
代
的
風
潮
は
サ
ソ

ガ
に
お

い
て
は
、
ま
ず
青
年
知
識
層
の
中
心
を
成
す
仏
教
大
学
へ
の
関
心
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。

年
、
こ
れ
ま
で
「
仏
教
学
部
」

う
け
ら
れ
、
「
教
育
学
科
」
、
「
心
理
学
科
」
、
「
図
書
館
学
科
」
、
「
理
学
科
」
の
四
学
科
が
新
設
さ
れ
た
。

「
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
学
部
」
が
増
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
学
部
は
三
年
後
の
一

九
六
六
年
、
「
人
文

・
社
会
福
祉
学
部
」
へ
と

第
四
節

一
九
六
三
年
に
は
、
さ
ら
に

一
九
六

ク
イ
人
の
「
根
原
的
愛
着
心
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
情
、

サ
ソ
ガ
を

サ
ソ
ガ
の
世
俗
的
関
心
の
深
化
、
と
り
わ
け
政
府
の
国
家
開
発
計
画
に
対
す
る
サ

ソ
ガ

の
協
力
を

ク
イ
国
最
初
の
長
期
経
済
開
発
計
画
を
発
足

一
学
部
を
も
つ
の
み
で
あ
っ
た
「
マ
ハ
ー

チ

ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ソ
仏
教
大
学
」
に
、
「
教
育
学
部
」
が
も

一
九
五
九
年
の
初
頭
成
立
し
た

サ
リ
ッ
ト
内
閣
が
内
政
面
に
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表14 「クソマトゥトの派造先と派述者数」

派遣者数
派造地域

1967 I 1968 

第一地域（パソコク中心） 114 105 

第二地域 （アュタヤ中心） 36 35 

第三地域（ビサヌローク中心） 53 84 

第四地域（チェソマイ中心） 221 301 

第五地域（ウドン中心） 545 448 

第六地域（ウボ｀ノ中心） 190 364 

第七地域（プラチンプリ中心） 94 150 

第八地域（ラープリ中心） 77 100 

第九地域（南クイ） 18 17 

合計 1, 3481 1,604 

に
ヽ

(l
)
 

改
組
さ
れ
た
。
明
ら
か
に
サ
ン
ガ
の
社
会
開
発
へ
の
関
心
を
示
す
再
編
成
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
、
仏
教
大
学
の
卒
業
生
を
各
地
方
へ
教
師
と
し
て
派
遣
す
る
計
画
が
大
学
当
局
の
手
で
立
案
さ
れ
た
。
こ
の
計
画
に

対
し
て
は
ア

ジ
ア
財
団
が
資
金
援
助
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

当
時
は
地
方
開
発
に
対
す
る
仏
教
大
学
生
の
関
心
は
ま
だ
低
調

(2
)
 

で
、
計
画
初
年
度
に
は

一
名
し
か
派
述
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し、

そ
の
後
学
生
の
関
心
も
高
ま
り
、

(3
)
 

の
四
年
間
に
、
六
十
三
名
の
卒
業
生
を
二
十
六
県
に
送
り
出
し
た
。

こ
の
計
画
に
よ
っ
て
各
地
方
へ
派
遣
さ
れ
た
仏
教
大
学
の
卒
業
生
は
、

(4
)
 

ク
ク
ム

教
理
試
験
準
備
コ

ー
ス」
、
「パ

ー
リ
語
学
校
」
、
「
寺
院
立
小
中
学
校
」
な
ど
で
教
鞭
を
と
り
、
学
校
の
樅
備
に
も
助
言
を
与

え
る
か
た
わ
ら
、
仏
教
日
曜
学
校
を
設
置
し
た
り
、
各
種
の
機
会
を
と
ら
え
て
仏
教
講
演
を
行
な
い

、
ま
た
希
望
者
に
瞑
想
法
を
指

多
大
の
反
態
を
呼
び
、

ト

T
ha
m
m
athut
」
と
称
す
る
さ
ら
に
大
規
模
な
僧
侶
の
地
方
派
遣
計
画
が

立
案

さ
れ
た
。
サ
ソ
ガ
は
こ
の
計
画
に
全
面
的
な
協
力
の
姿
勢
を
示
し
、
翌
六
六
年
度

か
ら
は
、
計
画
の
一
切
が
サ
ソ
ガ
の
手
に
移
さ
れ
て
い
る
。
派
遣
地
域
は
九
地
肢

に
分
か
れ
る
が
、
東
北
タ
イ
ヘ
の
派
造
が
群
を
抜
い
て
多
い
の
は
、
第
二
節
で
述

べ
た
よ
う
な
ラ
ー
オ
系
住
民
の
統
合
問
題
の
存
在
す
る
東
北
ク
イ
の
開
発
が
、
政

府
の
重
点
施
策
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
事
実
に
照
応
し
て
い
る
。
表

14
に
示
す
よ
う

一
九
六
七
年
度
で
は
一
三
四
八
人
の
全
派
遣
者
の
五
四
％
に
あ
た
る
七
三
五

一
九
六
五
年
に
は
、
宗
教
局
に
よ
っ

て、

「
タ
ソ
マ

ト
ゥ

仏
教
大
学
に
よ
っ
て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
仏
教
僧
侶
の
開
発
へ
の
協
力
活
動
は

母
し
、
さ
ら
に
各
地
の
地
域
開
発
計
画
に
も
参
加
し
て
い
る
。

一
年
な
い
し
二
年
間
そ
れ
ぞ

れ

の
任
地
に
留
ま
り
、
「ナ

一
九
六
六
年
度
ま
で
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表15 「クソマトゥト活動状況」 (1967年度）

I盟函 誓豆 第地頑＝ 類 麟 第六 醤 誓絨 麟 合計
地域

クソマユット 114 36 53 221 545 190 94 77 18 1,348 
派遣数

ビク ・サーマ I, 374 887 568 3,489 1,275 4,352 1,164 341 ~63 13,713 
ネーラ研修

村民法 話 会 55, 146 33,360 34, 117 100,050 174,494 149, 494 91,086 49, 848 73,717 761,327 

官吏研修 1,935 3,580 1, 139 398 1,351 3,317 2,885 1,205 1, 169 *16, 978 

児童生徒研修 33,697 9,011 51, 948 16, 449 21,510 70,183 2,885 1,556 11, 741 218,980 

受刑者研修 450 1,854 300 218 l,394 990 1,167 • 4,703 

授三帰五戒 349 38 157 9,735 13,405 20,608 - 44,292 

瞑想法指涵 380 80 1,867 ー 2,327

地域開発参（回加） 11 25 102 177 66 381 

住民訪問（回） 3 7 150 203 2 365 

＊
 

この数字は誤りと思われるが原表に従った。 (1967年度宗教局報告）

表
15
は、

一
九
六
七
年
度
に
お
け
る
「
タ
ソ
マ

ト
ゥ

ト
」
の
活
動
状
況

し
始
め
た
の
は
近
年
の
現
象
で
あ
り
注
目
に
値
し
よ
う
。

の
名
で
呼
ば
れ
な
が
ら
、
国
内
を
対
象
と
す
る
「
タ

ソ
マ
ト
ゥ

ト
」
が
、

海
外
向
の
「
ダ
ソ
マ
ド
ゥ
タ
」
と
異
な
る
の
は
、
前
者
が
単
な
る
宗
教
活

動
の
枠
を
越
え
地
域
開
発
と

い
う
世
俗
的
活
動
に
直
接
参
与
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
日
本
な
ど
の
大
乗
系
の
仏
教
に
お

い
て
は
、
仏
僧
が
社
会
的
活

動
を
行
な
う
事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
本
質
的
に
超
世
俗
を
志

、
、
、
、

向
す
る
タ
イ
の
上
座
部
仏
教
の
僧
侶
が
、
自
発
的
に
社
会
的
活
動
に
参
加

を
数
最
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

指
導
な
ど
は
こ
う
し
た
狭
義
の
伝
道
活
動
で
あ
る
。

同
じ

「
法
の
使
節
」

は
ヽ

一
義
的
に
は
仏
教
の
布
教
で
あ
る
。
村
民
を
対
象
と
す
る
法
話
会
の

で
あ
り
、
本
来
、

「布
教
師
」
、
「
伝
道
師
」

を
意
味

す
る
。

事
実
、
こ

の

語
の
。ハ

ー
リ
語
形
「
ダ
ソ
マ
ド

ゥ
タ
D
h
a
m
m
a
d
iit
a
」
は
、
海
外
伝
道
師

(5
)
 

の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
タ
ソ
マ
ト
ゥ
ト
の
活
動
領
域

開
催
、
官
吏
、
生
徒
、
児
童
、
受
刑
者
な
ど
に
対
す
る
研
修
、
瞑
想
法
の

「
タ
ン
マ
ト
ゥ
ト
」
と
は
、

「法

（
タ
ン
マ
）
」
の
「
使
節
（
ト
ゥ
ト
）
」

十
七
名
増
加
し
て
八
一

三
名
が
東
北
へ
赴
い

て
い
る
。

名
が
東
北
タ
イ
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
。
翌
六
八
年
度
に
は
、
さ
ら
に
七
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「
タ
ソ
マ
ト
ゥ
ト
」
に
は
、
バ
ソ
コ
ク
に
あ
る
二
つ
の
仏
教
大
学
、
す
な
わ
ち
前
記
の
マ
ハ
ー
チ
ュ

ラ
ロ
ン
コ
ソ
仏
教
大
学
（
マ

ハ
ー
ニ

カ
ー
イ
派
）
と
、
マハ

ー
マ
ク
ッ
ト
仏
教
大
学
（
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
）
が
、
派
遣
訓
練
の
分
野
で
側
面
的
に
協
力
し
て
い
る
。
す

一
九
六
六
年
に
開
始
さ
れ
た
「
地
域
開
発
促
進
の
た
め
の
僧
侶
訓
練
計
画
K
h
l
on
g
k
a
n
O
p
r
o
m
 P
h
r
a
p
h
i
k
s
u
 P
h
u
a
 S
o
n
g
s
o
e
m
 

K
a
n
p
h
a
t
t
h
a
n
a
 
T
h01
品
t
h
m
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
計
画
に
は
、
①
、
僧
侶
に
宗
教
教
育
を
施
し
、
ま
た
地
域
開
発
に
関
す
る
知
識
を

与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
依
処
と
し
て
の
僧
侶
の
地
位
を
保
持
せ
し
め
る
こ
と
、
③
、
僧
侶
の
地
域
開
発
参
加
を
奨
励
し、

開
発
計
画
の
目
的
逹
成
に
協
力
す
る
こ

と、

⑥
、
タ
イ
国
民
の
団
結
を
強
め
、
も
っ
て
国
家
の
安
全
を
は
か
る
こ
と
、
の
三
つ
の
目

(6
)
 

的
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
立
案
者
の
意
図
は
、
次
の
計
画
趣
旨
書
の
一
節
に
き
わ
め
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
ク
イ
国
に
お
い
て
は
、
二
、
三
十
年
前
ま
で
、
僧
侶
が
宗
教
の
み
な
ら
ず
、
教
育
的
、
社
会
的
活
動
の
全
分
野
で
指
導
的
役
割

を
果
た
し
て
い
た
°
僧
侶
は
、
自
ら
進
ん
で
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
た
め
に
物
心
両
面
に
お
け
る
社
会
奉
仕
活
動
を
行
な
っ
て
い

た
。

た
と
え
ば
、
家
庭
に
問
題
が
発
生
し
た
り
、
地
域
社
会
の
成
員
に
不
幸
が
あ
っ
た
時
な
ど
に
は
助
言
や
援
助
の
手
を
差
し
の
べ

、
個

人
間
に
い
さ
か
い
の
あ
る
時
は
こ
れ
を
調
停
し
、
ま
た
医
療
活
動
に
も
従
事
し
て

い
た。

国
家
教
育
計
画
も
ま
た
、
初
期
に
お
い
て
は
、

現
在
で
は
、
す
で
に
公
教
育
に
お
け
る
僧
侶
の
責
任
は
解
除
さ
れ
、
教
壇
に
立
つ
僧
の
数
も
、
寺
院
学
校
の
数
も
、
と
も
に
減
少

の
一
途
を
た
ど
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、

サ
ソ
ガ
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
僧
は
教
師
と
な
っ
て
教
培
に
立
ち
、
大

い
ぜ
ん
と
し
て
多
数
の
学
校
は
寺
院
の
中
に
あ
る
。

一
般
に
、
そ
し
て
中
で
も
農
民
社
会

に
お
い
て
は
、
僧
侶
は
今
日
も
な
お
自
発
的
に
社
会
福
祉
の
た
め
貢
献
し
続
け
て
い
る
。
宗
教
の
分
野
に
限
ら
ず
、
僧
は
率
先
し
て

学
校
、
病
院
、
休
息
所
、
井
戸
、
道
路
の
た
め
そ
の
施
設
を
開
放
し
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ク

・
ト
ソ
プ
リ
の
首
都
圏
で
は
、
公
立
学
校

で
教
鞭
を
と
る
僧
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
が
、
十
四
歳
か
ら
二
十
歳
に
お
よ
ぶ
、
九
九
一
四
名
も
の
地
方
出
身
の
青
少
年
学
徒

半
の
公
立
学
校
は
寺
院
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。

な
わ
ち
、

一
八
七

0
年
、
八

0
年
代
に
開
始
さ
れ
た
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「地域開発促進のための僧侶訓練計画」 (1966-68)

「--三期生 (1968) 合 計

Aコース

Bコース

ー表16

| 
| 34 | 37 

| 39 | 26 | 
（「研じコース杉了証出授与式における委員長報告」より作成）

一期生 (1966) 二期生 (1967)

29 100 

35 100 

た
ち
が
、
二

0
0余
の
寺
院
に
お
い
て
僧
と
起
居
を
共
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、

地
方
に
お
け
る
民
衆
の
僧
に
対
す
る
信
頼
は
厚
く
、
そ
の
信
仰
心
は
深
い
。
僧
の
要
請
で
あ
れ
ば
、
何
事

で
あ
っ
て
も
、
人

々
は
こ
れ
に
服
従
し
協
力
を
惜
し
ま
な
い

（
傍
点
筆
者
）
。
開
発
の
速
度
が
加
速
を
要
す
る

今
日
、
も
し
サ

ソ
ガ
の
援
助
と
協
力
が
あ
れ
ば
、
地
域
開
発
諸
計
画
は
、
必
ず
や
効
果
的
に
達
成
さ
れ
る
に

ロ
ソ
コ
ソ
大
学
）
は
、
地
方
住
民
の
生
活
水
準
向
上
を
目
指
す
政
府
の
努
力
に
応
分
の
助
力
を
行
な
う
目
的

を
も
っ
て
、
地
域
開
発
計
画
の
促
進
の
た
め
僧
侶
の
訓
練
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え

こ
の
「
訓
練
計
画
」
は
、
各
地
方
か
ら
選
抜
さ
れ
た
出
家
歴
五
年
以
上
二
十
五
年
以
下
の
青
壮
年
僧
（
資

格
は
ナ
ク
タ
ム
三
級
以
上
）
を
対
象
と
す
る
「
A
コ
ー
ス
」
と
、
仏
教
大
学
の
卒
業
生
を
対
象
と
す
る
「
B

「
A

コ
ー
ス
」
の
研
修
を
終
え
た
僧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
に
お
い
て
、
地

九
年
ま
で
の
三
ヵ
年
間
に
、
両
仏
教
大
学
の
協
力
の
下
に
「
A

コ
ー
ス
（
四
！
六
カ
月
）
」
、
「
B
コ
ー
ス

（ニ

ヵ
月
）
」
が
各
年

一
回
、
計
三
回
開
催
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一

0
0名
の
研
修
生
を
送
り
出
し
た
（
表
16)
。

一
九
六
九
年
七
月
五
日
、
六
日
の
両
日
、
バ
ソ
コ
ク
に
お
い
て
、
過
去
三
ヵ
年
の
同
計
画
の
成
果
を
評
価

侶
参
加
の
実
態
と
、

す
る
た
め
の
両
大
学
合
同
セ
ミ
ナ
ー
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
セ
ミ
ナ

ー
の
報
告
書
は
地
域
開
発
に
お
け
る
僧

(7
)
 

か
れ
ら
の
問
題
意
識
の
一
端
を
示
し
て
興
味
深
い
。
セ
ミ
ナ

ー
は
、

「
社
会
問
題
」
、

域
開
発
の
中
核
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
六
年
、
本
計
画
開
始
以
来
、

一
九
六

コ
ー
ス
」
と
に
分
か
れ
る
。

る。」
違
い
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

以
上
の
諸
点
を
勘
案
し
、
政
府
の
国
家
開
発
政
策
の
趣
旨
に
沿
っ
て
（
傍
点
筆
者
）
、
当
（
マ
ハ

ー
チ
ュ
ラ
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「
寺
院
お
よ
び
村
落
開
発
」
、
「
国
家
と
仏
教
の
安
全
」
、
「
地
域
社
会
と
布
教
」
、
「
地
域
社
会
と
教
育
」
の
五
分
科
会
に
分
か
れ
、
各

地
方
に
お
け
る
活
動
経
験
者
の
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。
各
分
科
会
の
議
論
を
総
括
す
る
と
、
①
、
農
村
に
お
け
る
貧
困
、
と
り
わ
け

東
北
タ
イ
に
お
け
る
水
不
足
は
、
恒
常
的
な
貧
窮
を
農
民
に
強
い

て
い
る
と
い
う
事
実
の
認
識
、
③
、

農
村
在
住
の
僧
は
、
農
民
の

尊
敬
を
受
け
て
い
る
が
、
教
育
水
準
が
低
く
、
開
発
の
推
進
に
指
導
者
た
り
得
な
い
こ
と
、
③
、
③
と
の
関
連
に
お
い
て
、
開
発
を

指
導
す
る
人
材
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
④
、
共
産
ゲ
リ
ラ
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
地
方
に
お
け
る
匪
賊

(c
h
o
n,

p
h
u
r
a
i
)

の
跳
梁
が
農
民
を
悩
ま
し
て
い
る
こ
と
、
⑮
、
異
民
族
に
対
す
る
布
教
は
、
急
速
な
効
果
を
期
待
出
来
な
い

こ
と
、
⑱
、
異

民
族
に
対
し
て
は
、
相
互
理
解
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
状
は
理
想
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
、
り
、

青
少
年
の
非
行
が
社

会
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
諸
問
題
に
対
し
て
、
地
域
の
開
発
問
題
は
、
政
府
の
力
だ
け
に
た
よ
ら
ず
、
各
地
方
の
住
民
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
と

し
、
そ
の
た
め
に
僧
侶
も
協
力
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
発
言
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
開
発
計
画
に
対
す
る
僧
侶
の
協
力
参
加
は
、
近
年
に
お
い
て
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
サ
ソ
ガ
の
非
宗
教
的
機
能
を

再
強
化
し
よ
う
と
す
る
運
動
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
サ
ン
ガ
の
新
傾
向
に
対
し
て
は
、
僧
は
政
府
に
利
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

(
8
)
 

し
て
、
こ
れ
に
真
向
か
ら
反
対
を
唱
え
る
在
家
者
も
あ
り
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

山
地
民
統
合
問
題
と
サ
ソ
ガ

前
節
に
お
い
て
は
、
仏
教
あ
る
い
は
サ
ソ
ガ
に
対
す
る
上
座
部
仏
教
徒
の
「
根
原
的
愛
着
心
」
に
着
目
し
て
政
府
が
地
域
開
発
計

画
の
末
端
へ
の
浸
透
に
僧
侶
の
協
力
を
要
請
し、

サ
ソ
ガ
は
開
発
計
画
へ
の
稲
極
的
参
加
を
、
む
し
ろ
サ
ソ
ガ
が
伝
統
的
に
享
受
し

て
い
た
社
会
的
権
威
回
復
の
機
会
と
受
け
と
め
、
自
発
的
に
協
力
し
て
い
る
状
況
を
見
た
。
本
節
で
は
、
北
タ
イ

・
北
西
タ
イ
の
山

口

254 



第 2部 第 6章 国民統合とサソガの役割

一
九
六
三
年
ご
ろ
か
ら
し
だ
い
に
本
格
化
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
、

一
九
五
九
年
に
着
手
さ
れ
た
タ
イ
政
府
の
山
地
民
対
策
が
、

(9
)
 

す
で
に
述
べ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
中
で
、
山
地
民
部
落
に
僧
侶
を
派
遣
し
て
仏
教
の
伝
道
を
行
な
い
、
ま
ず
山
地
民
を
仏
教
徒
に

改
宗
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
か
れ
ら
に

タ
イ
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
タ
ソ
マ
チ
ャ

ー
リ
ッ
ク
計

(10
)
 

画
」
が
構
想
さ
れ
た
。
仏
教
化
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
異
民
族
の
タ
イ
化
を
促
進
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
着
想
は
、
山
地
民
問
題

の
直
接
担
当
者
で
あ
っ
た
内
務
省
公
共
福
祉
局
山
地
民
課
課
長
の
プ
ラ
シ
ッ

ト
・

デ

ィ
ッ
サ
ワ
ッ
ト
氏

N
a
1

P
r
a
sit 
D
i
t
s
a
w
a
t

の
個

一
九
六
四
年
、
た
ま
た
ま
慣
例
に
従
い
同
氏
が
得
度
を
受
け
、
バ
ソ
コ
ク
の
ペ
ソ

チ
ャ
マ
ボ
ピ
ッ
ト
寺
に
お
い
て
僧
と
し
て
修
行
中
、
タ
イ
人
の
精
神
的
紐
帯
と
し
て
の
仏
教
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
を
身
を
も
っ

、
、
、
、
、
、

て
再
認
識
し
た
結
果
、
山
地
民
を

タ
イ
人
と
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
れ
を
仏
教
徒
と
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
り
、
そ
の
手
段
と
し

て
、
布
教
僧
を
山
地
民
部
落
へ
派
遣
す
る
と
い
う
計
画
を
考
え
つ
い
た
の
で
あ
る
と

い
う
。
ベ
ン
チ
ャ
マ
ボ
ビ
ッ
ト
寺
住
職
プ
ラ
タ

ソ
マ
キ
ッ
テ

ィ
ソ
ー
ボ
ン

P
h
r
a
t
h
a
m
m
a
k
itti
s01
p
h
o
n

は
プ
ラ
シ
ッ
ト
課
長
の
新
構
想
に
賛
意
を
表
し
、
同
寺
の
僧
で
文
部
省
タ

イ
文

化
振
興
セ
ソ
タ

ー
・

精
神
文
化
委
員
会
会
長
で
あ
っ
た
プ
ラ
シ

ー
ウ
ィ
ス
ッ
テ
ィ
ウ
ォ
ソ
グ
P
h
r
a
s
iw
1su
t
t
h
1
w
o
n
g

に
、
協
力
を
指
示

し
た
。

プ
ラ
シ

ー
ウ
ィ

ス
ッ
テ

ィ
ウ
ォ
ソ
グ
は
、
準
備
と
し
て
ま
ず
現
地
調
査
を
行
な
い
、
問
題
点
の
把
握
に
つ
と
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
し
、
内
務
省
係
官
を
帯
同
し
て
、

ペ
ッ
チ

ャ
ブ

ソ
、
ピ
サ
ヌ
ロ

ー
ク
、

帰
京
後
、
小
規
模
な
実
験
的
計
画
を
策
定
し、

公
共
福
祉
局
に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を
得
た
。
翌
一
九
六
五
年
、
タ

ー
ク
県
、

ェ
ホ
ン
ソ

ー
ン
県
、

族
、
ア
カ
族
、

チ
ェ
ソ
マ
イ
県
、

リ
ス
族
、
カ
レ
ソ
族
、

チ

ェ
ソ
ラ
イ
県
、
ペ
ッ
チ
ャ
プ
ソ
県
に
居
住
す
る
六
部
族
、
す
な
わ
ち
、
ミ
ャ
オ
族
、

ム
ス
族
の
部
落
、
計
十
部
落
に
対
し
、
五
人
編
成
の
布
教
グ
ル

ー
プ
十
組
、
計
五
十
人
の
僧

が
派
遣
さ
れ
た
。
こ
れ
が
最
初
の
「
タ
ソ
マ
チ
ャ
ー
リ
ッ

ク
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
僧
た
ち
は
一

カ
月
半
現
地
に
留
ま
っ
て
布
教
し

人
的
体
験
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、

地
民
統
合
問
題
と
こ
れ
に
対
す
る
サ

ソ
ガ
の
協
力
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ル
ー
イ
三
県
の
ミ
ャ
オ
族
部
落
を
視
察
し
て
、

メ

ヤ
オ
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た
結
果
、
八

0
0人
の
山
地
民
が
仏
教
徒
に
改
宗
し
、
内
十
二
名
は
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
を
志
望
し
て
上
京
し
、
ベ
ソ
チ
ャ
マ
ボ
。
ヒ
ッ
ト

(11
)
 

寺
に
お
い
て
得
度
を
受
け
た
。

計
画
第
二
年
次
の
一
九
六
六
年
に
は
、
地
方
寺
院
か
ら
の
応
援
も
あ
り
、
十
六
班
六
十
名
の
ク
ソ
マ
チ
ャ

ー
リ
ッ
ク
が
編
成
さ
れ

得
度
者
の
数
も
四
十
六
名
と
急
増
し
、

一
九
六
七
年
度
の
計
画
は
さ
ら
に
拡
充
さ
れ
、
二
十
一
班
九
十
六
名
が
派
遣
さ
れ
、

し
か
も
う
ち
四
名
が
ビ
ク
と
し
て
出
家
し
て
い
る
。
六
八
、
六
九
年
の
両
年
度
は
一
班
減
の

(12) 

二
十
班
の
タ
ソ
マ
チ
ャ

ー
リ
ッ
ク
が
活
動
し
た
が
、
七

0
年
度
に
は
旧
に
復
し
て
二
十
班
が
送
り
込
ま
れ
て
い
る
。

「
タ
ソ
マ
チ
ャ

ー
リ
ッ
ク
」
計
画
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
に
先
立
ち
山
地
民
部
落
に
お
け
る
活
動
状
況
を
報
告
書
に
従

(13) 

っ
て
具
体
的
に
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

食
事
の
供
養
を
行
な
う
用
意
あ
る
山
地
民
部
落
に
限
定
し
て
行
な
わ
れ
る
。
食
事
後
、
朝
の
読
経
、
続
い
て
近
傍
の
山
地
民
部
落
の

訪
問
が
行
な
わ
れ
る
。
昼
食
終
了
後
、

「
タ
ソ
マ
チ
ャ
ー
リ
ッ
ク
」
の
活
動
は
早
朝
の
托
鉢
に
始
ま
る
。
托
鉢
は
僧
を
迎
え
て

ふ
た
た
び
山
地
民
部
落
を
訪
問
す
る
。
夕
方
は
読
経
の
の
ち
、
来
訪
し
た
山
地
民
に
仏
教
教

理
を
解
説
し
た
り
し
て
過
ご
す
。
こ
の
間
に
も
、

タ
ソ
マ
チ
ャ
ー
リ
ッ
ク
僧
た
ち
は
、
山
地
民
の
言
語
を
学
習
し
、
僧
と
し
て
許
さ

れ
る
範
囲
で
の
医
療
活
動
を
行
な
い
、
政
府
の
山
地
民
に
対
す
る
考
え
方
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
努
め
た
と
報
告
書
は
述
べ
て
い
る
。

報
告
書
に
現
わ
れ
た
か
ぎ
り
の
材
料
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
仏
教
僧
の
布
教
活
動
が
、
教
理
の
理
解
よ
り
も
、

形
式
的
儀
礼
の
習
得
に
片
寄
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
僧
房
を
訪
れ
た
部
落
の
病
人
に
薬
を
の
ま
せ
、
あ
る
い

は
薬
物
を
塗
布
す
る
際
に
は
、
そ
の
前
後
に
か
な
ら
ず
仏
像
に
向
か
っ
て
、
三
度
正
し
く
「
五
艘
投
地
」
の
礼
を
行
な
う
こ
と
を
教

え
、
ま
た
僧
が
部
落
民
の
家
を
訪
れ
た
際
に
も
同
様
の
礼
を
も
っ
て
迎
え
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

は
言
語
上
の
障
害
の
た
め
、
教
理
を
逐
一
説
明
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
て
一
通
り
の

仏
教
俵
礼
の
基
本
動
作
を
習
得
さ
せ
た
上
で
、
関
心
を
示
す
部
落
民
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
「
三
帰
五
戒
」
を
受
け
さ
せ
、
仏
教
徒
と
し

た
。
得
度
者
の
数
も
二
十
名
に
増
加
し
て
い
る
。
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2

籍
に
残
留
し
て
い
る
。

部第 第 6章

六
六
年
ま
で
に
得
度
を
受
け
た
山
地
民
は
、

一
九

国民統合 とサンガの役割

て
の
し
る
し
（
小
型
の
仏
像
か
？
）
を
授
与
し
た
上
、

僧
と
共
に
記
念
撮
影
を
行
な
っ
て
、
他
の
山
地
民
に
対
す
る
布
教
資
料
と
す

さ
て
、
タ
イ
政
府
の
山
地
民
同
化
政
策
の
直
接
の
目
的
は
、
①
、

焼
畑
に
よ
る
山
地
土
壌
の
浸
食
防
止
、
③
、
阿
片
栽
培
の
禁
止
、

③
、
山
地
民
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
、
国
家
開
発
に
協
力
さ
せ
る
、
④
、
国
境
地
帯
の
安
全
確
保
の

一
翼
を
担
わ
せ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
、
①
、
定
着
的
農
業
を
行
な
う
よ
う
指
導
し
、
③
、
阿
片
栽
培
に
代
わ
る
生
計
の
道
を
与
え
、
③
、
と
く
に

「
ニ

コ
ム
」

（
定
着
実
験
部
落
）
の
開
発
を
促
進
さ
せ
、
④
、

(14
)
 

こ
。t
 

タ
イ
人
と
し
て
の
国
民
的
自
覚
を
持
た
せ
る
た
め
の
努
力
が
払
わ
れ
て
ぎ

「
タ
ソ

マ
チ
ャ
ー
リ
ッ

ク
」
計
画
は
、
こ

の
中
で
、
と
く
に
山
地
民
に
ク
イ
国
民
と
し
て
自
覚
を
与
え
、
タ
イ
国
に
対
す
る
忠

質
上
急
速
に
効
果
が
現
わ
れ
に
く
い
の
で
、
速
断
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
状
に
お
い

て
も
、
検
討
を
要
す
る
二
、
三
の

問
題
点
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
山
地
民
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
度
の
数
量
的
指
標
の
一
っ
は
、
得
度
志
望
者
数
の
増

コ
ク
か
ら
派
遣
さ
れ
る
僧
二
名
、
各
地
方
出
身
の
僧
二
名
、
山
地
民
出
身
の
僧
一
名
の
計
五
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見

(15) 

る
と
、
山
地
民
の
得
度
者
数
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
関
心
度
の
指
標
に
と
ど
ま
ら
ず
、

計
画

の
遂
行
自
体
に
実
質
的
な

影
響
を
及
ぽ
す
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
の
量
を
示
す
数
値
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
き
、

重
要
な
の
は
、

得
度
者
の
数
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

得
度
を
受
け
た
山
地
民
が
、

僧
籍
に
と
ど
ま
る
期
間
の
長
短
で
あ
ろ
う
。

一
九
六
八
年
二
月
ま
で
に
は
そ
の
大
半
が
還
俗
し
、
二
名
の
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
の
み
が
僧

一
九
六
七
年
の
出
家
者
は
五
十
歳
を
最
年
長
と
す
る
四
名
の
ビ
ク

を
含
み
計
四
十
六
名
あ
っ
た
が
、
雨
安
居

終
了
後
も
還
俗
せ
ず
、
タ
イ
語

の
学
習
、
ナ
ク
タ
ム
受
験
準
備
へ
進
ん
だ
者
は
二
十
八
歳
の
ピ
ク
一
名
と
、
二
十
六
名
の
サ

ー
マ
ネ

大
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
そ
の
数
は
着
実
な
増
加
を
示
し
て
き
た
。

「
タ
ソ

マ
チ

ャ
ー
リ

ッ
ク
」

の
標
準
的
編
成
と
し
て
、
バ
ソ

誠
心
を
強
化
す
る
効
果
を
期
待
し
て
立
案
さ
れ
た
計
画
で
あ
る
。

る
と
い
う
の
が
通
常
の
手
順
と
さ
れ
て
い
る
。

「
タ
ソ
マ
チ
ャ
ー
リ
ッ

ク
」
の
歴
史
は
未
だ
浅
く
、
ま
た
そ
の
性
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(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

果
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

め
還
俗
の
比
率
が
高
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、

ー
ラ
で
、
残
留
率
は
五
八
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
は
十
一
歳
か
ら
十
六
歳
ま
で
の
少
年
で
あ
る
。
年
長
者
の
年
齢

は
、
五
十
歳
以
下
、
四
十
八
歳
、
四
十
歳
、
二
十
八
歳
と
続
く
が
、
高
年
齢
者
は
、

急
ぎ
帰
郷
し
て
家
族
を
養
わ
ね
ば
な
ら
な
い
た

一
般
的
問
題
と
し
て
、

言
語
上
の
障
害
が
大
き
く
僧
と
し
て
の
任
務
を
完

全
に
遂
行
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
。
人
類
学
者
ヵ
イ
ズ

C
h
a
rles
F
•
K
e
y
e
s
は
、

メ
ェ
サ
リ
＝
ソ
の
カ

レ
ン
族
部
落
へ
派
遣
さ
れ
た
タ
ソ
マ
チ
ャ

ー
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
直
接
調
査
し
た
結
果
、
僧
と
カ
レ
ソ
族
と
の
問
に
共
通
語
が
無
い
た

め
意
志
の
疎
通
を
欠
き
、
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
行
乞
の
僧
に
食
物
の
供
養
を
行
な
う
と
い
っ
た
外
面
的
行
為
の
断
片
を
、
そ
の
内

的
意
義
連
関
と
は
無
関
係
に
教
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
皮
相
的
理
解
は
、
全
く
の
無

知
以
上
に
危
険
で
あ
る
と
し
て
、
カ
ソ
チ
ャ
ナ
プ
リ
県
で
発
生
し
た
ボ
ー
カ
レ
ソ
族
に
よ
る
仏
教
的
千
年
王
国
論
運
動
の
事
例
を
挙

げ
て
警
告
し
て
い
る
。
タ
イ
に
お
け
る
反
政
府
的
な
仏
教
千
年
王
国
論
運
動
に
つ
い
て
は
第
八
章
で
詳
述
す
る
が
、
も
し
、
タ
ソ
マ

チ
ャ
ー
リ
ッ
ク
の
布
教
活
動
の
結
果
が
こ
う
し
た
運
動
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
礎
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
逆
効

注
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
は
、
す
ぐ
れ
て
、
歴
史
的
概
念
で
あ
り
、
そ
の
発
生
と
発
展
の
パ
ク

ー
ソ
は
、
主
体
と
な
る
民
族
の
歴
史
と
深

民
族
国
家
、
民
族
教
会
の
成
立
は
、

マ
帝
国
と
に
よ

っ
て
象
徴
さ
れ
る
、
中
世
の
普
遍
的
世
界
の
内
部
に
起
こ
っ
た
多
元
的
分
裂
に
そ
の
起
原
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
民
族
国
家
と
は
言
う
も
の
の
、
十
六

・
七

世
紀
に
成
立
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
諸
国
家
に
お
い
て
は
、
国
家
は
「
全
く
王
の
一
身
に
備
わ
」
り
、
「
国
際
関
係
は
国
王
や
君
侯
の

(
1

)
 

あ
い
だ
の
関
係
」
で
あ
っ
た
。
経
済
政
策
の
目
的
も
、
「
共
同
社
会
あ
る
い
は
そ
の
成
員
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
で
は

な
く
、
主

ス
テ
ー
ト

(2
)

権
者
に
体
現
さ
れ
る
国
家
の
力
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
」。

E
.
H
・
カ
ー
は
、
こ

の
段
階
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
、
第

(
3
)
 

一
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
規
定
し
た
。
そ
の
担
い
手
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
第
一
期
の

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
「
君
主
の
ナ
シ
ョ

(

4

)
 

ナ
リ
ズ
ム

」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
ナ

シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
は
、

第
二
期
の
「
民
主
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
、
あ
る
い
は
「
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ

ー
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

」

へ
と
発
展
す
る
。
こ
こ
で

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
担
い
手
が
、
国
王
個
人
か
ら
、
中
産
階
級
と
い
う
集
凶
に
移
行
し
て
い
る
。
さ
ら
に
今
世
紀
に
入
る
と
、

く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
周
知
の

よ
う
に
、

第
一
節

第
七
章

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、

タ

イ

・

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

と

仏

教

ロ
ー
マ

ソ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
神
聖
ロ

ー

フ
ラ
ソ
ス
革
命
を
―
つ
の
喫
機
と
し
て、

前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の

ク
イ
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
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ア
ジ
ア
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
の
圧
力
に
対
す
る
、
伝
統
的
特
権
支
配
層
の
政
治
的

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
挑
戦
に
対
す
る
ア
ジ
ア
諸

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
の
底
辺
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
、
民
族
と
い
う
概
念
の
社
会
化
を
特
徴
と
す
る
、

(5
)
 

ョ
ナ
リ
ズ
ム

」
が
発
生
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
が
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
な
い
し
は
、

的
世
界
の
分
裂
に
負
う
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ー
ロ

ッ
パ
の
衝
撃
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
史
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

民
族
の
応
戦
の
仕
方
と
い
う
文
脈
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、

を
失
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

理
由
は
、

い
わ
ゆ
る

「
大
衆
の
ナ
シ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
核
と
し
て
の
民
族
意
識
の
発
生
を
、
中
世
の
普
遍

ア
ジ
ア
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
事
件
は
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
ョ

ア
ジ
ア
諸
民
族
の
多
く
は
、
そ
の
政
治
的
独
立

ア
ジ
ア

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
「
植
民
地
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
非
植
民
地
型
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

」
と
い
う
、
二
つ
の
パ
タ

ー
ソ
が
識
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
者
は
、
「
植
民
地
隷
属
諸
民
族
の
自
主
独
立
と
主
権
的

、、

、、

(

6

)

平
等
を
要
求
す
る
政
治
的

・
経
済
的

・
文
化
的
自
己
解
放
運
動
」
（
傍
点
筆
者
）
と
規
定
さ
れ
る
ナ
ッ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
東
南
ア

ジ
ア
の
大
部
分
の
民
族
に
見
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
こ

の
パ
タ

ー
ソ
に
属
す
る
。
後
者
に
属
す
る
の
は
、
日
本
お
よ
び
タ
イ

国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
本
質
は
、

、
、
、
、

経
済
的

・
文
化
的
自
己
防
衛
運
動
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
国
に
お
い
て
、
植
民
地
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
が
出
来
た
最
大
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

支
配
階
級
に
よ
る
上
か
ら
の
革
命
に
成
功
し、

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
中
央
集
権
国
家
を
成
立
さ

せ
た
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
（
中
国
は
、
支
配
階
級
の
内
部
に
お
け
る
進
歩
派
の
改
革
運
動
が
成
功
せ
ず
、
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る

帝
国
主
義
諸
国
の
集
中
的
蚕
食
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
「
次
植
民
地
」
の
地
位
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
た
め
、
植
民
地
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
に
似
た
帝
国
主
義
支
配
に
反
対
す
る
。
ハ
タ
ー
ソ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
発
展
し
た
。
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
担
い
手
は
、
伝
統

的
支
配
層
で
な
く
、
こ
れ
に
反
対
し
て
社
会
的
政
治
的
変
革
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
革
命
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
中
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国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
む
し
ろ
「
植
民
地
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
傾
斜
し
た
両
者
の
中
間
型
と
見
ら
れ
よ
う
）
。

一

さ
て
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
衝
撃
を
、
最
初
に
意
識
し
、
こ
れ
に
敏
感
な
反
応
を
示
し
た
の
は
、
伝
統
的
特
権
支
配
層
で
あ

っ
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
最
後
ま
で
独
立
を
維
持
し
得
た
諸
国
も
、

も
、
共
通
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
未
知
の
外
夷
に
対
す
る
猜
疑
と
恐
怖
に
基
づ
く
支
配
者
の
智
戒
的
態
度
で
あ
っ
て
、
典
型

的
に
は
「
攘
夷
」
思
想
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
丸
山
真
男
は
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

(
7
)
 

ム
」
と
命
名
し
た
。

の
担
い
手
は
、
伝
統
的
特
権
支
配
層
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
か
れ
ら
の
身
分
的
特
権
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
欲
求
と
不
可
分
に

基
づ
い

て
発
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
に
、
「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
は
、
国
民
的
連
帯
意
識
が
稀
薄
で
あ
る
。
こ
の

点
で
は
、
E
•
H

・

カ

ー
の

「
第
一
期
（
君
主
の
）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
四
に

、
以
上
の
当
然

の
帰
結
と
し
て
、

「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
は
、

の
ち
に
、
植
民
地
の
地
位
に
転
落
す
る
諸
国
に
お
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
を
み
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
第

一
に
、
そ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
シ
ソ
ボ
ル
は
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
特
権
的
支
配
層
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
。
植
民
地
化

さ
れ
た
諸
国
に
お
い
て
は
、
植
民
地
化
の
過
程
に

お
い
て
、
こ
う
し
た
「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
担
い
手
で
あ
っ
た
旧
支
配

層
が
消
滅
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
外
来
の
植
民
者
に
よ
る
帝
国
主
義
的
支
配
に
反
対
す
る
解
放
運
動
が
、
植
民
地
の
被
支
配
層
の
中

か
ら
、
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(
1
1

植
民
地
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
と
し
て
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
支
配
層
の
自

己
再
編
に
よ
っ
て
、
帝
国
主
義
勢
力
の
圧
迫
に
対
抗
し
、
植
民
地
と
な
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
た
国
の
場
合
に
は
、

る
傾
向
を
示
す
。
日
本
の
場
合
に
は
、

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
そ
の
担
い
手
を
変
更
す
る
契
磯
を
欠
く
た
め
、
「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
、
近
代
に
い
た
る
ま
で
そ
の
特
権
を
残
存
さ
せ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
「
早
期
か
ら
、
国
民
的
解
放
の
原
理
と
訣
別
し
、
逆
に
そ
れ
を
国
家

(8
)
 

的
統
一
の
名
に
お
い
て
チ
ェ
ッ
ク
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
圧
倒
的
に
優
越
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
に
直
面
し
た
伝
統
的
特
権
支
配
層
は
、

か
れ
ら
の
文
明
を
受
容
す
る
こ
と
に
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一
八
ニ
―
年
、
イ
ン
ド
総
督
の
使
節
ク
ロ

ー
フ
ァ

ー
ド

クイ ・ナ ショナリズムと仏教

一
六
八
八
年
、

ナ
ラ
イ
王
の
死
後
、
西
洋

ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
で
旧
支
配
層
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
精
神
的
側
面
を
、
き
び
し
く
排
除
し
、
そ
の
浸
透
を

よ
っ
て
、
自
己
を
武
装
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
圧
力
に
対
抗
す
る
必
要
を
感
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
に
は
、
避
け

が
た
い
矛
盾
が
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
も
し
ョ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
全
面
摂
取
に
踏
み
切
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
、
自

由
主
義
、
民
主
主
義
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
ョ
ー
ロ
ッ
パ
的
価
値
を
も
同
時
に
と
り
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
こ
れ
を
容
認
す
る

な
ら
ば
、
支
配
層
の
存
在
の
基
盤
で
あ
る
伝
統
的
価
値
と
の
衝
突
は
必
至
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
か
れ
ら
の
存
在
の
根
原
を
ゆ
さ
ぶ
る

結
果
を
生
む
こ
と
が
予
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ア
ボ
リ
ア
を
と
く
鍵
と
し
て
、
伝
統
的
特
権
支
配
層
の
採
用
し
た
方
法
は
、

「
物
質
文
明
」
と
「
精
神
文
明
」
と
の
「
使
い
分
け
」
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
摂
取
す
べ
き
ョ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
を
、
「
物
質
文
明
」

に
の
み
限
定
し
た
。

そ
し
て
、
自
ら
の
支
配
を
強
化
す
る
た
め
に
、

か
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
産
業

・
軍
事
技
術
的
知
識
を
積
極
的

に
採
用
し
た
。
明
治
政
府
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ

て、

富
国
強
兵
策
を
推
進
し
、
上
か
ら
の
近
代
化
に
成
功
し
た
こ
と
は
ひ

阻
止
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
摂
取
も
ま
た
、
さ
き
の
「
攘
夷
」
思
想
と
同
様
に
、
伝
統
的
支
配
層
の
身
分

(9
)
 

的
特
権
維
持
の
欲
求
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
の
論
理
的
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

タ
イ
に
お
け
る
ナ
シ

ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
発
展
史
を
眺
め
る
と
き
、
そ
こ
に
は
「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
そ
の
延
長
と
い
う
、

「
非
植
民
地
型
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
共
通
す
る
パ

ク
ー
ソ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

諸
国
に
対
し
事
実
上
の
「
鎖
国
」
政
策
を
堅
持
し
て
き
た
タ
イ
に
、
最
初
の
そ
し
て
持
続
的
イ
ン
バ
ク
ト
を
与
え
た
の
は
イ
ギ
リ
ス

で
あ
っ
た
。

(
J
o
h
n
 

Crawford)
が
バ
ソ
コ
ク
に
上
陸
し
た
時
、

タ
イ
の
支

配
層
は
表
面
上
友
好
的
態
度
を
示
し
な
が
ら
も
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
誓
戒
的
態
度
を
く
ず
さ
ず
、
条
約
関
係
の
設
定
に
は
き
わ
め

て
冷
淡
で
あ
っ
た
°
タ
イ
側
史
料
に
よ
れ
ば
、
ク
ロ
ー
フ
ァ
ー
ド
が

ク
イ
の
ご
と
き
は
二
、
三
隻
の
軍
艦
を
も
っ
て
制
圧
で
き
る
と

豪
語
し
た
と
い
う
噂
が
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
が
タ
イ
政
府
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
直
接
の
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
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で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

ま
‘

,＂` 

タ
イ

ヮ

タ
イ
の
対
西
洋
鎖
国
政
策
は
、
プ
ッ
タ
ル
ー
ラ
ー
王
ラ
ー
マ
ニ
世
(
-
八
0
九
ー
ニ
四
）
の
治
世
を
も
っ
て
終
わ
り
、
次
代
の
ナ
ソ
ク

ラ
オ
王
ラ
ー
マ
＿
―
-
世
(
-
八
二
四
／
五
一
）
時
代
に
は
、
部
分
的
な
開
国
が
始
ま
り
、
チ
ョ

ー
ム
ク
ラ
オ
王
モ
ン
ク
ッ
ト

・
ラ
ー
マ
四

世
（
一
八
五
八
ー
六
六
）
の
登
位
に
よ
っ
て
、
全
面
的
開
国
に
入
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
四
世
王
は
、
す
で
に
国
王
と
な
る
以
前
か

ら
、
西
洋
の
科
学
知
識
の
摂
取
に
積
極
的
姿
勢
を
示
し
、
の
ち
に
「
チ
ャ
ク
リ
改
革
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
上
か
ら
の

近
代
化
改
革
に
道
を
備
え
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮
廷
に
英
語
教
師
を
招
聘
す
る
件
に
関
す
る
つ
ぎ
の

手
紙
の
一
節
は
、

「前

(10) 

期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
担
い
手
と
し
て
の
四
世
王
の
性
格
を
示
し
出
し
て
い
る
。

「
お
傭
い
教
師
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
宜
教
師
の
真
似
を
し
て
、
生
徒
の
改
宗
に
夢
中
に
な
り
、
語
学
や
文
学
の
教
育
を
お
ろ
そ
か

に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
不
愉
快
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
支
出
す
る
費
用
は
、
す
べ
て
わ
が
国
に
と
っ
て
有
用

と
な
る
べ
き
語
学
や
文
学
の
知
識
を
得
る
た
め
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
徒
が
だ
れ
も
信
じ
な
い
よ
う
な
宗
教
の
た
め
に

タ
イ
に
お
い

て
上
か
ら
の
近
代
化
が
成
功
し
、
中
央
集
権
的
民
族
国
家
と
し
て
の
体
制
が
ほ
ぽ
固
ま
る
の
は
、
チ
ュ
ソ
ラ
チ
ョ

ー

ム
王
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー

ソ

・
ラ
ー
マ
五
世
(
-
八
六
八

1
一
九
一

O
)
の
四
十
二
年
問
に
及
ぶ
長
い
治
世
の
間
で
あ
る
。

チ
ラ
ウ
ッ
ト
王
ラ
ー
マ
六
世
(
-
九
一

0
ー
ニ
五
）
時
代
の
終
り
ま
で
に
は
、
国
際
連
盟
に
も
加
盟
し
、
世
界
に
お
け
る
近
代
国
家
の

一
員
と
し
て
の
地
位
を
確
保
す
る
に
至
っ
た
。
次
代
の
プ
ラ
チ

ャ
ー
テ
ィ
ポ
ッ

ク
王
ラ

ー
マ
七
世
(
-
九
二
五

I
-
――
五
）
の
と
き
に
発

生
し
た
立
憲
「
革
命
」
は
、
そ
の
見
か
け
の
華
麗
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
は
宮
廷
革
命
の
域
を
出
ず
、
そ
こ
に
も
た
ら
さ
れ
た

(11
)
 

政
体
の
変
革
は
、
統
治
者
と
被
統
治
者
を
結
ぶ
、
支
配
関
係
の
基
本
的
パ
タ
ー
ソ
に
変
化
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
被
支
配
者
で
あ

る
大
多
数
の
国
民
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
絶
対
王
制
か
ら
立
憲
君
主
制

へ
の
移
行
は
、
国
王
の
専
制
的
支
配
な
い
し
は
王
族
の
寡
頭
的

支
配
が
、
軍
部
に
よ
る
霧
頭
制
支
配
に
変
わ
っ
た
だ
け
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
近
代
化
は
、
自
己
の
身
分
的
特
権
の
湿
存
を
志
向
す
る
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支
配
層
が
、
そ
の
権
力
行
使
の
合
理
化
を
目
指
し
て
企
画
さ
れ
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
庶
民
は
つ
ね
に
そ
の
過
程
か
ら
疎
外

さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
に
、
近
代
的
市
民
と
し
て
の
内
面
的
自
覚
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
状
況
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
そ
の
基
本
的
性
格
を
変
更
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
タ
イ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
、
か
く
し
て
特
権
的
支
配
層
と
い
う
、
そ
の
伝
統
的
担
い
手
の
存
在
を
否
定
す
る
契
機
を
も
た
な
か
っ
た
。
絶
対
王
制
を
倒
し
た

人
民
党
幹
部
も
ま
た
、
結
局
は
、
国
王
に
よ
る
認
証
の
な
か
に
そ
の
政
治
的
支
配
の
正
当
性
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

(12) 

る
。
そ
し
て
、
こ
の
パ
タ
ー
ソ
は
、
相
次
ぐ
ク
ー
デ
タ

ー
の
た
び
ご
と
に
繰
り
返
さ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

本
章
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
タ
イ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
な
い
し
位
置
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
一
っ

の
試
み
で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
、
仏
教
の
果
た
す
役
割
を
検
討
す
る
た
め
に
、
伝
統

的
支
配
の
正
統
性
原
理
の
中
に
占
め
る
仏
教
の
地
位
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
う
。
つ
い
で
、

「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
文
化

的
発
現
と
し
て
、

モ
ソ
ク
ッ
ト
親
王
に
よ
る
タ
マ
ユ
ッ
ト
改
革
を
と
り
上
げ
る
。
第
三
節
に
お
い
て
は
、

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
王
に
お
け

る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
で
仏
教
が
ど
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
最

後
の
節
に
お
い
て
は
、
立
憲
ク
ー
デ
ク

ー
以
後
に
お
い
て
現
わ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
サ
リ
ッ
ト
・

ク
ナ
ラ
ッ
ト
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教
と
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

注

(
1

)

E
.
 H
.
 Car
r
,
 Na

t
i
o
n
a
l
i
s
m
 a
n
d
 after
.
 Lo

n
d
o
n
:
 M
a
c
M
i
―Ian
,
 

1
9
6
8
.
 p
p
.
 2

1
3
-

(
大
窪
慇
二
訳
『
ナ
ッ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
』
み
す

ず
害
房
、
一

九
七
一
年
、
六
頁
）

(
2
)

I
b
i
d
., 
p
.
 5
-

(
邦
訳
、
九
頁
）

(
3
)

I
b
i
d
.
"
p
p
.
 2

-
6
.
 

(
邦
訳
、
六

1
1
0
頁）
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上
山
春
平
『
日
本
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
至
誠
堂
、
一
九

六
五
年
、

三
二
頁
。

C
arr
,
 o
p
.
 ci
t., 
p
p
.
 6

,
2
6
,
 

(
邦
訳
、

一―

i
-―
―
九
頁
）
＂
上
山
、

『
前
掲
古
』
―
―
ー
ニ
ー
三

八
頁
。

板
垣
与
一
『
ア

ジ
ア
の
民
族
主
義
と
経
済
発
展
』
、
東
洋
経
済
新
報
社
、

一
九

六
五
年
（
第
六
版
）
、

二
＝
四
頁
。

(
7
)

丸
山
真
男

『
増
補
版
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
未
来
社
、
一

九
六
九
年
（
第
三
五
版
）
、

一
五
六
頁
。

(
8
)

丸
山
、
『
前
掲
杏
』
一

六

0
頁
。

(
9
)

丸
山
、
『
前
掲
内
』
一

五
七

1
一
六

0
頁
。

(
1
0
)
A
b
g
t
 L. 
M
o
f
f
a
t
,
 Mo

n
g
k
u
t
 
the 
K
i
n
g
 o
f
 
S
i
a
m
.
 Ithaca: 

C
o
r
n
ell 
U
n
i
v
e
r
s
ity
 Press
,
 19

6
1
-

p
p
.
 1

6
6
,
1
6
7
 

(
11
)

一
九
三
二
年
の
立
憲
ク
ー
デ
ク
の
性
格
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ

た
分
析
は
、
矢
野
暢
『
タ
イ

・
ビ
ル
マ
現
代
政
治
史
研
究
』
第
一
部
（
五
ー

ニ
八

0
頁
）
に
見
出
さ
れ
る
。

(
1
2
)

矢
野
暢
『
前
掲
困
』
六
八
頁
。

（
補
注
）
本
窟
は
、
高
橋
保
編
『
東
南
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教
』

（
東
京

・
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

・
昭
和
四
十
八
年
）
五
五
ー
九
〇

頁
に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

タ
イ
国
に
お
け
る
伝
統
的
国
王
観
念
と
仏
教
と
の
関
係
は
、
か
な
ら
ず
し
も
単
純
で
は
な
い
。
そ
の
複
雑
さ
は
、

ー
大
平
原
に
進
出
し
た
ク
イ
族
が
、
周
辺
の
諸
民
族
と
の
接
触
の
過
程
で
蒙
っ
た
文
化
変
容
の
複
合
性
に
も
対
応
し
て
い
る
。

確
実
な
刻
文
史
料
の
現
わ
れ
る
十
三
世
紀
以
前
の
タ
イ
族
の
歴
史
に
は
ま
だ
不
明
の
点
が
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
先
住
民
で

あ
る
ド
ヴ
ァ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
の
モ
ー

ソ
族
の
文
化
的
影
孵
を
強
く
受
け
た
こ
と
は
ほ
ぽ
確
実
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
イ
族
が
モ

ー
ソ

(1
)
 

族
か
ら
継
承
し
た
文
化
遺
産
の
ひ
と
つ
に
、
『プ

ラ
・
ク
マ
サ

ー
ト
』
が
あ
る
。
こ
の
聖
典
は
、
太
古
、

(
5
)
 

(
6
)
 

(
4
)
 

第
二
節

国
王
と
仏
教

マ
ノ

ー

サ

ー

ン

仙

が
、

世

チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
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界
の
果
て
に
そ
び
え
立
つ
チ
ャ
ク
ラ
ワ
ー
ソ
山
か
ら
写
し
取
り
、
こ
の
世
に
も
た
ら
し
た
と
信
じ
ら
れ
、
伝
統
的
統
治
規
範
と
し
て
、

近
代
法
の
導
入
に
い
た
る
ま
で
、

タ
イ
人
に
よ
っ

て
長
く
尊
重
さ
れ
て
来
た
基
本
法
典
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
は
、
バ

ー
リ
聖
典
の

(
2
)
 

濃
密
な
影
響
が
各
所
に
み
と
め
ら
れ
る
。
仏
教
的
な
理
想
王
の
観
念
も
、
そ
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

(
3
)
 

ま
ず

『
長
部
経
典

・
起
世
因
本
経
』

(Aggai'ifla
S
u
t
t
a
n
t
a
)

の
一
節
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
婆
悉
托
（
ヴ
ァ
ー
セ
ッ

タ）

よ
、
麻
阿
三
岸
多
（
マ
ハ
ー
サ

ソ
マ
タ
）
と
は
『
全
人
類
に
よ
り
て
選
ば
れ
た
る
者
』
て
ふ
意
な

り。

実
に
第

一
の
語
と
し
て

『
賑
阿
三
座
多
』

て
ふ
名
が
用
ひ
ら
る
A

に
至
れ
り
。
婆
悉
托
よ
、
刹
帝
利
と
は

『
農
場
の
主
』
て
ふ

意
な
り
。
実
に
第
二
の
語
と
し
て
、

『
刹
帝
利
』
て
ふ
名
が
用
ひ
ら
る
4

に
至
れ
り
。
婆
悉
托
よ
、
王
と
は
『
法
に
よ
り
て
他
人
を

喜
悦
せ
し
む
る
者
』
て
ふ
意
な
り
。
実
に
第
三
の
語
と
し
て
『
王
』
て
ふ
名
が
用
ひ
ら
る
A

に
至
れ
り
。
婆
悉
咤
よ
、
是
の
如
く
、

こ
の
刹
帝
利
の
一
般
に
、
古
の
、
最
初
に
生
．
せ
る
、
慣
例
に
よ
り
て
、
そ
の
名
が
用
ひ
ら
る
4

に
至
れ
り
」
。

『
プ
ラ

・
タ
マ
サ
ー
ト
』
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
持
っ
た
最
初
の
王
は
、
人
間
の
問
に
発
生
し
た
紛
争
の
調
停
者
と
し
て
「
選
ば
れ

た
者
」

(s
a
m
m
a
t
a
)

で
あ
っ
て
タ
イ
語
で
は
、
「
マ
ハ

ー
・

ソ
ム
ッ
テ
ィ
ラ

ー
ト
」
(
M
a
h
a
S
o
m
m
u
t
1r
a
t
1
1
M
a
h
a
+
S
a
m
m
a
t
a
+
R
a
j
a
)
 

と
呼
ば
れ
た
。
「
マ
ハ

ー
・

ソ
ム
ッ
テ
ィ
ラ

ー
ト
」
は
、
「
王
者
の
十
徳
に
し
た
が
い
、
常
の
日
に
は
五
戒
を
守
り
、
仏
日
に
は
八
斎

戒
を
守
り
、
生
き
と
し
生
け
る
者
す
べ
て
に
憐
れ
み
の
心
を
抱
き
、
『
プ
ラ
タ
マ
サ

ー
ト
』
の
学
習
に
精
励
し
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
法

を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
王
に
対
す
る
奉
仕
、
非
奉
仕
の
行
為
の
正
邪
を
判
別
す
る
こ
と
、
行
い
義
し
き
人
を

た
す
け
る
こ
と
、
義
し
き
手
段
に
よ
っ
て
の
み
国
富
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
、
義
し
き
手
段
に
よ
っ
て
の
み
王
国
の
安
寧
を
は
か
る
こ

と
、
以
上
の
四
つ
の
法
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
『
プ
ラ

・
ク
マ
サ
ー
ト
』
四
）
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
言
う
「
王
者
の
十
徳
」

(
t
h
o
t
s
a
p
h
i
t
r
a
t
c
h
a
t
h
a
m
八
d
a
s
a
v
i
d
h
i
r
a
j
a
d
h
a
m
r
n
a
)
と
は
、
「
施
与
」
、
「
戒
律
」
、
「
捨
離
」
、
「
正
直
」
、
「
柔
和
」
、
「
修
養
」
、
「
不
瞑
」
、

(
5
)
 

「不
害」
、
「
た
え
忍
ぶ

こ
と
」
、
「
逆
わ
ぬ
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
イ
族
が
モ

ー
ソ
族
か
ら
受
け
継
い
だ
国
王
観
念
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は
、
ま
ず
人
々
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
仏
教
的
な
法
（
ダ
ソ
マ
）
に
基
づ

い
て
統
治
を
行
な
う
王
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
プ
ラ
・
タ

マ
サ
ー
ト
」
的
仏
教
王
の
理
念
は
、

ス
コ

ー
タ
イ
碑
文
の
各
所
に
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

(

6

)

 

三
六
一
年
の
リ
タ
イ
王
碑
文
の
つ
ぎ
の
一
節
は
そ
の

一
例
で
あ
ろ
う。

「
（
こ
の
王
は
）
王
者
の
十
徳
に
則
っ
て
統
治
を
行
な
う
。
王
は
す
べ
て
の
国
民
を
い
つ
く
し
む
。
他
人
の
米
を
見
て
も
こ
れ
を

喜
ば
す
、
他
人
の
富
を
見
て
も
、
こ
れ
に
よ

っ
て
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

…
…
ど
の
よ
う
な
悪
事
を
働
く
者
が
あ
っ
て
も
、

こ
れ
を
打
ち
、
そ
の
生
命
を
奪
う
こ
と
は
な
い
。
敵
の
隊
長
や
兵
卒
を
捕
え
た
時
に
は
、

れ
ら
を
衰
亡
と
破
壊
か
ら
守
る
た
め
と
ど
め
て
食
を
与
え
る
…
・
:
」
。
同
様
の
記
述
は
、
ラ
ー
マ
カ
ム
ヘ
ソ
王
碑
文
の
中
に
も
見
出

(7
)
 

さ
れ
る
。

さ
て
、
さ
き
に
引
用
し
た
「
起
世
因
本
経
」
に
は
、
王
が
『
法
に
よ
り
て
他
人
を
喜
悦
せ
し
む
る
者
』
で
あ
る
と
い
う
一
節
が
あ

っ
た
。
こ
の
思
想
は
、

か
れ
ら
を
殺
し
た
り
打
っ
た
り
せ
ず
、
か

リ
タ
イ
王
に
始
ま
る
ス
コ
ー
タ
イ
王
の
称
号
「
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
」

(
t
h
a
m
m
a
r
a
c
h
a
八
d
h
a
m
m
a
r
a
j
a
)

「
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
」
と
は

。ハ
ー
リ
語
「
ダ
ソ
マ
ラ

ー
ヂ
ャ
」
の
タ
イ
訛
音
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
パ
ー

リ
聖
典
の
中
に
お
い
て
、
全
世
界
を
統
治
す
る
理
想
的
帝
王
で
あ
る
「
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ァ
ル
テ
ィ
ソ
」
（
転
輪
聖
王
）

の
形
容
語
句
と

(
8
)

（

9

)

(

10
)

（

11) 

し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
「
正
義
あ
り
信
念
あ
る
王
」
、
「
真
理
の
王
」
、
「
法
王
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
人
の
注
釈
者
は
、

(12)

（

13) 

「
タ
ン
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
」
と
い
う
語
を
、

「
ク
ソ
マ

(
1
1

正
法
）
に
よ
っ
て
王
と
な
る
者
」
、
「タ

ソ
マ
の
中
に
あ
る
王
」
と
解
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
」
と
は
、
「
正
法
に
基
づ
い
て
統
治
を
行
な
う
王
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
タ
イ
人
の
観

念
に
よ
れ
ば
、
国
王
が
、
国
王
と
し
て
そ
の
支
配
の
正
統
性
を
主
張
し
う
る
の
は
、
か
れ
が

「
正
法
に
基
づ
い
た
」
統
治
を
行
な
う

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

王
が
正
法
を
ふ
み
は
ず
す
と
ぎ
、
そ
の
統
治
は
否
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

晩
年
、
精
神
錯
乱
に
お
ち
い
っ
て
統
治
能
力
を
失
っ
た
ト
ン
プ
リ
ー
朝
の
ク
ー
ク
シ
ソ
王
（
一
七
六
七

1
一
七
八
二
）
が
、
部
下
の
手

に
結
晶
さ
れ
て
い
る
。

の
中

268 
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に
よ
っ
て
除
か
れ
た
と
い
う
事
件
に
つ
い
て
、
『
王
朝
年
代
記
』
は
、

法
」

(
a
t
h
a
m
m
a
)

タ
ー
ク
シ
ソ
王
の
所
業
が
、

「
不
誠
実
」
（
膀
at)

で
あ
り
、

「
非

(14) 

と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
言
及
し
た
。
以
上
が
『
プ
ラ

・
タ
マ
サ

ー
ト
』
に
基
づ
く
伝
統
的
国
王
観
念
で
あ
っ
て
、
複
合
的
な
ク
イ
人
の
国
王
観
の
ひ
と
つ
の
核
を
成
し
て
い
る
。

さ
て
、
モ
ー
ソ
族
に
つ
い
で
タ
イ
族
が
影
響
を
受
け
た
の
は
、
東
隣
の
ク
メ
ー
ル
文
化
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
国
王
観
念
と
の
関

連
で
重
要
な
の
は
、
d
e
v
a
r
a
ia

す
な
わ
ち
「
神
王
思
想
」
で
あ
る
。
「
神
王
思
想
」
と
は
、
国
王
を
シ
ヴ
ァ
神
、
ヴ
ィ
シ
ュ

ヌ
神
な
ど

ヒ
ソ
ド
ゥ
教
の
神
々
の
化
身
と
す
る
ク
メ
ー
ル
人
の
思
想
で
あ
っ
て
、
そ
の
影
響
は
、

ァ
ュ
タ
ヤ
時
代
の
国
王
名
、
た
レ
え
ば
「
ナ

ラ
イ
王
」

(
1
1

ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
）
、
「
ナ
レ
ー
ス
エ
ソ
王
」
（
ナ
ラ
／
人
＋
イ
ス
ニ
ン
／
シ
ヴ
ァ
神
）
な
ど
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
ウ
ェ

ル
ズ

(
H
.
G
.
 Qu
a
r
i
t
c
h
 
W
a
l
e
s)

は
、

思
想
の
結
合
の
な
か
に
、

タ
イ
族
が
ク
メ

ー
ル
族
か
ら
受
容
し
た
「
神
王
思
想
」
と
、
国
王
を
菩
薩
の
一
人
と
考
え
る

(15
)
 

ァ
ュ
タ
ヤ
期
に
成
立
し
た
国
王
専
制
思
想
の
根
原
を
求
め
た
。
し
か
し
、
タ
イ
人
の
歴
史
家
ク
ー
ニ
ー
殿

下

(
P
rinc
e

D
h
a
r
n
 
N
i
v
a
t
)
 

ほ
、
デ
ー
ヴ
ァ
ラ

ー
ジ
ャ
思
想
が
、

タ
イ
に
お
い
て
は
、
単
に
外
見
上
の
荘
厳
を
国
王
に
付
与
す
る
役

割
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
と
し
て
、
暗
に
ウ
ェ
ル
ズ
の
見
解
を
批
判
し
て
い
糾
。
こ
の
批
判
は
た
し
か
に
正
当
な
批
判
で
は
あ

る
が
、
「
選
ば
れ
た
王
」
、
「
正
法
に
基
づ
い
て
統
治
す
る
王
」
と
い
っ
た
、
国
王
の
「
合
法
的
支
配
」
の
側
面
の
み
を
強
調
し
、
タ
イ

国
王
に
お
け
る
「
カ
リ
ス
マ
的
支
配
」
の
側
面
が
看
過
さ
れ
て
い
る

ク
ー
ニ
ー
殿
下
の
見
解
も
ま
た

一
面
的
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
民
衆
に
と
っ
て
国
王
と
は
、
単
な
る
恩
情
主
義
的
統
治
者
で
は
な
く
、
疑
い
も
な
く

「
聖
性
を
も
つ
存
在
」

(
s
m
g

saks
it)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
に
さ
え
国
王
は
、
「
神
聖
に
し
て
尊
崇
さ
る
べ
き
存
在
」

(thi
k
h
a
w
r
o
p
'
s
a
k
k
a
r
a
)

で
あ
る
と
規
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
王
の
も
つ

こ
の
即
自
的
聖
性
は
、
国
王
に
よ
る
支
配
の
正
当
性
の
考
察
上
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
そ
し
て

d
e
v
a
r
a
Ja

思
想
と
共
に
ク
メ

ー
ル
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
国
王
を
飾
る
種
々
の

p
a
r
a
p
h
e
r
n
a
li
a

-

即

位

式

を

構

成
す
る
一
連
の
儀
礼
、
国
王
に
対
す
る
呼
び
か
け
あ
る
い
は
言
及
の
際
に
用
い
る
特
殊
な
用
語
法
、
国
王
の
身
体
に
か
ん
す
る
種
々
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siitsana)

と
し
て
受
け
入
れ
給
え
」
。

ち
の
面
前
に
お
い

て
つ
ぎ
の
よ
う
な
誓
詞
を
述
べ
る
。

さ
て
、

『
仏
法
の
』
と
い
う
言
葉
は
、

の
タ
プ
ー
等
々

i
|ー
は
、
国
王
の
も
つ
即
自
的
聖
性
を
つ
ね
に
想
起
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
点
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

゜
9“ 

ク
イ
国
王
は
、
『
プ
ラ
・
タ
マ
サ
ー
ト
』
に
よ
り
、
「
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
」
と
し
て
「
正
法
」
に
基
づ
く
統
治
を
行
な
う

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
正
法
」
を
現
実
に
保
存
し
、
こ
れ
を
伝
承
す
る
担
い
手
は
誰
で

あ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
担
い
手
は
、
「
プ
ッ
ダ
」
お
よ
び
「
ダ
ン
マ
」
と
共
に
「
三
宝
」
を
構
成
す
る
「
サ
ン
ガ
」

で
あ
る
。
「
サ
ソ
ガ
」
が
正
し
く
機
能
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
法
輪
は
転
じ
ら
れ
」
、
「
正
法
」
は
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
サ
ン

ガ
は
、
定
義
上
、
非
自
立
的
存
在
で
あ
っ
て
、
外
部
か
ら
の
物
的
支
持
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
な
組
織
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
統
治
の
基
礎
と
な
る
べ
き
「
正
法
」
の
存
続
を
ね
が
う
国
王
は
、
サ
ソ
ガ
に
物
的
支
援
を
与
え
て
、
そ
の
繁
栄
を
は
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
宗
教
の
擁
護
者
」
と
し
て
の
国
王
の
役
割
が
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。

タ
イ
国
王
に
よ
る
仏
教
の

擁
護
に
つ
い
て
は
碑
文
、
年
代
記
、
古
代
法
典
な
ど
に
多
く
の
事
例
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
国
王
を
明
示
的
に
「
仏
教
の
擁

護
者
」
と
規
定
し
た
の
は
、

モ
ソ
ク
ッ
ト
王
ラ
ー
マ
四
世
で
あ
る
。
即
位
式
に
お
い
て
、
新
国
王
は
、
参
集
し
た
サ
ソ
ガ
の
長
老
た

「
大
徳
よ、

信
仰
を
有
し
、
仏
法
を
喜
び
、
三
宝
に
帰
依
す
る
わ
れ
は
、

に
義
し
き
擁
護
を
与
え
ん
と
す
。
大
徳
よ
、
願
わ
く
ば
、
わ
れ
を
『
仏
法
の
擁
護
者
』

(
P
ご
a
ざ
r
o
m
a
r
a
c
h
u
p
a
t
h
a
m
p
h
o
k

P
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
,
 

(
1
7
)
 

サ
ン
ガ
は
こ
れ
に
応
え
て
国
王
に
祝
福
の
言
葉
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

い
ま
王
と
し
て
灌
頂
礼
を
受
け
た
り
…
…
わ
れ
は
仏
法

一
九
三
二
年
の
立
憲
ク
ー

デ
タ
］
以
降
制
定
さ
れ
憲
法
で
は
、

『
宗
教
の
』
と
い
う
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
近
代
憲
法
に
不
可
欠
な
信
教
の
自
由
条

項
と
の
抵
触
を
避
け
る
た
め
の
変
更
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
変
更
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
部
分
に
つ
い

て
は
、
別
に
、

「
国
王
は
仏
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
文
を
描
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
補
充
し
て
い
る
の
で
、
国
王
が
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る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
仏
教
の
擁
護
者
」
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
立
場
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
不
変
で
あ
る
。

第
二
部
第
二
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
国
王
の
仏
教
擁
護
に
は
、
積
極
・
消
極
の
両
局
面
が
み
と
め
ら
れ
る
°
積
極
的
側
面

と
は
、
主
と
し
て
、

サ
ソ
ガ
に
対
す
る
物
的
支
援
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
寺
院
の
運
営
、
修
復
、
寺
院
に
対
す
る
土
地
や
寺
婢

の
施
入
、
僧
に
対
す
る
衣
食
の
供
養
等
の
形
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
、
そ
の
事
例
は
、
碑
文
、
年
代
記
、
古
代
法
典
な
ど
に
数
多
く
見

出
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
結
集
」
も
、
す
べ
て
国
王
の
援
助
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
し
仏
教
推
護
の
消
極
的
側
面

ま‘
,~ 
と

サ
ン
ガ
の
清
浄
性
に
対
す
る
監
視
で
あ
っ

て
、
た
と
え
ば
破
戒
僧
の
出
現
な
ど
に
よ
っ
て
、

サ
ン
ガ
の
清
浄
性
が
そ
こ
な
わ

れ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
王
権
を
も
っ
て
還
俗
の
強
制
が
行
な
わ
れ
る
。
ア
ュ
タ
ャ
朝
の
ナ
ラ
イ
王
（
一
六
五
六

1
八
八
）
、

現
ラ
ク
ナ
コ
ー
シ
ン
王
朝
初
代
の
プ
ッ
タ
ヨ
ー
ト
フ
ァ
王
(
-
七
八
ニ
ー
一
八

0
九
）
の
破
戒
僧
追
放
な
ど
が
、
歴
史
的
事
例
と
し
て

以
上
述
べ
て
来
た
国
王
と
仏
教
と
の
関
係
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
王
は
「
仏
教
の
擁
護
者
」
の
立
場
に
お

い
て
サ
ソ
ガ
を
支
援
す
る
。
国
王
の
支
援
を
受
け
た
サ
ン
ガ
は
、
「
正
法
の
保
持
者
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
清
浄
な
る
サ
ン
ガ

に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
た
正
法
は
、
国
王
に
「
統
治
規
範
」
を
与
え
、
国
王
は
こ
れ
に
基
づ
い
た
統
治
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
タ

ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
支
配
の
正
当
性
が
確
立
す
る
。
こ
れ
が
タ
イ
に
お
け
る
伝
統
的
支
配
の
構
造
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
基
本
的
構
造
を
脅
か
す
も
の
の
存
在
は
、
支
配
の
正
当
性
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
、
し
か
る
べ
き
防

衛
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
仏
教
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
攻
撃
が
、
単
に
宗
教
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
治
的
領
域

に
対
す
る
挑
戦
と
と
ら
え
ら
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
ま
た
、
支
配
階
層
の
主
埠
に
よ
っ
て
発
掲
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
シ

ソ
ボ
ル
と
し
て
、
仏
教
が
利
用
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
直
接
に
支
配
体
制
の
強
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
回
路
が
定
立
し
て
い

知
ら
れ
て
い
る
。
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一
九
三
二
年
の

ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
も
、
国
王
と
仏
教
と
を
結
ぶ
伝
統
的
関
係
は
湿
存
さ
れ
た
。
人
民
党
以
来
の
民
主
政
府
は
、

む
し
ろ
こ
う
し
た
関
係
を
利
用
し
、
「
仏
教
の
擁
護
者
と
し
て
の
国
王
の
立
場
の
擁
護
者
」
と
し
て
自
ら
を
規
定
す
る
こ
と
の
中
に
、

支
配
の
正
当
性
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
を
説
明

す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
サ
リ
ッ
ト
の
「
革
命
団
布
告
第
四
号
」
に
お
い
て
、
共
産
主
義
者
が
「
王
位
を
危
う
く
し
、
仏
教
を
滅
ぽ
そ

(18) 

う
と
」
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
ク
イ
人
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
、
信
奉
さ
れ
て
い
る
上
座
部
仏
教
は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
、
「
達
人
の
宗
教
意
識
」
と
「
大

(19) 

衆
の
宗
教
意
識
」
の
双
方
を
満
足
さ
せ
る
複
合
的
な
原
理
を
も
っ
た
宗
教
で
あ
る
。
教
理
の
次
元
に
お
け
る
仏
教
は
、
合
理
的
精
神

に
合
致
す
る
哲
学
的
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
挑
戦
を
受
け
て
立
つ
モ
ン
ク
ッ
ト
親
王
が
手
に
し
た
武
器
は
仏
教
の
こ

の
側
面
で
あ
っ
た
（
次
節
参
照
）
。

し
か
し
仏
教
は
、
現
世
的
利
益
を
求
め
る
大
衆
の
心
情
を
も
と
ら
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
を
も

「
功
徳
追
求
型
」
、
「
攘
災
招
福
型
」
仏
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
仏
教
の
呪
術
的
側

面
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ

て、

サ
ソ
ガ
は
こ
こ
で
は
「
聖
性
を
も
つ
も
の
」

(sing

s
a
k
s
i
 
t)

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

「攘
災

招
福
型
」
の
仏
教
を
信
奉
し
実
践
す
る
大
衆
に
と
っ
て
は
、
関
心
は
仏
教
の
わ
く
を
こ
え
て
、
す
べ
て
の
「
聖
性
あ
る
も
の
」
に
及

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

ぶ
。
タ
イ
人
の
常
用
句
で
あ
る
「
聖
な
る
三
宝
お
よ
び
こ
の
世
界
に
あ
る
す
べ
て
の
聖
性
あ
る
も
の
よ
、
願
わ
く
ば
云
々
」

(
K
h
0
1

k
h
u
n
p
h
r
a
s
i
 
ratanatra1 
lae 
s
i
n
g
 saks,t 
thanglii1 
n
a
,
 
siik
。）
1[a
念
…
…
）
と
い
う
表
現
は
か
れ
ら
の
関
心
の
所
在
を
示
し
て
い
る
も
の
と

言
え
よ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
さ
き
に
指
摘
し
た
「
国
王
の
聖
性
」
が
ふ
た
た
び
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、

大
衆
の
意
識
の
中
で
は
、
国
王
と
仏
教
と
は
、
と
も
に
「
聖
性
を
も
つ
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
一
致
し
、
両
者

は
融
合
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
、
国
王
と
仏
教
が
、

れ
る
時
、
き
わ
め
て
有
効
に
機
能
す
る
も
う
―
つ
の
理
由
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
見
出
す
。

っ
て
い
る
。

ワ
ン
セ
ッ
ト
と
し
て
用
い
ら
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年
に
は
プ

ロ
ー

ム
を
攻
略
し
て
、

ア
ヴ
ァ
に
迫
っ
た
。

第
一
部
第
二
章
。

(
1
5
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H
.
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W
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P
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p
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tc
h
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3
1
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p
.
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9
0
.

(
1
8
)
p
r
a
e
a
t
l
a
e
ミ
h
o
n
n
g
i
i
n
c
h
o
m
p
/
i
o
n
 
Sarit 
T
h
a
n
a
r
a
t
・
B
a
n
g
k
o
k
,
 19

6
4
-

(c
re
m
a
t
i
o
n
 
v
o
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p
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(19)

拙
稿

「
仏
教
の
構
造
」
、
『
ア
ジ
ア

経
済
』
第
十
二

巻
十
二

号
(
-
九
七
一
年
）
―
―
―
六

1
五

0
頁
。

一
八

0
四
年
、

第
一
―
―
節

モ
ソ
ク
ッ
ト
親
王
が
二
世
王
の
長
子
と
し
て
誕
生
し
た
と
き
、

の
衝
撃
が
現
わ
れ
始
め
て
い
た
°
タ
イ
史
上
「
コ
・
マ

ー
ク
」
（
き
ん
ま
島
）

と
呼
ば
れ
る
ペ
ナ
ソ
島
は
、

一
七
八
六
年
、

領
で
あ
っ
た
ケ
ダ
の
サ
ル
タ
ソ
に
よ
っ
て
、
英
国
東
イ
ソ
ド
会
社
に
割
譲
さ
れ
、

ウ
ェ
ル
ス
レ
イ
も
同
じ
く
英
国
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
古
代
法
典
に
、

ソ
コ

ク
を
訪
問
し
た
。

タ
イ
の
周
辺
に
は
、
よ
う
や
く
ョ
ー
ロ
ッ
バ
勢
力

タ
イ
の
属

タ
イ
の
朝
貢
国
と
し

て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
マ
ラ
ッ

一
八

一
九
年
に
は
、
ラ
ッ
フ
ル
ズ
が
シ
ソ
ガ
ポ

ー
ル
島
に
上
陸
し、

英
国

一
八
ニ
ー

年
に
は
、
ク
ロ
ー
フ
ァ
ー
ド
が
イ
ソ
ド
総
督
の
信
任
状
を
携
え
て
．
、
ハ

一
八
二
四
年
、
二
世
王
崩
御
の
年
、
西
隣
の
ビ
ル
マ
で
は
イ
ギ
リ
ス
が
ラ
ソ
グ

ー
ソ
を
占
領
、
翌

一
八
二
五

一
八
二
六
年
二
月
、
英
印
軍
の
攻
撃
開
始
を
間
近
に
ひ
か
え
た
ア
ヴ
ァ
の
宮

廷
は
、
平
和
条
約
を
受
諾
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
ビ
ル
マ
は
、

に
よ
る
マ

ラ
イ
半
島
統
治
の
第

一
歩
を
踏
み
出
す
。

ヵ
も
、

一
七
九
五
年
以
来
、
英
国
の
支
配
に
お
か
れ
た
。

ア
ラ
カ
ン
と
テ
ナ
セ
リ
ム
と
を
失
い
、
英
国
と
の
通
商
関
係
に
入
る
。

一
八

0
0年
に
は
、
そ

の
対
岸
の
プ
ロ
ビ
ソ
ス

文

化

的

ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
し
て

の
タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
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同
じ
年
、
パ
ソ
コ
ク
の
宮
廷
が
英
国
と
結
ん
だ
「
バ
ー
ネ
イ
条
約
」
は
、
こ
う
し
た
国
際
関
係
の
変
化
に
対
応
し
て
タ
イ
の
平
和
と

独
立
を
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
譲
歩
の
所
産
で
あ
っ
た
°
+
＝
一
条
に
わ
た
る
全
文
は
、
頑
な
ば
か
り
の
相
互
主
義
思
想
に
貫
か
れ
、

タ
イ
人
の
外
夷
に
対
す
る
筈
戒
心
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
課
し
た
と
は
い
え
、
同
時
に
調
印
さ

れ
た
通
商
取
り
決
め
に
よ
っ
て
、

タ
イ
は
英
国
と
の
通
商
を
開
始
す
る

こ
と
に
な
る
。

同
種
の
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
三
世
王
ナ
ン
ク
ラ
ウ

の
登
位
後
、
バ
ソ
コ
ク
ヘ
渡
っ
た
英
国
の
商
人
ハ
ソ
ク
ー

(Robert
H
u
n
t
e
r
)

は、

一
八
三
五
年
ま
で
に
は
大
商
館
を
構
え
る
貿
易
商
に
発
展
し
、
四
隻
の
船
を
所
有
し
て
活
発
な
貿
易
活
動
を
行
な
っ

て
い
た
。

四
二
年
に
は
五
十
五
隻
も
の
横
帆
船
が
、
ボ
ソ
ベ
イ
、

(l
)
 

を
訪
れ
て

い
る
。

シ
ソ
ガ
ボ
ー
ル
、
中
国
、
さ
ら
に
は
英
本
国
か
ら
交
易
を
求
め
て
バ
ソ
コ
ク

一
八
五
一
年
四
世
王
と
し
て
登
位
し、

著
名
な
「
ボ

ー
リ
ソ
グ
条
約
」
を
締
結
し
て
、

た
モ
ソ
ク
ッ
ト
は
、
父
王
の
崩
御
し
た
一
八
二
四
年
に
は
、

僧
籍
に
あ

っ
た
。
モ
ン
ク
ッ
ト
は
、
二
世
王
の
正
室
に
よ
る
長
子
で
あ

っ
て
、
本
来
な
ら
ば
王
位
を
継
承
す
べ
ぎ
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ク
イ
に
は
、
王
位
継
承
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
な
く
、
後
継

者
は
重
臣
会
議
の
推
薦
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
た
め
、
出
自
よ
り
も
、
崩
御
の
時
点
に
お
け
る
宮
廷
政
治
の
力
学
が
よ
り
重
要
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
に
は
、

モ
ソ
ク
ッ
ト
の
異
母
兄
で
あ
り
、
当
時
、
す
で
に
内
政
・
外
交
の
両
面
に
お
い
て
実
績
を
挙

げ
て
い
た
チ
ェ
ダ
サ
ー
ボ
デ
ィ
ソ
ト
ン
が
、
未
知
数
の
モ
ソ
ク
ッ
ト
を
破
っ
て
重
臣
の
支
持
を
獲
得
し
、
三
世
王
に
推
挙
さ
れ
た
。

モ
ソ
ク
ッ
ト
は
、
こ
の
決
定
を
受
け
入
れ
、
僧
籍
に
と
ど
ま
る
決
意
を
固
め
た
。

ク
イ
に
本
格
的
な

「
開
国
」
を
も
た
ら
し

当
初
モ
ン
ク
ッ
ト
の
出
家
は
、
王
族
の
慣
例
に
な
ら
っ

た
短
期
出
家
で
、
そ
の
た
め
に
、
短
期
出
家
者
の
修
行
に
ふ
さ
わ
し

い
寺

と
し
て
、

ワ
ッ
ト

・
サ
モ
ー
ラ

ー
イ
が
選
ば
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
寺
は
都
心
を
離
れ
た
静
寂
な
場
所
に
あ
っ
て
、

森
林
部
に
属

し
、
「観
法
」
の
修
行
に
す
ぐ
れ
て
い
た
寺
で
あ
る
。
し
か
し、

い
ま
た
だ
ち
に
王
位
を
継
承
す
る
望
み
を
失
っ
た

モ
ン
ク
ッ
ト

は、

一
八
三
三
年
に
は
、

/¥. 

ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
、
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は
ヽ

僧
侶
と
し
て
長
く
サ
ソ
ガ
に
と
ど
ま
る
決
意
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
ワ
ッ
ト

・
サ
モ
ラ

ー
イ
を
去
っ
て
、
王
宮
に
近
い
ワ
ッ

ト

・
マハ

ー
タ
ー
ト
に
移
り
、
こ
こ
で
三
年
間
、
パ

ー
リ
語
の
研
鑽
に
励
ん
だ
。
そ
の
結
果
、

か
な
り
の
水
準
に
達
し
、
＿
―
-
世
王
の
勧
め
に
応
じ
て
、
王
族
と
し
て
初
の
パ
ー
リ
語
試
験
に
臨
ん
だ
と
き
に
は
、
わ
ず
か
三
日
の
間

に
第
五
段
ま
で
の
試
問
に
易
々
と
合
格
す
る
ほ
ど
の
実
力
を
保
持
す
る
ほ
ど
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
進
ん
で
パ
ー
リ

聖
典
を
ひ
も
と
き
、

仏
教
の
理
解
を
深
め
た
モ
ソ
ク
ッ
ト
に
は
、
当
時
の

タ
イ

・
サ
ソ
カ
が
、
徘
蔵
に
し
る
さ
れ
た
戒
律
の
遵
守
か

ら
は
遠
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
、
大
い
に
不
満
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
こ
う
し
た
状
態
の
サ
ソ
ガ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
無
意
味

で
あ
る
と
し
て
、

一
時
は
還
俗
を
考
え
さ
え
し
た
と
い
う
。
た
ま
た
ま
、

律
蔵
に
造
詣
の
深
い
モ
ー

ソ
僧
の
存
在
を
知
っ
た
モ
ン
ク

ッ
ト
は
、
早
速
そ
の
僧
の
許
を
訪
れ
て
教
え
を
乞
う
た
。
か
れ
は
こ
こ
で
、

の
結
果
と
一
致
す
る
の
を
見
て
力
づ
け
ら
れ
、
自
ら
も
、

年
か
れ
は
、
再
び
首
都
郊
外
の
ワ
ッ
ト

・
サ

モ
ー
ラ
ー

イ
に
戻
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
都
心
か
ら
離
れ
住
む
こ
と
に
よ
っ

て
か

れ
の
行
為
に
対
す
る
サ
ソ
ガ
の
幹
部
た
ち
の
非
難
を
、
や
わ
ら
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
想
に
共
嗚
す
る
六
名
の
僧
ら

と
共
に
、

ん
で
、
そ
の
独
自
性
を
主
張
し
た
。

一
八
三
六
年
、

「
タ
マ
ユ
ッ
ト
」
の
特
徴
は
、

モ
ー
ソ
僧
の
行
儀
作
法
が
、
か
れ
の
パ

ー
リ
律
蔵
研
究

モ
ー
ソ
僧
に
な
ら
っ
た
修
道
生
活
を
始
め
る
決
意
を
固
め
た
。

ワ
ッ
ト

・
サ
モ
ー
ラ
ー
イ
に
移
っ
た
モ
ン
ク
ッ
ト
は
、
在
来
の
ビ
ク
と
は
別
個
に
「
サ
ソ
カ
カ
ム
」
（
僧
伽
謁
摩
）
を
営

モ
ソ
ク
ッ
ト
は
、
か
れ
の
改
革
派
グ
ル
ー
プ
を
、
「
タ
マ
ユ
ッ
ト
」
（
法
に
結
ば
れ
た
者
）
と
名
付
け
た
。

「
タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
」

モ
ソ
ク
ッ
ト
が
ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ウ
ォ
ン
ニ
ウ
ェ

ー
ト
の
住
職
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
段
階
に

入
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
初
め
て
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
は
、
本
拠
と
す
る
寺
院
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
出
家
者
集
団

の
出
現
に
対
す
る
在
来
派
か
ら
の
抵
抗
に
は
か
な
り
激
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
王
と
王
弟
と
い
う
特
殊
な
関
係
に
支
え
ら
れ
た
モ

(
2
)
 

ソ
ク
ッ
ト
の
ひ
き
い
る
タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
は
、
そ
の
後
も
着
実
に
共
鳴
者
の
数
を
増
し
て
行
っ
た
。

一
八
二
九

ハ
ー
リ
聖
典
の
読
解
力
に
関
し
て
は
、
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さ
て
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
仏
教
改
革
運
動
が
、

第

一
に
、
仏
教
教
理
の
原
典
に
即
す
る
理
解
を
重
規
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
さ
か
ん
に

。ハ
ー
リ
語
の
学
習
を
奨
励
し
た
。

八
四

0
年
か
ら
四
五
年
に
か
け
て
、

に
助
長
し
、

セ
イ
ロ
ソ
か
ら
大
部
の
バ

ー
リ
聖
典
テ
ク
ス
ト
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
傾
向
を
さ
ら

ー
ト
ま
‘

.
I
 

ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ

研
究
の
結
果
、
従
来
、

ヨ
ー
ロ
ッ
バ
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
イ
ソ

タ
イ
に
お
け
る
。
ハ

ー
リ
語
研
究
の
中
心
と
な
っ
た
。
第
二
に
、
パ
ー
リ
原
典

タ
イ
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
仏
教
書
の
多
く
が
後
世
の
付
加
で
あ
り
、
異
端
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ

捨
て
去
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
積
徳
積
善
を
勧
め
る
民
衆
仏
教
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
て
い
た
仏
教
的
宇
宙
論
「
ト
ラ
イ

プ
ー
ミ
カ
ク
ー
」
（
三
界
経
）
が
真
先
に
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
第
三
に
は
、
仏
教
の
合
理
主
義
的
側
面
が
強
調
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
原
始
仏
教
は
合
理
性
、
客
観
性
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
民
衆
に
受
容
さ
れ
た
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
す

ぐ
れ
た
特
徴
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
°
タ
マ
ユ
ッ
ト
は
、
仏
教
を
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
来
的
な
合
理
的

・
客
観
性

を
回
復
し
よ
う
と
し
た
運
動
で
あ
る
。
第
四
に
、
ク
マ
ユ
ッ
ト
運
動
は
も
と
も
と
律
蔵
に
か
ん
す
る
疑
問
に
端
を
発
し
た
運
動
で
あ

る
か
ら
、
そ
こ
で
は
持
戒
の
重
要
性
が
と
く
に
強
調
さ
れ
た
。
た
だ
一
般
に
は
、
三
衣
の
着
用
法
、
鉄
鉢
の
把
持
法
、
パ
ー
リ
語
の

発
音
な
ど
と
い
っ
た
形
式
面
に
お
け
る
厳
格
さ
の
み
が
、

れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
は
、

り
わ
け
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た
き
ら
い
が
あ
る
。

一
八
三

0
年
前
後
の
時
点
に
お
い
て
発
生
し
た
と
い
う
事
実
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す

モ
ソ
ク
ッ
ト
の
出
現
と
い
う
歴
史
の
偶
然
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
よ
い
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

タ
マ
ユ
ッ
ト
が
仏
教
の
合
理
主
義
的
側
面
を
強
調
し
た
と
い
う
事
実
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者

は
、

モ
ソ
ク
ッ
ト
の
「
タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
」
を
、
タ
イ
に
お
け
る
「
前
期
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
、
す
ぐ
れ
た
文
化
的
な
発
見
と

し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
仮
説
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
「
ク
マ
ユ
ッ
ト
運
動
」
の
成
立
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
の
実
証
的

研
究
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
わ
せ
て
モ
ソ
ク
ッ
ト
に
加
え
ら
れ
た
、

パ
ク
ト
の
具
体
的
な
事
例
が
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
状
で
は
、
こ

の
い
ず
れ
の
分
野
に
お
い

て
も
、
き
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モ
ソ
ク
ッ
ト
は
、
僧
侶
で
あ
り
、

族
で
あ
り
し
か
も
王
位
継
承
者
の
資
格
を
も
つ
最
高
位
の
王
族
で
あ
っ
た
事
実
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
モ
ソ
ク
ッ

ト
は
、
明
ら
か
に

「
前
期
的
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
担
い
手
で
あ
る
旧
国
家
の
特
権
的
支
配
層
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
か

れ
は
、
二
十
七
年
の
僧
院
生
活
の
後
に
、
タ
イ
国
王
と
し
て
即
位
し
た
。
そ
れ
故
、
兄
王
ナ
ソ

ク
ラ
オ
と
、
そ
の
宮
廷
政
府
に
加
え

ら
れ
た
西
洋
の
衝
撃
が
、

モ
ソ

ク
ッ
ト

に
と

っ
て
も
、
同
様
の
痛
み
を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
で
は
な

い。

た
だ
、
当
時
、
政
治
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
モ
ソ
ク
ッ
ト
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
政
治
の
次
元
で
は
な
く
、
宗
教
と
い
う
文

化
の
次
元
に
お
い
て
現
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
節
に
お
い
て
検
討
し
た
と
お
り
、
仏
教
と
政
治
と
の
間
に
、
相
即
不

離
の
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
以
上
、
仏
教
に
加
え
ら
れ
た
攻
撃
か
ら
そ
の
立
場
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
同
時
に

か
れ
自
身
の
属
す
る

特
権
的
支
配
階
級
の
権
益
を
守
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

モ
ソ
ク
ッ
ト
の
受
け
た
西
洋
の
衝
撃
は
、
主
と
し
て
キ
リ

ス
ト
教
の
伝
道
者
た
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ダ
ム
ロ
ソ
親
王
は
、
ナ

ソ
ク
ラ
オ
時
代
に
開
始
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
ク
ソ
ト
と
の
相
違
に
つ
い
て
、

(
3
)
 

う
な
興
味
深
い
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。

「
ア
メ

リ
カ
人
の
宣
教
師
と
フ
ラ
ソ
ス
人
の
神
父
と
は
、

干
の
点
で
重
要
な
違
い
を
示
し
た
。

し
た
が
っ

て
世
俗
界
と
は
無
縁
な
出
家
者
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
な
に
よ
り
も
ま
ず
か
れ
が
王

ロ
ー
マ
ソ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
は
、
自
ら
を
「
プ
ラ
」
（
僧）

と
規
定
し
、
教
区
を
つ
く
り
、

改
宗
者
を
精
神
的
に
指
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
宗
教
の
維
持
発
展
を
は
か
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
は
、
自
ら
の
役
割
を
「
ク
ル

ー
」
（
教
師
）
と
考
え
、
外
国
人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
を
、
誰
か
れ
の
差

に
か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
め
て
僅
か
な
材
料
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
史
料
上
の
制
約
は
あ
る
に

せ
よ
、
こ
の
仮
説
を
支
え
る
状
況
証
拠
は
、
す
で

つ
ぎ
の
よ

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
と
い
う
点
で
は
一
致
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若

ア
メ
リ
カ
人
の
プ
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別
な
し
に
、
か
れ
ら
の
宗
教
と
文
明
へ
と
導
こ
う
と
す
る
。
か
れ
ら
の
教
化
の
や
り
方
は
、
た
と
え
ば
医
療
活
動
と
か
、
技
術
知
識

の
教
授
と
い
っ
た
実
用
的
手
段
を
用
い
て
ま
ず
相
手
の
信
頼
を
獲
得
し
、
そ
の
上
で
宗
教
を
説
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」

カ
ト
リ
ッ
ク
の
布
教
態
度
は
、
ひ
と
え
に
宗
教
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
衝
繋
は
宗
教
と
い
う
一
点
に
集
中
し
た
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
を
受
け
と
め
る
側
も
、
そ
の
一
点
に
注
意
を
向
け
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
対
立
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と

仏
教
と
い
う
、
二
つ
の
信
仰
体
系
問
に
の
み
限
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
の
宜
教
師
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
衝

撃
は
き
わ
め

て
拡
散
的
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋
文
明
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。
西
洋
の
進
歩

し
た
科
学
技
術
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
信
奉
者
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

科
学
技
術
の
優
秀
性
は
同
時
に
キ
リ
ス

ト
教
の
優
秀
性
の
証
左
と
い
う
の
が
、
か
れ
ら
の
基
本
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
ク
イ
の
未
開
野
蛮
が
、
仏
教
の
よ
う

な
偶
像
崇
拝
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
野
蛮
人
の
信
奉
す
る
宗
教
は
、
そ
の
文
明
開
化
の
度
合
い
と
比
例
し
て
劣

っ
て
い
る
、

と
す
る
論
理
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
初
期
の
宣
教
師
の
日
記
な
ど
に
は
、
こ
う
し
た
か
れ
ら
の
先
入
見
が
い
た
る
と

こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。

モ
ン
ク
ッ
ト
に
、
最
初
に
西
洋
の
知
識
を
も
た
ら
し
た
外
国
人
は
、

フ
ラ
ソ
ス
人
神
父
。
ハ
レ
ゴ
ヮ
で
あ
っ
た
。
バ
レ
ゴ
ワ
は
、

八
三

0
年
の
初
め
タ
イ
に
渡
り
、
衰
微
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
再
建
に
着
手
し
た
人
物
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
、
そ
の
教
会
が
、

ワ
ッ
ト

・
サ
モ

ー
ラ
ー
イ
に
隣
接
し
て
い
た
た
め
、
パ
レ
ゴ
ワ
は
、
し
ば
し
ば
モ
ソ
ク
ッ
ト
を
訪
れ
て
タ
イ
の
言
語

・
習
慣
等
に
つ

(
4
)
 

い
て
質
問
し
た
。
二
人
の
交
遊
が
、
ラ
テ
ン
語
と
パ
ー
リ
語
の
交
換
教
授
に
発
展
し
た
と
い
う
ニ
ピ
ソ
ー
ド
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
現
在
の
限
ら
れ
た
知
識
か
ら
、
性
急
な
断
定
を
下
す
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
パ
レ
ゴ
ヮ
と
の
出
逢
い
は
、
プ
ロ

テ
ス
ク
ン
ト
の
宣
教
師
に
対
す
る
ほ
ど
の
「
敵
意
」
を
モ
ソ
ク
ッ
ト
に
意
識
さ
せ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
に
。
ハ
レ
ゴ

ヮ
か
ら
得
た
知
識
は
、

の
ち
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の

「
対
決
」

に
、
武
器
と
し
て
さ
え
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
ク
ッ

979 



い
る
。

を
う
け
、

ト
は
、
し
ば
し
ば
英
語

の
バ
イ
プ

ル
を
ラ
テ
ソ
語
の
聖
書
と
比
較
し
て
論
じ
、
ま
た
登
位
し
て
か
ら
は
、
好
ん
で

R
e
x
S
,
a
m
e
n
s
iu
m
 

と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
称
号
を
用
い
て
西
洋
の
古
典
的
教
養
を
誇
示
し
た
。

量
的
に
も
、
内
容
的
に
も
、

ハ
ウ
ス

(
S
a
m
u
e
l
H
o
u
s
e
)
、

コ
レ
ラ
や
天
然
痘
に
か
か
っ

マ
ク
フ
ァ
ラ
ン
ド

(
S
.
G
.
 Mc

F
a
r
l
a
n
d
)

な
ど
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
大
き
さ
の
衝
撃
を
ク
イ
人
に
与
え
、

在
を
意
識
さ
せ
た
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
と
く
に
ア
メ
リ
カ
人
の
宜
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
。

け
て
活
動
し
た
ド
イ

ツ
人
ギ
ュ
ツ
ラ
フ

(
C
a
r
l
F
.
 A
.
 Gutzlaff)
、
英
国
人
ト
ム
リ
ン

(
J
8
0
b
T
o
m
l
i
n
)
 

モ
ソ
ク
ッ
ト
に
「
敵
」
の
存

ら
二
人
の
バ
イ
オ
ニ
ア
の
後

一
八
三
一
年
以
降
「
ア
メ
リ
カ
外
国
伝
道
委
員
会
」
の
ア
ビ
ー
ル

(
D
a
v
i
d

Abee!)、
プ
ラ
ド
レ
ー

(
D
a
n
B
e
a
c
h
 
B
r
a
d
l
e
y
)
、

カ
ズ
ウ
ェ
ル

(
J
g
e
C
a
s
w
e
=
）
、
バ
プ
テ
ス
ト
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ

(
J
o
h
n
T
ay
lor 
J
o
n
e
s
)
、

一
八
三
八
年
に
は
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー

(
J
•
H

.

C
h
a
n
d
l
e
r
)
、
プ
レ
ズ

ビ
テ
リ
ア
ソ
の
マ
ト
ゥ

ー
ン
（
S
t
e
p
h
e
n

M
a
t
t
8
n
)
、

(
5
)
 

続
々
と
バ
ン
コ
ク
に
到
着
し
て
伝
道
を
開
始
し
た
。
こ
れ
ら
の
宜
教
師
の
大
半
が
、
同
時
に
医
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ミ
ッ
シ
ョ
ナ

リ
ー
を
タ
イ
人
が
受
け
入
れ
る
際
の
態
度
を
、
大
き
く
方
向
づ
け
た
。
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
は
そ
の
日
記
の
中
で
、
診
療
の
た
め
し
ば
し
ば

宮
廷
に
招
か
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
フ
ラ
ド
レ
ー
な
ど
は
、
バ
ン
コ
ク
上
陸
後
十
日
も
た
た
ぬ
内
に
、

タ
イ
人
の
前
に
ま
ず
「
モ

た
奴
棘
や
捕
限
た
ち
の
診
療
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
国
王
の
慈
悲
の
行
為
で
は
な
く
、
国
王
が
診
断
を
乞
う
前
に

(7
)
 

新
来
の
医
者
の
腕
を
た
め
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ

ー
た
ち
は
、

ー
（
医
者
）
」
と
し
て
現
わ
れ
た
。
ブ
ラ
ド
レ

ー
は
一
八
三
七
年
に
は
大
砲
の
暴
発
で
傷
つ

い
た
僧
の
腕
の
切
断
手
術
に
成
功
し
て

タ
イ
国
で
最
初
の
種
痘
が
同
じ
く
プ
ラ
ド
レ
ー
博
士
の
手
で
成
功
し
た
。
三
世
王
は
宮
廷
医
を
派
し
て
、

(
8
)
 

同
博
士
か
ら
種
痘
術
を
学
ば
せ
て
い
る
。

宣
教
師
の
も
た
ら
し
た
こ
れ
ら
西
洋
文
明
の
所
産
は
、
医
学
の
分
野
に
か
ぎ
ら
れ
な
か

っ

た
。
一
八
三
九
年
に
は
、
政
府
の
依
頼
を
う
け
た
ブ
ラ
ド
レ
ー
博
士
の
印
刷
所
で
、

「
阿
片
禁
止
令
」
九
千
部
の
印
刷
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。
あ
る

タ
イ
の
高
官
は
、
プ
ラ
ド

レ
ー
博
士
に
対
し
、
ク
イ
に
く
る
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
は
、
経
験
あ
る
博
物
学
者
、
化
学
者
、

一
八
二
八
年
か
ら
一
八
＝
二
年
に
か
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(J
O
)
 

系
譜
学
者
、
鉱
物
学
者
で
あ
る
べ
き
だ
と
強
く
要
望
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
ク
イ
人
の
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
に
対
す
る
期
待
を
端
的
に

モ
ン
ク
ッ
ト
も
ま
た
、
医
者
と
し
て
の
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
を
高
く
評
価
し、

自
ら
も
、
数
回
そ
の
診
療
を
乞
う
て
い
る
。
し
か
し
、

科
学
知
識
の
卓
越
を
背
景
と
し
て
、
仏
教
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
を
説
く
か
れ
ら
の
態
度
は
、
仏
僧
と
し
て
の
モ
ン
ク
ッ
ト

に
と
っ
て
、
放
置
で
き
な
い
挑
戦
と
感
じ
ら
れ
た
。
仏
教
は
異
教
の
攻
撃
か
ら
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
の
敗
北
は
、

イ
的
価
値
の
敗
北
を
意
味
し
、
支
配
層
に
よ
っ
て
立
つ
甚
盤
の
崩
壊
を
ま
ね
く
危
険
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
モ
ソ
ク
ッ
ト
の
戦

略
は
、
「
敵
」
の
「
戦
力
」
を
分
断
し
、
こ
れ
に
各
個
摯
破
を
加
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
科
学
技
術
が
、
宗
教
か
ら
分
離
さ

れ
た
。
か
れ
は
さ
ら
に
、
自
ら
進
ん
で
科
学
技
術
を
学
び
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
西
洋
人
と
対
抗
し
う
る
能
力
の
あ
る
こ
と
を
実

証
し
よ
う
と
し
た
。
宗
教
に
つ
い

て
は
、
民
衆
の
受
容
に

よ
っ
て
、
本
来
の
合
理
性
、
客
観
性
を
失
っ
た
仏
教
を
純
化
し
、
そ
れ
が
、

西
洋
の
科
学
的
批
判
精
神
の
試
練
に
堪
え
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
近
代
思
想
と
合
致
し
、

あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。

タ
イ
に
お
い
て
も
、
為
政
者
を
そ
の
担
い
手
に
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
そ
の
事
例
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
、

夕

キ
リ
ス
ト
教
以
上
に
す
ぐ
れ
た
宗
教
で

ま
ず
、

宗
教
と
科
学
と
の
分
離
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
日
本
や
中
国
に
お
け
る
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
見
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
「
使
い

分
け
」
ー
ー
ョ

ー
ロ
ッ
バ
文
明
の
採
用
を
い
わ
ゆ
る
「
物
質
文
明
」
に
限
定
し
、

(11) 

ー
の
場
合
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
使
い
分
け
」
を
行
な
う
為
政
者
の
関
心
は
、
伝
統
的
価
値
に
対
す
る

外
圧
の
浸
潤
を
防
止
す
る
と
い
う
、
消
極
的

・
防
衛
的
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
、
僧
侶
と
い
う
、
伝
統
的
価
値
の
、
直
接
の
担
い
手

で
あ
っ
た
モ
ソ
ク
ッ
ト
の
立
場
は
、
伝
統
的
価
値
を
擁
護
し、

さ
ら
に
す
す
ん
で
西
洋
的
価
値
に
反
撃
を
加
え
な
い
か
ぎ
り
、

自
身
の
存
在
が
危
く
さ
れ
る
と
い
う
、

か
れ

よ
り
危
機
的
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
分
離
は
、
こ
の
戦
い
に
勝
利

表
明
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
浸
潤
を
最
小
限
に
お
さ
え
る
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ソ
ク
ッ
ト
が
出
家
以
来
、

ワ
ッ
ト
・
ボ

ー
ウ
ォ
ソ
の
住
職
と
な
っ
た
、
モ
ソ
ク
ッ
ト
が
、
プ
ラ
ド
レ
ー
陣
士
に
つ
い
て
英
語
を
学
ぽ
う
と
し
た
の
は
、
か
れ

の
攻
撃
的
防
御
策
の
文
脈
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
計
画
は
た
だ
ち
に
実
現
は
し
て
い
な
い
。
か
れ
が
同
じ
米

国
外
国
伝
道
委
員
会
の
ジ

ェ
ス
・
カ
ス
ウ

ェ
ル
か
ら
英
語

の
個
人
指
導
を
受
け
た
の
は
よ
う
や
く
一
八
四
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
週

四
回
も
行
な
わ
れ
た
個
人
レ
ッ
ス
ソ
は
十
八
カ
月
問
以
上
も
続
け
ら
れ
た
と
い
う
。
教
授
料
の
代
り
に
、

ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ウ
ォ
ノ
こ
、

t

隣
接
し
た
建
物
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
を
行
な
い
、
文
書
の
配
付
を
行
な
い
た
い
と
い
う
カ
ズ
ウ
ェ
ル
の
厚
か
ま
し
い
交
換
条

件
を
受
け
入
れ
、
仏
教
寺
院
の
境
内
で
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
を
認
め
る
と
い
う
異
例
の
譲
歩
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、

(12) 

英
語
習
得
に
対
す
る
意
欲
の
大
き
さ
を
示
し

て
い

る
。
英
語
を
武
器
と
し
て
、
モ
ソ

ク
ッ

ト
は
、
地
理
、
物
理
学
、
化
学
、
数
学
、

モ
ン
ク
ッ

ト
の

天
文
学
を
意
欲
的
に
学
び
、
当
時
の
世
界
の
大
勢
に
か
ん
す
る
知
識
を
吸
収
し
た
。
か
れ
の
書
斎
に
は
、
米
国
聖
書
協
会
の
バ
イ
プ

(13) 

ル
、
ウ
ェ

プ
ス
タ

ー
の
英
語
辞
典
と
航
海
表
が
常
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
モ
ソ
ク
ッ
ト
は
、
計
算
に
よ
っ
て
日
蝕
を
予
知
す
る
こ

と
を
好
ん
だ
。
か
れ
の
死
も
、
日
蝕
観
測
旅
行
中
に
得
た
病
が
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
単
に
か
れ
の
個
人
的
趣
味
と
い
う
よ
り
も
、

科
学
の
領
域
で
西
洋
人
に
伍
す
能
力
を
示
そ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
欲
の
現
わ
れ
と
考
え
た
ほ
う
が
理
解
し
易
い
。

宣
教
師
と
り
わ
け
か
れ
の
英
語
の
師
で
あ
る
カ
ズ
ウ
ェ
ル
と
の
交
遊
に
よ
っ
て
、

た
。
タ
マ
ユ
ッ

ト
運
動
の
発
生
と
、

モ
ソ
ク
ッ
ト
は
西
洋
の
学
問
、
と
く
に
自
然
科

学
に
対
す
る
興
味
を
強
く
抱
い
た
。
同
時
に
宣
教
師
た
ち
と
の
議
論
の
過
程
に
お

い
て
、

か
れ
は
、
仏
教
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
の
俗
信
が
、
仏
教
に
対
す
る
軽
侮
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
そ
し
て
、
西
洋
文
明
の
圧
力
か
ら
仏
教
を
守
る
た

(14
)
 

め
に
は
、
こ
れ
ら
の
非
正
統
的
付
加
物
を
、
仏
教
か
ら
と
り
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
は
、
モ

一
貫
し
て
抱
き
つ
づ
け
や
が
て
タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
へ
と
発
展
し
た
方
向
と
ま
さ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
と
の
因
果
関
係
を
立
証
す
る
こ
と
は
、

現
在
の
研
究
段
階
で
は
困
難
で
あ

す
る
た
め
の
戦
略
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

C
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ば
な
お
も
は
る
か
に
賞
讃
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
…
…
」 一

八
四
九
年
、

る
。
そ
れ
は
タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
の
成
立
時
期
決
定
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、

ポ
ー
ウ
ォ
ソ
の
住
職
と
な
る

一
八
三
六
年
以
前
に
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
が
か
な
り
明
確
な
形
で
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

の
影
響
が
ク
マ
ユ
ッ
ト
運
動
を
生
ん
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

モ
ソ
ク
ッ
ト
が
ワ
ッ

ト

・

キ
リ
ス

ト
教

モ
ソ
ク
ッ
ト
と
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ

ー

(15
)
 

一
八
三
五
年
に
来
タ
イ
し
た
プ
ラ
ド
レ
ー
博
士
に
は
じ
ま
る
可
能
性
が
か
な
り
濃
厚
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し、

た
と
え
そ
の
発
生
の
直
接
的
原
因
を
キ
リ
ス
ト
教
に
求
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
タ
マ

ユ
ッ
ト
運
動
の
正
し
さ
が
、
む
し
ろ
キ
リ

ス

ト
教
と
の
対
決
の
過
程
で
立
証
さ
れ
、
運
動
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
ぽ
問
違

い
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
れ

の
い
だ
い
た
仏
教
に
対
す
る
自
負
心
は
、

(
1
6
)
 

一
節
の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

ス

(G
.
H
.
 
Feltus) 

と
の
直
接
接
触
は
、

た
と
え
ば
、

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
友
人
夫
妻
に
書
き
送
っ
た
つ
ぎ
の
手
紙
の

「
…
…
し
か
し
私
自
身
や
他
の
学
識
あ
る
賢
者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
蛮
族
に
も
似
た
古
代
ユ
ダ
ヤ
人
の
迷
信
に
過
ぎ
な
い

こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
が
英
国
や
ア
メ
リ
カ
の
友
人
と
交
際
す
る
の
は
、
科
学
や
芸
術
の
知
識
を
得
る
た
め
で
あ

っ
て、

野
卑
な
宗
教
に
対
す
る
尊
敬
や
照
き
に
よ
る
も
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
…
…
（
わ
た
し
を
改
宗
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
人
民
も

皆
こ
れ
に
従
っ

て
改
宗
す
る
だ
ろ
う
な
ど
と
い
う
）
乱
暴
な
考
え
を
私
の
友
人
た
ち
が
持
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
か
れ
ら
が
、
わ
れ

わ
れ
を
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
島
の
原
住
民
並
に
見
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し、

わ
れ
わ
れ
と
か
れ
ら
と
は
大
違

い
で
あ
る
。
ゎ

れ
わ
れ
に
は
、
驚
く
ほ
ど
正
確
な
体
系
に
支
え
ら
れ
、
信
じ
る
べ
き
論
理
的
帰
結
を
伴
っ
た
道
徳
と
教
養
の
長

い
伝
統
が
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
非
難
に
値
す
る
バ
ラ
モ
ソ
教
や
未
開
宗
教
と
の
習
合
に
侵
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
、

ユ
ダ
ャ

の

（
宗
教
）
体
系
と
比
べ
れ

モ
ソ
ク
ッ
ト
の
合
理
主
義
的
見
地
に
立
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
攻
撃
に
は
、
む
し
ろ
宣
教
師
の
側
が
受
身
に
立
っ
て
い
る
。
フ

ェ
ル
タ

は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル

•

R

・

ハ
ウ
ス

の
伝
記
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
C
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.
 
L
o
c
u
s
t
 
Valley: 
J. 
J. 
A
u
g
u
s
t
i
n
 
Incorp
., 
1
9
5
7
-

p
p
.
 12
5
,
1
2
6
.
 

(
2
)
P
r
i
n
c
e
 D
a
m
ro
n
g
 R
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
,
 R

u
a
n
g
 p
h
r
a
c
h
o
m
k
l
a
w
.
 B

a
品
k
o
k
,
(c
re
m
a
t
i
o
n
 
v
o
l
u
m
e
)
,
 19

5
7
.
 p
p
.
 10
,
2
8
 

(
3
)
I
b
i
d., 

p
p
.
 33ー

3
4
.

(
4
)
L
)
C
.
c
i
t
.
 

(
5
)

ク
イ
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト

宣
教
活
動
に
つ

い
て
は
次
の
二
書
が
あ
る
。

G
g
g
e
 B
.
 Mc

F
a
r
l
a
n
d
 
(ed
.)
,
 Hi

s
t
o
r
i
c
a
l
 
sketch 
o
f
 protestant 
missions 
in 
S
i
a
m
,
 18

2
8
,
]
9茫
8
.

B
a
n
g
k
o
k
 :
 B
a
品
k
o
k

T
i
mes 

p
伐
s
,
1
9
2
8
.
 

K
e
n
n
e
t
h
 
E
.
 We

l
l
s
,
 Hi

s
t
o
r
y
 o
f
 protestant 
w
o
r
k
 in T
h
a
i
l
a
n
d,
 18

2
9
,
1
9
5
8
.
 B

a
ng
k
o
k
:
 C
h
u
r
c
h
 of 
Christ 
in 
T
h
a
i
l
a
n
d
,
 19

5
8
.
 

(
6
)
C
h
a
r
l
e
s
 Gutzlaff
,
 Jo

u
r
n
a
l
 o
f
 three 
v
o
y
a
g
e
s
 
a
l
o
n
g
 the 
coast 
o
f
 C
h
i
n
a
 
in 
1
8
3
1
,
 1

8
3
3
 
w
i
t
h
 
notices 
o
f
 
S
i
a
m
,
 K

o
rea
,
 

a
n
d
t
h
e

苓
'
C
h
8
i
s
l
a
n
d
s
.
L
o
n
d
o
n
:
 
Frederic
,
 We

s
t
l
e
y
 
&
 A
.
 H・

D
a
v
i
s
,
 18

3
4
.
 (repr. 

in 
T
aipei
,
 19

6
8
)
 
p
.
 26
.
 

(
7
)
M
c
F
a
r
l
a
n
d
,
 op
.
 cit
., 
p
p
.
 12
,
1
3
.
 

大
き
な
使
命
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
中
葉
の
世
界
史
状
況
の
中
に
お
い
て
は
、
個
人
の
次
元
を
越
え
民
旅
の
危
機
を
超
克
す
る
と
い
う

タ
マ
ユ
ッ
ト
運
動
が
、
た
と
え
そ
の
発
生
を
、

な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
に
。
」

モ
ソ
ク
ッ
ト
と
い
う
、

一
宗
教
者
の
思
想
的
遍
歴
の
結
果
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た

「
あ
き
ら
か

に
チ
ャ
オ
フ
ァ

・
ャ
イ

(
1
1

モ
ソ
ク
ッ
ト
）
は
…
…
キ
リ
ス
ト
教
を
哲
学
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
ど
の
よ
う
な

宗
教
も
、
哲
学
的
に
見
れ
ば
、
克
服
し
難
い
欠
点
を
も
っ
て
い
る
。
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
実
際
に
人
生
に
適
用
さ
れ
、
人
間
の
精

神
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
価
値
を
判
断
で
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
れ
が
、
西
洋
の
科

学
に
対
し
た
と
き
の
よ
う
な
実
践
的
姿
努
で
キ
リ
ス
ト
教
を
学
ん
で
く
れ
さ
え
し
た
ら
、
そ
の
結
論
は
、
疑
い
も
な
く
別
の
も
の
に
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第
四
節

Ibid••pp

. 

1
6
-
1
7
.
 

I
b
i
d., 
p
.
 16
.
 

Vell
a
,
 op
.
 cit
., 
p
.
 36・ 

丸
山
真
男

「
前
掲
書
」
一
五
六

1
一六

0
頁
。

M
c
F
a
r
l
a
n
d
,
 op
.
 cit
., 
p
.
 19
;
 
A
b
b
o
t
 
L. 
M
o
f
f
a
t
,
 M

o
n
g
k
u
t
,
 th

e
 
K
i
n
g
 o
f
 
S
,
a
m
.
 Ithaca: 

Cornell 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
Press
,
 19

6
1
 

p
p
.
 19ー
2
0
;

G
e
o
r
g
e
 
H
a
w
s
 Feltus
,
 Sa

m
u
e
l
 R
e
y
n
o
l
d
s
 
H
o
u
s
e
 o
f
 S
i
a
m
,
 Pi

o
n
e
e
r
 
M
e
d
i
c
a
l
 M
i
s
s
i
o
n
a
r
y
 
1
8
4
7ー

1
8
7
6
.

N
e
w
 Y
o
r
k
,
 

C
h
i
c
a
g
o
:
 
F
l
e
m
i
n
g
 H
.
 Revell
,
 19

2
4
.
 p
.
 48
 ;
 D
a
m
r
o
n
g
,
 o
p
.
 
cit••p

. 
3
5
.
 

Feltus 
~
、

英
語
学
習
の
期
間
を
三
年
と
し
て
い
る
。

(
1
3
)
F
e
l
t
u
s
,
0
p
.
 cit
., 
p
.
 53
.
 

(
1
4
)
F
e
l
t
u
s
,
0
p
.
 cit
., 
p
.
 50
.
 

(
1
5
)
B
r
a
d
l
e
y
以
前
に
来
ク
イ
し
た
宜
教
師
と
モ
ソ
ク
ッ
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多

い
0
G
u
t
zla
ff

は
、
モ
ン

ク
ッ
ト
に
言
及

し
て
は
い
る
が
、

直
接
会
っ
た
と
は
明
言

し
て
い
な
い
。

(Gutzlaff
,
0
p
.
cit
., 
p
.
 27
.)
 

(
1
6
)
P
r
i
n
c
e
 M
o
ng
k
u
t
,
 Sa

m
n
a
o
 lae 
k
h
a
m
p
l
a
e
 
p
h
r
a
r
i
i
t
c
h
a
h
a
h
a
t
t
h
a
l
認
h
a

phrabiit 
s
o
m
d
e
t
 p
h
r
a
 
c
h
o
m
 
klao 
c
h
a
o
 
y
u
 
h
u
a
 

k
o
n
 tha
lo
e
品
t
h
a
w
a
n
r
a
t
c
h
a
s
o
m
ba
t.
 (c
r
e
m
a
t
i
o
n
 
v
o
l
u
m
e
)
 
B
a
n
g
k
o
k
,
 19

3
2
.
 p
p
.
 6ー
7
.

(
1
7
)
F
e
l
t
u
s
,
 op
.
 cit
., 
p
.
 51
.
 

一
九
一
四
年
、

"
A
S
V
A
B
A
H
U
"

と
い
う
筆
名
で
執
筆
さ
れ
た
反
華
僑
的
論
文
「
東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
多
く

の
学
者
は
、

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
王
ラ
ー
マ
六
世
(
-
九
一

0
ー
ニ
五
）
に
、
タ
イ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
最
初
の
唱
道
者
と
い
う
評
価
を

(
1

)
 

下
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
英
国
国
王
以
上
に
英
国
人
」

と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
西
欧
的
教
蓑
の
持
ち
主
で
あ
っ

た
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
が
、

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

(
1
2
)
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激
烈
な
反
華
僑
論
ほ
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
読
者
を
予
想
し
た
議
論
で
あ
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ

の
疑
問
は
、
論
文
執
箪
の
時
期
で
あ
る
。
も
し
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
が
、

攻
撃
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

事
件
発
生
後
四
年
間
も
、

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
間
に
お

い
て
、

か
の

"
A
S
V
 AB
A
H
U
 "
 ~
、
同
じ

S
i
a
mObsl"rver

紙
上
で
、
さ
か
ん
に
中
国
問
題
を
論
じ
て

(7
)
 

い
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
辛
亥
革
命
の
成
功
に
興
奮
す
る
在
タ
イ
華
僑
を
論
じ
た
つ
ぎ
の
一
文
と
、

「
東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と

立
て
る
議
論
が
、

一
八
九
一
年
か
ら
五
年
間
、
鉱
山
局
長
と
し
て

タ
イ
国
に
滞
在
し
た
英
国
人
ス
ミ
ス

一
八
九
八
年
に
出
版
し
た
回
想
録
の
中
で
、
「
華
僑
は
タ
イ

の
ユ
ダ
ヤ
人
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
一
九
〇

(6
)
 

六
年
に
は
、
地
元
の
英
字
紙
に
も、

華
僑
を

「
タ
イ
の

ユ
ダ
ヤ
人
」
と
し
て
非
難
す
る
論
調
が
現
わ
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
当
時
の

バ
ソ
コ

ク
に
お
け
る

「
英
語
社
会
」
、
と
り
わ
け
、
反
華
僑
的
傾
向
の
強
か
っ
た
英
国
人
社
会
で
は
、

華
僑
を
「
ユ
ダ

ヤ
人
」
と
見

―
つ
の
常
識
と
な

っ
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ヮ
チ

ラ
ウ
ッ
ト
が

「
東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
中
で
展
開
し
た

W
a
r
i
n
g
t
o
n
 
S
myth) 
は
ヽ

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
独
創
で
は
な
か
っ
た
。

(
2
)
 

「
ナ
ジ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

と
い
う
重
要
な
西
欧
的
理
念
を
タ
イ
国
へ
紹
介
し
た
」
と
い
う
事
実
を
一

応
み
と
め
る
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に

も
有
名
な
か
の

「
東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
、
あ
る
い
は
ひ
ろ
く
か
れ
の
反
華
僑
思
想
一
般
を、

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
し
て
と
ら
え
る
行
き
方
に
は
、
に
わ
か
に
は
同
調
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。

一
九
一
四
年
、
Si
a
m
O
b
server
紙
に
、
月
'T
he
Jew
s
 o
f
 the 
Ori
en
t
 "

と
題
し
て
、
英
語
で
掲
載
さ
れ
た
の
が
最

問
題
の
論
文
は
、

(
3
)
 

初
で
あ
る
。
こ
こ
で
た
だ
ち
に
疑
問
が
生
ず
る
。
も
し
論
文
執
筆
の
目
的
が
、
在
タ
イ
華
僑
の
言
動
の
不
当
性
を
批
判
し
、
そ
れ
に

、
、
、
、
、
、
、
、

よ
っ
て
ク
イ
人
の
民
族
意
識
を
高
揚
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
英
文
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
の

ち
に

タ
イ
語
に
う
つ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
英
語
で
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
ワ

チ
ラ
ウ
ッ
ト

の
予
想
し
た
聴
衆
が
、
な
に

(
4
)
 

よ
り
も
ま
ず
、

在
バ
ソ
コ
ク
の
外
人
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
。
「
東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
発
想
自
体
、

一
九

一
0
年
の
華
僑
ス
ト
ラ
イ
キ
の
不
当
性
を

か
れ
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
発
言
を
ひ
か
え
て
い
た
の
は
何
故 (

H
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八
九
三
年
、
十
三
歳
の
若
さ
で
英
国
へ
渡
り
、

ま‘！
 

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト

る。
「
（
中
国
問
題
が
最
近
し
き
り
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
）
わ
れ
わ
れ
は
、
中
国
と
国
境
を
接
し
て
は
い
な
い
が
、
国
内
に
か
く
も
多

数
の
中
国
人
を
か
か
え
て
い
る
以
上
、
中
国
問
題
に
は
少
な
か
ら
ず
関
心
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
国
や
、
最
近
の
中
国
で
の
出

来
事
に
つ
い
て
、
馬
鹿
げ
た
説
を
な
す
者
が
多
い
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
極
端
な
識
論
を
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
か
れ
ら
の
内
な
る
隣
人
や
外
国
人
に
尊
敬
さ
れ
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

な
判
断
を
下
す
能
力
の
あ
る
こ
と
を
示
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
神
経
過
敏
な
女
ど
も
に
ま
か
せ
よ
う
で
は
な
い
か
。
有
能

(
8
)
 

な
る
男
性
、
そ
し
て
女
性
も
ま
た
、
冷
静
で
あ
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
る
」
。

さ
ら
に
も
し
、

わ
れ
わ
れ
が
冷
静

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
が
「
東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
に
書
き
ま
く
っ
た
反
華
僑
論
を
、
本
気
で
実
行
に
移
す
つ
も
り
で
あ
っ

た
の
な
ら
、
論
文
執
筆
後
、
か
れ
の
政
府
に
よ
っ
て
反
華
橋
的
政
策
が
ま
っ
た
く
と
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ

は
市
井
の
一
評
論
家
で
は
な
か
っ
た
。
れ
つ
き
と
し
た
タ
イ
国
王
で
あ
る
。
も
し
政
治
的
判
断
が
そ
う
命
じ
さ
え
す
れ
ば
、

か
れ
は

ど
の
よ
う
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
巡
洋
艦
購
入
資
金
募
集
呼
び
か

け
に
応
じ
た
、
在
タ
イ
華
僑
団
体
が
、
巨
額
の
献
金
を
行
な
っ
た
と
き
、
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
は
、
華
僑
を
わ
が
友
と
呼
ん
で
そ
の
行
為

(
9
)
 

を
賞
讃
し
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
気
ま
ぐ
れ
は
、
責
任
あ
る
政
治
家
の
態
度
と
は
思
わ
れ
な
い
。

現
在
の
筆
者
に
は
、
「
東
洋
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
疑
問
に
明
解
な
回
答
を
与
え
る
用
意
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
論

文
を
過
大
評
価
す
る
定
説
を
離
れ
た
立
場
で
、

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
実
態
に
接
近
す
る
必
要
を
感
じ
る
の
み
で
あ

一
八
八
一
年
、
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー
ソ
王
ラ
ー
マ
五
世
と
サ
ワ
パ
ー
妃
と
の
問
に
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

7
 

8
 

2
 

一
九

0
二
年
帰
国
す
る
ま
で
ま
る
九
年
の
間
、
か
の
地
で
留
学
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

の
ギ
ャ
ッ
プ
は
ど
う
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。



わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
、

そ
の
間
、
サ
ソ
ド
ハ

ー
ス
ト
陸
軍
士
官
学
校
に
学
び
、

(
1
0
)
 

つ
い

で
オ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
大
学
に
転
じ
、
こ
こ

で
歴
史
学
を
学
ん
だ
。
ヮ
チ

ラ
ウ
ッ
ト
は
、
こ
よ
な
く
英
国
文
化
を
愛
し
た
人
物
で
あ
る
。
か
れ
は
タ
イ
文
芸
史
上
、
も

っ
と
も
多
作
な
文
筆
家
と
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
に
は
、「
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
」

(
W習
t
w
翌
it
)
、
「
お
気
に
召
す
ま
ま
」

(
R
困
n
g
T
翌
1

C
h
a
,
 T
h
a
n
)
、
「
ロ
メ
オ

と
ジ
ュ
リ

エ
ッ
ト
」

(
R
o
me
o

Jae 
C
h
uli
et) 

(
1
1
)
 

数
が
含
ま
れ
て
い
る
。

な
ど
、

ジ
ェ
ク
ス
ピ
ア

の
戯
曲
の
翻
訳
を
は
じ
め
と
す
る
英
国
人
作
家
の
作
品
の
翻
訳
、
翻
案
多

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
思
想
と
行
動
を
理
解
す
る
上
で
か
れ
が
そ
の
精
神
形
成
期
の
大
半
を
「
英
国
人
」
と
し
て
過
ご
し
た
、
と
い
う

事
実
の
も
つ
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
か
れ
は
当
初
皇
太
子
で
は
な
か
っ
た
が
、
在
英
中
、

異
母
兄
の
皇
嗣
子
の
死
去
に
よ
っ
て
王
位
を
継
承
す
る
立
場
と
な
り
、

子
礼
を
行
な
っ
た
。
こ
の
時
以
来
か
れ
は
未
来
の
タ
イ
国
王
と
し
て
、

か
れ
自
身
の
存
在
根
拠
で
あ
る
伝
統
的
価
値
を
擁
護
す
べ
き

責
任
を
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
英
国
的
教
養
が
い
か
に
深
か
ろ
う
と
も
、
か
れ
に
は
、
も
は
や

d
e
r
a
c
m
e

と
な
る
自
由
は

残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ヮ
チ

ラ
ウ
ッ
ト

に
お
け
る

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
原
点
は
、
ま
ず
「
英
国
人
」
と
し
て
の
自
我
の
中
か
ら
、

「
タ
イ
人
」
と
し
て
の
自
我
を
析
出
し
て
行
く
過
程
の
中
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヨ
ー
ロ

ッ
パ

の
衝
撃
に
直
面
し
た
伝
統
的
支
配
層
が
、
「使
い
分
け
」
原
理
を
駆
使

し
て
、
精
神
面
に

お
け
る
自
己
同
一
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
文
明
の
所
産
を
摂
取
し
、
自
ら
を
武
装
し
て
行
っ
た
歴
史
に
つ
い
て

言
及
し
た
。
モ

ン
ク
ッ

ト
親
王
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

か
れ
は
自
ら
が
そ
の
中
に
育

っ
た
と
こ
ろ
の
伝
統
的
価
値
を
洗
練
し
、
そ

の
洗
練
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
伝
統
的
価
値
を
武
器
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
対
決
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
状
況
は
、

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
が
そ
の
青
春
の
大
半
を
過
ご
し
た
の
は
、
英
国
と
い
う
異
質
的
価
値

を
も
つ
社
会
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
か
れ
は
、
ま
ず
「
英
国
人
」
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
や
皇
太
子
と
な
っ

一
八
八
五
年
、

ロ
ン

ド
ソ
の
シ

ャ
ム
公
使
館
に
お

い
て
立
太
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、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

た
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
に
は
「
タ
イ
人
」
と
な
る
使
命
が
課
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
れ
は
、
伝
統
的
価
値
を
学
び
、
こ
れ
を
わ
が
も
の

と
し
、
さ
ら
に
そ
の
優
越
性
を
主
張
さ
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
お
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

普
遍
に
対
す
る
個
の
自
覚
で
あ
れ
、
他
の
個
と
の
対
立
に
お
け
る
個
の
自
覚
で
あ
れ
、

提
と
し
て
の
個
の
自
覚
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
に
お
け
る

「
他
者
」
と
は
、
自
ら
の
外
に
で
は
な
く
か
え

っ
て
自
ら
の
中
に
存
在
し
て
い
た
。
ヮ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
に
お
け
る
ナ
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

ろ
の
「
内
な
る
英
国
人
」
と
、
タ
イ
国
王
た
ら
ん
と
す
る
か
れ
自
身
と
の
観
念
上
の
争
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

一
九

0
四
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
四
日
ま
で
の
一
―
一
日
間
、
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
は
古
来
の
慣
習
に

し
た
が
い
、
バ

(12) 

ソ
コ
ッ
ク
の
ワ
ッ
ト

・
ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ
ー
ト
で
、
ビ
ク
と
し
て
出
家
し
た
。

の
住
戟
で
あ
り
、
か
れ
の
叔
父
に
あ
た
る
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
が
、
か
れ
に
、
新
参
僧
の
教
理
試
験
の
採
点
を
手
伝
わ
せ
た
ほ
ど
で

(13) 

あ
っ
た
と
も
言
う
が
、
か
れ
が
仏
教
教
理
の
研
究
に
、
と
り
わ
け
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
徴
候
は
な
い
。
か
れ
が
の
ち
に
著
わ
し
た

仏
教
に
か
ん
す
る
書
物
を
見
て
も
、
そ
の
内
容
は
仏
教
教
理
の
精
細
な
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
基
本
教
理
の
解
説
で
あ
り
、

通
俗
説
教
書
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
も
か
れ
が
意
識
し
て
い
た
聴
衆
は
、

す
く
な
く
と
も
西
欧
文
明
に
関
心
あ
る
青
年
層
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
他
者
の
存
在
を
前

か
の
脳
中
に
座
を
占
め
る
と
こ

つ
ね
に
西
欧
的
な
教
養
あ
る
、
あ
る
い
は
、

か
れ
自
身
の
創
設
し
た
疑
似
軍
隊
で
あ
る
「
ス
ア
パ

ー
義
勇

軍
」
の
メ
ソ
バ
ー
に
向
か
っ
て
、
好
ん
で
「
説
教
」
を
行
な
っ
て
い
る
。
か
れ
の
定
例
「
説
教
」
の
内
容
ほ

T
芍
tsana
sua 
p
a
 (ス

ア
パ
ー
に
与
う
る
説
教
）
、
と

P
l
u
k
c
h
a
i
 su
a
 p
a
 (
ス
ア
。
ハ
ー
ヘ
の
は
げ
ま
し
）
と
い
う
二
冊
の
本
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知
る
こ
と
が

出
来
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
見
る
か
ぎ
り
、
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
仏
教
理
解
は
、
ひ
と
え
に
倫
理
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
か
れ
は
、
道

徳
の
面
で
し
か
仏
教
を
と
ら
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
仏
教
の
宗
教
的
側
面
が
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ

の
道
徳
の
面
に
に
お
い
て
す
ら
、
仏
教
の
特
異
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
歯
が
ゆ
い
ば
か
り
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
説
に
よ
れ
ば
、

「
サ

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
学
識
は
当
時
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青 赤

は

ら

か

ら

の

血

民

族

と

宗

教

の

た

め

に

流

す
紅
い
潮

「
白
汚
れ
な
く

ー
サ
ナ
ー
（
宗
教
）」

と
い
う
言
葉
は
、
伝
統
的
な
タ
イ
語
の
文
脈
で
は
「
仏
教
」
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、

教
」
で
は
、
「
サ
ー

サ
ナ

ー
」
と
は
、

タ
イ
人
の
心
に
宿
る
み
ほ
と
け
の
教
え

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
「
説

つ
ね
に
キ
リ
ス
ト
教
を
も
含
む
と
こ
ろ
の
宗
教
一
般
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ぜ
仏
教
を

擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と

い
う
言
葉
で
始
ま
る
話
で
さ
え
、
第
ニ
パ
ラ
グ
ラ

フ
に
入
る
や
否
や
、
他
宗
教
が
登
場
し
て

、、

、

し
ま
う
の
だ
。
「
す
べ
て
の
宗
教
は
、
た
と
え
教
義
は
違

っ
て
も
、
そ
の
目
的
は

一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
を
善
所

へ
と
導
く

こ
と
で
あ
る
…

•
••
他
宗
教
の
信
者
で
あ
っ
て
も
、
わ
た
し
は
そ
の
人
を
善
人
だ
と
み
と
め
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
の
目
指
す
と
こ

合
）

ろ
も
、
わ
た
し
の
目
標
と
し
て
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
た
具
合
だ
。
ヮ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
「
説
教
」
は
、
タ
イ
の
教
養

の
あ
る
青
年
を
対
象
と
し
て
は
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
内
な
る
英
国
人
」
に
対
す
る
ア
ボ
ロ
ギ
ア
で
あ
り
、
自
己

説
得
で
あ
っ
た
。

一
方
に
お
い
て
、
仏
教
に
対
す
る
こ
う
し
た
「
確
信
の
な
さ
」
を
心
に
秘
め
な
が
ら
も
、
他
方
ヮ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
は
、
仏
教
が

一
般

の
ク
イ
国
民
の

primordial
sentiments 
(Geertz) 

第

一
次
世
界
大
戦

へ
の
参
戦
に
際
し
て
、

「
多
く
の
連
合
国
と
同
じ
」

三
色
旗
を
国
旗
と
し
て
制
定

し
た
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
色
に

「
宗
教
」
11

仏
教
を
象
徴
さ
せ
る

こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
ヮ
チ
ラ
ウ
ッ

ト
は
出
征
兵
士
に
向
か
っ

て、

新
国
旗
の
意
味
を
、
詩
を

(16) 

も
っ
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

輝
け
る
色

め
で
た
き
三
宝

に
深
く
根
ざ
し
た
有
効
な
ジ

ソ
ボ
ル
で
あ
る

こ
と
を
熟
知
し
て
い

た
。
か
れ
は
、

国
長
の
あ
れ
ま
し
し
よ
き
日
の
し
る
し
」

ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
プ
ロ
バ
ガ
ソ
デ
ィ
ス
ト
と
し
て
国
民
の
前
に
立
っ
た
ワ
チ
ラ

ウ
ッ

ト
は
、
「
サ
ー
サ
ナ
ー
」
と
い
う
言
葉
を

「
チ
ャ
ー

ト
」
（
民
族）

と
共
に
頻
用
し
て
い
る
。
こ
の
二
語
は

「
チ
ャ

ー
ト

・
サ
ー
サ
ナ
ー
」
の
よ
う
に
熟
語
と
し
て
用

い
ら
れ
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る
が
、
そ
の
場
合
、
「
サ
ー
サ
ナ

ー
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
宗
教
が
「
仏
教
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
上

、
、
、
、

に
引
用
し
た
説
明
詩
の
中
で
、
「
民
族
と
宗
教
の
た
め
に
流
す
：
…
．
」
と
訳
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ヮ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
は
、
仏
教

道
徳
の
遵
守
が
タ
イ
国
を
強
盛
へ
と
導
く
道
で
あ
る
と
繰
り
返
し
、
近
隣
の
仏
教
国
が
こ
と
ご
と
く
西
洋
の
植
民
地
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
現
在
で
は
、
タ
イ
国
こ
そ
が
仏
教
の
最
後
の
と
り
で
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
か
れ
は
「
正
法
の
中
に
あ
る

の
人
々
を
い
ま
し
め
、

こ
と
の
有
用
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
文
の
中
で
、
仏
教
の
説
く
ダ
ル
マ
が
、
近
代
社
会
で
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
と
考
え
る

一
部

(17) 

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
道
徳
的
行
為
に
流
行
は
な
い
。
家
に
あ
っ
て
も
国
に
あ
っ
て
も
、
人
問
が
他
者
に
依
存
し
て
生
ぎ
て

い
る
以
上
、

廉
直
、
信
頼
、

名
脊
あ
る
行
為
な
ど
は
、

則
っ
た
道
こ
そ
が
、
国
際
社
会
で
尊
敬
を
か
ち
う
る
道
で
あ
り
、
真
の
文
明
に
至
る
道
で
あ
る
」
。

か
れ
は
ま
た
、

つ
ね
に
美
徳
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
タ
イ
人
は
、
古
来
の
仏
教
の
教
え
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
。
タ
ル
マ
に

か
つ
て
そ
の
非
法
な
行
為
に
よ
っ
て
タ
イ
人
を
苦
し
め
て
来
た
中
国
、

今
や
タ
イ
国
が
自
由
を
享
受
し
て
い
る
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

(18) 
る
。

カ
ソ
ボ
ジ
ア
、
ビ

ル
マ
の
現
状
に
言
及
し
、

タ
イ
人
が
正
法
を
守
っ
て
来
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い

ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
は
、
世
界
の
宗
教
を
学
び
、
そ
の
結
果
仏
教
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
教
え
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
、
熱
烈
に
仏

教
を
信
奉
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
の
代
表
作
と
言
わ
れ
る

『
ス
ア
パ

ー
に
与
う
る
説
教
』
を
読
ん
で
も
、
あ
る
意
味

(20) 

で
も
っ
と
も
宗
教
的
と
い
え
る
小
論
文

『
プ
ッ
ダ
は
何
を
悟
っ
た
か
』
を
ひ
も
と
い
て
も
、
そ
こ
に
は
熱
烈
な
仏
教
信
者
の
姿
も
、

深
遠
な
哲
理
を
と
く
仏
教
学
者
の
姿
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
れ
は
た
し
か
に
仏
教
の
熱
心
な
擁
護
者
で
は
あ
っ
た
。
し
か

し
か
れ
は
仏
教
的
価
値
を
真
に
わ
が
も
の
と
し
て
内
在
化
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
が
仏
教
の
プ
ロ
バ
ガ
ン
ダ
の
声
を
高
め
れ

ば
高
め
る
ほ
ど
、
仏
教
徒
に
な
り
切
れ
な
か
っ
た
「
英
国
人
」
ワ
チ
ラ
ウ
ッ
ト
の
姿
が
か
え
っ
て
鮮
明
に
浮
か
び
I

が
っ
て
く
る
よ
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
ヽ
ヽ

(
l
)

一
九
三
二
年
六
月
の
人
民
党
に
よ
る
立
憲
ク

ー
デ
タ

ー
は
、
「
自
己
正
統
化
の
て
が
か
り
に
乏
し
い
革
命
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

第
五
節

Prince 
W
a
c
h
1
r
ay
a
n
,
 Ta

m
n
i
i
n
 w
a
t
 b
o
w
o
n
n
i
w
e
筵
ihiin
.
B
a
n
g
k
o
k
,
 19

2
2
.
 

(
c
r
e
m
a
t
i
o
n
 
v
o
l
u
m
e
)
 
p
p
.
 10
2ー

1
0
4
.

P
r
n
p
h
a
t
,
 Chiwit・:・

:
,
 p.
 19
8
.
 

T
芯
tsanii
s
u
a
 
pii
.
 Ba
n
g
k
o
k
,
 19

3
7
.
 

P
l
u
k
 c
h
a
i
 s
思
ゞ
ii
.
B
a
n
g
k
o
k
,
 19

5
0
.
 

(
1
5
)
S
0
1
W
a
t
t
a
n
a
s
e
t
,
 
Kiatikhun•

•··
··, 

p
p
.
 32
7ー

3
2
8
.

(16)Sagnu~n 

A
品
h
o
ng
,
S
i
ng
 r

a
e
k
 
n
a
i
 
m
u
a
n
g
 t
h
a
i
.
 Ba
n
g
k
o
k
:
 Pr
a
e
 
Phitthaya
,
 19

5
9
.
 p
p
.
 36

5
-
3
6
6
-

(
17
)

"
 Pr
a
y
o
t
 ha
e
n
g
 
kanyii 
nai 
t
h
a
m
m
a
", 
in 
P
r
a
m
u
a
n
 bot 
p
h
r
a
riitc
h
n
i
p
h
o
n
,
 ph

a
k
 
p
a
k
i
n
a
k
a
 
su
a
n
 
thi 
2
.
 

(
B
a
n
g
k
o
k
:
 
Si
ri
san
.
 

1
9
6
1
)
,
 p
p
.
 33
-
4
3
-

q
u
o
t
e
d
 
b
y
 
V
e
=
a》

V
a
j
i
r
a
v
u
d
h
-,....
,
p
.
 7.
 

(
1
8
)
L
c
.
c
i
t
.
 

(
1
9
)
P
r
a
y
u
t
,
 
Riitchasamna

k
••·"·

, 

p
.
 25
8
.
 

(
2
0
)
P
h
r
a
p
h
u
t
t
l
ふ
c
h
a
o
tratsarii. 
a
r
a
i
.
 Ba
n
g
k
o
k
,
 19

6
4
.
 

(cremat
ion 
v
o
l
u
m
e
)
 

サ
リ
ッ
ト
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
仏
教

時
宜
を
得
た
自
己
変
革
に
よ
っ
て
欧
米
列
強
の
外
圧
を
た
く
み
に
か
わ
し
、
民
族
主
権
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
タ
イ
国
を
近
代
国
家

の
一
員
と
し
て
発
展
さ
せ
、
国
際
社
会
に
仲
問
入
り
さ
せ
た
栄
光
の
歴
史
を
も
つ
チ
ャ
ク
リ
王
制
は
、
こ
の
ク
ー
デ
タ

ー
に
よ
っ
て

も
、
そ
の
社
会
的
妥
当
性
を
喪
失
し
な
か
っ
た
°
ク

ー
デ
ク
ー
が
一
段
落
し
た
同
年
十
二
月
、
人
民
党
幹
部
が
国
王
に
拝
謁
し
て
そ

の
非
礼
を
詫
び
、
国
王
は

「
威
厳
の
言
葉
を
も
っ
て
」
こ
れ
を
許
し
た
、
と
い
う
史
実
は
、
そ
の
後
の
「
民
主
政
府
」
に
課
せ
ら
れ

(2
)
 

た
政
治
的
正
統
性
の
問
題
を
考
察
す
る
上
に
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
人
民
党
が
当
初
目
指
し
た
近
代
的
代
表
原
理
の
濁
入

(
1
2
)
 

C13) 

(14) 
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治
運
営
が
開
始
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ

た
。

ほ
、
「
文
治
派
」
指
導
者
た
ち
の
努
力
に
も
か
か

わ
ら

ず
、
現
実
的
基
盤
を
欠
く
タ
イ
の
土
据
に
は
、
結
局
定
着
す
る
と
こ
ろ
と
な

ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

権
力
主
義
的
志
向
と
、
民
主
主
義
的
志
向
の
ア
ン
ビ

バ
ラ
ソ
ス
に
混
乱
を
示
し
た
戦
後
五
十
年
代
の
。
ヒ
プ

ー
ソ
長
期
政
権
を
経
て
、

一
九
五
七
年
九
月
十
六
日
の
サ
リ
ッ
ト

・
ク
ー
デ
タ
ー
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

「
サ
リ

ッ
ト
の
登
場
は
、
代
表
原
理
と
の
関
係
に
お

い
て
は
、

(3
)
 

を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
」
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
以
後、

「
。ヒプ

ー
ソ
ま
で
残
存
し
た
西
欧
的
理
念
へ
の
心
理
的
拘
泥
あ
る

い
は
偽
菩
的

(
4
)

（

5
)
 

理
想
主
義
嗜
好
へ
の
傾
向
が
消
え
」
、
「
本
質
的
に
百
年
以
前
の
絶
対
王
制
当
時
の
統
治
理
念
と
変
わ
ら
な
い
」
、
「
先
祖
帰
り
的
」
政

見
か
け
の
反
動
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
ラ
ッ
ク

・
タ
イ
」
の
構
成
三
要
素
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
同

一
九
三
二
年
革
命
に
準
ず
る
ほ
ど
の
重
要
な
政
治
的
変
革
の
契
磯

サ
リ
ッ
ト
の
志
向
し
た
政
治
目
標
は
、
タ

イ
国
の
近
代
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
近
隣
諸
国

に
お
け
る
政
治
的
不
安
定
、
と
り
わ
け
共
産
主
義
の
侵
略
か
ら
ク
イ
を
守
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
戦
略
で
あ
っ
た
。

れ
、
光
空
に
満
ち
、
家
計
は
富
み
、
身
体
は
す
こ
や
か
に
、
人
々
を
豊
か
な
る
幸
福
へ
と
導
く
」
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ソ
に
掲
げ
た
サ

リ
ッ
ト
は
、
す
べ
て
の
施
策
を

「
国
家
発
展
」
(
k
a
n
p
a
t
t
h
a
n
i
i
 
p
r
a
t
h
e
t
)

と
い
う
一
点
に
向
か
っ
て
収
倣
さ
せ
た
。
タ
イ
国
最
初
の
国

家
経
済
開
発
計
画
を
立
案
さ
せ
、
こ
れ
を
実
施
に
移
し
た
の
も
か
れ
の
業
績
で
あ
る
。
そ
の
政
治
目
標
達
成
の
た
め
に
、
か
れ
の
理

想
と
し
た
国
家
秩
序
は
、
第
一
に
「
タ
イ
的
な
原
理
」
（
ラ
ッ
ク

・
タ
イ
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
政
府
↓
官
僚
↓
民

衆
と
い
う
横
断
的
社
会
秩
序
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、

第
三

に
、

(
6
)
 

支
配
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ス
コ
ー
ク
イ
時
代
以
来
の
、
家
父
長
的
な
、
恩
情
主
義
的
専
制

「
ラ
ッ
ク
・
タ
イ
」
と
は
、

ラ
ー
マ
六
世
王
の
三
色
旗
制
定
に
そ
の
萌
芽
を
も
と
め
ら
れ
る
思
想
で
、

(7
)
 

与
え
ら
れ
た
ク
ソ

・
ウ
ィ
チ
ッ
ト
マ
ー
ト
ラ
ー
の
論
文
「
ラ
ッ
ク
・
タ
イ
」
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
、
「
民
族
」
「
宗
教

(
1
1

仏
教
）
」
、

「国
王」

の
三
つ
を
ク
イ
国
体
の
根
本
理
念
と
す
る
思
想
で
あ
る
。

一
九
二

八
年
、
恩
賜
賞
を

「
水
は
清
く
流
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列
に
お
か
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
第
一
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
「
民
族
」
は
、

ラ
ー
マ
六
世
王
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
由
来
す
る

も
の
で
、
起
原
的
に

は
も
っ
と
も
新
し
い
。

こ
こ
に
「
民
族
」
と
訳
出
し
た
タ
イ
語

'̂
c
h
a
t
"

は
、
パ
ー
リ
語

jati

を
語
源
と
す
る

語
で
、
も
と
も
と
、
仏
教
的
意
味
に
お
け
る
「
生
存
の
状
態
」
を
意
味
し
た
。
「
今
生
」

c
h
a
t
ni
、
「
前
生
」

c
h
a
t
k
o
n
、
「
来
世
」

c
h
a
t

(8
)
 

n
a
、
「
人
間
と
し
て
の
生
」

c
h
a
t

m
a
n
u
t

な
ど
と
用
い
ら
れ
る
。
六
世
王
自
身
の
解
説
に
よ
れ
ば
、

c
h
a
t

p
h
r
a
m
,
 c

h
a
t
 
k
a
s
a
t

は
、
そ

れ
ぞ
れ
「
バ
ラ
モ
ソ
と
し
て
の
生
」
、
「
王
者
と
し
て
の
生
」
を
意
味
し
た
が
、
そ
れ
が
後
に
、
そ
の
よ
う
な
生
を
受
け
た
人
の
集
合

体
を
示
す
よ
う
に
な
り

c
h
a
t
tha1 

と
い
え
ば
、
「
タ
イ
人
と
し
て
生
を
受
け
た
人
々
の
集
合
」

す
な
わ
ち
「
タ
イ
民
族
」
を
指
す
よ

う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。

「
民
族
」
は
、
そ
の
起
原
が
新
し
い
だ
け
で
な
く
、
「
国
王
」
お
よ
び
「
仏
教
」
の
下
位
に
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
を
支
持
す
る
存
在
で
あ
る
。
タ
イ
国
旗
が
、
国
王
の
象
徴
で
あ
る
青
を
中
央
に
、
仏
教
の
清
浄
を
示
す
白
が
こ
れ
を
か
こ
み
、
さ

ら
に
そ
の
外
側
を
民
族
の
赤
が
縁
ど
っ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
デ
ザ
イ
ン
的
効
果
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
国
王
」
と
「
仏
教
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
章
第
二
節
で
詳
説
し
た
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
要
す
る

に
、
「
国
王
」
は
仏
教
を
擁
護
し
、
「
仏
教
」
は
「
国
王
」
に
統
治
原
則
と
支
配
の
正
統
性
を
付
与
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

し
か
し
、

一
九
三
二
年
の
政
体
変
革
に
よ
っ
て
、
国
王
は
、
政
治
上
の
直
接
支
配
者
の
地
位
を
退
き
、
象
徴
的
存
在
と
な
っ
た
。

タ
イ
の
為
政
者
に
と
っ
て
は
、
国
王
は
、
象
徴
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
い
ぜ
ん
と

し
て
、
支
配
に
正
統
性
を
与
え
る
力
を
持
ち
つ
づ
け
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
を
少
し
考
え
て
見
よ
う
。
サ
リ
ッ
ト
が

「
ラ
ッ
ク
・

タ
イ
」
を
そ
の
統
治
の
根
本
理
想
と
し
た
と
い
う
の
は
、

つ
ま
り
、
「
ラ
ッ
ク
・
タ
イ
」
的
秩
序
が
実
現
す
る
よ
う
な
政
治
を
行
な

お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
図

15
は、

「
ラ
ッ

ク

・
タ
イ
」
の
内
部
構
造
を
示
し
、
そ
し
て
図

16
は
、
「
ラ
ッ
ク

・

タ
イ
」
と
「
立
憲
的
政
府
」
と
の
関
係
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
政
府
は
「
ラ
ッ
ク

・
タ
イ
」
的
秩
序
を
維
持
す
る
よ
う
な
統
治
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
の
正
統
性
を
得
る
。
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が
ヽ

ガ
法
」
制
定
以
来
、
き
わ
め
て
よ
く
整
備
さ
れ
、

繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
仏
教
を
現
実
に
支
え
て
い
る
の
は
サ
ソ
ガ
で
あ
る
。
タ
イ
の
サ
ソ
ガ
組
織
は
、

(9
)
 

い
わ
ゆ
る

N
a
tiona
l
Ecclesia

と
し
て
確
立
し
て
い
た
。
サ
ン
カ
ラ
ー
ト
（
法
王
）

を
頂
点
と
し
て
形
成
さ
れ
る
サ
ソ
ガ
の
階
層
制
は
、
他
の
上
座
部
サ
ソ
ガ
に
は
見
ら
れ
ぬ
整
然
た
る
秩
序
を
誇
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

一
九
四
一
年
、
時
の
。ヒ
プ

ー
ソ
政
府
に
よ

っ
て
、
三
権
分
立
と

い
う
世
俗
的
政
治
理
念
が
、

た
め
に
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ
っ
た
。

□
`
 政

府

図16 「ラック ・クイ」と

「立憲的政府」と の関係

一
九

0
二
年
の
「
サ
ン

サ
ソ
ガ
の
中
に
導
入
さ
れ
る
と、

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
か
れ
の
政
治
目
的
を
達
成
す
る

奉
さ
れ
る

こ
と
は
、
宗
教
の
枠
を
こ
え
た
政
治
的
意
味

の
高
掲
と
並
ん
で
、
仏
教
が
栄
え
、
民
衆
に
よ
っ
て
信

そ
れ
ゆ
え
、
サ
リ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
国
王
の
権
威

J

と
が
で
き
よ
う
。

と
の
中
に
、
支
配
の
正
統
性
原
理
を
見
出
し
た
と
言
う

者
」
つ
ま
り
「
ラ
ッ
ク

・
タ
イ
」
の
擁
護
者
で
あ
る

こ

図15 「ラック ・タイ」の内部構造

「
国
王
を
仏
教
の
擁
護
者
た
ら
し
め
る
秩
序
の
擁
護

当
化
し
た
こ
と

に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
サ
リ
ッ

ト
は
、

か
つ
て
国
王
が
仏
教
の
擁
護
者
と
し
て
そ
の
支
配
を
正

敬
い
、
仏
教
を
信
奉
す
る
と
い
う
状
態
を
意
味
す
る
。

首
と
し
て
君
臨
し、

仏
教
が
繁
栄
し
、
国
民
が
国
王
を

J

こ
で
「
ラ
ッ

ク

・
タ
イ
」
的
秩
序
と
は
、
国
王
が
元
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も
と
も
と
底
流
と
し
て
存
在
し
て
い
た
マ
〈

ー
ニ
カ

ー
イ
派
（
在
来
派
）

と、

タ
マ
ユ
ヅ
ト
派
と
の
確
執
が
顕
在
化
し
て
、

を
め
ぐ
る
両
派
の
反
目
は
日
一

日
と
激
し
さ
を
加
え
、
新
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト

は
空
席
の
ま
ま
一
年
半
を
経
過
す
る
と
い
う
異
常
事
態
が

発
生
し
た
。
結
局
、

一
九
五
八
年
来
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
出
身
の
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
が
逝
去
す
る
と
、
同
法
王
の
後
継
者

マハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
か
ら
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
が
任
命
さ
れ
た
が
、
サ
ソ
ガ

の
内
部
抗
争
は

終
息
の
ぎ
ざ
し
を
み
せ
ず
、
他
派
攻
撃
の
バ
ソ
フ
レ
ッ

ト
が
配
布
さ
れ
る
な
ど
、
不
穏
な
空
気
が
サ
ソ
ガ
を
覆
っ
て
い
た
。

サ
リ
ッ

ト
に
と

っ
て
の
関
心
事
は
、
後
継
者
と
し
て
ど
ち
ら
の
派
が
選
ば
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、

部
分
裂
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
的
威
信
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
い
て
は
か
れ
の
支
配
体
制
の
弱
化
に
も
つ
ら
な
る

危
険
を
内
蔵
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

(10
)
 

警
告
を
与
え
て
い
る
。

一
九
六

0
年
十
月
二
十
八
日
、
か
れ
は
、

サ
ソ
ガ
が
、
内

つ
ぎ
の
よ
う
な
政
府
声
明
を
発
し
て
、

サ
ソ
ガ

サ
ン
ガ
に

「
政
府
は
現
在
、
国
家
の
発
展
に
全
力
を
傾
注
し、

国
家
を
愛
す
る
国
民
も
ま
た
、
近
隣
諸
国
の
情
勢
の
発
展
に
よ
っ
て
は
、
わ

が
国
に
も
波
及
す
べ
き
危
機
に
備
え
て
犠
牲
を
忍
ぶ
心
構
え
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
時
、
サ
ソ
ガ
で
は
、
憂
慮
す
べ
き
事
態
が
発
生

し
て
い

る。

こ
の
事
態
を
解
決
で
き
な
い
な
ら
ば
、
ひ
と
り
信
仰
の
衰
微
を
も
た
ら
す
に
留
ま
ら
ず
、
国
家
に
と
っ
て
も
ゆ
ゆ
し
き

問
題
を
生
む
に

い
た
る

で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
政
府
は
、
全
国
民
に
対
し
、
そ
の
意
図
と
方
針
と
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
適
当
と
考
え

こ
の
よ
う
な
前
文
に
始
ま
る
声
明
文
は
、
そ
の
文
言
の
丁
重
さ
と
は
裏
腹
に
、
き
わ
め
て
高
圧
的
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

「
政
府
の
考
え
方
は
、
国
民
一
般
と
同
じ
で
あ
っ

て、

仏
教
を
タ
イ
民
族
に
内
属
し
た
宗
教

(
s
a
t
忍
n
a
p
r
a
c
h
a
m
 
c
h
a
t
)

と
考
え
、

『
民
族

・
宗
教

・
国
王
』
の
三
者
を
敬
い
、
二
十
五
万
人
に
も
上
る
：
・
・
:
（
特
権
的
生
活
を
送
る
）
僧
侶
が
、
た
だ

ひ
た
す
ら
清
浄

な
る
生
活
を
送
り
、
厳
格
に
戒
律
を
守
り
、
仏
教
が
末
永
く
存
続
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
の
み
を
念
顧
し
て
い

る。

し
か
る
に
、

る
」。

一
九
六

0
年
の
五
月
、

行
政
は
混
乱
し
始
め
た
。
と
く
に
、
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で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
人
口
の
九
三
・
六
％
と
い
う
大
き
な

高
僧
の
あ
る
者
が
、
出
家
者
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
言
動
を
行
な
っ
て
い
る
と
の
噂
が
ひ
ろ
ま
っ
て
久
し
く
絶
え
る
こ
と
が
な

声
明
は

こ
こ
で
、
政
府
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
黙
認
し
て
、
そ
の
処
理
を
サ
ソ
ガ
の
自
治
に
ま
か
せ
お
く
べ
き
か
、
そ
れ
と
も

「
民
族
・
宗
教
・
国
王
を
擁
護
す
る
と
い
う
政
府
の
使
命
」
に
従
っ
て
、
サ
ソ
ガ
の
自
治
に
干
渉
す
べ
き
か
の
選
択
に
迫
ら
れ
た
事

情
を
述
べ
、
さ
ら
に
、

事
態
を
こ
れ
以
上
放
置
し
て
お
く
と
き
に
は
、
国
家
に
も
危
害
が
お
よ
ぶ
と
判
断
し
た
の
で
、

要
請
が
あ
れ
ば
、
「
絶
対
的
な
権
限
を
行
使
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
警
告
に
よ
っ
て
、

応
納
ま
っ
た
も
の
の
、

ト
に
権
限
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ガ
運
営
の
効
率
化
を
高
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
終
身
制
で
あ
っ
た
サ
ソ
ガ
全
体

(11
)
 

を
強
力
な
政
府
の
統
制
下
に
お
く
新
サ
ソ
ガ
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
措
置
ほ
、

サ
リ
ッ
ト
は
事
件
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、

サ
リ
ッ
ト
の
政
治
哲
学
の
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

仏
教
は
「
タ
イ
民
族
に
内
属
す
る
宗
教
」
（
低
t
s
a
n
a

p
r
a
c
h
a
m
 
c
h
a
t
)
 

部
分
が
、
す
べ
て
仏
教
徒
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
考
え
る
な
ら
ば
、
仏
教
を
タ
イ
の
国
教
と
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。

現
に
咎
座
nii
p
r
a
c
h
a
m
 
c
h
a
t
 

い
」
。

サ
ソ
ガ
か
ら

サ
ソ
ガ
内
の
紛
争
は

一

サ
ン
ガ
の
「
民
主
的
」
機
構
を
一
切
廃
止
し
、
サ
ン
カ
ラ

ー

は
、
多
く
の
英
語
文
献
に
お
い

て
t
he
S
t
a
t
e
 
R
e
h
g
,
o
n

と
い
う
訳
語
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
仏
教
が
民
衆
宗
教
と
し
て
、
民
衆
の
心
情
に
深
く
根
ざ
し
た
支
持
を
得
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
民
衆
の
信
仰
の
上
に
、
国
王
が
、
仏
教
の
擁
護
者
と
し
て
、
そ
の
宗
教
的

・
政
治
的
地
位
を
伝
統
的
に
確

立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
イ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
多
く
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
と
同
様
に
、
伝
統
的
価
値
の
操
作

の
上
に
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
展
開
し
て
来
た
。
仏
教
は
、
そ
れ
が
支
配
の
正
統
性
を
統
治
者
に
与
え
る
と
い
う
構
造
の
ゆ
え
に
、
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第 2部 第 7章 タイ ・ナ シ ョナリ ズムと仏教

矢
野
暢
『
ク
イ

・
ビ
ル
マ
現
代
政
治
史
研
究
』
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

、

(
2
)

矢
野
暢
『
前
掲
甚
』
―
―
四

1
-
―
五
頁
。

(
3
)

同
上
、
二

三
五
頁
。

(
4
)

同
上
、
引
用
個
所
。

(
5
)

同
上
、
二

三
九
頁
。

(

6

)

同
上
、

ニ―――

七
ー
ニ
四

0
頁
。

(
7
)
K
h
u
n
 W
i
c
h
i
t
m
atra
,
 L

a
k
 t
h
a
i
.
 B

a
n
g
k
o
k
,
 19

2
8
・
(
3
r
d
.
 ed
., 

1
9
3
5
.)
 

(
8
)

S
o
.
 W

a
t
t
h
a
na
s
e
t,
 K

i
a
t
i
k
h
u
n
・・・・・
・,
 p
p
.
 32

1
1
3
2
2
.
 

(

9

)

第
二
部
第

三
章
、
第
四
章
参
照
。

(
1
0
)
.
^
K
ha
m
t
h
a
l
a
e
品
kh01
品
ratthabiin
r
u
a
n
g
 

k
h
w
a
m
 p
e
n
 
pai 
k
h
a
n
a
 
s
o
品
"
in 
K
ha
n
a
r
a
t
t
h
a
m
o
n
t
r
i,
 P

r
a
m
u
a
n
 
s
u
n
thiirap
h
o:
 

c
h
含
p
h
o
n
s
a
rit 
t
h
a
n
a
r
a
t
 
P
h
o
.
 S

o
.
 2
5
0
2
1
2
5
04
-
B
a
n
g
k
o
k
,
 19

6
5
.
 p
p
.
 2

6
0ー

2
6
1

(
1
1
)

こ
の
サ
ソ
ガ
法
に
つ
い
て
ほ

Y
o
n
eo
Ishii
,
 "

C
h
u
r
c
h
 a
n
d
 sta
te 
in 
T
hai
la
n
d
," 
in 
A
s
i
a
n
 
S
u
r
v
e
y
,
 Vo

l
.
 

p
p
.
 8
6
4ー
8
71
．
な
お
、
箔
竺
一部~笛R
五
章
会
乞照
。
「声
j明
文
」
は
別
個
の
翻
訳
を
試
み
た
。

注

(
1
)
 

そ
の
機
能
を
保
ち
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

九
六
I¥ 

ヽ

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
最
も
よ
く
機
能
し
て
来
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
今
後
も
、

か
な
り
の
長
期
に
わ
た
っ

て、

―
一
三
頁
。

V
I
l
l
,
 N

o
.
 1
0
 
(
1
9
6
8
)
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キ
リ
ス
ト
教
、

タ
イ
国
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動

あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
影
響
の

お
よ
ん

ユ
ダ
ヤ
11

キ
リ
ス
ト
教
の
黙
示
文

被
抑
圧
階
層
に
蓄
積
さ
れ
た
現
状
へ
の
不
満
が
、
政
治
的
手
段
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
見
通
し
を
欠
く
場
合
、
そ
れ
は
時
と
し
て
、

千
年
王
国
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
背
景
と
し
て
出
現
す
る
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
の
指
導
の
下
に
、
狂
熱
的
な
ェ
ネ
ル
ギ

ー
の
噴
出
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
近
世
の
初
め
、
北
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ソ
ス
タ
ー
で
発
生
し
た
再
洗
礼
派
の
千
年
王
国
運
動
な
ど
は

そ
の
古
典
的
事
例
の
一
っ
と
い
え
よ
う
。
千
年
王
国
運
動

(millenarian
m
o
ve
m
ents
)

は
、
も
と
、

第
八
章

ユ
ダ
ヤ
教
、

学
の
系
譜
を
ひ
く
宗
教
運
動
な
の
で
、
直
接

・
間
接
に
、

(1
)
 

だ
地
域
に
多
く
発
生
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
仏
教
や
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
の
よ
う
に
、
「
世
界
を
不
断
の
流
れ
、
循
環
運
動
の
連
鎖
、
あ
る

(
2

)

 

い
は
永
遠
に
静
止
し
続
け
る
も
の
と
み
な
す
宗
教
的
伝
統
の
な
か
で
、
千
年
王
国
論
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
構
築
す
る
こ
と
は
困
難
」

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
く
に
、
合
理
主
義
的
自
力
救
済
を
強
調
す
る
南
方
上
座
部
仏
教
の
教
理
は
、
千
年
王
国
論
と
は
一
見
無
縁
の

存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
南
方
上
座
部
仏
教
に
お
い
て
も
、
正
統
教
理
の
一
部
に
存
在
す
る
未
来
仏
思
想
が
、

民
間
信
仰
と
結
合
し
て
、

独
得
な
千
年
王
国
論
を
生
み
出
す
可
能
性
は
存
在
す
る
。
伝
統
的
な
呪
術
師

(
w
e
1b
a
)

信
仰
が
、
「ミ

ロ

ク
仏
」
な
い
し
「
転
輪
聖
王
」
信
仰
と
合
体
し
て
、
「
千
年
王
国
論
的
仏
教
」

(
M
i
=
e
n
a
n
a
n
B
u
d
d
h
i
s
m
)

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
特
異
な
宗

(
3
)
 

教
を
生
み
出
し
た
ビ
ル
マ
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ク
イ
に
お
け
る
「
千
年
王
国
論
的
仏
教
」
は
、
こ
れ
ま
で
学
者
の
関
心
を
ほ
と
ん

ど
ひ
か
な
か

っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
仏
教
研
究
者
の
側
か
ら
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
で
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第 2部 第 8章 クイ国における千年王国運動

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
近
の
歴
史
研
究
は
、
タ
イ
に
お
い
て
も
ま
た
、
今
世
紀
の
初
頭
、
そ
の
鎮
圧
に
軍
隊
の
出
動
を
必
要
と
し
た

ほ
ど
の
反
乱
が
、
千
年
王
国
運
動
の
よ
そ
お
い
を
と
っ

て
発
生
し
た
事
実
を
教
え
て
い
る
。

こ
の
市
件
に
つ
い

て
言
及
し
た
最
初
の
学
者
は
、
当
時
、
内
務
大
臣
と
し
て
そ
の
鎮
圧
の
最
高
責
任
を
負
う
地
位
に
あ
っ
た
タ
イ

の
歴
史
家
ダ
ム
ロ
ソ
親
王

(
P
n
n
c
e
D
a
m
r
o
ng
 R
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
)

で
あ
っ
た
。
親
王
は
、

hatsathit) 

正
史
に
現
わ
れ
な
い
歴
史
上
の
事
件
に
つ
い
て

の
覚
え
書
き
を
ま
と
め
た
『
ニ
タ
ー
ソ

・
ボ
ー
ラ
ソ
ナ
カ
デ
ィ
（
昔
語
り
）
』
（
一
九
四
四
）
の
な
か
で
、

(4
)
 

発
生
し
た
「
。
ヒ
ー

・
プ
ソ
の
反
乱
」
の
経
緯
を
語
っ
て
い
る
。
東
北
タ
イ
研
究
家
ト
ゥ

ー
ム
・
サ
ソ
ハ
ッ
サ
テ
ィ
ッ
ト

(
T
8
m
S
a
n
g
-

(5
)
 

じ
た
。

は
、
そ
の
後
、

『
メ
コ
ソ
河
の
右
岸
』
（
一
九
五
六
）
を
書
き
、
そ
の
な
か
で
こ
の
宗
教
的
反
乱
を
さ
ら
に
詳
細
に

「
ピ
ー
・
プ
ソ
の
反
乱
」
に
学
的
考
察
を
加
え
た
最
初
の
学
者
は
、
歴
史
学
者
テ
ッ
ト
・
プ
ソ
ナ
ー
ク

(
T
e
j
B
u
n
n
a
g
)

で
あ
ろ
う
。

テ
ッ
ト
が
一
九
六
七
年
、

(
11

ピ
ー
・

プ
ソ
）

の
反
乱
」
は
、

タ
イ
語
で
発
表
し
た
小
篇
「
ラ
タ
ナ

コ
ー
シ
ン
暦
―
ニ
―
年
の
東
北
タ

イ
に
お
け
る
プ

ー
・

ミ
ー

・
プ
ソ

(6
)
 

タ
イ
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
を
取
り
扱
っ
た
最
初
の
論
文
で
あ
る
。
テ
ッ
ト
は
、
そ
の
翌
年
、

オ
ク
ス
フ
ォ

ー
ド
大
学
に
提
出
し
た
か
れ
の
学
位
論
文
の
な
か
で
も
「
。
ヒ

ー
・
プ

ソ
の
反
乱
」
に
触
れ
、
こ

の
反
乱
と
相
前
後
し
て

北
タ
イ
、
お
よ
び
南
タ
イ
で
発
生
し
た
反
政
府
暴
動
と
と
も
に
、
こ
の
事
件
を
、
バ
ソ
コ
ク
政
府
の
行
政
中
央
集
権
化
に
反
発
し
た

(7
)
 

辺
境
諸
民
族
の
反
体
制
運
動
の
文
脈
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。
テ
ッ
ト
の
こ
れ
ら
二
篇
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
一
次
史
料
を
駆
使
し

て
の
優
れ
た
実
証
研
究
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
の
出
発
点
と
な
る
べ
ぎ
労
作
で
あ
る
。

一
九

0
二
年
に
発
生
し
た
東
北
タ
イ
の
「
。
ヒ
ー
・
プ
ソ
の
反
乱
」
に
つ
い
て
見
る
か
ぎ
り
、
テ
ッ
ト
の
問
題
提
起
は
適
切
で
あ
り
、

そ
の
主
張
は
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

の
で
は
な
い
。

王
朝
年
代
記
の
中
に
も
、

タ
イ
の
千
年
王
国
運
動
は
、
こ
の
年
に
起
こ
っ
た
「
。
ヒ

ー
・

プ
ン
の
反
乱
」
に

つ
き
る
も

ァ
ュ
タ
ヤ
王
朝
滅
亡
後
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
お
そ
ら
く
千
年
王
国
論
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を

背
景
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
短
期
的
な
地
方
政
権
の
記
事
が
見
え
て
い
る
し
、
近
く
は
一
九
五
九
年
に
、

チ
ュ
ラ
ロ
ソ

コ
ー
ン

一
九

0
二
年
、
東
北
タ
イ
で
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大
帝
の
生
ま
れ
代
わ
り
と
自
称
す
る
「
ピ
ー
・
プ
ソ
」
が
出
現
し
て
、
晋
察
と
衝
突
し
て
死
者
を
出
す
事
件
が
発
生
し
て
い
る
（
後
述

参
照
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ

ッ
ト
の
取
り
上
げ
た
「
ラ
タ
ナ
コ

ー
シ
ソ
暦
―
ニ

―
年
の
プ

ー

・
ミ
ー
・
プ
ソ
の
反
乱
」
も
ま
た
、
世
界

の
諸
地
域
に
お
い
て
見
ら
れ
る
千
年
王
国
運
動
の
視
点
か
ら
見
直
さ
れ
、
そ
の
特
殊
ク
イ
的
な
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
0

タ
イ
国
の
千
年
王
国
論
的
宗
教
運
動
に
つ
い

て、

今
日
わ
れ
わ
れ
が
利
用
で
き
る
資
料
は
き
わ
め

て
限
定
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
今
後
の
研
究
の
深
化
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
幸
い
そ
の
徴
候
は
、
す
で
に
現
わ

(8
)
 

れ
か
け
て
い
る
。
本
章
は
、
そ
の
よ
う
な
将
来
の
研
究
へ
の
足
が
か
り
を
得
る
目
的
を
も
っ
て
、
仏
教
的
文
脈
の
中
で
発
生
し
た
千

年
王
国
運
動
の
性
格
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
―
つ
の
試
み
で
あ
る
。

(
1
)

ホ
プ
ズ
ボ
ー
ム

は
、
S
o
c
i
a
l
E
a
良
i
t
a
n
d
P
r
m
u
t
~
v
e

R
ebels

の
初
版

(
1
9
5
9
)

お
よ
び
再
版

(
1
9
6
3
)

に
お
い
て
、
古
典
的
な
千
年

王
国
運
動
が
、
「
ユ
ダ
ヤ
11

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
の
及
ん
だ
諸
国
に
お
い
て
の
み
」

(
o
n
ly
,
or 
pract
ica
ll
y
 o
n
l
y
,
 i

n
8
u
n
t
r
i
e
s
 
affected 
b
y
 

J
u
d
e
o
,
C
h
r
i
s
t
i
a
n
 
p
r
o
p
a
ga
n
d
a
)

起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
書
い
た
が
、
第
三
版

(
1
9
7
1
)

で
は
、
こ

の
見
解
を
改
め
、
「
ヒ
ン
ド

ゥ

教
や
仏
教
の
よ
う
な
宗
教
は
、

千
年
王
国
論
的
期
待
に
つ
い
て
の
異
な
っ
た
合
理
化
を
編
み
出
し
て
い
る
」

(
H
o
b
s
b
a
w
m
:
1
9
7
1
.
 
5
7
)

と
述

ペ
て
い
る
。

(
2
)
E
.
 J. 

H
o
b
s
ba
w
m
,
 Pr

i
m
i
t
i
v
e
 
R
ebels
.
 N

e
w
 Y
o
r
k
:
 
Frederick 
A
.
 Pr

a
e
ger
,
 19

6
3
.
 p
p
.
 57ー

5
8
.

(
3
)
S
p
i
r
o
.
 B

u
d
d
h
i
s
m
 a
n
d
 S
o
c
i
e
t
y.
 L

o
n
d
o
n
:
 G
e
o
r
g
e
 
A
l
l
e
n
 
&
 U
n
w
i
n
,
 19

7
1
.
 
p
p
.
 16

2ー

1
6
4
.

(
4
)
K
r
o
m
p
h
r
a
y
a
 D
a
m
r
o
n
g
r
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
.
 Ni

t
h
i
i
n
 
l
or
i
i
n
n
a
k
h
a
d
i
.
 B

a
n
g
k
o
k
:
 
S
a
m
n
a
k
p
h
i
m
 K
a
w
nii
,
 19

6
2
.
 p
p
.
 42
1ー

4
2
7

(
5
)
T
8
m
 Sa
n
g
h
a
t
t
h
i
t
,
 F

a
ng
 k

h
w
ii 
m
a
r
1
1ii
m
 
k
h
o
n
g.
 B
a
n
g
k
o
k
:
 
S
a
m
n
a
k
p
h
i
m
 
K
h
l
a
ng
w
itth
ayii
,
 1

9
5
6
.
 
p
p
.
 2
2
1ー

2
4
4
;

T
o
e
m
 

W
i
p
h
a
k
p
h
o
t
c
h
a
n
a
k
i
t
 
(
S
a
n
g
h
a
t
t
h
i
t
)
.
 P

r
a
w
a
tisiit 
isiin
.
 L

e
m
 
2
.
 

B
a
ng
k
o
k
:
 
S
a
m
n
a
k
p
h
i
m
 
S
a
m
a
k
h
o
m
 
S
a
n
g
k
h
o
m
s
a
t
 
h
a
e
n
g
 

prathet 
thai
,
 19

7
0
-

p
p
.
 55
9ー

5
8
7
.

(
6
)

T
e
j
 
B
u
n
n
a
g
,
 "

 K
h
a
b
o
t
 
p
h
u
 m
i
 b
u
n
 
isan
「

6
.

s
o
.
 12
1
,

"
 
in 
S
a
n
g
k
h
o
m
m
a
s
i
i
t
/
 a
r
i
t
h
a
t
.
 Vo

l
.
 
5
,
 N

o
.
 1.
 (

1
9
6
7
)
.
 p
p
.
 7
8ー

8
6
.
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(
7
)
T
e
j
 B
u
n
nag
,
 T

h
e
 provincial 
a
d
m
,
m
s
t
r
a
t
,
o
n
 o
f
 S
i
a
m
 f
r
o
m
 1
8
9
2
 
to 
1
9
1
5
:
 
A
 s
t
u
d
y
 o
f
 th
e
 creation
,
 the
 g
r
o
w
t
h
,
 the 

a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s
,
 an

d
 t
h
e
 
implications 
for 
m
o
d
e
r
n
 S
i
a
m
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
n
i
s
t
r
y
 
o
f
 the 
i
n
t
e
r
w
r
 
u
n
d
e
r
 
P
r
i
n
c
e
 
D
a
m
r
o
n
g
 
R
a
c
h
a
,
 

nupap

.
(Ph•D

. 

T
hesis
,
0
x
f
o
r
d
)
 1
9
6
8
-

(
8
)

た
と
え
ば
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
の
社
会
人
類
学
者

Charles
F
.
 K
eyes
は
、
東
北
ク
イ
の
宗
教
運
動
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。

千
年
王
国
運
動
の
諸
特
徴

「
そ
の
日
に
は
、
こ
の
患
難
の
後
、
日
は
暗
く
な
り
、
月
は
そ
の
光
を
放
つ

こ
と
を
や
め
、

星
は
空
か
ら
落
ち
、
天
体
は
揺
り
動

か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
大
い
な
る
力
と
栄
光
と
を
も
っ
て
、
人
の
子
が
雲
に
乗
っ

て
来
る
の
を
、
人
々
は
見
る
で
あ
ろ

「
ま
た
見
て
い
る
と
…
…
イ
ェ
ス
の
あ
か
し
を
し
神
の
言
を
伝
え
た
た
め
に
首
を
切
ら
れ
た
人
々
の
霊
が
そ
こ
に
お
り
、
ま
た
、

獣
を
も
そ
の
像
を
も
拝
ま
ず
、
そ
の
刻
印
を
額
や
手
に
受
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
人
々

が
い
た
。
彼
ら
は
生
き
か
え
っ

て、

ス
ト
と
共
に
千
年
の
問

、

支
配
し
た
」
（
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
二0
•
四
）
。

:Millenarian
"

あ
る
い
は

ĉ
chili
ast
1c
"
と
い
う
語
は、

聖
書
的
な
文
脈
に
お

い
て
、

「天
か
ら
雲
に
乗
っ
て
」
来
臨
し
た
「
人
の

子
」
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
が
、
復
活
し
た
聖
徒
た
ち
と
と
も
に
統
治
す
る
至
福
の
一

0
0
0年
(mill
e
r
n
u
m
)
を
意
味
し
た
が
、

現
在

で
は
、
そ
の
特
殊
聖
書
的
な
限
定
の
枠
を
越
え
て
、

キ
リ

ひ
ろ
く
類
型
論
的
に
、
全
面
的
か
つ
究
極
的
な
集
団
的
救
済
が
、
こ

の
世
に
、

(1
)
 

す
ぐ
に
も
起
こ
る
べ
き
こ
と
を
待
望
す
る
宗
教
運
動
を
特
徴
づ
け
る
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

千
年
王
国
論
運
動

(mille
n
a
ri
a
n
m
o
v
em
ent
s)

は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
存
在
す
る
現
状
へ
の
不
滴
を
動
因
と
し
て
発
生
す
る
。
そ
れ

う
（
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
―
―
―
一

・
ニ
四
ー
ニ
六
）
。

第
一
節
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は
た
と
え
ば
農
村
社
会
へ
の
近
代
資
本
主
義
の
侵
入
に
よ
っ
て
貧
困
化
し
た
農
民
（
イ
タ
リ
ア
の
ラ
ザ
レ
ッ
テ
ィ
運
動
）
、
圧
制
と

飢
餓
に
苦
し
む
都
市
下
層
民
（
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
の
再
洗
礼
派
）
、
白
人
支
配
に
対
す
る
社
会
的
・
経
済
的
不
満
を
抱
く
未
開
民
族
（
メ

ラ
ネ
シ
ア
の
「
カ
ー
ゴ
・
カ
ル
ト
」
）
な
ど
の
問
で
発
生
す
る
。
運
動
の
担
い
手
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
千
年
王
国
論
運
動
は
、
「
圧

迫
さ
れ
た
階
層
の
宗
教
」

(t
h
e
religions 
o
f
 
t
h
e
 
o
p
p
r
e
s
s
e
d
 :
 La
n
t
e
r
n
a
n
)

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

千
年
王
国
論
者
の
狂
熱
的
期
待
は
、
目
前
の
苦
し
み
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
改
良
主
義
者
で
は
な

い
。
現
状

、
、
、
、

が
よ
り
よ
く
な
る
こ
と
は
、
か
れ
ら
に
満
足
を
与
え
な
い
。
か
れ
ら
が
求
め
る
の
は
、
現
存
す
る
一
切
の
秩
序
の
崩
壊
で
あ
り
、
ま

っ
た
く
新
し
い
、
完
全
な
世
界
、

善
そ
の
も
の
、
至
福
の
世
界
の
究
極
的
実
現
で
あ
る
。

千
年
王
国
運
動
の
―
つ
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
願
わ
し
い
新
秩
序
を
実
現
す
る
具
体
的
手
段
に
つ

い
て
の
認
識
が
き
わ
め

て
漠

(
2
)
 

然
と
し
た
も
の
で
し
か
な
い
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
千
年
王
国
論
の
信
奉
者
た
ち
が
、
し
ば
し
ば
政
治
的
に
未
組
織
で
あ
り
、

政
治
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
状
況
と
無
関
係
で
は
な
い
。
か
れ
ら
は
、
自
ら
の
苦
し
み
や
、
解
放
へ
の
欲
求
を
表
出
し
、
こ
れ

p
o
h
t
,
g
I
 
p
h
e
n
o
m
e
n
o
n
)
 

を
効
果
的
に
伝
達
す
る
た
め
の
制
度
的
手
段
を
欠
い
て
い
る
。
千
年
王
国
運
動
が
、
「
本
質
的
に
前
政
治
的
現
象
」
（
屈
e
n
t
i
a
=
y
a
pre, 

(
3
)
 

と
言
わ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
千
年
王
国
運
動
の
な
か
に
は
、
変
革
を
志
向
す
る
合
理

的
行
動
の
欠
落
し
た
、
よ
り
「
純
粋
な
」
も
の
か
ら
、
た
と
え
ば
、

シ
シ
リ
ー
島
の
フ
ァ
ッ
シ
の
例
の
よ
う
に
、
同
じ
く
伝
統
的
な

千
年
王
国
運
動
の
装
い
を
示
し
な
が
ら
、
指
導
者
と
近
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
備
え
て
い
る
点
で
、
近
代
的
革
命
運

動
に
よ
り
近
い
も
の
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
種
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
理
想
型
を
立
て
る
な
ら
ば
、
革
命
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
も
た
な
い
こ
と
が
、
千
年
王
国
運
動
の
―
つ
の
特
徴
に
数
え
ら
れ

よ
う

0

ホ
4

フ
ス
ボ
ー
ム
は
言
う
。
「
（
か
れ
ら
は
）

、
、
、
、

革
命
の
担
い
手
で
は
な
い
。
…
…
千
年
王
国
運
動
へ
の
参
加
者
は
：
：
・
・
（
革
命
が
）
ひ
と
り
で
に
起
こ
る
の
を
期
待
す
る
。
神
よ
り

、
、
、
、

の
啓
示
に
よ
っ
て
、
天
上
よ
り
の
告
知
に
よ
っ
て
、
奇
蹟
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
何
と
な
く
起
こ
る
の
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
（
傍
点
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笙
者
）
」
。
「
か
れ
ら
は
、
た
だ
「
集
ま
る
」
の
で
あ
る
。
備
え
を
為
す
の
で
あ
る
。
来
た
る
ぺ
き
審
き
の
徴
を
見
守
る
の
で
あ
る
。
偉

大
な
日
の
到
来
を
告
げ
る
予
言
者
の
叫
び
に
耳
を
傾
け
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
悪
に
ま
み
れ
た
こ
の
世
の
垢
塵
を
洗
い
流
し
、

(
4
)
 

き
ら
め
く
無
垢
の
世
界
へ
と
参
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
わ
れ
と
わ
が
身
を
浄
め
る
こ
と
で
あ
る
」
。

し
か
し
、
千
年
王
国
論
者
の
行
動
様
式
が
、
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
は
、

地
上
的
で
あ
る
こ
と
を
な
ん
ら
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
、
「
千
年
王
国
論
者
は
将
来
の
千
年
王
国
の
こ
と
な
ど
気
に
か
け

て

(
5
)
 

、
、
、
、

は
い
な
い
。
彼
に
と
っ

て
重
要
な
こ
と
は
、
千
年
王
国
が
こ
の
世
に
あ
り
、
現
在
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
）
。
「
雲
に
乗

っ
て
来
臨
す
る
人
の
子
」
は
、
永
遠
の
国
を
こ
の
地
上
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
十
分
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
な
ぜ
な
ら
、
千
年
王
国
運
動
の
か
か
る
地
上
的
性
格
は
、
こ
の
運
動
と
地
上
の
権
力
と
の
対
決
を
必
至
の
も
の
と
し
、
や
が
て

権
力
の
弾
圧
を
ひ
き
お
こ
し
て
、
崩
壊
と
消
滅
を
招
く
結
果
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ミ
ュ
ン
ス
タ

ー
に

立
て
籠
っ
た
再
洗
礼
派
の
悲
劇
的
結
末
は
、
は
な
は
だ
示
唆
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
仲
保
者
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
も
っ

と
も
著
名
な
事
例
は
、

か
れ
ら
の
強
い
期
待
と
関
心
と
が
、

最
後
に
、
千
年
王
国
論
運
動
を
特
徴
づ
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

パ
タ
ー
ン
と
、
運
動
の
指
羽
者
に
つ
い
て
一

言
し
て
お
く
必
要
が

(6
)
 

あ
ろ
う
。
多
く
の
千
年
王
国
運
動
は
、
「
メ
ジ
ア
的
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
救
済
は
、
神
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
を
仲
介
す
る

ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス

・
キ
リ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。
中
世
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
眠
れ
る
王
が
そ
の
永
遠
の
眠
り
か
ら
目
覚
め

て、

民
衆
を
救
う
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
た
。
未
開
社
会
に
お

い
て
は
、
権
力
の
手
に
か
か
っ

て
死
ん
だ
指
導
者
と
か
、
あ
る
場
合
に
は
多
数
の
祖
霊
が
メ
シ
ア
と
な
っ
て
出
現
す
る
と

い
う
例
も

あ
る
。
千
年
王
国
運
動
に
は
、
ま
た
、
超
能
力
を
神
よ
り
与
え
ら
れ
た
と
自
称
す
る
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
が
し
ば
し
ば
重
要
な
役
割

を
演
ず
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
の
べ
た
千
年
王
国
運
動
の
諸
特
徴
は
、
仏
教
の
優
勢
な
ク
イ
に
お
い

て
発
生
し
た
千
年
王
国
運
動
の
な
か
で
、
ど

305 



注

第
二
節

の
諸
特
徴
を
検
討
し
よ
う
。

(l
)
 

「
オ
ン
グ

・
マ
ン
の

反
乱
」
ー
「
。
ヒ
ー
・
プ
ン
」
の
一
事
例
I

一
九
〇
二
年
に
、
東
北
タ
イ
一
帯
に
猜
猿
を
き
わ
め
た
、

い
わ
ゆ
る
「
。
ヒ

ー
・

プ
ン
」
の
う
ち
、
最
大
の
反
乱
に
器
展
し
た
「
オ
ソ
グ
・
マ
ン
の
反
乱
」
の
具
体
的
検
討
を
通
じ
て
、
タ
イ
の
千
年
王
国
運
動

(

1

)

 

(
2
)
 

(
3
)
 

貿
u
o
l
.
9
m
(
1
9
6
2
)
.
p
.
 1
3
8
 

(
4
)
H
o
b
s
b
a
w
m
,
 o
p
.
 cit
., 
p
.
 5
8
.
 

(

5

)

マ
ン
ハ
イ
ム
著
鈴
木
二
郎
訳
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
（
東
京
・
未
来
社
・
昭
和
四
十
三
年
）
二
ニ
六
頁
。

(
6
)
T
a
l
m
o
n
 (
1
9
6
2
)
,
 p
p
.
 1

3
3
,
1
3
4
;
 
T
a
l
m
o
n
 
(
1
9
6
8
)
,
 p
p
.
 3
5
1
,
3
5
2
.
 

Y
 on
i
n
a
 
T
a
l
m
o
n
,

'̂
M
i
l
l
e
n
a
r
i
s
m
," 
m
 I•E

. 

S
.
 S
., 
V
o
l
.
 
1
0
.
 L

o
n
d
o
n
:
 C
o
l
l
i
e
r
,
M
a
c
m
1
l
l
a
n
,
 1

9
6
8
.
 p.
 3

4
9
.
 

E
.
 J. 

H
o
b
s
b
a
w
m
,
 Pr

i
m
i
t
i
v
e
 
R
ebels
.
 Ma

n
c
h
e
s
t
e
r
:
 M
a
n
c
h
e
s
t
e
r
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
Press
,
 1

9
7
1
.
 p
p
.
 5

7ー

5
8
.

Y
o
n
i
n
a
 
T
a
l
r
no
n
,
'
P^
u
r
s
u
i
t
 
of 
t
h
e
 
m
i
l
l
e
n
n
i
u
m
 
t
h
e
 
relation 
b
e
t
w
e
e
n
 
religious 
a
n
d
 
socia
l
 c
h
a
n
g
e," 
m
 A
r
c
h
,
v
.
 E
u
r
o
p
.
 

ラ
ク
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
―
九
年
(
1
9
0
0
/
0
1
)
、
東
北
タ
イ
の
メ
コ
ソ
河
沿
岸
地
方
一
帯
に
、
大
異
変
の
到
来
を
予
言
し
た
一
片
の
貝

葉

(la
i
t
h
a
e
n
g
)
 

を
め
ぐ
る
噂
が
ひ
ろ
ま
っ
た
。
そ
の
貝
葉
の
出
所
や
作
者
な
ど
は
い
っ
さ
い
不
明
で
あ
る
が
、
各
種
の
資
料
を
総

合
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
二

0

(
2
)
 

年
一二
月
あ
る
い
は
四
月
(
-
九

0
二
年
二
月
あ
る
い
は
三
月
）
に
、
大
異
変

(
p
h
e
t
p
h
a
i
)

が
起
こ
る
。
そ
の
時
、
金
銀
は
す
べ
て
砂

(
3
)
 

礫
と
な
り
、
こ

の
地
方
に
多
い
ラ
テ
ラ
イ
ト
中
の
砂
礫
が
金
銀
に
変
わ
る
。
豚
と
奇
形
の
角
を
も
つ
白
子
の
水
牛
が
鬼

(
y
a
k
)

と
な

の
よ
う
な
形
で
器
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
か

0

次
節
で
は
、
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れ
た
。

は
、
鬼
に
食
わ
れ
ぬ
う
ち
に
、

い
そ
い
で
結
婚
せ
よ
』
云
々
。

り
、
人
を
捕
え
て
食
べ
る
。
と
う
が
ん
や
か
ぽ
ち
ゃ
が
、
象
や
馬
に
変
身
す
る
。
す
る
と
、
「
タ
ー
オ
・
タ
ソ
ミ
カ
ラ
ー
ト
」
が
出

現
し
て
、
こ
の
世
に
君
臨
す
る
。
こ
う
し
た
大
異
変
に
際
し
て
、
災
か
ら
逃
れ
よ
う
と
願
う
者
は
、
貝
葉
に
書
か
れ
た
予
言
の
内
容

を
、
人
々
に
宣
べ
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
罪
の
な
い
者
は
砂
礫
を
集
め
て
「
正
義
の
王
」
「
タ

ー
オ

・
タ
ソ
ミ
カ
ラ
ー
ト
」
の

来
臨
を
待
つ
が
よ
い
。
こ
の
世
に
現
わ
れ
た
「
正
義
の
王
」
は
、
人
々
の
集
め
た
砂
礫
を
こ
と
ご
と
く
金
銀
に
変
え
る
だ
ろ
う
。
罪

に
汚
れ
た
者
は
、
僧
を
招
い
て
「
ナ
ソ
・
モ
ン
（
聖
水
）
」
の
儀
礼
を
行
な
い
、
罪
を
洗
い
浄
め
よ
。
死
を
怖
れ
る
者
は
、
そ
の
日
の

来
る
前
に
、
豚
や
水
牛
を
殺
し
、
そ
れ
ら
が
鬼
と
な
っ
て
人
々
を
食
う
の
を
未
然
に
防
止
せ
よ
。
若
い
娘
た
ち
ゃ
、
未
婚
の
女
た
ち

こ
う
し
た
噂
に
つ
い
て
、

当
時
の
地
方
役
人
た
ち
は
、
愚
か
な
農
民
の
迷
信
と
し
て
取
り
合
わ
ず
、
遠
か
ら
ず
消
滅
す
る
噂
話
と

考
え
て
こ
れ
を
放
置
し
て
お
い
た
。
ダ
ム
ロ
ソ
内
相
は
、
の
ち
に
当
時
を
回
想
し
て
、
「
私
自
身
も
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
」

↑

4
)
 

と
述
懐
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
政
府
関
係
者
の
楽
観
的
予
想
に
反
し
、
異
変
発
生
の
予
言
を
録
し
た
貝
葉
の
噂
は
ま
す

ま
す
ひ
ろ
が
り
、

イ
サ

ー
ソ
州
の
み
な
ら
ず
、

ヽ

ウ
ド
ン
朴

ナ
コ
ン
ラ
ー
チ
ャ
シ
ー
マ

ー
州
な
ど
、

東
北
タ
イ
の
全
域
に
拡
大
す
る

形
勢
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
予
言
さ
れ
た
時
が
近
づ
く
と
、
各
地
に
お
い
て
不
穏
な
動
ぎ
が
現
わ
れ
始
め
た
。
た
と
え
ば
、

セ
ー
ラ

プ
ー
ム
か
ら
は
、
住
民
た
ち
が
、
す
で
に
豚
を
殺
す
準
備
を
と
と
の
え
、

し
き
り
と
砂
礫
を
集
め
て
い
る
と
い
う
報
告
が
も
た
ら
さ

こ
こ
に
至
っ
て
、
政
府
は
よ
う
や
く
事
態
の
重
大
性
を
認
識
し
、
各
行
政
村
の
村
長
や
字
長
に
対
し
、
民
衆
の
説
得
に
努
め
る
よ

う
指
令
し
た
が
、
す
で
に
集
団
ヒ
ス
テ
リ
ー
状
態
に
陥
っ
て
い
た
村
民
の
動
揺
を
押
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

蹟
」
を
行
な
っ
て
、
民
衆
の
注
目
を
集
め
た
。
こ
れ
ら
の
行
者
た
ち
は
、
お
お
よ
そ
が
出
家
の
経
験
者
で
あ
っ
て
、

一
方
、
こ
う
し

た
異
常
な
精
神
的
状
況
を
背
景
と
し
て
、
超
能
力
を
体
得
し
た
と
自
称
す
る
白
衣
の
行
者
が
各
地
に
現
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
奇

い
ず
れ
も
「
ナ
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東
北
ク
イ
の
農
民
は
こ
れ
ら
の
行
者
た
ち
を
、
「
プ
ー

・
ミ
ー・

プ
ソ
」
と
言
い
、
そ
の
名
の
前
に
「
オ
ソ
グ
」
と
い
う
尊
称
を
つ

け
て
呼
ん
だ
。
（
例
：
・
・
・
・
オ
ン
グ
・
マ
ン
）
。
「
プ
ー

・
ミ
ー
・

プ
ン
」
（
訳
せ
ば
「
功
徳
あ
る
人
」
）
と
は
、
「
長
期
に
わ
た
る
善
業
の

菩
積
の
結
果
と
し
て
、
卓
越
し
た
境
涯
に
到
達
し
得
た
人
」
を
意
味
し
、
文
献
上
で
は
、
「
プ
ッ
ダ
」
、
「
ア
ラ
ハ
ソ
」
、
「
転
輪
聖
王
」

(
5
)
 

な
ど
を
形
容
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
の
ち
に
こ
れ
が
「
。ヒ
ー
・
プ
ソ
」
と
い
う
蔑
称
で
呼
ば
れ
、
「
オ
ン
グ

・
マ
ソ
」
が

「
ア
イ

・
マ
ソ
」
と
卑
し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
プ
ー

・
ミ
ー

・
プ
ン
」
と
そ
の
信
奉
者
の
行
動
が
、
明
確
に
、
反
政
府

(6
)
 

暴
動
に
発
展
し
、
あ
る
い
は
そ
の
危
険
を
は
ら
ん
だ
た
め
、
不
法
分
子
と
し
て
取
り
締
り
の
対
象
と
な
っ
て
か
ら
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
原
因
の
―
つ
を
つ
く
っ
た
の
が
「
オ
ン
グ

・
マ
ン
の
反
乱
」
で
あ
っ
た
。

オ
ン
グ

・
マ
ン
の
素
姓
は
不
明
で
あ
る
が
、
ラ
オ
ス
領
出
身
の
ラ
ー
オ
人
ら
し
く
、

そ
の
カ
リ
ス
マ
的
支
配
に
服
従
す
る
信
徒
集
囲
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

儀
礼
で
あ
り
、
民
衆
仏
教
の
重
要
な
構
成
要
素
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
。

「
ナ
ソ

・
モ
ソ
」
に
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
神

ゾ
・
モ

ソ
」
の
呪
法
に
長
じ
て
い
た
。
「
ナ
ソ

・
モ
ソ
」
と
は
、
「
パ
リ
ヅ
ト
（
護
呪
）
」
の
誦
唱
と
「
サ
ー

イ
ジ
ソ
（
霊
糸
）
」
に
よ

っ
て
、
「
ナ
ン

・
モ
ソ
」
と
呼
ば
れ
る
霊
水
を
生
成
す
る
呪
法
で
、
今
日
で
も
タ
イ
全
土
で
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
攘
災
招
福

秘
的
な
霊
力
は
、
第
一
に
「
パ
リ
ッ
ト
（
護
呪
経
典
）
」
自
体
に
付
与
さ
れ
た
霊
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
パ
リ
ッ
ト
を
誦

唱
す
る
僧
の
資
格
と
も
無
関
係
で
は
な
い
。
民
衆
は
、
修
行
に
よ
っ

て
超
能
力
を
体
得
し
た
い
わ
ゆ
る
「
プ

ー・

ウ
ィ
セ

ー
ト
(
p
h
u

wi咎
）
」
の
誦
成
し
た
「
ナ
ソ

・
モ
ソ
」
に
特
別
の
霊
験
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
奇
蹟
」
を
示
し
て
、
超
能
力
の
存

在
を
確
信
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
れ
ら
の
行
者
た
ち
が
、
民
衆
の
信
じ
こ
ん
だ
予
言
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
ナ
ソ

・
モ

ソ
」
に
よ
っ
て
、
己
の
罪
を
浄
め
、
呪
い
の
日
に
備
え
よ
と
説
い
た
と
き
、
こ
れ
を
聞
い
た
無
知
な
民
衆
が
、
進
ん
で
そ
の
言
葉
に

し
た
が
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
自
然
の
勢
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
白
衣
の
行
者
た
ち
の
あ
る
者
の
周
囲
に
は
、
や
が
て

サ
バ
ン
ナ
ケ

ー
ト
付
近
で
活
動
し
て
い
た
行

31}8 
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、
カ
ラ

ー
ト
」
に
つ
い
て
は
、
二
通
り
の
解
釈
が
成
り
立
つ
。

一
九

―
つ
は
こ
れ
を
実
在
の
国
王
名
と
考
え
る
解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
の
場

「
チ
ャ
オ

・
プ
ラ
サ

ー
ト
ー
ソ
グ
」
と
は
、

ァ
ュ
タ

者
と
い
わ
れ
る
。
か
れ
は
、
地
上
に
住
む
人
類
を
救
済
す
る
た
め
天
界
よ
り
来
臨
し
た

「
プ
ー
・

ミ
ー
・

プ
ソ
」
、
「
チ
ャ
オ

・
プ
ラ

サ
ー
ト
ー
ソ
グ
」
、
「
パ
ヤ
ー

・
タ
ソ
｀
、
、
カ
ラ
ー
ト
」
で
あ
る
と
自
称
し
た
。

「プ

］
・
ミ
ー
・
プ

ソ
」
の
意
味
に
つ

い
て
は
前
述
の
と

お
り
で
あ
る
が
、

0
一
年
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
語
に

つ
い
て
は
若
干
の
説
明
を
要
し
よ
う
。

ャ
王
朝
第
二
十
五
代
の
タ
イ
国
王

P
h
r
a
c
h
a
o
P
ra
s
a
t
t
h
o
n
g

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
国
王
名
が
、
ラ
ー
オ
人
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
、
な
に
ゆ
え
「
救
世
主
」
の
名
と
し
て
引
用
さ
れ
た
か
と
い
う
事
情
は
不
明
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
「
パ
ヤ

ー

・
タ
ソ

合
の
有
力
な
候
補
は
、
十
七
世
紀
後
半
の
五
十
七
年
間
、
ラ
ソ
サ
ソ

王
国
の
支
配
者
と
し
て
内
政

・
外
交
に
治
紙
大
い
に
あ
が
り
、

(7
)
 

ま
た
文
芸
の
黄
金
時
代
を
築
い
た
と
い
わ
れ
る
P
百
a
C
h
a
o
 S
u
r
y
a
v
o
n
g
s
a
,
T
h
a
m
m
ik
a
r
a
d

で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
解
釈
は
、
こ
れ
を
普

通
名
詞
と
解
し、

「
法
を
奉
ず
る
王」

(
d
h
a
m
m
,
k
a
r
a
j
a
)

つ
ま
り
「
転
輪
聖
王
」
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
推
定
の
域
を
出
な

い
が
、
「
プ
ラ
サ

ー
ト
ー
ソ
グ
」
と
併
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
固
有
名
詞
説
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
オ
ソ
グ

・
マ
ソ
は
、
ラ
オ
ス
領
に
お
い
て
「
プ

ー
・

ミ
ー

・
プ
ン
」
と
し
て
知
ら
れ
、
す
で
に
多
く
の
信
奉
者
を
得
て
い

た
が
、
さ
ら
に
ク
イ
国
内
に
進
出
し
、
と
く
に
、
イ
サ

ー
ソ
州
の
州
都
で
あ
る
ウ
ボ
ソ
に
そ
の
勢
力
を
扶
植
し
よ
う
と
し
て
、

メ
コ
ン
河
を
渡
っ
て
タ
イ
領
に
入
っ
た
。
オ
ソ
グ

・
マ
ソ
は
、
メ
コ
ソ
河
沿
い
の
古
邑
ケ
マ
ラ
ー
ト
と
、

に
あ
る
ト
ラ
カ

ー
ソ
・
プ
ー
ト
ボ
ソ
在
住
の
医
者
ル
ア

ソ
某

（
の
ち
に
オ

ソ
グ

・
フ
ァ
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
の
協
力

を
得
て
、
同
地
に
お
い
て
約
二

0
0名
の
信
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

オ
ソ
グ

・
マ
ソ
ら
は
、

つ
い
で
、

赴
き
、
こ
こ
で
教
勢
の
拡
大
を
は
か
っ
た
が
、
か
れ
の
不
穏
な
言
動
を
察
知
し
た

ヶ
マ
ラ

ー
ト
の
代
官
は
、

ウ
ボ
ソ
の
中
問

ー
ト
こ‘"̀

 

ケ
マ
ラ

か
れ
の
活
動
を
妨
害
し

よ
う
と
し
た
。
怒
っ
た
オ
ソ
グ

・
マ
ソ
は
、
ま
ず
副
代
官
と
村
役
人
(
k
r
o
m
a
k
i
i
n
)

を
捕
え
、
二
人
を
ヶ
マ
ラ
ー
ト
の
郊
外
に
引
き
出

し
て
処
刑
し
た
上
、
代
官
を
人
質
に

し
た
。

オ
ン
グ

・
マ
ン
ら
は
捕
え
た
代
官
を
輻
に
乗
せ
て
行
列
の
先
頭
に
さ
ら
し
者
に
し
て
行
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ま
す
上
が
っ
た
。

「
隊
長
の
行
者
た
ち
は
、
オ
ン

グ

・
マ
ソ
の
身
辺
を
交
代
で
智
護
し
た
。

『
か
が
り
火
を
絶
や
す
な
。
火
縄
に
火
を
と
も
せ
。
武

進
し
、
そ
の
実
力
を
誇
示
し
た
。
サ
。フ

ー
ヤ
イ
村
で
は
、
火
薬
の
代
わ
り
に
砂
を
つ
め
た
銃
を
村
民
の
面
前
で
発
射
す
る
な
ど
の

「
奇
蹟
」
を
示
し
、
住
民
に
対
し
、
さ
か
ん
に
「
ナ
ソ
・
モ
ソ
」
の
呪
法
を
行
な
っ
た
。
こ
の
村
で
は
、
約
一

0
0
0人
に
も
上
る

信
者
を
新
た
に
獲
得
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
た
、
そ
の
名
声
を
慕
っ
て
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
来
た
七
人
の
行
者
た
ち
が
、
オ
ソ

グ
・
マ
ソ
の
一
党
に
加
わ
っ
て
い
る
。
オ
ン
グ

・
マ
ソ
ほ
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
、

1
0
0
0人
を
越
え
る
信
徒
集
団
を
軍
隊
風

に
組
織
し
、
各
隊
の
指
揮
者
に
行
者
た
ち
を
配
し
た
。
か
れ
は
、
こ
こ
で
、
逸
発
銃
な
ど
の
武
器
や
糧
食
の
調
達
を
命
じ
て
、
ウ
ボ

ソ
ヘ
向
か
う
体
制
を
と
と
の
え
た
。
隊
長
の
行
者
た
ち
は
、
色
と
り
ど
り
の
衣
を
僧
侶
風
に
ま
と

い、

頭
に
は
、
呪
文
を
刻
し
た
貝

葉
を
巻
き
つ
け
る
と
い
う
異
様
な
い
で
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
0

ト
ゥ
ー
ム
は
、
当
時
の
雰
囲
気
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

器
を
手
元
に
ひ
き
よ
せ
よ
。
も
し
、
大
悪
魔
が
現
わ
れ
て
わ
め
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
首
を
打
ち
落
と
し
て
、
オ
ソ
グ

・
マ
ソ
様
に
捧

げ
よ
。
皆
の
者
、
ぬ
か
る
な
』
こ
の
命
令
を
聞
く
と
、

(8
)
 

の
声
が
上
が
っ
た
」
。

い
っ
せ
い
に
『
サ

ー、

サ
ー
、
サ
ー
、
（
然
り
、
然
り
、
然
り
）
』
と
い
う
関

一
方
、
イ
サ

ー
ソ
州
総
督
サ
ソ
パ
シ
ッ
ト

・
プ
ラ
ソ
ソ
グ
親
王
は
、
オ
ソ
グ

・
マ
ソ
の
一
味
が
、

サ
プ
ー
・
ヤ
イ
村
に
集
結
し
て

気
勢
を
上
げ
、
ま
さ
に
ウ
ポ
ソ
を
賤
お
う
と
し
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
る
と
、
ま
ず
少
数
の
巡
遁
警
察
隊
（
あ
る
い
は
現
地
徴
発

兵
と
も
い
う
）
を
派
遣
し
て
、
不
穏
分
子
を
逮
捕
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
逮
捕
に
赴
い
た
警
察
官
た
ち
ー
お
そ
ら
く
は

イ
サ
ー
ソ
出
身
の
ラ
ー
オ
人
で
あ
ろ
う
ー
|
ふ
i

、
オ
ソ
グ
・
マ
ソ
の
姿
を
見
る
と
そ
の
気
迫
に
恐
れ
を
な
し
、
隊
長
の
モ
ム

・
ラ
ー

チ
ャ
オ

ソ
グ

・
ラ
イ
大
尉
一
人
を
後
に
残
し
、
全
員
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
様
子
を
見
て
オ
ン
グ
・
マ
ン
一
党
の
士
気
は
ま
す

当
時
、
イ
サ
ー
ン
総
督
の
配
下
に
は
、
バ
ソ
コ
ク
兵
二

0
0名
と
、
現
地
徴
発
の
ラ
ー
オ
兵
を
合
わ
せ
、
五

0
0名
足
ら
ず
の
兵
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力
が
置
か
れ
て
い
た
。
イ
サ
ー
ン
総
督
サ
ソ
パ
シ
ッ
ト
・
プ
ラ
ソ
ソ
グ
親
王
は
、
ウ
ボ
ソ
駐
在
歩
兵
連
隊
司
令
官
ル
ア
ソ
グ
・
ソ
ラ

キ
ッ
ト

・ビ

サ
ー
ソ
少
佐
に
対
し
、
状
況
視
察
の
た
め
偵
察
隊
の
派
遣
を
命
じ
た
°
ソ
ラ
キ
ッ
ト
少
佐
は
完
全
武
装
の
歩
兵
十
二
名

よ
り
な
る
偵
察
隊
を
編
成
し
、

リ
ー
少
尉
を
指
揮
官
と
し
て
サ
プ
ー

・
ヤ
イ
村
方
面
に
派
遣
し
た
。
こ
の
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

ト
ゥ
ー
ム
が
、
事
件
に
関
係
し
た
父
よ
り
の
聞
き
書
き
を
も
と
に
記
録
し
た
、
偵
察
隊
員
一
兵
卒
ポ
ム
の
証
言
に
詳
し
い
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、

リ
ー
少
尉
の
ひ
き
い
る
偵
察
隊
が
、

ク
ル
村
に
到
達
す
る
と
、
圧
倒
的
に
優
跨
な
ォ
ン
グ
・
マ
ソ
の
軍
勢
に
遭
遇
し
た
の

で
、
援
軍
を
求
め
に
カ
セ
ー
ム
村
に
引
き
か
え
す
途
中
、

オ
ソ
グ

・マ

ン
一
派
の
待
ち
伏
せ
攻
撃
に
出
合
い
、

れ
、
偵
察
隊
員
は
、
辛
う
じ
て
逃
げ
の
び
た
ポ
ム
一
兵
卒
を
の
ぞ
く
全
員
が
戦
死
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

ト
・

プ
ラ
ソ
ン
グ
親
王
は
、

指
揮
官
と
し
て、

リ
ー
少
尉
は
捕
え
ら

イ
サ

ー
ン
総
督
は
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
よ
う
や
く
重
火
器
の
使
用
と
、
本
格
的
な
兵
力
の
投
入
を
決
意
す
る
。
サ
ン
パ
シ
ッ

ソ
ラ
キ
ッ
ト
司
令
官
に
命
じ
て
、
二
門
の
大
砲
を
装
備
し
た
パ

ソ
コ
ク
出
身
の
下
士
官
お
よ
び
兵
卒

一

0
0名
と
ウ
ボ
ソ
代
官
ら
の
ひ
き
い
る
民
兵
と
を
合
わ
せ
た
討
伐
軍
を
編
成
せ
し
め
、

と
に
か
く
、
放
た
れ
た
四
発
の
砲
弾
は
、

ル
ア
ソ
グ

・
チ
ッ
ト
ソ
ー
ラ
カ
ー
ン
大
尉
を

オ
ソ
グ

・
マ
ソ
一
味
の
討
伐
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
討
伐
戦
の
詳
細
に
つ
い
て
の
叙
述
は
省
略
す
る
が
、

オ
ン
グ

・
マ
ン
の
ひ
き
い
る
「
千
年
王
国
軍
」
を
完
全
に
沈
黙
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

オ
ソ
グ

・マ

ン
一
味
は
、
一―

1
0
0名
の
戦
死
者
と
、
四

0
0名
の
捕
隅
を
出
し
た
。
し
か
し
首
魁
の
オ
ン
グ

・
マ
ン
自
身
は
、
戦
闘

の
混
乱
に
乗
じ
、
農
民
に
変
装
し
て
メ
コ
ン
河
を
渡
り
、
ラ
オ
ス
領
（
当
時
仏
領
）
に
逃
れ
た
た
め
、
逮
捕
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。

イ
サ
ー
ン
総
督
は
、
オ
ン
グ

・
マ
ン
の
反
乱
の
鎮
圧
に
成
功
す
る
と
、
各
地
方
官
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
に
ひ
そ
む
「
ピ

ー
・
プ
ン
」
の
一
味
お
よ
び
オ
ソ
グ
・
マ
ン
事
件
の
荷
担
者
を
捕
え
、
た
だ
ち
に
ウ
ポ

ソ
ヘ
護
送
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
こ
の
事
件

に
関
連
し
て
逮
捕
さ
れ
た
指
導
者
。
ヒ

ー
・

プ
ン
の
中
に
は
、
セ
ー
ラ
プ
ー
ム
を
は
じ
め
、
イ
サ
ー
ン
州
の
各
地
で
活
動
し
て
い
た
五

名
の
「
オ
ン
グ
」
の
ほ
か
ャ
ソ

ー
ト
ン
郡
サ
ム
ラ
ン
村
の
僧
プ
ラ
ク
ル

ー
・

イ
ン
、
討
伐
隊
の
隊
長
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
命
に
反

811 



考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
オ
ン
グ

・
マ
ン
の
反
乱
」
の
概
要
で
あ
る
。

一
四

0
名
の
兵
力
の
投
入
が
行
な
わ
れ

し
て
部
下
と
と
も
に
。
ヒ
ー

・
プ
ソ
側
に
寝
返
っ
た
カ
セ

ー
ム
ツ
ー
マ
ー
郡
サ
ソ
ミ
ソ
村
村
長
の
カ
ム
ナ
ン
・
ス
イ
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
た
。
僧
を
の
ぞ
く
こ
れ
ら
の
首
謀
者
た
ち
は
、
見
せ
し
め
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
の
関
連
地
方
へ
送
ら
れ
、
そ
こ
で
処
刑
さ

れ
た
。
僧
に
つ
い
て
は
、
還
俗
し
た
場
合
に
は
無
期
懲
役
刑
に
す
る
と
い
う
条
件
付
で
、
僧
形
の
ま
ま
寺
院
に
軟
禁
し
た
。
以
上
が
、

一
九

0
二
年
を
中
心
と
し
て
東
北
ク
イ
に
発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
「
プ

ー・

ミ
ー
・
プ
ソ
の
反
乱

I<
h
a
b
o
t
p
h
il 

m
i
 
b
u
n
」
は
、
上
述

し
た
「
オ
ン
グ

・
マ
ン
の
反
乱
」
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
セ
ー
ラ
プ
ー
ム
に
発
生
し
た
別
の
「
。ヒ
ー

・
プ
ン
」

鎮
圧
の
た
め
に
、

ナ
コ
ソ
ラ
ー
チ
ャ
シ
ー
マ

1
総
督
に
支
援
が
要
請
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
プ
リ
ラ
ム
、

方
の
駐
屯
兵
六
二

0
名
と
、
ヤ
ソ

ー
ト
ソ
に
お
い
て
現
地
徴
発
し
た
兵
五
二

0
名
の
計
一
、

コ
ー
ラ
ー
ト
の
両
地

て
い
る
。
国
立
古
文
書
館
所
蔵
の
各
州
総
督
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
、
テ
ッ
ト
が
計
算
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

一
九

0
二
年
七
月

末
ま
で
に
各
地
で
逮
捕
さ
れ
た

「
。
ヒ
ー
・
プ
ソ
」
の
数
は
、
イ
サ
ー
ソ
州
で
四
十
三
名
、
ウ
ド
ソ
州
で
五
十
四
名
で
あ
っ
た
。
こ
の

ほ
か
に
、
少
な
く
と
も
二
十
名
の
「
ピ
ー
・
プ
ソ
」
の
速
捕
を
確
認
す
る
資
料
が
あ
る
と
い
う
か
ら
、

「。
ヒ
ー

・
プ
ソ
」
の
総
数
は
、

(
9
)
 

一
九

0
二
年
に
あ
ら
わ
れ
た
だ
け
で
も
、
優
に
一

0
0名
を
越
え
た
こ
と
に
な
る
。

大
異
変
の
到
来
を
予
言
し
た
貝
葉
の
噂
が
、
東
北
タ
イ
一
円
に
及
ん
で
い
た
事
情
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
。ヒ
ー
・
ブ
ソ
」
の

形
態
は
、

お
そ
ら
く
大
同
小
異
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
運
動
の
規
模
の
相
違
こ
そ
あ
れ
、

い
ず
れ
も
終
末
へ
の
切
迫
感

を
強
調
し
、
救
済
の
た
め
の
儀
礼
的
手
段
と
し
て
の
「
ナ
ン

・
モ
ソ
儀
礼
」
を
執
行
し
、
予
言
者
、
あ
る
い
は
オ
ン
グ

・
マ
ン
の
事

例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
メ
シ
ア
」
を
自
称
す
る
カ
リ
ス
マ
的
人
物
が
登
場
す
る
と
い
っ
た
基
本
的
パ
ク
ー
ソ
を
有
し
て
い
た
と

以
上
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
オ
ン
グ
・
マ
ン
の
反
乱
」
に
代
表
さ
れ
る
東
北
ク
イ
の
「
ピ
ー

・
プ
ソ
」
は
、
前
節
で
述
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注

(
1

)
 

(
2
)
 

(

3

)

 

モ
チ
ー
フ
は
、
既
存
の
価
値
が
全
面
的
に
否
定
さ
れ
、
ま
っ
た
く
新
し
い
秩
序
が
誕
生
す
る
こ
と
に
対
す
る
期
待
と
願
望
の
表
明
で

あ
ろ
う
。
そ
の
秩
序
の
変
容
を
も
た
ら
す
者
は
「
タ

ー
オ

・
ク
ン
ミ
カ
ラ

ー
ト
」
で
あ
る
。
オ
ン
グ

・
マ
ソ
の
場
合
に
は
、
か
れ
自

身
が
「
タ

ー
オ

・
タ
ソ
ミ
カ
ラ

ー
ト
」
つ
ま
り
「
メ
シ
ア
」
で
あ
る
と
称
し
た
。
他
の
群
小
の
「
。ヒ
ー・

プ
ソ
」
に
お
い
て
は
、
お

そ
ら
く
「
メ
ジ
ア
」
を
自
称
せ
ず
、
た
と
え
ば
セ

ー
ラ
プ

ー
ム
の
例
の
よ
う
に
、
も
っ
ば
ら
来
た
る
べ
き
救
済
に
あ
ず
か
る
資
格
を

付
与
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
「
ナ
ソ

・
モ
ソ
」
の
呪
法
の
執
行
を
媒
介
と
し
て
信
徒
集
団
を
形
成
拡
大
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
節
の
内
容
は

、
主
と
し
て

T
8
m

(
1
9
7
0
)
,
 D

a
m
r
o
n
g
 (
1
9
6
2
)

お
よ
び

T
ei
(
1
9
6
7
)

に
し
た
が
う
。

T
ej
 (1
9
6
7
)
,
 p
.
 78
-

に
よ
る
。
ダ
ム
ロ
ソ
お
よ
び
ト
ゥ
ー
ム
は
、

い
ず
れ
も
陰
暦
六
月
と
し
て
い
る
。

京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ソ
タ
ー
の
久
馬

一
剛
教
授
の

御
教
示
に
よ
れ
ば
、
強
い
風
化
作
用
を
う
け
た
熱
帯
土
渡
お
よ
び
ラ
テ
ラ
イ

ト
中
に
は
、
「
コ
ソ
ク
リ
ー
シ
ョ
ソ
」
あ
る
い
は
「
ピ
ゾ
リ
ス

」
(piso
lith
)
と
呼
ば
れ
る
黒
褐
色
を
し
た
大
型
霰
弾

(bu
c
k
'shot)

状
の
鉄
質

形
成
物
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
こ
こ
の
「
ラ
テ
ラ
イ
ト
中
の
砂
礫
」
と
は
、

お
そ
ら
く
こ
う

し
た
物
質
を
指
す
も
の

と
考
え
ら
れ

る
。

(
4
)

D
a
m
rong
.
 op
.
 c,
t., 
p
.
 42
2
.
 

(
5
)

た
と
え
ば
「
ト
ラ
イ
プ
ー
ミ
カ
ク

ー
」

な
ど
に
そ
の
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
c
.
f. 

T
r
a
i
p
h
i
i
m
 
P
h
r
a
r
u
a
n
g

娑
智
g
Phrayii. 

Lit
h
a
i
.
 B
a
n
g
k
o
k
"
O
n
g
k
a
n
k
h
a
 k
h
01ng 
k
h
u
r
u稔
p
h
a
,
1
9
6
3
.
 p
.
 
9
3
.
 

(
6
)

テ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
ピ
ー

・
プ
ソ

」
と
い

う
語
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、

一
九

0
二
年
四

月
十
二
日
付
の
イ
サ

ー
ソ

総
怪
発
ダ
ム

ロ
ソ
内
相

あ
て
の
電
文
中
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
O

c
.
 
f•
T
ej 

(
1
9
6
7
)
,
 p
.
 78
.)
 

(
7
)
M
a
h
a
 Sila 
V
i
r
a
v
o
ng
,
 H

istory 
o
f
 
L
aos
.
 N

e
w
 Y
o
r
k
:
 
P
a
r
a
g
o
n
 

B
8
k
 Reprint 
C
o
r
p
., 
1
9
6
4
.
 p
p
.
 75ー

7
7
.

(
8
)
T
8
m
 (
1
9
7
0
)
,
 p
.
 56
6
.
 

べ
た
千
年
王
国
運
動
の
一
般
的
特
徴
を
か
な
り
よ
く
反
映
し
て
い
る
。

「
金
銀
が
砂
礫
と
な
り
、
砂
礫
が
金
銀
に
変
わ
る
」
と
い
う
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)
の
ほ
か

に
も
、

衣
な
ど
を
頒
布
し
た
り
し
た
。
信
徒
は
遠
く
ロ
イ
ニ
ッ
ト
、

か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
オ
ソ
グ
・
マ
ソ
の
反
乱
」
が
鎮
圧
さ
れ
て
二
十
二
年
を
経
た
一
九
二
四
年
、

郡

・
ノ

ソ
グ
ダ
ソ
村
ノ
ソ
グ

・
バ
ッ
ケ
オ
に
お
い
て
、
小
規
模
な
が
ら
「
ピ

ー
・

プ
ン
」
の
反
乱
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
、

チ
ャ
イ
ヤ
プ

ー
ム
県
出
身
の
プ
ン
マ

ー
・

チ
ャ
ト
ラ
ッ
ト
な
る
者
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
奇
蹟
」
を
行
な
っ
て
農
民
の
信
仰
を
集
め
、

近
く
鬼
が
こ
の
世
に
現
わ
れ
て
人
を
食
う
と
い
う
予
言
を
行
な
っ
た
の
が
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
。
プ
ソ
マ
ー
は
、
自
ら
、
人
類
救

済
の
た
め
天
よ
り
降
臨
し
た
と
称
し
、
鬼
難
を
避
け
る
手
段
と
し
て
、
し
き
り
に
ナ
ソ

・
モ
ソ
の
儀
礼
を
行
な
い
、
ま
た
護
符

・
呪

0
0名
を
越
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

プ
ン
マ

ー
は
、

に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
地
方
警
察
の
弱
体
に
乗
じ
て
、

(1
)
 

た
。
最
近
の
例
で
は
、

一
九
五
九
年
に
ナ
コ
ソ
ラ
ー
チ
ャ
シ
ー
マ
ー
県
チ
ョ

ー
ク
チ
ャ
イ
郡
で
、
や
は
り
「
。ヒー

・
プ
ソ
」
の
反
乱

が
発
生
し
て
い
る
。
首
謀
者
の
「
。
ヒ
ー

・
プ
ソ
」
は
、
ウ
ボ
ソ
出
身
の
チ
ャ
ソ
シ

・
ラ
ー
な
る
人
物
で
、

の
生
ま
れ
代
わ
り
を
自
称
し
、

1
0
0名
を
越
え
る
部
下
を
ひ
き
い
て
、
チ
ョ
ー

ク
チ
ャ
イ
郡
バ

ー
ソ
・
マ
イ

・
タ
イ
チ
ャ
ル

ー
ソ

(
2
)
 

村
の
バ

ー
ン
・
コ
ン
グ
タ
ム
レ
ー
に
拠
っ
て
、
自
治
を
主
張
し
た
。

警
察
側
と
の
衝
突
で
は
、

双
方
に
数
名
の
死
者
を
出
し
て
い
る
。

「
反
乱
」
に
ま
で
い
た
ら
な
い
「
ピ
ー

・
プ
ソ
」
は
、
お
そ
ら
く
数
多
く
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
。
ヒ
ー
・

プ
ソ
」
は
、

(
9
)
 
T
ei 
(
1
9
6
7
)
,
 p
.
 8
4
.
 

第
三
節

タ
イ
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
の
特
徴

一
九

0
二
年
に
多
発
し
た
。
し
か
し
、
「
。
ヒ
ー
・
プ
ソ
」
の
伝
統
は
、
そ
の
年
を
も
っ
て
絶
え
た
の
で
は
な

ル
ー
イ
県
ヮ
ソ
グ

・
サ
プ
ソ
グ

マ
ハ
ー
サ
ラ
カ
ム
か
ら
も
集
ま
っ
て
来
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
数
は
一
〇

ワ
ソ
グ

・
サ
プ
ソ
グ
郡
の
郡
長
の
地
位
を
う
か
が
い
、
当
時
ま
だ
十
分

一
味
二
十
三
名
と
と
も
に
郡
役
所
を
襲
撃
し
た
が
、
や
が
て
鎮
圧
さ
れ

チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ー
ン
大
帝
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日 さ
て
、
こ
れ
ら
の
「
ビ
ー
・
プ
ソ
」
は
、

フ
ラ
ン
ス
人
は
、

ク
イ
側
官
憲
に
よ
る
な
ん
ら
の
製

現
在
に
お
い
て
さ
え
、
「
ピ
ー

・
プ
ン
」
の
記
憶
が
人
々
の
脳
裡
を
去
っ

て
い
な
い
証
拠
と
し

て
、
一
九
六
六
年
、
東
北
タ
イ
を
旅

行
し
た
ア
メ
リ
カ
の
シ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
報
告
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
東
北
タ
イ
の
一
寒
村
、
小
寺
の
住
職
で

あ
る
ル
ソ
グ

・
ボ
ー

・
ジ
ー
と
い
う
僧
侶
が
空
の
鉄
鉢
に
、
呪
文
を
唱
え
て
米
を
満
た
し
た
り
、

木
の
枝
に
か
け
た
投
網
に
純
金
の

魚
が
か
か
っ

た
な
ど
と
い
う
「
奇
蹟
」
を
演
じ
た
と
こ
ろ
、
村
人
は
た
だ
ち
に
こ
れ
を
「
ピ
ー

・
フ
ソ
」
の
文
脈
で
と
ら
え
た
と
い

(
3
)
 

う。

(
4
)
 

い
ず
れ
も
東
北
タ
イ
地
方
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
す
く
な
く

と
も
、
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
た
事
例
だ
け
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
「。ヒ

ー
・
プ
ン
」
と
は
、

東
北
ク
イ
に
特
有
な
、
し
た
が
っ

て
す
ぐ
れ
て
タ
イ
・
ラ
ー
オ
的
な
現
象
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
前
に
、
千
年
王
国
論
が
抑
圧
さ
れ
た
者
の
宗
教
で
あ

り
、
民
衆
の
心
に
壱
積
し
た
不
滴
の
は
け
口
を
求
め

て
千
年
王
国
運
動

へ
と
発
展
す
る
と
述
べ
た
。
東
北
タ
イ
に
「
。ヒ
ー
・
プ
ン
」

の
多
発
し
た
背
景
に
は
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
民
衆
の
不
満
が
存
在
し

て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
「
ピ
ー

・
プ
ソ
」
と

い
う

発
現
形
態
は、

東
北
タ
イ
に
お
け
る
宗
教
的
伝
統
と
深
く
か
か
わ
り
合
っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
「
。
ヒ

ー
・

プ
ン
」
の
発
生
の
社
会
経
済
的
基
盤
を
検
討
し
、

社
会
経
済
的
基
盤

つ
づ
い
て
、
そ
の
宗
教
運
動
に
形
態
を
あ
た
え
た
宗
教
的
基
盤
を
論
じ
よ
う
。

一
八
九
三
年
十
月
三
日
に
締
結
さ
れ
た
逼
仏
条
約
に
よ
っ
て
、

タ
イ
は
、

メ
コ
ソ
河
左
岸
の
領
土
権
を
す
べ
て
放
棄
し
、
右
岸
地

(5
)
 

方
つ
ま
り
タ
イ
領
内
に
つ
い
て
も
、
河
岸
か
ら
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
に
軍
事
施
設
を
設
け
な
い
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
い
わ

ゆ
る
「
二
十
五
キ
ロ
地
帯
」
は
、
実
質
的
に
フ
ラ
ソ
ス
の
支
配
下
に
お
か
れ
、

肘
を
蒙
る
こ
と
な
し
に
、
自
由
に
物
資
を
搬
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
逆
に
当
該
地
区
へ
は
、
現
地
出
身
者
つ
ま
り
ラ
ー
オ
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一
人
当
り
の
課
役
代
四
バ
ー
ツ
中
一
六
劣
弱

人
の
役
人
以
外
の
タ
イ
国
官
吏
の
立
入
り
が
制
限
さ
れ
た
。
フ
ラ
ソ
ス

人
官
吏
は
、
ま
た
、

ソ
グ

・
プ
ラ
バ
ソ
王
の
名
に
お
い
て
租
税
を
賦
課
し
、
ク
イ
側
役
人
を
逮
捕
し
て
、

の
よ
う
に
、
当
時
、

一
方
、

ク
イ
領
内
の
ラ

ー
オ
人
に
対
し
、
ル
ア

ル
ア
ン
グ

・
プ
ラ
バ
ソ

に
送
っ
た
り
し
た
。
こ

メ
コ
ソ
河
沿
岸
地
方
に
お
い
て
は
、
タ
イ
政
府
の
威
信
が
は
な
は
だ
し
く
低
下
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

タ
イ
政
府
は
、
主
権
の
独
立
を
守
り
、
領
土
の
保
全
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
、
中
央
の
威
令
が
辺
境
に
ま
で
及
ぶ
統
治
体

制
の
確
立
を
急
務
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ

ー
ン
王
は
、
か
れ
が
も

っ
と
も
信
頼
し
た
王
弟
ダ
ム
ロ
ソ
親
王
を

内
相
に
配
し
て
、
地
方
行
政
制
度
の
整
備
に
力
を
注
い
だ
。
こ
れ
ま
で
、
世
襲
的
な
地
方
土
侯
の
大
幅
な
自
治
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い

た
辺
境
地
方
も
、
「
モ
ソ
ト
ソ

・
テ
ー
サ
ー
ビ
バ
ー
ソ
（
州
）
」
と
し
て
徐
々
に
再
編
さ
れ
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
総
督
ら
の
統
治

下
に
お
か
れ
た
（
た
と
え
ば
、

イ
サ
ー
ソ
州
総
督
に
は
、
国
王
の
異
母
弟
サ
ソ
バ
シ
ッ
ト

・
プ
ラ
ソ
ン
グ
親
王
が
総
督
と
し
て
派
遣

一
八
九
九
年
に
は
、
属
領
時
代
の
名
残
り
で
あ
る
貢
納
制
が
廃
止
さ
れ
、
代
わ
っ
て
、
近
代
的
税
制
導
入
の
先
駆

的
試
行
と
し
て
、
壮
丁
一
人
に
つ
き
一
律
に
年
額
四
バ
ー
ツ
の
「
課
役
代
」
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
州
名
か
ら
ラ
ー

(
7
)
 

オ
の
文
字
が
お
と
さ
れ
て
、
異
民
族
意
識
の
払
拭
が
は
か
ら
れ
た
。

タ
イ
国
家
へ
の
統
合
が
、
ラ
ー
オ
人
の
反
発
を
ひ
き
お
こ
す
あ
る
段
階
に
到
達
し
た
時
点
に
あ
た
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
ま
で
ラ
ー
オ
人
の
居
住
地
域
で
あ
り
、
中
央
政
府
か
ら
は
、
名
目
上
の
支
配
し
か
受
け
て
い
な
か
っ
た
東
北
タ
イ
が
、
こ
の

よ
う
に
、

タ
イ
の
中
央
集
権
的
統
治
組
織
の
一
環
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
各
方
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
、
各
地
方
に
在
住
す
る
土
着
の
下
級
役
人
層
の
権
益
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
。
中
央
政
府
に
よ

っ
て
「
課
役
代
」
が
禅
入
さ
れ
る
ま
で
、
か
れ
ら
に
は
各
種
の
手
数
料
や
、
租
税
徴
収
の
報
奨
金
な
ど
の
収
入
が
あ
る
ほ
か
、
農
民

の
労
働
力
を
私
的
に
使
用
出
来
る
な
ど
、

径
」
に
徴
発
す
る

こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
地
方
官
の
取
り
分
が
、
総
額
で
、

さ
れ
て
い
た
）
。

か
な
り
の
特
権
を
享
受
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
「課
役
代
」
が
消
入
さ
れ
、
農
民
を

「
私

一
九

0
二
年
と
い
う
年
は
、
こ
う
し
た
ラ
ー
オ
人
居
住
地
域
の
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動
に
乗
り
や
す
い
心
理
状
態
に
追
い
こ
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
相
当
す
る
わ
ず
か
0
•
六
二
五
バ
ー
ツ
に
押
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
「
ナ
イ

・

モ
ワ
ッ
ト
」
「
ナ
イ

・

コ
ソ
グ
」
な
ど
と
呼

一
件
に
つ
ぎ
、

一
人
三

・
―
二
五
サ
タ
ソ

(
1
1
O
・
O三
―
二
五
バ
ー
ツ
）
を
越
え
な
い
額
と
定

め
ら
れ
た
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
収
入
減
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
下
級
役
人
の
既
得
権

(
8
)
 

益
侵
害
は
、
タ
イ
政
府
の
役
人
と
し
て
の
威
信
の
低
下
と
相
乗
し
て
、
在
郷
の
下
級
役
人
層
の
不
満
を
つ
の
ら
せ
た
。
イ
サ
ー
ソ
総

督
の
報
告
に
は
、
「
ク
ソ
ム
ン
、
パ
ン
、
タ
ナ
イ
（
下
級
役
人
の
官
名
）
の
中
で
、
伝
統
的
手
段
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
者

は
、
既
得
利
益
を
失
い
、
゜
ヒ
ー
・
プ
ソ
と
な
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ビ
ー
・
ブ
ソ
」
は
、

(
9
)
 

層
の
不
満
を
代
表
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

常
的
な
貧
窮
の
中
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
地
方
役
人
に
よ
る
圧
迫
は
、

ま
ず
地
方
の
下
級
役
人

イ
サ
ー
ソ
州
サ
ン
ガ
の
管
長
の
地
位
に
あ
っ
た
プ
ラ
・
ヤ
ソ
ラ
ッ
キ
ッ
ト
長
老
は
、

(10) 

原
因
を
、
農
民
の
貧
困
に
求
め
て
い
る
。
水
利
に
恵
ま
れ
ず
、
気
候
条
件
に
よ
っ
て
作
柄
が
大
幅
に
左
右
さ
れ
る
東
北
タ
イ
の
水
田

で
は
、
し
ば
し
ば
収
穫
が
ゼ
ロ
に
近
い
状
況
が
発
生
す
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
近
隣
に
労
働
市
場
が
存
在
せ
ず
、
現
金
収
入
の
道

は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
農
民
は
困
窮
し
た
。
こ
う
し
た
不
安
定
な
農
業
を
生
業
と
す
る
東
北
の
農
民
の
生
活
は
、
恒

た
だ
で
さ
え
貧
困
に
あ
え
ぐ
農
民

の
生
活
の
苦
し
み
を
倍
加
さ
せ
た
。
と
く
に
中
央
集
権
化
が
進
み
、
辺
境
に
も
複
雑
な
行
政
組
織
が
導
入
さ
れ
る
と
、
地
方
役
人
の

中
に
は
、
行
政
手
続
に
つ
い
て
の
農
民
の
無
知
に
つ
け
こ
ん
で
、
私
利
を
む
さ
ぽ
る
者
が
現
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
家
畜
取
引
に
登

録
証
明
を
要
す
る
よ
う
制
度
の
改
正
が
行
な
わ
れ
る
と
、
そ
の
制
度
は
悪
用
さ
れ
て
家
畜
の
円
滑
な
取
引
を
妨
げ
、
農
民
は
無
用
の

出
費
を
強
い
ら
れ
る
結
果
を
生
ん
だ
。
ま
た
一
九

0
二
年
の
初
め
、
東
北
タ
イ
で
は
、
例
年
に
見
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
家
畜
泥
棒
が
各
地

(11) 

に
発
生
し
た
こ
と
も
ま
た
農
民
の
負
担
を
増
加
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
原
因
が
相
乗
的
に
作
用
し
て
、
農
民
を
「
ビ
ー

・
プ
ン
」
の
煽

ば
れ
る
最
下
層
の
役
人
た
ち
は
、

一
九

0
二
年
の
「
ビ
ー
・
ブ
ソ
」
の
反
乱
の
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ユ
ダ
ヤ

11

キ
リ
ス
ト
教
の
「
メ
ジ
ア
」
に
相
当
す
る
「
救
世
主
」
の
思
想
は
ほ
と
ん
ど
現
わ
れ
て
い
な

い
が
、
長
部
経
典
(D
ig
h
a
N
i
k
a
y
a
)

中
の
「
転
輪
聖
王
師
子
吼
経
」

(
C
a
k
k
a
v
a
t
t
i
,S
i
h
a
n
a
d
a
‘
S
u
t
t
a
n
t
a
)

は
、
そ
の
数
少
な
い
例
外
と
し

(
1
3
)
 

て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
こ
の
経
典
に
は
、
「
ミ
ロ
ク
仏
」

(
M
e
t
t
e
y
y
a
)

と
呼
ば
れ
る
未
来
仏
と
、

「
転
輪
聖
王
」
(
C
a
k
k
a
v
a
t
t
i
)

と
呼
ば
れ
る
理
想
王
の
双
方
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
上
座
部
仏
教
と
千
年
王
国
論
の
接
点
に
位
す
る

c
u
n
o
n

と
し
て
、
注
目
さ

さ
て
、
「
転
輪
聖
王
師
子
吼
経
」
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
寿
命
が
八
万
歳
に
な
っ
た
時
、
七
つ
の
宝
を
具
足
し
た
転
輪
法
王
が
、
人
民

の
保
護
者
と
し
て
世
に
あ
ら
わ
れ
、
「
刀
杖
を
用
い
ず
正
法
を
以
っ
て
」
あ
ま
ね
く
四
天
下
を
統
御
し
、
ま
た
、

ミ
ロ
ク
と
呼
ば
れ
る

「
応
供
、

等
正
覚
…
…
仏
、
世
尊
な
る
如
来
」
が
出
現
し
て
、
「
初
め
も
善
く
中
も
菩
く
後
も
善
ぎ
法
を
説
き
、

文
義
具
足
せ
る
一
切

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
ー
リ
語
大
蔵
経
に
は
、

口 最
後
に
東
北
タ
イ
の
住
民
が
、
パ
ソ
コ
ク
に
対
し
て
抱
く
被
害
者
意
識
、
被
差
別
感
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
東
北
ク
イ

ィ
エ
ソ
チ
ャ
ソ

王
国
の
人
口
削
減
政
策
が
採
用
さ
れ
た
結
果
、
多
数
の

ラ
ー
オ
人
が
、
メ
コ

ソ
河
右
岸
地
方
へ
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
、

(12
)
 

こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
東
北
タ
イ
に
ラ

ー
オ
人
の
人
口
が
急
増
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
情
に
よ
っ
て
、

に
東
北
タ
イ
の
ラ
ー
オ
系
住
民
に
は
、
被
征
服
民
な
い
し
隷
属
民
と
し
て
の
劣
等
意
識
、
被
実
者
意
識
、
差
別
感
が
あ
り
、
そ
う
し

た
感
情
は
今
日
も
な
お
東
北
農
民
の
心
の
中
に
根
強
く
残
存
し
て
い
る
。
ま
た
、

る
タ
イ
の
政
治
過
程
か
ら
つ
ね
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
抜
け
切
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
因
も
ま
た
、

貧
困
と
な
ら
ん
で
、

東
北
ク
イ
に
「
千
年
王
国
運
動
」
が
発
生
し
や
す
い
素
地
を
生
み
出
す
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。

仏
教
的
基
盤

地
方
は
、
も
と
も
と
人
口
稀
蒲
で
あ
っ
た
が

一
八
二
六
年
の
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
エ
ソ
チ
ャ
ソ
反
乱
の
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
、

か
れ
ら
に
は
、
バ
ソ
コ
ク
を
中
心
と
し
て
展
開
す

一
般 ヴ
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(14) 

円
満
に
し
て
清
浄
な
る
梵
行
を
説
く
」
と
い
う
。
ビ
ル
マ
に
お
け
る
千
年
王
国
論
を
論
じ
た
M
e
l
f
o
r
d
S
p
i
r
o

も
、
こ
の

C
a
k
k
a
v
a
t
t
i
,

(15) 

S
i
h
a
n
a
d
a
,
S
u
t
t
a
n
t
a

を
、
「
仏
教
的
千
年
王
国
説
」
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、

上
座
部
仏
教
に
お
け
る
「
メ
シ
ア
」
思
想
は
、
蔵
外
文
献
の
中
で
、

た
と
え
ば
『
未
来
史
』

(
A
n
a
g
a
t
a
,
v
a
r
n
s
a
)

が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
プ
ッ

ダ
が

こ
の
世
を
去
っ
た
後
、

た
だ
、

五
つ
の
段
階
を
経
て
漸
次
消
滅
し
て
行
き
、
最
後
に
、
｀
｀
、
ロ
ク
仏
を
出
現
し
て
人
々
を
救
う
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
終
末
」

(16
)
 

に
お
い
て
、
究
極
的
な
救
い
に
あ
ず
か
る
者
の
資
格
が
詳
細
か
つ
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、

タ
イ
仏
教
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
蔵
経
あ
る
い
は
蔵
外
文
献
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
広
く
知
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

国
に
お
け
る
不
振
な
教
学
の
状
況
か
ら
み
て
も
、
そ
の
可
能
性
が
き
わ
め
て
低
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

年
代
の
後
半
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
が
成
立
し
、
復
古
的
仏
教
改
革
の
原
動
力
と
し
て
、
パ
ー
リ
語
聖
典
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
る
ま
で
、

タ
イ
仏
教
を
支
え
て
い
た
「
聖
典
」
は
、
十
四
世
紀
の
ス
コ
ー
タ
イ
王
リ
タ
イ
王
の
著
作
と
い
わ
れ
る
「
三
界
経
」

(T
ra
,
p
h
u
m
あ
る

い
は

T
e
b
h
u
m
i
ka
t
h
a
)

幸
の
途
中
、

一
八
八
七
年
、
東
南
部
タ
イ
御
巡

よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

正
法
が

な
ど
の
通
俗
仏
教
書
で
あ
っ
た
。
タ
マ
ユ
ッ
ト
改
革
の

の
ち
に
お
い
て
も
、

パ
ー
リ
聖
典
が
、
読
誦
用
で
は

な
く
、
内
容
の
理
解
を
目
的
と
し
て
研
究
さ
れ
た
の
は
、
大
都
市
の
ご
く
一

部
の
寺
院
に
す
ぎ
ず
、
大
部
分
の
地
方
小
寺
院
に
お
い

て
は
、
パ
ー
リ
語
聖
典
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
な
か
っ
た
と
言
っ

て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
ま
た
ま
地
方
寺
院
を
訪
問
し
、

講
話
を
聞
く
機
会
を
得
た
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー

ソ
［
は
、
僧
の
講
話
の
内
容
が
愚
劣
で

(17
)
 

あ
る
と
し
て
、
深
い
憂
慮
の
念
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
東
北
タ
イ
の
僻
村

の
農
民
の
問
に
未
来
仏
な
い
し
転
輪
聖
王
に
つ
い
て
の
知
識
が
流
布
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

パ
ー
リ
聖
典
や
蔵
外
経
典
以

、
、
、
、
、

外
の
、
別
の
な
に
か
の
中
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

タ
イ
国
各
地
の
寺
院
の
本
堂
に
は
、

た
い
て
い
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

モ
チ

ー
フ
は
、
前
に
触
れ
た

リ
タ
イ
王
の

「
三

一八一―

10
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界
経
」
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ク
イ
の
農
民
は
、
壁
画
と
い
う
視
覚
的
表
現
を
通
し
て
、
「
三
界
経
」
の
内
容
に
か
な
り
古
く
か
ら

「
三
界
経
」
の
「
―
―
―
界
」
と
は
、
「
欲
界
」

(
k
i
i
m
a
p
h
u
m
i
)
、
「
色
界
」

(r
C
l
p
a
p
h
u
m
i
)
、
「
無
色
界
」

の
三
種
類
の
生
存
の
状
態
を
指
す
。
生
命
あ
る
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
存
の
状
態
を
、
詳
細
か
つ
具
体
的
に
描
写
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
厭
わ
し
い
状
態
に
陥
る
の
を
さ
け
、
好
ま
し
い
境
涯
に
生
ま
れ
る
た
め
に
、
人
は
何
を
為
す
べ
き
か
を
、
民
衆

に
理
解
し
や
す
い
形
で
提
示
し
た
通
俗
仏
教
書
、
こ
れ
が
「
三
界
経
」
で
あ
る
。
内
容
的
に
は
、

「
欲
界
」
に
つ

い
て
の
記
述
が
も

っ
と
も
多
く
、
中
で
も
「
人
間
界
」
の
そ
れ
が
、
全
巻
の
五
分
の
二
を
占
め
て
い
る
と
い
う
の
も
、
本
雷
の
実
践
的
性
格
を
示
し
て

(
1
8
)
 

い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
巻
頭
と
巻
末
に
、
典
拠
と
し
た
文
献
三
十
数
点
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は

『
未
来
史
』

な
ど
、

(19) 

終
末
論
を
と
り
あ
っ
か
っ
た
文
献
が
含
ま
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
と
く
に
、
「
人
間
界
」

(
m
a
n
u
ts
a
p
h
u
m
i
)

の一

節
に
お
い
て
、

七
宝
を
具
足
し
た
転
輪
聖
王
が
、
こ
の
世
に
現
わ
れ
、

仰
す
る
と
述
べ
、

正
法
に
し
た
が
っ
て
全
世
界
を
統
治
し
、
人

々
は
合
掌
し
て
王
の
支
配
を
讃

し
か
も

「
転
輪
聖
王
」
を
、
「
ブ
ッ
ダ
」
や
「
ボ
サ
ッ
」
と
並
ん
で
、「
プ
ー・

ミ
ー
・

プ
ソ
」
の
―
つ
に
数
え
て

(20) 

い
る
の
は
、
東
北
タ

イ
の
千
年
王
国
論
と
の
関
係
で
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
『三
界
経
』
は
、
未
来
に
出
現
す
る
理
想
王

の
理
念
の
普
及
に
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
理
想
王
が、

あ
る
い
は
t
h
a
m
m
1
k
a
r
a
t

(
そ
れ
ぞ
れ
、
パ
ー
リ
語
d
h
n
m
m
a
r
a
j
a

お
よ
び

d
h
a
m
m
i
l
r
n
r
a
i
a

の
訛
音
）
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
国
王
の
名
の

一
部
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
点
も
、

あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
ぎ
た
い
。

こ
の

『三
界
経
』
と
な
ら
ん
で
、

あ
る
。
こ
れ
は
、

イ
語
の
『
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』
は
、

(
a
r
i
i
p
a
p
h
u
m
i
)
 

親
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

タ
イ
語
あ
る
い
は
ラ
オ
語
で
、
t
h
a
m
m
a
r
a
c
h
a

タ
イ
の
民
衆
に
親
し
ま
れ
て
来
た
通
俗
仏
教
文
学
に
、
『
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』

(
P
h
r
a
M
a
l
a
i
)

が

タ
イ
の
み
な
ら
ず
ひ
ろ
く
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
分
布
し
て
い
る
作
品
で
、
そ
の
原
型
は
セ
イ
ロ
ソ
で
書
か
れ
た

(21)

（

22) 

M
e
t
t
e
y
a
s
u
t
t
a

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ラ
オ
ス
で
は
、

T
a
m
n
a
n
P
r
a
 
M
e
t
t
a
i,
 P

u
n
 P
r
a
 
S
i
 
A
n

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
タ

ァ
ュ
タ
ヤ
朝
後
期
の
詩
人
、

チ
ャ
オ
フ
ァ

・
タ
ソ
マ
テ
ィ
ペ
ー
（
チ
ャ
オ
フ
ァ

・
ク
ソ
グ
と
も
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言
う
）
の
作
品
と
言
わ
れ
、
未
来
仏
S
n

A
n
y
a
 
M
e
t
t
e
y
y
a
 
(
俗
に

S
i

A
n

と
言
う
）
を
―
つ

の
テ

ー
マ
と
し
て
書
か
れ
た
長
篇
詩
で

セ
イ
ロ
ソ
の
僧
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
が
、
修
行
の
末
、
超
自
然
的
能
力
を
会
得
し
、
飛
翔
し
て
天
界
と
地
獄
と

つ
い
に
未
来
仏
で
あ
る
「
ジ
ー

・
ア
ー
ソ
」
に
め
ぐ
り
会
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
未
来
に
お
い
て
、
こ

の
世
に
「
シ
ー

・
ア
ー
ソ
」
な
る
「
メ
ジ
ア
」
が
来
臨
し
て
人
々
を
救
済
す
る
と
い
う
思
想
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
民
衆
に
受
容
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ヌ
マ
ソ

・
ラ
ー
チ
ャ
ト
ソ
に
よ

れ
ば
、
『
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』

の
読
唱
は
、
も
と
婚
姻
儀
礼
の
重
要
な
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
タ
イ
の
伝
統
的
慣
習
に

よ
れ
ば
、
新
郎
は
結
婚
式
の
夜
直
ち
に
新
婦
と
同
床
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
吉
日
が
到
来
す
る
ま
で
、
三
日、

い
は
そ
れ
以
上
の
期
間
、
独
り
空
闊
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
慣
習
は、

五
日
、

七
日
あ
る

タ
イ
語
で
「
ノ

ー
ソ
・
フ
ァ
オ

・
ホ
ー
」

(n
o
n
 
fao h
0
1
)

と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
期
間
中
、
新
郎

・
新
婦
双
方
の
両
親
は
、
毎
夜
、
学
識
あ
る
俗
人
を
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
招
き
、

閏
の
外
で

『
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』
を
読
唱
し
て
新
郎
に
聞
か
せ
る
の
が
古
く
か
ら
の
慣
習
で
あ
っ
た
。

『
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』
の
内

容
は
、
天
国

・
地
獄
巡
り
に
仮
託
し
た
仏
教
道
徳
説
で
あ
り
、
こ
れ
を
新
郎
に
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

結
婚
後
の
生
活
へ
の
戒

め
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『三
界
経
』
が
、
壁
画
と
い
う
視
覚
を
媒
介
と
し
て
の
道
徳
教
育
で
あ
れ
ば
、
『
プ
ラ

・
マ
ー

ラ
イ
』
は
、
詩
の
朗
唱
と
い
う
聴
覚
に
訴
え
る
民
衆
教
化
の
方
便
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
習
慣
は
、
次
第
に
失
わ
れ
、

現
在
で
は
婚
姻
俵
礼
で
は
な
く
、
葬
儀
の
際
、
死
者
に
対
す
る
「
引
導
」
と
し
て
、

『
プ
ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』
の
朗
唱
が
一
部
の
地
方

(23) 

で
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
想
定
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
①
、
東
北
ク
イ
の

「
。ヒ
ー
・

プ
ソ
」
は
、
『三
界
経
』
な
い
し

『プ

ラ

・
マ
ー
ラ
イ
』
な
ど
の
通
俗
仏
教
文
学
書
の
視
覚
的

・
聴
覚
的
表
現
を
通
じ
て
、

人
々
に
謄
灸
し
て
い
た

「
未
来
仏
」
と
「
転
輪
聖
王
」

と
い
う
二
つ
の
観
念
の
合
体
に
よ
っ
て
成
立
し
た
思
想
を
背
景
と
し
て
発
生

し
た
。
③
、
こ
の
二
つ

の
観
念
は
、

「
タ
ソ
ミ
カ
ラ

ー
ト
」
と
い
う
語
の
中
に
お
い
て
合
体
を
見
た
。
「
タ
ソ
｀
｀
、
カ
ラ

ー
ト
」
と
は

を
経
め
ぐ
り

あ
る
。
そ
の
大
筋
は
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「
正
法
に
基
づ
く
統
治
を
行
な
う
王
」
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
王
は
、

単
な
る
伝
説
上

の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
上

「
オ
ソ
グ

・
マ
ソ
」

の
場
合
に
は
「
ク

ー

オ

・
タ
ソ
ミ
カ
ラ

ー

ト
」
が
実

在

の
ラ
オ
ス
国

一
九

五
九
年

に

発

生
し
た

チ
ョ

ー
ク
チ
ャ
イ
事
件
の
場
合
、

チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ー
ソ
大
帝
の
名
が
用
い
ら
れ
て

い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
「
未
来
仏
11
転
輪
聖
王

11
歴
史

上
の
国
王
」
と
い
う
結
合
の
パ
タ

ー

ン

は、

タ
イ

・
ラ
ー
オ
系

の
千
年
王
国
論

注

(
1
)

T
8
m
 (
1
9
7
0)
,
 p
p
.
 57
9ー

5
8
7
.

(
2
)

T
h
a
i
 
N
o
i,
 N

a
yo
kr
a
t
t
h
a
m
o
n
t
r
i
 
k
h
o
n
 thi 1
1
 
k
a
p
 p
h
u
,
~
a
m
p
a
t
i
e
a
t
.
 B

a
n
g
k
o
k
:
 
P
r
ae
 Pittay
a
 
1
9
6
4
-

p
p
.
 54
6ー

5
4
9

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
『
朝
日
ア
ジ
ア

・
レ
ビ
ュ
ー
』
（
昭
和
四
十
八
年
冬
季
号
）
に
紹
介
し
た
。

(
3
)
L
oui
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 E
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 L

o
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x
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 T

h
e
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a
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w
a
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at
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e
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o
r
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a
n
d
o
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o
u
s
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 19
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7
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p
p
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こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
『朝

日
ア
ジ
ア

・
レ
ビ
ュ
ー
』
（
昭
和
四
十
七
年
冬
季
号
）
に
紹
介
し
た
。

(

4

)

も
し、

「
御
親
筆
本
王
朝
年
代
記
」
に
見
え
る
。
チ
ャ
オ
プ
ラ

・
フ
ァ

ー
ン
グ
の
「
仏
教
王
国
」
が
、
「
ピ
ー

・
プ
ン
」
あ
る
い
は
類
似
の

「
千
年
王
国
論
運
動
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「ビ

ー
・
プ
ソ
」

は
、
東

・
西
両
ラ

ー
オ
に
共
通
し
た
社
会
現
象
、
あ
る
い
は
文
化
現
象

な
の
か
も
知
れ
な
い
0

チ
ャ
オ
プ
ラ

・
フ
ァ
ー
ン
グ
の
「
仏
教
王
国
」
と
は
、

一
七
六
七
年
、

ア
ュ
タ
ヤ
王
朝
の
滅
亡
に
よ
っ
て
タ
イ
の
統
一

が
破
れ
、
全
国
各
地
の
群
雄
が
割
拠
し
た
と
き
、
ピ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
以
北
を
支
配
し
た
と
い
う
地
方
政
権
で
あ
る
が
、
そ
の
支
配
者
で
あ
っ
た
ル

ア
ン
は
、
北
ク
イ
出
身
で
サ

ワ
ソ
カ

プ
リ
ー

の
大
僧
正
の
身
分
を
持
っ
た
仏
僧
で
、
「
王
位
」

に
つ
い
て
も
僧
形
を
捨

て
ず
、
し
か

も
、
そ
の

「
王
国
」
の
幹
部
は
、
す

べ
て
僧
侶
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
王
国
」
は
、
一
＿
一
年
後
、
ト

ソ
プ
リ
王
朝
の
始
祖
プ
ラ
ヤ
ー

・
ク
ー
ク
シ
ソ
に

よ
っ
て
減
ほ
さ
れ
た
。

(c
.
f. 

P
h
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t
c
h
a
p
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n
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h
a
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ぶ
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a
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a
i
l
a
n
d
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Si
a
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u
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d
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r
e
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a
r
c
h
i
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r
a
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n
g
k
o
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Librai
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h
a
l
e
r
m
n
i
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6
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 p
p
.
 17
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1
7
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6
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M
.
 L. 

M
a
n
i
c
h
 J
u
m
x
a
i
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 H

istory 
o
f
 L
a
o
s
.
 Ba
n
g
k
o
k
:
 
C
h
a
l
e
r
m
n
i
t
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 19

6
7
.
 p
.
 30
2
.
 

運
動
の
―
つ
の
特
徴
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

王
を
意
味
し
て
い
た
。

実

在

の

人

物
と
し
て
意

識

さ

れ

て
い

る
。
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以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
「
千
年
王
国
論
運
動
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
11

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
及
ん
だ
地
方
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
教
の
優
勢

な
国
々
に
お
い
て
も
発
生
し
て
い
る
。
タ
イ
国
も
ま
た
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
今
日
ま
で
タ
イ
の

「
千
年
王
国
運
動
」
（
「
。ヒ
ー・

プ
ン
」
な
い
し
「
プ

ー・

ミ
ー・

プ
ン
」
）
は
、
東
北
タ
イ
に
の
み
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
け
、
こ
の
地
方
の
住
民
が
ラ

ー
オ
族

で
あ
り
、

か
つ
て
の
被
征
服
民
の
後
裔
と
し
て
、

え
ら
れ
る
。

タ
イ
国
の
支
配
民
族
で
あ
る
タ
イ
族
（
シ
ャ
ム
族
）
に
対
し
、
被
差
別
感
、
被
抑

圧
感
、
疎
外
惑
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
心
理
的
事
情
に
加
え
て
、
東
北
ク
イ
地
方
の
住
民
が
、
水
利
に
恵
ま
れ
ず
、
天
候
に
左
右
さ

れ
た
は
な
は
だ
不
安
定
な
農
業
を
生
業
と
し
て
お
り
、
恒
常
的
貧
困
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
済
的
事
情
に
よ
る
も
の
と
考

一
九

01
一
年
に
は
、
「
ビ
ー

・
プ
ソ
」
の
異
常
な
大
量
発
生
を
見
た
が
、
こ
れ
は
、
タ
イ
の
近
代
化
の
進
展
と
と
も
に
、

行
政
の
中
央
集
権
化
が
す
す
み
、
ラ
ー
オ
族
が
タ
イ
社
会
の
中
へ
と
強
制
的
に
統
合
さ
れ
て
行
く
過
程
に
お
い
て
新
旧
勢
力
の
利
害

が
衝
突
し
、
土
着
支
配
層
が
反
発
し
た
と
い
う
新
し
い
要
素
が
加
わ
っ
て
い
た
た
め
と
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
書
の
中
で
、
仏
教
が
タ
イ
国
の
社
会
統
合
に
正
の
役
割
を
果
た
し
て
来
た
事
実
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

よ
う
な
役
割
の
達
成
を
可
能
と
し
た
条
件
を
、
国
家
と
仏
教
と
社
会
と
い
う
一
＿一者
の
関
係
の
中
に
見
出
そ
う
と
つ
と
め
て
ぎ
た
。
そ

(
l
)
 

し
て
、

国
家
と
仏
教
と
の
間
に
、
相
互
補
完
的
な
ト
リ
ア
ー
デ
を
設
定
し
、
社
会
と
仏
教
と
の
間
に
は
、
サ
ン
ガ
を
媒
介
と
す
る
緊

(
2
)
 

密
な
結
合
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
「
。
ヒ

ー

・
プ
ン
」
の
内
容
を
検
討
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ま
っ
た
＜
仏
教
的
枠
組
の
中
で
組
み
立
て
ら
れ
た
反
体
制
運
動
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
起
原
的
に

第

四

節

お

わ

り

に

32/,. 



第 2部 第 8廂 クイ国における千年王国運動

注

(

1

)

本
書
八
一
頁

(

2

)

本
書
五
五
頁

い
る
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
よ
う
。

は
ベ
ラ
モ
ソ
教
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
民
衆
仏
教
の
必
須
的
構
成
要
素
を
成
す
「
ナ
ソ

・
モ
ソ
」
の
儀
礼
が
、
「
ミ
ロ
ク
仏
」
（
タ
イ

語
で
は
「
シ

ー
・
ア
ー

ソ
」
）
あ
る
い
は
「
転
輪
聖
王
」
信
仰
と
結
合
し
て
、

特
殊
タ
イ
的
な
「
千
年
王
国
論
」
の
成
立
し
う
る
こ

と
が
実
証
さ
れ
た

こ
と
は
、
仏
教
の
中
に
も
ま
た
、
社
会
統
合
を
分
解
す
る
と
い
う
負
の
機
能
を
果
た
し
う
る
要
素
が
内
包
さ
れ
て
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附論第 1部 クイ仏教研究文献解題

仏
教
を
政
治
お
よ
び
社
会
と
の
関
係
に
お

い
て
と
ら
え
た
研
究
と
し
て

は
、

で
あ
る
。
本
書
は
一
九
六

0
年
に
全
面
的
に
改
訂
さ
れ
、

タ
イ
仏
教
研
究
文
献
解
題

こ
こ
で
は
本
書
執
筆
に
際
し
て
利
用
し
た
文
献
資
料
を
中
心
に
、
ク
イ
仏
教
研
究
の
た
め

に
参
考
と
す
ぺ
き
一
次
資
料
、
研
究
書
、

論
文
な
ど
の
簡
略
な
解
題
を
行
な
っ

て、

今
後
の
研
究
進
展
の
足
が
か
り
と
し
た
い
（
本
書
の
性
質
上
仏
教
美
術
関
係
の
研
究
は
取

欧
米
語
で
書
か
れ
た
ク
イ
仏
教
の
研
究
書
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
て

い
る
の

は
、

K
e
n
ne
t
h
 
E
.
 W
ells
,
 

K
e
n
n
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h
 
E
.
 W

ell
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h
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 T
he
 C
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B
8
k
s
t
o
rs̀

1
9
6
0
.
 viiiー

3
20
p
.
 

の
新
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
仏
教
儀
礼
の
記
述
が
多
い
が
、

学
術
的
な
ク
イ
仏
教
研
究
入
門
書
と
し
て
は
唯
一
の
ま

と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

り
上
げ
な
い
）
。
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附論第 1部 クイ仏教研究文献解題

バ
ー
リ
律
ニ
ニ
七
戒
の
ク
イ
語
訳
は
、
「
プ
ラ
ヨ

ー
ク
三
段
」
用
テ
キ
ス
ト
に
採
用
さ
れ
て
い
る

「
ナ
ワ
コ

ー
ワ
ー
ト

N
a
w
a
k
o
,

gai」
（
ニ
ー
ニ
八
頁
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
パ
ー
テ
ィ
モ

ッ
カ
」
の
逐
語
訳
と
し
て
は
つ
ぎ
の
二
種
が
あ
る
。

M
o
m
c
h
a
o
y
m
g
 P
h
i
m
 R
a
m
p
a
1
,
 et 

al
., 
P
h
r
a
p
h
i
k
s
u
 Pii.timiik 
B
or
i
b
u
n
 
t
h
a
n
g
 A
t
t
h
i
i
 
lae 
P
la
e
.
 19

2
0
.
 28

2
-
8
4
-
7
6
 p
.
 

M
a
h
a
m
a
k
u
t
r
a
t
c
h
a
w
i
t
t
h
a
y
a
l
a
,
,
 P
h
i
k
k言亙
t
i
m
6
k
•
B

且

'
P
l
a
e
.（4
t
hi
m
p
.)
 1
9
5
7
.
 11i-viiiー

2
5
9
p
 

前
者
は
ク
イ
訳
の
ほ
か
、
解
説
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

英
訳
の

「
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
」
が
バ
ソ
コ
ク
か
ら
出
版
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

V
e
n
.
 N

a
n
a
m
o
l
i
 
T
h
e
r
a
,
 T

h
e
 P
a
t
z
m
o
k
k
h
a
,
 22

7
 
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
R
u
l
e
s
 
o
f
 a
 B
h
i
k
k
h
u
,
 B
a
n
g
k
o
k
 :
 T
h
e
 
Social 
Science 
A
s
s
o
c
iation 

ク
イ
に
お
け
る
戒
律
の
正
統
解
釈
は
、
「
ナ
ク
タ
ム
試
験
」
三
級
か
ら
一
級
ま
で
の
各
級
の
教
科
書
で
あ
る
ワ
チ
ラ
ヤ

ー

ソ
親
王

の
『
ウ

ィ
ナ

ヤ
ム
ッ
ク

W
i
na
y
a
m
uk
』
全
三
巻

r
よ
っ
て
い

る。

『
ウ
ィ
ナ
ヤ
ム
ッ
ク
』
第
一
巻
は
、
最
近
英
訳
さ
れ
た
。

M
a
h
a
m
a
k
u
t
r
a
t
c
h
a
w
i
t
t
h
a
y
a
l
a
i
,
 (

M
a
h
a
m
a
k
ut
araJav,dyalaya)
,
 T

h
e
 
E
n
t
r
a
n
c
e
 
to 
t
h
e
 
V
m
a
y
a
,
 

M
a
h
a
m
a
k
u
t
a
r
a
j
a
v
i
d
y
a
l
a
y
a
,
 1

9
6
9
.
 x

v
-
2
4
6
 p
.
 

Press 
of 
T
h
a
i
l
a
n
d
,
 1

9
6
6
.
 x
x
vー

11
9
p
.
 

＇ ノ‘

戒
律

Vina

.)
àmukha•Vol

. 

1
.
 B

a
n
g
k
o
k
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K
r
o
m
p
h
r
a
 
D
a
m
r
o
n
g
r
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
,
 T

a
m
n
ii
n
 P
h
r
aiiriim 
lae 
T
h
a
m
m
a
p
 
S
a
m
a
na
sa
.k
,
 B

a
n
g
k
o
k
,
 19

1
4
.
 

1
5
|
4
-
2
0
9
 p
.
 

v
o
l
g
m)
（
王
立
寺
院
史

・
僧
位
考
）

本
書
は
タ
イ
仏
教
史
と
し
て
最
初
に
手
に
す
べ
き
ダ
ム
ロ
ソ
親
王
の
著
作
で
あ
る
。

と
く
に
一―

1
0
~
1
0
0頁
の
「
サ
ソ
ガ
お
よ

ぴ
僧
位
に

つ
い
て
」

は
、
の
ち
に
「
サ

ソ
ガ
史
」
の
ク
イ
ト
ル
を
付
し
独
立
の
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

K
r
o
m
p
h
r
a
 
D
a
m
r
o
品
r
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
,
T
a
m
niin 
K
h
a
n
a
 S
o
n
g.
 19
2
3
.
 6

2
 p
.
 (cremati
o
n
 v
olu
m
e)
 

⑭
m
d
et 

P
h
r
a
p
h
a
n
n
a
r
a
t
 
W
at 
P
h
r
a
c
h
e
t
u
p
h
o
n
 
nai 
R
a
t
c
h
a
k
a
n
 
thi 
1, 

S
a
ngit
1yavan:z
sa
:
 P
h
o
ngsii
w
a
diin 
R
u
a
ng
 S
a
n
g
k
h
i
i
y
a
n
a
 

P
h
r
a
th
a
m
m
a
w
m
a
,.
 B

a
品
k
o
k
.
1
9
2
3
.
 

(c
r
e
m
at
io
n
 v
o
l
u
m
e
)
 
2
1ー

5
7
4

p
.
 
C
廷
g
隼
土
史
）

ラ
ー
マ
一
世
王
の
と
き
の
プ
ラ
チ
ェ
ー
ト
ボ

ソ
寺
住
職
ソ

ム
デ
ッ

ト
・
ブ
ラ
パ

ソ
ナ
ラ
ッ
ト
が
、
同
王
の
後
援
の
下

に
一
七
八
八

年
に
行
な
わ
れ
た
結
集
を
記
念
し
て
翌
一

七
八
九
年
、

ク
ー
ダ
ー
の
ク
イ
語
訳
を
付
し
た
も
の
。
本
書
の
第
七
章
は

「
ア
ュ
タ
ャ
史
」
と
し
て
、

d
es
,
'
U^
n
e
 recension pa.
Ii
~ 

des 
a
n
n
a
les 
d
'A
y
ut
h
y
a
," 
B
,
E.
r
,
E
.
 0
., 

XIV
,
 
3
.
 p
p.
 11
3
1
.
)
 

十
六
世
紀
の

チ
ェ
ン
マ
イ
の
僧
ラ
タ
ナ
パ

ソ
ニャ

ー
長
老
の
著

「
ジ
ナ
カ
ー
ラ
マ
ー
リ
ー
」

は
、

方
ラ

ン
ナ
ー
ク
イ
ヘ
の
仏
教
伝
来
史
と
し
て
基
本
的
重
要
性
を
も
っ
。
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
翻
訳
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

七

仏

教
史

パ
ー
リ
語
で
著
わ
し
た

「
結
集
史
」
に
、
プ
ラ
ヤ

ー
・

パ
リ
ヤ
ッ

ト
ク
ソ
マ

七
デ
ス
が
紹
介
し
て
い
る
。
(G
8
r
g
e

Coe-

チ
ェ

ソ
マ
イ
を
中
心
と
す
る
北

(
9
e
m
a
t
1
o
n
 

846 



ご
(e)(q)3) 

n
 ¥ト

-¥¥-K.,_

H
o
 P
h
r
a
s
a
m
u
t
 
W
a
c
h
i
r
a
y
a
n
 
(ed.), 

N
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Phiisii 
M
a
k
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w
t
.
 
Bangkok, 

1908. 
(crema

tion 
volume) 

188 p. 

George Coedes 
(ed.), 

Jinakalan
叫

ini.
in 

G
.
 
Coedes, 

"
D
o
c
u
m
e
n
t
s
 sur 

l'hi
stoire 

politique 
et 

religieuse 
d
u
 
Laos 

occidental," 

B. 
E. 

F. 
E. 

0., 
X
X
V
 (1925), 

pp. 
36-72. 

(" Haripufijayappavatti" 
~
 s::-

裟
牌
州
や
〇
,
{
)

A. 
P. 

Buddhadatta 
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L
o
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n
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&
 Co. 
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T
ext 

Society), 
19
6
2
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 xv
-
1
5
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臨
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ャ
幽
器

Pl
江
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(tr.), 
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Bangkok, 
1
9
0
8-

(cremation 
volume) 

251 p. 

Sathien 
P
h
Jntharangsi 

(tr.), 
Chinakalamalini. 

Bangkok, 
1936. 

(dist
ribution 

volume) 
xxi-379 p. 

Saeng 
M
a
n
a
w
i
t
h
u
n
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.

 Ba
n
g
k
o
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K
r
o
m
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 p
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k
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n
a
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R
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1
1
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T
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L
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碑
c
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ギ
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ト
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の
つ
ぎ
の
史
料
集
が
便
利
で
あ
る
。

十
八
世
紀
中
葉
に
は
じ
ま
り
十
九
世
紀
中
葉
ま
で
続
く
タ
イ
と
セ
イ
ロ
ン
と
の
仏
教
上
の
交
流
に
関
し
て
は
、

ダ
ム
ロ
ソ
親
王
編

<iiー

8
4
P・ 

ラ
ソ
ナ
ー
タ
イ
お
よ
び
ス
コ
ー
タ
イ
仏
教
史
と
し
て
、
本
書
と
な
ら
ん
で
重
要
な
古
典
に
、
『
チ
ャ
ー
マ
デ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ソ
サ
』

P
h
r
a
 
P
h
o
t
h
,
r
a
品
si
,
C
h
i
i
m
a
t
h
ew
iw
o
n
g
 P
h
o
n
g
s
i
iw
a
d
iin 
M
u
a
n
g
 H
a
n
p
h
u
nc
h
a
,
 
t
h
a
n
g
 
Phiisii 
B
a
l
i
 
lae 
K
h
a
m
 P
l
a
e
.
 B
a
n
g
k
o
k
,
 

1
9
3
0
.
 (c
remation 
v
o
l
u
m
e
)
 
v
111ー

3
5
3
p・
 

『
チ
ャ

ー
マ

デ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
サ
』
の
テ
キ
ス
ト
と
プ
ラ
ヤ
ー
・
パ
リ
ヤ
ッ
ト
タ
ン
マ
タ
ー
ダ
ー
に
よ
る
タ
イ
語
訳
を
含
む
e

第
十
三
章
よ
り
終
章
ま
で
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

『
仏
教
伝
来
史
』
と
は

M

野
lasiitsanii

の
意
訳
で
あ
る
。
本
書
は
プ
ラ
プ
ッ
タ
プ
カ
ー
ム

P
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
p
h
u
k
a
m

と
、
プ
ラ
。
フ
ッ

タ
ヤ

ー
ン
P
h
r
a
p
h
u
t
t
h
ay
a
n

と
い
う
二
人
の
経
歴
不
詳
の
僧
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
ラ
ン
ナ

ー
タ
イ
仏
教
史
で
、
前
記
二
書
と
密
接
に

K
r
o
m
 S
i
n
l
a
p
a
k
o
n
,
 T

amnii.n 
M
i
1
n
l
a
sii.tsanii.
,
 Ba
n
g
k
o
k
,
 19

3
9
,
 (cremation 
v
o
l
u
m
e
)
 
v
i-
3
6
3
 p
,
 

ァ
ュ
タ
ヤ
時
代
の
仏
教
史
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
な
い
が
、

訳
し
た
も
の
で
、
当
時
の
寺
領
地
、
寺
院
奴
牌
研
究
の
基
礎
史
料
と
し
て
役
に
立
つ
。

K
h
a
n
a
k
a
m
ma
k
a
n
 C
h
a
t
p
h
,
m
 
E
k
a
s
a
n
 T
h
a
ng
 P

r
a
w
a
t
isat
,
 Wa

t
t
h
a
n
a
t
h
a
m
 
lae 
B01
品
n
na
k
h
adi
S
a
m
n
a
k
 
N
a
y
o
k
r
a
t
t
h
a
m
o
n
t
r
i
,
 P

r
a
c
h
u
m
 

p
h
r
a
t
a
m
r
d
B
ミ
o
m
a
r
i
i
c
言
苦
t
P
h
u
a
 K
a
n
l
a
p
a
n
i
i
 
S
a
m
a
,
 
A
溶
tthayii
,
P
h
i
i
k
 
1
.
 B

a
品
k
o
k
:
K
h
a
n
a
k
a
m
m
a
k
a
n
 C
h
a
t
p
h
1
m
:／

1
9
6
7
.
 

関
係
す
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
が
一
一
一
書
の
関
係
は
不
明
で
あ
る

G
8
r
g
e
 C
o
e
d
e
s
,
 o
p
.
 cit
., 
p
p
.
 1
4
0ー

1
7
1

（パ

ー
リ
語
）
と
、
『
仏
教
伝
来
史
』
と
が
あ
る
。

つ
ぎ
の
史
料
集
は
、
南
タ
イ
発
見
の
寺
院
寄
進
文
書
を
翻
字
翻
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附論第 1部 クイ仏教研究文献解題

ま
た
、
年
代
記
に
含
ま
れ
て
い
な
い
五
世
王
の
冶
世
に
つ
い
て
は
、

（
一
九
六
四
）
六
七

i
八
0
頁。

ー
同
ー
、
「
ク

イ

語

文

献

に

つ

い

て

⑥

六
四
）一

―――
ー
ニ

四
頁
。

石
井
米
雄
、
「
ク
イ
語

文

献

に

つ

い

て

②

が
そ
れ
ら
の
解
題
に

つ
い
て

は
、

つ
ぎ
の
拙
稿
を
見
ら
れ
た

い。

つ
ぎ
の
文
献
目
録
が
あ
る
。

い
。
刻
文
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、

つ
ぎ
の
「
語
索
集
」
の
利
用
が
便
利
で
あ
ろ
う
。

な
お
こ
れ
ら
の
特
殊
史
の
ほ
か
、

J

れ
と
の
関
係
に
お
い

て、

(cremat
ion 
v
o
l
u
m
e
)
 
5
5
-
3
6
1
4
4
7
 p
.
 

(
S
E
A
S
 
D
i
scuss
io
n
 
P
a
p
er
 

K
r
o
m
p
h
r
a
y
i
i
 
D
am
r
o
ng
rii
c
h
a
nuphii
p
 (ed
.)
,
 Ru

a
n
g
 P
r
a
d
,
t
sath
iin 
P
h
r
a
s
o
n
g
 
S
a
y
i
i
ma
w
o
n
g
 na, 
L
a
ng
kiit
h
a
w
ip
 

P
.
 E.
 Pieris 
(tr.)
,
 R

el,
g、
,ous
Interc
o
u
r
s
e
 
b
e
t
w
e
e
n
 
C
e
ylon
ミ

n
d
S
i
a
m
 in
 the 
E
i
g
h
t
e
e
n
t
h
 
C
e
n
t
u
r
y
.
 B

a
品
k
o
k
:
 "
 St
a
m
 O
bse
rver "
 

Office
,
 19

0
8
.
 5
 7
 p.
 

ま
た
、

B
a
ng
k
o
k
,
 1

9
6
0
.
 

つ
ぎ
の
論
文
が
バ
ソ
コ
ク
か
ら
単
行
本
と
し
て
再
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

一
般
史
の
中
に
も
仏
教
に
関
す
る
言
及
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
ス
コ

ー
タ
イ
に
関
し
て
は
、

刻
文
史
料
が
中
心
と
な
る
が
、
既
刊
の
刻
文
史
料
に
つ
い
て
は
本
書
第
二
部
、
第

一
章
（
九
四
！
九
六
頁
）
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た

Y
o
n8

Ishii
,
 O

s
昔
u
A
k
a
g
i
 
&
 N
o
r
i
k
o
 
E
n
d
o
,
 A
 G
l
o
s
s
a
n
a
l
 
In
d
e
x
 
o
f
 
the 
S
u
k
h
o
t
h
a
,
 
Inscript
io
n
s
 

N
o
.
 53
)
 
K
y
o
t
o
:
 
C
e
n
t
e
r
 
for
 S
o
u
t
heas
t
 A
s
i
a
n
 
Studi
es
,
 Ky

o
t
o
 U
n
iversity
,
 19

7
2
.
 ui

-2
3
3
 p
 

ァ
ュ
タ
ャ
朝
(
-
三
五

0
1
一
七
六
七
）
、
ト
ン
プ
リ
朝
（
一
七
六
七

1
八
二
）
、
ラ

タ
ナ

コ
ー
シ

ソ
朝
五
世
王
初
期
ま
で

（一

七
八
―

-
I
一
八
七

0
年
代
前
半
）
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
王
朝
年
代
記
」
が
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
出
版
さ
れ
て
い
る

|
P
h
r
a
r
a
c
ha
 P
h
o
n
g
s
a
wad
a
n
 
K
r
u
n
g
 
K
a
o
|
」、

『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』

第
二
巻
第

一
号

（
一
九

ー

P
h
ra
rii
tcha

P
h
o
n
g
siiwada
n
 K
r
u
品

Ratanak01si
n
-
」、

『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
第
二
巻
第
二
号
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Y
o
n
e
o
 Ishii, 

Toshiharu 
Y
o
s
h
i
k
a
w
a
 &

 O
s
a
m
u
 
A
k
ag

i, 
A

 Selected 
T
h
a
i
 B

山
l
i
o
g
r
a
p
h
y
on 

the 
R
eign

 o
f
 
K
i
ng

 C
h
ulalongkorn

.
 

O
s
a
k
a
:
 
T
h
a
i
 
Section, 

O
s
a
k
a
 
University 

of 
Foreig

n
 Studies, 

1972. 
v
-
4
5
 p. 

09S 

ば
却
用
迦
ド
Q
ヽ
ャ
・
キ
入
汝
以
姻
赳
⇒
＃
啜
k
Q
叙
邑
吐
＇
用
燕

[:-._~If'\
ギ
ー
入
惑
用
如
廿
含
匁
ヤ
心
キ
入
采
封
祗
や
伶
ぐ
心

゜

[:-._~If'\
ギ
ー
入
泰
田
以
窓
⇒
ド
ざ

1
~
早

1
母
茶
＇
匡
駆
田

Qftj
十
回

f1]紅
お
『
＃

C
社
俎
念
＇
宦
粟

田
Q
園

蠍
Q
丑

姿
茶

-IQ,c,.'

圭
訳

椒
菜

茶
嵌

筐
以

足
0
社

AJ
匁

如
蜘

る
俎
今
゜

[:-._~It°'
ギ
ー
入
惑
田
ば
＋
回
函
足
芋
し
ヒ
杓
共
＃
「
思
榔
匙
蠍
」
（

Pramuan
P
h
rani

p
h
o
n
 
S
o
m
d
e
t
 
P
h
r
a
m
a
hiisa1na

n
a
c
h
a
o
 
K
r
o
m
-

p
h
r
ayii 

W
a
c
h
i
r
a
y
ana

匹
r6
rot

.
B
a
n
g
k
o
k
:
 
Mahamakutratchawitthayalai, 

1971
)
ざ

や
切

Q
十

国
室

や
’

ニ
ヤ

兵
ヂ

＃
埠

迅
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菜
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P
h
r
a
p
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a
w
a
t. 

2
4
-
3
1
4
 p. 

(t:--
~
 
II¥

ギ
ー

ヽ
惑

1+1
也

）

E
 
K
a
n
 K
h
a
n
a
 Song. 

2
4
-
5
34 p

.
（
キ
ヽ
六
啓
送

択
匁
認
怪
）

'.§: 
P
h
r
a
r
at
c
h
a
h
a
tt
halekha. 

1
6-iii-338 p.

（
箱

桓
恙
）

-:;:.. 
K
a
n
 S
u
k
s
a
.

 33
-
4
9
0
 p
.
（
抵

肛
啓

迩
似

節
蒜

怪）

芭
且

iphrahat
k
ia
w

 k
a
p
 K

a
n
s
uksa

.
 23
-
6
3
4
 p.

（
抵
徊
蓉
逃
約
臣
嶽
）

怠
P
h
r
a
m
a
h
a
s
a
m
a
n
a
w
i
n
i
t
c
l
,
a
i
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24

-
3
0
7
 p
.
（
惑

誤
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P
h
r
a
n
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p
h
o
n
 
T
a
n
g
 R

u
a
n
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-
4
9
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 p.
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li!lil
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§
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r
a
n
n
a
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h
a
d
i
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2
-
3
5
1
 p.

（
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臥
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）

~
 

W
a
n
n
a
n
a
 Phrasilt. 

2
6
-
3
18 p

.
（
曲
華
臣
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宮
P
h
r
a
t
h
a
m
m
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t
h
e
s
a
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-
4
9
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 p.
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附論第 1部 クイ仏教研究文献解題

つ
い
で
な
が
ら
、
簡
略
な
タ
マ
ユ
ッ
ト
史
と
し
て
、

は
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
成
立
を
知
る
上
に
必
須
の
資
料。

近
代
サ
ン
ガ
発
展
史
の
研
究
上
、
若
干
の
寺
院
史
は
有
益
な
文
献
資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

P
h
r
a
c
h
u
n
l
a
c
h
o
m
k
l
a
o
c
h
a
o
y
u
h
u
a
 (
R
a
m
a
 V
)
,
 Ru
a
n
g
 
W
a
t
 
S
a
m
o
r
a
,
 
a
n
 
m
i
 
n
a
.
m
 
wa. 
Ra.cha.thiwa.t
.
 Ba

n
g
k
o
k
,
 19

5
6
 
(cremat
ion 

v
o
l
u
m
e
)
 
xi-61 p
.
 (
サ
モ

ー
ラ
ー

イ
寺
ま
た

は
ラ
ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ワ
ー
ト
寺
史
）

同
じ
く
タ

マ
ユ
ッ

ト
派
に
つ
い
て
は
、
同
派
発
祥
の
地
と
な
っ
た
ボ
ー
ウ
ォ

ソ
ニ
ウ

ニ
ー
ト
寺
の
つ
ぎ
の
沿
革
史
が
あ
る
。

I<romphraya Waclurnyiinawarorot
,
 T

a
mnii.n 
W
a
t
 B
o
w
o
n
n
i
w
etwihii.n
.
 Ba

ng
k
o
k
,
 19

2
2
.
 (cremat

io
n
 v
ol
u
me) 
10ー

141
p
.
 (
ボ
ー
ウ
ォ

ソ
ニ
ウ
ェ
ー
ト
寺
史
）

」
れ
は
、

一
九
―
二
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
の
、

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ソ
親
王
関
係
の
文
献
と
し
て
は
、
以
上
の
ほ
か
、

た
史
料
集
と
し
て
近
代
史
研
究
上
き
わ
め
て
高
い
価
値
を
も
つ
。

(1心 ⑬ 

Sat phrotthesanii
.
 32
,
4
9
5
 p
.
 (
追
箸
説
法
集
）

つ
ぎ
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。

K
h
a
t
h
a
 C
h
a
d
o
k
 lae 
B
a
e
p
 Aksiin 
A
n
y
a
k
a
.
 19
|
6
7ー

2
9
p
.
 
C

書
跡
集
成
）

P
r
a
m
u
a
n
p
h
r
a
rミ
p
.
8ー

n
.
p
.
 (写
真
集
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
と
く
に
③

i
⑱
は
、

K
r
o
m
 
K
a
n
s
a
t
s
a
n
a
,
 

サ
ソ
ガ
行
政
に
関
す
る
公
的
書
簡
類
（
と
く
に
五
世
王
と
の
往
復
文
書
）
多
数
を
収
録
し

S
o
m
d
e
t
 
P
h
r
a
m
a
h
a
s
a
m
a
n
a
c
h
a
o
 
K
r
o
m
p
h
r
a
y
i
i
.
 
W
a
c
h
,
r
a
y
i
i
.
n
a
e
a
r
o
r
o
t
 
c
h
a
b
a
p
 
K
r
o
m
 
K
a、g
5
[
5
ミ
ふ
．
（
i
n
2
 

volumes) 
B
a
n
g
k
o
k
:
 
K
r
o
m
 K
a
n
s
a
t器
n
a
,
1
9
6
7
.
 (宗
教
局
版
ヮ
チ
ラ
ヤ

ー
ソ
親
王
著
作
集
全
二
巻
）

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ン
親
王
の
地
方
サ
ソ
ガ
巡
察
日
記
で
あ
る
。

⑫

T
h
a
m
m
a
k
h
a
d
i
.
 28
-
3
6
6
 p
.
 (
宗
教
論
集
）

釦）
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K
r
o
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p
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a
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P
r
adi

tsathan 
P
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r
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n
g
 K
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a
n
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h
a
m
m
a
y
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i
y
a
i
 R

11ang T
a
m
o
n
g
l
a
i
.

 Bangkok, 

1965. 
(c
remation 

volume) 
ix-235 p.

（ヽ
ャ

d
＾
ム
柴

Q
忌
器
史
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）

如
器
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祖
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社
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J
Q
竺
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弗
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K
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t
 W

a
t
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a
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a
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 Bangkok, 
1918
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 (cremation 

volun記）
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ヤ
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一
｀

―
-

咋
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K
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o
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h
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w
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kok, 
1940. 

(cremation 
volume) 
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10-

7-283 p. 
（
・
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・J
,̂L
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m
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m
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i
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a
t
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a
m
,
 
W
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 Bangkok, 

1963. 
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volume) 

ii-ii-102 p. 
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ト
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ト
ミ
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弗
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.
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＃
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＃
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附論第 2部 タイ仏教関係法制史資料

勉
学
に
勤
し
む
風
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
陛
下
は
、

さ
て
、

「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ン
暦
―
ニ
―
年
サ
ン
ガ
統
治
法
」

(
P
h
r
a
r
a
t
c
h
a
b
a
n
y
a
t
 
L
a
k
s
a
n
a
 P
o
k
k
h
r
o
n
g
 K
h
a
n
a
s
o
n
g
 P01
.
s01
.
 12

1
)
 

か
し
こ
く
も
マ
ハ
ー
チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ン
・
チ
ュ
ソ
ラ
チ
ョ
ム
ク
ラ
オ
王
は
、
以
下
の
布
達
を
発
し
賜
い
、
こ
れ
を
衆
庶
に
知
ら
し

め
よ
と
の
勅
命
を
お
下
し
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
今
日
、
王
権
の
及
ぶ
世
俗
の
分
野
に
お
い
て
は
、
陛
下
の
思
召
に
よ
っ
て
改
革

が
行
な
わ
れ
、
統
治
組
織
は
、
多
く
の
部
門
に
お
い
て
整
備
さ
れ
、
従
前
に
比
べ
て
多
大
の
発
展
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
。

一
方
、
仏
教
界
を
見
る
に
、
そ
も
そ
も
サ
ソ
ガ
の
統
治
（
が
正
し
く
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
）
は
、
仏
教
に
と
っ
て
有

益
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
王
国
の
進
歩
発
展
に
と
っ
て
も
ま
た
有
益
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
の
統
治
が
整
然
と
行
な
わ
れ
る
時
は
、
仏
教

は
繁
栄
し
て
ゆ
る
ぐ
こ
と
な
く
、

み
ほ
と
け
の
教
え
に
対
す
る
信
仰
も
深
ま
り
、
正
し
く
行
な
い
、

サ
ン
ガ
が
発
展
し
仏
法
の
徳
が
末
永
く
続
く
よ
う
念
願
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
に

タ
イ
仏
教
関
係
法
制
史
資
料
（
附
イ
ス
ラ
ー
ム
関
係
法
令
）

附

論

第

二

部

サ
ン
ガ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

353 



法
律
を
お
定
め
に
な
っ
た
。

第
三
条

法
律
の
名
称
と
そ
の
適
用
範
囲

(
1
)
 

こ
の
法
律
は
、
「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―

ニ
―

年
サ
ン
ガ
統
治
法
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
法
律
を
適
用
す
べ
き
州
(
m
o
n
t
h
o
n
)
お

こ
の
法
律
の
適
用
さ
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
本
法
施
行
の
日
以
降
本
法
の
条
文
と
抵
触
す
る
す
ぺ
て
の
法
令
お
よ
び
慣

れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
管
区
長

(
C
h
a
o
K
h
a
n
a
)
 

こ
の
法
律
は
、
宗
派
（
ニ
カ
ー
イ
）
に
は
関
与
し
な
い
。
各
宗
派
独
自
の
慣
行
お
よ
び
方
式
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
、
そ

ま
た
は
総
長

(
Sa
n
g

k
h
a
n
a
yo
k
)

旧
に
し
た
が
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
宗
派
に
共
通
す
る
一
般
的
行
政
事
項
に

つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ

(
2
)
 

ろ
に
よ
る
。

四
名
の
大
管
区
長

(
C
h
a
o
K
h
a
n
a
 
Y
a
i
)
、
す
な
わ
ち
、
「
北
部
大
管
区
長
」
、
「
南
部
大
管
区
長
」
、
「
タ
マ
ユ
ッ

ト
大
管
区

長」
、
「
中
央
大
管
区
長
」
と
、
四
名
の
大
管
区
次
長

(
P
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
C
hao
 K
h
a
n
a
 
R
o
n
g
)
、
す
な
わ
ち
、

「
北
部
大
管
区
次
長
」
、

「
南
部
大
管
区
次
長
」
、
「
タ
マ
ユ
ッ
ト
大
管
区
次
長
」
、
「
中
央
大
管
区
次
長
」
を
、
す
べ
て
「
大
長
老
」

(M
a
h
a
t
h
e
ra)

と
し
、
仏
教

お
よ
び
サ
ン
ガ
行
政
全
般
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
国
王
を
輔
弼
せ
し
め
る
。
仏
教
お
よ
び
サ
ソ
ガ
の
重
要
事
項
は
、
五
名
以
上
の

大
長
老
の
出
席
す
る
「
大
長
老
会
」

(
M
a
h
i
i
t
h
e
r
a
s
a
mii
k
h
o
m
)

に
お
い
て
こ
れ
を
審
議
す
る
。
大
長
老
会
の
決
定
は
最
高
で
あ
っ
て
、

(3
)
 

こ
れ
を
上
訴
し
、
ま
た

は
こ
れ
に
反
駁
す
る
こ
と
は
出
来
な

い。

第
三
章

第
四
条

寺
院

(w
a
t
)

第
二
章

大

管

区

(
K
h
a
n
a
Y
a
i
)
 

行
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

第
二
条

よ
び
適
用
の
時
期
に
つ
い
て
は
、

官
報
に

こ
れ
を
告
示
す
る
。

第

一
条

第

一
章

の
権
限
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
き
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

85し



附論第 2部 クイ仏教関係法制史資料

っ
て
与
え
ら
れ
る
。

第
九
条

新
た
に
寺
院
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
前
に
勅
許
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勅
許
は
以
下
に
の
べ
る
方
式
に
従

「
寺
領
地
」
に
つ
い
て
も
こ
の
定
め
に
従
う
。

第
八
条

第
七
条

か
ら
生
ず
る
果
実
が
、
寺
院
に
寄
進
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。

「
寄
進
地
」
と
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
所
の
如
何
を
問
わ
ず
、
国
王
が
当
該
の
土
地
よ
り
生
ず
る
租
税
収
入
を
寺
院
に
寄

進
す
る
こ
と
を
定
め
た
土
地
、
あ
る
い
は
、
私
人
の
土
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
土
地
の
権
利
の
移
転
は
行
な
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
土
地

「
寺
院
境
内
」
、
「
寺
領
地
」
は
、

い
ず
れ
も
宗
教
資
産
で
あ
る
。
仏
教
の
擁
護
者
で
あ
る

国
王

は
、
そ
の
至
高
の
権
能
を

(
4
)
 

も
っ
て
こ
れ
に
保
護
を
与
え
る
。
何
人
も
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
権
利
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

(
5
)
 

僧
の
起
居
し
て
い
な
い
廃
寺
は
、
王
国
官
吏
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。
こ
れ
ら
の
廃
寺
に
属
す
る
「
寺
院
境
内
」
な
ら
び
に

日 口

「
寺
領
地
」
と
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
場
所
の
如
何
を
問
わ
ず
、
寺
院
の
財
産
で
あ
る
と
こ
ろ
の
土
地
を
い
う
。

日

「
境
内
」
と
は
、

寺
院
の
敷
地
お
よ
び
そ
の
境
内
を
い
う
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
寺
院
境
内
」

(
(
t
h
i

w
a
t
)
、
「
寺
院
敷
地
」

(t
h
i

k
h
u
n
 
w
a
t
)

と
は
、

「境
内
」

(
t
h
i

w
a
t
)
、
「
寺
領

地」

(
t
h
i

t
h
o
r
a
n
i
 

song)、
「
寄
進
地」

(
t
h
i

k
a
n
l
a
p
a
n
i
i
)

の
三
種
の
土
地
を
い
う
。

第
六
条

日

「
小
寺
」
と
は
、

勅
許
に
よ
る
結
界
地
を
欠
く
寺
院
を
い
う
。

⇔
 

日

つ
ぎ
の
三
種
類
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、

「
王
立
寺
院
」

(
p
h
r
a

a
r
a
m
 
lu
a
n
g
)
、
「
私

立
寺
院
」
（
国
m

rat)
、
「
小
寺
」

(
t
h
i
s
a
m
r
.
a
k
 

so品
）
が
こ
れ
で
あ
る
。

「
王
立
寺
院
」
と
は
、
国
王
の
建
立
し
た
寺
院
、
あ
る
い
は
勅
命
を
も
っ
て
、
王
立
寺
院
と
し
て
登
録
さ
れ
た
寺
院
を
い
う
。

「
私
立
寺
院
」
と
は
、
勅
許
に
よ
る
結
界
地
を
有
し
て
は
い
る
が
、
王
立
寺
院
と
し
て
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
寺
院
を
い
う
。

第
五
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
寺
院
」
と
は
、
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第
二
項

あ
ら
た
に
私
立
寺
院
を
建
立
す
る
場
合
に
は
、

寺
の
建
立
を
開
始
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
申
請
を
受
け
た
）
県
知
事
は
、
勅
許
を
上
申
す

（
寺
院
が
建
立
さ
れ
る
）

新
た
に
「
小
寺
」
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
書
を
も
っ
て
そ
の
旨
を
所
轄
の
郡
長
に
届
出
、
郡
長
は
、
郡
サ
ン

(
6
)
 

寺
院
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
土
地
に
つ
い
て
、
出
願
者
が
適
法
の
権
利
を
有
し
て
い
る
か
。

(7
)
 

そ
の
土
地
に
寺
院
が
建
設
さ
れ
て
も
、
王
国
の
官
務
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
か
。

(

8

)

 

建
立
し
た
寺
院
が
、
僧
の
居
住
に
ふ
さ
わ
し
い
か
。

⑮
建
立
さ
れ
た
寺
院
が
、

(10
)
 

が
な
い
か
。

た
と
え
ば
既
存
寺
院
の
衰
微
と
荒
廃
を
も
た
ら
す
な
ど
、
仏
教
に
と
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と

以
上
の
五
点
に
関
し
、
郡
長
と
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
意
見
が
一
致
し
た
と
き
、
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
は
小
寺
建
設
許
可
証
を
発
給

す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
る
。

土
地
の
所
有
者
は
、
地
券
を
寺
院
に
譲
渡
す
る
た
め
の
適
法
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
手
続
き
を
経
た
後
、
小

第
三
項

一
方
、
郡
長
に
は
、
同
許
可
証
に
官
印
を
押
捺
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。

既
存
の
（
私
立
）
寺
院
を
新
た
に
修
復
し
た
り
、
あ
る
い
は
小
寺
を
私
立
寺
院
に
昇
格
さ
せ
る
た
め
、
結
界
の
勅
許
を

得
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
、
所
轄
県
知
事
に
出
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
バ
ン
コ
ク
県
の
場
合
に
は
、
申
請
人
は
、
文
部
省
に
申
請
を
行
な
い
、
文
部
省
に
お
い
て
勅
許
を
上
申
す

(11
)
 

る
も
の
と
す
る
。

そ
の
許
可
を
得
た
上
で
、

一
度
に
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
な
く
、

(12) 

さ
ら
に
結
界
の
勅
許
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

(
9
)
 

四
寺
院
を
建
立
す
る

こ
と
が
、
地
域
の
住
民
に
益
を
も
た
ら
す
か
。

白 ⇔
 

日
ガ
管
区
長
と
協
談
の
上
、
以
下
の
事
項
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

一
項

ま
ず
小
寺
建
立
の
申
請
を
行
な
い
、
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第
一
項

住
職
は
以
下
の
各
項
に
掲
げ
る
任
務
を
も
つ
。

な
お
、
住
職
と
な
っ
た
僧
は
、
す
で
に
上
級
の
僧
位
を
得
て
い
る
場
合
を
除
き
、
す
べ
て

「
ア
テ

ィ
カ
ー
ソ」

(
a
t
h
i
k
a
n
)

の
位
を

(15) 

与
え
ら
れ
る
。

第
十
三
条

そ
れ
ぞ
れ
の
力
蓋
、
能
力
に
応
じ
て
、
所
轄
寺
院
の
維
持
管
理
を
行
な
う
こ
と
。

認
証
の
し
る
し
と
す
る
。

第
十

一
条

第
十
条

一
名
の
「
住
職
」
僧
を
お
く
。
「
王
立
寺
院
」

の
住
職
の
選
出
と
任
命
は
、
勅
旨
に
よ
る
。

「私
立
寺
院
」
、

(13) 

「
小
寺
」
に
つ
い
て
も
、
勅
旨
に
よ
る
住
職
の
選
出
と
任
命
を
行
な
う
こ
と
が
あ
る
。

バ
ソ
コ
ク
県
内
の
寺
院
に
お
い
て
、
も
し
勅
旨
に
よ
る
住
職
の
任
命
が
な
い
場
合
、
「
王
立
」
「
私
立
」
の
別
を
問
わ
ず
、

(14) 

当
該
寺
院
所
在
郡
所
轄
の
役
僧

(
ph
r
a
r
a
c
h
i
i
k
h
a
n
a
)

が
、
そ
の
寺
院
に
在
籍
す
る
僧
お
よ
び
寄
進
者
と
協
議
の
上
、
住
職
た
る
べ
き

僧
を
選
出
す
る
。
役
僧
は
、
そ
の
僧
が
住
職
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
僧
で
あ
る
と
認
め
た
な
ら
ば
、
そ
の
権
限
に
お
い
て
、
こ
の
僧
を

当
該
寺
院
の
住
職
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
任
命
書
に
は
、
文
部
省
の
長
が
政
府
を
代
表
し
て
官
印
を
押
捺
し
、
認
証
の

し
る

し
と
す
る
。

第
十
二
条

バ
ソ
コ
ク
県
以
外
の
地
方
所
在
の
寺
院
に
お
い
て
、
も
し
勅
旨
に
よ
る
住
職
の
選
任
が
な
い
場
合
に
は
、
郡
サ
ソ
ガ
管

区
長
が
、
当
該
寺
院
に
在
籍
す
る
僧
お
よ
び
寄
進
者
と
協
議
の
上
、
住
職
た
る
べ
き
僧
を
選
出
す
る
。
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
住
職

た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
僧
に
つ
き
意
見
の
一
致
を
見
た
場
合
に
も
、
あ
る
い
は
意
見
が
分
れ
て
候
補
者
が
複
数
と
な
っ
た
場
合
に
も
、

僧
お
よ
び
寄
進
者
と
の
協
議
の
結
果
を
県
サ
ン
ガ
管
区
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
県
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
住
職
た
る
に
ふ
さ
わ

し
い
と
認
め
た
僧
を
、
当
該
寺
院
の
住
職
に
任
命
す
る
権
限
を
も
つ
。
任
命
書
に
は
、
県
知
事
が
政
府
を
代
表
し
て
官
印
を
押
捺
し
、

各
寺
院
に
は
、

第
四

章

住

職

(c
h
a
o
a
w
a
t
)
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第
一
項

第
十
七
条
住
職
は
以
下
の
各
項
に
掲
げ
る
権
限
を
も
っ
。

第
十
六
条

寺
院
に
起
居
す
る
在
家
者
は
、

第
十
五
条

第
十
四
条

所
轄
寺
院
所
属
の
ビ
ク
お
よ
び
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
が
、
他
寺
院
へ
移
籍
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
あ
る
い
は
長
距
離
の
旅
行

(19) 

を
希
望
す
る
と
き
、
こ
れ
に
対
し
て
身
分
証
明
書
の
発
給
を
行
な
う
こ
と
。
た
だ
し
そ
の
ビ
ク
あ
る

い
は
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
が
、
他
処

に
赴
い
て
悪
し
き
行
為
を
行
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
身
分
証
明
書
の
発
給
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
そ
の
場
合
に
は
、
当
該
の
ビ
ク
あ
る
い
は
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
に
対
し
、
拒
否
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
轄
寺
院
に
止
住
す
る
す
べ
て
の
出
家
者
お
よ
び
在
家
者
を
統
轄
す
る
権
限
。

第
九
項

所
轄
寺
院
に
止
住
す
る
す
べ
て
の
出
家
者
お
よ
び
在
家
者
の
名
簿
を
作
成
し
、

(18) 

を
作
成
し
、
こ
れ
ら
を
サ
ソ
ガ
管
区
長
に
提
出
す
る

こ
と
。

第
八
項

第
七
項

第
六
項

第
五
項

第
四
項

第
三
項

所
轄
寺
院
に
止
住
す
る
出
家
者
お
よ
び
在
家
者
の
監
督
を
行
な
う
こ
と
。

所
轄
寺
院
に
上
住
す
る
出
家
者
お
よ
び
在
家
者
の
秩
序
を
維
持
し
、

出
家
者
お
よ
び
在
家
者
に
対
し
仏
教
教
育
を
行
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
各
自
の
器
聾
に
応
じ
た
正
し
い
生
活
を
送
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
。

(16) 

所
轄
寺
院
に
起
居
す
る
在
俗
の
寺
子
が
、
学
業
に
励
む
よ
う
し
か
る
べ
き
配
慮
を
行
な
う
こ
と
。

(17) 

所
轄
寺
院
に
お
い
て
、
在
俗
の
信
男
信
女
が
徳
を
積
み
易
く
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

所
轄
寺
院
に
止
住
す
る
出
家
者
お
よ
び
在
家
者
は
、
住
職
の
職
務
の
遂
行
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。

す
べ
て
の
ビ
ク
お
よ
び
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
は
、

か
な
ら
ず
、
い
ず
れ
か
の
寺
院
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(20) 

一
般
市
民
と
同
様
、
国
法
に
対
し
義
務
と
責
任
を
負
う
。

第
二

項

所

轄

寺
院
が
、
犯
罪
者
の
隠
れ
家
と
な
ら
ぬ
よ
う
監
視
す
る
こ
と
。

そ
の
間
で
発
生
し
た
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
。

か
つ
寺
院
の
諸
行
事
に
関
す
る
報
告
書
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職
の
決
定
に
背
馳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
十
九
条

第
十
八
条

第
六
項

第
五
項

議
す
る
権
限
を
も
つ
。
も
し
そ
の
内
容
が
民
事
訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
両
当
事
者
の
同
意
を
得
て
、
住
職
が
こ
れ
を
調
停

第
三
項

所
轄
寺
院
内
で
発
生
し
た
紛
争
に

つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
が
戒
律
に
関
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
住
職
が
こ
れ
を
審

出
家
者
た
る
と
在
家
者
た
る
と
を
問
わ
ず
、
住
職
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
し
に
、
そ
の
寺
院
に
お
い
て
出
家
し
、
あ
る

(21
)
 

い
は
そ
の
寺
院
に
止
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

寺
院
に
止
住
す
る
出
家
者
お
よ
び
存
家
者
が
、
住
職
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
（
住
職
は
）
所
轄
寺
院
で
の
止
住

(22) 

を
許
可
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
ビ
ク
、

住
職
が
、
戒
律
お
よ
び
国
法
に
基
づ
い
て
適
法
に
そ
の
職
務
を
執
行
し
て
い
る
と
ぎ
、
そ
の
住
職
の
所
轄
寺
院
に
止
住

お
よ
び
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
が
、
住
職
の
命
令
に
従
わ
ず
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
反
抗
す
る
と
き
は
、
住
職
は
そ
の
者
に
対
し
、

(23) 

懲
罰
を
課
す
こ
と
が
出
来
る
。

住
職
が
、

国
法
に
基
づ
い
て
適
法
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
と
き
、
存
家
者
が
こ
れ
を
妨
害
し
、

ま
た
は
住
職
の(24

)
 

名
脊
を
毀
損
す
る
行
為
あ
る
と
き
は
、
二
十
バ
ー
ツ
以
下
の
罰
金
も
し
く
は
一
カ
月
の
禁
固
に
処
し、

あ
る
い
は
こ
れ
を
併
課
す
る
。

住
職
の
命
令
を
不
服
と
す
る
者
は
、
バ
ン
コ
ク
県
内
に
お
い
て
は
、
当
該
寺
院
所
轄
の
区

サ
ン
ガ
管
区
長
に
対
し
、
地

方
の
諸
県
に
お
い
て
は
、
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
議
の
申
し
立
て
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

多
数
の
僧
を
擁
す
る
寺
院
の
場
合
、
あ
る
い
は
住
戟
が
高
齢
者
で
あ
っ
て
、

来
な
い
場
合
、
バ

ン
コ
ク
県
内
に
お
い

て
は
、
当
該
寺
院
所
轄
の
区
サ
ソ
ガ
管
区
長
が
適
当
と
認
め
る
な
ら
ば
、
副
住
職

一
名
を
任

命
し
て
、
住
職
の
戦
務
を
補
佐
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
副
住
職
の
権
限
は
、
住
職
の
権
限
を
超
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
住

第
四
項

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項

そ
の
職
務
の
す
べ
て
を
果
た
す
こ
と
が
出
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な
う
。 第

五
章

の
中
か
ら
区
長
の
任
命
が
行
な
わ
れ
る
。

一
名
の
区
長
を
し
て
こ
れ
を
統
轄
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
区

一
区
に

(25) 

地
方
の
寺
院
に
お
い
て
ほ
、
県
サ
ン
ガ
管
区
長
が
副
住
識
の
任
命
権
を
も
つ
。
副
住
職
が
、
よ
り
上
級
の
僧
階
を
も
た
な
い
場
合

に
は
、
「
副
ア
テ
ィ
カ

ー
ソ
」
(
r
o
n
g
a
t
h
i
k
a
n
)

の
位
を
与
え
ら
れ
る
。

第
二
十
条

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条

区
サ
ソ
ガ
管
区
長

(
c
h
a
o
k
h
a
n
a
k
h
w
a
e
品）

本
法
に
基
づ
き
、

―
つ
の
郡

(
a
m
p
h
o
e
)

に

―
つ
の
区

(
k
h
w
a
e
n
g
)

を
置
く
。
パ
ソ
コ
ク
県
内
に
お
い
て
は
、

つ
き

一
名
の
役
僧
(
p
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
)

を
「
区
長
」
(
p
h
ii
k
a
m
k
a
p
 k
h
w
a
e
n
g
)

と
し
て
任
命
す
る
。
地
方
の
諸
県
に
お
い
て
は
、

ご
と
に
「
区
サ
ソ
ガ
管
区
長
」
を
お
く
。
た
だ
し
、

る
方
法
に
よ
り
、
複
数
の
区
を
一
括
し
、

一
区
内
の
寺
院
数
が
僅
少
で
あ
る
と
き
は
、
州
サ
ン
ガ
管
区
長
が
適
当
と
認
め

バ
ン
コ
ク
県
内
に
お
い
て
は
、
勅
旨
に
よ
っ
て
役
僧

(phrariichiik
h
a
n
a
)

バ
ソ
コ
ク
県
以
外
の
地
方
に
お
け
る
郡
サ
ソ

ガ
管
区
長
の
選
出
と
任
命
と
は
、
県
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
任
務
と
す
る
。
郡
内
寺
院
の
住

職
の
選
出
を
行
な
っ
た
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
こ
れ
を
州
サ
ソ
ガ
管
区
長
に
報
告
し
、
州
サ
ン
ガ
管
区
長
は
、
こ
れ
を
適
当
と
認
め

(26) 

た
と
き
は
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
任
命
を
行
な
う
権
限
を
も
つ
。
任
命
状
に
は
、
州
総
督
が
、
政
府
を
代
表
し
て
官
印
の
押
捺
を
行

な
お
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
さ
ら
に
上
級
の
僧
位
を
も
っ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
す
べ
て
。
フ
ラ
ク
ル

ー
(
p
h
r
a
k
h
r
u
)

の
僧
位
が

与
え
ら
れ
る
。
も
し
特
別
の
勅
旨
に
よ
る
選
任
で
あ
っ
た
り
、

欽
賜
名
を
付
し
た
任
命
状
が
下
賜
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
郡
サ

(27) 

ン
ガ
管
区
長
は
、
さ
ら
に
上
級
の
僧
位
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

バ
ン
コ
ク
県
所
在
の
す
べ
て
の
寺
院
は
、
区
長
で
あ
る
役
僧
（
P

ご
a
r
i
i
c
h
a
k
h
a
n
a
)

に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
。
バ
ソ
コ
ク

県
以
外
の
地
方
の
寺
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
所
在
地
の
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
に
よ

っ
て
統
轄
さ
れ
る
。
た
だ
し
い
ず
れ
の
場
合
に
お(28) 

い
て
も
、
特
定
の
宗
派
、
特
定
の
役
僧
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
ぺ
き
こ
と
が
別
途
に
定
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
こ
の
限
り
で
は
な
い
e
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第
二
十
六
条

第
二
項

あ
る

こ
と
が
判
明
し、

そ
の
戦
に
留
ま
る
こ
と
が
不
適
当
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
。

処
理
を
行
な
う
こ
と
。

第
三
項

す
る

こ
と
。

第

一
項

第
二
十
三
条

カ
ラ
ッ
ク
」

(
p
h
r
a
s
a
n
g
k
h
a
r
a
k
)

と
い
う
職
名
の
従
僧

一
名
を
任
命
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
役
僧
が
す
で
に
三
名
以

上
の
従
僧
を
許
さ
れ
る
僧
位
に
あ
る
場
合
に
は
追
加
任
命
の
必
要
は
な
い
。

第
二
十
四
条

第
三
項

パ
ソ

コ
ク
県
内
の
区
長
で
あ
る
役
僧
に
は
、
（
そ
の
僧
位
に
対
し
て
定
め
ら
れ
た
数
の
従
僧
の
ほ
か
に
）
「
。
フ
ラ
サ
ソ

区
長
で
あ
る
役
僧

(
p
h
ra
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
)

は
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
任
務
と
す
る
。

(29) 

寺
務
お
よ
び
僧
務
を
指
揮
監
督
し
て
、
す
べ
て
の
所
管
事
項
が
、
戒
律
お
よ
び
本
法
律
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し

(
3
0
)
 

本
法
律
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
た
権
限
に
よ
り
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
、
住
職
お
よ
び
副
住
職
を
任
命
す
る
こ
と
。

所
轄
寺
院
内
に
お
け
る
仏
教
教
育
お
よ
び

一
般
教
育
を
監
督
し
そ
の
振
興
を
は
か
る
こ
と
。

所
轄
郡
内
所
在
の
寺
院
に
対
し
、
適
宜
視
察
を
行
な
う
こ
と
。

紛
争
の
処
理
に
関
し
住
職
を
援
助
し、

第
二
十
五
条

ま
た
住
職
に
対
す
る
不
服
に
裁
定
を
下
す

こ
と
。

・ハ
ソ
コ
ク
県
の
区
長
で
あ
る
役
僧
（
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
）
は
、
以
下
の
各
項
に
掲
げ
る
任
務
を
も

つ
。

本
法
律
に
甚
づ
く
権
限
に
よ
っ
て
任
命
し
た
郡
サ
ン
ガ
管
区
次
長
、
住
職
、
副
住
職
が
、
不
行
跡
あ
る
い
は
無
能
力
で

所
轄
郡
内
の
住
職
の
行
な
っ
た
決
定
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
の
裁
定
、
住
職
の
命
令
お
よ
び
判
定
に
対
す
る
確
執
の

戒
律
お
よ
び
国
法
に
基
く
事
項
に
関
し、

所
轄
郡
内
所
在
の
寺
院
に
属
す
る
ビ
ク
お
よ
び
サ

ー
マ
ネ

ー
ラ
を
指
揮
監
督

パ
ソ
コ
ク
以
外
の
地
方
に
お
け
る
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
で
あ
る
役
僧
（
プ
ラ
ク
ル

ー）

は
、
以
下
の
各
項
に
掲
げ
る
任

第
五
項

第
四
項

第
二
項

た
が
っ
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
つ
と
め
る
こ
と
。

第

一
項
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第
二
十
七
条

所
轄
郡
内
の
住
職
の
行
な
っ
た
決
定
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
の
裁
定
、
住
職
の
命
令
お
よ
び
判
定
に
対
す
る
確
執
の

処
理
を
行
な
う
こ
と
。

所
轄
区
内
の
寺
院
に
所
属
す
る
ビ
ク
お
よ
び
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
に
対
し
、
戒
律
お
よ
び
国
の
法
律
に
甚
づ
く
適
法
の
事
項

郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
「
プ
ラ
サ
ム
」

(
ph
r
a
s
a
m
u
)

お
よ
び

「
プ
ラ
バ
イ
デ
ィ
カ

ー」

(
p
h
r
a
b
a
―d
i
k
a
)

と
い
う
二
名
の

従
僧
を
も
つ
。
た
だ
し
欽
賜
名
を
付
し
た
任
命
状
の
下
賜
を
受
け
る
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
は
、
さ
ら
に

一
名
の
従
僧

「
プ
ラ
パ
ラ
ッ

ト」

(
p
h
r
a
pa
lat)

を
も

つ
。

第
二
十
九
条

第
二
十
八
条

バ
ン

コ
ク
県
と
そ
の
他
の
地
方
の
諸
県
の
別
を
問
わ
ず
、
多
数
の
寺
院
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
バ

ソ
コ
ク
県
内
に

に
つ
い
て
指
揮
監
督
す
る
こ
と
。

第
二
項

第

一
項

郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
以
下

の
各
項
に
掲
げ
る
任
務
を
も
っ

す
み
や
か
に
そ
の
事
情
を
県
サ
ン
ガ
管
区
長
に
対
し
報
告
す
る
こ
と
。

第
六
項

所
轄
郡
内
に
お
い

て、

寺
務
あ
る
い
は
僧
務
に
関
す
る
紛
争
が
発
生
し
、
そ
の
処
理
が
自
己
の
能
力
を
越
え
る
場
合
、

第
五
項

務
を
も
っ
。

第
三
項

寺
務
お
よ
び
僧
務
を
指
揮
監
督
し
て
、
す
べ
て
の
所
管
事
項
が
、
戒
律
お
よ
び
本
法
律
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し

本
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
住
職
お
よ
び
副
住
職
を
選
出
す
る

こ
と。

所
轄
寺
院
内
に
お
け
る
仏
教
教
育
お
よ
び
一
般
教
育
を
監
督
し
、
そ
の
振
興
を
は
か
る
こ
と
。

所
轄
郡
内
所
在
の
寺
院
に
対
し
、
適
宜
視
察
を
行
な
う
こ
と
。

紛
争
の
処
理
に
関
し
住
職
を
援
助
し
、
ま
た
住
職
に
対
す
る
不
服
に
裁
定
を
下
す
こ
と
。

第
四
項

第
二
項

た
が
っ
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
つ
と
め
る
こ
と
。

第

一
項
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第
五
項
住
職
の
中
か
ら
適
当
な
人
物
を
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
候
補
者
と
し
て
選
び
、

る
上
訴
を
審
議
す
る
こ
と
。

第
四
項

す
る
こ
と
。

な
う
こ
と
。

第
三
項

本
法
律
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基
づ
き
、
県
内
の
郡
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
、
住
職
、

県
内
の
す
べ
て
の
寺
院
に
お
け
る
仏
教
教
育
お
よ
び
一
般
教
育
を
監
督
し
、
そ
の
振
興
を
は
か
る

こ
と
。

郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
誤
り
を
正
し
、
紛
争
を
処
理
し、

県
内
の
郡
サ
ン
カ
管
区
長
が
下
し
た
命
令
お
よ
び
裁
定
に
対
す

第
二
項

第

一
項

県
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
以
下
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
任
務
と
す
る
。

第
三
十
条

す
べ
て
の
県
に
、
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
も
し
く
は
プ
ラ
ク
ル
ー
の
僧
位
を
も
つ
一
名
の
役
僧
を
「
県
サ
ソ
ガ
管
区

(32) 

長
」

(
c
h
a
o
k
h
a
n
a
m
u
a
品
）
と
し
て
任
命
す
る
。
県
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
選
出
と
任
命
は
勅
旨
に
よ
る
。

第
三
十
一
条

県
内
の
す
べ
て
の
寺
務
お
よ
び
僧
務
が
戒
律
と
国
の
法
律
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
整
然
と
行
な
わ
れ
る
よ
う
指
揮
監
督

第
六
章
県
サ
ン
ガ
管
区

(
k
h
an
a
m
u
a
品）

あ
っ
て
は
区
長
で
あ
る
役
僧
が
、
地
方
に
あ
っ
て
は
県
サ
ン
ガ
管
区
長
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
所
轄
郡
サ
ソ
ガ
管
区
内
の
寺
院

の
住
職
を
、
郡
サ
ン
ガ
管
区
次
長
に
任
命
し
、

位
を
与
え
ら
れ
る
。

J

れ
を
州
サ
ン

ガ
管
区
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

の
僧

一
村
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
村
に
お
け
る
寺
務
を
統
轄
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
郡
サ

一
名
の
次
長
の
管
轄
す
る
支
郡
内
に
は
、
す
く
な
く
と
も
五
寺
院
以
上
の
寺
院
が
存
在
し

ン
ガ
管
区
次
長
は
、
適
当
数
と
す
る
が
、

(31) 

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郡
サ
ン
ガ
管
区
次
長
は
、
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
の
命
に
し
た
が
い
、
こ
れ
を
補
佐
す
る
任
務
を
も
っ
。
郡

サ
ン
ガ
管
区
次
長
は
、
も
し
よ
り
上
級
の
僧
位
を
も
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
「
チ
ャ
オ
・
ア
テ
ィ
カ
ー
ソ
」

(
c
h
a
o

a
t
h
i
k
a
n
)
 

お
よ
び
副
住
職
の
任
命
を
行

363 



第

一
項

第
三
十
七
条

所
轄
州
内
の
寺
院
に
お
け
る
仏
教
の
振
興
、
教
育
の
発
展
に
関
し
、
勅
旨
の
実
現
に
努
め
る
こ
と
。

第
三
十
六
条

州
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
以
下

の
各
項
に
掲
げ
る
任
務
を
も
つ
。

と
し
て
任
命
す
る
。
州
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
任
命
は
勅
旨
に
よ
る
。

第
七
章
州
サ
ン
ガ
管
区

(
k
h
a
n
a
m
o
n
t
h
o
n)
 

第
三
項

第
三
十
三
条

ソ
」
(
p
h
r
a
w
i
nait
h
o
n)
、
「
プ
ラ
ウ

ィ
ナ
イ
タ
ム
」

(phraw111a1
t
h
a
m)
、
「
プ
ラ
サ
ム
」

(
p
h
r
a
s
a
m
u
)
、
「
プ
ラ
バ
イ
デ
ィ
カ

ー」

(phraba1,

第
一
二
十
四
条

c
h
a
o
k
h
a
n
a
 
r
a
n
g
)

を
任
命
し
、

県
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
事
務
を
補
佐
せ
し
め
る
。

第
三
十
五
条

各
州
に
「
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
の
僧
位
を
も
つ
役
僧
か
ら
一
名
を
「
州
サ
ン
ガ
管
区
長
」

(c
h
a
o
k
h
a
n
a
m
o
n
t
h
o
n
)
 

事
務
量
の
多
大
な
州
に
お
い
て
は
、
勅
旨
に
よ
り
、

「
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
」
の
僧
位
を
も
つ
役
僧
一
名
も
し
く

は
そ
れ
以
上
を
、
「
州
サ
ン
ガ
管
区
次
長
」

(
c
h
a
o
k
h
a
n
a
r
o
n
g
 
p
h
u
c
h
u
a
i
 
phiira 
m
o
n
t
h
o
n
)

と
し
て
任
命
す
る
。

事
務
量
の
多
大
な
地
方
に
お
い
て
ほ
勅
旨
に
よ
り
、

d
i
k
a
)

の
五
名
の
従
僧
を
も
つ
。

J

と。

不
正
な
行
為
を
行
な
い
、
あ
る
い
は
無
能
力
の
ゆ
え
に
、
そ
の
職
に
留
め
る
こ
と
が
不
適
当
と
判
断
さ
れ
た
と
き
こ
れ
を
解
任
す
る

第
二
項

第

一
項

第
三
十
二
条

一
名
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
県
サ
ン
ガ
管
区
次
長

(p
h
r
a
k
h
r
u

戒
律
お
よ
び
国
の
法
律
に
基
づ
く
適
法
な
事
項
に
つ
い
て
、
所
轄
県
内
の
全
サ
ソ
ガ
を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
。

本
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
に
基
づ
い

て
任
命
し
た
郡
サ
ン
ガ
管
区
次
長
、
住
職
お
よ
び
副
住
職
が
、

郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
下
し
た
命
令
あ
る
い
は
裁
定
に
対
す
る
上
訴
を
裁
定
す
る
こ
と
。

県
サ
ン
ガ
管
区
長
は
、
そ
の
職
務
を
補
佐
す
る
僧
と
し
て
、

「
プ
ラ
バ
ラ
ッ
ト
」

(
p
h
r
a
p
alat)
、
「
プ
ラ
ウ

ィ
ナ
イ
ト

県
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
以
下
の
各
項
に
掲
げ
る
権
限
を
も
つ
。
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「
プ
ラ
ク
ル
ー
・
パ
ラ
ッ
ト
」
（
P

ご
a
k
h
r
u

pala
t) 

州
サ

ン
ガ
管
区
長
の
従
僧
は

、
以
下
の
六
名
と
す
る
。

を
も
つ
。

第
四
項

に
勅
任
さ
れ
た
僧
に

つ
い
て

は
こ
の
か
ぎ
り
で

な
い。

と
す
る
。

第
二
項

第

一
項

第
三
十
八
条

州
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
以
下
の
各
項
に
掲
げ
る
権
限
を
も
つ
。

第
四
項

所
轄
州
内
の
県
サ
ソ
ガ
管
区
長

の
誤
り
を
正
す
こ
と
。

第
三
項

所
轄
州
内
の
す
べ

て
の
ビ
ク

お
よ
び
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
に
対
し
、
戒
律
お
よ
び
国
の
法
律
に
基
づ
く
適
法
な
事
項
に
つ
い

て
指
揮
檻
督
を
行
な
う
こ
と
。

第
三
項

適
当
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
州
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
に
そ
の
権
限
の
一
部
を
移
管
し
、
州
内
の
所
管
事
項
を
処
理
せ
し
め

る
こ
と
。
た
だ
し
所
管
事
項
の
移
管
は
、
州
サ
ン
ガ
管
区
長

の
権
限
を
超
え
ず
、

所
轄
州
内
の
僧
官
の
中
で
、
そ
の
行
動
も
し
く
は
能
力
に
お
い
て
、
そ
の
職
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
が

あ
る
と
き
、
州
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、

欽
賜
名
を
付
し
た
任
命
状
を
下
賜
さ
れ
、
そ
の
職

州
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
、
県
サ
ソ
ガ
管
区
長

の
下
し
た
命
令
も
し
く
は
裁
定
に
対
す
る
上
訴
に
関
し
、
決
定
を
下
す
権
限

第
三
十
九
条

「
プ
ラ
ク
ル

ー
・

ウ
ィ
ナ
イ
ト

ソ
」
(
p
h
r
a
k
h
r
ii
w
i
n
a
i
t
h
o
n
)
 

「
プ
ラ
ク
ル
ー

・
ウ
ィ
ナ
イ
ク
ム
」

(
p
h
r
n
k
h
r
u

w
i
na
1t
h
a
m
)
 

第
二
項

(33) 

し
か
る
べ
き
時
期
を
え
ら
び
所
轄
州
内
の
サ
ソ
ガ
お
よ
び
教
育
の
実
情
の
査
察
を
行
な
う
こ
と
。

欽
賜
名
を
付
し
た
任
命
状
の
下
賜
を
受
け
な
い
州
内
の
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
の
任
命
を
行
な
う
こ
と
。

ま
た
そ
の
決
定
に
違
反
し
な
い
範
囲
に
限
る
も
の
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「
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ッ
ク
」

(
p
h
r
a
器
n
g
k
h
a
r
a
k
)

「
プ
ラ
サ
ム
」

(
p
h
r
a
s
a
m
u
)

た
だ
し
、
（
州
サ
ソ
ガ
管
区
長
）
就
任
前
に
お
い
て
、
す
で
に
有
し
て
い
た
従
僧
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
任
命
す
る
必
要
は
な
い
。

助
力
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十

一
条

サ
ソ
ガ
管
区
長
が
、
本
法
律
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
そ
の
職
権
を
行
使
で
き
る
よ
う

ピ
ク
お
よ
び
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
は
、
各
自
そ
の
監
督
下
に
あ
る
管
区
長
の
命
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

管
区
長
の
命
令
を
遵
守
せ
ず
、
そ
の
権
限
を
侵
犯
す
る
行
為
あ
る
と
き
は
、
管
区
長
は
こ
れ
に
懲
罰
を
加
え
る
権
限
を
も
っ
。

第
四
十
二
条

第
四
十
三
条

管
区
長
が
法
律
に
基
づ
く
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
と
き
、
在
家
者
が
そ
の
管
区
長
に
反
抗
し
妨
害
す
る
行
為
あ
る
と

住
戦
を
被
告
と
す
る
訴
訟
、
住
職
の
裁
定
も
し
く
は
命
令
に
対
す
る
上
訴
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
を
被
告
と
す
る
訴

訟
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
従
僧
を
被
告
と
す
る
訴
訟
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
も
し
く
は
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
従
僧
の
命
令
に
対
す
る

上
訴
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
が
戒
律
の
範
囲
内
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
本
法
律
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
訴
訟
の
発
生

右
の
訴
訟
に
お
い
て
、
被
告
も
し
く
は
上
訴
さ
れ
た
者
が
、
郡
サ
ソ
ガ
管
区
長
、
県
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
、
あ
る
い
は
県
サ
ソ
ガ
管

区
長
の
従
僧
で
あ
る
場
合
に
は
、
県
サ
ソ
ガ
管
区
長
が
訴
訟
を
裁
決
す
る
権
限
を
も
っ
。

も
し
被
告
も
し
く
は
上
訴
さ
れ
た
者
が
、
県
サ
ン
ガ
管
区
長
、
州
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
あ
る
い
は
州
サ
ソ
ガ
管
区
長
の
従
僧
で
あ
る

し
た
郡
の
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
が
訴
訟
を
裁
決
す
る
権
限
を
も
つ
。

き
は
、
公
務
執
行
妨
害
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。

第
四
十
条
文
部
大
臣
お
よ
び
各
地
方
官
は
、

第

八

章

権

限

「
プ
ラ
バ
イ
デ
ィ
カ
ー
」

(
p
h
r
a
窟
d
ik
a
)
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場
合
に
は
、
州
サ

ソ
ガ
管
区
長
が
訴
訟
を
裁
決
す
る
権
限
を
も
つ
。

も
し
被
告
も
し
く
は
上
訴
さ
れ
た
者
が
、
州
サ
ソ
ガ
長
あ
る
い
は
。フ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
の
僧
位
を
も
つ

区
長
で
あ
る
場
合
に
は
、

原
告
あ
る

い
は
上
訴
を
行
な
お
う
と
す
る
者
は
、
文
部
省
に
上
申
書
を
提
出
し、

文
部
省
が

こ
れ
を
奏
上
し
て
裁
可
を
仰
ぐ
も
の
と

(34) 

す
る
。

第
四
十
四
条

第
四
十
五
条

バ
ソ
コ
ク
県
内
の
諸
寺
の
統
轄
を
命
じ
ら
れ
た
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
の
僧
位
を
も
つ
役
僧
の
よ
う
に
、
本
法
律
に

明
示
さ
れ
て
い
な
い
特
別
の
大
管
区
の
統
轄
を
命
じ
ら
れ
た
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
の
僧
位
を
も
つ
役
僧
あ
る
い
は
総
長
(
s
a
n
g
!̂
ha,

(35) 

n
i
i
y
o
k
)

は、

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
の
僧
位
を
も
つ
区
長
と
同
様
に
、
所
轄
寺
院
を
統
轄
す
る
任
務
を
も
つ
。

今
上
陛
下
の
統
治
が
始
っ
て
よ
り
第
一
万
ニ
ニ
七

0
日
目
、

文
部
大
臣
は
本
法
律
の
所
管
大
臣
と
す
る
。

ラ
タ
ナ
コ

ー
シ
ン
暦
第
―

ニ
―

年
六
月
十
六
日
こ
れ
を
公
布
す
。

「
す
べ
て
の
宗
脈
に

ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ン
親
王
注

(
1
)

仏
歴
二
四
四
五
年
（
西
暦
一
九

0
二
年
四
月
よ
り
一
九

0
-―
―
年
三
月
ま
で
）
。

(
2
)

こ
こ
で
宗
派
と
は
、
具
体
的
に
は
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
を
指
す
。
同
派
は
、
従
来
行
政
上
の
自
治
が
認
め
ら

れ
て
い
た
C

共
通
す
る
一
般
事
項
」
と
は
、

た
と
え
ば
「
住
職
の
義
務
と
権
限
」
を
定
め
た
規
定
な
ど
を
い
う
。

(
3
)

こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
当
時
、
「
法
主
位
」

(S
o
m
de
t
P
h
r
a
m
a
h
a
s
a
m
a
n
a

ま
た

ば

S
o
m
det
P
h
r
a
sa
n
g
k
h
ariit)

は
空
席
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
四
人
の
大
管
区
長
お
よ
び
四
人
の
大
管
区
次
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
四
人
の
問
に
上
下
関
係
は
な
か
っ
た
。
共
同
で
取
り
扱
う
べ
ぎ

問
題
が
生
じ
る
と
、
文
部
大
臣
は
、
勅
命
を
受
け
て
、
上
級
俯
位
を
持
つ
大
長
老
を
議
長
に
推
挙
し
た
。
わ
た
し
は
、
当
時
、
議
長
で
あ
っ
た
。

現
国
王
陛
下
の
御
代
に
な
っ
て
、
わ
た

し
は
全
サ
ン
ガ
を
統
轄
す
る
立
場
に
任
．
せ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
（
大
長

老
）
会
諮
は
、
一
時
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
言
葉
を
変
え
て
い
え
ば
、
わ
た
し
が
全
サ
ン
ガ
を
統
轄
し
て
い
る
間
、
大
長
老
会
諮
は

開
催
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
e

わ
た
し
は
大
長
老
会
諮
の
存
続
を
願
っ
て
い
た
の
で

、

こ
れ
を
召
集
し
、

サ
ン
ガ
の
案
件
を
こ
こ
で
決
定
し
よ
う
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と
し
た
。
し
か
し
、
大
管
区
長
は
、

お
お
か
た
が
高
齢
者
で
出
席
可
能
な
僧
も
あ
っ
た
が
、
不
可
能

の
僧
も
あ
っ
た
。
大
管
区
次
長
は
、
す
ぺ

て
州
サ
ン
ガ
の
資
任
者
で
、
空
席
の
場
合
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て

、
本
法
律
の
定
め
る
五
人
の
定
足
数
に
満
た
ぬ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

通
常
の
会
議
に
は
「
ク
ン
マ
位
」
を
も
つ
高
僧
を
も
出
席
さ
せ
、
特
別
の
場
合
に
は
、
州
サ
ソ
ガ
管
区
長
ま
た
は
一
級
宗
教
教
師
の
出
席
を
求

め
た
り
し
た
。

(
4
)

こ
れ
は
絶
対
的
な
禁
止
で
は

な
い
0

許
可
に
な
っ
た
事
例
も
あ
る
。
こ
の
項
の
意
味
は
、
勝
手
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
譲
渡
に
は

勅
許
を
要
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

(
5
)

ま
っ
た
く
の
廃
寺
か
、
僧
の
数
が
少
な
く
、
一

人
か
二
、一
―
―
人
と
い
っ
た
状
態
を
指
す
。
地
区
サ
ソ
ガ
管
区
長
が
新
寺
の
建
立
を
不
適
当

と
判
断
し
た
と
き
は
、
他
寺
と
の
合
併
を
命
ず
る
。

(
6
)

寺
院
の
建
立
者
が
、
村
内

の
土
地
を
寺
院
用
地
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
建
立
者
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ

の
よ
う
な
行
為
を
行
な
う
権
限
を
も
つ
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

7

)

「
王
国
の
官
務
に
支
障
を
来
す
」
と
は
、
た
と
え
ば
当
該
の
土
地
が
道
路
予
定
地
に
あ
た
る
と
か
、
官
庁
用
建
物
用
地
で
あ
る
寺
の
場
合

を
指
す
。

(
8
)

「
僧
の
居
住
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
ほ
、

た
と
え
ば
、
地
域
住
民
の
大
多
数
が
他
宗
教
の
信
者
で
、
仏
教
徒
の
数
が
少
な
く
、
寺
院
の

維
持
が
困
難
で
あ
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
周
辺
が
い
わ
ゆ
る
非
行
処
で
あ
っ
て
、
売
春
婦
が
い
た
り
、
酒
楼
に
近
接
し
て
い
た
り
、
あ

る
い
は
極
貧
地
帯
で
あ
る
場
合
を
指
す
。

(

9

)

も
し
寺
院
を
、
他
宗
教
の
信
徒
の
集
落
に
建
立
す
る
な
ら
ば
、
地
域
住
民
の
益
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
寺
院
は
、
仏
教
徒
の
中
に
あ

っ
て
は
じ
め
て
有
益
な
の
で
あ
る
。

(10)

一
村
の
中
で
、
も
し
村
民
が
一
寺
を
維
持
す
る
余
力
し
か
な
い
湯
合
、
一

寺
を
さ
ら
に
建
立
す
る
時
は
、
寺
院
の
支
持
者
が
一
一
派
に
分
裂

し
、
も
し
新
し
く
建
立
し
た
寺
院
の
方
に
力
が
あ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
支
持
者
を
吸
収
し
て
、
既
存
の
寺
院
は
衰
微
し
て
し
ま
う
。
逆
に
、
新

寺
の
方
に
力
が
な
け
れ
ば
自
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
要
す
る
に
、
互
い

に
衝
突
し
な

い
程
度
に
離
れ
た
村
に
立
て
る
と
か
、
あ
る

い
は
、
寺
が

遠
す
ぎ
て
寺
詣
で
に
不
便
で
あ
る
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
る
。

(
1
1
)

も
と
は
、
そ
の
寺
の
住
職
が
、
建
立
者
あ
る
い
は
修
復
者
と
連
名
で
申
請
を
行
な
っ
た
が
、
最
近
で
は
(
-
九
一
四
年
現
在
）
州

サ
ン
ガ

管
区
長
と
、
県
サ
ン
ガ
管
区
長
が
申
諸
の
義
務
を
課
さ
れ
て
い
る
。
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(
1
2
)

ま
ず
小
寺
と
し
て
確
立
し
、
そ
の
基
礎
が
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
か
ら
（
結
界
の
勅
許
を
）
申
請
す
る
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
る
。

(
13
)

私
立
寺
院
の
住
職
の
勅
任
は
、
「
プ
ラ
ク
ル

ー
・
チ
ャ
オ
・
ア
ー
ワ
ー
ト
」

（
ブ
ラ
ク
ル

ー
の
僧
階
を
も
つ
住
職
）
に
任
命
す
る
旨
の
国
王

自
署
の
任
命
状
の
下
賜
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
の
位
は
王
立
寺
院
の
「
プ
ラ
ク
ル
ー

・
チ
ャ
オ

・
ア

ー
ワ
ー

ト
」
よ
り
低
い
。
こ
の
よ

う
な
手
続
き
で
「
プ
ラ
ク
ル
ー

・
チ
ャ
オ

・
ア

ー
ワ
ー
ト
」
に
任
命
さ
れ
た
僧
は
、
す
で

に
そ
れ
ぞ
れ
の
私
立
寺
院
の
住
職
と
な
っ
て
い
た
僧

に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。

(
1
4
)

五
世
王
の
御
代
で
は
、
バ
ソ
コ
ク
県
内
で
こ
の
役
僧
が
お
か
れ
た
の
は
、
ド
ゥ
シ
ッ
ト
郡
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
今
上
陛
下

（
六
世
王
）
の

時
代
に
な
っ
て
、
中
央
大
管
区
の
中
に
、
バ
ン
コ
ク
県
の
す
ぺ
て
の
郡
が
編
入
さ
れ
た
。
本
法
に
い
う
郡
所
轄
の
役
僧

は
、
他
県
に
お
け
る
県

サ

ソ
ガ
管
区
長
と
同
等
の
地
位
に
あ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
、
よ
り
上
級
の
僧
階
に
達
し
て
い

る
僧
に
つ
い
て
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。

(
1
5
)

住
職
は
プ
ラ
・
ア
テ
ィ
カ
ー
ン
で
あ
る
。
郡
サ
ン
ガ
管
区
次
長
す
な
わ
ち
支
郡
サ
ソ
ガ
長

(
c
h
a
o
k
h
a
n
a
m
u
a
t
)

は
チ
ャ
オ

・
ア
テ
ィ
カ

ー

ン
、
現
在
で
は
親
教
師
も
同
じ
く
チ
ャ
オ

・
ア
テ

ィ
カ
ー

ソ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

(
1
6
)

住
職
自
ら
が
教
鞭
を
と
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
学
習
の
便
宜
を
は
か

る
た
め
適
当
な
措
既
を
講
じ
る
こ
と
で

あ
る
。

(

1

7

)

た
と
え
ば
、

信
徒
の
求
め
に
応
じ
て
、
出
張
読
経
を
あ
っ
せ
ん

し
た
り
、
俊
式
の
た
め
の
場
所
を
提
供
し
た
り
、
必
要
な
祭
具
を
貸
与
し

た
り
す
る
な
ど
、
親
身

に
な
っ
て
、
村
民
の
積
徳
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
。

(
18)

こ
こ

で
サ
ン
ガ
管
区
長
と
は
、
自
分
よ
り
上
級
者
の

こ
と
。

た
と
え
ば

、
支
郡
サ
ソ
ガ
長
が
作
成
者
の
場
合
は
郡
サ
ン
ガ
管
区
長
に
対
し

報
告
す
る
。

(
19
)

身
分
証
明
書
に
記
載
す
ぺ
き
重
要
事
項
は
、
ビ
ク

の
場
合
つ
ぎ
の
諸
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
人
物
が
原
籍
寺
院
に
お
い
て
、
正
し
く
僧

と
し
て
の
務
め
を
果
た
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
ウ
ポ
ー
サ
タ
（
布
薩
）
、
バ
ワ
ー
ラ
ナ
ー
（
自
恣
）
な
ど
、
サ
ソ
ガ
カ
ソ
マ
（
一
定

数
の
僧
の
参
加
を
得
て
、

一
定
の
方
式
、
一

定
の
湯
所
で

行
な
わ
れ
る

サ

ン
ガ
の
正
式
行
事
ー
訳
者
注
）
を
共
に
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
記
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
は
、
ピ
ク
の
名
前
、
原
籍
寺
院
の
名
称
、
移
籍
先
寺
院
の
名
称
も
し
く
は
移
籟
先
寺
院
の
所
在
す
る
村
名
、

移
籟
の
理
由
、

さ
ら
に

、
ウ
パ
サ
ン
パ
ダ
（
受
具
）
の
場
所
、
和
尚
の
名
、
教
授
師
の
名
が
含
め
ら
れ
れ
ば
さ
ら
に
よ
い
。
サ
ー

マ
ネ
ー
ラ
に

つ
い
て
は
、
サ

ソ
ガ
カ
ン

マ
に
関
す
る
事
項
が
不
要
に
な
る
の

で
、
普
通
の
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
わ
か
る
だ
け

で
よ
い
。

(20)

た
と
え
ば
、
官
の
役
務
に
服
す
る
こ
と
、
課
役
代
を
納
入
す
る

こ
と
、

裁
判
所
の
命
令
に
よ
っ
て
証
人
と
な
る
こ
と
、
な
ど
0

寺
院
に
居

住
す
る
在
家
者
は
、
こ

れ
ら
の
義
務
に
つ
い
て
、
僧
が
享
受
し

て
い
る
よ
う
な
免
除
を
与
え
ら
れ
な
し
。
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(21)

「
出
家
す
る
」
と
は
、
在
家
者
が
出
家
し
、
そ
の
寺
院
に
止
住
す
る
こ
と
を
指
す
。
「
そ
の
寺
院
に
止
住
す
る
」
と
は
、
他
て
得
度
を
受
け

た
僧
が
、
ビ
ク
あ
る
い
は
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
と
し
て
そ
の
寺
院
に
移
り
、
そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
本
法
で
は
こ
れ
を
広

義
に
解
し
て
、
あ
る
寺
院
の
布
薩
堂
を
か
り
て
得
度
を
う
け
、
他
の
寺
院
に
止
住

し
た
り
、
一
時
的

に
あ
る
寺
の
客
僧
と
し
て
留
ま
る
場
合
に

も
、
事
前
に
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。

(
2
2
)

こ
こ
で
命
令
と
は
、
行
政
上
の
命
令
を
指
す
。

(
2
3
)

こ
こ
で
い
う
懲
罰
内
容
は
、
こ

ら
し
め
の
た
め
の
使
役
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
水
汲
み
、
掃
除
な
ど
を
指
し
、
時
に
謹
惧
を
含
む
が
、

拘
禁
や
、
緊
縛
、
鞭
打
ち
な
ど
の
刑
罰
は
含
ま
な
い
。

(
2
4
)

こ
れ
ら
の
刑
は
国
家
に
よ
っ
て

科
さ
れ
る
も
の
で
、
住
職
の
任
務
で
は

な
い
。

(25)

副
住
職
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
寺
院
に
は
骰
か
れ
て
い
な

い。

(
2
6
)

現
在
(
-
九
一
四
）
で

は
州
知
事

(
s
a
m
u
ha
th
窃
a
p
h
i
b
i
i
n
)

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(
2
7
)

慣
例
と
し
て
は
、
ま
ず
州
サ

ソ
ガ
管
区
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
そ
の
職
務
を
忠
実
に
果
た
し
あ
る
い
は
勅
許
の
あ
っ
た
郡
サ
ン
ガ
管
区

長
に
対
し
て
、
欽
賜
名
と
と
も
に
任
命
状
が
下
賜
さ
れ
る
。

(
2
8
)

特
定

の
宗
派
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
と
は
、
た
と
え
ば
タ
マ
ュ
ッ
ト
派
の
寺
院
の
場
合
で
あ
っ
て
、
同
派
の
寺
院
は
、
首
都
バ
ソ

コ
ク
て

あ
れ
、
地
方
で
あ
れ
、
そ
の
所
在
地
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
ク
マ
ユ
ッ
ト
派
の
統
轄
下
に
お
か
れ
る
。
本
法
制
定
の
当
時
、
首
都
所
在

の
寺
院
は
、
中
央
大
管
区
、
北
部
大
管
区
、
南
部
大
管
区
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
て
い
た
が
、
（
そ
れ
が
ク
マ
ュ
ッ
ト
派
の
寺
院
で
あ
る
場
合

に
は
）
本
条
の
適
用
を
受
け
る
。
特
定
の
役
僧
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
寺
院
と
は
、
勅
旨
に
よ
っ
て
‘
―
つ

も
し
く
は
支
郡
の
定
数
に
満
た
な

い
数
の
寺
院
が
、
他
の
寺
院
に
止
住
す
る
役
僧
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
こ
と
を
言
う
。

(
2
9
)

寺
務
と
は
、
土
地
建
物
に
か
か
わ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
保
全
管
理
と
そ
れ
に
と
も
な
う
人
事
管
理
を
さ
す
。
僧
務
と
は
、
ピ

ク
、
サ
ー
マ
ネ
ー
ラ
の
管
理
に
関
す
る
業
務
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
新
参
ピ
ク
の
得
度
、
教
育
や
、

サ
ン
ガ
運
営
上
必
要
と
す
る
役
僧
の
任

命
1

食
事
役
、
僧
房
役
な
ど
ー
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

(30)

パ
ソ
コ
ク
県

に
お
い
て
は
、
支
郡
長

(
c
h
a
o
k
h
a
n
a
m
u
a
t
)

と
呼
ぶ。

(31)

こ
の
数
は
一
応
の
目
安
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
状
況
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
ぺ
き
で
あ
る
。
た
と
え

三
な
い
し
四
寺

し
か
な
い

場
合
で
も
支
郡
を
骰
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ

の
場
合
に
は
、
寺
院
定
数
に
満
た
な
い
支
郡
と

し、

そ
の
長
は
事
務
代
理
と
す
る
。
も
し
二
寺
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第
二
条

第
一
条

J

の
法
律
は、

官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（仏
暦
二
四
七
六
年
一

月
十
一

日
付
勅
令
に
基
づ
く
）

し
か
な
い
湯
合
に
は
、

一
方
の
寺
院
を
他
方
の
寺
院
の
統
籾
下
に
お
く
の
を
建
前
と
す
る
。
も
し
一
地
域
に
八
寺
院
が
存
在
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、

こ
れ
を
五
寺
院
と
三
寺
院
の
二
つ
の
支
郡
に
分
け
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、

ひ
と
つ
の
支
郡
と
す
べ
き
で
あ
る
。

(32)

す
な
わ
ち
こ
の
役
職
は
勅
任
官
で
あ
る
。

(33)

本
法
律
施
行
当
時
、
州
サ
ソ
ガ
管
区
長
は
す
ぺ
て
．
ハ
ソ
コ
ク
に
在
住
し
て
い
た
の
で
こ
の
よ
う
な
規
定
が
も
う
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(34)

「
法
王
」

(
S
o
m
d
e
t
P
hr
a
m
a
h
a
s
am
~
n
a

)

が
任
命
さ
れ
て
後
は

、

ま
ず
法
王
に
奏
上
す
る
よ
う
変
更
に
な
っ
た
。
し
か
し

、

法
王
か

長
老
会
議
の
席
上
で
裁
決
を
下
せ
ば
、
本
法
に
基
づ
く
最
終
的
な
決
定
と
み
な
さ
れ
た
。

(

3

5

)

注
(
28
)
に
同
じ
。

「
仏
暦

二
四
七
七
年

サ
ン
ガ
統
治
法
改

正
法
」

ナ
リ
ッ
サ
ラ

ー
ヌ
ワ
ッ
テ
オ
ソ
グ
摂
政
殿
下

（
署
名
）

プ
ラ
チ

ャ
ー
テ
ィ

ポ
ッ
ク
国
王
は
、
以
下
の
通
り
命
じ
給
う
。

人
民
代
表
議
会
は
、
「
ラ
タ
ナ
コ
ー
ン
ソ
暦
―
ニ
―
年
サ
ン

ガ
統

治
法
」
の
改
正
が
適
当
で
あ
る
と
の
勧
告
を
行
な
っ

た
の
で
、
人
民
代
表
議
会
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
き
、
以
下
の
通
り
法
律
を
制

定
せ
し
め
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
「
仏
暦
二
四
七
七
年
サ
ソ
ガ
統
治
法
改
正
法

P
h
r
a
r
a
tc
h
al-.1nya
t

L
a
k
s
a
n
a
 
P
o
k
k
h
r
o
ng
 Kh

a
nnson~ 

k
a
e
k
h
a
1
 

p
ho
em
 
th
o
em
 
P
h
u
t
t
h
a
s
a
k
k
a
r
a
t
 2
4
7
7
」

レJ
皿
1

ぶ
。

「
ラ
タ
ナ

コ
ー

シ
ン
暦

―
ニ
―
年
サ
ン
ガ
統
治
法
」
第
七
条
を
廃
止
し
、
以
下
の
規
定
を
も

っ
て
こ
れ
に
代
え
し
め
る
。

大

371 



「
ラ
タ
ナ
コ

ー
シ

ソ
暦

―
ニ
―

年
サ
ソ
ガ
統
治
法
」
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
シ
ャ

ム
王
国
に
は
、
マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
(
M
a
h
a
n
i
k
a
i
)
、

日

「
宗
派

n
ika
i」
に
つ
い
て

今
上
陛
下
の
治
世
第
十
年
、
仏
暦
二
四
七
七
年
九
月
四
日
こ

れ
を
公
布
す
。

副
署
者
総
理
大
臣
陸
軍
大
佐
プ
ラ

ヤ
ー
・
パ
ホ
ン
ボ
ソ

。ハ
ユ
ハ
七
ー
ナ

ー

訳
注

(
1
)

「
信
仰
の
捕
護
者
」
と
訳

し
た
も

の
の
原
文
は

a
k
k
h
a
r
a
s
a
s
a
n
u
p
a
t
h
a
m
p
h
o
k

で
あ
る
。
「
ラ
タ
ナ
コ

ー
ソ
ソ

暦
一
―
―
一
年
サ
ソ
ガ
統
治

法
」
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
の
語
を
「
仏
教
の
守
護
者
」
と
訳
し
た
。
こ
の
語
は
、
a
k
k
h
a
r
a

(
最
高
の
）

＋
sa
s
a
n
a

(
宗
教
）

＋
u
p
a
t
h
a
m
,

p
h
o
k
 (守
護
者
）
の
三
語
よ
り
成
る
合
成
語
で
あ
る
。
こ
の
内
、
s
翌
a
n
a

は
、
伝
統
的
な
用
語
法
に
お
い
て
は
、
特
に

明
記
さ
れ
な

い
か
ぎ
り

「仏
教
」
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
「
仏
暦
―
―
四
七
五
年
シ

ャ
ム
王
国
憲
法
」
第
四
条
に
お
い
て
は
、
S

窃
a
n
a

が
、
仏
教
以
外
の
宗
教
を
も
含

め
た
宗
教
を
指
し
て
い
る
と
い

う
見
解
が
、
お
お
か
た
の
注
釈
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
木
改
正
法
の
翻
訳

に
お
い
て
は
、

そ
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
「
信
仰
の
擁
護
者
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
た
。

と
は
で
き
な
い
」
。

の
教
書

に

か

ん

す

る

ソ

ム

デ

ッ

ト

・
。
フ
ラ
マ
ハ

ー

サ

マ

ナ

チ

ャ

オ

「
第
七
条
『
寺
院
境
内
』
、
『
寺
領
地
』
は
、

で

1
)

い
ず
れ
も
宗
教
資
産
で
あ
る
0

信
仰
の
擁
護
者
で
あ
る
国
王
は
、
そ
の

至
高
の
権
能

を
も

っ
て
こ
れ
に
保
護
を
与
え
る
。
何
人
も
、
法
律
に
そ
の
旨
規
定
す
る
場
合
を
の
ぞ
き
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
権
利
を
譲
渡
す
る
こ

「

ラ

タ

ナ

コ

ー

ジ

ン

暦

―

ニ

―

年

サ

ン

ガ

統

治

法

」

制

定

前

の

サ

ン

ガ

の

状

況

ナ

ワ

ロ

ー

ロ

ッ

ト

親

王
）

（
ワ

チ

ラ

ヤ

ー
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と
も
と
こ
れ
ら
二
派
の
総
長
は
、
公
的
な
官
位
も
与
え
ら
れ
ず
、

の
使
用
を
止
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
語
を
使
用
し
て
い
る
。

俊
式
に
は
。
ハ

ー
リ
語
を
用
い
て
い
る
。

ク
マ
ユ
ッ
テ

ィ
カ
ニ
カ

ー
イ
(
T
h
a
m
m
a
yu
tt
ik
a
r
n
k
a
i)
〔
い
わ
ゆ
る
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
に
同
じ

（
訳
者
注
）
〕
、
ラ
ー
マ
ン
ニ
カ
ー
イ
(
R
a
m
a
t
t
,

マ
ハ
ー
ニ

カ
ー
イ
と
は
、
ク
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ

ー
イ
成
立
以
前
か
ら
存
在
し

て
い
た
在
来
派
で
あ
る
。
タ
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ

マ
ハ

ー
ニ
カ
ー
イ
か
ら
分
か
れ
た
サ
ソ
ガ
で
あ
る
が
、
ラ
ー
マ
ソ
ニ
カ

ー
イ
で
再
得
度
を
受
け
た
僧
の
伝
統
を
ひ
い
て

い
る
。
ラ

ー
マ
ン

ニ
カ
ー
イ
と
は
、
（
ビ
ル
マ
に
存
在
し
て
い
た
モ
ン
族
の
国
）
ラ

ー

マ
ソ
国
の
血
脈
を
ひ
く
サ
ソ
ガ
で
、
僧
は
す

べ
て
モ

ー
ソ
人
で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸

ニ
カ
ー
イ
の
由
来
に
つ
い
て
は
わ
た
し
の
書
い
た

「
ニ
カ

ー
イ
に
つ
い
て
」
を
読
ん
で
欲
し
い
。

こ
の
ほ
か
、
ビ
ル
マ
僧
の
一
派
を
別
派
と
し
て
立
て
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ビ
ル
マ
僧
は
他
派
の
僧
と
共
住
し
な
い
し
、
ま
た
読

経
の
方
法
を
は
じ
め
、
儀
式
も
他
派
と
は
異
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
僧
の
数
が
少
な
い
の
で

一
派
と
は
数
え
な
い
で

お
こ
う
。

前
述
し
た
三
つ
の
ニ
カ
ー
イ
は
、

こ
の
ほ
か
に
、

れ
ら
の
派
は
、

い
ず
れ
も
イ
ン
ド
仏
教
の
南
方
派

(
T
h
a
k
s
1
n
a
111
kai
<
ハd
a
k
s
1na111kaya
)

の
流
れ
を
引
い
て
お
り
、

ア
ン
ナ
ム

・
ニ
カ
ー
イ
（
安
南
派

A
n
n
a
m
m
k
a
i)

と
チ

ー
ソ

・
ニ
カ
ー
イ
（
中
国
派

C
h
m
m
k
a
i)

と
が
あ
る
。
こ

イ
ン
ド
の
北
方
派
に
由
来
し
、
も
と
も
と
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
用
い
て
儀
式
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
そ

（
ツ
ャ
ム
に
お
い
て
は
）
こ
れ
ら
の
二
派
は
ビ
ク
と
し
て
の
尊
敬
を
受
け
て
お
ら
ず
、
単
な
る
修
行
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
も

か
れ
て
い
た
。
五
世
王
(
-
八
六
八

1
一
九

一
O
)
の
時
、
ア
ン
ナ
ム

・
ニ
カ

ー
イ
の
管
長
に
プ
ラ
ク
ル
ー
の
僧
位
と
欽
賜
名
と
が
与

ま
、

＇ 

ー
イ
と

m
kai)

と
い
う
三
つ
の
宗
派
が
あ
っ
た
。

一
般
の
中
国
人
や
安
南
人
と
同
様
に
、
港
務
左
局
の
管
轄
下
に
お
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(c) 

「
中
央
大
管
区
」

バ
ソ
コ
ク
県
、
ナ
コ
ン

・
ク
ア
ン
カ
ン
県
所
在
の
寺
院
が
す
べ
て
こ
れ
に
属
す
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る

地
方
の
寺
院
が
こ
の
大
管
区
に
属
す
。
い
ず
れ
も
南
部
地
方
に
あ
る
。

(b) (a) 

「
北
部
大
管
区
」

あ
る
。 口

「
大
管
区

K
h
a
n
a
」
に
つ
い
て

に
な
っ
た

こ
と
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

同
様
）
文
部
省
の
所
管
に
う
つ
さ
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

記
三
宗
派
の
僧
ほ
ど
の
尊
敬
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
、

ア
ン
ナ
ム

・
ニ
カ
ー
イ
、

マ
ハ

ー
ニ

カ
ー
イ
派
の
下
位
区
分
で

え
ら
れ
、
チ
ー
ソ

・
ニ
カ
ー
イ
に
つ
い
て
も
管
長
が
プ
ラ

・
ア
ー
チ
ャ

ー
ソ
に
任
じ
ら
れ
、
港
務
左
局
か
ら
、
（
タ
イ
の
僧
の
場
合
と

チ
ー
ソ
・ニ

カ
ー
イ
の
僧
た
ち
は
前

た
と
え
ば
裁
判
所
の
要
求
が
あ
れ
ば
証
人
と
し
て
出
頭
す
る
義
務
が
あ
り
、

法
廷
で
は
一
般
人
同
様
に
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
こ
れ
ら
二
派
の
修
行
者
は
、
本
法
律
〔
ラ

タ
ナ

コ
ー
シ
ソ

暦

―
ニ
一

年
サ
ソ
ガ
統
治
法
を
指
す
。
以
下
同
様
（
訳
者
注
）
〕
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
今
上
陛

下
〔
六
世
王
ー
一
九
一

0
1
一
九
二
五
（
訳
者
注
）
〕
の
御
代
に
な
っ

て、

勅
旨
に
よ
り
、
僧
と
し
て
の
取
り
扱
い
を
与
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
本
法
律
に
基
づ
く
権
利
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
た
と
え
ば
、
住
職
、
管
区
長
と
し

て
の
義
務
を
課
さ
れ
る
よ
う

サ
ソ
ガ
の
統
治
は
、
四
つ
の
大
管
区
に
よ
っ
て
分
掌
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
北
部
大
管
区
」
、
「
南
部
大
管
区
」
、
「
中
央
大
管
区
」
、

「
タ
マ

ユ
ッ
テ

ィ
カ
ニ
カ
ー
イ
大
管
区
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
最
初
の
三
大
管
区
は
、

「
南
部
大
管
区
」

か
つ
て
、
「
ク
ロ
ム

・
マハ

ー
ク
イ

（
民
部
省
）
」
の
所
管
し
た
地
方
に
存
在
す
る
寺
院
が
す
べ
て
こ
の

大
管
区

に
属
す
。
後
に
州
制
が
ひ
か
れ
そ
の
所
管
が
変
わ
っ

た
が
、

寺
院
は
い
ず
れ
も
北
部
地
方
に
存
在
し
て
い
る
。

か
つ
て
「
ク
ロ
ム

・
プ
ラ
カ
ラ

ー
ホ
ー
ム
（
兵
部
省
）」
と

「
ク
ロ
マ
ク

ー

（港
務
省
）
」
の
所
管
し
た
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大
管
区
次
長

器
品
k
h
arat)

あ
る
い
は
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ン
グ
サ
ー
カ
ク
ヤ
ー
ン

(
A
n
y
a
w
o
n
g
s
i
i
k
h
a
t
a
y
a
n
)

が
大
管
区
長
と
な
る
場

大
管
区
長

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
ク
コ
ー
サ

ー
チ
ャ
ー
ソ
（
ぜ
m
d
e
t
P
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
k
0
1
品
c
h
a
n
)

プ
ラ
ビ
モ
ン
タ
ム
（
P
百
a
p
h
i
m
o
n
t
h
a
m
)

た
だ
し
、

大
管
区
長
と
大
管
区
次
長
の
欽
賜
名
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
。フ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
〔
法
王
〕
（
⑭
m
d
e
t

P
h
r
a
,
 

北
部
大
管
区

各
大
管
区
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
名
の
大
管
区
次
長
が
お
か
れ
て
い
る
。

従
僧
の
数
が
特
別
に
増
さ
れ
て
い
る
。

(d) 
が
、
実
際
に
は
違
う
。
バ
ソ
コ
ク
県
の
寺
院
は
、
北
部
大
管
区
に
属
す
る
寺
も
あ
れ
ば
、
南
部
大
管
区
所
属
の
も
の
も
あ
り
、
ま
た

中
央
大
管
区
に
属
し
て
い
る
寺
院
も
あ
る
。
郡
や
村
単
位
で
所
属
に
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
ず
錯
綜
し
て
い
る
。
郡
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
寺
院
が
三
つ
の
大
管
区
に
別
々
に
属
し
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
中
央
大
管
区
は
、
バ
ン
コ
ク
県
内
に

バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
る
寺
院
を
、

全
部
で
な
く
一
部
の
み
を
、
統
轄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ナ
コ
ソ

・
ク
ア

ソ
カ
ソ
県
の
寺
院

は
、
本
法
律
の
制
定
当
時
、
バ
ソ
コ
ク
州
サ
ン
ガ
管
区
に
属
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
法
律
に
お
い
て
は
中
央
大
管
区
の
序
列

「
ク
マ
ユ
ッ
テ

ィ
カ
ニ
カ
ー
イ
大
管
区
」

そ
の
所
在
地
を
問
わ
ず
、

は
、
第
四
位
と
な
っ
て
い
る
。

の

バ
ソ
コ
ク
県
内
で
あ
れ
、
地
方
の
諸
県
で
あ
れ
、
北
方
で
あ
れ
南
方
で
あ
れ
、

ク
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ

ー
イ
派
に
属
す
る
す
べ
て
の
寺
院
は
こ
の
大
管
区
の
統
轄
下
に
お
か
れ
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
大
管
区
の
中
で
、
最
初
の
三
大
管
区
は
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
（
炉
m
d
e
t

P
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
)
 

僧
位
を
も
つ
高
僧
が
大
管
区
長
に
任
命
さ
れ
る
。
ク
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ
ー
イ
大
管
区
で
は
、
私
〔
ヮ
チ
ラ
ヤ
ン
親
王
（
訳
者
注
）
〕

の
代
に
な
る
ま
で
、
代
々
王
族
が
大
管
区
長
を
つ
と
め
て
き
た
。
僧
位
は
同
じ
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
で
あ
る
が
、
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轄
の
地
方
寺
院
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
県
の
格
に
応
じ、

一
名
の
プ
ラ
ク
ル
ー
を
事
務
代
理
と
し
、

事
務
を
処
理
せ
し
め
て
い
る
。

大
管
区
次
長

以
上
八
名
の
大
管
区
長
お
よ
び
大
管
区
次
長
が
、
本
法
律
に
規
定
さ
れ
た
「
大
長
老
会
」

(
M
a
h
a
t
h
e
r
a
s
a
m
a
k
h
o
m
)

こ
れ
ら
の
大
管
区
長
お
よ
び
大
管
区
次
長
は
、

を
指
揮
監
督
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
も
し
く
は
プ
ラ
ク
ル
ー
の
僧
位
を
も
つ
高
僧
を
代
理
に
任
命
し
、
こ

れ
に
大
管
区
長
事
務
代
理
の
称
号
を
与
え
、
主
と
し
て
在
バ

ン
コ
ク
の
寺
院
に
関
す
る
事
務
を
統
轄
せ
し
め
て
い
る
。
各
大
管
区
所

す
な
わ
ち
、
ビ
サ
ヌ
ロ
ー
ク
県
、

ク
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ

ー
イ
大
管
区
の
場
合
を
例
外
と
し
て
、
自
ら
所
轄
大
管
区

チ
ャ
ソ
ク
プ
リ

ー
県
な
ど
の
大
県
に
つ
い
て
は
、

く
は
そ
れ
と
同
等
の
プ
ラ
ク
ル

ー
を
、

゜
ヒ
チ
ッ
ト
、

サ
ソ
カ
パ

ー
モ
ー

ク
（
紗
n
g
k
h
a
p
i
i
m
0
1
k
)

位
も
し

ト
ラ
ー

ト
等
の
小
県
に
あ
っ
て
は
、
管
区
次
長
級
の
プ
ラ
ク
ル

ー
を
、
そ
れ
ぞ

れ
県
管
区
長
に
任
命
し
て
い
る
。
な
お
、

バ
ン

コ
ク
市
内
在
住
の
県
管
区
長
に

つ
い
て
は
、
自
身
が
各
所
轄
県
に
出
向
し
て
執
務
す

。フ
ラ
サ
ー
サ
ナ
ソ
ー
ボ

ソ
(
P
h
r
a
s
a
t
s
a
n
a
s
o
p
h
o
n
)

大
管
区
長

大
管
区
次
長

中
部
大
管
区

大
管
区
次
長

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
ク
ー
チ
ャ

ー
ソ
（
⑭
m
d
e
t
P
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
c
h
a
n
)
 

ク
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ
ー
イ
大
管
区

未
だ
任
命
さ
れ
ず

プ
ラ
ブ
ロ
ム
ム
ニ
ー

(
P
h
r
a
p
h
r
o
m
m
u
n
i
)

大
管
区
長

プ
ラ
タ
ソ
マ
ワ
ロ
ー
ド
ム

(
P
h
r
a
t
h
a
m
m
a
w
a
l
0
1
d
o
m
)

大
管
区
長
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ワ
ナ
ラ
ッ
ト

(
g
m
d
e
t
P
h
r
a
w
a
n
a
r
a
t
)
 

合
に
は
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
ク
コ

ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ソ
は
、
大
管
区
長
補
と
な
る
。

南
部
大
管
区

を
構
成
す
る
。
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.‘‘ 

c
hin01rot

カ

こ
れ
ら
の
四
大
管
区
の
う
ち
、
「
北
部
大
管
区

K
ha
n
a
N
u
a
」
と
「
南
部
大
管
区

K
h
a
n
a
T
ai
」
は
、

時
代
サ
ソ
ガ
区
分
に
お
け
る
「
左
部
K
h
a
n
a
Fai 
S
a
i」
、
「
右
部

K
h
a
n
a
Fai 
K
h
w
i
i
」
を
原
型
と
し
て
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ス
コ

ー
タ
イ
時
代
に
お
い
て
は
、

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー

P
h
r
a
S
a
n
g
k
h
a
r
a
c
h
a
 
(
今
日
の
言
葉
で
言
う
）
「
管
長

C
h
a
o
K
h
a
n
a
」
に
よ
っ
て
統
轄

さ
れ
て
い
た
。
ァ
ュ

タ
ャ
時
代
に
お
い
て
は
、

g
m
det 
P
h
ra
 A
r
iy
a
w
o
n
g
s
a
s
a
n
g
!

＾hara
c
h
a
t
h
ilx:d
i

を
「
左
部
」
す
な
わ
ち
「
森
林
部
」

の

「
管
長
」

と
し
、

プ
ラ
。
ハ
ン
ナ
ラ
ッ
ト

P
h
ra

P
h
a
n
n
a
r
a
t
」
を
「
右
部
」
す
な
わ
ち
「
都
市
部
」
の
管
長
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
北
部
大
管
区
」
、
「
南
部
大
管
区
」
と

い
う
区
分
は
、
首
都
を
基
準
と
し
た
方
向
に
よ
る
分
類
で
あ
っ
て
、

ヽ

サ
ソ
カ
ラ
ー
ト

代
に
入
る
と
、

お
よ
び
プ
ラ
パ
ソ
ナ
ラ
ッ
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
と
し
て
統
轄
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
タ
ナ
コ

ー
シ
ソ
時

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
を
マ
ハ

ー
カ
ナ
ル
ソ
ソ

・
タ
ク
シ
ナ
サ
リ
ッ
ト
M
a
h
a
k
h
a
n
a
r
u
s
o
n
T
h
a
ksina
sa
n
t
 

と
い
う
称
号
を
も
っ
て
呼
ぶ
場
合
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
南
部
大
管
区
長
」
を
意
吐
す
る
語
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
世
王
の
治
世

の
こ
と
で
あ
る
か

に
つ

い
て
は
記
録
を
欠
く
が
、

で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
プ
ラ
。
ハ
ソ
ナ
ラ
ッ
ト
は
当
然

「北
部
大
管
区
長
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
世
王
の
時
代
に
、

に
任
命
さ
れ
た
。

ス
コ
ー
タ
イ
、
ァ
ュ
タ
ャ
両

サ
ソ
ガ
は
、
「
都
市
部
K
h
a
m
a
w
a
si」
を
「
右
部
」
と
し
、
「森
林
部
A
r
a
n
y
a
w
a
s
i
」
を
「
左
部
」
と

ソ
ム
デ
ッ

ト
・
プ
ラ
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ソ

グ
サ

ー
・
サ

ソ
カ
ラ

ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ボ
デ
ィ

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ

お
そ
ら
く
一
世
王
の
時
代
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
渤
っ
て
も
ト
ン
プ
リ
時
代
の

こ
と

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
ク
ロ

ム
プ
ラ

・パ

ラ
マ

ー
ヌ

チ
ッ
ト
チ
ノ

ー
ロ
ッ
ト
親
王

g
m
d
e
t
K
r
o
m
p
h
r
a
 
P
aram
a
n
u
c
h
i
t
,
 

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
マ
ハ
ー
サ
マ
ナ
〔
王
族
で
あ
る
法
王
の
呼
称
（
訳
者
注
）
〕
に
勅
任
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ソ
ム
デ

ッ
ト

・
プ
ラ
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ソ
グ
サ
ー
カ
タ
ヤ

ー
ソ
S
o
mdet
P
h
ra
 A
n
y
a
w
o
n
g
s
a
k
h
a
t
a
y
a
n

と
い
う
欽
面
吻
名
を
も
っ
「
北
部
大
管
区
長
」

「
南
部
大
管
区
」
に
つ
い
て
は
、
ソ
ム
デ
ッ

ト
・

プ
ラ
パ
ン
ナ
ラ
ッ

ト
が
管
長
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

る
の
で
は
な
く
、
文
部
省
に
事
務
を
委
任
し
て
い
る
。

ソ
ム
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「
御
親
筆
本
年
代
記
」
に
は
、

デ
ッ
ト
・
。
フ
ラ
プ
ッ
タ
コ
ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ソ
ぜ
m
d
e
t
P
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
k
h
0
1
私
c
h
a
n

が、

「
北
部
大
管
区
長
」
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ
ー
ト
す
な
わ
ち
法
王
は
、
サ
ソ
ガ
全
体
の
統
轄
者
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

「
僧
位
録
」
に
は
、
な

ぜ
一
方
の
大
管
長
の
み
が
法
王
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
二
つ
の
管
区
（
カ
ナ
）
が
、
も
と
別
々
の
も
の
で
あ
っ

て
統
合
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ス
コ
ー
タ
イ
時
代
の
「
僧
位
録
」
に
も
見
え
て
い
る
よ
う
に
、
足

と
も
と
は
プ
ラ

サ
ソ
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
（
と
い
う
位
階
を
も
つ
僧
）
が
、
（
都
市
、
森
林
）
両
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
管
長
で
あ
っ
た
。
の

ち
に
、
両
部
が
統
合
さ
れ
る
と
、
国
王
は
そ
の
一
方
の
管
長
を
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
に
任
命
し
た
。
し
か
し
、
旧
来

の
慣
行
に
し
た
が
っ
て
、

ま
、

.
I
 

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
。
フ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト

（ソ

か
つ
て
の
管
区
統
轄
者
と
し
て
の
地
位
も
台
わ
せ
も
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
慣
例
が
、
五
世
王
の
御
代
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
「
タ
マ
ユ
ッ
ト
大
管
区
長
」
で
あ
っ
た
ソ
ム
デ

ッ
ト

・
ク
ロ
ム
プ
ラ
ヤ
ー

・
パ
ワ
レ
ー
ト
ワ
リ
ヤ
ー
ロ
ソ
コ

ー
ソ
親
王
S
o
m
d
e
t
K
r
o
m
p
h
r
a
y
i
i
 
P
a
w
a
r
e
t
w
a
n
y
a
l
o
n
g
k
o
n

が
吐
g
土
ソ
ム
デ

ッ
ト
・
プ
ラ
マ
ハ
ー
サ
マ
ナ
に
叙
任
さ
れ
た
の
ち
も
、

「
タ
マ

ユ
ッ
ト
大
管
区
長
」
の
職
を
兼
ね
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

ま
た
親
王
逝
去

の
の
ち
、

「
北
部
大
管
区
長
」

の
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ン
グ
サ

ー
カ
ク
ヤ

ー
ン
が
法
王

ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
）
に
昇
格
し
た
が
、
「
北
部
大
管
区
長
」
の
任
は
解
か
れ
な
か
っ
た
。

「
左
部

K
h
a
n
a

Sai」
、
「
右
部
K
h
a
n
a
K
h
w
i
i
」
が
、
「
北
部
大
管
区
」
、
「
南
部
大
管
区
」
に
変
わ
っ
た
時
期
が

い
つ
で
あ
る
の
か
わ

た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
た
し
ほ
道
理
に
合
わ
ぬ
か
ぎ
り
、
た
と
え
書
物
に
書

い
て
あ
っ
て
も
信
用
し
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。

マ
ハ

ー
タ
ソ
マ
ラ
ー
チ
ャ
王
(
-
五
六
九
ー
九

0)
の
治
世
に
改
革
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

年
代
記
に
は
原
本
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
記
事
は
原
本
に

は
見
当
ら
な
い
。
信
憑
性
の
う
す
い
他
の
記
事
と
と
も
に
信
ず
る
に
足
り

ぬ
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
改
革
は
さ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
年
代
記
の
古

写
本
に
は
僧
位

S
a
m
a
n
a
s
a
k

に
つ
い
て
の
記
述
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
古
記
録
作
者
と
年
代
記
の
編
集
者
の
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ナ
ラ
ッ
ト
」
と
い
う
名
は
、

ら
な
い
。
あ
る
い
は
、

考
慮
に
上
っ
て
い
な
い
。
ァ
ュ
タ
ャ
朝
の
法
王
名
を
、

ィ

⑭
m
d
e
t
P
h
r
a
 
A
n
y
a
w
o
n
g
s
a
s
a
n
g
k
h
a
r
a
c
h
a
t
h
i
l
:
x
x
:
l
i

と
記
録
し
た
の
は
、
改
革
以
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
朝
の

法
王
名
を
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ン
グ
サ
ー
カ
ク
ヤ
ー
ン
⑭
m
d
e
t
P
h
r
a
 
A
n
y
a
w
o
ng
s
a
k
h
t
a
y
a
n

と
記
録
し
た
時
に
は
、
す

で
に
改
革
を
終
え
た
後
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ソ
グ
」
と
い
う
名
は
、

の

ソ
ム
デ
ヅ
ト
・
プ
ラ
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ソ
グ
サ
ー
サ
ソ
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ボ
デ

セ
イ
ロ
ソ
の
僧
プ
ラ
マ
ハ
ー
シ
ー
ラ
ラ
タ
ナ
比
丘
の
教
示
に
よ
れ
ば
、

セ
イ
ロ
ソ
の
法
王

（
サ
ソ
ガ
ラ
ー
ジ
ャ
炉
n
g
h
a
r
a
j
a
)

の
名
が
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
名
は
法
王
の
位
階
に
付
さ
れ
た
名
で

は
な
い
。
法
王
の
名
は
い
ろ
い
ろ
で
そ
の
人
に
よ
っ
て
一
定
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

「
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ソ
グ
」

と
い
う
名
は
、

セ
イ
ロ
ソ
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
い
つ
タ
イ
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
一
考
を

要
し
よ
う
。

。フ
ッ
タ
コ
ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ン

P
h
u
t
t
h
a
k
h
0
1
臨
c
h
a
n
(
1
1
B
u
d
d
h
a
g
h
o
s
a
J
a
n
y
a
)

と
、
パ
ソ
ナ
ラ
ッ
ト

P
h
a
n
n
a
r
a
t

あ
る
い
は
ワ

ソ
ナ
ラ
ッ
ト

W
a
n
n
a
r
a
t

と
い
う
名
も
、

ち
に
セ
イ
ロ
ン
ヘ
渡
り
、

こ
ま
、

、”>．、>

七
イ
ロ
ソ
起
原
で
あ
る
。。
フ
ッ
タ
コ
ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ン
の
ほ
う
は
、
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
、
の

三
蔵
聖
典
の
古
注
を
シ
ン
ハ
ラ
語
か
ら
バ
ー
リ
語
に
う
つ
し
た
か
の
学
僧
の
名
で
あ
る
。

「
北
方
年
代
記
」

チ
ェ
ソ
グ
セ
エ
ー
ン
侯
プ
ラ
シ
ー
ク
ン
マ
ト
ラ
イ
ビ
ド
ッ
ク

P
h
r
a
s
i
t
h
a
m
m
a
t
r
a
1
p
i
d
o
k

が
、
パ
ス
ッ
チ
ャ
ラ
ー
ト

P
h
r
a
c
h
a
o

P
h
a
s
u
t
c
h
a
r
a
t

侯
治
下
の
シ
ー
サ
ッ
チ
ャ
ナ
ー
ラ
イ

Sisatchanalai

城
を
攻
撃
し
た
際
、
ラ
ソ
レ
エ
ン

グ
寺
の
プ

ッ
タ
コ
ー
サ
ー
チ
ャ

ー
ン
比
丘
が
戦
闘
の
停
止
を
訴
え
た
と
い
う
記
述
が
見
え
て
い
る
。
し
か
し
、

セ
イ
ロ
ン
の
長
老
ヴ
ァ
ナ
ラ
タ
ナ
サ
ー
ミ

ス
コ
ー
タ
イ
時
代
の
僧
位
録
に
は
、
こ
の
名
が
見
当

一
方
の
「
部
」
の
サ
ン
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ

ば
、
そ
の

「
部
」
は
、

「右
部
」
す
な
わ
ち
聖
典
研
究
を
専
ら
と
す
る
「
都
市
部
」
の
管
長
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
バ
ン

Vanaratanasarn, 

に
由
来
、

「パ

ー
ケ
オ

主
」
を
意
味
す
る
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
住
処
と
関
係
し
た
職
位
の
名
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
比
較
さ
れ
る
名
に
、

（
宝
玉
の
森
）

ウ
ト
ゥ
ン
ボ
ン
キ
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リ
サ
ー
ミ

長
老
の
名
で
あ
っ
た
。
「
バ
ー
ケ
オ
（
宝
玉
の
森
）
」
と
言
え
ば
、

フ
ァ

ー
ソ
グ
地
方
の
監
督

ー
ケ
オ
」
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
（
こ
の
名
は
）
「
左
部
」
す
な
わ
ち
「
森
林
部
」
の
管
長
で
あ
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
ァ
ュ
タ
ヤ
朝
年
代
記
の
中
で
は
、

ナ
レ
ー
ス
エ
ン
王
の
治
世
に
、
バ
ー
ケ

オ
寺
の
ソ
ム

デ
ッ
ト

・
プ
ラ
バ
ン
ナ
ラ
ッ

ト
が
、

ペ
グ

ー
の
大
軍
と
の
象
戦
へ
の
出
陣
に
お
く
れ
を
と
っ
た
臣
下
の
た
め
に
王
に
対
し
赦
免
を
乞
う
た
と
い
う
記
事
が
あ
る。

「
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ソ
グ
」
と
い
う
名
は
、
摘
録

B
a
n
g
t
h
u
k

の
中
に
は
現
わ
れ
る
が
、
年
代
記
の
中
に
は
み
あ
た
ら
な

い。

例
外
は
、

「御
親
筆
本
年
代
記
」
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
ク
ン
マ
ラ

ー
チ
ャ
ー
王
の
条
に
こ
の
名
が
見
え
て
い
る
。
「
ア

リ
ヤ
ウ
ォ
ン

グ」

と
い
う
名
が
、
ワ
ン
ナ
ラ
ッ
ト

(
1
1

ワ
ナ
ラ
タ
ナ
）
」
の
よ
う
に
、
セ
イ
ロ
ン
僧
の
名
を
記
し
た
文
献
の
中
に
現
わ
れ
な
い
の
は
、

こ
れ
が
プ
ッ
タ
コ
ー
サ
チ
ャ
ー
ソ

(
1
1

プ
ッ
ダ
ゴ

ー
サ
ー
チ
ャ
リ
ャ
）
や
、

ワ
ソ
ナ
ラ
ッ
ト

(
1
1

ワ
ナ
ラ
ク
ナ
）
よ
り
後
世
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
名
で
あ
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
シ
ャ
ム
と
セ
イ
ロ
ソ
と
の
交
流
は
、

ソ
双
方
の
文
献
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
ボ
ロ
マ
ラ

ー
チ
ャ

ー
三
世
王
の
一
七
五
一
年
以
降
と
い
え
ば
、

れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
借
用
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
結
論
が
も
し
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、

「
北
部
大
管
区
」
「
南
部
大
管
区
」

と
い
う
区
分
は
、

シ
ャ
ム

、
セ
イ

ロ

セ
イ
ロ
ソ
が
も
は
や
仏
教
を

信
奉
す
る
諸
国
の
師
表
と
は
な
り
得
な
い
状
況
に
立
ち
至
っ
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
（
こ
の
名
を
）
借
用
し
た
と
は
考
え

に
く
い
。
す
で
に
ア
ュ
タ
ャ
滅
亡
の
年
（
一
七
六
七
）
も
迫
っ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
僧
位
録
に
採
録
し
た
こ
と
も
可
能
性
が
低
い
と
見

ァ
ュ
タ
ャ
時
代
に

は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
以
後
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
可
能
性
の
も
っ
と
も
高
い
の
は
ト
ソ
ブ
リ
王
が
北
部

地
方
、
南
部
地
方
を
平
定
し
て
シ
ャ
ム
の
統
一
を
回
復
し
た
時
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ト
ン

フ
リ
朝
と
い
え
ば
、
戦
乱
が
絶
え
間
な

く
発
生
し
た
時
代
で
あ
り
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
賂
備
に
心
を
用
い
る
暇
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
疑
い
な
し
と
し
な
い
。

し
か
も
文

合
d
u
m
b
a
r
a
g
iri
sa
m
i
)

が
あ
る
。

―
つ
の

ス
コ

ー
タ
イ
時
代
の
僧
位
録
に
「
ワ
ッ
ト

・
ト
ラ
イ
プ

ー
ミ

・
パ

「い
ち
じ
く
山
の
主
」

と
訳
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
、

380 



附論第 2部 クイ仏教関係法制史資料

「
中
央
大
管
区

K
h
a
n
a

K
l
a
ng
」

献
上
の
証
拠
を
欠
い
て
い
る
。
わ
た
し
の
入
手
し
た
資
料
は
、
こ
う
し
た
地
域
区
分
の
な
い
時
代
の
も
の
と
、
す
で
に
地
域
区
分
が

出
来
上
が
っ
て
か
ら
の
も
の

に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
は
歴
史
家
の
考
究
に
ま
つ
べ
き
で
あ
っ
て
、

わ
た
し
や
諸
卿
の
よ
う
に

サ
ソ
ガ
行
政
の
実
務
に
た
ず
さ
わ
る
者
に
と

っ
て
は
重
要
な
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。

本
サ

ソ
ガ
法
が
制
定
さ
れ
た
時
、

「
北
部
大
管
区
」
は
ラ
ー
チ
ャ
ブ
ー
ラ
ナ
寺

W
a
t

R
a
t
c
h
a
b
u
r
a
n
a
 

ク
コ

ー
サ
ー

チ
ャ
ー
ソ
（
セ
エ
ソ
グ
）
が
大
管
区
長
で
、

ソ
ー
マ
ナ
ッ
ト
ウ
ィ
ハ

ー
ソ
寺

W
at

S
0
1
m
a
nat
w
ih
a
n
 

ム
（
ヤ
ソ
グ
）

P
h
r
a
P
h
1
m
o
n
th
a
m

が
大
管
区
次
長
で
あ
っ

た
。
「
南
部
大
管
区
」
は
、

の
。
フ
ラ
タ
ソ
マ

ワ
ロ

ー
ド
ム

P
h
r
a
T
ha
m

m
a
w
a
r
o
do
m

が
任
命
さ
れ

て
い
た
。

マハ

ー
ニ

カ
イ
派
の
僧
を
統
轄
し
て
い
た
。

マ
ハ
ー
ク

の
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
。
フ
ッ

の
プ
ラ
ビ

モ
ソ
タ

デ
ッ

ト
・

。フラ

ワ
ソ
ナ
ラ
ッ
ト
（
テ
ィ
ッ
ト
）
が
大
管
区
長
、
大
管
区
次
長
に
は
ベ
ソ
チ
ャ
マ
ボ
ピ
ッ
ト
寺

W
a
t
B
e
nc
h
a
m
a
b
o
p
h
,
t
 

に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
の
知
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
で
は
、
三
世
王
が
法
王
ク
ロ
ム
プ
ラ

・
パ
ラ
マ

ー
ヌ

チ
ッ

ト
チ
ノ

ー
ロ
ッ
ト

（
当
時
は
ま
だ
、
ク
ロ
マ
ム

ー
ソ
・
ヌ
チ

ッ
ト
チ
ノ

ー
ロ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
法
王
位
に
は
つ
い
て
い
な
か

っ
た
）
に
、

首
都
区

K
h
w
a
e
ng

K
r
u
n
g
t
h
e
p

の
寺
院
を
―
つ
の

「
管
区
」
に
ま
と
め

て
統
轄
さ
せ
た
の
が
初
め
で
、
こ
の
管
区
が

の

ち
に
「
中
央
大
管
区
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
管
区
は
「
北
部
大
管
区
」
や

「
南
部
大
管
区
」

の
よ
う
な
広
範
な
地
域
に
わ
た

る
管
区

で
は
な
い
。
大
管
区
長

の
順
位
も
、

南
部
大
管
区
次
長
プ
ラ
ク
ソ
マ
ウ
ド

ム
の
次
位
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、

「森
林
部
」
の

管
長
と
同
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
大
管
区
長
は
次
長
を
も
っ

て
い
な

い
。
四
世
王
の
時
代
と
な
り
、
同
大
管
区
長
が
法
王

の
位
に
昇
格
し
た
後
も
、
中
央
大
管
区
長
の
職
を
兼
ね
て
い
た
。
た
だ
し
、
二
人
の
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
位
の
高

僧
が
補
佐
役
に
任
命
さ
れ
て
い

た
。
法
王
ク

ロ
ム

プ
ラ
ヤ

ー
・

バ
ワ

レ
ー
ト
ワ

リ
ヤ

ー
ロ

ソ
コ

ー
ソ
親
王
が
ま
だ
ク
ロ
マ
ム

ソ

・
ボ

ー
ウ
ォ
ン
ラ
ン
シ

ー
ス
リ
ャ
パ
ソ
の
欽
賜
名
を
有
し
て
い
た
こ
ろ
、
同
親
王
は
タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
僧
の
統
轄
者
で
あ
り
、

ー
ト
寺
の
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
プ
ッ
タ
コ

ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ン
（
チ
ム
）
が
（
在
来
派
の）

マハ

ー
タ
ー
ト
寺

W
at

Mahiithiit 

の
ソ
ム
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親
王
の
逝
去
後
四
世
王
は
、

央
大
管
区
の
状
態
は
こ
の
よ
う
に
衰
微
の
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

シ
ク
ー

ラ
ー
ム
寺

W
a
t
R
a
k
h
a
n
g
k
0
1
s
i
t
a
r
苔
の
モ
ム
チ
ャ
オ
・
プ
ラ
ビ
モ
ン
タ
ム

P
h
r
a
 

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
に
親
王
の
遺
骨
を
守
ら
し
め
た
。
法
王
ク
ロ
ム
プ
ラ

・
パ
ラ
マ

ー
ヌ
チ
ッ
ト
チ
ノ
ー
ロ

ッ
ト
親
王
は
、
プ
ラ
チ
ェ
ー
ト
ボ
ン
寺
の
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
に
、
法
王
御
自
身
の
統
轄
さ
れ
て
い
た
部
分
に
つ
い
て
だ
け
の
監

督
を
命
じ
ら
れ
、
法
王
の
御
遺
骨
を
守
る
従
僧
を
こ
れ
に
つ
け
ら
れ
た
。
わ
た
し
が
タ
マ
ユ
ッ
ト
大
管
区
長
に
就
任
し
た
当
時
の
中

五
世
王
の
御
代
と
な
る
と
、

モ
ム
チ
ャ
オ

・
ソ

ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ー
ソ

M
o
n
c
ha
o
S
o
m
d
e
t
 P
h
r
a
p
h
u
t
t
h
i
i
c
h
a
n

の
位
を
お
く
ら
れ
、

「
中
央
大
管
区
長
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

同
親
王
に
は
、
金
版
の
勅
任
状
も
常
施
食
の
額
も
他
の
大
管
区
長
と
同
様
と
し
た
が
、
従
僧
の
数
だ
け
は
他
の
大
管
区
長
の
十
名
に

対
し
八
名
と
少
な
か
っ
た
。
た
だ
、（
次
長
格
で
あ
る
）
プ
ラ
ク
ル
ー

・
パ
ラ
ッ
ト

P
h
r
a
k
h
r
u

Palat

の
位
は
、
大
管
区
次
長
と
同
等
と

し
た
。
わ
た
し
が
考
え
る
に
、
こ
れ
は
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
プ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ー
ソ
の
位
に
付
随
し
て
い
る
資
格
だ
か
ら
で
、
文
部
大
臣

は
こ
の
点
だ
け
を
取
り
立
て
て
奏
上
す
る
こ
と
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
プ
ラ
プ
ロ
ム
ニ
ー
P
h
r
a
P
h
r
o
m
m
u
n
l
 

の
僧
位
が

「
中
央
大
管
区
次
長
」
に
昇
格
さ
れ
、
大
管
区
長
と
同
じ
八
名
の
従
僧
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
ボ
ロ
マ
ニ
ウ
ァ

ー
ト

寺

W
a
t
B
o
r
o
m
a
m
w
i
i
t

の
プ
ラ
プ
ロ
ム
ム
ニ
ー
（
ム
ア
ン
）
は
、
初
代
の
中
央
大
管
区
次
長
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
大

管
区
次
長

の
プ
ラ
オ
ソ
グ
チ
ャ
オ
・
ア
ル
ソ
ニ
バ
ー
ク
ナ
ー
コ
ー
ン

P
百
a
o
n
g
c
h
a
o

A
r
u
n
r
n
p
h
i
i
k
h
u
n
i
i
k
o
n

が
中
央
大
管
区
長
に
任
命

さ
れ
た
。
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
タ
ー
チ
ャ

ー
ソ
に
対
し
て
は
、
と
く
に
常
施
食
を
下
賜
さ
れ
る
従
僧
一
組
計
二
名
の
加
増
が
勅

許
さ
れ
、
従
僧
の
数
は
他
の
大
管
区
長
と
同
じ
十
名
と
な
っ
た
。
む
し
ろ
、
他
の
大
管
区
長
よ
り
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
と

い
う
の
は
、
常
施
食
を
下
賜
さ
れ
る
従
僧
一
組
を
含
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

こ
れ
は
中
央
大
管
区
長
と
い
う
職
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
任
に
あ
っ
た
プ
ラ
オ
ソ
グ
チ
ャ
オ
・
プ
ラ
ア
ル
ソ
ニ
パ
ー
ク
ナ
ー
コ
ー

ソ
親
王
の
王
族
と
し
て
の
資
格
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
親
王
逝
去
の
後
、

ム

ア
ル
ソ
ラ
ー
チ
ャ
ワ
ラ

ー
ラ
ー

ム
寺

W
a
t
A
r
u
n
r
a
c
h
a
w
a
r
a
r
a
m

の
プ
ラ
タ
ソ
マ
ワ
ロ
ー
ト

（
サ
ソ
カ
タ
ッ
ト
）
親
王
が
、

一
八
九
四
年
に
、
ラ
カ
ソ
コ

ー
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（
キ
ィ
オ
）
が
次
長
で
あ
っ
た
。

ラ
プ
ッ
タ

ー
チ
ャ
ー
ソ
に
与
え
ら
れ
て
い
た
と
同
様
の
僧
位
と
職
と
が
与
え
ら
れ
た
。
本
サ
ン
ガ
法
施
行
の
時
点
で
は
、

ソ
ム
デ
ッ

ト
・
プ
ラ
プ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ー
ン
（
リ
ッ
ト
）
は
大
管
区
長
、
ラ
ー
チ
ャ
ー
テ
ィ
ラ
ー
ト
寺

W
a
t
Rachathirat

の
プ
ラ
プ
ロ
ム
ム

ニ
ー

「
ク
マ
ユ
ッ
ト
大
管
区

K
h
a
n
a

T
h
a
m
r
nayutikanika
i」
は
、

三
世
王
の
時
は
わ
ず
か
一
寺
院
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

ム
ナ
ッ
ク
・
ワ
ッ
ト
・
ボ
ン

S
a
m
u
n
a
k
W
a
t
 B
o
n

と
呼
ば
れ
た
ボ

ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ

ー
ト

ウ
ィ
ハ

ー
ン
寺

W
a
t

B
0
1
w
o
n
m
w
e
t

が
そ

れ
で
、
当
時
、
ま
だ
僧
籍
に
あ
っ
た
の
ち
の
四
世
王
の
統
轄
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
派
に

し
た
が
う
寺
は
い
く
つ
も
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
法
王
プ
ラ
パ
ラ
マ
ー
ヌ
チ
ッ
ト
チ
ノ
ー
ロ
ッ
ト
親
王
の
統
轄
し
て
い
た
中
央
大
管
区
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
た
。

八
五
一
年
、
四
世
王
が
登
位
す
る
と
、
法
王
ク

ロ
ム
プ
ラ
・
パ
ッ
シ
ー
ト

ク
リ
ヤ
ロ
ソ
コ

ー
ソ
親
王
（
当
時
は
ま
た
プ
ラ
オ
ソ
グ
チ

ャ
オ
の
位
で
あ
っ
た
）
を
、

ク
ロ
マ
ム
ソ

・
ボ
ー
ウ
ォ
ソ
ラ
ン
グ
シ
ー
ス
リ
ャ
パ
ン
に
昇
格
さ
せ
、

区
内
の
一
支
派
と
し
て
の
資
格
を
も
っ
て
「
サ
ム
ナ
ッ
ク
（
寺
院
）
」
か
ら
「
カ
ナ
（
派
管
区
）
」

サ

タ
マ
ユ
ッ
ト
派
の
監
督
者
に
任

じ
た
。
任
命
状
に
は
こ
の
「
派
」
を
「
ク
ソ
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ
ー
イ
カ
ソ
ソ
グ
・
マ
ク
ヨ
ム
ボ
ー
ウ
ォ

ソ
ニ
ウ

ェ
ー
サ
ー
テ
ィ
カ

ナ
T
h
a
m
r
n
a
y
u
t
i
k
a
m
k
a
i
k
a
s
o
品

M
a
t
t
h
a
y
o
m
b
0
1
w
o
n
m
w
e
s
i
i
t
h
i
k
h
a
n
a
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
時
を
も
っ
て
タ
マ
ユ
ッ
ト
は
、
中
央
大
管

へ
と
昇
格
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
長
に
は
九
名
の
従
僧
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
数
の
中
に
は
、
大
管
区
次
長
の
も
つ
プ
ラ
ク
ル
ー
・
パ
ラ
ッ
ト
と
同
格

の
右
プ
ラ
ク
ル
ー

・
バ
ラ
ッ
ト
と
、
プ
ラ
ク
ル
ー
・
ウ
ィ
セ
ー
ト
と
同
格
の
左
プ
ラ
ク
ル
ー
・
パ
ラ
ッ
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
。
の
ち

に
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ク
ル
ー

・
パ
ラ
ッ
ト
は
昇
格
し
、
右
プ
ラ
ク
ル
ー

・
パ
ラ
ッ
ト
は
大
管
区
長
の
そ
れ
と
同
等
の
、
左
プ
ラ
ク
ル

ー・

パ
ラ
ッ
ト
は
大
管
区
次
長
の
そ
れ
と
同
等
の
僧
位
を
そ
れ
ぞ
れ
み
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
常
施
食
を
下
賜
さ
れ
る
プ
ラ
ク
ル
ー
一
組

が
、
パ
リ
ッ
ト
読
誦
僧
と
し
て
加
増
さ
れ
た
。
右
プ
ラ
ク
ル

ー
・

パ
ラ
ッ
ト
は
マ
ハ
ー
ヌ
ナ

ー

ヨ
ッ
ク

M
a
h
a
n
u
n
a
y
o
k
、
左
プ
ラ
ク

T
h
a
m
m
a
w
a
r
o
d
o
m
 
(
リ
ッ
ト
）
が
、

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
タ
コ

ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ソ
に
昇
格
し
、

モ
ム
チ
ャ
オ

・
ソ
ム
デ
ッ
ト
。
フ
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れ
て
い
な

い
。

ル
ー
・

パ
ラ
ッ
ト
は
チ
ュ
ラ

ー
ヌ
ナ

ー
ヨ
ッ
ク

C
h
u
lii
n
u
na
y
o
k

と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
は
ア
ヌ
ナ

ー
ヨ
ッ
ク

・
ロ
ー
ソ
グ
に
昇
格
さ
れ

た
も
の
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
法
王
プ
ラ
パ
ラ
マ

ー
ヌ
チ
ッ
ト
チ
ノ

ー
ロ
ッ
ト
親
王
が
逝
去
し
た
後
は
、
パ
ワ
レ

ー
ト
親
王
は
、

タ
マ

ユ
ッ
ト
派
（
正
確
に
は
タ
ソ
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ
ー
イ
カ
ソ
ソ
グ

・
マ
タ
ヨ
ム
ボ

ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ
ー
サ
ー
テ
ィ
カ
ナ
）
の
み

を
統
轄
し、

中
央
大
管
区
全
体
を
統
轄
し
な
か
っ
た
。
た
だ
、
法
王
在
世
中
の
時
の
よ
う
に
は
、

さ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
時
以
来
、
タ
マ
ユ
ッ
ト
は
―
つ
の

「
カ
ナ
（
大
管
区
）
」

と
し

て
独
立
し
た
の
で
あ
る
。
五
世
王
の

一

八
八

一
年
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
が
中
央
大
管
区
に
属

わ
た
し
は
ク

ロ
マ

ム
ー
ン

・
ワ
チ
ラ
ヤ

ー
ナ
ワ

ロ
ー
ロ

ッ
ト
に
昇
任

し
て
、

「
タ
マ
ユ
ッ
テ
ィ
カ
ニ
カ
1
'

イ
大
管
区
次

長
」
に
補
さ
れ
、
他

の
次
長
と
同
格

の
八
名
の
従
僧
を
許
さ
れ
た
。
王
族
と
し

て
の
特
権
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
、

が
大
管
区
と
な
っ

て
初
め
て

の
「
大
管
区
次
長
」
で
あ
る
。
タ
マ
ユ
ッ
ト
大
管
区
が
、
大
管
区
と
し
て
の
す
べ
て
の
資
格
を
付
与
さ

れ
る
と、

わ
た
し
は

「
次
長
」
か
ら
「
大
管
区
長
」
に
昇
格
し
、
法
王
ク

ロ
ム
プ
ラ
ヤ

ー
・

パ
ワ
レ

ー
ト

ワ
リ
ヤ
ロ
ソ
コ
ソ

と
同
様

プ
ラ
サ

ー
サ
ソ

ー
ボ
ソ
（
オ

ー
ソ）

の
増
位
を
与
え
ら
れ
た
。
の
ち
に
、
プ
ラ
オ
ン
グ
チ
ャ
オ

・
プ
ラ
ア
ル
ソ
ニ
パ

ー
ク
ナ

ー
コ
ン

と、

ラ
ー
チ
ャ
プ
ラ
デ
ィ
ッ

ト
寺
の

の
二
名
が
、
相
次
い
で

「
大
管
区
次
長
」
に
任
命
さ
れ
た
。

以
上
の
ほ
か
、
僧
位
録
に
は
、
カ
ナ

・
ア
ラ
ソ
ャ
ワ

ー
シ
ー
己
1an
a
A
ra
n
y
a
w
a
s
l
 (
森
林
部
）
と
、

ク
マ
ユ
ッ

ト

カ
ナ

・
ラ
ー
マ
ソ

K
hana
R
a
m
a
n
 

（モ

ー
ン
部
）

と
い
う
二
つ
の
「
カ
ナ
」
が
見
え
て

い
る。

こ
れ
ら
二
つ
の
カ
ナ
は
重
要
度
も
低
い
の
で
、
本
法
の
中
で
は
言
及
さ

「
森
林
部
（
ア
ラ
ソ
ャ
ワ

ー
シ
ー
）
」
は
、
特
別
の
独
立
し
た

「
カ
ナ
」
で
、

前
に
の
べ

た
よ
う
に
そ
の
歴
史
は
古
い
。
「
カ
ナ

・

ヌ
ア
（
北
部
大
管
区
）
」
、
「
カ
ナ

・
タ
イ
（
南
部
大
管
区
）
」
が
、
（
左
部
、
右
部
に
）
代
わ
っ
て
設
置
さ
れ
て
か
ら
は
、
（
左
部
〔
森

林
部
〕
・
右
部
〔
都
市
部
〕

と
い
う
）
二
つ
の
「
カ
ナ
」
は
、
森
林
部
に
統
合
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
そ
の
統
合
さ
れ
た
―
つ
の
）
「
カ

ナ」

は
二
つ
の
「
支
部
」
す
な
わ
ち
「
カ
ナ

・
ア
ラ
ソ
ャ
ワ

ー
シ
ー

（
森
林
部
）
」
と
「
カ
ナ

・
カ
ー
マ
ワ

ー
シ
ー

（
都
市
部
）
」

と
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に
分
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
そ
の
監
督
長
老
の
名
前
で
、
「
マ
ハ
ー
カ
ナ
リ
ソ

ー

ン
・
ボ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ー
ウ
ォ
ソ
サ
ソ
カ
ー
ラ
ー
ム
・
カ

ー
マ
ワ

ー
シ
ー
・

ア
ラ
ソ
ャ
ワ
ー
シ
ー
（
傍
点
訳
者
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
問
の
消
息
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
名
の
意
味
は
、
「
都
市
部

・
森
林
部
双
方
の
サ
ソ
ガ
に
所
属
す
る
寺
院
を
監
督
す
る
長
老
」
で
あ
る
。

プ
ラ

・
パ
ソ
ナ
ラ
ッ
ト
が
一
方
の
大
管
区
（
南
部
）
の
大
管
区
長
に
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
「
森
林
部
」
に
は
監
督

長
老
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。
わ
た
し
の
知
っ
て
い
る
時
代
で
は
、
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
プ
ッ
ク
ー
チ
ャ
ー
ン
が
、
中
央
大
管
区
長
の

就
任
す
る
以
前
に
銀
版
の
勅
任
状
（
ヒ
ラ
ソ
ヤ
バ
ッ
ト
）
を
受
け
て
（
こ
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
）
、
八
名
の
従
僧
と
二
級
の
プ
ラ
ク
ル

ー
・
パ

ラ
ッ
ト
を
許
さ
れ
て
い
た
例
が
あ
る
。
森
林
部
の
監
督
長
老
は
そ
の
時
以
来
、
プ
ッ
タ

ー
チ
ャ
ー
ソ
と
い
う
名
が
続
い
て
い

る
。
あ
る
い
は
以
前
に
は
別
の
名
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
点
は
不
明
で
あ
る
。
森
林
部
の
監
督
長
老
の
戦
は
名
誉
職
で
、
統
轄
す
べ

ぎ
寺
院
を
も
た
な
い
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
。
フ
ッ
タ
。
ハ

ー
ト

に
あ
る
ナ
イ
ク

エ
ー

ソ
寺
W
a
t
N
a
i
 K
h
w
a
e
n
g

な
ど
は
北
部
大
管
区
か
ら

分
か
れ
て
特
別
の
地
位
を
も
っ
た
寺
で
、
お
そ
ら
く
は
森
林
部
の
寺
院
と
考
え
ら
れ
る
が
、

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
ク

ー
チ
ャ
ー

ソ
の
監
督
下
に
は
お
か
れ
ず
、
別
の
高
僧
に
よ
っ

て
統
試
さ
れ
て
い
る
。
五
世
王
の
と
き
、
森
林
部
の
監
督
長
老
ソ
ム
デ
ッ

ト

・
プ

ラ
プ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ー
ソ
を
中
央
大
管
区
長
と
し
、
森
林
部
の
監
督
長
老
に
は
別
個
の
名
を
与
え
な
い
こ
と
と
し
た
。

「
カ
ナ

・
ラ
ー
マ
ソ
（
モ

ー
ソ
部
）
」
は
ク
マ
ユ
ッ
ト
と
同

一
の
方
式
で
モ
ー
ソ
人
の
僧
の
止
住
す
る
寺
院
を
ま
と
め
た
も
の
で
、

監
督
長
老
の
。
フ
ラ

・
ス
メ

ー
タ
ー
チ
ャ

ー
ソ
P
h
r
a

S
a
m
e
t
h
a
c
h
a
n

に
は
、
時
に
応
じ
て
様
々
な
僧
位
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
最
初
の

場
合
と
し
て
は
、
「
タ
ソ
マ
位
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
」
と
同
格
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
も
と
中
央
大
管
区
K
h
a
n
a
K
l
a
ng

に
所
属

し
て
い
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
は
、
監
督
長
老
の
止
住
す
る
寺
院
で
あ
る
チ
ャ
ナ
ソ
ソ
ク
ラ

ー
ム
寺
W

at
C
h
anasongkhrii
m

が
、
中

央
大
管
区
所
属
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

中
央
大
管
区
所
属
と
い
っ
て
も
、
チ
ャ
ナ
ソ
ン
ク
ラ
ー
ム
寺

と
、
ナ
コ
ン

・
ク
ア
ン
カ
ソ
所
在
の
寺
院
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
カ
ナ
」
に
属
す
る
僧
は
、
そ
の
徳
か
ら
見
て
も
、
数
の
少
な
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い
こ
と
か
ら
言
っ
て
も
、
さ
し
て
の
発
展
は
見
ら
れ
な
い
。
監
督
長
老
が
と
ど
め
て
も
、
（
僧
は
）
離
れ
て
し
ま
う
の
で
、

「
カ
ナ
」
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
。
そ
こ
で
モ

ー
ソ
寺
は
い
ず
れ
も
所
在
地
の
大
管
区
に
所
属
し
て
し
ま
っ
て

い
る。

「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト

⑭
m
d
e
t
P
h
r
a
s
a
n
g
k
harat
」
す
な
わ
ち
「
法
王
」
と

い
う
戦
は
、
古
く
か
ら
存
在
し、

三
世

王
(
-
九
二
四
／
五
一
）
の
時
ま
で
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
四
世
王
（

一
九
五

一
1
六
八
）
の
時
代
に
な
っ
て
、

ー
ヌ
チ
ッ

ト
チ

ノ
ー
ロ
ッ

ト
親

王

ぜ
m
d
e
t
K
rom
p
h
ra 
P
a
r
a
m
a
n
u
c
h
itchin01rot

が
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
〔
法
王
が

王
族
で
あ
る
場
合
の
呼
称
（
注
）
〕
」
に
任
命
さ
れ
た
。
親
王
が
逝
去
さ
れ
て
後
は
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
」
も
、
「ソ

ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
」
も
、

ク
ロ
ム
プ
ラ

・
パ
ラ
マ

い
ず
れ
も
任
命
さ
れ
ぬ
ま
ま
空
席
と
な
っ
て
い
た
。
五
世
王
(
-
八
六
八

1
一
九
一

O
)
の

時
、
ク
ロ
ム
プ
ラ
ヤ

ー
・

パ
ワ
レ

ー
ト
ワ
リ
ヤ
ロ
ソ
コ
ソ
親
王
が
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
」
に
任
命
さ
れ
る
と
と
も

に
、

ワ
ッ

ト
・

ラ
ー
チ
ャ
ブ
ラ
デ
ィ
ッ
ト
の
プ
ッ
サ
テ

ー
ワ
比
丘
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ア
リ
ヤ
ウ
ォ
ン
グ
サ

ー
カ
タ
ヤ

ー
ソ
が

「
ソ

ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
以
後
、
こ
の
二
識
へ
の
任
命
は
行
な
わ
れ
ず
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
チ
ャ
オ

カ
ナ

・
ヤ
イ
」
す
な
わ
ち
後
世
の
大
管
区
長
に
相
当
す
る
役
職
名
を
も
っ
た
僧
が
、
ま
っ
た
く
独
立
に
（
そ
れ
ぞ
れ
の
所
轄
地
区
の
）

サ
ソ
ガ
を
統
鞘
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
は
四
世
王
時
代
と
同
様
で
、
サ
ソ
ガ
の
総
括
的
な
監
督
の
責
任
は
、

文
部
大
臣
が
こ
れ
を
負

っ
て
い
た
。
特
別
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
文
部
大
臣
は
国
王
陛
下
御
裁
可
を
得
て
こ
れ
を
処
理
す
る
。
別
言
す
れ
ば
、
文
部

大
臣
が
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
の
事
務
を
代
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
に
、
本
法
律
制
定
の
時
点
に
お
い
て
は
、
「
ソ
ム
デ
ッ

ト
・

プ
ラ

サ
ソ
カ
ラ

ー
ト」

も、

「
ソ
ム
デ
ッ

ト
・

プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
」

も、

日

僧

位

笞

m
a
n
a
邑
＾
に
つ
い
て

「
カ
ナ

・
ラ
ー
マ
ソ
」
は
、
名
の
み
の
存
在
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
空
席
で
、
四
名
の
「
ソ

ム
テ
ッ
ト

・
チ
ャ
オ
カ
ナ

・

―
つ

の
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⑭
m
d
e
t
 
P
h
r
a
m
a
h
a
s
a
m
a
m
1
J
 

「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
。フ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
」
と
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
」

は
、
ど
う
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も

と
は
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ
ー
ト
」
と
い
う
―
つ
の
呼
称
し
か
な
か
っ
た
。
三
世
王
ま
で
は
、
王
族
が

こ
の
位
に
就
く
こ

と
は
な
か
っ
た
が
＾
四
世
王
の
時
、

ク
ロ
ム
プ
ラ

・
パ
ラ
マ
ー
ヌ
チ
ッ
ト
チ
ノ
ー
ロ
ッ
ト
親
王
士
か、

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ

カ
ラ

ー
ト
に
任
命
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
特
別
に
待
遇
す
る
必
要
が
生
じ
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
が
通
常
受
け
る
三
璽

の
天
蓋
よ
り
さ
ら
に
上
級
の
五
重
の
天
蓋
を
許
す
こ
と
と
し
、
そ
の
名
も
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
で
は
な
く
、
「
サ
マ

ヌ
ク
マ
ハ
ー
サ
ソ
カ

。ハ
リ
ナ
ー
ヨ
ッ
ク

S
a
m
a
n
u
t
a
m
a
h
a
器
品
k
h
a
p
a
rina
y
o
k
」
と
称
し
た
。
こ
れ
が
、

王
族
が
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ

ソ
カ
ラ

ー
ト
す
な
わ
ち
法
王
の
戦
に
就
任
し
た
最
初
の
事
例
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
名
の
王
族
が
「
サ
マ
ヌ
タ
マ
ハ

ー
サ
ン
カ
パ
リ

ナ
ー
ヨ
ッ
ク
」
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

五
世
王
時
代
に
お
け
る
ク
ロ
ム
プ
ラ
ヤ
ー

・
。ハ
ワ
レ

ー
ト
ワ
リ
ヤ

ー
ロ

ン
コ
ソ

親
王
と
、
今
上
陛
下
の
御
代
に
お
け
る
筆
者
の
二
人
で
あ
る
。
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
。フ
ラ

マ
ハ
ー
サ
マ
ナ

と
い
う
呼
称
は
、
（
と
く
に
上
級
の
）

王
族
が
「
マ
ハ

ー
サ
マ
ヌ
タ
マ
ー
。ヒ
セ
ー

ク

よ
っ
て
、

M
a
h
a
s
a
m
a
n
u
t
a
m
a
μ
h
i
se
k
」
と
呼
ば
れ
る
倣
式
に

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
す
な
わ
ち
法
王
の
職
に
任
じ
ら
れ
た
時
に
与
え
ら
れ
る
呼
称
で
、

筆
者
を
も
っ
て
嘴

矢
と
す
る
。
通
常
の
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
の
場
合
に
は
、
三
重
の
天
蓋
の

み
が
許
さ
れ
る
。

「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ

ー
カ
ナ

g

m
de
t
P
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
」
に
は
、
二
階
級
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ

ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ

・
チ
ャ
オ
カ
ナ

・
ヤ

イ

炉
m
d
e
t
P
h
r
a
r
i
i
c
h
a
k
h
a
n
a
 
C
h
a
o
k
h
a
n
a
 Y
a
i
」
つ
ま
り
「
大
管
区
長
ソ
ム
デ
ッ

ト
・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
と
、

「
ソ
ム
テ
ッ
ト

・プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
カ
ナ
・
プ
ー
チ
ュ
ワ
イ

S
o
m
d
e
t
P
h
r
a
r
a
c
h
a
k
h
a
n
a
 
P
h
u
c
h
u
a
1
」
つ
ま
り

「
大
管

区
長
補
の
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
後
者
は
、
臨
時
に
任
命
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ャ
イ
」
が
た
が
い
に
ま
っ
た
く
独
立
に
サ

ソ
ガ

を
統
轄
し
て
い
た
。

五
世
王
の
時
、

「
チ
ャ
オ
カ
ナ

・
ヤ
イ
」
の
識
が
ま
だ
空
席
に
な
る
以
前
に
、
ワ
ッ
ト
・

ラ
ー
チ
ャ
プ
ラ
ナ
の
プ
ラ
タ
ン
マ
ワ
ロ

ー
ド
ム
（
セ
ニ

ー
ン）
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J

れ
ら
の

一
一
一
種
は
い
ず
れ
も
同
格
で
あ
る
が
、

プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

・
ヨ
ッ
ク

一
応
の
順
位
を
付
し
て
い
る
。
も
と
も
と
は
、
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

・
パ
リ
エ
ソ
、

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
・
ヨ
ッ
ク
、
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

・
サ
マ
タ
の
順
で
あ
っ
た
（
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

・
ヨ
ッ
ク
と
は
、

教
法
に
通
じ
て
い
る
が
、
パ
リ
エ
ソ
の
試
験
を
受
験
し
な
い
者
を
言
う
）
。

そ
の
後
、
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
・
ヨ
ッ
ク
に
、
パ

ー
リ

(3) (2) (1) 
が
そ
れ
で
あ
る
。
①
ー
③
の
三
階
級
の
歴
史
は
古
い
が
、
④
の
「
ラ
ー
ト
位
」
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
は
、
五
世
王
の
時
に
制
定

さ
れ
、
全
部
で
四
階
級
と
な
っ
た
。

「
下
級
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
に
は
三
種
類
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

プ
ラ

ラ
ー
チ
ャ

ー
カ
ナ

・
パ
リ
エ
ソ
（
パ
ー
リ
語
試
験
合
格
者
）

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

・
サ
マ
タ
（
瞑
想
法
に
す
ぐ
れ
た
者
）

(4) (3) 

「テ

ー
プ
位
」
の
。フ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

「ラ

ー
ト
位
」
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ

(2) (1) 
プ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ー
ソ
は
、
森
林
部
の
監
督
長
老
に
す
ぎ
な
い
。

が
、
ノ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ヅ
タ
コ

ー
サ
ー
チ
ャ
ー
ソ
と
な
り
、
「
北
部
大
管
区
長
補
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

「
大
管
区
長
」

が
空
席
と
な
っ
た
時
に
、
「
大
管
区
長
」
に
昇
格
し
た
と
い
う
例
が
あ
る
。
ま
た
、
四
世
王
の

と
き
、
ソ
ム
テ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
ク
コ

ー
サ
ー
チ
ャ

ー
ソ
（
タ
ム
）
が
中
央
大
管
区
長
補
に
任
命
さ
れ
た
が
、
同
一
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

0

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ

「
上
級
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ

P
h
r
a
r
i
i
c
h
i
i
k
h
a
n
a
」
に
は
四
階
級
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

大
管
区
次
長
級
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ

「
タ
ン
マ
位
」
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
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(4) 

「
私
立
寺
院
」
の
住
職
で
あ
る
「
プ
ラ
ク
ル

ー
」。

(3) 

特
任
。
フ
ラ
ク
ル
ー
。
位
階
は
高
い
が
、
①
、

③
と
同
等
の
扱
い
を
う
け
る
。

ク
ル
ー
」
。

(2) 
ッ
ト

P
百
a
k
h
r
u

P
a
l
a
t
」
に
勅
任
さ
れ
た
プ
ラ
ク
ル
ー
。

(1) 
ク
の
プ
ラ
ク
ル

ー
」
の
順
位
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

語
の
出
来
な
い
者
の
数
が
増
し
た
た
め
、

五
世
王
の
時
、
順
序
を
変
更
し
て
、
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

・
サ
マ
タ
が
第
二
位
と
な
り
、

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
マ
ハ
ー
サ
マ
ナ
（
高
級
王
族
で
あ
る
法
王
）
お
よ
び
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
（
平
民
で
あ
る
法

王
）
は
、
パ
ソ
コ
ク
に
在
住
す
る
。
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
お
よ
び
上
級
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
も
、

バ
ン
コ
ク
に
在
住
し
て
い
る
。
例
外
は
、

任
ず
る
場
合
も
あ
る
。

ァ
ュ
タ
ヤ
在
住
の
プ
ラ
ク
ン
マ
ラ
ー
チ
ャ
ー
ヌ
ワ
ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
位
を
ど
れ
と
同
等

「
テ
ー
プ
位
」
と
同
等
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、

ほ
と
ん
ど
が

お
お
よ
そ
「
タ
ソ
マ
位
」
に
準
じ
た
位
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
五
世
王
の
時
に
一
度
、

プ
ラ
タ
ソ
マ
ラ

ー
チ
ャ

ー
ヌ

ワ
ッ
ト
を
、

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
。フ
ラ
プ
ッ
タ
コ

ー
サ
ー

チ
ャ
ー
ン
に
任
じ
た
事
例
が
あ
る
。
ま
た
「
テ
ー
プ
位
」
の
プ
ラ

ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
を
ア
エ
タ
ャ
に
留
め
て
お
い
た
例
も
あ
る
。

下
級
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
の
中
に
は
、
バ
ソ
コ
ク
を
離
れ
て
、
地
方
に
在
住
す
る
者
も
い
る
。
ま
た
地
方
在
住
の
僧
を
こ
れ
に

「
プ
ラ
ク
ル

ー
P
h
r
a
k
h
r
u
J

に
は
、
「
バ
ソ
コ
ク
の
プ
ラ
ク
ル
ー
」
と
「
地
方
の
プ
ラ
ク
ル
ー
」
の
二
種
の
別
が
あ
る
。
「
バ
ソ
コ

「
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
」
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
」
、
「
大
管
区
長
」
の
「
プ
ラ
ク
ル

ー
・
・
バ
ラ

「
大
管
区
次
長
」

の
「
プ
ラ
ク
ル

ー
・

パ
ラ
ッ
ト
」
に
勅
任
さ
れ
た
「
プ
ラ
ク
ル

ー」

お
よ
び
、
官
寺
の
住
識
で
あ
る
「
プ
ラ

に
取
り
扱
う
か
は
勅
旨
に
よ
る
。

。
フ
ラ
ラ
ー
チ

ャ
ー
カ
ナ
・
ヨ
ッ

ク
は
三
位
に
落
と
さ
れ
た
。
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つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
県
サ
ソ
ガ
管
区
長
」
で
あ
る
「
プ

ラ
ク
ル

ー
」
。
（
サ
ソ
カ
パ
ー
と
し
て
の
位
を
有
す
）

「
県
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
」
待
遇
の
「
管
区
長
」
で
あ
る
「
プ
ラ
ク
ル
ー
」
お
よ
び
、
各
県
サ
ソ
ガ
に
お
い
て
、
（
管
長
の
事
務

「
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
マ
ハ
ー
サ
マ
ナ
」
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
」
、
「
ソ
ム
デ
ッ
ト
・

。フ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
、

「
上
級
・
下
級
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
、

「
プ
ラ
ク
ル

ー
」
は
、

サ
マ
ナ
」
あ
る
い
ほ
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
」

は、

い
ず
れ
も
勅
任
の
僧
位
で
あ
る
。
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
マ

ハ
ー

い
ず
れ
か

一
名
で
あ
る
「
ソ
ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ

ナ
す
な
わ
ち
大
管
区
長
」
は
四
名
。
「
大
管
区
長
補
佐
」
は
、
時
に
応
じ
て
任
命
さ
れ
る
。
「
上
級
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
は
、
各

階
級
に
つ
き
四
名
を
定
足
数
と
す
る
。
「
下
級
。
フ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
は
、
定
員
は
な
い
。

た
だ
、
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
ソ

ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
、
「
上
級
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
を
含
め
、
全
部
で
「
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
」
の
数
が
、
八
十

名
を
越
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
数
は
、
プ
ッ
ダ
の
「
八
十
弟
子
」
の
数
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
後
世
で
は
、
こ
の
数
を

「
プ
ラ
ク
ル

ー
・
パ
ラ
ッ
ト
」
の
数
は
、
二
階
級
共
「
管
区
長
」
の
数
と
同
数
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

「
県
サ
ン
ガ
管
区
長
」
で
あ
る
「
プ
ラ

「
官
寺
の
住
職
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー」、

「
特
任
プ
ラ
ク
ル

ー
」
、
「
県
サ
ン
ガ
管
区
次
長
で
あ
る

プ
ラ
ク
ル
ー
」
、
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ク
ル
ー
に
は
定
員
が
な
い
。
「
私
立
寺
院
の
住
職
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル
ー
」
は
、
個
個
人
に
特
有
の
も

「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
。
フ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
」
、
「
大
管
区
長
」

は
、
国
王
か
ら
金
版
の
任
命
状

su
p
h
a
n
n
a
b
a
t

を
下
賜
さ
れ
る
。

「
大
管

区
長
補
佐
」
に
つ
い
て
、

ク
ル
ー
」
は
、
各
県
に
つ
き
一
名
。

越
え
て
い
る
。

五
世
王
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
銀
版
の
任
命
状

hiranyah.lt

を
国
王
か
ら
下
賜
さ
れ

補
佐
と
し
て
任
命
さ
れ
る
）
「
次
長
」
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル
ー
。

(2) (1) 
「地
方
の
。
フ
ラ
ク
ル
ー
」
の
順
位
は
、
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(4) (3) (2) 

常
施
食
二
級
の
下
賜
を
う
け
る
プ
ラ
ク

ル
ー

常
施
食
一
級
の
下
賜
を
う
け
る
。
フ
ラ
ク

ル
ー

四
名

二
名

左
プ
ラ
ク
ル

ー

・
パ
ラ
ッ

ト

一
名

〇

右

プ
ラ
ク
ル
ー

・
パ
ラ
ッ
ト

（
 

ラ
ク
ル

ー
」
の
従
僧
は
、
「
プ
ラ

・
ク
ー
ナ
ー
ヌ

ク
ロ
ム

つ
い
て
は
、
「
プ
ラ
ク
ル
ー
・
ク
ー
ナ
ー
ヌ
ク
ロ
ム

も
の
で
は
な
い。

て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
金
版
の
任
命
状
が
下
賜
さ
れ
る
。

も
し
、
こ
れ
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に

は
、
銀
版
の
任
命
状
が
下
賜
さ
れ

る
。
し
か
し
、
任
命
の
実
例
を
見
る
と
、
す
で
に
銀
版
の
任
命
状
を
受
け
た
者
ば
か
り
な
の
で
、

さ
れ
て
い
る
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
四
世
王
の
時
、
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
プ
ッ
タ
コ
ー

サ
ー
チ
ャ
ー
ン
（
チ
ム
）
が
、
銀
版
の
任
命

状
し
か
下
賜
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
が
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
右
の
基
準
に
依
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「大
管
区
次
長
」

は、

銀
版
の
任
命
状
を
受
け
る
。
た
だ
し
、

当
人
が

（
王
族
の）

あ
れ
ば
、
金
版
の
任
命
状
が
下
賜
さ
れ
る
。
右
以
外
は
、

「
プ
ラ

・
パ
リ
エ
ン
」
の
任
命
も
勅
旨
に
よ
り
、
格
付
け
も
一
定
し
て
い
る
が
、

ー
・

タ
ー
ナ
ー
ヌ
ク
ロ
ム
」
を
持
つ
。

（
単
な
る
従
僧）
」
と
呼
ぶ
。

一
名

い
ず
れ
も
金
版
の
任
命
状
が
下
賜

モ
ム

チ
ャ
オ
、

モ
ム

ラ
ー
チ

ャ
ウ
ォ
ソ
グ
で

い
ず
れ
も
通
常
の
任
命
状
苔
nyabat

が
下
賜
さ
れ
る
。

サ
ン
ガ
の
行
政
の
中
で
は
、

一
定
の
職
を
も

っ

こ
れ
ら
の
僧
位
を
付
与
さ
れ
た
高
僧
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
に
応
じ
た
従
僧
を
持
つ
こ
と
が
勅
許
さ
れ
る
。

従
僧
は、

「
ソ

ム
デ
ッ
ト
・
プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
」
、
「
ソ
ム
テ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
」
、

「
大
管
区
長
」
、
「
上
級
プ
ラ
ラ

ー
チ

ャ
ー
カ
ナ
」

に

（プ

ラ
ク
ル

ー
で
あ
る
従
僧
）
」
、
「
下
級
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー

カ
ナ
」
お
よ
ぴ
「
プ

「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
マ
ハ
ー
サ
マ
ナ
」
あ
る
い
は
「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ

ー
ト
」
は
以
下
の
十
五
名
の

「
プ
ラ
ク
ル
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(4) (3) 

。フ
ラ
ク
ル

ー
・
ロ

ン
グ

rong

プ
ラ
ク
ル

ー

・
ク
ー
ス
ウ
ォ
ッ

ト

プ
ラ
ク
ル

ー

・
ウ
ィ
ナ
イ

w
m
a
-

ヽ
‘,l‘

2
 

,1
し

プ
ラ
ク
ル

ー

・
パ
ラ
ッ
ト

、_
、

ー＇ー
' 「

大
管
区
長
」

の
従
僧
は
つ
ぎ
の
十
名
で
あ
る
。

ト

・
プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
の
従
僧
の
数
に
等
し
い
十
五
名
の
み
と
定
め
た。

「
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
弓

ー
ト
」
の
従
僧
は
、
こ
れ
ら
に
「
プ
ラ
ク
ル
ー

・
パ
ラ
ッ
ト

・
ク
ラ

ー
ソ
グ
」

て
、
総
計
十
六
名
と
な
る
。
こ
の
数
は
、
伝
統
的
な
も
の
で
は
な
く
、
近
年
制
定
さ
れ
た
追
加
で
あ
る
。

ト
・
ク
ラ
ー
ソ
グ
」
と
い
う
識
は
、

ラ
タ
ナ

コ
ー
シ
ソ
朝
の
ソ

ム
デ
ッ

ト
・
プ
ラ
サ
ソ
カ
ラ
ー
ト
の
従
僧
群
の
中
に
見
ら
れ
る
が
、

右

・
左
と
い
う
古
来
の
区
分
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
。
し
か
も
名
前
が
な
い
。
ァ
ュ
タ
ヤ
時
代
に
は
こ
の
職
は
存
在
し
て
い
な
か
っ

た
。
も
し、

「
中
央
大
管
区
」
の
た
め

の
職
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
タ
マ
ユ
ッ
ト
大
管
区
」

の
ほ
う
に
追
加
さ
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
余
計
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
わ
た
し
が
法
王
と
し
て
の
任
命
の
儀
式
を
終
え
た
時
、
こ
れ
を
廃
止
し
て
従
前
の
ソ
ム
デ
ッ

〇

プ

ラ

ク

ル

ー
・

バ
イ
デ
ィ
カ

ー
百
1
d
i
k
a

cl 
。フ
ラ
ク
ル

ー

・
サ
ム
位
m
u

ヽ
ー
，

，
 

，ー、

ク

8
品

｀`
 

ソ
ソ

、̀
l8

プ
ラ
ク
ル

ー
・

，
ー
，

⑦

。
フ
ラ
ク
ル

ー
・

ク
ー
ス
ウ
ォ
ッ
ト

k
h
u

suat 

(6) 

プ
ラ
ク
ル

ー

・
ウ
ィ
ナ
イ
タ
ム

w
m
a
i
t
h
a
m

ー

・
ウ
ィ
ナ
イ

ト
ノ

w
m
a
i
t
h
o
n

｀
ー

J5

プ

ラ

ク

ル

｀

,1
し

二
名

二
名

二
名

一
名

「
プ
ラ
ク
ル

ー

・
バ
ラ
ッ

一
名
が
加
わ
っ

一
名

一
名

一
名

二
名

一
名

一
名
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「
大
管
区
長
補
佐
」
の
従
僧
は
つ
ぎ
の
「
大
管
区
次
長
」
の
従
僧
と
同
数
の
八
名
と
す
る
。

「
大
管
区
次
長
」
の
従
僧
は
「
大
管
区
長
」

の
従
僧
か
ら
、
プ
ラ
ク
ル

ー
・
ロ

ン
グ
の
二
名
を
減
じ
た
八
名
で
あ
る
。

「
テ
ー
プ
位
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
の
従
僧
は
、

「
タ
ン
マ
位
」
よ
り
「
プ
ラ
ク
ル

ー
・

ウ
ィ
ナ
イ
」
の
二
名
を
除
く
計
四

「
ラ
ー
ト
位
の
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
の
従
僧
は
、
さ
ら
に
「
プ
ラ
ク
ル

ー

・
ソ
ソ
グ
」
を
減
じ
た
三
名
で
あ
る
。

「
住
職
で
あ
る
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
」
は
、
「
プ
ラ
パ
ラ
ッ
ト
」
、
「
プ
ラ
サ
ム
」
、
「
プ
ラ
バ
イ
デ

ィ
カ
ー
」
と

い
う
計
三
名
の

従
僧
を
持
つ
。

「
住
職
で
な
い
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
」
で
は
、

「
。フ
ラ
バ
イ
デ

ィ
カ
ー
」
を
減
じ
た
二
名
の
従
僻
が
み
と
め
ら
れ

て

つ
ぎ
に
こ
れ
以
外

の
高
僧
に
許
さ
れ
る
従
僧
の
数
に

つ
い
て
述
べ
る
。

クイ仏教関係法制史行料

以
上
が
高
僧
の
任
命
状
に
記
載
さ
れ
る
勅
許
の
従
僧
数
で
あ
る。

名
。

の
計
五
名
で
あ

っ
た
が
、

五
世
王
の
時
、

「
。
フ
ラ
ク
ル

ー

・
ソ
ソ
グ
」

一
名
を
追
加
し
て
六
名
1
/
1

な
っ
た
。

プ
ラ
ク
ル

ー

・
バ
イ
デ

ィ
カ
ー

、̀'‘4
 

,1
,
 

一
名

プ
ラ
ク
ル

ー
・

サ
ム

｀
ー

、3
 

，
ー
'

一
名

プ
ラ
ク
ル

ー

・
ウ
ィ
ナ
イ

｀
ー
、2
 

（
 

①

欽
賜
名
の
な
い
プ
ラ
ク
ル

ー

・
パ
ラ
ッ

ト

「
ク
ソ
マ
位
の
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
」
の
従
僧
は
、
も
と

プ
ラ
ク
ル

ー

・
バ
イ
デ
ィ
カ
ー

ヽ
ー
，7
 

,1
し り

、
プ
ラ

ク
ル

ー

・
サ
ム

,1
,
 

プ
ラ
ク

ル
ー

・
ソ
ソ

グ

）
 

5
 

，
し

二
名

一
名

一
名

一
名

一
名

393 



「
上
級
。
フ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
で
あ
っ
て
も
住
職
で
な
い
場
合
に
は

こ
れ
と
同
様
に
バ
イ
デ
ィ
カ
ー
を
任
命
し
な
い
。
バ

イ
テ
ィ
カ
ー
は
、
各
寺
院
に
つ
き
一
名
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
官
寺
の
住
職
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー
」
は
、
「
プ
ラ
パ
ラ
ッ
ト
」
以
外
の
二
人
が
従
僧
と
な
る
。

「
私
立
寺
院
の
住
峨
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー
」
に
は
従
僧
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
「
官
寺
の
住
職
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー」

に
準
じ
た
「
従
僧
」
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
位
階
も
な
く
、
ト
ラ
イ
。
ヒ
ー

tra1pi

の
下
賜
も
な
い
の
で
、
問
題
は
な

「
県
サ
ン
ガ
管
区
長
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー
」
は
、
「
サ
ソ
カ
バ
ー
モ

ー
ク
」
の
僧
位
を
有
し
、
「
。フ
ラ
パ
ラ
ッ
ト
」
、
「
プ
ラ

ウ
ィ
ナ

イ
ト
ン」
、
「
プ
ラ
ウ
ィ
ナ
イ
ク
ム
」
、
「
プ
ラ
サ
ム
」
、
「
プ
ラ
バ
イ
デ
ィ
カ

ー」

各
一
名
、
計
五
名
の
従
僧
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
て

「
県
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
に
準
じ
た
位
を
も
つ
県
サ
ソ
ガ
管
区
長
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー
（
プ
ッ
タ

ー
ソ
花
紋
様
の
扇
を
持
つ
）
」
は
、

「
プ
ラ
ウ

ィ
ナ
イ
」

の
二
名
（
「
プ
ラ
ウ
ィ
ナ
イ
ト
ン
」
、
「
プ
ラ
ウ

ィ
ナ
イ

タ
ム
」
）
を
減
じ
た
三
名
の
従
僧
を
許
さ
れ
る
。

し
か
し
、
県
に
よ
っ
て
は
、
「
プ
ラ
ク
ル

ー
サ
ソ

カ
パ

ー
モ
ー
ク
」
の
場
合
と
同
様
、

場
合
も
、
位
階
扇
を
与
え
る
必
要
が
な
く
、
問
題
は
お
こ
ら
な
い
。
な
お
「
県
サ
ソ
ガ
管
区
次
長
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル
ー
」
の
従
僧
は

――
―
名
で
あ
る。

、O＇ 

五
名
の
従
僧
を
持
つ
場
合
が
あ
る
。
こ
の

「
プ
ラ
ク
ル

ー

・
パ
ラ
ッ
ト
」
と
「
特
任
の
プ
ラ
ク
ル

ー」

に
は
、
従
僧
は
許
さ
れ
な
い
。

「
大
管
区
長
」
、
「
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
、

「勅
任
の
プ
ラ
ク
ル
ー
」
、
「
従
僧
に
任
命
さ
れ
た
プ
ラ
ク
ル
ー
」

の
名
は
、

プ
ラ

・
ダ
ム
ロ
ソ
ラ

ー
チ
ャ

ー
ヌ
パ

ー
。
フ
親
王
が
プ
ラ
ヤ

ー
・

プ
ル
ッ
ク

ー
テ
ィ
ボ
デ
ィ
（
オ
ー
ソ
）
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
僧
位

録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
す
べ
き
は
、
従
来
編
纂
さ
れ
て
来
た
僧
位
録
に
は
、
こ
れ

い
る
。

い
る
。

ク
ロ
ム
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こ
と
が
判
明
し
た
の
で
こ
れ
を
中
止
し
、
伝
統
的
方
式
に
し
た
が
い
「
常
施
食
」
と
呼
ぶ
食
費
を
下
賜
す
る
こ
と
と
し
た
。

食
」
と
は
、
純
然
た
る
「
食
費
」
と
し
て
下
賜
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
額
は
僅
少
で
あ
っ
た
。
地
方
在
住
の
プ
ラ
ク
ル

ー
は

「
常
施
食
」
を
受
け
ず
、
毎
月
一
人
に
つ
き
一
タ
ソ

グ
（
約
二
十
立
）
の
精
米
を
王
室
倉
庫
か
ら
受
領
し
た
。
こ
の
現
物
支
給

が
、
現
金
支
給
に
変
わ
っ
た
の
は
、

、0し ら
の
定
足
数
の
定
め
が
な
く
、
そ
の
都
度
の
任
命
に
し
た
が
っ
て
名
前
を
記
録
し
て
い
る
の
で
、
規
定
の
数
よ
り
多
い
場
合
が
ま
ま

整
備
を
行
な

っ
た
際
、

小
県
で
あ
る
。
ハ
タ
ル
ソ
に
こ
れ
ら
二
つ
の
大
県
よ
り
多
い
五
名
の
。
フ
ラ
ク
ル

ー
が
存
在
し
て
い
た
。
古
い
僧
位
録
で
は
こ
れ
が
さ
ら

に
増
え
て
六
名
と
な
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、

れ
を
許
し
、
そ
の
ま
ま
僧
位
録
に
記
載
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
「
プ
ラ
ク
ル
ー
」
の
任
命
は
、
「
地
方
役
人

k
r
o
m
a
k
a
n
」
同
様
、
地

方
長
官
が
行
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、
後
世
僧
位
録
が
編
纂
さ
れ
る
に
際
し
、
こ
れ
ら
の
任
命
が
含
め
ら
れ
た
も
の
に
ち
が

い

こ
れ
ら
の
各
僧
位
を
も
っ
た
高
僧
は
、
最
高
位
か
ら
「
下
級
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
」
、
「
首
都
の
官
寺
の
住
職
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

区
長
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル

ー
は
、
官
寺
を
統
轄
し
、
あ
る
い
は
官
寺
に
止
住
し
な
い
か
ぎ
り
、
「
常
施
食
」
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な

一
世
王
は
、

ー
」
ま
で
、
す
べ
て
に
「
常
施
食
」
が
下
賜
さ
れ
る
。

ナ
コ
ン
シ
ー
タ
マ
ラ
ー
ト
で
は
プ
ラ
ク
ル
ー
が
五
名
、

w
a
i
y
a
w
a
t
c
h
a
k
o
n
 

「
常
施

曰

「
常
施
食

m
t
a
y
a
p
h
a
t

に
つ
い
て
」

な
い
。

ソ
ン
ク
ラ
ー
で
は
同
じ
く
三
名
い
た
の
に
対
し
て
、

ア
ユ
ク
ャ
時
代
に
は
監
察
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
申
が
あ
っ
て
こ

「
常
施
食
」
と
は
「
食
費
k
h
a
a
h
a
n
」
の
意
味
で
あ
る
。
地
方
の
サ
ソ
ガ
管

か
つ
て
、
係
を
定
め
て
、
僧
に
食
物
を
布
施
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
が
円
滑
に
事
が
運
ば
ず
、
方
法
上
限
度
が
あ
る

五
世
王
の
時
、
王
室
倉
庫
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
「
執
事
人
」

あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
の
発
見
し
た
事
例
で
は
、

一
八
八
九
年
、
ラ
ー
マ
五
世
王
治
下
に
あ
っ
て
「
南
部
大
管
区
」
の
組
織
の
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タ
ム
ル
ソ
グ
（
二
十
四
バ
ー
ツ
）
と
な
る
。

(7) （
二
十
六
バ
ー
ツ）

と
な
る
。

(6) 
ソ
グ
（
二
十
バ

ー
ツ
）
と
な
り
、
さ
ら
に
七
タ
ム
ル
ソ
グ
（
二
十
八
バ
ー
ツ
）
に
増
額
さ
れ
た
。

「
テ
ー
プ
位
」
の
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
…
…
は
じ
め
四
タ
ム
ル
ソ
グ
半
(
+
八
バ
ー
ツ
）
。
の
ち
に
、
六
タ
ム
ル
ソ
グ
半

「ラ

ー
ト
位
」
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
…
…
は
じ
め
四
タ
ム
ル
ソ
グ
一
バ

ー
ツ
(
+
七
バ

ー
ツ
）
で
あ
っ
た
が
、

(5) 
に
現
金
を
与
え
る
と
い
う
方
式
に
切
り
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
便
利
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
地
方
在
住
の
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

や
官
寺
止
住
の
プ
ラ
ク
ル
ー
も
、
「
常
施
食
」
の
下
賜
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
常
施
食
」
の
率
は
一
定
し
て
い
な
い
。
あ

る
階
級
の
僧
に
対
し
て
増
額
の
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ソ
ム
、デ
ッ
ト
・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ
ー
ト
で
あ
り
な
が
ら
、
月
額
五
タ
ム
ル
ソ

グ
（
二
十
バ
ー
ツ
）
し
か
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
例
も
あ
っ
た
と
聞
く
。
わ
た
し
が
僧
位
を
得
て
か
ら
も
、
支
給
率
が
増
え
た
経
緯
が

あ
る
。
五
世
王
時
代
の
「
常
施
食
」
の
率
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
っ
た
（
い
ず
れ
も
月
額
）
。

法
王
（
ソ
ム
デ
ッ

ト
・

プ
ラ
マ
ハ

ー
サ
マ
ナ
お
よ
び
ソ
ム

デ
ッ
ト

・
プ
ラ
サ
ン
カ
ラ

ー
ト
）

・・・・・・十
ニ
タ
ム
ル
ソ
グ
（
四
十

大
管
区
長
：
…
・
七
ク
ム
ル
ソ
グ
（
二
十
八
バ
ー
ツ
）
。
特
別
の
場
合
十
タ
ム
ル
ソ
グ
（
四
十
バ
ー
ツ
）
。
の
ち
に
、

大
管
区
長
補
佐
：
…
•

大
管
区
長
と
同
額
の
も
の
も
あ
れ
ば

、

大
管
区
次
長
と
同
額
の
者
も
あ
っ
た
。

大
管
区
次
長
：・：
・は
じ
め
六
タ
ム
ル
ソ
グ
（
二
十
四
バ

ー
ツ
）
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
増
額
さ
れ
、
七
タ
ム
ル
ソ
グ
（
二
十

「
ク
ソ
マ
位
」
の
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
…
…
は
じ
め
四
タ
ム
ル
ソ
グ
三
バ

ー
ツ
(
+
九
バ

ー
ツ
）
で
あ
っ
た
が
、

八
バ
ー
ツ
）
と
な
る
。

(4) (3) 
タ
ム
ル
ン
グ
と
な
り
、
例
外
が
な
く
な
っ
た
。

(2) 
¥
＊ヽ
ー
ツ）。

J
ノ (1) 

五
タ
ム
ル

の
ち
に
六

一
律
に
十
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ハ
ー
ツ
）
が
下
賜
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

(13 
に
六
段
が
九
バ
ー

ツ
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
•
S

ヽ

つ
ナ
カ

の
ち
七
段
か
ら
一
バ
ー
ツ
を
も
っ
て
増
額
さ
れ
た
。

九
段
は
最
高
額
で
―
―
―
タ
ム
ル
ソ
グ
半
（
十
四
バ
ー
ツ
）
〔
す
な
わ
ち
、

は
じ
め
、
四
段
六
バ

ー
ツ
、
五
段
六
段
八
バ

ー
ツ
、
七
段
十
バ
ー
ツ
。
八
段
十
ニ
バ
ー
ツ
、
九
段
十
四
バ

ー
ツ
で
あ
っ
た
の
が
の
ち

「
タ
ソ
マ
位
」
の
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
の
プ
ラ
ク
ル
ー
・
バ
ラ
ッ
ト
•
•
…
•
は
じ
め
常
施
食
な
し
。
の
ち
一
タ
ム
ル
ン
グ
（
四

以
上
の
ほ
か
、
特
定
の
僧
に
対
し
て
特
別
増
額
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

(1A 

「
パ
リ
エ
ソ
」
で
あ
る
僧
…
•
•
•

四
段
を
六
バ
ー
ツ

と
し
、
以
後
、
各
段
ご
と
に
ニ
バ
ー

ツ
増
。
六
段
は
も
と
増
額
さ
れ
な
か

(13 
ム
ル
ソ
グ
（
八
バ

ー
ツ）。

⑬ ⑬ ⑩ (9) 

「
パ
リ
エ
ン
」
で
あ
る
プ
ラ
ラ

ー

チ
ャ
ー

カ
ナ
•
…
•
•
も
と
。
フ
ラ
ヨ
ー

ク

九
段
ー
四
段
は

、

ー
ツ
）
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
各
段
ご
と
に
増
額
さ
れ
、
五
ー
六
段
は
各
段
に
つ
き
一
バ
ー

ツ
増
、
七
段
は
ニ
バ
ー
ツ
増
、

は
各
段
に
つ
き

一
バ
ー
ツ
増
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
最
高
額
（
九
段
）

は
五
タ
ム
ル
ン
グ

ニ
バ
ー
ツ
（
二
十
ニ
バ
ー
ツ
）
、
最
低
額

（
四
段
）
は
従
来
通
り
の
四
タ
ム
ル
ソ
グ
(
+
六
バ

ー
ツ
）
と
な
っ
た
。

(8) 

一
級
従
僧
で
あ
る
。フ
ラ
ク
ル
ー
・
・
・・
・
・
ニ
タ

「
プ
ラ
ヨ
ー
ク
―
―
一
段
位
」
を
も
つ

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
：
…
・
-
―
-
ク
ム
ル
ソ

グ
半
（
十
四
バ
ー
ツ
）
。

「
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ

・
フ
ァ
イ

・
サ
マ
タ
」
、
「
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ

ー
カ
ナ

・
ヨ
ッ
ク
」
、
「
法
王
お
よ
び
大
管
区
長
の
。
フ
ラ
ク

ル
ー
・
パ

ラ
ッ
ト

」
：
…

•
い
ず
れ
も
、
三
タ
ム
ル
ン
グ

(
+
ニ
バ
ー

ツ
）
。

大
管
区
長
補
佐
の
プ
ラ
ク
ル
ー

・
パ
ラ
ッ
ト
…
…
ニ
タ
ム
ル
ン
グ
半
(
+
バ
ー

ツ）。

大
管
区
次
長
の
プ
ラ
ク
ル

ー・

パ
ラ
ッ
ト
、
官
寺
の
住
戦
で
あ
る
プ
ラ
ク
ル
ー
、

特
任
の
プ
ラ
ク
ル

ー、

二
級
従
僧
で
あ
る
。
フ
ラ
ク
ル

ー
…
…

一
タ
ム
ル
ソ
グ
半
（
六
バ

ー
ツ）。

八

1
九
段

ま
た
特
定
の
階
級
に
つ
い
て
減
額
さ
れ
る
こ
と
も

一
律
に
四
タ
ム
ル
ソ
グ
（
十
六
バ
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「
常
施
食
」
と
ほ
、
も
と
も
と
階
級
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
後
世
に
至
る
と
、
階
級
と
不
可
分
の
制
度
と
な
り
、
常
施

も
と
も
と
信
仰
心
の
あ
る
者
が
寺
院
建
立
を
出
願
す
る
時
に
は
自
ら
所
有
す
る
土
地
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
寄
進
し
て
寺
院
を
建
立
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
よ
う
に
、

寺
院
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
村
を
統
轄
す
る
管
区
に
対
し
て
、

サ
ソ
ガ
の
止
住

を
懇
請
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
知
己
の
僧
が
あ
れ
ば
そ
の
僧
に
対
し
て
、
止
住
を
懇
請
す
る
も
よ
く
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
の
寺

の
知
己
の
僧
に
委
嘱
し
て
建
立
し
た
寺
院
に
止
住
す
る
僧
を
求
め
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
。
寄
進
者
か
ら
止
住
を
懇
請
さ
れ
た

僧
は
そ
の
寺
に
赴
い
て
そ
こ
に
留
ま
り
、
新
寺
に
止
住
す
る
僧
の
招
請
を
委
任
さ
れ
た
僧
は
、
サ
ソ
ガ
を
構
成
す
る
に
要
す
る
一
定

数
の
僧
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
小
寺
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
の
場
合
に
は
建
立
者
の
志
の
お
も
む
く
ま
ま
に
新
寺
を

建
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

し
か
し
、
そ
の
「
小
寺
」
に
結
界
地
を
設
け
て
、
布
薩
、
自
恣
、
僧
伽
謁
磨
を
行
な
う
段
に
な
る
と
、

戒
律
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に
従
う
と
、
結
界
地
の
勅
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
四
世
王
の
時
ま
で
は
、
役
人
が
結
界

地
の
指
定
を
行
な
う
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
四
世
王
以
降
は
、
勅
許
状
に
基
づ
い
て
、
所
管
の
長
官
が
結
界
地
指
定
の
命
令
を
発
出
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
勅
許
の
申
請
者
は
、
建
立
者
自
身
で
も
、
住
職
と
な
る
べ
き
僧
で
も
よ
く
、

ま
た
両
者
が
共
同
で
署
名
申
請
し

て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
官
側
か
ら
特
別
の
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
申
請
通
り
の
勅
許
が
得
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。

近
年
に
お
け
る
寺
院
の
建
立
は
、
政
府
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
建
立
者
が
発
願
し
て
寺
院
を
建
立
す
る
と
、
（
そ

れ
だ
け
で
は
す
ま
ず
）
そ
の
寺
院
は
い
ず
れ
か
の
寺
院
の
管
轄
下
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
一
県
の
寺

四

「
寺
院
の
建
立
に
つ
い
て
」

食
の
額
が
任
命
状
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

あ
っ
た
。
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院
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
他
県
の
寺
院
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
う
し
た
学
習
の
二
区
分
に
し
た
が
っ
て
、
「
都
市

サ
ソ
ガ
の
統
轄
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ

こ
う
し
て
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
当
該
地
域
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
場
合
が
お
こ
る
。
た
と
え
ば
、

以
上
の
数
の
寺
院
が
出
来
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
地
城
の
住
民
は
、
も
と
も
と
あ
る
寺
院
で
俵
式
を
行
な
っ
て
い
た
の
が
、
そ
の

儀
式
に
加
わ
る
こ
と
を
喜
ば
な
い
者
が
新
し
い
寺
を
建
て
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
、
寺
院
の
建
立
を
何
か
の
手
段
と

一
地
方
に
あ
ま
り
多
く
の
寺
院
が
あ
る
と
、
信
者
の
奪
い
合
い
が
発
生
し
、
対
立
す
る
派

閥
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
能
力
の
あ
る
住
職
の
寺
に
は
大
勢
の
人
が
出
か
け
る
が
、
住
職
の
力
が
弱
け
れ
ば
競
争
に
勝
て
ず
、

寺
は
衰
微
し
て
し
ま
う
。
と
く
に
、

優
勢
な
寺
が
な
い
場
合
に
は
、
共
存
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、

態
が
起
こ
る
可
能
性
も
あ
る
。
建
立
し
た
寺
院
が
荒
れ
は
て
て
い
る
の
を
よ
く
見
受
け
る
が
、
こ
れ
は
、

こ
れ
を
他
に
転
用
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
か
ら
で
、

恒
久
的
な
建
築
物
が
放
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
仏
教
を
信
奉
す
る
者
に
と
っ
て

嫌
悪
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ア
ュ
タ
ヤ
や
、

ナ
コ
ン
ツ
ー
タ
マ
ラ
ー
ト
に
は
、
こ
う
し
た
寺
院
が
多
く
、
見
苦
し
い
。

―
つ
の
宗
派
の
寺
院
で
あ

っ
た
も
の
が
、
別
の
宗
派
に
移
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ッ
ト
派
の
寺
と
な
る
場
合
な
ど
で
、
こ
れ
に
は
移
籍
許
可
を
申
請
す
る
必
要
は
な
い
。

一
地
域
に
必
要

お
互
い
に
発
展
し
な
い
と
い
う
事

一
度
寺
院
と
し
た
以
上
、

寺
院
は
、
宗
教
の
み
な
ら
ず

一
般
社
会
に
と

っ
て
も
教
育
の
場
で
あ
る
。
宗
教
上
の
学
習
に

は
、
二
種
の
別
が
あ
っ

て
、
そ
の
一

つ
は
聖
典
の
学
習
、
こ
れ
は
「
カ
ソ
タ
ト
ゥ
ラ
K
h
a
n
t
h
a
t
h
u
r
a
」
と
呼
ば
れ
る
。
も
う
一
種
は
瞑
想
法
の
学
習
で
、
「
ウ
ィ

。ハ
ッ
サ
ナ

ー
ト
ゥ

ラ

缶

W
 
1pa
tsa
n
a
t
h
u
r
a
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
い
に
し
え
に
お
い
て
は
、

「
子
弟
の
教
育
に
つ
い

て」

し
て
利
用
し
よ
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

と
も
、
ま
だ
混
乱
し
た
状
況
に
あ
る
が
：
…
•
O

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
の
寺
院
が
ク
マ
ユ
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一
局
と
し
て
教
育
局
が
設
置
さ
れ
、

見
る
間
に
、
こ
の
う
ち
一
方
が
優
勢
と
な
り
、

一
八
九
八
年
、
国
民
教
育
を
全
国
の
地
方
に
普
及
さ
せ
る
議
が

た
と
え
ば
上
記
の
寺
院
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば、

。
フ
ラ
チ

ェ
ー

ト
ボ
ソ
寺
も
同
様
学
問
で
名
高
く
、
瞑
想
法
の
実
践
は
衰
微
し
て
数
名
を
数
え
る
の
み
と
な
り
、
カ
ナ

・
ク
テ
ィ
も
荒

れ
果
て
て
し
ま
っ
た
。
寺
院
の
中
に
は
学
僧
の
居
処
と
な
っ
て
い
る
寺
も
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
学
習
は
、
ビ
ク
た
る
者
の
す
べ
て

が
学
び
、
師
は
弟
子
を
導
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
建
前
で
あ
る
が
、
現
実
で
は
、
す
べ
て
の
寺
に
お

い
て
そ
の
学
習
が
可
能
な
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
寺
の
数
と
比
べ
て
、
教
師
た
り
得
る
僧
の
数
が
足
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。
教
師
を
も
っ
て
い
る
寺
院
の
場
合
で
も
、

現
実
に
有
効
に
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
む
し
ろ
少
な
い
。
そ
の
器
量
才
覚
に
よ
る
と
言
う
べ
き
か
。

世
俗
の
教
育
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
寺
院
は
家
庭
の
子
弟
の
学
習

の
場
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
保
護
者
が
（
特
定
の
僧

に
）
子
弟
を
あ
ず
け
、
ビ
ク
は
あ
ず
け
ら
れ
た
子
供
を
教
育
す
る
と
い
う
よ
う
に
個
人
次
第
で
あ
っ

て、

寺
院
と
し
て
の
事
業
で
は

な
い
。
教
え
る
知
識
内
容
に

し
て
も
、

程
度
の
高
低
は
教
師
で
あ
る
僧
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
五
世
王
の
御
代
に
文
部
省
の

一
般
国
民
の
知
識
の
振
興
が
は
か
ら
れ
た
。
教
育
局
は
、
手
は
じ
め
に
、

首
都
の
各
寺
院
に
学

校
を
設
け
た
が
、
こ
れ
は
サ

ン
ガ
の
仕
事
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
。

起
こ
り
、
わ
た
し
に
寺
院
教
育
統
轄
の
勅
命
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
趣
旨
は
、
僧
は
す
で
に
教
育
に
協
力
し
て
い
る
が
、
制
度
と
し
て

マハ

ー
タ
ー
ト
寺
で
は
学
問
が
、

カ
ナ
・
ク
テ
ィ
と
い
う
瞑
想
法
を
専
修
す
る
僧
の
僧
房
が
あ
る
な
ど
、

一
寺
院
の
中
に
、
二
つ

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
長
い
歴
史
を

ゥ
ラ
」
、

た
と
え
ば
、
ポ
ー
ウ
ォ
ソ
ニ
ウ
ェ
ー
ト
寺
は
、

聖
典
の
学
習
を
も
っ
ば
ら
に
す
る
僧
で
あ
る
。

部
」
と
「
森
林
部
」
の
区
別
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

「
都
市
部
」
の
寺
院
は
人
家
の
近
傍
に
あ
り
、
「
カ
ソ
タ
ト
ゥ
ラ
」
す
な
わ
ち

一
方
、

「森
林
部
」
は
「
森
林
」
の
中
に
住
む
僧
で
あ
っ
て
、
「
ウ
ィ

・ハ
ッ
サ
ナ
ー
ト

つ
ま
り
瞑
想
法
の
修
行
に
専
心
す
る
僧
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
学
習
の
各
分
野
は
、
寺
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
り
、

か
つ
て
学
問
寺
と
し
て
の
名
声
が
高
か
っ
た
し
、
ラ
ー
チ
ャ
シ
ッ
タ
ー
ラ
ー
ム
寺
は
、

瞑
想
法
で
知
ら
れ
て
い
た
。
プ
ラ
チ

ェ
ー
ト
ボ
ン
寺
や
マ
ハ

ー
タ
ー
ト
寺
な
ど
の
大
寺
院
で
は
、
双
方
の
学
習
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
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る
こ
と
が
で
き
る
。

因

「
出
家
と
還
俗
に
つ
い
て
」

聖
典
の
学
習
に
圧
倒
さ
れ
た
事
情
に
似
て
い
る
。

不
備
な
点
が
多
い
。
た
ま
た
ま
そ
の
頃
、
地
方
の
諸
国
を
州
に
編
成
す
る
計
画
が
進
ん
で
い
た
の
で
、
各
州
の
一
名
の
僧
を
、
視
学

僧
と
し
て
任
命
し
、
わ
た
し
の
指
揮
下
に
お
こ
う
と
い
う
計
画
を
立
て
た
。
政
府
側
か
ら
は
ク
ロ
ム
プ
ラ

・
ダ
ム
ロ
ソ
ラ

ー
チ
ャ
ー

ヌ
パ
ー
。フ
親
王
（
当
時
ク
ロ
ム
ル
ア
ソ
グ
）
が
本
計
画
の
後
援
者
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
当
時
の
改
革
は
、
個
人
の
教
師
（
僧
）
に
よ
る

教
育
を
、
寺
院
の
事
業
と
す
る
も
の
で
、
住
職
に
監
督
の
責
任
を
課
し
、
学
校
建
設
の
力
が
あ
る
寺
院
に
は
補
助
金
を
与
え
て
そ
の

建
設
を
推
進
し
、
（
こ
う
し
て
創
設
さ
れ
た
）
寺
院
学
校
を
、
小
区
、
区
、
県
、
州
の
各
単
位
で
統
合
し
て
い
く
と
い
う
計
画
で
あ

っ
た
。
こ
の
計
画
は
、
当
時
の
わ
た
し
の
力
で
も
実
現
可
能
な
計
画
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、

ダ
ム
ロ
ソ
親
王
と
わ
た
し
と
に
そ
の
任

務
が
課
さ
れ
た
の
だ
が
、

教
育
の
整
備
だ
け
を
単
独
に
進
め
る

こ
と
は
障
害
が
大
き
く
、

で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
本
法
が
制
定
さ
れ
た
理
由
の
一
っ
も
そ
こ
に
あ
る

サ
ン
ガ
の
統
合
と
あ
わ
せ
て
推
進
す
べ
き

あ
る
種
の
技
芸
は
寺
院
に
保
存
さ
れ
て
い
て
、

寺
院
は
そ
の
伝
承
の
場
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
（
伝
統
的
）
技
芸
は
、

文
字
を
中
心
と
す
る
学
問
の
勢
い
に
お
さ
れ
て
後
退
し
、
寺
院
の
人
々
も
学
問
一
点
ば
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
瞑
想
法
が
、

出
家
を
希
望
す
る
者
は
、

ど
の
寺
で
得
度
を
受
け
る
に

せ
よ
、

当
該
の
寺
の
住
職
に
挨
拶
し、

各
自
の
主
人
に
別
れ

の
許
し
を
得

れ
ば
、
そ
の
寺
院
あ
る
い
は
別
の
寺
院
か
ら
親
教
師
、
謁
磨
師
、
教
職
師
等
を
決
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
定
め
の
日
に
得
度
を
受
け

五
世
王
の
時
代
、
親
教
師
は
サ
ソ
ガ
管
区
長
お
よ
び
文
部
省
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
親
教
師
は
、
得
度
志
望
者

に
身
許
保
証
人
を
要
求
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
。
身
許
保
証
人
は
出
家
者
に
つ
い
て
の
一
切
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
人
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う
し
、
ま
た
は
る
か
に
劣
る
寺
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

を
止
め
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
っ
た
。

が
宮
内
官
の
場
合
を
除
き
、
当
時
は
ま
だ
官
の
許
可
証
を
必
要
と
は
し
な
か
っ
た
。

宮
内
官
が
出
家
に
際
し
て
許
可
証
を
要
求
さ
れ

た
の
は
四
世
王
以
来
の
慣
行
で
あ
る
。
そ
の
後
、
各
自
の
居
住
地
の
役
人
が
、
出
家
志
望
者
に
対
し
、
許
可
申
請
を
要
求
す
る
よ
う

に
な
り
、
本
法
が
制
定
さ
れ
た
時
に
は
、
す
で
に
こ
れ
が
慣
例
化
し
て
い
た
。
都
合
に
よ
っ
て
は
、
別
の
寺
院
で
得
度
式
を
行
な
い
-.

定
め
た
寺
に
移
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て

い
た
。

得
度
式
終
了
後
、
止
住
先
の
寺
の
住
職
の
許
に
身
分
を
登
録
す
る
の
が
し
き
た
り
で

あ
る
。
新
出
家
者
の
教
誡
は
住
職
の
任
務
で
あ
る
。
還
俗
の
際
は
、
そ
の
住
職
に
別
れ
の
許
し
を
乞
う
た
後
、
儀
式
は
そ
の
寺
で
行

な
う
こ
と
も
、
あ
る
い
は
他
の
寺
で
行
な
う
こ
と
も
、
次
第
に
よ
り
許
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
寺
の
ビ
ク
が
他
の
寺
院
に
移
動
す
る
た
め

に
は
、
受
け
入
れ
先
の
寺
の
住
職
の
許
可
が
あ
れ
ば
移
動
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
慣
例
と
し
て
受
け
入
れ
先
の
寺
の
住
蹴
ほ
保
証
人
を
要
求
し
、
同
様
に
登
録
を
行
な
う
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。

マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
派
の
サ

ー
マ

ネ
ー
ラ
は
、
デ
ッ
ク
・
ワ
ッ
ト
（
俗
人
の
寺
子
）
と
大
差
は
な
い
。
出
家
は
、
住
職
の
一
存
で
出

来
、
保
証
人
や
許
可
証
を
必
要
と
せ
ず
、

還
俗
も
容
易
で
あ
っ
た
。

ク
マ
ユ
ッ
ト
派
で
は
、
ビ
ク
の
場
合
も
サ

ー
マ

ネ
ー
ラ
の
場
合
も
、
本
人
の
自
由
に
ま
か
せ
ず
、
サ
ソ
ガ
の
こ
と
と
し
て
厳
重
に

取
り
扱
っ
た
。
他
の
寺
院
か
ら
僧
を
受
け
入
れ
る
際
に
は
身
分
証
明
書
な
ど
の
厳
重
な
審
査
を
行
な
っ
た
上
で
受
け
入
れ
た
。
サ

ー

マ
ネ
ー
ラ
に

つ
い

て
も
、
布
薩
、
自
恣
、
僧
伽
謁
磨
を
除
け
ば
、
ビ
ク
と
共
に
、
訓
練
左
受
け
る
機
会
を
与
え
た。

デ
ッ
ク

・
ワ
ッ
ト
（
寺
子
）
の
受
け
入
れ
は
住
職
と
そ
の
子
供
の
保
護
者
の
間
で
定
め
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
デ
ッ
ク

・
ワ
ッ
ト

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
の
は
大
方
の
寺
院
に
お
け
る
慣
行
で
、
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
慣
行
を
も
つ
寺
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

こ
の
解
説
を
読
ん
だ
者
は
、
本
法
の
内
容
を
明
ら
か
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
法
の
条
文
の
中
に
は
、
さ
ら
に
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八
年
目
に
当
た
る
仏
暦
二
四
八
四
年
十
月
十
四
日
こ
れ
を
印
す
。

説
明
を
加
え
る
必
要
の
あ
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
サ
ソ
ガ
管
区
長
で
さ
え
、
誤
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
本
法

制
定
後
に
、
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
法
王
の
任
命
も
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
中
央
大
管
区
を
拡
大
し
た

こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
法
に
基
づ

い
て
執
務
す
る
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
、

え
た
の
で
あ
る
。

四

ビ
ク
は
、
戒
律
を
も
っ
て
そ
の
身
を
律
す
る
法
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

し
た
国
法
の
適
用
を
も
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ほ

か
戒
律
お
よ
び
国
法
に
抵
触
し
な
い
世
俗
界
の
慣

習
を
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
要
約
す
る
に
、
ビ
ク
た
る
者
は
、
三
つ
の
法
の
支
配
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

国
法
、
戒
律
、
慣
習
が
こ
れ
で
あ
る
。
本
法
は
、
国
家
の
法
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
内
容
を
理
解
し
て
、
正
し
く
こ
れ
を
遵
守
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ン
ガ
法
」

わ
た
し
は
必
要
な
条
文
に
注
を
加

サ
ソ
ガ
に
関
す
る
特
定
の
法
お
よ
び
一
般
人
を
対
象
と

ク
ロ
ム
・
ワ
チ
ラ
ヤ
ー
ナ
ワ
ロ
ー
ロ
ッ
ト
（
署
名
）

仏
暦
二
四
五
七
(
-
九
一

四
）
年
七
月
十
五
日

ア
ー
ナ
ソ
タ
マ
ヒ
ド

ー
ン
国
王
の
御
名
の
も
と
に
、
（
仏
暦
二
四
八

0
年
八
月
四
日
付
人
民
代
表
議
院
議
長
布
告
に
基
づ

き
〉
摂

政
団
、
す
な
わ
ち
ァ
ー
テ
ィ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
プ
ア

ー
パ
ー、

陸
軍
大
将
。ヒ
ッ
ト
ジ
ェ
ン
ト
ー
ラ
ヨ
ー
テ
ィ
ン
は
、
今
上
陛
下
の
治
世
第

人
民
代
表
議
会
が
サ
ン
ガ
法
を
よ
り
適
切
に
改
正
す
べ
し
と
議
決
し
た
こ
と
に
基
づ
ぎ
、
国
王
陛
下
は
、
人
民
代
表
議
会
の
助
言
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第
十
条

第
九
条

第
七
条

と
承
認
を
得
て
、
以
下

の
ご
と
く
法
律
を
制
定
せ
し
め
給
う
。

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
「
仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ヵ
法
(
P
h
r
a
r
a
t
c
h
a
b
a
n
y
a
t
K
h
a
n
a
 
So品
P
h
u
t
t
h
a
s
a
k
k
a
r
a
t
2
4
8
4
)

」
と
称
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
の
日
以
降
、
現
行
法
令
お
よ
び
規
則
の
う
ち
、
こ
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
及
ひ
こ
の
法
律
に
抵

こ
の
法
律
の
主
管
大
臣
は
文
部
大
臣
と
す
る
。
文
部
大
臣
は
こ
の
法
律
に
し
た
が
い
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
省
令

を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。
省
令
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
と
き
発
効
す
る
。

法
王
は
、

ガ
を
統
轄
す
る
。

法
王
は
、

法
王
は
法
臣
会
議
K
h
a
n
a
S
a
n
g
k
h
a
r
n
o
n
t
r
i

を
通
し
て
、

法
王
は
、

サ
ン
ガ
の
最
高
権
威
者

S
a
k
o
n
m
a
h
a
s
a
n
g
k
h
a
p
a
r
1
n
a
y
o
k

サ
ン
ガ
議
会

S
a
n
g
î
h
a
s
a
p
hii

の
助
言
に
基
づ
き
、

サ
ン
ガ
の
行
政
を
統
轄
す
る
。

サ
ン
ガ
裁
判
所
K
ha
n
a

W
 
m
a
1
t
h
6
n

を
通
じ
て
、

法
王
位
が
空
位
の
場
合
、
あ
る
い
は
法
王
が

一
時
的
に
任
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
は
、
主
席
法
臣
S
a
n
g
k
h
a
n
a
y
o
l
、
ま
た

は
法
臣

S
a
n
g
k
ha
r
n
o
ntri

が
法
王
に
代
わ
っ
て
サ
ン
ガ
を
統
轄
す
る
。

第
八
条

第
六
条

第

五

条

国

王

は
、
法

王

⑭
m
det
P
h
ra 
S
a
n
g
i
^
h
a
r
a
t

を
任
命
す
る
。

第

一
章

法

王

第
四
条

触
す
る
も
の
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

第
二
条

J

の
法
律
ほ
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
か
ら
発
効
す
る
。

第

一
条

総
則

の
地
位
に
あ
り
、
こ
の
法
律
の
条
規
に
し
た
が
い
サ
ソ

サ
ソ
ガ
律
紗
n
g
k
h
a
y
a
t

を
定
め
る
。

サ
ン
ガ
内
の
紛
争
を
裁
定
す
る
。
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第
十
五
条

サ
ン
ガ
議
会
議
員
は
、

つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
資
格
を
失
う
。

第
十
四
条

も
し
定
数
を
越
え
る
と
き
は
、
①
、
②
、
③
の
順
位
お
よ
び
朧
次
順
に
し
た
が
う
。

第
十
二
条

議
長
及
び
副
議
長
の
任
命
に
際
し
て
は
、

文
部
大
臣
が
副
署
す
る
。

第
十
三
条

通
常
議
会
に
お
い
て
は
、
会
期
ご
と
に
法
王
が
サ
ン
ガ
議
会
の
議
決
に
基
づ
き
、

サ
ン
ガ
議
会
議
長
は
、
規
則
に
従
っ
て
議
会
を
運
営
す
る
義
務
を
負
う
。
副
議
長
は
、
議
長
が
不
在
ま
た
は
義
務
遂
行

不
可
能
の
場
合
、
議
長
の
職
務
を
代
行
す
る
義
務
を
負
う
。

議
長
及
び
副
議
長
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

の
た
め
の
議
長
を
互
選
に
よ

っ
て
定
め
る
。

理
人
が
会
議
を
傍
聴
し
、

ま
た
は
議
長
及
び
副
議
長
が
不
在
の
場
合
に
は
、
議
員
は
当
該
の
会
議
時
の
み

サ
ソ
ガ
議
会
の
会
議
は
、
毎
回
総
議
員
数
の
半
分
を
下
ら
な
い
議
員
の
出
席
を
も
っ
て
定
足
数
と
す
る
。

サ
ソ
ガ
議
会
の
会
議
は
、
毎
回
、
戒
律
p
h
r
a
w
i
n
a
i

に
抵
触
し
な
い
か
ぎ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
大
臣
、
も
し
く
は
そ
の
代

ま
た
そ
の
会
議
に
お
い
て
説
明
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

議
長
に
、

一
名
も
し
く
は
数
名
を
副
議
長
に
任
命
す
る
。

(3) 

一
級
。
ハ
リ
エ
ソ

(2) (1) 

サ
ソ
ガ
議
会

を
も
っ
て
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
タ
ソ
マ
」
位
以
上
の
長
老

一
級

プ

ラ

カ

ナ

ー

チ
ャ

ー

ソ

第
十
一
条

サ
ソ
ガ
議
会

(
S
a
n
g
k
h
a
s
a
p
h
i
i
)

第
二
章

は
、
左
記
の
資
格
の
い
ず
れ
か
を
も
つ
四
十
五
名
を
越
え
な
い
数
の
議
員

S
a
m
a
c
h
i
k

サ
ソ
ガ
議
会
議
員
の
中
か
ら
一
名
を
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サ
ン
ガ
談
会
が
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
を
も
っ
て
罷
免
を
決
定
し
た
と
き
、

省
、
及
び
サ
ン
ガ
議
会
議
員
が
こ
れ
で
あ
る
。

必
要
と
す
る
。

た
だ
し
、
戒
律
の
解
釈
に
つ
い
て
、
疑
問
の
あ
る
場
合
に
は
、
戒
律
を
守
る
よ
う
こ
れ
を
解
釈
し、

議
決
を
行
な
わ
な
い
も
の
と

一
年
間
に
開
会
さ
れ
る
通
常
会
期
を
一
期
と
す
る
か
、

通
常
議
会
は
一
期
に
つ
い
て
、

三
十
日
を
越
え
な
い
期
間
と
す
る
。
た
だ
し、

法
王
は
そ
の
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る。

法
王
は
、
会
期
に
し
た
が
っ
て
サ
ソ
ガ
議
会
会
議
を
召
集
し
、
こ
れ
を
開
会
す
る
。

会
議
の
開
会
お
よ
び
閉
会
は
、
法
王
が
出
席
し
て
行
な
う
。
た
だ
し
、
主
席
法
臣
に
代
行
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条

第
十
九
条

必
要
の
際
に
は
、
法
王
は
サ
ン
ガ
議
会
の
特
別
議
会
を
召
集
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

初
回
の
会
期
の
開
会
日
は
、
文
部
大
臣
が

こ
れ
を
定
め
る。

第
十
八
条

す
る
。

た
は
そ
の
案
件
を
保
留
す
る
権
限
を
有
す
る
。

投
票
に
お
い
て
は
、

第
十
七
条

第
十
六
条

(4) (3) 

辞
任

(2) 

還
俗

①

死

亡

サ
ソ
ガ
議
会
会
議
が
受
理
し
審
議
す
る
案
件
は
、
次
の
三
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
臣
会
議
、
文
部

サ
ン
ガ
議
会
議
員
が
案
件
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
主
席
法
臣
の
承
認
を

こ
の
法
律
ま
た
は
律
蔵
に
特
別
に
定
め
の
な
い
か
ぎ
り
、

案
件
の
議
決
は
多
数
決
を
原
則
と
す
る
。

一
名
の
議
員
が
一
票
を
行
使
す
る
。
投
票
数
が
同
数
の
場
合
、
そ
の
会
議
の
議
長
が
最
終
決
定
を
下
し
、
ま

ま
た
は
複
数
期
と
す
る
か
は
、
議
会
に
お
い
て

こ
れ
を
定
め
る
。
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⑦

贖

罪

(6) ⑮

拘

禁

④
休
戦
ま
た
は
免
職

(3) 

「駆
出
掲
磨
」
（
宮
p
p
h
a
c
h
a
r
n
y
a
k
a
m
)

(2) (1) 
規
定
は
戒
律
の
定
め
る
罰
と
は
別
個
で
あ
る
。

(2) (1) 

サ
ン
ガ
律
は
、
以
下
の
場
合
に
こ
れ
を
定
め
る
。

ま
た
、
法
王
は
文
部
大
臣
の
要
請
が
あ
る
と
き
、

文
部
大
臣
の
要
請
に
よ
る
特
別
議
会
の
召
集
に
は
文
部
大
臣
が
副
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十

一
条

戒
律
を
実
践
す
る
方
法
を
定
め
る
場
合
。

サ
ン
ガ
律
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
が
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
。

第
二
十
二
条

sang!

＾harat
、
省
令

K
o
t
K
r
a
s
u
a
品
‘
施
行
規
則

K
h
0
1
ぽ
n
g
k
h
a
p
、
及
び
施
行
細
則

R
a
b
1
a
p

は
、
戒
律
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い
。

サ
ソ
ガ
律
は
違
反
行
為
を
定
め
、
戒
律
及
び
サ
ソ
ガ
律
に
違
反
す
る
行
為
を
行
な
っ
た
出
家
者
に
対
す
る
罰
を
規
定
す
る
。
こ
の

第
二
十
三
条

サ
ン
ガ
律

S
a
品
k
h
a
y
a
t
、
サ
ソ
ガ
規
則
苔
tikaso
品
‘
法
省
令

K
o
t

O
n
g
k
a
n
、
法
王
命
令

P
ご
a
百
目
百
ぜ
m
d
e
t

P
h
r
a
-

戒
律
及
び
サ
ソ
ガ
律
に
対
す
る
違
反
行
為
に
関
し
て
、

強
制
還
俗
の
上
、
再
出
家
を
禁
止

強
制
還
俗

寺
院
内
懲
役

第
二
十
四
条

サ
ン
ガ
議
会
特
別
議
会
を
召
集
す
る
。

サ
ン
ガ
律
に
定
め
ら
れ
る
罰
は
、
次
の
七
種
類
と
す
る
。

サ
ン
ガ
議
会
が
サ
ン
ガ
律
の
起
草
を
終
え
た
と
き
、
主
席
法
臣
は
、
こ
れ
を
法
王
に
提
出
し
て
そ
の
署
名
を
求
め
る
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第
二
十
八
条
法
王
は
、

も
の
と
す
る
。

サ
ン
ガ
律
は
サ
ソ
ガ
布
告

T
h
a
l
a
e
n
g
k
i
i
n
K
h
a
n
a
 S
o
n
g

を
も
っ
て
告
示
さ
れ
た
時
か
ら
発
効
す
る
。

法
王
が
サ
ソ
ガ
律
案
文
に
贅
成
せ
ず
、
主
席
法
臣
が
こ
れ
を
提
出
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
サ
ソ
ガ
議
会
に
差
し
戻

さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
十
五
日
以
内
に
差
し
戻
し
が
無
い
場
合
、

っ
て
修
正
の
可
否
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ソ
ガ
議
会
が
原
案
通
り
議
決
を
行
な
っ
た
な
ら
ば
、
再
度
当
該
サ
ン
ガ
律
案

を
法
王
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
法
王
が
七
日
以
内
に
署
名
を
行
な
わ
な
い
場
合
に
は
、
文
部
大
臣
が
こ
れ
を
審
議
し
、
適
当
と

認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の

サ
ソ
カ
律
案
を
七
日
以
内
に
サ
ン
ガ
議
会
議
長
に
回
付
す
る
。
こ
の
場
合
、

第
二
十
五
条

目
的
と
し
て
、

前
記
委
員
会
の
会
議
は
、
過
半
数
委
員
の
出
席
を
も
っ
て
定
足
数
と
す
る
。

を
有
す
る
。

第
二
十
七
条

し
た
事
項
の
内
容
の
公
開
は
、
文
部
大
臣
の
許
可
を
得
た
時
の
み
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

サ
ソ
カ
議
会
議
員
の
中
か
ら
常
任
委
員
を
選
任
し
、

サ
ソ
ガ
議
会
、

サ
ン
ガ
議
会
は
該
当
案
文
を
再
度
審
議
の
上
、
秘
密
投
票
に
よ

サ
ソ
ガ
議
会
は
サ
ソ
ガ
議
会
の
職
務
ま
た
は
サ
ソ
ガ
に
関
す
る
業
務
を
遂
行
し
、
こ
れ
を
審
議
し
調
査
す
る
こ
と
を

サ
ン
ガ
議
会
議
員
で
あ
る
ビ
ク
、

サ
ソ
ガ
議
会
は
、
こ
の
法
律
の
条
規
を
運
用
す
る
た
め
に
、

サ
ン
ガ
議
会
議
長
が
サ
ン
ガ

ま
た
は
サ
ソ
ガ
議
会
議
員
で

サ
ン
ガ
議
会
の
議
事
お
よ
び
審
議
規
則
を
定
め
る
権
限

サ
ソ
ガ
議
会
委
員
会
、
法
臣
会
議
ま
た
は
法
臣
会
議
の
設
置
し
た
委
員
会
が
秘
密
会
に
お
い
て
審
議

一
名
の
主
席
法
臣

S
a
ng
k
h
a
n
a
y
o
k

及
び
九
名
を
越
え
な
い
法
臣

S
a
ng
k
h
a
m
o
n
t
r
i

法
臣
会
議

K
h
a
n
a
S
a
n
g
l
^
h
a
n
o
n
t
r
i
 

第
二
十
六
条

な
い
ビ
ク
の
中
か
ら
特
別
委
員
を
選
任
す
る
権
限
を
有
す
る
。

律
の
告
示
に
署
名
す
れ
ば
発
効
す
る
。

か
ら
な
る
法
臣
会
議
を
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第
三
十
二
条

第
三
十
三
条

(4) (3) (2) 

文
部
大
臣
の
辞
任
要
求

辞
任

サ
ン
カ
の
中
央
行
政
機
構
と
し
て
の
注
省
を
お
く
。

法
王
は
サ
ソ
カ
律
の
規
定
に
し
た
が
い
、
サ
ソ
ガ
規
則
か
定
め
る
権
利
を
有
す
る
。

還
俗

①

死

亡

前
記
の
場
合
の
ほ
か
法
臣
は
以
下
の
場
合
に
そ
の
資
格
を
失
う
。

で
、
引
き
続
き
そ
の
地
位
に
あ
っ
て
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

そ
の
他
は
、
と
く
に
学
識
経
験
あ
る
ビ
ク
の
中
か
ら
選
ぶ
も
の
と
し
、
必
ず
し
も
サ
ソ
ガ
議
会
議
員
た
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

サ
ソ
ガ
議
会
議
員
で
な
い
法
臣
は
、

第
三
十
条

第
三
十
一

条

主
席
法
臣
及
び
法
臣
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
四
名
は
、

サ
ソ
ガ
議
会
に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
が
投
票
権
は
な
い
。

主
席
法
臣
は
サ
ソ
ガ
行
政
に
つ
い
て
の
責
任
を
負
う
。
ま
た
、
各
法
省
の
長
官
に
任
命
さ
れ
た
法
臣
は
、
所
管
法
省
を

統
轄
す
る
責
任
を
負
う
。
す
べ
て
の
法
臣
は
、
法
省
の
長
た
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
法
臣
会
議
の
す
べ
て
の
行
為
に
対
し、

連
帯
責

任
を
有
す
る
。

了
し
た
と
ぎ
、

法
臣
会
議
は
そ
の
在
任
期
間
が
満
四
年
に
達
し
た
と
き
、

総
辞
職
し
た
と
き
、
ま
た
は
主
席
法
臣
が
そ
の
資
格
を
終

サ
ン
ガ
行
政
担
当
の
職
を
辞
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
辞
職
し
た
法
臣
会
議
は
新
た
に
法
臣
会
議
の
任
命
が
あ
る
ま

法
臣
会
議
の
任
命
は
、
文
部
大
臣
が
こ
れ
を
副
署
す
る
。

任
命
す
る
。

サ
ン
ガ
議
会
議
員
の
中
か
ら
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(1) 
第
三
十
八
条
寺
院
に
は
二
種
あ
る
。

第

四

章

寺

院

各
法
省
は
、
そ
の
統
轄
責
任
者
と
し
て

一
名
の
法
臣
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
要
に
応
じ
て
、
副
監
督
責
任
者
と
し
て
、

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

サ
ン
ガ
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
管
区

p
hiik

に
監
督
長
老
C
h
a
o
k
h
a
n
a
T
ruatkiin

を
置
く
。

監
督
長
老
は
、

れ
る
よ
う
、

第
三
十
七
条

サ
ソ
ガ
行
政
が
戒
律
、

サ
ソ
ガ
行
政
に
関
す
る
業
務
を
統
轄
し
、
命
令
し
、
助
言
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
。

第
十
二
条
、
第
二
十
条
、
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

サ
ソ
ガ
行
政
職
で
あ
る
親
教
師
P
h
r
a
u
p
a
t
c
h
i
i
y
a

の
任
命
、
解
任
ま
た
は
転
任
は
、

方
法
に
よ
っ
て
行
な
う
。

浄
域
設
定
の
勅
許
を
う
け
た
寺
院

法
王
命
令
に
は
法
臣
一
名
の
副
署
を
要
す
る
。

第
三
十
六
条

サ
ン
ガ
律
、
サ
ン
ガ
規
則
、
法
省
令
、
法
律
、
施
行
規
則
、
施
行
細
則
に
そ
っ
て
運
営
さ

サ
ン
ガ
の
地
方
行
政
制
度
は
、
サ
ン
ガ
律
を
も
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

副
法
臣
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

サ
ソ
ガ
律
を
も
っ
て
、
右
記
以
外
の
法
省
を
増
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

建
設
法
省

③

布

教

法

省

③

教

育

法

省

(1) 

行
政
法
省

サ
ソ
ガ
に
関
す
る
サ
ン
ガ
律
、
サ
ソ
ガ
規
則
及
び

サ
ソ
ガ
律
に
規
定
さ
れ
た
原
則
と
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第
四
十
四
条

(4) (3) 

住
職
は
、
以
下
の
権
限
を
持
つ
。

規
則
、
施
行
細
則
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
よ
う
指
導
監
督
す
る
こ
と
。

出
家
者
及
び
在
家
者
に
仏
法
と
戒
律
を
教
え
導
く
こ
と
。

（
在
家
者
）
の
宗
教
行
事
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と。

(2) (1) 
第
四
十
一
条

第
四
十
二
条

第
四
十
三
条

す
る
こ
と
。

住
職
は
以
下
の
任
務
を
負
う
。

一
寺
院
に

一
名
の
住
職

C
h
a
o
A
w
a
t

を
置
く
。
適
当
な
ら
ば
、

一
名
ま
た
は
若
干
名
の
副
住
職

R
宮
g

C
h
a
o
 A
w
a
t
、

境
内
及
び
寺
領
地
の
所
有
権
の
移
譲
は
法
律
に
よ
っ
て
の
み
行
な
い
得
る
も
の
と
す
る
。

住
職
補
佐

P
百
chuai
C
h
a
o
 A
w
a
t

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

サ
ン
ガ
律
、

サ
ソ
ガ
規
則
、
法
省
令
、
法
律
、
施
行
規
則
、
施
行
細
則
に
し
た
が
い
、
寺
務
を
統
轄
し
、
寺
院
財
産
を
管
理

所
轄
寺
院
内
に
止
住
ま
た
は
寄
留
す
る
出
家
者
及
び
在
家
者
が
戒
律
、

サ
ソ
ガ
律
、

サ
ソ
ガ
規
則
、
法
省
令
、
法
律
、
施
行

⑥
寄
進
地
。
寺
院
ま
た
は
仏
教
の
利
益
の
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
を
い
う
。

③
寺
領
地
。
寺
院
の
所
有
財
産
で
あ
る
土
地
を
い
う
。

①

境
内
。
寺
院
の
敷
地
及
び
そ
の
寺
院
の
領
域
内
の
土
地
を
い
う
。

第

四

十

条

境

内

(thi
w
a
t
)

及
び
寺
院
に
属
す
る
土
地
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

浄
域
の
設
定
は
勅
許
に
よ
る
。

第
三
十
九
条

寺
院
の
建
立
創
設
、
合
併
、
譲
渡
、
移
転
及
び
閉
鎖
は
省
令
に
よ
る
。

③

小

寺

炉

m
n
a
k
S
o
n
g
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第
五
十
条

サ
ソ
ガ
裁
判
所
構
成
員
の
任
命
及
び
、
評
事
の
審
理
判
決
の
手
続
き
は
、

第
六
章

サ
ン
ガ
裁
判
所

k
h
a
n
a
W
l
na
lthoI
n

第
四
十
八
条

共
有
宗
教
資
産
の
管
理
維
持
は
文
部
省
の
所
管
と
す
る
。

(2) (1) 

住
戟
に
無
断
で
出
家
者
ま
た
は
在
家
者
が
寺
院
内
へ
の
立
入
り
ま
た
は
止
住
す
る
の
を
禁
止
す
る
こ
と
。

住
戦
の
命
令
訓
告
に
従
わ
な
い
出
家
者
ま
た
は
在
家
者
を
寺
院
外
へ
追
放
す
る
こ
と
。

寺
院
内
に
止
住
ま
た
は
寄
留
す
る
出
家
者
ま
た
は
在
家
者
が
、
戒
律
、

規
則
、
施
行
細
則
に
基
づ
く
住
職
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、

当
該
の
出
家
者
ま
た
は
在
家
者
に
寺
院
内
懲
役
ま
た
は

t
ha
m
b
o
n

ま

第
四
十
五
条

出
家
者
は

い
ず
れ
か
の
寺
院
に
所
属
し、

宗
教
資
産
紛
tsan
a
s
om
窓
t

共
有
宗
教
資
産

寺
院
宗
教
資
産

第
四
十
七
条

第
四
十
九
条

第
五
十
一
条

第
五
十
二
条

文
部
省
は
共
有
宗
教
資
産
の
た
め
の
年
度
予
算
を
作
成
す
る
。
文
部
省
は
法
臣
会
議
の
承
認
を
得
て
当
該
予
算
を
公

布
し
こ
れ
を
執
行
す
る
。

寺
院
宗
教
資
産
の
取
り
扱
い
は
、
法
臣
会
議
の
承
認
を
得
て、

文
部
省
が
制
定
し
た
規
則
に
よ
る
。

サ
ソ
ガ
内
の
評
事
の
審
理
お
よ
び
判
決
は
、

サ
ソ
ガ
裁
判
所
の
所
轄
と
す
る
。

サ
ン
ガ
裁
判
所
は
戒
律
及
び
サ
ン
ガ
律
に
し
た
が
っ
て
評
事
を
自
由
に
寄
理
し
判
決
す
る
。

寺
院
所
有
の
資
産
と
い
う
。

い
ず
れ
の
寺
院
に
も
帰
属
し
な
い
仏
教
共
有
の
資
産
を
い
う
。

第
四
十
六
条

宗
教
資
産
は
つ
ぎ
の
二
種
に
分
け
ら
れ
る
。

第
五
章

た
は

k
h
0
1
k
h
a
m
a
t
h
o
t

の
懲
罰
を
科
す
る
こ
と。

(3) (2) (1) 

サ
ン
ガ
律
、

サ
ソ
ガ
規
則
、
法
省
令
、
法
律
、
施
行

か
つ
一
定
の
住
所
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

サ
ソ
ガ
律
に
よ
る
。
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経
過
規
定

は
法
臣
会
議
に
煮
見
を
提
出
す
る
権
限
を
有
す
る
。

第
五
十
七
条

第
五
十
九
条

第
五
十
八
条
タ
イ
国
サ
ソ
ガ
以
外
の
サ
ソ
ガ
行
政
は
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

P
h
a
n
a
k
品
a
n

と
み
な
す
。

こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
職
務
を
遂
行
す
る
地
位
に
任
ぜ
ら
れ
た
僧
は
、
刑
法
に
い
う
政
府
係
官

C
h
a
o

サ
ン
ガ
議
会
事
務
局
及
ぴ
法
臣
会
議
事
務
局
の
事
務
は
、
宗
教
局
に
お
い

て
こ
れ
を
行
な
う
。
こ
の
た
め
に
宗
教
局

第

八

章

雑

則

利
用
の
罪
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
。

第
五
十
六
条

っ
た
者
は
一
年
以
下
の
禁
固
刑
に
処
す
。

(4) (3) (2) (1) 
第
五
十
三
条

第
五
十
四
条

何
人
も
、
第
二
十
七
条
に
抵
触
す
る
行
為
を
行
な
っ
た
者
は
、
三
カ
月
以
下
の
禁
固
刑
に
処
す
る
。

何
人
も
、
以
下
の
各
号
に
該
当
す
る
行
為
を
行
な
っ
た
者
は
六
ヵ
月
以
下
の
禁
固
刑
に
処
す
る
。

戒
律
に
基
づ
い
て
出
家
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
家
者
を
模
倣
し
た
服
装
を
す
る
こ
と
。

出
家
を
す
る
権
利
を
失
っ
た
者
が
、
そ
の
事
実
を
秘
匿
し
て
出
家
す
る
こ
と
。

バ
ー
ラ
ジ
カ
に
定
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
家
者
の
服
装
を
や
め
な
い
こ
と
。

強
制
還
俗
の
最
終
裁
定
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
還
俗
し
な
い
こ
と
。

第
五
十
五
条

タ
イ

・
サ
ソ
ガ
ま
た
は
他
の
サ
ソ
ガ
に
属
す
る
僧
を
誹
謗
し
、
こ
れ
を
衰
退
さ
せ
分
裂
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
行
な

そ
の
職
務
の
遂
行
に
お
い
て
不
正
を
行
な
っ
た
在
俗
補
佐
役
は
、
刑
法
に
規
定
す
る
官
吏
の
職
権
及
び
地
位
の
不
正

第
七
章

罰

則
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て
作
業
を
続
け
て
来
た
が
、

今
般
、

主
要
な
部
分
に
つ

い
て
そ
の
作
業
が
完
成
を
見
た。

五

経
律
の
結
集
が
完
了
す
る

か
、
こ
の
法
律
発
効
の
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
八
年
を
越
え
な
い
か
ぎ
り
、
古
来
信

奉
さ
れ
実
践
さ
れ
て
き
た
教
義
lat
t
h
i

を
変
更
さ
せ
る
よ
う
な
、

を
適
当
と
考
え
る
。

ヽ

／
ー
ニ
カ
ー
イ

ヽ

「
サ
ン
ガ
法
」

に
か
ん
す
る
政
府
声
明

施
行
規
則
も
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

第
六
十
条

い
か
な
る
サ
ン
ガ
律
、

を
通
過
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
法
の
特
徴
は
、
戒
律
を
犯
さ
ぬ
範
囲
に
お
い
て
、

勅
命
副
署
者

サ
ソ
ガ
規
則
、
法
王
命
令
、
省
令
ま
た
は

ピ
プ
ー
ン
ソ
ソ
ク
ラ
ー
ム

「仏
暦
二
四
八
四
年
サ
ソ
ガ
法
」
の
施
行
に
あ
た
り
、
政
府
は
国
民
各
位
に
衆
知
せ
し
め
る
た
め
、
以
下
の
声
明
を
行
な
う
こ
と

わ
が
政
府
が
、
仏
教
を
称
揚
し
、
こ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
与
え
よ
う
と
多
大
の
努
力
を
払
っ

て
き
た
こ
と
は
、

タ
マ
ユ
ッ
ト
両
派
の
大
合
同
の
期
待
の
下
に）

プ
ラ
シ
ー

・
マハ

ー
タ
ー
ト
寺
院
を
建
立
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
も

明
ら
か
に
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
統
治
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
仏
教
保
護
奨
励
対
策
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し

す
な
わ
ち
、

内
閣
総
理
大
臣

た
と
え
ば
（
マ

本
声
明
と
同
日
付
で
官
報

に
告
示
さ
れ
る
「
サ
ソ
ガ
法
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
今
回
制
定
さ
れ
た

「
サ
ソ
ガ
法
」
は
、
さ
き
に
サ

ソ
ガ
の
承
認
を
得
、
ま
た
国
会

サ
ン
ガ
の
統
治
組
織
を
、
国
家
統
治
の
方
式
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に
近
づ
け
た
こ
と
に
あ
る
。
サ
ソ
ガ
の
統
治
を
国
家
に
準
じ
て
行
な
う
こ
と
は
、
世
尊
御
在
世
の
当
時
よ
り
、
用
い
ら
れ
て
き
た
方

式
で
あ
っ
て
、

た
と
え
ば
季
節
の
数
え
方
な
ど
、
世
尊
の
御
制
定
に
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
の
中
に
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

下
っ
て
、

ラ
タ
ナ

コ
ー
シ
ソ
王
朝
五
世
王
の
治
世
に
お
い
て
、

チ
ュ
ラ
ロ
ソ
コ
ン
大
帝
陛
下
は
、
「
ラ
タ
ナ
コ
ー
シ
ソ
暦
―
ニ
―
年

サ
ソ
ガ
統
治
法
」
を
御
制
定
に
な
っ
た
が
、
そ
の
序
文
の
中
に
お
い
て
も
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
法
は
プ
ッ
ダ
の
教
法
と
戒
律
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
条
に
お
い
て
も
、
教
法
と
戒
律
と
に
違

反
し
た
行
為
を
許
さ
な
い
と
の
方
針
が
貫
か
れ

て
お
り
、
戒
律
を
厳
重
に
遵
守
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
す
こ
と
を
建
前

本
法
に
お

い
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
は
、

経
律
の
結
集
の
実
施
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

経
律
の
結
集
が
完
了
す
る
か
、
あ
る
い

は
お
そ
く
と
も
本
法
施
行
の
日
よ
り
八
年
以
内
に
、
（
マ
ハ
ー
ニ
カ
ー
イ
と
タ
マ
ユ
ッ
ト
ニ
カ
ー
イ
と
い
う
）
二
つ
の
ニ
カ
ー
イ
（
派
）

（両
派
の）

大
合
同
は
、
僧
俗
双
方
、
全
国
民
の
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
実
現
は
ク
イ
国
民
、
仏
教
徒
の
す
べ
て
に
と

っ
て
ま
こ
と
に
嬰
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

「
仏
暦
二
五

0
五
年
サ
ン
ガ
法
」

仏
暦
二
五

0
五
年
、
治
世
第
十
七
年
、
十
二
月
二
十
五
日
、
公
布
。

プ
ー
ミ
ボ
ソ
・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ
ー
ト
（
署
名
）

9 ← 

ノ‘

が
合
同
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

れ
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
仏
暦
二
四
八
四
年
十
月
十
四
日
官
報
に
掲
載
）

サ
ン
ガ
の
統
治
が
、
王
国
の
統
治
と
同
様
に
、
改
正
さ
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第
六
条

第
五
条

ぎ
り
で
な
い
。

第
四
条

こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
、

仏
暦
二
四
八
四
年
サ

ン
ガ
法
を
廃
止
す
る
。

第
二
条

」
の
法
律
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

プ
ー
ミ
ポ
ソ
・
ア
ド
ゥ
ソ
ヤ
デ
ー
ト
国
王
は
、
勅
命
を
も
っ
て
以
下
の
と
お
り
布
告
せ
し
め
給
う
。

サ
ソ
ガ
法
を
改
正
す
る
こ
と
が
、
時
宜
に
適
し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
国
会
の
地
位
を
有
す
る
憲
法
起
草
議
会
の

助
言
と
承
認
に
よ
り
、
以
下
の
通
り
法
律
を
制
定
せ
し
め
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
は
、

「
仏
暦
二
五

0
五
年
サ

ソ
ガ
法

Phrariitchabanyat
K
h
a
n
a
 
S
o
n
g
 P
h
0
1
s
0
1
2
5
0
5
」
と
呼
ぶ
。

一
年
間
以
内
は
、
こ
の
法
律
が
官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
の
サ
ソ
ガ
に
関
す
る
す
べ
て
の
省
令
K
o
t
K
r
a
s
u
a
品
‘

サ
ソ
ガ
律

S
a
品
k
h
a
yat
ヽ^
サ
ン
ガ
規
則

Katikasong‘

法
省
令

K
o
t
O
n
g
k
a
n
、

法
王
命
令

P
h
r
a
h
a
n
c
h
a

S
o
m
d
e
t
 
P
h
r
a
s
a
品
k
h
a
r
a
t
、
施
行
規
則

K
h
o
 
B
a
品
k
h
a
p
、
施
行
細
則

rabiap

は
、
こ
の
法
律
に
抵
触
し
な
い

限
り
続
け
て
有
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
省
令
、
大
長
老
会
議
令
K
o
t
M
a
h
a
t
h
e
r
a
s
a
m
a
k
h
o
m
、
法
王
命
令
、

大
長
老
会
議
命
令
ー
施
行

規
則
、
全
施
行
細
則
を
も
っ
て
廃
止
を
定
め
た
と
ぎ
、
あ
る
い
は
同
一
の
趣
旨
あ
る
い
は
こ
れ
と
抵
触
す
る
省
令
、
大
長
老
会
令
、

法
王
命
令
、
大
長
老
会
命
令
施
行
規
則
、
同
施
行
細
則
が
制
定
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
別
段
の
定
め
を
も
う
け
た
と
き
は
こ
の
か

第
四
条
の
実
施
の
た
め
に
、

サ
ソ
ガ
に
関
す
る
サ
ン
ガ
律
、

サ
ソ
ガ
規
則
、
法
省
令
、
法
王
命
令
、
サ
ソ
ガ
法
施
行
規
則
、

施
行
細
則
の
定
め
る
す
べ
て
の
権
限
義
務
の
う
ち
、
こ
の
法
律
に
そ
の
職
掌
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
職
に
あ
る
ビ
ク
ま
た
は
委
員
会

の
権
限
義
務
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

大
長
老
会
議
が
、
大
長
老
会
令
を
も
っ
て
、

ビ
ク
に
そ
の
権
限
義
務
を
与
え
る
か
を
、

し
か
る
べ
く
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。

い
か
な
る
位
の
単
数
も
し
く
は
複
数
の

こ
の
法
律
の
実
施
は
、
文
部
大
臣
の
所
管
と
す
る
。
文
部
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
に
省
令
を
公
布
す
る
権
限
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(3) (2) (1) 
第
十

一
条

法

王

は
、

の
任
務
を
代
行
す
る
。

つ
ぎ
の
場
合
に
そ
の
任
を
解
か
れ
る
。

法
王
は
、
サ
ン
ガ
最
高
権
威
者
S
a
k
o
n
m
a
h
i
i
,
坦
品
k
h
a
p
a
n
n
i
i
y
o
k

の
地
位
に
あ
り
、

大
長
老
会
令
に
抵
触
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
法
王
命
令
を
布
告
す
る
。

法
王
位
が
空
位
の
場
合
、
朧
次
が
最
高
で
あ
る
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
り
m
d
e
t
P
h
r
a
r
i
i
c
h
i
i
k
h
a
n
a

が
法
主

法
王
が
王
国
内
に
不
在
ま
た
は
任
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
、
法
王
は
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
の
中
か
ら
一
名
を

事
務
代
理
に
任
命
す
る
。
も
し
、
任
命
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は、

誠
次
が
最
高
で
あ
る
ソ
ム

デ
ッ

ト

・
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
が
法

王
の
任
務
を
代
行
す
る
。

法
王
事
務
代
理
に
任
命
さ
れ
た
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
が
法
王
の
任
務
を
代
行
で
き
な
い
場
合
、
腺
次
が
最
高
で

あ
る
他
の

ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
が
法
王
の
任
務
を
代
行
す
る
。

死
亡
し
た
と
き

還
俗
し
た
と
き

辞
任
し
た
と
き

第
十
条

第
九
条

法

王

は
、
大
長
老
会
議
の
議
長
の
任
務
を
遂
行
す
る
。

第
八
条

第
七
条

国

王

は
、
法
王
を
任
命
す
る
。

第

一
章

法

王

省
令
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
て
施
行
さ
れ
る
。

を
有
す
る
。

サ
ソ
ガ
を
統
轄
し
、
国
の
法
律
、
戒
律
、
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す
る
。

第
十
七
条

第
十
六
条 勅

命
に
よ

っ
て
解
任
さ
れ
た
と
き

第
十
二
条

大
長
老
会
は
、
法
王
を
職
権
上
の
議
長
と
し
、
職
権
に
よ
る
会
員
て
あ
る
ソ
ム
デ
ッ

ト
・

プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ

ナ
の
全

員
と
、
法
王
の
指
命
す
る
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
四
名
以
上
八
名
以
下
を
も
っ

て
構
成
す
る
。

第
十
三
条

（
文
部
省
）
宗
教
局
長
を
大
長
老
会
の
職
権
上
の
書
記
と
し
、

宗
教
局
を
大
長
老
会
の
事
務
局
と
す
る
。

法
王
が
大
長
老
会
会
員
に
指
名
し
た
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
の
任
期
は
ニ
カ
年
と
し
、
重
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

死
亡
し
た
と
き

還
俗
し
た
と
き

辞
任
し
た
と
き

法
王

の
命
令
に
よ

っ
て
解
任
さ
れ
た
と
き

大
長
老
会
会
員
が
任
期
満
了
前
に
離
職
し
た
場
合
、
法
王
は
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
一
名
を
後
任
の
会
員
に
指
名
す
る
。

前
項
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
会
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
任
期
満
了
ま
で
の
み
と
す
る
。

大
長
老
会
議
長
が
会
議
に
欠
席
4
9
る
か
ま
た
は
不
在
で
あ
り
、
か
つ
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ

ー
カ
ナ
に
任
務
の

代
行
を
委
任
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
大
長
老
会
は

一
名
の

ソ
ム
デ
ッ

ト
・

プ
ラ
ラ
ー
チ
ャ
ー
カ
ナ
を
代
行
に
指
名
す
る
。
こ
の
指

名
を
行
な
う
た
め
の
大
長
老
会
で
は
、
騰
次
が
最
高
の
ソ
ム
デ
ッ
ト

・
プ
ラ
ラ

ー
チ
ャ
ー

カ
ナ
を
議
長
と
す
る
。

大
長
老
会
は
、
職
権
上
の
委
員
及
び
任
命
に
よ
る
委
員
の
合
計
の
半
数
を
下
ら
な
い
委
員
の
出
席
を
も
っ
て
定
足
数
と

(4) (3) (2) (1) 
第
十
五
条
大
長
老
会
会
員
は、

第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

い
て
解
任
さ
れ
る
ほ
か
、

つ
ぎ
の
場
合
に
そ
の
任
を
解
か
れ
る
。

第
十
四
条

第
二
章
大
長
老
会

(4) 
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大
長
老
会
令
が
適
当
と
認
め
る
と
ぎ
は
、
各
サ
ン
ガ
長

c
h
a
o
k
h
a
n
a

を
補
佐
す
る
者
と
し
て
、

(4) (3) (2) (1) 

大
管
区
サ
ン
ガ
長

c
h
a
o
k
h
a
n
a
p
h
a
k
 

(4) (3) (2) り

大
管
区

p
h
a
k

地
方
サ
ン
ガ
の
統
轄
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
分
け
る
。

サ
ソ
ガ
の
統
轄
組
織
は
、
大
長
老
会
令
を
も
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

り
、
大
長
老
会
令
を
公
布
し
、
施
行
規
則
を
布
告
し
、
同
細
則
を
定
め
ま
た
は
命
令
を
発
し
、
こ
れ
ら
を
施
行
す
る
権
限
を
有
す
る
。

第
三
章

第
二
十
条

第
十
九
条

第
十
八
条

大
長
老
会
は
、

大
長
老
会
会
員
の
任
命
及
ひ
解
任
は
、
法
王
命
令
に
文
部
大
臣
が
副
署
し
て
こ
れ
を
行
な
う
。

第
二
十
一
条

第
二
十
二
条

サ
ン
ガ
の
統
轄

県
管
区

c
h
a
品
w
a
t

郡
管
区

a
r
n
p
h
o
e

大
管
区
サ
ン
ガ
副
長

サ
ン
ガ
を
幣
然
と
統
轄
す
る
権
限
と
義
務
を
有
す
る
。
こ
の
た
め
、
法
律
及
び
戒
律
に
抵
触
し
な
い
限

行
政
村
管
区

t
a
r
n
b
o
n

各
管
区
の
数
及
び
範
囲
に
つ
い
て
は
、
大
長
老
会
令
を
も

っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

地
方
サ
ソ
ガ
統
轄
の
た
め
、
以
下
の
と
お
り
の
各
管
区
統
轄
責
任
者
と
し
て
ピ

ク
を
任
命
す
る。

県
管
区
サ
ン
ガ
長

c
h
a
o
k
h
a
n
a
c
h
a
n
g
w
a
t
 

郡
管
区
サ
ソ
ガ
長

c
h
a
o
k
h
a
n
a
a
m
p
h
o
e
 

行
政
村
管
区
サ
ソ
ガ
長

c
h
a
o
k
h
a
n
a
t
a
m
b
o
n
 

大
長
老
会
会
議
規
則
は
、
大
長
老
会
議
令
に
し
た
が
う
。

r01
品
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c
h
a
o
k
h
a
n
a
 
p
h
a
k
、
県
管
区
サ
ソ
ガ
副
長

r
a
n
g

c
h
a
o
k
h
a
n
a
 
c
h
a
n
g
w
a
t
、
郡
サ
ン
カ
副
長

r
a
n
g

c
h
a
o
k
h
a
m
 
a
m
p
h
o
e
、
行
政
村
サ

ソ
カ

r
6
ng
 

c
h
a
o
k
h
a
n
a
 
t
a
m
g
n
 

第
二
十
―
―
一
条

他
の

サ
ソ
ガ
の
統
轄
の
任
に
あ
る
ビ
ク
お
よ
び
在
俗
補
佐
役

続
に
よ
る
。

第
二
十
四
条

第
二
十
五
条

原
則
と
手
続
き
を
定
め
た
大
長
老
会
令
を
公
布
す
る
。
権
限
を
有
す
る
大
長
老
会
が
、
大
長
老
会
令
に
お
い
て

．
大
長
老
会
自
身
あ

る
い
は
、

を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

親
教
師

p
hra
u
p
a
c
h
a
、
住
職

c
h
a
o

a
w
a
t
、
副
住
職

r
習
g
ch~o 

awiit
、
住
職
補
佐
P

百
c
h
u
m

c
h
a
o
 
awiit
、
そ
の

懲
戒

rn
k
h
a
k
a
k
a
m

と
還
俗

戒
律
に
違
反
し
た
ビ
ク
は
、
懲
戒
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ク
に
下
さ
れ
る
懲
戒
は
、
戒
律
に
基
づ
く
懲
戒
で
な

第
二
十
四
条
の
規
定
の
も
と
に
、
懲
戒
が
正
し
く
す
み
や
か
に
か
つ
公
正
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
、
大
長
老
会
は
そ
の

サ
ン
ガ
統
轄
に
責
任
を
負
う
ヒ
ク
に
対
し
、
戒
律
に
違
反
し
た
ビ
ク
に
懲
戒
を
加
え
る
権
限
を
与
え
、

も
っ
て
最
終
裁
定
と
す
る
か
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
は
適
法
と
み
な
さ
れ
る
。

第
二
十
七
条

い
ず
れ
の
審
級
を

戒
律
に
違
反
し
、
最
終
裁
定
で
還
俗
の
懲
戒
処
分
に
決
し
た
ビ
ク
は
、
そ
の
裁
定
の
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
還

還
俗
に
至
ら
な
い
懲
戒
処
分
の
裁
定
を
受
け
な
が
ら
も
そ
の
処
分
に
応
じ
な
い
ビ
ク
、
ま
た
は
い
ず
れ
の
寺
院
に
も

属
さ
ず
定
住
地
も
持
た
な
い
ビ
ク
に
つ
い
て
は
、
大
長
老
会
は
審
議
の
上
こ
れ
に
還
俗
を
命
ず
る
権
限
を
有
す
る
。

前
項
に
よ
り
、
還
俗
の
裁
定
を
受
け
た
ビ
ク
は
、
裁
定
を
知
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
還
俗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C

第
二
十
九
条

刑
法
上
の
犯
罪
を
犯
し
た
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
ヒ
ク
で
、
取
調
官
ま
た
は
検
事
が
一
時
の
釈
放
を
適
当
と
せ
ず
、
当

俗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

副
長

w
a
i
y
i
i
w
a
t
 

の
任
命
及
び
解
任
は
、
大
長
老
会
令
の
定
め
る
原
則
と
手
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境
内
及
び
寺
領
地
は
、
訴
訟
の
対
象
と
し
え
な
い
財
産
で
あ
る
。

領
地
に
つ
い
て
の
時
効
に
関
し
、
寺
院
と
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
十
四
条

第
三
十
五
条

境
内
及
び
寺
領
地
の
所
有
権
移
譲
は
、
法
律
に
よ
っ
て
の
み
行
な
い
得
る
も
の
と
す
る
。
何
人
も
、
境
内
お
よ
び
寺

⑱
寄
進
地
。
寺
院
ま
た
は
仏
教
の
利
益
の
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
を
い
う
。

③
寺
領
地
。
寺
院
の
所
有
財
産
で
あ
る
土
地
を
い
う
。

①

境

内

thi 

w
a
t
0

寺
院
の
敷
地
及
び
そ
の
寺
院
の
領
域
内
の
土
地
を
い
う
。

第
三
十
二
条

第
三
十
三
条

境
内

(thi 
w
a
t
)

及
び
寺
院
に
属
す
る
土
地
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
し

寺
院
の
建
立
、
創
設
、
合
併
、
移
転
、
閉
鎖
及
び
浄
域
設
定
の
勅
許
申
請
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
る
。

寺
院
閉
鎖
の
場
合
、
閉
鎖
さ
れ
た
寺
院
所
有
の
財
産
は
共
有
宗
教
資
産
伶
笞
g
o
m
b
a
t

k
l
a
n
g

と
な
る
。

(2) (1) 

小
寺
（
器
m
n
a
k
s
o
n
g
)
 

第
三
十
一
条

浄
域
設
定
の
勅
許
を
う
け
た
寺
院

寺
院
は
つ
ぎ
の
二
種
類
と
す
る
。

第

五

章

寺

院

該
ビ
ク
が
所
属
す
る
寺
院
の
住
職
が
身
柄
の
保
護
を
拒
否
し
、
ま
た
は
住
蹴
が
身
柄
を
保
護
す
る
の
を
不
適
当
と
判
断
し
た
場
合
、

ま
た
は
当
該
ビ
ク
が
所
属
す
る
寺
院
を
も
た
な
い
場
合
、
取
調
官
は
当
該
の
ビ
ク
を
還
俗
せ
し
め
る
手
段
を
講
ず
る
権
限
を
有
す
る
。

第
三
十
条

裁
判
所
の
判
決
ま
た
は
命
令
に
よ
っ
て
、
ビ
ク
を
禁
固
、
拘
留
、
拘
禁
す
る
場
合
、
裁
判
所
の
判
決
ま
た
は
命
令
を
執

行
す
る
権
限
と
職
務
を
持
つ
取
調
官
は
、
当
該
ビ
ク
を
還
俗
せ
し
め
る
手
段
を
講
ず
る
権
限
を
有
す
る
。
当
該
ビ
ク
の
還
俗
は
裁
判

所
に
報
告
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
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第
四
十
条

宗
教
財
産
（
邑
咎
忌
ombat)

は
、
以
下
の
二
種
に
分
け
ら
れ
る
。

第
六
章 住

職
の
許
可
を
得
な
い
出
家
者
ま
た
は
在
家
者
の
寺
院
内
へ
の
立
入
り
ま
た
は
居
留
を
禁
止
す
る
こ
と
。

住
蹴
の
勧
告
に
し
た
が
わ
な
い
出
家
者
ま
た
は
在
家
者
を
寺
院
外
へ
放
逐
す
る
こ
と
。

所
轄
寺
院
内
に
止
住
し
、

第
三
十
九
条

ま
た
は
一
時
止
住
す
る
出
家
者
及
ぴ
在
家
者
が
戒
律
、
大
長
老
会
令
、
施
行
規
則
、
施
行
細
則
、

大
長
老
会
命
令
に
違
反
し
た
場
合
、

寺
院
で
労
役
を
課
し
、
制
裁
を
加
え
て
贖
罪
さ
せ
る
こ
と
。

住
職
が
空
位
の
場
合
ま
た
は
住
職
が
そ
の
任
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
に
は
、
住
職
代
行
を
任
命
す
る
。
住
職
代
行

住
戟
代
行
の
任
命
は
、
大
長
老
会
令
の
定
め
ら
れ
る
原
則
と
手
続
き
に
し
た
が
う
。

宗
教
財
産

は
、
住
職
と
同
一

の
権
限
と
任
務
を
有
す
る
。

(3) (2) (1) 
第
三
十
八
条
住
戦
は
、
以
下
の
権
限
を
有
す
る
。

(4) 

（
在
家
者
の
）

宗
教
行
事
に
便
宜
を
与
え
る
。

(3) (2) (1) 
第
三
十
七
条

寺
院
の
振
典
を
は
か
り
、
寺
務
を
統
轄
し、

寺
院
の
宗
教
財
産
を
管
理
す
る
。

所
轄
寺
院
内
に
止
住
し
ま
た
は
一
時
止
住
す
る
出
家
者
及
び
在
家
者
が
戒
律
、
大
長
老
会
令
施
行
規
則
、
施
行
細
則
ま
た
は

大
長
老
会
命
令
を
履
行
す
る
よ
う
監
督
す
る
。

出
家
者
及
び
在
家
者
に
仏
法
を
説
法
す
る
。

住
職
は
以
下
の
任
務
を
負
う
。

c
h
a
o
 
aw1it

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条

一
寺
院
に

一
名
の
住
職

c
h
a
o
a
w
a
t

を
樅
く
。
適
当
な
ら
ば
、
副
住
職
r

習
g

c
h
a
o
 
a
w
a
t

ま
た
は
住
職
補
佐
P

百
c
h
u
a
l
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第
四
十
六
条
タ
イ
国
サ
ン
ガ
外
の
サ

ン
ガ
の
統
轄
に
つ
い

て
は
、
省
令
に
従
う
。

第
四
十
四
条

第
四
十
五
条

タ
イ
国
サ
ソ
ガ
を
衰
退
さ
せ
、
ま
た
は
分
裂
さ
せ
る
よ
う
な
中
傷
を
行
な
っ
た
者
は
、

金
ま
た
は
一
年
以
下
の
禁
固
刑
、
ま
た
は
罰
金
及
び
禁
固
刑
の
両
方
を
科
す
る
。

サ
ソ
ガ
統
轄
に
任
命
さ
れ
た
ビ
ク
及
び
在
俗
補
佐
役
は
刑
法
に
い
う
政
府
係
官
と
み
な
す
。

第

八

章

雑

則

クイ仏教関係法制史資料

は
六
カ
月
以
下
の
禁
固
刑
に
処
す
る
。

(2) (1) 2
 

共
有
宗
教
財
産
の
管
理
維
持
は
、
宗
教
局
の
所
管
と
す
る
。
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
宗
教
局
は
共
有
宗
教
財
産
の
所
有
者
と
み

寺
院
所
有
宗
教
財
産
の
管
理
維
持
は
、
省
令
の
定
め
る
手
続
き
に
し
た
が
う
。

第
四
十
一

条

第
四
十
二
条

第
四
十
三
条

文
部
省
は
、
大
長
老
会
令
の
承
認
を
え
て
共
有
宗
教
資
産
の
年
度
予
算
を
作
成
す
る
。
官
報
に
告
示
さ
れ
て
は
じ
め

第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
ま
た
は
第
二
十
八
条
に
違
反
し
た
者
は
、
六

ヵ
月
以
下
の
禁
固
刑
に
処
す
る
。

バ
ー
ラ
ー
ジ
カ

に
よ
っ
て
、
出
家
の
権
利
を
喪
失
し
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を
秘
匿
し
て
出
家
し
た
者

パ
ー
ラ
ー
ジ
カ

に
定
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
出
家
者
と
し
て
の
服
装
を
や
め
な
い
者

第
七
章

罰

則

て
当
該
予
算
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
す
。

寺
院
所
有
宗
教
資
産
。
特
定
の
寺
院
が
所
有
者
で
あ
る
資
産
を
い
う
。

①

共
有
宗
教
財
産
。
特
定
の
寺
院
の
所
有
で
な
い
仏
教
所
有
財
産
を
い
う
。

五

0
0
0バ
ー
ツ
以
下
の
罰
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第
三
条

第
二
条

文
部
省
宗
教
局
の
組
織
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
と
す
る
。

こ
の
勅
令
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

第

一
条

こ
の
法
律
を
制
定
施
行
し
た
理
由
は
、

そ
も
そ
も
サ
ン
ガ
の
運
営
は
、
現
行
の
サ
ン
ガ
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
権
力
の
均
衡
を
目
的
と
す
る

権
力
分
立
の
原
理
に
基
づ
い
て
行
な
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
制
度
の
採
用
は
、
い
た
ず
ら
に
運
営
効
率
の
低
下
を
も
た
ら
す

ば
か
り
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
旧
法
の
改
正
を
適
当
と
考
え
、
サ

ン
ガ
の
最
嵩
権
威
者
が
、
法

律

と

戒

律

に

し

た

が

ぃ
、
大
長
老
会
を
通

し
て
サ
ン
ガ
を
統
轄
す
る
よ

う
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
仏
教
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
た
め
の
措
置
で

あ
る
。

。フ

ー
｀`
、ボソ

・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ
ー
ト
国
王
は
、
勅
命
を
も
っ

て
以
下
の
と
お
り
布
告
せ
し
め
給
う
。

文
部
省
宗
教
局
の
組
織
を
定
め
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
仏
暦
二
四
九
五
年
国
家
行
政
組
織
法
」
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、

つ
ぎ
の
と
お
り
勅
令
を
制
定
せ
し
め
る
。

こ
の
勅
令
は
、
「
仏
暦
二
五

0
六
年
文
部
省
宗
教
局
組
織
令
」
と
呼
ぷ
゜

仏
暦
二
五

0
六
年
、
治
世
第
十
八
年
、
七
月
三
十
日
、
公
布
。

プ
ー
、、、ボソ

・
ア
ド
ゥ
ン
ヤ
デ

ー
ト

（
署
名
）

注

七

「仏
暦
二
五

0
六
年
文
部
省
宗
教
局
組
織
令
」

陸
軍
充
帥

勅
命
副
署
者

サ
リ
ッ
ト
・
ク
ナ
ラ
ッ
ト

内
閣
総
理
大
臣
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附論第 2部

(1) 
回

⑱

法

省

課

クイ仏教関係法制史資料

(2) り

俊

典

課

四
(2) (1) 

国

局
付
書
記
官
官
房

統
計

・
登
録
課

宗
教
教
育
部

教
科
書

・
図
書
室
課

宗
教
大
学
課

道
徳
教
育
部

宗
教
教
員
課

道
徳
教
育
振
興
課

宗
教
擁
護
部

宗
教
振
輿
課

宗
教
資
産
部

資
産
登
録
課

(3) (2) (1) 

調
査
課

口
ぃ

会
計
課

③

法

規

課

(2) ①

文
書
課

日

四
課
と
す
る
。

三
課
と
す
る
。

二
課
と
す
る
。

三
課
と
す
る
。

四
課
と
す
る
。
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第
四
条

本

勅
令
の
主
管
大
臣
は
文
部
大
臣
で
あ
る
。

④

調
整
課

③

技
術
課

(2) (1) 
囮

開

発

部

⑥

公
益
課

(4) (3) (2) 

サ

ソ
ガ
課

①

総
務
課

因

中
央
資
産
運
用
課

地
方
資
産
運
用
課

大
長
老
会
書
記
局

教
理
試
験
課

教
育
振
興
課

四
課
と
す
る
。

宗
教
営
造
物
課

寺
院
保
全
課

(4) (3) ③

財
務
課

五
課
と
す
る
。

陸
軍
元
帥

勅
命
副
署
者

サ
リ

ッ
ト
・

タ
ナ
ラ

ッ
ト

内
閣
総
理
大
臣

“26 



附論第 2部 クイ仏教関係法制史資料

第
二
条

こ
の
勅
令
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

第

一
条

（
前
文
）

注本
勅
令
は
、
宗
教
局
が
設
訟
さ
れ
て
す
で
に
長
く
、
事
務
は
増
大
の
一

途
を

た
ど
る
の
で
、
現
行
の
「
サ
ソ
ガ
法
」
の
規
定
に
そ
っ
て
、
同

局
の
組
織
を
改
正
す
る

こ
と

を
適
当
と
考
え
制
定
し
た
も
の

で
あ
る
。

ア
ー
ナ
ソ
タ
マ
ヒ
ド
ー
ソ

王
の
摂
政
プ
リ
デ

ィ
・
パ
ノ
ム
ヨ
ソ
グ
、
（
仏
暦
二
四
八
七
年
〔
一
九
四
四
〕

会
議
長
声
明
に
基
づ
き
）
仏
暦
二
四
八
八
年
（
一
九
四
五
）
五
月
三
日
、
す
な
わ
ち
今
上
陛
下
の
治
世
第
十
二
年
、
こ
れ
を
制
定
す
。

タ
イ
王
国
憲
法
に
し
た
が
え
ば
、

ス
ラ

ー
ム
を
信
奉
す
る
地
方
に
居
住
す
る
国
民
に
つ
い

て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
に
、
陛
下
の
ム

ス
リ
ム

臣
民
は
、
そ
の
信
仰
に
基
づ

い

て
宗
教
的
活
動
を
行
な
え
る
よ
う
こ
れ
に
援
助
と
保
護
を
与
え
、
独
立
国
タ
イ
の
国
民
た
る
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
し
め
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
国
王
陛
下
の
摂
政
は、

せ
し
め
る
。

第
三
条

こ
の
勅
令
は、

「
仏
暦
二
四
八
八
年
イ
ス
ラ

ー
ム
擁
護
に
関
す
る
勅
令
」
と
呼
ぶ
。

「チ

ュ
ラ
ー
ラ
ー

チ
ャ
モ
ン
ト
リ

護
を
実
施
す
る
任
務
を
有
す
る
。

附

タ
イ
国
民
は
信
教
の
完
全
な
自
由
を
有
し、

八
月
一
日
付
人
民
代
表
議

タ
イ
国
王
は
宗
教
の
擁
護
者
で
あ
る
。
い
ま
、

イ

ク
イ
王
国
憲
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
以
下
の
と
お
り
勅
令
を
制
定

C
h
u
l
i
i
r
i
i
t
c
h
a
m
o
n
t
r
i
」
は
タ
イ
国
王
を
代
表
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
ク
イ
国
王
の
擁

「
仏
暦
二
四
八
八
年
イ

ス
ラ
ー
ム
の
擁

護

に

関
す
る
勅
令
」
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が
、
内
務
省
の
同
意
を
得
て
こ
れ
を
定
め
る
。

ス
ラ
ウ
内
に
お
け
る
宗
教
上
の
役
戦
の
任
免
、

お
よ
び
、
宗
教
的
事
項
の
処
理
方
法
は
、
「
タ
イ
国
イ
ス
ラ
ー
ム
中
央
委
員
会
」

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
ス
ラ
ウ
の
長
で
あ
る
）
ト
・
イ
マ
ム

to 
i
m
a
m

を
、
同
委
員
会
の
委
員
長
と
す
る
。

第
八
条

が
こ
れ
を
行
な
う
。

置
し
、

さ
れ
る
。
委
員
長
、
委
員
の
任
免
は
内
務
大
臣
の
助
言
に
し
た
が
い
勅
旨
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
な
う
。
「
チ
ュ
ラ
ー
ラ
ー
チ
ャ
モ
ン

イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
奉
す
る
住
民
が
多
数
居
住
す
る
地
区
に
対
し
、
内
務
省
は
、
県
ご
と
に
「
イ
ス
ラ
ー
ム
委
員
会
」
を
設

け
、
所
轄
県
内
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
県
当
局
の
諮
問
に
応
じ
せ
し
め
る
。
各
県
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
委
員
会
」

は
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
委
員
長
と
五
名
を
下
ら
な
い
ム
ス
リ
ム
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
委
員
長
、
委
員
の
任
免
は
内
務
省

「
イ
ス
ラ
ー
ム
委
員
会
」
の
設
置
さ
れ
て
い
な
い
県
に
お
い
て
は
、
「
イ
ス
ラ
ー

ム
中
央
委
員
会
」
が
当
該
県
の
「
イ
ス
ラ

ー
ム

委
員
会
」
の
任
務
を
代
行
す
る
。

各
県
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
委
員
会
」
は
、
県
当
局
の
同
意
を
得
て
ス
ラ
ウ

s
u
r
a
u

単
位
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
委
員
会
」
を
設
置

第
七
条

ト
リ
」
は
、
職
務
上
、
本
委
員
会
の
委
員
長
と
な
る
。

第
六
条

第
五
条

対
す
る
御
下
賜
金
の
受
領
申
請
を
行
な
う
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
右
御
下
賜
金
を
受
け
る
者
の
人
数
は
、
そ
の
都
度
定
め
ら
れ
る
。

し
て
、

第
四
条

文
部
省
が
適
当
と
認
め
る
と
き
、
「
ク
イ
国
立
イ
ス
ラ
ー
ム
専
門
学
校

I
t
s
s
a
l
a
m
w
,
t
t
h
a
y
菩
i
h
a
e
品

P
r
a
t
h
e
t
T
h
a
i
」
を
創
設

ム
ス
リ
ム
に
宗
教
上
の
教
育
と
訓
練
と
を
受
け
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
大
学
の
卒
業
者
は
メ
ッ
カ
巡
礼
者
に

（
タ
イ
国
）
政
府
は
、
「
ク
イ
国
イ
ス
ラ
ー
ム
中
央
委
員
会

K
h
a
n
a
k
a
m
r
n
a
k
a
n
K
一宮
g

Its
saliim 
h
a
e
n
g
 
P
r
a
t
h
e
t
 
T
h
a
i
」
を
設

イ
ス
ラ

ー
ム

に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
内
務
省
お
よ
び
文
部
省
の
諮
問
に
応
ず
る
任
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
ク
イ
国
イ
ス
ラ

ー
ム
中
央
委
員
会
」
は
ム
ス
リ
ム
た
る
委
員
長
と
五
名
を
下
ら
な
い
ム
ス
リ
ム
の
委
員
を
も
っ
て
構
成

428 



附論第 2部 クイ仏教関係法制史資料

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

「
タ
イ
国
イ
ス
ラ
ー
ム
中
央
委
員
会
」
、
「
各
県
イ
ス
ラ

ー
ム
委
員
会
」
、
「
各
ス
ラ
ウ

・
イ
ス
ラ

ー
ム
委
員
会
」
の
各
委
員

お
よ
び
イ
ス
ラ

ー
ム
関
係
役
職
者
は
、
勅
令
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
た
寛
服
を
着
用
し
、
記
章
を
阻
用
す
る
権
利
を
有

内
務
省
と
文
部
省
は
、
本
勅
令
の
条
項
を
実
施
す
る
た
め
、
「
タ
イ
国
イ
ス
ラ
ー
ム
中
央
委
員
会
」
と
協
議
の
上
、

イ
ス
ラ

ー
ム

（
テ
キ
ス
ト
は

P
r
a
m
u
a
n
R
a
b
i
a
p
 K
a
n
s
a
t
s
a
n
a
 
K
h
o
ng
 K

r
o
m
 K
ansiitsa
nii 
K
r
n
su
a
n
g
s
u
ksathik
翌
.
B
a
ng
k
o
k
,
 19

5
1
.
 p
p
.
 13
3
-
1
3
5
 

「
仏
暦
二
四
九
一
年
イ
ス
ラ
ー
ム
の
擁
護
に
関
す
る
勅
令

（
第
二
）
」

プ
ー``
、

ポ
ソ

・
ア
ド
ゥ
ソ
ヤ
デ

ー
ト

王
の
摂
政
団
と
し
て
の
任
務
を
有
す
る
「
最
高
顧
問
会
議

K
h
a
n
a

A
p
h
,ratt
h
a
m
ont
ri
」
議
員
、

ラ
ソ
グ
シ
ッ
ト

・
ク
ロ
マ

ク
ソ

・
チ
ャ
イ
ナ
ー
ト
ナ
レ
ソ
ト
ー
ソ
、

ャ
セ
ー
ウ
ィ
、

ァ
ロ
ソ
グ
コ
ッ
ト
、

タ
ー
ニ

ー

ニ
ワ
ッ
ト
、

ア
ド
ウ
ン
デ

ー
チ
ャ
ラ
ッ
ト
、
仏
暦
二
四
九
一

年
（
一
九
四
八
）
今
上
陛
下
の
治
世
第
三
年
こ
れ
を
制
定
す
。

こ
よ̀
＂,
 

マ
ー
ナ
ワ
ラ
ー
チ

「
仏
暦
二
四
八
八
年
イ
ス
ラ

ー
ム
の
擁
護
に
関
す
る
勅
令
」
の
改
正
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

の
で
ク
イ
王
国
臨
時
憲
法
第
八

つ
ぎ
の
と
お
り
勅
令
を
公
布
す
る。

附

る
）
。

の
擁
護
に
関
す
る
規
則
を
制
定
す
る
。

第
十
条
本
勅
令
の
主
管
大
臣
は
内
務
大
臣
お
よ
び
文
部
大
臣
と
す
る
。

す
る
。

第
九
条

総
理
大
臣

副
署
者
ク
ォ
ソ
グ

・
ア
パ
イ
ウ
ォ
ソ
グ
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制
定
す
。

第
三
条

こ
の
勅
令
は
、
「
仏
暦
二
四
九
一
年
イ
ス
ラ
ー
ム
の
擁
護
に
関
す
る
勅
令
（
第
二
）
」
と
呼
ぶ
。

「
仏
暦
二
四
八
八
年
イ
ス
ラ
ー
ム
の
擁
護
に
関
す
る
勅
令
」
の
第
三
条
を
廃
止
し
、

「
第
三
条

る
。

第
二
条

附
国
王
は
、

パ
タ
ニ
ー
県
、

チ
ュ
ラ
ー
ラ
ー
チ
ャ
モ
ソ
ト
リ
を
任
命
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
文
部
省
事
務
局
の

諮
問
に
応
じ
せ
し
め
る
。
チ
ュ
ラ
ー
ラ
ー
チ
ャ
モ
ソ
ト
リ
に
対
し
、
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
額
の
補
助
金
を
支
給
す
る
」
。

ナ
ラ
テ
ィ
ワ
ー
ト
、

ポ
ー
・
ピ
プ
ン

・
ソ
ソ
ク
ラ
ー
ム

サ
ト
ゥ
ン
の
各
県
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
適
用
す
る
法
律
」

つ
ぎ
の
条
文
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え

ヽ

゜

プ
ー
ミ
ボ
ソ

・
ア
ド
ゥ

ソ
ヤ
デ

ー
ト
国
王
の
摂
政
団
、
ラ
ソ
グ
ツ
ッ
ト

・
ク
ロ
マ
ク
ソ

・
チ
ャ
イ
ナ
ー
ト
ナ
レ
ソ
ト
ー
ソ
フ
ラ

ヤ
ー
・
マ
ー
ナ
ワ
ラ
ー
チ
ャ
セ
ー
ウ
ィ
、
仏
暦
二
四
八
九
年
（
一
九
四
四
）
十
一
月
十
九
日
、
今
上
陛
下
の
治
世
第
一
年
、
こ
れ
を

ナ
ラ
テ
ィ
ワ
ー
ト
県
、

ャ
ラ
ー
県
、

サ
ト
ゥ
ソ
県
に
お
い
て
は
、
家
族
お
よ
び
相
続
に
関
す
る
民
事
訴
訟
の
裁
判

に
お

い
て
、
原
告
・
被
告
共
に
ム
ス

リ
ム
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
異
見
の
な
い
場
合
に
は
、
申
請
者
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
仏
暦
二
四
八
九
年
。
ハ
タ
ニ
ー
、

こ
の
勅
令
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

ヽ

ャ
ラ
ー

副
署
者

総
理
大
臣

ば0
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る。 第
五
条

イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
国
王
は
、
国
会
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
き
、

り
法
律
を
制
定
せ
し
め
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
「
仏
暦
二
四
八
九
年
。ハタ

ニ
ー
、

適
用
す
る
法
律
」
と
呼
ぶ
。

パ
タ
ニ

ー
県
、
ナ
ラ
テ
ィ
ワ
ー
ト
県
、

ナ
ラ
テ
ィ
ワ
ー
ト
、

ャ
ラ

ー
県
、

ャ
ラ
ー
、

つ
ぎ
の
と
お

サ
ト
ゥ
ソ
の
各
県
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を

サ
ト
ゥ
ソ
県
に
お
い
て
は
、
家
族
お
よ
び
相
続
に
関
す
る
裁
判
に
お

い
て
、

原
告

・
被
告
が
共
に
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
異
見
の
な
い
場
合
に
は
申
請
者
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
な
ら
ば
、
民

商
法
の
該
当
規
定
に
代
え
て
、
家
族
お
よ
び
相
続
に
か
ん
す
る
イ
ス
ラ

ー
ム
法
の
該
当
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

相
続
の
時
効
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
本
条
は
、
訴
訟
の
提
起
が
本
法
の
制
定
前
に
行
な
わ
れ
た
か
否

第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
裁
判
を
行
な
う
第
一
審
法
廷
に
は
、
判
事
と
共
に
「
ダ
ト

・
ユ
テ
ィ
タ
ム
」
（
勺
to
Y
u
t
t
h
i
t
h
a
m
 

法
律
職
ム
ス
リ
ム
）

右
の
「
ダ
ト

・ユ

テ
ィ
タ
ム
」
は
、
イ
ス
ラ

ー
ム
法
に
し
た
が
っ
て
訴
訟
を
審
議
し
判
決
を
下
す
権
限
を
有
す
る
。
「
ダ
ト

・
ユ

テ
ィ
タ
ム
」
は
、
そ
の
判
決
に
し
た
が
い
判
決
文
に
署
名
す
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
く
「
ダ
ト

・
ュ
テ
ィ

タ
ム
」

の
裁
決
は
、
当
該
の
訴
訟
案
件
に
か
ん
す
る
最
終
判
決
と
す
る
。

第
四
条

「
ダ
ト

・
ュ
テ
ィ
ク
ム
」
に
対
す
る
異
議
の
申
し
立
て
は
、
民
事
訴
訟
法
の
異
議
申
し
立
て
に
か
ん
す
る
規
定
を
準
備
す

「
ダ
ト

・
ユ
テ
ィ
タ
ム
」
が
そ
の
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
の
訴
訟
の
み
に
関
し
、
当
時
者
の
合
意
に
よ
り
、

一
名
を
参
加
せ
し
め
る
。

か
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

こ
の
法
律
は
、
官
報
に
告
示
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

ム
ス

ば1



第
七
条

J

の
法
律
の
主
管
大
臣
は
法
務
大
臣
と
す
る
。

第
六
条

代
行
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

副
署
者

海
軍
少
愕

総
理
大
臣

リ
ム
の
中
か
ら
一
名
を
選
ん
で
、
「
ダ
ト
・

ユ
テ

ィ
タ
ム
」

の
職
務
を
代
行
せ
し

め
る
。
も

し
、
当
事
者
間
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い

と
き
は
、
当
事
者

の
双
方
か
ら
、

三
名
を
越
え
ぬ
同
数
の
候
補
者
を
選
択
せ
し
め
、
こ
れ
を
裁
判
長
に
提
出
せ
し
め
る
。
裁
判
長
は
、

両
当
事
者
の
提
出
し
た
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
一
名
を
選
び
、
当
該
の
案
件
の
み
に
つ
い
て
、
「
ダ
ト

・
ユ
テ
ィ
タ
ム
」
の
職
務
を

こ
の
法
律
の
条
項
は
、
本
法
施
行
の
日
に
裁
判
所
に
お
い
て
係
争
中
の
訴
訟
事
件
に

は
適
用
さ
れ
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の

訴
訟
が
第
一
審
裁
判
所
に
お
い
て
係
争
中
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
事
者
の
双
方
ま
た
は
異
見
の
な
い
場
合
に
は
申
請
者
が
、
本
法
施

行
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
新
方
式
に
よ
る
裁
判
の
続
行
を
出
願
し
た
場
合
を
除
く
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
は
訴
状
ま
た
は
申
請

書
を
新
規
に
提
出
せ
し
め
た
上
、
本
法
の
規
定
に
基
づ
く
裁
判
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

ト
ー
・
ク
ム
ロ
ソ
ナ
ー
ワ
ー
サ
ワ
ッ
ト
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版
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教
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、
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誦
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学
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二

十
八
の
二
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佐
藤
密
雄
、
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九
六
三
、
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原
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教
教
団
の
研
究
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東
京

・
山
喜
房
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書
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消
水
盛
光
、
一
九
七
二
、

『
集
団
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一
般
理
論
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東
京

・
岩
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店

杉
本
直
治
郎
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一
九
五
九
、
「
逼
国
と
中
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交
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南
方
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研
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1

高
橋
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一
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、
「
ク
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ペ
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ム
人
問
題
の
現
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歴
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的
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『
ア
ジ
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経
済
』
（
第
十
二
巻
第
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ー

（編）
、

一
九
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、
『
東
南
ア
ジ
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ナ
シ

ョ
ナ
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仏
教
』
東
京
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研
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田
村
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、
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研
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東
京
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山
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書
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デ
ュ
ロ
ゼ
ル
、
一
九
六
七
、
大
宮
誠

•

岡
田
徳
一
訳
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
』
東
京

・

白
水
社
（
文
庫
ク
セ
ジ

ュ
）

中
村
元
、
一
九
六
九
、

『
原
始
仏
教
の
成
立
』
〔
中
村
元
選
集
第
十
二
巻
〕
東
京

・
春
秋
社

ー

、

一

九

五

九

、

『
ゴ
ー
ク
マ
・
プ
ッ

ダ
』
京
都

・
法
蔵
館

ー

、
一
九

五
九
、
『
宗
教
と
社
会
倫
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』
東
京
・
岩
波
書
店
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、

一

九

五

八

、

『
プ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
ー
ス
ッ
ク

ニ
パ
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ク
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東
京

・
岩
波
苫
店

ー

、

一

九

六

八

、

『
仏
典
ー
』
〔
世
界
古
典
文
学
全
集
六
〕
東
京

・
筑
岸
翌
房

長
井
真
蓼
、
一
九
二
九
、
『
戒
律
の
根
本
』
東
京

・
丙
午
出
版
社

奈
良
康
明
、
一
九
七

二
、
「
バ
リ
ッ
ク

p
aritta
呪

の
構
造
と
機
能
」

『
宗
教
研
究
』
（
第
四
十
六
巻
第

二
、
ニ
ノ

――-）

早
島
鋭
正
、
一
九

六
四
、
『
初
期
仏
教
と
社
会
生
活
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東
京

・
岩
波
祖
店
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—
d

o
-, 

1929 

P
r
a
c
h
u
m
 silii.chii.ruk 

sayii.m 
phii.k 

thi 
2

 :
 chii.ruk 

k
r
u
n
g
 thawii.rawadi, 

m
u
a
n
g
 l
a
w
o
 lae 

m
u
a
n
g
 prathetsarii.t 

k
h
u
n
 
kae 

k
r
u
n
g
 siwichai. 

B
a
n
g
k
o
k
 :

 Ba
n
g
k
o
k
 
T
i
m
e
s
 Press. 

D
a
m
r
o
n
g
 
Rachanuphiip, 

Kromphra, 
1923 

"Athibai 
nangsu 

sankhitiyawong," 
in 

Sangkhitiyawong. 
Bangkok. 

(cremation 
volume) 

—
d

o
-, 

1923 

Tamnii.n 
k
h
a
n
a
s
o
n
g.

 Ba
n
g
k
o
k
.

 (c
remat

io
n
 
volume) 

—
d

o—
,1

9
2

6
 

T
a
m
n
i
i
n
 phraphutthachedi. 

Bangkok. 
(cremation 

volume) 

ー
d
o—

,
1
9
5
7

R
u
a
n
g
 p
h
r
a
c
h
o
m
k
l
a
w
.

 Bangkok. 
(cremat

ion 
volume) 

—
d

o
-, 

1952 

Nithii.n
切
rii.nnakhadi.

B
a
n
g
k
o
k
 :

 Sa
m
n
a
k
p
h
i
m
 K
h
l
a
ng

 witthaya. 

D
u
a
n
 B
u
n
n
a
g
 &

 P
hairot 

C
h
a
i
y
a
n
a
m
,
 
1934 

Khamathibii.i 
kotmii.i 

r
a
t
t
h
a
t
h
a
m
m
a
n
u
n
,
 
phii.k 

2. 
Bar

迎
k
o
k

:
 Ro
ng

p
h
im

 N
itisan

.
 

K
a
n
s
a
m
m
a
n
a
 phraphiksu, 

n. 
d
.

 

Kii.n
s
a
m
m
anii. 

p
h
r
a
p
h
i
k
s
u
 p

h
u
a
 songsoem 

phatthanii. 
thongthin 

kh611g 
mahii.w

itthayii.lai 
nai 

j,hraboro111arii.chupatham, 

w
a
n
 sii.o

 thi 
5

 lae 
w
a
n
 ii.thit 

6, 
karakadii.klwm, 

2
5
12. 

2
 vols. 

(mimeo.) 

K
h
a
n
a
k
am

m
a
k
a
n
 chat 

p
h
i
m
 ekasan 

prawattisat, 
1965 

P
r
a
c
h
u
m
 silii.chii.ruk 

phii.kthi 
S
:
 p
r
a
m
u
a
n
 chii.ruk 

thi 
p
h
o
p
 nai 

phii.k 
n
u
a
 
phii.k 

t
a
w
a
n
o
k
 
chiang 

nua, 
phii.k 

t
a
w
a
n
o
k
 

lae 
phii.k 

klii.ng 
k
h
o
n
g
 prathet 

thai. 
Bangkok. 

—
d

o—
,1

9
6

7
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P
r
a
c
h
u
m
 p
h
r
a
t
a
m
r
a
 boromarachuthit 

p
h
u
a
 k
a
n
l
a
p
a
n
a
 
s
a
m
a
i
 ayutthaya, 

p
h
a
k
 1-

Bangkok. 

-
<
l
o ー，

1970

P
r
a
c
h
u
m
 silacharuk 

p
h
a
k
 thi 

4
 :
 pr
a
m
u
a
n
 c
h
a
点
k
thi 

p
h
o
p
 nai 

p
h
a
k
 nua, p

h
a
k
 t
a
w
a
n
o
k
 chiang nu.a, 

p
h
a
k
 t
a
w
a
n
o
k
 lae 

p
h
a
k
 k
l
a
n
g
 k
h
o
n
g
 prathet 

thai. 
Bangkok. 

k
枷

g
songkhro 

chaokhao, 
1968 

P
h
a
e
n
k
a
n
 
t
h
a
w
a
i
 
k
h
w
a
m
s
a
d
u
a
k
 
kae 

k
h
a
n
a
 
t
h
a
m
m
a
c
h
a
r
i
k
 
k
h
u
n
 
pai 

p
h
o
e
i
p
h
a
e
 
p
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
s
a
t
s
a
n
a
 
kae 

c
h
a
o
k
h
a
o
 

c
h
a
n
g
w
a
t
 
tangtang nai 

khet 
patibatkan

 t
h
a
n
g
 p
h
a
k

遥
a
p
r
a
c
h
a
m
 p
i
 
2511. 

Bangkok. 

K
r
o
m
 kansatsana, 

1951 

P
r
a
m
u
a
n
 rabiap kansatsanii. 

k
h
6
n
g
 k
r
o
m
 k
a
n
sii.tsana 

k
r
a
s
u
a
n
g
 suksathikan. 

Bangkok. 

K
r
o
m
 Prachasong

khro, 
1967 

R
a
i
n
ga
n
 k
a
n
p
h
o
e
i
p
h
a
e
 p
h
r
a
p
h
u
t
t
h
a
s
a
t
s
a
n
a
 kae 

chii.okhao 
t
h
a
n
g
 phii.k 

n
u
a
 p
i
 
2509. 

Bangkok. 

K
r
o
m
 Sinlapakon, 

1953 

M
a
h
achat 

k
h
a
m
l
u
a
n
g
 c
h
a
b
a
p
 k

r
o
m
 sinlapakon. 

B
a
n
g
kok. 

—
do

-, 
1957 

P
r
a
c
h
u
m
 silii.charuk 

p
h
a
k
 thi 

1, 
c
h
a
r
u
k
 k

r
u
n
g
 sukhothai. 

Bangkok. 

—
do
ー
，

1962

P
h
r
a
r
a
t
c
h
a
p
h
o
n
g
s
a
w
a
d
a
n
 cluzbap 

phraratchahatthalekha, 
p
h
a
k
 chop. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Od
e
o
n
 Store. 

—
do—

,1
9

6
2

 

P
h
m
r
a
t
c
h
a
p
h
o
ngsa

w
a
da

n
 k
r
u
ng

 si 
a
y
u
t
t
h
a
y
a
 
c
h
a
b
a
p
 
s
o
m
d
e
t
 
p
h
r
a
 
phannarat 

w
a
t

 p
h
r
a
 
c
h
釦tuphon.

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 
K
h
l
a
n
g
 

W
i
t
t
h
aya

.
 

Lingat, 
Robert 

(L
aengga)

,
 19
39 

P
r
a
m
u
a
n
 kotmii.i 

ratchakan 
thi 

1
 chunlasakkarat 

1166 p
h
i
m
 tii.m 

c
h
a
b
a
p
 lu

a
n
g
 tra 

sa
m
 duang, 

3
 vols. 

Bangkok. 

Lithai, 
Phraya, 

1963 

T
r
a
i
p
h
u
m
 p
h
r
a
r
u
a
n
g
 k
h
o
n
g
 p
h
r
a
y
a
 lithai, 

B
a
n
g
k
o
k
 :

 On
g
k
a
n
k
h
a
 k

h
o
ng

 khurusapha. 

M
i
chai 

Ritchuphan, 
1968 

Khamathibii.i
 ratth

at
h
a
m
m
a
n
u
n
 h
a
e
n
g
 ratch

aa
n
a
c
h
a
k
 thai 

p
h
u
t
t
h
a
sakkarat

 25
1
1
 
p
h
r
ふ
n

d
u
a
i
 tuabot 

k
h
r
o
p
 
thuk 

m
a
t
r
a
.
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B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Ka
s
さm

ban
nakit.

Narathip 
Praphanthaphong, 

K
r
o
m
p
h
r
a
,
 
19
62 

Chotmiiihet 
la
lube, 

2
 v
o
ls.

 Ba
ng

k
o
k
 
:

 On
g
k
a
n
k
h
a
 
k
h
o
n
g
 khuru

saph
a
.

 

O
ng
k
a
n
 
suksa, 

19
54 

R
u
a
n
g
 s
o
p
 biili 

k
h
o
n
g
 ongkiin 

suks
ii 

p
h
o
.

 so. 
2
4
9
7. 

Bangkok. 

Paramanuchichinorot, 
S
o
m
d
e
t
 
P
h
r
a
m
a
h
asamanach

ao 
K
r
o
m
p
h
r
a
,
 
1960 

P
a
t
h
o
m
somphotlwthii

.
 Ba
n
g
k
o
k

 :
 Mahachulalongkonratchawitthayalai. 

Phitthayalap 
phrutthiyakon, 

K
r
o
m
m
a
m
u
n
,
 
19
6
7
 

R
u
a
n
g
 phrabiit 

s
o
m
d
e
t
 
phraj,hut

th
a

拉
tfa

chunlalok 
song fun/ii 

w
a
t
t
h
a
n
a
t
h
a
m
.
 
B
a
n
g
k
o
k
.

 (cr
e
m
ation 

volume) 

P
h
rae 

Phitth
aya, 

1961 

P
h
otchan

iinukro
m

 thai 
c
h
a
b
a
p
 k
h
o
n
g
 borisat 

"
p
h
r
a
e
 phitt

hayii" 
w
a
n
g

屈
rapha.

B
a
n
g
k
o
k
 
:
 Phrae 

Phitth
aya. 

P
h
ra
m
a
h
a
 Uthai, 

1967 

"
K
a
n
s
迅
ks
a
p
ari

yatth
ith

a
m
," 

P
hutthasii

tsanii 
k
a
p
 s
a
n
g
k
h
o
m
 thai. 

B
ang

kok. 
(cremation 

volume) 

P
h
r
a
m
o
ng

khonthepmuni, 
1957 

P
r
aw

at 
kiinsiitsanasuksii-kiinsuksii 

nangsu 
thai 

k
h
o
n
g
 w
a
t
 a
n
o
n
gkhiiriim 

lae
 taruniinu

sa
t. 

Bangkok. (cremation 
v
o
l
u
m
e)

 

P
h
rawan

n
ara

t, 
S
om

det
 (¥
V
a
t

 P
h
rachet

u
p
ho

n
), 

192
3

 

Sangkhitiyawong. 
B
a
n
g
k
o
k
.

 (cremation 
volume) 

P
h
r
o
m
 Suthat 

n
a

 A
yutth

aya
,

 1969 

P
h
r
a
 p

h
i
m
 lae 

p
h
r
a
 k

h
r
u
a
n
g
 kl"

うn
g
thai. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Phrae 
Phitthaya. 

Praphat 
Trin

aro
図

1963

C
h
i
w
i
t

 /ae 
ngiin 

kh
o
ng

 atsawaphiihu. 
B
a
,速
k
o
k

:
 Wa
t
t
h
a
naphanit. 

Prayut, 
P
h
r
a
m
a
h
a
 
(Payutto 

B
h
i
k
k
h
u
)
,

 19
6
7
 

"
 Botbat 

k
h
o
n
g
 p
h
rasong 

nai 
sangk

h
o
m
 thai 

patchuban," 
S
a
y
a
m
s
a
m
a
k
h
o
m
,
 P

h
u
t
t
h
asiit

sanii 
k
a
p
 s
a
n
g
k
h
o
m
 
thai 

p
a
t
c
h
u
b
a
n
.

 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Sa
y
a
m
s
a
m
a
k
h
o
m
.
 

Pl
u
a
n
g
 na 

N
a
k
h
o
n
,

 1960 

P
r
a
w
at

 w
a
mzakha

di 
thai 

s
a
m
r
a
p
 nak 

suksii. 
B
a
n
g
k
ok

 :
 Th
a
i
 
W
a
t
t
h
a
n
a
 Phanit

.
 

83r 
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Prasoet 
na 

N
a
k
h
o
n
 
(,:ia 

Nagara). 
19
6
6
 

"
K
a
n
c
h
a
m
r
a
 prawattisat 

sukhothai
,"

 S
a
ng
k
h
o
m
m
a
s
a
t
 
Parithat 

ch
a
baJ, 

j,hiset 
m
i
t
t
h
u
n
a
y
o
n
 
2509. 

Bangkok. 

Prn
y
ut 

Sitth
iphan, 

1655 

R
a
t
c
h
a
s
a
m
n
a
k
 p
h
r
a
m
o
n
k
h
u
t
 
klao. 

B
a
n
g
k
o
k
:
 S
a
m
n
a
k
p
h
i
m
 T

h
a
m
m
a
s
e
w
i
.
 

R
abiap 

borihan
,

 19
34 

R
a
b
i
a
p
 borihan 

k
h
a
n
a
s
o
ng

 diii 
a
n
u
m
a
t
 khiing 

m
a
h
a
t
h
f
r
a
s
a
m
i
i
k
h
o
m
 
phullhasakkarat 

2
4
7
7
-
Bangkok. 

Saat 
Milinth

a
wat

,
 1956 

P
r
a
m
u
a
n
 rabiap khanasong. 

B
a
ng

k
o
k
 

S
a
m
n
a
k
 Nayokratt

h
amontri

、
196

4

P
r
a

初
at

lae 
p
h
o

加
g
a
n

chiimj,hon 
s
a
6
t
 
thanarat. 

Bangkok. 
(cremation 

volume) 

S
a
ng

i
a
m
 
K
h
u
m
p
h
a
w
a
t
,
 
19
6
5
 

S
o
m
d
e
t
 P

h
r
a
s
a
n
g
k
h
a
r
a
t
 
s
a
m
a
i
 chakri

w
o
n
g.

 Ba
n
g
k
o
k
 
:

 Ru
a
m
 S
a
n
.
 

S
m
,
g
u
a
n
 
Angthong, 

1959, 

Singra
ek

 nai 
m
u
a
ng

 thai, 
3

 vols. 
B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Phrae 
Phitthaya

.
 

Sathi
en

 Lailak 
(ed

.), 
19
34 

P
ra

c
h
u
m
 k
o
t
m
a
i
 p

r
a
c
h
a
m
 sok. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Nitiwet. 

Sathi
en

 P
h
antharangsi, 

19
5
0
 

P
h
r
m
n
o
n
g
h
u
t
 
klao 

lae 
c
h
a
o
 f

a
 p
h
etcharat. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Phrae 
Phitthaya. 

Sela 
R
e
kh

arut 
lae 

U
d
o
m
 P
r
a
m
u
a
n
w
i
t
t
h
a
y
ii
,

 1961 

Piyamahiiriit 
chuliilongkon. 

B
a
n
g
k
o
k
 

S
o
m
m
o
t
 A

m
o
r
a
p
h
a
n
、
K
r
o
m
p
h
r
a
&

 D
a
m
r
o
n
g
 R
a
c
h
a
n
u
p
h
a
p
,
 
K
r
o
m
p
h
r
a
,
 
192

3
 

Riiang tang phrarii
chiikhana 

p
h
u
y
a
i
 nai 

k,-ung 
rattanakiisin. 

Bangkok. 
(cre

m
ati

on 
vol

u
me) 

Suchip 
P
u
n
n
anuphap, 

19
5
7
 

K
h
u
n
n
a
l
a
ksa

n
a
 phiset 

h
a
eng

 phraphutthasatsana. 
B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Sa
m
n
a
k
p
h
i
m
 
B
a
n
nakan. 

T
e
t
 
B
u
n
n
a
k
 
(Tej 

B
u
n
n
ag)

,
 1967 

"
J
<
h
abot 

p
h
u
 
m
i
 b
u
n
 
isan 

ro
.

 so. 
12

1," 
S
a
n
g
k
h
o
m
a
s
a
t
 
Pari1hat. 

C
h
abap 

thi 
1, 

pi 
thi 

5
.

 Ba)蔀
o
k

687 



—
do—

,1
9

7
1

 

゜
"

 Phrayii 
khaek ch

et
 hu
a
m
徊
ang

khabot 
r6. 

s6. 
121,

"
 Ch

u
m
n
u
m
 botkhwii.m 

th
a
ng

 wichii.kii.n 
thawii.i 

p
h
r
a
c
h
a
o
 W
o
r
a
w
o
n
g
t
h
o
e

芯

k
r
o
m
m
a
m
u
n
 narii.thipphong

p
r
a
phan, 

/
e
m
 
2. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Sa
m
a
k
h
o
m
 s
a
n
g
k
h
o
m
m
a
s
a
t
 
h
aeng 

prathet 
thai 

T
h
a
i

 Noi, 
1964 

Nii.yokratthamontri 
khan 

thi 
11 

k
a
p
 3

 p
h
i
i
n
a
m
 j,atiwat. 

Bai1gkok 
:

 Prae 
P1tt

aya
.

 

T
h
a
m
m
athibet, 

Chaofa, 
1966 

Phramii.lai 
k
h
a
m
 luang. 

Bangkok. 
(cremat

io
n

 volume) 

T
h
i
p
p
h
a
k
o
r
a
w
o
n
g
、
C
h
a
o
p
h
r
a
y
a
.
19
38 

Phrarii.t
c
h
a
p
h
o
n
g
sii.

wadii.n 
k
r
u
n
g
 ratanak6sin 

ratchakii.n 
thi 

3
.

 Bangkok. 
(crem

at
ion 

v
o
l
u
m
e)

 

—
doー

，
1960

Phrarii.tchaphongsii.wadii.n 
k
r
u
n
g
 ratanak6sin 

ratchakii.n 
thi 

J. 
B
a
ng

k
o
k
 
:

 On
g
k
h
an

k
h
a

 k
h
o
n
g

 K
h
u
n
u
s
a
p
h
a
 

—
do—

,
1962 

Phrarii.tchaphongs
ii.wadii.n 

k
r
u
n
g
 r
a
t
a
n
a
k
6
sin 

c
h
a
b
a
p
 h
6
s
a
m
u
t
 
h
a
e
n
g
 chat ;

 ratchakii.n thi 
1
-
2
.
 
B
a
n
g
k
o
k
:
 K

h
lang

w
itth

aya 

—
doー

，
1963

Phrarii.t
ch
a
p
h
o
ngsii.wadii.11 

k
r
u
n
g
 ratanakosin 

c
h
a
b
a
p
 h
6
s
a
m
u
t
 
h
a
e
n
g
 chii.t: 

ratchakii.n 
thi S

-
4
-
B
a
n
g
k
o
k
:
 Khlangwitthaya 

T
o
e
r
n
 
Sin

g
hatsathit, 

19
5
6
 

F
a
n
g
k
h
w
ii. 

maenii.m 
kh6ng, 

2
 vols. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Sa
m
n
a
k
p
h
i
m
 K
h
l
a
ng

 W
i
t
t
h
aya

.
 

T
o
e
m
 Wiphakphotchanakit, 

1
9
7
0
 

P
r
a
wattis

ii.t 
isii.n. 

2
 vols. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Sa
m
n
a
k
p
h
i
m
 S

a
m
a
k
h
o
m
 S
a
n
k
h
o
m
a
s
a
t
 
h
a
e
n
g
 
Prathet 

T
h
ai. 

Tri 
A
m
a
t
a
ya

kun, 
1954 

N
a
m
.
t
h
i
a
w

 m.
砂
a
n
g
sukhothai. 

B
a
n
g
k
o
k
 
:

 Ru
n
r
u
a
n
g
t
h
a
m
m
a
.
 

—
do
ー
，

1960

"
N
a
k
h
o
n
slthammarat," 

R
u
a
m

 ru
a
n
g
 11akh611 

si 
thammarii.t. 

Bangkok. 

—
do—

,
1962 

"
 Prawatisat 

sukhothai," 
Kham.banyii.i 

sammanii.
切
rii.nnakhadi

s
a
m
a
i
 
sukhothai. 

ph6.
函

．
2
505.

B
a
n
g
k
o
k
 

W
a
chirayanawarorot, 

S
o
m
d
e
t
 
P
h
r
a
m
a
h
a
s
a
m
a
n
a
c
h
a
o
 K

r
o
m
p
h
r
a
y
a
,
 
1922 



T
a
m
n
i
i
n
 w

a
t

紬
通
nniwetwihan.

Bangkok. 
(c
r
e
m
ation 

v
olume) 

—
do—

,1
9

5
6

 

U
p
a
sombotwithi

.
 Ba
n
g
k
o
k
 
:

 Mahamakutratchawitthayalai. 

—
do

--, 
1971 

P
r
a
m
u
a
n
 P
h
r
a
niphon 

S
o
m
d
e
t
 P

h
r
a
m
a
h
as

a
m
a
n
a
c
h
a
o
 K
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